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用 語 例 

 

 本計画で使用する用語等は、次による。 

 

１ 地域等の標記 

 標  記 説  明 

1 区市町村 東京都に属する全区市町村をいう。 

2 区部 
東京都の地域のうち、特別区の所在する地域

をいう。 

3 多摩地域 
東京都の地域のうち、市及び郡部町村の所在

する地域をいう。 

4 島しょ 
東京都の地域のうち、島しょ町村の所在する

地域をいう。 

5 多摩島しょ地域 
東京都の地域のうち、３及び４に属する地域

をいう。 

 

２ 機関名等の標記 

 標  記 機関等 

1 都 東京都 

2 都本部 東京都災害対策本部 

3 都各局 
東京都災害対策本部を構成する各局・ 

本部、庁、行政委員会事務局、支庁 

4 都〇〇局 東京都〇〇局 

5 関東総合通信局 総務省関東総合通信局 

6 関東財務局 財務省関東財務局 

7 関東信越厚生局 厚生労働省関東信越厚生局 

8 東京労働局 厚生労働省東京労働局 

9 関東農政局 農林水産省関東農政局 

10 関東森林管理局 農林水産省関東森林管理局 

11 関東経済産業局 経済産業省関東経済産業局 

12 関東東北産業保安監督部 経済産業省関東東北産業保安監督部 

13 関東地方整備局 国土交通省関東地方整備局 

14 関東運輸局 国土交通省関東運輸局 

15 東京航空局 国土交通省東京航空局東京空港事務所 

16 関東地方測量部 国土地理院関東地方測量部 

17 東京管区気象台 気象庁東京管区気象台 

18 第三管区海上保安本部 海上保安庁第三管区海上保安本部 
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 標  記 機関等 

19 関東地方環境事務所 環境省関東地方環境事務所 

20 北関東防衛局  防衛省北関東防衛局 

21 国立病院機構 独立行政法人国立病院機構 

22 水資源機構 独立行政法人水資源機構 

23 日赤東京都支部 日本赤十字社東京都支部 

24 東日本高速道路 東日本高速道路株式会社 

25 中日本高速道路 中日本高速道路株式会社 

26 首都高速道路 首都高速道路株式会社 

27 JR東日本 東日本旅客鉄道株式会社首都圏本部 

28 JR東海 東海旅客鉄道株式会社新幹線鉄道事業本部 

29 JR貨物 日本貨物鉄道株式会社首都圏本部 

30 NTT東日本 東日本電信電話株式会社東京事業部 

31 日本郵便 日本郵便株式会社 

32 東京ガスグループ 
東京ガス株式会社 

東京ガスネットワーク株式会社 

33 KDDI KDDI株式会社 

34 NTTコミュニケーションズ 
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式

会社 

35 NTTドコモ 株式会社 NTTドコモ 

36 ソフトバンク ソフトバンク株式会社 

37 楽天モバイル 楽天モバイル株式会社 

38 日本通運 日本通運株式会社首都圏支店 

39 福山通運 福山通運株式会社 

40 佐川急便 佐川急便株式会社 

41 ヤマト運輸 ヤマト運輸株式会社 

42 西濃運輸 西濃運輸株式会社 

43 東京電力グループ 

東京電力ホールディングス株式会社 

東京電力パワーグリッド株式会社 

東京電力エナジーパートナー株式会社 

東京電力リニューアブルパワー株式会社 

44 東武鉄道 東武鉄道株式会社 

45 東急電鉄 東急電鉄株式会社 

46 京成電鉄 京成電鉄株式会社 

47 京王電鉄 京王電鉄株式会社 

48 京急電鉄 京浜急行電鉄株式会社 

49 西武鉄道 西武鉄道株式会社 

50 小田急電鉄 小田急電鉄株式会社 



用 語 例 

用-3 

 標  記 機関等 

51 東京地下鉄 東京地下鉄株式会社 

52 東京モノレール 東京モノレール株式会社 

53 ゆりかもめ 株式会社ゆりかもめ 

54 北総鉄道 北総鉄道株式会社 

55 東京臨海高速鉄道 東京臨海高速鉄道株式会社 

56 多摩都市モノレール 多摩都市モノレール株式会社 

57 首都圏新都市鉄道 首都圏新都市鉄道株式会社 

58 東海汽船 東海汽船株式会社 

59 都トラック協会 一般社団法人東京都トラック協会 

60 都医師会 公益社団法人東京都医師会 

61 都歯科医師会 公益社団法人東京都歯科医師会 

62 都薬剤師会 公益社団法人東京都薬剤師会 

63 東京都立病院機構 地方独立行政法人東京都立病院機構 

64 献血供給事業団 公益財団法人献血供給事業団 

65 都獣医師会 公益社団法人東京都獣医師会 

66 TBSラジオ 株式会社 TBSラジオ 

67 文化放送 株式会社文化放送 

68 ニッポン放送 株式会社ニッポン放送 

69 ラジオ日本 株式会社アール・エフ・ラジオ日本 

70 エフエム東京 株式会社エフエム東京 

71 J－WAVE 株式会社 J－WAVE 

72 日経ラジオ社 株式会社日経ラジオ社 

73 interfm 株式会社 InterFM897 

74 日本テレビ 日本テレビ放送網株式会社 

75 TBSテレビ 株式会社 TBSテレビ 

76 フジテレビジョン 株式会社フジテレビジョン 

77 テレビ朝日 株式会社テレビ朝日 

78 テレビ東京 株式会社テレビ東京 

79 TOKYO MX 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 

80 東京バス協会 一般社団法人東京バス協会 

81 東京ハイヤー・タクシー協会 一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会 

82 都個人タクシー協会 一般社団法人東京都個人タクシー協会 

83 日本エレベーター協会 一般社団法人日本エレベーター協会関東支部 
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３ 法令・条例名等の標記 

 標  記 説  明 

1 本部条例 
東京都災害対策本部条例(昭和 37 年都条例第

110号) 

2 本部規則 
東京都災害対策本部条例施行規則(昭和 38 年

都規則第 12号) 

3 本部運営要綱 
東京都災害対策本部運営要綱（昭和 38年４月

８日 38総行災発第 12号） 
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第１章  計画の目的及び前提 

第１節  計画の目的 

○ この計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 40 条の規定に基づ

き、東京都防災会議が策定する計画である。 

〇 本計画の目的は、都、区市町村、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方

公共機関等が、持てる全機能を発揮し、都の地域における火山災害の予防、応

急・復旧策を実施することにより、都民等の生命・身体及び財産の保護や都市機

能の維持を実現するとともに、都民や事業者、地域の防災組織による自助・共助

の取組や主体間の連携を促進することにより、東京の防災力の向上を図ることに

ある。 

 

第２節  計画の前提 

○ 都の島しょ地域においては、過去に度々火山災害を経験している。昭和 58 年

（1983 年）10 月には三宅島が噴火し、阿古集落の大部分が溶岩流により埋没した。

昭和 61年（1986年）11月には伊豆大島の外輪山外側での割れ目噴火により、全島

民約１万人が島外避難をした。 

○ また、平成 12 年（2000 年）６月には三宅島で群発地震が発生した。その後、山

頂部で数度噴火し、全島民約 3,800 人が島外避難する事態となった。大規模噴火

が収まった平成 12 年（2000 年）９月以降、二酸化硫黄の大量放出により島外避難

が長期化し、平成 17年（2005年）２月に島民の帰島が実現した。 

○ 都防災会議は、昭和 61 年（1986 年）の伊豆大島での噴火の後、火山部会を設置

し、伊豆諸島各島の火山に関する地質、噴火の特徴、活動状況等の調査研究を行

った。調査研究は昭和 62 年度から平成元年度までの３か年にわたり実施され、各

火山の特性、その対応策等について提言をまとめ、報告した。 

○ 伊豆諸島の火山にはそれぞれに特徴があり、その特徴に従った対策を島しょ町

村で検討する必要があるが、万一、大規模な火山噴火が起きた場合には、島外避

難を余儀なくされる場合も想定されることから、島しょ町村はもとより、都、関

係防災機関が緊密に連携し、迅速に対応していくことが不可欠である。 

〇 また、火山部会の提言及び過去の火山災害の経験を踏まえ、火山の観測・監視

体制の維持、防災訓練の実施等の予防対策、島外避難を含めた避難体制の整備、

島外からの救援・救護対策等、外海孤立離島という特質に即した応急対策を進め

ていく必要がある。 

○ 富士山については、平成 12 年（2000 年）10 月から 12 月まで及び平成 13 年

（2001 年）４月及び同年５月までの間に低周波地震が急増したものの、国の火山

噴火予知連絡会は、地殻変動は見られないことから、直ちに噴火等の活発な火山

活動に結びつくものではないとの見解を示している。一方、1707 年の宝永噴火か

ら約 300 年が経過し、いつ大噴火が起こるとも知れない状況にある。令和２年４

月に中央防災会議の大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループで公表
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された「大規模噴火時の広域降灰対策について―首都圏における降灰の影響と対

策― 〜富士山噴火をモデルケースに〜（報告）」によると、富士山が大噴火した

場合、最悪のケースでは、都内においても、降灰が大量かつ広域に及ぶことから、

道路等の交通網の混乱や停電の発生など、首都機能の麻痺に直結する被害が生じ、

社会経済活動に甚大な影響が生じることが想定されている。 

〇 こうしたリスクに備え、平常時からの備えの強化により、降灰による被害を最

小化するとともに、人口や交通網等が集中する東京の特性を踏まえ、都市活動を

維持するための降灰対策を、ハード・ソフト両面から推進していく必要がある。 

○ なお、平成 21 年（2009 年）２月に浅間山が噴火し、都にも降灰があったが、こ

うした他の火山の噴火に伴う対応についても本計画を準用する。 

 

第３節  計画の構成 

○ この計画は、都及び防災機関が行うべき火山対策を予防、応急・復旧の各段階

に応じて具体的に記載しており、その構成と主な内容は、次のとおりである。 

○ 第２部は島しょ町村の区域を対象としており、第３部は東京都全域を対象とし

ている。 

構成 主な内容 

第１部 総論 ○ 計画の目的及び前提、目指すべき到達目標等 

第２部 島しょ火山編 ○ 島しょの地勢及び火山の概要等 

○ 現状・課題、対策の方向性 

○ 島しょ火山噴火に備え、都及び防災機関等が行

う予防対策、住民及び事業者等が行うべき取組 

○ 火山災害発生後に都及び防災機関等がとるべき

応急・復旧対策、災害救助法の適用等 

第３部 富士山噴火降灰

対策編 

○ 富士山の現況、都・区市町村及び防災機関の役

割等 

○ 現状・課題、対策の方向性 

○ 富士山噴火に伴う降灰に備え、都及び防災機関

等が行う予防対策、住民及び事業者等が行うべき

取組 

○ 降灰後に都及び防災機関等が行う応急・復旧対策 

 

第４節  計画の習熟等 

○ 各防災機関は、平素から危機管理の一環として、火山防災対策を推進する必要

がある。このため、火山災害等に関する施策及び事業が本計画に合致しているか

を点検し、必要に応じて見直しを行うとともに、火山に関する調査及び研究に努

め、所属職員に対する災害時の役割等を踏まえた実践的な教育及び訓練の実施等

を通して本計画を習熟し、火山災害への対応能力を高める。 

○ 男女双方の視点に配慮した防災を進めるため、防災に関する政策・方針決定過

程及び防災の現場における女性の参画を拡大し、男女共同参画の視点を取り入れ

た防災体制を確立する必要がある。
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第５節  計画の修正 

○ この計画には、毎年検討を加え、必要があると認めるときに修正する。 

○ 修正に当たっては、各防災機関は、関係のある事項について、計画修正案を都

防災会議に提出する。 
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第２章  目指すべき到達目標の設定 

○ 安心して暮らせる東京の実現に向けて、目指すべき到達目標を次のとおり定め

る。 

 

≪島しょ火山対応≫  
目指すべき到達目標 

避難体制の整備 
円滑な避難に向けた対策が講じられ、様々なリスクに柔軟に

対応できる体制が整備されている 

輸送体制 
島民等が安全に避難できる輸送手段が確保され、避難者を受

け入れる体制が整っている 

 

≪富士山噴火降灰対応≫  
目指すべき到達目標 

降灰状況の把握 
降灰状況を一元的かつ迅速に把握できる体制が構築されてい

る 

交通インフラ対策 
降灰の初期段階から効率的に除灰する体制が構築されている 

ライフライン対策 
ライフライン事業者による予防・応急復旧策が強化されてい

る 

火山灰処理 
火山灰の収集から処分までの広域的な連携体制が構築され、

仮置き場や処分先が確保されている 

避難 
多様なニーズに対応できる広域的な避難体制が構築されてい

る 

物資の供給 
備蓄の促進と物資供給体制の構築により、災害時に自宅等で

生活が維持できる環境が整っている 

 

≪共通≫  
目指すべき到達目標 

情報発信 
都民や観光客等が災害を自分事と捉え、必要な情報にアクセ

スできる仕組みが構築されている 

自助・共助の取組  
自主防災組織やボランティア等の連携により、地域の防災力

が強化されている 
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第１章  総則 

○ 東京湾から南方の太平洋上には、伊豆諸島及び小笠原諸島が連なっている。 

○ これらの地域の大部分は、多くの火山島及び海底火山が存在している。 

○ このうち、火山噴火予知連絡会が活火山と定義しているおおむね過去１万年以

内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火山は 21 あり、伊豆大島、利島、

新島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島（以上住民居住）、ベヨネース列

岩、須美寿島、伊豆鳥島、孀婦岩、西之島（以上無人島）及び硫黄島（自衛隊駐

屯地）、更に、海底火山として海形海山、海徳海山、噴火浅根、北福徳堆、福徳岡

ノ場、南日吉海山及び日光海山が挙げられる。 

○ このように、都の地域における火山は全て島しょ地域に存在することから、本

章においては、活動的な火山島を中心に、島しょの人口、地勢と火山の概要及び

火山の活動状況を記載する。 

 

第１節  東京都の火山島分布 

 

 

 

 

第２節  島しょの人口 

○ 火山の存在する島の人口、世帯等は、次のとおりである。 
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区分 
島名 

（火山名） 
支庁 町村名 

人口 

（人） 

世帯数 

（世帯） 

面積 

（㎢） 

活
動
的
火
山
が
存
在
す
る
島 

伊豆大島 

大島 

大島町 7,150 4,402 90.73 

新島 新島村 2,021 1,087 22.97 

神津島 神津島村 1,813 924 18.24 

三宅島 三宅 三宅村 2,301 1,496 55.20 

八丈島 

八丈 

八丈町 7,053 4,201 69.12 

青ヶ島 青ケ島村 168 117 5.95 

そ
の
他
の
火
山
が 

存
在
す
る
島 

利島 

大島 

利島村 317 187 4.04 

式根島 新島村 474 241 3.67 

御蔵島 三宅 御蔵島村 292 164 20.36 

（注）１ このほか、住民が居住していない活動的火山が存在する島として硫黄島

（自衛隊駐屯地）がある。 

２ 人口及び世帯は、住民基本台帳人口（令和５年１月１日現在）による。 

３ 面積は、国土地理院「令和６年全国都道府県市区町村別面積調」（令和６

年１月１日現在）による。 

４ 伊豆大島は火山名称 

 

第３節  島しょの地勢及び火山の概要 

○ 伊豆諸島及び小笠原諸島は、東経 136～154度、北緯 20～35度の区域に散在して

いる。その最北端に位置する伊豆大島は東京から南へ約 110 ㎞、最南端に位置す

る沖の鳥島は東京から南へ約 1,700㎞であり、南北約 1,600㎞の間に島々が存在す

る。 

○ これら島しょのうち、火山が存在する島の地勢は、次のとおりである。 

 

１  活動的な火山が存在する島 

（１）伊豆大島 

○ 伊豆大島は、東京の南方海上約 110 ㎞に位置する東西９㎞、南北 15 ㎞、周囲 52

㎞、面積 90.73 ㎢の伊豆諸島最大の島であり、伊豆諸島からマリアナ諸島へ連な

る火山島のうち最も北に位置する島である。島の中央には三原山（標高 758m）が

そびえ、南西部と北部から東部にかけては高さ最大 350m（東部）に達する海食崖

が発達しているが、西部は勾配の緩やかな平地である。 

○ 18世紀以降の噴火活動は三原山の火口で起こっていたが、昭和 61年（1986年）

11 月の大噴火では、中央火口北側カルデラ内及び外輪山北側斜面に新たな割れ目
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噴火口が出現した。 

○ 島の東側は断崖絶壁であるが、西側は勾配が緩やかで、平地が開けている。中

央火口原を除き、全島森林に覆われており、島内六つの集落は海岸に沿って発達

している。 

○ 島の地形的特質は、溶岩流の繰り返しのある新火山地帯が露出していることと

側火山の多いことである。 

 

（２）新島及び式根島 

○ 新島は、東京から南へ約 160㎞に位置し、東経 139度 15 分、北緯 34度 22分、

面積は 22.97 ㎢、南北 11.5 ㎞東西 3.2 ㎞の二頭形台地状の島であり、富士山・箱

根山から小笠原・マリアナ諸島に連なる活火山の一つである。南側には向山があ

り、300.8ｍの大嶺と坑火石を産出する石山等のピークがある。中央には本村集落、

北には 432ｍの宮塚山を境に若郷集落があり、トンネルで結ばれている。 

○ 島の最北部、新島山麓には、西海岸に面して若郷の集落があり、東海岸の羽伏

浦は約７㎞の海岸線が白い砂と白い断崖で形成されている。 

○ 式根島は、新島の南西 5.0㎞に位置し、東経 139度 13分、北緯 34度 19 分、面

積は 3.67㎢、南北 2.5㎞東西 2.9㎞で、周囲 12.2㎞の海岸線は複雑に入り組んで

いるが、島内は最も高い標高が 100ｍ程度と起伏の小さい台地状の地形となってい

る。島の東南部海岸には２か所で温泉が湧出している。集落は他島と異なり島内

各地に点々と散在している。 

○ 地質は新島と同じく流紋岩で、島全体が１回の噴火で形成された単成火山と考

えられるが、新島の単成火山群より噴出年代が古く、現在は溶岩流及び溶岩円頂

丘しか残っていない。 

 

（３）神津島 

○ 神津島は、新島の南方約 25 ㎞の海上、伊豆諸島のほぼ中央にある。東西約４㎞、

南北約６㎞、周囲約 22㎞で、面積は約 18.24 ㎢である。 

○ 島の中央には天上山がきつ立し、それより南へ高処山・秩父山とらくだの背状

に連なっている。天上山に源を発する神津沢は伊豆諸島中最大の沢で、普段は水

が少ないが豪雨の際は濁流が氾濫することがある。その下流の海岸線は断崖で囲

まれ、わずかに集落の前の海岸が開けているのみで、ここに岩礁を利用した神津

島港がある。 

○ 地質は、新島と同じく流紋岩で、地形的特色も似ている。 

 

（４）三宅島 

○ 三宅島は、東京の南方海上約 180㎞に位置する直径８㎞、面積 55.20㎢のほぼ円

形の島であり、伊豆諸島からマリアナ諸島へ連なる火山島のうちの一つである。

島の中央には雄山（標高 775m）がそびえ、南部には伊豆七島最大の火口湖である

大路池がある。 

○ 平成 12 年（2000 年）の噴火以前は、雄山は外輪山及び中央火口丘からなり、外
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輪山の側面にある側火山は島の中央から放射線上に並ぶ割れ目噴火を起こし、流

出した溶岩は流動性に富み、海岸まで達しているという景観を呈していた。しか

し、平成 12 年（2000 年）７月及び同年８月に発生した山頂部での大規模な噴火に

より、直径約 1.6㎞、深さ約 450mのカルデラが出現した。 

○ 島内に河川はなく、各所に清水の湧出を見る。 

また、大久保浜、三池浜及び錆ヶ浜のように約 700m に及ぶ砂浜も有するが、海

岸沿いは断崖が多く、湾入部に乏しい。 

○ 集落は島内一円に点在し、大きくは五つの集落から形成されている。 

○ なお、三宅村では昭和 58 年（1983 年）の噴火に伴い、翌昭和 59 年（1984 年）

５月に、阿古の２か所を建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第 39条の規定に基

づき災害危険区域に指定し、居住の用に供する建築物の建築制限を行っている。 

○ また、平成 12 年（2000 年）の噴火以降、山頂火口から火山ガスの噴出が継続し

ていた時期については、安全確保のため、村条例により島内を 10 地区に分けて一

部地域への立入りを制限していた。村では常時島内 14 か所において火山ガス濃度

を監視しており、濃度レベルに応じて注意報又は警報を発令、防災行政無線等を

通じて島民に伝達し、一定濃度以上になれば、当該地区の島民が避難する体制が

整えられている。 

（資料編資料第１ 三宅村火山ガス関連資料 P331） 

（５）八丈島 

○ 八丈島は、東京の南方海上約 290㎞に位置する北西－南東 14㎞、北東－南西 7.5

㎞、周囲 58.91㎞、面積 69.12㎢のまゆ形の島であり、伊豆諸島からマリアナ諸島

へ連なる火山島のうちの一つである。島の北西部には円すい形の西山（別名：八

丈富士、標高 854.3m）が、南東部には複雑な地形の東山（別名：三原山、標高

700.9m）がそびえ、西山北西部沿岸及び東山沿岸は急しゅんであるが、西山と東

山の中間地帯は勾配の緩やかな平地である。 

○ 集落は、島の南東部に位置する三原山を中心とする樫立(かしたて)、中之郷(な

かのごう)及び末吉(すえよし)で形成される坂上地区と、島の経済活動の中心地で

ある、大賀郷(おおかごう)及び三根(みつね)で形成される坂下地区がある。 

 

（６）青ヶ島 

○ 青ヶ島は、東京の南方海上約 360㎞に位置する南北約 3.5㎞、東西 2.5㎞、面

積 5.95㎢の卵形の島であり、伊豆諸島からマリアナ諸島へ連なる火山島のうちの

一つである。島の南半分は、中央火口丘（丸山）を持つカルデラ（池の沢火口）

で占められ、標高約 150～420mの外輪山でとり囲まれている。島の北半分は、北

北西に向かって傾斜した緩斜面で覆われている。島の周囲は海食崖であり、湾入

部はない。 

○ また、海岸沿いには高さ 50m から 200m に及ぶ直立する海食崖が形成されている。

一方、中央火口丘の丸山は、天明５年（1785 年）の噴火で形成された。 

○ 集落は、島の北側平坦地である休戸郷及び西郷地区に集中している。 
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２  その他の火山が存在する島 

（１）利島 

○ 利島は、伊豆大島の南方約 28㎞に位置し、面積 4.04㎢、周囲約８㎞の小島で、

海岸は断崖が続き平地はなく、中腹北西寄りに集落がある。 

○ 玄武岩質から成り立っているが、表土は伊豆諸島の中で最も地味が肥えており、

全島ほとんどが椿に覆われている。 

 

（２）御蔵島 

○ 御蔵島は、三宅島の南方 18㎞に位置し、面積 20.36㎢、周囲約 16㎞で、中央に

御山（851m）があり、ほぼ円形を成した鐘状の火山島である。 

○ 御山の周囲には、高峯が重畳し、傾斜が強く、御山に源を発する平清水川及び

大島分川の２河川並びに東側に小河川がある。 

また、御山東南の中腹には、最新の火山活動でできたツブネヶ森－ヤスカジヶ

森溶岩ドーム群があり、周囲 400mのせき止湖の御代ヶ池がある。 

○ 地質は、玄武岩質から安山岩質溶岩の互層から成り、海岸沿いには海食による

直立した断崖が多い。 

○ 集落は、島の北側比較的平坦な里地区１か所に集中している。 

 

第４節  島しょの火山活動の概要及び状況 

○ 都の島しょ地域には、多くの活動的な火山島及び海底火山が存在する。昭和 50

年（1975 年）から令和５年（2023 年）までに、伊豆大島、三宅島、伊豆鳥島、西

之島、硫黄島及び福徳岡ノ場で噴火があった。 

また、ベヨネース列岩（明神礁）、須美寿島、孀婦岩、海徳海山、噴火浅根、北

福徳堆、南日吉海山及び日光海山は、火山活動に伴うと見られる変色水が認めら

れた。 

○ 以下に、各火山の活動状況や主な噴火活動を示す。 

（資料編資料第２ 過去の噴火及び関連する活動 P333） 

 

１  伊豆大島（758m、34゜43′N,139゜24′E 三原新山） 

○ 伊豆大島火山は、主に玄武岩から成る成層火山で、緩傾斜の主成層火山体と、

北北西－南南東方向の割れ目噴火により形成された多数の側火山とから成る。頂

上部には直径３～4.5 ㎞のカルデラがあり、西半分はカルデラ壁が明瞭であるが、

東半分は後の噴出物に埋められてはっきりしない。カルデラ内南部には直径約 800

ｍの山頂火口を持つ中央火口丘三原山があり、更にその中央には直径約 300ｍのた

て坑状火孔がある。 

○ 数万年前から活動をはじめ、約 1700 年前には山頂部で大規模な水蒸気噴火が発

生し、陥没してカルデラを形成した。約 1500 年前にも大規模な噴火が起こり、山

頂部に相接して複数のカルデラが生じたと考えられている。その後の噴火による

溶岩は、カルデラ底を埋積しながら北東方向に流下し、海岸に達した。 
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○ カルデラ形成後、１回の噴出量が数億トンの大規模噴火が 10 回発生し、最後の

大規模噴火は 1777 年の噴火であった。噴出量数千万トン程度の中規模噴火は、近

年では1912年、1950年、1986年に発生しており、間隔は36～38年である。また、

それらの間に 20 回以上の小規模噴火があった。大規模噴火の時には、初期にスコ

リア放出・溶岩流出、その後に火山灰の放出が長期間（10 年程度）続いたと考え

られている。中規模噴火はスコリア放出・溶岩流出、小規模噴火は噴石・火山灰

を放出する。ストロンボリ式噴火が特徴であるが、マグマ水蒸気噴火も起きてい

る。 

○ 1552～1974 年の噴火は三原山火口か、その周辺のカルデラ底で発生したが、

1986 年噴火は三原山火口内（Ａ火口）と割れ目火口（カルデラ底：Ｂ火口、カル

デラ縁外側の北西山腹斜面：Ｃ火口）で起こった。噴火前兆あるいは活動と関係

する地殻変動、地震・微動、地磁気、比抵抗、重力などの変化が観測されている。 

※大規模噴火、中規模噴火、小規模噴火を分けるしきい値は、それぞれ 4000 万 DRE

㎥、40万 DRE㎥とした。 

なお、「DRE」とは、マグマ噴火やマグマ水蒸気噴火による総噴出物量をマグマ

の容積に換算したものである。  

（参考：日本活火山総覧（第４版）伊豆大島，P909，気象庁（2013）） 

○ 過去の主な噴火活動 

684年 

856年 

1112年 

天武 13 年 

斉衡３年 

天永３年 

噴火 

1338 年 延元３年 
三原山東山腹に噴石丘、北西麓に火口生成、溶岩流（元町溶

岩流） 

1421年 応永 28 年 
大島南部に火口生成、溶岩流。別にカルデラを越流した溶岩

は一部カルデラ北東側に流出 

1552年 天文 21 年 カルデラを越流した溶岩は北東に流れ、海岸に達した。 

1684年 貞亨元年 カルデラを越流した溶岩は東部海岸にまで流出 

1777 

～78年 
安永６～７年 

安永の大噴火といわれ、多量の溶岩を流出。南西方に流れた

ものは野増、差木地間の赤沢で止まり、北東方への溶岩はカル

デラ床を埋め、さらに外輪山から東に流下して海に達した。ス

コリアが全島に降下。噴出物総量約 6億 5千万トン。噴火活動

は、消長をくり返しながら寛政４年（1792年）まで続いた。 

1912 

～14年 

明治 45～ 

大正３年 

明治・大正噴火。噴出物総量約 7,460万トンに及び、安永噴

火以来最大の噴火。噴石活動、溶岩流出 

1950 

～51年 
昭和 25～26年 

噴石丘形成、溶岩流がカルデラ床に流下。噴出物総量約 5,880

万トン 

1986年 昭和 61 年 

７月から火山性微動。11月 15日噴火、19 日溶岩流がカルデ

ラ床に流下。21日カルデラ床で割れ目噴火、溶岩噴泉、溶岩

流。外輪山外側で割れ目噴火、溶岩流下。全島民約１万人島外

に避難 

２  新島（432m、34゜24′N,139゜16′E） 

○ 新島では北部の宮塚山・阿土山等と南部の向山の二つの地域に十数個の溶岩ド

ーム群が形成されており、両者に挟まれた集落のある平地は９世紀の噴火に伴う

火砕物の堆積により形成されている。これら火山は数万から約 10 万年前から噴火
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が始まったと考えられているが、一部火山の噴火年代が推定されたに過ぎず噴火

史の詳細は明らかではない。 

また、これら二つの噴火中心のうち、10～５万年前は南部を中心とした活動を、

４～1.5 万年前には北部を中心として活動し、最新の向山噴火では再び南部に噴火

活動が移動したと考えられている。 

○ 有史以降の噴火活動としては９世紀の一連の噴火活動がある。新島南部の向山

（標高 301ｍ）は９世紀末の噴火により形成され、活動初期に爆発的なマグマ水蒸

気噴火を起こし、その後山体成長とともに火砕丘の形成から溶岩の流出へと噴火

様式が推移した。また、これに先立つ９世紀中期には久田巻、阿土山でマグマ水

蒸気噴火を起こし、後者はやや規模の大きな噴火とされている。 

○ 噴火間隔は長いが、噴火すれば激烈で、火砕サージ・火砕流を生じやすいと考

えられる。火砕流や火砕サージが海面上を流走する可能性や、浅海域で噴火が始

まった場合の小規模な津波発生についても注意が必要である。 

また、火砕流、溶岩流が海域に達した場合には、マグマ噴出口以外の地点で発

生する二次爆発に注意が必要である。 

※大規模噴火、中規模噴火、小規模噴火を分けるしきい値は、それぞれ 4000 万 DRE 

㎥、40万 DRE㎥とした。 

なお、「DRE」とは、マグマ噴火やマグマ水蒸気噴火による総噴出物量をマグマ

の容積に換算したものである。 

(参考：日本活火山総覧(第４版)新島,P955,気象庁(2013),伊藤(1999),吉田(1992)) 

○ 過去の主な噴火活動 

856 

～857年? 
斉衡３～４年 

阿土山で火砕サージ、火砕物降下→溶岩ドーム 

久田巻・淡井浦付近で噴火 

886年 仁和２年 
房総半島で黒煙、鳴響及び雷鳴を認めた。地震頻発、

降灰砂多く牛馬倒死多数 

 

３  神津島（571m、34゜13′N,139゜09′E） 

○ 神津島は、利島―新島（式根島）―神津島と連なる火山列島のひとつである。 

○ 南北６㎞、東西４㎞の島で流紋岩の溶岩ドーム群と火砕岩から形成されている。

島の中央部に位置する主峰天上山は９世紀に生成した。流紋岩質マグマにより、

火砕サージ・火砕流の発生や、火砕丘の形成等爆発的噴火のほか、溶岩ドームの

形成等も認められる。現時点における噴気活動は観測されていないが、神津島の

地下に現在もマグマの蓄積が進んでいる可能性を示唆する地殻変動が見られる。

過去に、溶岩流が浅海域を覆った部分で、二次爆発が発生した痕跡が認められる。 

※大規模噴火、中規模噴火、小規模噴火を分けるしきい値は、それぞれ 4000 万 DRE

㎥、40万 DRE㎥とした。 

なお、「DRE」とは、マグマ噴火やマグマ水蒸気噴火による総噴出物量をマグマ

の容積に換算したものである。 
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(参考：日本活火山総覧(第４版)神津島,P967,気象庁(2013),谷口(1982)) 

○ 過去の主な噴火活動 

7～9世

紀 
― 

火口列が形成され複数の溶岩ドームが形成。小規模な

がら火砕流および降下火砕物の噴火を伴う。 

838年 承和５年 天上山生成。降灰、溶岩海に流入 

 

４  三宅島（※775m，34.06′N139.32′E） 

○ 三宅島火山は、玄武岩～安山岩から成る成層火山である。中央部に直径約 3.5㎞

のカルデラ（桑木平カルデラ）があり、その内側には 2000 年噴火により生じた直

径約 1.6 ㎞のカルデラがある。山頂部の火口のほか、山腹には割れ目噴火による

側火口が多く、海岸近くにはマグマ水蒸気噴火による爆裂火口（大路池（たいろ

いけ）等）が多数ある。 

○ 15世紀以降、中規模以上の噴火が 13回発生しており、間隔は 17～69年である。

有史時代の活動は、山頂から北－東南東、西－南南西の方向の山腹の割れ目火口

からの短期間の噴火であり、時に山頂噴火を伴う。スコリアの放出・溶岩流出の

ほか、割れ目火口が海岸近くに達したときは海岸付近では激しいマグマ水蒸気噴

火が起こりやすい（1983年噴火等）。 

○ 噴火前後に地震活動を伴うが、地震活動域と噴火地点とは一致しないことがあ

る。2000 年噴火では、島内で始まった地震活動が徐々に西方沖に移動して海底噴

火に至り、その後山頂直下の地震活動が始まり、山頂噴火・カルデラ形成へと推

移した。1983 年噴火では、前年から南方海域での群発地震活動等があり、噴火直

前の地震活動は噴火開始の１時間半前からであった。1962 年噴火等、過去のいく

つかの噴火では、噴火後に有感地震が頻発した。2000 年 6 月に始まった噴火活動

では、山頂噴火が発生するとともにカルデラを形成し、更に高濃度の二酸化硫黄

を含む火山ガスが長期間にわたって大量に放出された。 

※噴火の規模の表記は、噴出物量及び VEI（火山爆発指数）に基づき次のとおり区分

した。 ごく小規模：10⁴トン未満（VEIではおおむね０：非爆発的） 小規模：10⁴

～10⁶トン（VEI ではおおむね１：小規模） 中規模：10⁶～10⁸トン（VEI ではおお

むね２と３：中規模及びやや大規模） 大規模：10⁸トン以上（VEI ではおおむね４

以上：大規模以上） 

(参考：日本活火山総覧(第４版)三宅島, P976-977, 気象庁(2013)) 

 

○ 過去の主な噴火活動 

1643年 寛永 20 年 

溶岩は海中へ約１㎞流出。阿古村（現在の位置とは異

なる。）は全村焼失。旧坪田村は風下のため火山灰、焼石

が多数降り、人家、畑を埋めた。 
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1712年 正徳元年 
山麓で噴火し、溶岩が海中にまで流出。阿古村では泥

水の噴出で多くの家屋埋没。牛馬死亡 

1763年 宝暦 13 年 雄山山頂噴火、阿古村薄木でも噴火 

1811年 文化８年 北側山腹噴火 

1835年 天保６年 西山腹の笠地付近で噴火、噴石、溶岩流 

1874年 明治７年 

神着村南方の山中で噴火。溶岩は北方に流れ海に約

5,000㎡の新しい陸地をつくる。 

人家 45戸が溶岩に埋没。死者１名 

1940年 昭和 15 年 

７月 12日北東山腹より噴火、溶岩流出。14日から山

頂噴火。多量の降灰、火山弾放出。死者 11名、負傷 20

名、牛の被害 35 頭、全壊、焼失家屋 24 棟、その他被害

大。 

1962年 昭和 37 年 

８月 24日北東山腹の海抜 200～400m辺りから噴火。多

数の火孔から溶岩を海中にまで流出。噴火は 30時間で終

了したが、終了後から有感地震頻発。焼失家屋５棟、山

林耕地等に被害。 

1983年 昭和 58 年 

10月３日南西山腹に生じた割れ目から噴火。溶岩噴

泉、溶岩流。島の南部でマグマ水蒸気爆発が発生し、多

量の岩塊が周辺に落下。溶岩流で阿古地区の住宅の埋

没・焼失約 400棟。山林耕地等にも被害。総噴出量 2000

万トン 

2000年 平成 12 年 

６月 27日に西方海域で海底噴火、７月８日、14～15

日、８月 10日、13～14日、18日､29日、９月９日に雄

山山頂で噴火。山頂カルデラ内に直径約 1.6㎞、深さ約

450mの陥没孔が出現。大量の降灰、噴石があり８月 18

日には溶岩も噴出した。低温の火砕流発生、降灰多量。

火山性ガスの噴出は当初１日当たり数万トンに達した。

その後、火山ガスの放出量は徐々に減少し、平成 29年

（2017年）12月現在では、１日当たり数 10トン以下で推

移。山麓にごく微量の降灰をもたらす程度のごく小規模

な噴火が時々発生 
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５  八丈島（854m、33゜08′N,139゜46′E） 

○ 八丈島火山は、東山（別名：三原山）と西山（別名：八丈富士）の２火山が接

合した火山である。東山は、玄武岩～デイサイトの成層火山で、浸食が進んだ地

形をしている。少なくとも５万年前から約 3700 年前まで活動し、複数回のカルデ

ラ形成があった。 

○ 西山は、約１万数千年前から活動を始めた玄武岩の新しい成層火山である。カ

ルデラが伏在しており、その後の噴出物がカルデラ地形を覆ったものと考えられ

ている。山頂に直径約 500ｍの火口があり、その中に頂の平らな溶岩丘がある。南

東側の山腹と山麓部、東山との接合部の低地に 20 以上の側火山（火砕丘）があり、

海岸近くの低地にはマグマ水蒸気噴火によるタフコーン（火山灰丘：神止山等）

がある。 

なお、西山北方を中心とした海底に多数の火口列が認められる。 

○ 有史以降、17 世紀までに数回の活動記録があるが、噴火地点は不明、大規模な

噴火ではなかったと考えられている。陸上での直近の噴火は、1605 年に西山南東

山腹で発生した中規模の割れ目噴火である。 

また、2002 年には、西山直下にマグマが貫入したと推定される噴火未遂が発生

した。噴火すればスコリア放出、溶岩流出等の活動が想定されるが、海岸近くの

低地ではマグマ水蒸気噴火の可能性がある。 

※大規模噴火、中規模噴火、小規模噴火を分けるしきい値は、それぞれ 4,000 万 DRE 

㎥、40 万 DRE ㎥とした。なお、「DRE」とは、マグマ噴火やマグマ水蒸気噴火によ

る総噴出物量をマグマの容積に換算したものである。 

(参考：日本活火山総覧(第４版)八丈島,P1013,気象庁(2013),Ishizukaetal(2008),杉原(1998)) 

○ 過去の主な噴火活動 

長亨元年（1487 年）～慶長 10 年（1605 年）に５回の噴火記録がある。噴火規

模等は不明である。 
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６  青ヶ島（423m、32゜27′N,139゜46′E） 

○ 青ヶ島火山は、大きな海底火山の山頂部であり、玄武岩を主とし、少量の安山

岩を含む成層火山で、主成層火山と北端部に残存するやや古い黒崎火山からなる。

主成層火山の頂部には直径 1.5～1.7 ㎞のカルデラ（池の沢火口）があり、その中

に中央火口丘の丸山火砕丘がある。 

○ 主成層火山の活動の後期（3000～2000 年前頃）に、溶岩や降下スコリアの噴出

を繰り返し、岩屑なだれの発生を経て、現在の池の沢火口が形成された。天明噴

火（1781～1785 年）では、爆発的噴火による岩塊・スコリアが降下して池の沢火

口内に丸山火砕丘を生成するとともに、池の沢火口内に溶岩が流出（いずれも安

山岩）して、噴火前にあった大池・小池を埋めた。現在、池の沢火口内の丸山西

側や火口壁直下のほか、島の北端部近くにも高温の噴気地帯がある。 

(参考：日本活火山総覧(第４版)青ヶ島,P1027,気象庁(2013),高田ほか(1994)) 

 

○ 過去の主な噴火活動 

1783年 天明３年 

３月 26日砂を噴出、４月 10日地震の後火口原に火孔

生成、赤熱噴石を噴き上げ最大約２m噴石島中に降り 61

戸焼失、死者７人。翌 11日砂や泥土を噴出、15日火

炎、黒煙、噴石は火口原を埋め、更に高さ 100m余りの二

つの噴石丘を形成 

1785年 天明５年 

４月 18日火口原から噴火を始め噴煙、赤熱噴石、泥土

噴出、５月頃まで続く。当時 327人の居住者のうち 130

～140人が死亡と推定され、残りは八丈島に避難し、以

後 50余年無人島となる。 
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第５節  現状・課題 

 

 

〇 活動火山対策特別措置法に基づき、国から火山災害警戒地域に指定された

６火山（伊豆大島、新島、神津島、三宅島、八丈島及び青ヶ島）について、平

成 28年４月に都及び関係町村が共同で火山防災協議会を設置した。 

〇 当該協議会における協議を経て、平成 29年度に伊豆大島及び三宅島、令和元

年度に八丈島及び青ヶ島、令和２年度に新島及び神津島の火山避難計画を策定

し、本計画等をもとに、火山防災対策を推進している。 

 

 

 

 

避難体制の整備 

〇 島民等の避難誘導を円滑に行うためには、噴火時のタイムラインに応じ

た各機関の役割や、取るべき対応を明らかにしていく必要がある。 

〇 突発的な噴火や噴火レベルの急変、複合災害が発生した場合にも迅速に

対応できるための備えの強化が必要である。 

輸送体制の確保 

〇 避難のための交通アクセスが限られる中で、船舶等の輸送手段を確実に

調達するため、関係機関との連携の一層の強化が必要である。 

〇 離島という性格上、東京港までの移送に時間を要するため、状況が逼迫

した場合でも島民等が安全に避難できるための対策が必要である。 

情報発信 

〇 島民や外国人を含めた観光客等に対し、発災時に必要な情報を確実に届

けられる体制を整備していく必要がある。 

自助共助の取組 

〇 発災時に島民等が適切な行動をとれるよう、火山噴火に対する意識を醸

成し、自助の備えを強化するとともに、消防団や自主防災組織、ボランテ

ィア等が円滑に活動できるよう、活動体制を整える必要がある。 

  

１ 島しょ火山対策の現状 

２ 課題 
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第６節  対策の方向性 

 

 

  

警戒避難体制の整備 

〇 島内避難から島外避難、避難者の受入れまでの各段階において、タイム

ラインごとの各機関の役割や業務の手順をあらかじめ取り決め 

〇 突発的な噴火や噴火レベルの急変、複合災害が発生した場合の対応策を

避難計画に反映 

〇 ハザードマップの見直し、訓練を通じた検証、これらを踏まえた避難計

画の見直し等を通じて、発災時の初動体制を一層強化 

輸送体制の確保 

〇 協定事業者や防災機関等との連携強化により、陸・海・空のあらゆる輸

送手段を活用し、島民の円滑な島外避難を可能にするための輸送体制を強

化 

〇 船舶等の保有台数や港等の係留施設の規模等に応じた輸送手段の配分方

法をあらかじめ取り決め、避難計画に反映 

〇 状況が逼迫した場合に備え、島しょ間や周辺県との連携を一層強化し、

避難者の一時収容等のための体制を構築 

情報発信 

〇 多様な媒体の活用や、国・報道機関との連携により、発災時に正確な情

報を確実に届けられる体制を整備 

〇 外国人旅行者等に配慮した災害時の情報発信を推進 

自助共助の取組 

〇 動画等の啓発ツールやイベント等により、防災に関心のない人への普及

啓発を充実し、災害リスクや必要な備えへの理解を促進 

〇 女性・青年も含めた防災人材の育成等を通じて、消防団等の活性化を促

進するとともに、災害ボランティアの受入れ体制を整備 
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第７節  都、区市町村及び防災機関の役割 

１  東京都 

１ 東京都防災会議に関すること。 

２ 防災に係る組織及び施設に関すること。 

３ 災害情報の収集及び伝達に関すること。 

４ 自衛隊に対する災害派遣の要請に関すること。 

５ 政府機関、他道府県、公共機関、駐留軍、海外政府機関等に対する応援の要請

に関すること。 

６ 警備、交通規制その他公共の安全と秩序の維持に関すること。 

７ 緊急輸送の確保に関すること。 

８ 被災者の救出及び避難誘導に関すること。 

９ 人命の救助及び救急に関すること。 

10 消防及び水防に関すること。 

11 医療、防疫及び保健衛生に関すること。 

12 外出者の支援に関すること。 

13 応急給水に関すること。 

14 救助物資の備蓄及び調達に関すること。 

15 被災した児童及び生徒の応急教育に関すること。 

16 区市町村による防災市民組織の育成への支援、ボランティアの支援及び過去の

災害から得られた教訓を伝承する活動の支援に関すること。 

17 公共施設の応急復旧に関すること。 

18 災害復興に関すること。 

19 区市町村及び防災関係機関との連絡調整に関すること。 

20 防災に係る知識及び技術の普及啓発に関すること。 

21 事業所防災に関すること。 

22 防災教育及び防災訓練に関すること。 

23 その他災害の発生及び拡大の防止のための措置に関すること。 

 

２  区市町村 

１ 区市町村防災会議に関すること。 

２ 防災に係る組織及び施設に関すること。 

３ 災害情報の収集及び伝達に関すること。 

４ 緊急輸送の確保に関すること。 

５ 避難指示等及び誘導に関すること。 

６ 消防（特別区を除く。）及び水防に関すること。 

７ 医療、防疫及び保健衛生に関すること。 

８ 外出者の支援に関すること。 

９ 応急給水に関すること。 

10 救助物資の備蓄及び調達に関すること。 
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11 被災した児童及び生徒の応急教育に関すること。 

12 ボランティアの支援及び過去の災害から得られた教訓を伝承する活動の支援に

関すること。 

13 公共施設の応急復旧に関すること。 

14 災害復興に関すること。 

15 防災に係る知識及び技術の普及啓発に関すること。 

16 防災市民組織の育成に関すること。 

17 事業所防災に関すること。 

18 防災教育及び防災訓練に関すること。 

19 その他災害の発生及び拡大の防止のための措置に関すること。 

 

３  指定地方行政機関 

名  称 内    容 

関 東 総 合 通 信 局 

１ 非常通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営 

２ 災害時テレコム支援チーム（MIC-TEAM）による災害対

応支援 

３ 災害対策用移動通信機器、臨時災害放送局用設備及び

災害対策用移動電源車等の貸出し 

４ 非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、

無線局の開局、周波数等の指定変更及び無線設備の設置

場所等の変更を口頭等により許認可を行う特例措置（臨

機の措置）の実施 

５ 電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報

提供 

関 東 財 務 局 

１ 地方公共団体に対する資金の融資のあっせん及び金融

機関の業務の監督（災害時における緊急措置等を含む。）

に関すること。 

２ 国有普通財産の管理及び処分に関すること及び行政財産

の総合調整に関すること。 

関 東 信 越 厚 生 局 
１ 被害情報の収集及び伝達に関すること。 

２ 関係機関との連絡調整に関すること。 

東 京 労 働 局 
１ 産業安全（鉱山保安関係を除く。）に関すること。 

２ 雇用対策に関すること。 

関 東 農 政 局 

１ 農業関係、卸売市場、食品産業事業者等の被害状況の

把握に関すること。 

２ 応急用食料・物資の支援に関すること。 

３ 食品の需給・価格動向の調査に関すること。 

４ 飲食料品、油脂、農畜産物等の安定供給対策に関する

こと。 

５ 飼料、種子等の安定供給対策に関すること。 

６ 病害虫防除及び家畜衛生対策に関すること。 

７ 営農技術指導及び家畜の移動に関すること。 
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名  称 内    容 

８ 被害農業者及び消費者の相談窓口に関すること。 

９ 農地・農業用施設及び公共土木施設の災害復旧に関す

ること。 

10 被害農業者に対する金融対策に関すること。 

関 東 森 林 管 理 局 

１ 国有林野の保安林、保安施設（治山施設）等の維持、造

成に関すること。 

２ 災害復旧用材（国有林材）の供給に関すること。 

関 東 経 済 産 業 局 

１ 生活必需品、復旧資材等防災関係物資の円滑な供給の確

保に関すること。 

２ 商工鉱業事業者の業務の正常な運営の確保に関するこ

と。 

３ 被災中小企業の振興に関すること。 

関 東 東 北 

産 業 保 安 監 督 部 

１ 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガス等危険物

等の保安の確保に関すること。 

２ 鉱山における保安に関すること。 

関 東 地 方 整 備 局 

１ 防災上必要な教育及び訓練に関すること。 

２ 公共施設等の整備に関すること。 

３ 災害危険区域等の関係機関への通知に関すること。 

４ 官庁施設の災害予防措置に関すること。 

５ 災害に関する情報の収集及び予警報の伝達並びに災害対

策の指導及び協力に関すること。 

６ 水防活動、土砂災害防止活動、避難誘導等に関するこ

と。 

７ 建設機械の現況及び技術者の現況の把握に関すること。 

８ 緊急輸送に必要な船舶の情報に関すること。 

９ 災害時における復旧資材の確保に関すること。 

10 災害発生が予測されるとき又は災害時における災害応急

策及び復旧対策に関すること。 

関 東 運 輸 局 

１ 船舶、船舶用機械及び船舶用品の安全に関すること。 

２ 災害時における輸送用船舶のあっせんに関すること。 

３ 鉄道及び軌道の安全保安並びにこれらの施設及び車両

の安全保安に関すること。 

４ 災害時における輸送用車両のあっせんに関すること。 

東 京 航 空 局 

（ 東 京 空 港 事 務

所 ） 

１ 災害時における航空機による輸送に関し、安全を確保

するための必要な措置に関すること。 

２ 指定地域上空の飛行規制とその周知徹底に関するこ

と。 

関 東 地 方 測 量 部 

１ 災害時等における地理空間情報の整備及び提供 

２ 復旧及び復興のための公共測量に関する指導及び助言 

３ 地殻変動の監視 

東 京 管 区 気 象 台 

（ 気 象 庁 ） 

１ 気象、地象及び水象の観測並びにその成果の収集及び

発表を行うこと。 
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名  称 内    容 

２ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動によ

る地震動に限る）及び水象の予報並びに警報等の防災気

象情報の発表、伝達及び解説を行うこと。 

３ 気象業務に必要な観測、予報及び、通信施設の整備に

努めること。 

４ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・

助言を行うこと。 

５ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に努め

ること。 

第 三 管 区 

海 上 保 安 本 部 

１ 警戒宣言、津波情報等の伝達に関すること。 

２ 火山災害に関する情報の収集に関すること。 

３ 海難救助（人命救助、危険物流出対応、火災対応等）に

関すること。 

４ 排出油の防除（調査及び指導、防除措置の指導等）に関

すること。 

５ 海上交通安全の確保（船舶交通の整理整頓・指導・制限

等、航路障害物の除去、危険物積載船の保安措置、工事作

業等の再開、水路の検測、航路標識等の復旧）に関するこ

と。 

６ 海上における治安の維持に関すること。 

７ 緊急輸送（人員及び救援・災害復旧資材の輸送）に関

すること。 

８ その他、火山災害応急対策に必要な事項 

関 東 地 方 

環 境 事 務 所 

１ 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及び提

供 

２ 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄物の発

生量の情報収集 

３ 行政機関等との連絡調整及び被災状況、動物救護活動

の状況等に関する情報収集、提供等 

北  関  東  防  衛  局 

１ 災害時における所管財産の使用に関する連絡調整に関す

ること。 

２ 災害時における自衛隊及び在日米軍との連絡調整に関す

ること。 

 

４  自衛隊 

名  称 内    容 

陸 上 自 衛 隊 

（ 第 １ 師 団 ） 
１ 災害派遣の計画及び準備に関すること。 

（１） 防災関係資料の基礎調査 

（２） 災害派遣計画の作成 

（３） 東京都地域防災計画に整合した防災に関する訓練の

実施 

海 上 自 衛 隊 

(横須賀地方総監部) 
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名  称 内    容 

航 空 自 衛 隊 

（ 作 戦 シ ス テ ム 

運 用 隊 本 部 ） 

２ 災害派遣の実施に関すること。 

（１） 人命又は財産の保護のために緊急に行う必要のある

応急救援又は応急復旧 

（２） 災害救助のため防衛省の管理に属する物品の無償貸

付及び譲与 

 

 

５  指定公共機関 

名  称 内    容 

日 本 郵 便 

１ 郵便業務及び窓口業務の確保に関すること。 

２ 郵便物の運送施設及び集配施設の整備に関すること。 

３ 災害時における郵便業務に係る災害特別事務取扱い及び

援護対策に関すること。 

N T T 東 日 本 

１ 電気通信設備の建設、及び保全に関すること。 

２ 重要通信の確保に関すること。 

３ 気象予警報の伝達に関すること。 

４ 通信ネットワークの信頼性向上に関すること。 

５ 災害時の電気通信設備の復旧に関すること。 

N T T コ ミ ュ ニ 

ケ ー シ ョ ン ズ 

１ 国内電話等の通信の確保に関すること。 

２ 災害時における通信の疎通確保及び通信設備の復旧に関

すること。 

N T T ド コ モ 

１ 携帯電話等の移動通信施設の建設及びこれらの施設の保

全に関すること。 

２ 災害時における移動通信の疎通確保及び通信設備の復旧

に関すること。 

日 本 銀 行 

１ 銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節 

２ 資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の維持に資するた

めの措置。 

３ 金融機関の業務運営の確保に係る措置。 

４ 金融機関による金融上の措置の実施に係る要請。 

日 赤 東 京 都 支 部 

１ 災害時における医療救護班の編成及び医療救護等（助産

及び死体の処理を含む。）の実施に関すること。 

２ 災害時における避難所等での救護所開設及び運営に関す

ること。 

３ こころのケア活動に関すること。 

４ 赤十字ボランティアの活動に関すること。 

５ 輸血用血液製剤の確保及び供給に関すること。 

６ 義援金の受付及び配分に関すること（原則として義援物

資については受け付けない。）。 

７ 災害救援物資の備蓄及び配分に関すること。 

８ 日赤医療施設等の保全及び運営に関すること。 
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名  称 内    容 

９ 外国人の安否調査に関すること。 

10 遺体の検案協力に関すること。 

11 東京都地域防災計画に整合した災害救護に関する訓練の

実施に関すること。 

日 本 放 送 協 会 

１ 報道番組（気象予警報、被害状況等を含む。）に関するこ

と。 

２ 広報（避難所等への受信機の貸与等を含む。）に関するこ

と。 

３ 放送施設の保全に関すること。 

東 日 本 高 速 道 路 １ 管理する道路、施設等の建設及び維持管理に関するこ

と。 

２ 災害時の輸送路の確保に関すること。 

３ 管理する道路、施設等の災害復旧工事に関すること。 
中 日 本 高 速 道 路 

首 都 高 速 道 路 

１ 首都高速道路等の建設及び保全に関すること。 

２ 首都高速道路等の災害復旧に関すること。 

３ 災害時における緊急交通路の確保に関すること。 

水 資 源 機 構 

１ 水資源開発施設の新築（水資源機構移行時に着手済の事

業等に限る。）又は改築の実施に関すること。 

２ 水資源開発施設の保全（施設の管理）に関すること。 

国 立 病 院 機 構 
１ 国立病院機構の医療の提供に関すること。 

２ 災害医療業務の実施に関する連絡統制に関すること。 

K D D I 

１ 重要通信の確保に関すること。 

２ 災害時における電気通信の疎通の確保及び被災通信設備

等の復旧に関すること。 

ソ フ ト バ ン ク 

１  重要通信の確保に関すること。 

２  災害時における電気通信の疎通の確保及び被災通信設備

等の復旧に関すること。 

楽 天 モ バ イ ル 

１  重要通信の確保に関すること。 

２  災害時における電気通信の疎通の確保及び被災通信設備

等の復旧に関すること。 

J R 東 日 本 
１ 鉄道施設等の工事計画、これらの施設等の保全に関する

こと。 

２ 災害時における鉄道車両等による救助物資及び避難者輸

送の協力に関すること。 

３ 利用者の避難誘導及び駅の混乱防止に関すること。 

J R 東 海 

J R 貨 物 
１ 災害時における鉄道車両等による救助物資輸送の協力に

関すること。 

東京ガスグループ 

１ ガス施設（装置、供給及び製造設備を含む。）の建設及

び安全保安に関すること。 

２ ガスの供給に関すること。 

日 本 通 運 
１ 災害時における貨物自動車（トラック）等による救助物

資及び避難者等の輸送に関すること。 
福 山 通 運 

佐 川 急 便 
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名  称 内    容 

ヤ マ ト 運 輸 

西 濃 運 輸 

東京電力グループ 
１ 電力施設等の建設及び安全保安に関すること。 

２ 電力需給に関すること。 

 

６  指定地方公共機関 

名  称 内    容 

東 武 鉄 道 

１ 鉄道施設等の安全保安に関すること。 

２ 利用者の避難誘導及び駅の混乱防止に関すること。 

３ 災害時における鉄道車両等による救助物資、避難者等

の輸送の協力に関すること。 

東 急 電 鉄 

京 成 電 鉄 

京 王 電 鉄 

京 急 電 鉄 

西 武 鉄 道 

小 田 急 電 鉄 

東 京 地 下 鉄 

東 京 モ ノ レ ー ル 

ゆ り か も め 

北 総 鉄 道 

東 京 臨 海 高 速 鉄 道 

多摩都市モノレール 

首 都 圏 新 都 市 鉄 道 

東 海 汽 船 

１ 船舶並びに旅客及び貨物のための施設の安全保安に関

すること。 

２ 災害時における船舶による救助物資及び避難者等の輸

送の協力に関すること。 

都 ト ラ ッ ク 協 会 
１ 災害時における貨物自動車（トラック）等による救助

物資及び避難者等の輸送の協力に関すること。 

都 医 師 会 
１ 医療に関すること。 

２ 防疫の協力に関すること。 

都 歯 科 医 師 会 １ 歯科医療活動に関すること。 

都 薬 剤 師 会 
１ 医薬品の調剤、服薬指導及び医薬品の管理に関するこ

と。 

東 京 都 立 病 院 機 構 １ 所管する病院の医療救護活動に関すること。 

献 血 供 給 事 業 団 １ 血液製剤の供給に関すること。 

都 獣 医 師 会 １ 動物の医療保護活動に関すること。 

T B S ラ ジ オ 

１ 災害時における広報活動及び被害状況等の速報に関

すること。 

２ 放送施設の保全に関すること。 

文 化 放 送 

ニ ッ ポ ン 放 送 

ラ ジ オ 日 本 

エ フ エ ム 東 京 

J - W A V E 
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名  称 内    容 

日 経 ラ ジ オ 社 

I n t e r F M 

日 本 テ レ ビ 

T B S テ レ ビ 

フ ジ テ レ ビ ジ ョ ン 

テ レ ビ 朝 日 

テ レ ビ 東 京 

T O K Y O  M X 

東 京 バ ス 協 会 １ バスによる輸送の確保に関すること。 

東 京 ハ イ ヤ ー ・ 

タ ク シ ー 協 会 

１ タクシー及びハイヤーによる輸送の確保に関するこ

と。 

２ 発災時の災害情報の収集及び伝達に関すること。 

都個人タクシー協会 １ タクシーによる輸送の確保に関すること。 

日本エレベーター協会 

関 東 支 部 
１ エレベーターの応急復旧に関すること。 

 

７  住民等の役割 

○ 日頃から報道機関、都、区市町村等を通じて、気象庁が発表する火山の噴火警

報、予報、降灰予報等を理解しておく。 

○ 町村が作成するハザードマップ等で自分の住む地域の地理的特徴を把握してお

く。 

○ あらかじめ家族で災害時の連絡方法、避難場所及び避難経路の確認を行う。 

○ 都又は町村が行う防災訓練及び防災事業に積極的に参加する。 

○ 町会、自治会等が行う、地域の相互協力体制の構築に協力する。 

○ 要配慮者がいる家庭では、事前に住民組織、消防署、交番等に情報提供し、個

別避難計画を作成する。 

○ マスクや目を守るゴーグル、水、食料、医薬品、衣料品、携帯ラジオ等非常持

出用品や携帯トイレ・簡易トイレの準備をしておく。 

○ 降灰を屋内に侵入させないための対策や、家族の役割分担をあらかじめ決めて

おく。 

○ 降灰が心配される場合は、都又は国がインターネット等で配信する降灰予報な

どの情報を確認する。 

○ 降灰が雨水等の流れをせき止めないように、地域ぐるみで側溝の詰まり等を取

り除くなどの対策を協力して行う。 

○ 登山者等は、自らの安全を確保するため、噴火のおそれに関する情報の収集、

関係者との連絡手段の確保、登山届（登山届、登山計画書、登山カード等をいう。）

の積極的な提出等の手段を講じるよう努めるものとする。 
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８  事業所の役割 

○ 事業所は、その社会的責任を果たすため、自らの組織力を活用して次のような

対策を図っておくことが必要である。 

○ 社屋内外の安全確保及び防災資器材、食料等の備蓄等の従業員及び来客の安全

確保に努める。 

○ 事業活動を維持することが、被災地内外の社会経済の安定及び早期復旧につな

がる。そのため、防災計画、事業継続計画（BCP）及び非常用マニュアルの整備等

の事業活動の中断を最小限にとどめるための対策等を事前に準備するとともに、

これらの計画について、点検及び見直しの実施に努める。 

○ 事業所の持つ資源及び特性を生かし、組織力を活用した地域活動への参加、防

災ボランティア、防災市民組織等との協力等、地域社会の安全性の向上に努める。 
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第２章  災害予防計画 

第１節  各防災機関の予防業務及び役割 

１  目的 

（１）対策内容と役割分担 

○ 噴火に伴う被害をできるだけ軽減するため、火山災害の特性を踏まえ、災害予

防計画を策定する。 

○ 発災時に適切かつ速やかに対応できるよう、平常時から各機関において予防計

画に規定される訓練と併せて、災害を想定した体制を組んでおく。  

○ 住民と各機関や団体が連携し、地域全体で火山災害に対処する体制を作り、維

持することが重要であり、町村とともにこれらの進め方について検討していく。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

都 各 局 
○ 災害を想定した体制の構築 

○ 町村と連携した地域体制の構築 

 

（２）詳細な取組内容 

≪都各局≫ 

○ 噴火に伴う被害をできるだけ軽減するため、火山災害の特性を踏まえ、災害予

防計画を策定する。 

○ また、それとともに、発災時には適切で速やかな応急対策が展開できるよう、

その活動体制をあらかじめ定め、立上げを準備しておくことが必要となる。その

ためには、平常時から各機関において予防計画に規定される訓練と併せて、災害

を想定した体制を組んでおくことが必要である。 

○ 予防計画の実行に当たっては住民、各防災機関等との連携のみならず、地域に

根ざしたボランティア等の市民団体や防災市民組織、あるいは、それらの相互の

連携・支援を通して、個人と組織、団体と団体などのつながりを育成・強化し、

地域全体で火山災害に取り組むといった地域体制を組み立て、それを維持してい

くことも重要であり、町村とともにこれらの進め方について検討していく。 

 

２  警戒避難体制の整備 

（１）対策内容と役割分担 

○ 国は、「活動火山対策特別措置法」に基づき、噴火の危険性が高く警戒避難体制

を特に整備すべき地域を、火山災害警戒地域に指定している。都に関係する火山

では、伊豆諸島の六つの地域が警戒地域に指定されている。 

○ 警戒地域に指定された地域の自治体は、火山ごとに、関係機関とともに火山防

災協議会を組織する。都では、伊豆諸島の六つの火山について設置している。部

会を設置する等、警戒避難体制の整備に努めるものとする。 

○ 火山防災協議会は、警戒避難体制の整備に必要な事項について協議する。協議
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事項には、避難体制、避難施設、防災訓練、避難指示、警戒区域の設定に関する

検討や助言、都町村防災会議からの意見聴取に関することなどがある。 

○ 火山防災協議会構成機関は、火山防災協議会での検討を通じて避難計画の作成

と住民への周知に努める。 

○ 火山防災協議会は、最新の知見や状況等を反映し、前回の噴火から数十年が経

過している伊豆大島、三宅島をはじめ、各島の火山ハザードマップ等の見直しを

随時行うことで、警戒避難体制の強化を推進していく。 

機 関 名 対 策 内 容 

国 ○ 火山災害警戒地域の指定 

都 ○ 火山防災協議会の設置及び運営 

町 村 
○ 火山防災協議会の設置及び運営 

○ 住民等の避難誘導体制の確立 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 火山災害警戒地域の指定 

≪国≫ 

○ 火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあ

ると認められる地域等について、住民等の生命及び身体の安全並びに住民の生活

及び農林漁業、中小企業等の経営の安定を図ることを目的とした、「活動火山対策

特別措置法」（昭和 48年法律第 61号。以下「活火山法」という。）が制定されてい

る。 

〇 活火山法に基づき、噴火の可能性が高く、人的災害を防止するために警戒避難

体制を特に整備すべき地域は、火山災害警戒地域（以下「警戒地域」という。）と

して指定される。 

〇 都に関係する火山で、警戒地域に指定されているのは、次の地域である。 

火山名 都道府県 区市町村 

伊豆大島 東京都 大島町 

新 島 東京都 利島村、新島村、神津島村 

神津島 東京都 新島村、神津島村 

三宅島 東京都 三宅村 

八丈島 東京都 八丈町 

青ヶ島 東京都 青ケ島村 

 

イ 火山防災協議会の設置 

≪火山防災協議会構成機関≫ 

〇 警戒地域の指定があったときは、当該警戒地域をその区域に含む都道府県及び

市町村は、想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備に関し必要な

協議を行うための協議会（以下「火山防災協議会」という。）を火山ごとに組織す

るものとされている。 
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〇 都では、令和７年５月現在、伊豆大島、新島、神津島、三宅島、八丈島及び青

ヶ島について火山防災協議会を設置している。 

〇 火山防災協議会は、都、町村、気象台、地方整備局、自衛隊、警察、消防機関、

火山専門家、観光関係団体等により構成する。 

また、必要に応じて、検討事項に応じた部会を設置する等、円滑な検討に資す

る体制整備に努めるものとする。 

 

〈火山防災協議会の設置状況〉 

火山防災協議会名 設置年月日 構成町村（※） 

伊豆大島火山防災協議会 平成 28年４月 22日 大島町 

新島火山防災協議会 平成 28年４月 22日 新島村、神津島村、利島村 

神津島火山防災協議会 平成 28年４月 22日 神津島村、新島村 

三宅島火山防災協議会 平成 28年４月 22日 三宅村 

八丈島火山防災協議会 平成 28年４月 22日 八丈町 

青ヶ島火山防災協議会 平成 28年４月 22日 青ケ島村、八丈町 

※構成町村のみ記載。国、都及びその他構成機関は省略 

 

ウ 火山防災協議会における協議事項等 

≪火山防災協議会構成機関≫ 

○ 火山防災協議会では、警戒避難体制の整備に必要な事項について当該火山にお

ける統一的な防災体制を検討する観点から、次の項目等について協議等を行い適

切に見直していく。 

（ア） 警戒避難体制の整備に関すること。 

（イ） 避難施設の整備等に関すること。 

（ウ） 防災訓練の実施に関すること。 

（エ） 避難指示、警戒区域の設定等に関する検討及び島しょ町村への助言に関す

ること。 

（オ） 活火山法第５条第２項の規定に基づく東京都防災会議からの意見聴取に関

すること。 

（カ） 活火山法第６条第３項の規定に基づく島しょ町村防災会議からの意見聴取

に関すること。 

 

エ 住民等の避難誘導体制 

≪火山防災協議会構成機関≫ 

○ 警戒地域においては、火山防災協議会における検討を通じて避難開始時期、避

難対象地域、避難先、避難経路及び避難手段を定める具体的で実践的な避難計画

の作成及び住民への周知徹底に努める。 

○ 避難計画の作成に当たって、内閣府（防災担当）が取りまとめた「噴火時等の

具体的で実践的な避難計画策定の手引き（第２版）」（令和３年５月）（以下「避難

計画策定の手引き」という。）を参考にする。 
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（ア） 火山活動の状況に応じた避難 

○ 避難は、気象庁が発表する「噴火警報・噴火警戒レベル」に基づき、「噴火ケー

ス（山頂噴火、山腹噴火、マグマ噴火及びマグマ水蒸気噴火）」等に応じて行う。   

ただし、次のことに留意する。 

・ 火山活動は、噴火の規模、場所及び噴火に伴い発生する現象が多様であり、更

に、これらが変化することがあるため、火山活動の推移に伴う避難行動への影響

を考慮する必要がある。 

・ 山腹噴火の場合は、ごく短時間で居住地域に影響が及ぶことから避難のための

リードタイムが短く、迅速な避難が必要である。 

・ 火山活動の状況によっては、事前に噴火警報の発表がなく、噴火警戒レベルが

引き上げられないまま突発的に噴火が発生する場合があることや、必ずしも噴火

警戒レベルが段階を追って引き上げられるとは限らないことに注意が必要である。 

・ 突発的に噴火が発生した場合は、噴石等から身を守るため、退避壕、退避舎、

堅牢な建物等の少しでも安全な場所への避難が必要である。 

・ 島しょ部においては、島内避難のほか、船舶等を利用した島外避難が必要にな

ることや、台風等の荒天等も考慮する必要がある。 

（イ）  避難対象者に応じた避難 

○ 避難対応を検討する際は、配慮等が必要な避難対象者を区分し、それぞれの区

分に応じた避難支援、避難時期等について検討を行う。 

・ 要配慮者について、避難対応、避難生活等において十分配慮を行う。 

・ 避難行動要支援者について、町村、警察署、消防団等の避難支援等関係者が連

携して避難支援を行うとともに、避難に時間を要することから早い段階での避難

準備又は避難を検討する。 

・ 登山者、観光客等（以下「来島者」という。）については、住民よりも早い段階

で避難を呼びかける等、住民と区分して対応を検討する。 

（ウ）  町村が定める避難場所、避難所及び避難経路 

ａ 避難場所及び避難所 

○ 町村は、過去の災害の状況、新たな知見等を踏まえ、次の事項に留意し、地域

の実情に応じた避難場所及び避難所を指定するとともにその整備に努める。 

・ 避難場所は、原則として噴石、降灰、土石流、火砕流、溶岩流、火山ガス等の

火山現象の影響を受けず、住民等が短時間で避難が可能な場所とする。 

・ 避難所は、原則として噴石、降灰、土石流、火砕流、溶岩流、火山ガス等の火

山現象の影響を受けない場所とする。 

ｂ 避難経路 

○ 町村は、過去の災害の状況、新たな知見等を踏まえ、次の事項に留意し、地域

の実情に応じた避難経路を指定する。 

・ 住民等が速やかかつ安全に避難できるように、原則として噴石、降灰、土石流、

火砕流、溶岩流、火山ガス等の火山現象の危険性等を考慮して、できる限り影響

を受ける部分を通過しない道路を避難経路として指定する。 
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・ 都及び町村の長は、交通規制の箇所、手段等について警察、消防等の関係機関

と事前に十分な協議を行う。 

 

３  予防業務 

（１）対策内容と役割分担 

ア 避難施設緊急整備 

○ 国は、火山災害による被害を防止するための施設を緊急に整備する必要がある

地域を、避難施設緊急整備地域として指定できる。当該地域の知事は、避難施設

緊急整備計画を作成し、道路や港湾、退避施設の整備などについて定める。この

計画に基づく事業について、国は補助金の交付や起債の特例などの措置を講ずる。 

イ 防災営農施設整備等 

○ 知事は、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山災害による農林水産

物の被害が経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域について、

防災営農施設整備計画等の計画を作成することができる。国は、この計画に基づ

く事業について、経費の一部補助などの措置を講じることができる。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

国 ○ 避難施設緊急整備 

都 各 局 ○ 避難施設緊急整備計画の作成 

都産業労働局 ○ 防災営農施設整備等 

町 村 

○ 災害対策本部体制の整備 

○ 防災情報の収集体制の整備 

○ 防災訓練の実施 

○ 避難体制（島外避難）の整備 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 避難施設緊急整備 

≪国・都≫ 

（ア） 避難施設緊急整備地域の指定 

○ 内閣総理大臣は、火山災害による被害を防止するための施設を緊急に整備する

必要がある地域を、関係都道府県知事の意見を聴いて、避難施設緊急整備地域と

して指定することができる(活火山法第 13 条第１項）。 

（イ） 避難施設緊急整備計画の作成 

○ 知事は避難施設緊急整備計画として、次に掲げる事項について定める（活火山

法第 15条）。 

ａ 道路又は港湾の整備に関する事項 

ｂ 広場の整備に関する事項 

ｃ 退避壕その他の退避施設の整備に関する事項 

ｄ 学校、公民館等の不燃堅牢化に関する事項 
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○ 避難施設緊急整備計画に基づく事業は、当該事業に関する法律（これに基づく

命令を含む。）の規定に従い国、地方公共団体その他の者が実施するとされている

ものを除き、町村が実施する（活火山法第 16条）。 

（ウ） 補助金の交付及び起債の特例 

ａ 補助金の交付 

○ 国は、避難施設緊急整備計画に基づく事業を実施する地方公共団体その他の者

に対し、地方財政法（昭和 23年法律第 109号）第 16条（補助金の交付）の規定に

基づく補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあっせんし、その他必要と認

める措置を講ずることができることとなっている（活火山法第 17 条第２項）。 

ｂ 起債の特例 

○ 避難施設緊急整備計画に基づく事業で地方公共団体が実施するものにつき、必

要とする経費については、地方財政法第５条（地方債の制限）各号に規定する経

費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができるこ

ととなっている（活火山法第 18条第１項）。 

 

イ 防災営農施設整備等 

≪国・都≫ 

（ア） 計画の作成（活火山法第 19条） 

○ 知事は、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によって生ず

る農林水産物の被害が経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域

につき、当該農林水産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する計

画を作成することができる。 

○ 作成される計画は「防災営農施設整備計画」、「防災林業経営施設整備計画」及

び「防災漁業経営施設整備計画」（以下「防災営農施設整備計画等」という。）で

ある。 

（イ） 補助等（活火山法第 20条） 

○ 国は、防災営農施設整備計画等に基づく事業が円滑に実施されるように、予算

の範囲内において当該事業の実施に要する経費の一部を補助し、その他必要と認

める措置を講ずることができる。 

 

ウ 各機関の予防業務 

≪都・町村・事業者≫ 

○ 各機関の主な予防業務は次のとおりである。 

 

機 関 名 予 防 業 務 

町 村 、 

各 防 災 機 関 等 

１ 災害対策本部体制の整備に関すること。 

２ 防災情報の収集体制の整備に関すること。 

３ 防災訓練に関すること。 

４ 避難体制 （島外避難）の整備に関すること。 



第２部 

第２章  災害予防計画 

第１節  各防災機関の予防業務及び役割 

- 39 - 

機 関 名 予 防 業 務 

都 総 務 局 

１ 災害予防計画の調整、統括に関すること。 

２ 動員体制の整備に関すること。 

３ 災害通信体制の整備に関すること。 

４ 災害広報体制の整備に関すること。 

５ 避難体制（島外避難）の整備に関すること。 

６ 避難所管理運営体制の整備に関すること。 

７ 食料及び生活必需品の供給体制の整備に関すること。 

都 政 策 企 画 局 １ 災害広報体制の整備に関すること。 

都 財 務 局 １ 緊急輸送体制の整備に関すること。 

都 生 活 文 化 局 

１ 区市町村及び区市の国際交流協会その他民間団体との外国 

人に関する情報連絡及び調整に関すること。 

２ 災害時におけるボランティア等の支援に係る総合調整に関

すること。 

都 環 境 局 
１ 火山性ガスの観測体制の整備に関すること。 

２ ごみ等の処理体制の調整に関すること。 

都 福 祉 局 
１ 避難所管理運営体制の整備に関すること。 

２ 要配慮者対策に関すること。 

都 保 健 医 療 局 

１ 避難所管理運営体制の整備に関すること。 

２ 給水体制の調整に関すること。 

３ 医療救護体制に関すること。 

４ 防疫・保健衛生体制の整備に関すること。 

都 産 業 労 働 局 

１ 食料供給体制に関すること。 

２ 事業資金の融資等に関すること。 

３ 労務供給体制の整備に関すること。 

都中央卸売市場 １ 食料供給体制に関すること。 

都住宅政策本部 
１ 応急仮設住宅等の提供体制に関すること。 

２ 被災住宅の応急修理体制に関すること。 

都 建 設 局 

１ 都市施設等の防災構造化及び復旧に関すること。 

２ 緊急輸送路確保のための体制の整備に関すること。 

３ 砂防事業に関すること。 

都 港 湾 局 

１ 港湾施設、海岸保全施設、都営漁港施設及び都営空港施設

の保全に関すること。 

２ 輸送経路を確保するための航路、泊地及び臨港道路等の障

害物の除去に関すること。 

３ 輸送拠点となる岸壁、野積場等の確保に関すること。 

４ 輸送手段を確保するための船舶、ヘリコプター等の調達 

に関すること。 

都 水 道 局 １ 給水体制の調整に関すること。 

都 教 育 庁 
１ 都立学校における避難活動体制の整備に関すること。 

２ 防災教育に関すること。 

報 道 各 社 １ 災害報道体制に関すること。 
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機 関 名 予 防 業 務 

N T T 東 日 本 

N T T ド コ モ 

NTT コミュニケー

シ ョ ン ズ 

１ 通信施設の防災構造化及び復旧に関すること。 

K D D I １ 通信施設の防災構造化及び復旧に関すること。 

ソ フ ト バ ン ク １ 通信施設の防災構造化及び復旧に関すること。 

楽 天 モ バ イ ル １ 通信施設の防災構造化及び復旧に関すること。 

東 京 電 力 

グ ル ー プ 
１ 電力施設の防災構造化及び復旧に関すること。 

 

第２節  火山観測 

○ 伊豆諸島の火山は、海中から続く火山体の山頂部分に住民が居住していること

になり、火山が噴火した場合には、内陸の火山に比べ住民の生活に大きな影響を

及ぼすこととなる。 

○ このため、観測機器を設置し、火山の活動状況を常時把握することにより、噴

火時における災害発生の防止、被害の軽減、住民の避難対策等の火山噴火対策を

推進する必要がある。 

○ 本節では、国及び都の火山観測体制について記載する。 

 

１  国の火山観測体制 

（１）対策内容と役割分担 

○ 国の伊豆諸島における火山観測は、気象庁をはじめ複数の研究機関等が行って

いる。気象庁は、伊豆諸島の６火山を常時観測火山として、震動観測、地殻変動

観測、遠望観測等を行っているほか、広域地震観測網や気象衛星等を利用して火

山活動の監視を行っている。 

また、火山活動に異常があった場合等には、関係機関の協力の下、ヘリコプタ

ー等による観測を行うなど機動的な観測も行う。伊豆大島と三宅島には火山防災連

絡事務所を設置し、定期的に機動観測を実施している。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

気 象 庁 

○ 気象庁本庁の火山監視・警報センターにおける、地震

計、傾斜計、監視カメラ等の観測データ等の 24 時間体制の

監視 

○ 火山活動に変化があった場合等の火山機動観測の実施 

 

（２）詳細な取組内容 

○ 国の伊豆諸島における火山観測は、火山活動の監視、噴火警報・予報の発表の

責務を持つ気象庁をはじめ、国土地理院、国立研究開発法人防災科学技術研究所、

東京大学地震研究所等の研究機関等が行っている。 
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≪気象庁≫ 

○ 気象庁は、伊豆大島、新島、神津島、三宅島、八丈島、青ヶ島及び硫黄島を常

時観測火山として位置付け、地震計、傾斜計、空振計、GNSS 観測装置、監視カメ

ラ等の観測施設を整備し、関係機関からのデータ提供も受け、気象庁本庁の火山

監視・警報センターにおいて、火山活動の推移を 24時間体制で監視している。 

また、広域地震観測網や気象衛星等を利用して、常時観測火山以外の火山も含

めて火山活動の推移を監視している。 

  さらに、火山活動に変化があった場合や、テレメータ観測では把握できない火

山活動の状況を調査するため、定期的あるいは緊急的に火山機動観測班による、

熱観測、火山ガス観測、関係機関の協力の下ヘリコプターによる機上観測等を行

っている。 

○ 伊豆諸島においては、大島町には伊豆大島火山防災連絡事務所、三宅島村には

三宅島火山防災連絡事務所をそれぞれ設置し、地元防災機関への火山活動の解説

や火山観測等を実施している。 

○ 気象庁の実施する火山観測 

区  分 内    容 

震 動 観 測 

○ 地震計により、火山及びその周辺に発生する火山性地震、

火山性微動を観測する。 

○ 広域地震観測網により、火山周辺の地震活動を把握する。 

地 殻 変 動 観 測 
○ GNSS、傾斜計等により、マグマの活動等に伴って生じる火

山地域での膨張や収縮、傾斜変化等の地殻変動を観測する。 

表面現象の観測 

○ 監視カメラ等により、噴煙の状態、噴出物等の観測を行

う。 

○ 空振計により、火山噴火等に伴う空気振動を観測する。 

そ の 他 の 観 測 

○ 磁力計により、マグマの活動等に伴う地磁気の変化を観測

する。 

○ 温度計及び赤外熱映像装置により、噴気地帯の噴気温度及

び地熱地帯の地表面温度分布を定期的に観測する。 

○ 火山ガスの放出量を定期的に観測する。 

○ 気象衛星により、噴火による噴煙や火山の表面温度などを

観測する。 

 

２  都等の火山観測体制 

（１）対策内容と役割分担 

○ 都は、国の観測体制が整備されている伊豆大島を除く８島に地震計や傾斜計など

を設置し、各火山に適した観測、監視体制の整備を図っている。 

また、噴火予知が困難とされる三宅島では、ほぼ隔年で水準測量も行う。観測デ

ータは、都防災専門員及び防災顧問が解析及び検討を行うほか、複数の研究機関等

に提供している。 

○ 三宅島の火山ガス測定は、噴火した平成 12 年（2000 年）に都が開始し、測定機

器を三宅村に譲渡して以降は村が行っている。 
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機 関 名 対 策 内 容 

都 
○ 地震計、傾斜計等の観測機器の設置、水準測量等による

火山観測・監視体制の整備 

三 宅 村 ○ 火山ガス観測 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 火山活動 

≪都各局≫ 

○ 都防災会議火山部会は、平成４年（1992 年）11 月、「伊豆諸島における火山噴

火の特質及び火山防災に関する調査研究」をまとめ、都防災会議に報告した。こ

の報告の中で、火山による噴火の形態が異なることから、それぞれの火山の活動

様式に適した観測、監視を行う必要があると提言した。 

○ この提言を受け、都は、火山噴火の予知研究及び火山噴火につながる異常現象

を捉えることを目的に、島しょの関係町村の協力を得て、国の観測体制が整備さ

れている伊豆大島を除く利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島

及び青ヶ島に地震計、傾斜計等の観測機器を設置し、観測・監視体制の整備を図

った。 

○ また、噴火の予知が困難といわれる三宅島については、ほぼ隔年で水準測量を

行い、長期的な視点での火山活動の把握に努めている。 

○ なお、得られた観測データは、都防災専門員及び防災顧問が解析及び検討を行

うほか、東京大学地震研究所に解析委託を行うとともに、気象庁及び防災科学技

術研究所にも提供している。 

（資料編資料第３ 観測機器の整備状況 P340） 

 

イ 火山ガス 

≪三宅村≫ 

○ 平成 12 年（2000 年）に噴火した三宅島の火山ガスについて、都環境局は同年８

月から島内５か所で測定を開始し、平成 17 年（2005 年）９月 28 日に測定地点８

地点の自動測定機器を三宅村に譲渡した。 

 その後、三宅村による 14地点の観測が実施されている。 

 

第３節  施設の整備 

○ 港湾、道路、空港等の公共施設は、住民が生活を行う上で重要な役割を担って

おり、これらが被災した場合、日常生活はもとより、救急救助、救援救護活動等

に重大な支障を及ぼすことになる。 

○ このため、これらの施設の整備を図るとともに、これらの施設を災害から守る

砂防施設を整備することが重要である。 

○ 本節においては、港湾、道路、空港、学校及びその他の公共施設の整備につい

て、それぞれの施策を定める。 
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１  港湾施設等 

（１）対策内容と役割分担 

○ 災害発生時において、港湾施設は、島民の生命を守る緊急避難、応急物資・復

旧用資機材の輸送等に重要な役割を担っており、大離島は一島二港方式、小離島

は一港二突堤方式で港湾整備を行っている。 

○ また、噴火により流れ出た溶岩、その後の降雨による泥流及び土石流から生命

及び財産を守るため、溶岩導流施設及び砂防施設を整備して、火山災害の防止に

努めている。 

○ 本項においては、港湾、漁港、海岸及び火山砂防の各施設について、それぞれ

の施策を定める。 

※ 一島二港方式：就航率を上げるため、一つの島に２か所の港湾（漁港）を整備

する（伊豆大島、新島、式根島、神津島、三宅島及び八丈島）。 

※ 一港二突堤方式：岸壁自体が互いに防波堤の役割を果たすように、一つの港に

平行して２か所の突堤式の岸壁を整備する（利島、御蔵島及び青ヶ島）。 

機 関 名 対 策 内 容 

都 港 湾 局 
○ 海岸保全施設、港湾施設、漁港施設の整備推進 

○ 噴火避難用岸壁の確保・施設整備の推進 

都 建 設 局 
○ 砂防施設（砂防堰堤、流路、導流堤等）の整備推進 

○ 火山噴火緊急減災対策砂防計画に基づく整備推進 

関東地方整備局 
○ 東京湾中央航路（開発保全航路）の保全・管理 

○ 東京湾内の海洋環境整備 

第 三 管 区 

海 上 保 安 本 部 

○ 船舶の安全対策推進（「船舶交通の制限又は禁止」や「危

険物の海上への流出防止措置」等の指導等） 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 港湾 

≪都港湾局≫ 

○ 火山が噴火した場合、居住地への被害、溶岩等の流出等により外周道路の分断

が想定されるため、島外避難に備え、現在建設中の施設の完成を図るとともに、

港湾施設の整備を促進する。 

○ 伊豆諸島では、船舶で島外へ避難することを対策の基本とし、伊豆大島及び三

宅島において噴火避難用岸壁の確保及び同岸壁の静穏度向上のための施設整備の

推進を図る。 

＜火山噴火時避難用岸壁等（港湾）＞（「伊豆・小笠原諸島における港湾等防災対策

基本方針」（平成 26 年１月港湾局離島港湾部計画課）から引用） 

○ 伊豆大島：元町港（岸壁（‐7.5ｍ）、防波堤（西））、岡田港（岸壁（‐7.5ｍ））、

波浮港（岸壁（‐6.5ｍ）、防波堤（東）） 

○ 三宅島：三池港（岸壁（-7.5ｍ）、防波堤） 

 ※ うち岡田港は整備済 
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（ア） 施設の現況 

○ 都の地域における港湾は、東京港及び島しょの港湾 16 港（漁港を除く。）であ

る。 

（資料編資料第４ 東京港の現況 P342） 

（資料編資料第５ 東京港港湾区域図及び京浜港（東京区）港域図 P343） 

（資料編資料第６ 島しょ港湾（地方港湾）一覧表 P344） 

（資料編資料第７ 伊豆諸島の港湾等位置図 P345） 

（資料編資料第８ 小笠原諸島の港湾等位置図 P346） 

 

（イ） 予防対策 

○ 各機関が実施する港湾施設の整備及び船舶安全対策は、次のとおりである。 

機 関 名 内    容 

都 港 湾 局 

○ 船舶の安全確保 

港内の静穏を図るための防波堤の整備、航行及び停泊の

ための航路、泊地、小型船だまりの整備、航路標識、無線

等による船舶の避難誘導体制の整備を図る。 

○ 公共上屋への浸水防止 

用地造成の際に高潮及び風波を考慮するとともに上屋の

出入口に防波扉を設置する。 

○ ふ頭施設の損壊防止 

各施設の設計時に風波を十分に検討し、特に岸壁クレー

ン等の倒壊又は逸走の予想されるものについては、固定用

の器具及びストッパーを設置する。 

○ 事業計画 

１ 東京港 

○ ふ頭の整備に併せて航路、航路・泊地、泊地等を整備す

るほか、定期的に維持しゅんせつを行う。 

２ 島しょ港湾 

（資料編資料第６ 島しょ港湾（地方港湾）一覧表 P344） 

関東地方整備局 

○ 東京湾中央航路（開発保全航路）の保全・管理 

東京湾中央航路の航路管理者として、同航路内の異常を

把握するための監視パトロール、航路水深の確認等の保

全・管理業務を実施する。 

○ 東京湾内の海洋環境整備 

東京湾内一般海域の浮遊ごみ及び浮遊油を回収し、船舶

航行の安全を確保する。 

第 三 管 区 

海 上 保 安 本 部 

○ 港内における安全対策として、関係事業所の管理者、船

舶所有者、代理店等に対して、災害を防止するため、危険

物の海上への流出防止措置及び応急対策を講ずるよう指導

するほか、必要に応じ航行の制限又は禁止を行う。 
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イ 漁港 

≪都港湾局、町村≫ 

○ 伊豆・小笠原諸島の漁港は、都営が 21 港、町営が２港あり、これらの整備及び

維持管理は各々の管理主体である都又は町が実施している。 

○ 火山が噴火した場合、居住地への被害のおそれや、溶岩等の流出等により外周

道路の分断が想定されるため、漁船等の利用を確保するため漁港の岸壁、防波堤

等の施設整備を行う。 

(資料編資料第９ 島しょ漁港の現況 P347) 

○ 伊豆諸島では、船舶で島外へ避難することを対策の基本とし、伊豆大島及び三

宅島において噴火避難用岸壁の確保や同岸壁の静穏度向上のための施設整備の推

進を図る。 

 ＜火山噴火時避難用岸壁等（漁港）＞「伊豆・小笠原諸島における港湾等防災対

策基本方針」（平成 26年１月港湾局離島港湾部計画課）から引用 

○ 三宅島：阿古漁港（‐7.5ｍ岸壁）、伊ヶ谷漁港（‐7.5ｍ岸壁、防波堤） 

※ 阿古漁港、伊ヶ谷漁港ともに整備済 

 

ウ 海岸 

≪都建設局、都港湾局≫ 

○ 島しょ海岸においては、島民の生命及び財産を守るため、海岸保全施設の整備

を進める。 

（ア） 島しょの海岸保全事業 

○ 伊豆諸島は、台風、冬季の風浪等の厳しい自然条件にさらされている。 

また、島しょ海岸は、個性的な自然環境を有するとともに、レジャー活動、研

究、教育等に利用されている。このため、「防護」、「環境」及び「利用」の調和の

とれた海岸保全施設（護岸、離岸堤等）の整備を推進していく。 

ａ 都港湾局所管の海岸保全施設の現況 

（資料編資料第 10 島しょ海岸保全施設の現況 P348） 

ｂ 都建設局所管の海岸保全施設の現況 

（資料編資料第 10 島しょ海岸保全施設の現況 P348） 
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エ 火山砂防 

≪砂防管理者≫ 

○ 伊豆諸島の地形は急しゅんで、地質も降雨により崩れやすい火山噴出物から成っ

ている｡火山活動の活発化により噴出した溶岩及び降灰並びに火山性地震による傾斜

崩壊により、降雨時に発生する泥流及び土石流から人命及び財産を守るため、砂防

堰堤、流路、導流堤等の砂防施設を整備して、火山災害の防止に努める必要がある。 

○ 予測が困難な火山噴火に伴い発生する土砂災害に対して、迅速かつ効果的に被

害を軽減するための「火山噴火緊急減災対策砂防計画」を、伊豆大島、新島、神

津島、三宅島、八丈島、青ヶ島において、策定している。 

○ 策定した計画に基づき、火山噴火に伴って発生する可能性がある土砂災害に対

して、緊急減災対策を迅速かつ効果的に実施して、被害をできる限り軽減する必

要がある。 

○ 火山砂防事業を実施するに当たり、砂防指定地として渓流を指定している。各

島における砂防指定渓流数は、次表のとおりである。 

 

各島における砂防指定渓流数（令和６年８月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

２  道路 

（１）対策内容と役割分担 

○ 島しょの道路は、円すい形の急しゅんな地形上を通っているため、火山噴火災

害等により、斜面崩壊、落石、降灰等による災害を受けやすい。これらの道路が

一度被災した場合、災害時の緊急避難や応急物資の輸送に支障を来すことになる。 

○ このため、予防対策として、落石防護柵の設置やコンクリート擁壁、ブロック

積、法面防護工等を行い、被害の防止に努める。 

機 関 名 対 策 内 容 

都 建 設 局 
○ 落石防護柵、コンクリート擁壁、ブロック積、法面防護

工等の設置 

 

  

市町村名 指定渓流数 

大島町 14 

新島村 ４ 

神津島村 ８ 

三宅村 51 

八丈町 10 
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（２）詳細な取組内容 

ア 施設の現況 

≪都建設局≫ 

（令和５年４月現在） 

区  分 延長（m） 
内  訳 

都道（m） 町村道（m） 

大
島
支
庁
管
内 

伊 豆 大 島 499,551 60,326 439,225 

利 島 27,706 8,803 18,903 

新 島 142,788 16,408 126,380 

神 津 島 86,637 15,089 71,548 

（小計） 756,682 100,626 656,056 

三
宅
支

庁
管
内 

三 宅 島 134,930 34,466 100,464 

御 蔵 島 21,353 14,993 6,360 

（小計） 156,283 49,459 106,824 

八
丈
支

庁
管
内 

八 丈 島 482,292 53,667 428,625 

青 ヶ 島 37,140 6,367 30,773 

（小計） 519,432 60,034 459,398 

小笠原支庁管内 50,149 35,362 14,787 

合計 1,482,546 245,481 1,237,065 

 

３  空港 

（１）対策内容と役割分担 

○ 災害発生時、空港は、住民の生命を守る緊急避難、応急物資輸送等のための拠

点として、重要な役割を担っている。 

○ このため、空港施設の整備及び維持管理を行うことにより、災害時における緊

急空輸等の活用を図る。 

 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 施設の現況 

（令和６年 11月現在） 

施設名 基本施設 付帯施設 供用開始 

大 島 空 港 

滑走路 1,800m×45m 

誘導路 95m×23m 

エプロン 20,885㎡ 

ターミナルビル １棟（2,643㎡） 

航空局庁舎 １棟（218㎡） 

夜間照明施設 一式 

駐車場 （233台） 

供用開始 

昭和 39 年６月

15日 

新 島 空 港 

滑走路 800m×25m 

誘導路 30m×9m 

エプロン 3,000㎡ 

ターミナルビル １棟（588㎡） 

照明施設（進入角指示灯滑走路末端

識別灯）一式 

駐車場 （62台） 

供用開始 

昭和 62 年７月

２日 
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施設名 基本施設 付帯施設 供用開始 

神 津 島 

空 港 

滑走路 800m×25m 

誘導路 30m×9m 

エプロン 3,000㎡ 

ターミナルビル １棟（586㎡） 

照明施設（進入角指示灯滑走路末端

識別灯）一式 

道路及び駐車場 （44台） 

供用開始 

平成４年７月

１日 

三 宅 島 

空 港 

滑走路 1,200m×30m 

誘導路 80m×18m 

エプロン 10,312㎡  

暫定ターミナルビル １棟（491㎡） 

夜間照明施設 一式 

駐車場 （53台） 

供用開始 

昭和 41 年３月

１日 

八 丈 島 

空 港 

滑走路 2,000m×45m 

誘導路 85m×23m 

エプロン 15,300㎡ 

ターミナルビル １棟（3,975㎡） 

航空局庁舎 １棟（1,500㎡） 

夜間照明施設 一式 

駐車場 （415台） 

供用開始 

昭和 37 年５月

１日 

 

４  学校 

（１）対策内容と役割分担 

○ 災害発生時における児童、生徒等の安全確保を図るとともに、被災者の一時収

容施設ともなるので、校舎等の耐震化を進める。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

都 教 育 庁 

○ 被災者の一時収容施設となり得る校舎等の耐震化 

○ 避難計画作成等の指導 

○ 避難所となる公立学校のトイレの洋式化やマンホールト

イレ等の災害用トイレ整備を行う区市町村の支援 

○ 都立高校体育館等の空調設備の整備推進 

町 村 
○ 災害発生時における児童、生徒等の安全確保 

○ 被災者の一時収容施設校舎等の耐震化 

 

（２）詳細な取組内容 

≪施設管理者≫ 

○ 災害発生時における児童、生徒等の安全確保を図るとともに、被災者の一時収

容施設ともなるので、校舎等の耐震化を進める。 

 

≪都教育庁≫≪町村≫ 

○ 避難所となる都立学校においては、学校の防災体制に関する標準的な事項を整

理した「学校危機管理マニュアル」等により安全確保のための状況把握に努める

とともに、区市町村と協力して迅速に校内の応急危険度判定が行うことができる

よう調整を図る。 

○ 発生した災害の状況に応じ、校長を中心に全教職員が協力して、児童生徒等の

安全確保を図ることができるよう、次のとおり避難計画の作成等の指導を行う。  

【児童生徒等の避難計画（都立学校）】 

ア 避難計画の内容について、教職員へ周知徹底を図るとともに、児童生徒等
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に対し、避難に関する基本的な事項について反復指導、訓練を実施する。ま

た、避難に関し必要な事項について、保護者に周知する。 

イ 避難所、避難経路及び保護者への引渡場所については、地元防災機関と連

絡を密にし、当該地域の防災計画に即して選定する。 

ウ 避難時における指揮命令系統及び教職員の役割分担を明確にする。 

エ 避難計画は、始業時、授業時、休憩時、放課後、校外指導等、それぞれの

状況に応じた対策にするとともに、学年や障害の程度等、児童生徒の発達段

階にも配慮する。 

オ 校内放送、非常ベル等、校内における通報連絡手段及び関係機関への連絡

方法については、最悪の条件を想定した上で、代替手段を確保する。 

カ 発災時における児童生徒等の人員把握と、報告の方法を具体的に定める。 

○ 避難所となる公立学校のトイレの洋式化やマンホールトイレ等の災害用トイレ

整備を行う区市町村を支援し、避難所機能の向上を図る。 

○ 都教育庁は、都立高校体育館等の空調設備の整備を推進し、避難所となった際

の良好な環境の確保に資する。 

○ 避難所となる公立学校の体育館等へ空調設置の整備を行う区市町村を支援し、

避難所機能の向上を図る。 

 

５  その他の公共施設 

（１）対策内容と役割分担 

○ 公民館、診療所、福祉施設等の公共施設等の耐震・耐火構造化への促進を図る。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

町 村 
○ 今後建設する公共施設の耐震・耐火構造化 

○ 木造の施設の耐震・耐火構造化の促進 

 

（２）詳細な取組内容 

≪施設管理者≫ 

○ 公民館、診療所、福祉施設等の公共施設を今後建設する場合には、できる限り

耐震・耐火構造とするとともに、現在、木造の施設については、逐次、耐震・耐

火構造化への促進を図る。 

 

第４節  訓練及び防災知識の普及・啓発 

○ 火山活動に対応できるよう、都及び防災機関はそれぞれの火山の特徴及び各島

の状況を考慮して、防災知識の周知徹底を図るとともに、防災訓練を実施し、災

害時に応急活動が円滑に行えるよう努める。 

○ 防災知識の普及及び訓練を実施する際に、被災時の男女のニーズの違い等、男

女双方の視点に配慮するとともに、防災市民組織の育成及び強化を図る際には女

性参画の促進に努める。  
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１  防災訓練の充実 

（１）対策内容と役割分担 

○ 災害時における防災活動の円滑な実施を期するため、各防災機関相互及び住民

との協力体制の確立に重点をおく総合防災訓練及び各個別訓練の実施方法等につ

いて、次のとおり定める。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

都 ○ 総合防災訓練の実施 

支 庁 

○ 通信手続・無線機の操作等、無線通信に関する無線訓練

の実施 

○ 避難訓練の実施 

町 村 
○ 防災訓練に必要な組織及び実施方法に関する計画の策定

及び訓練実施 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 総合防災訓練 

 

機関名 内    容 

都 

○ 火山噴火により被害が発生したことを想定し、都、町村及び関係

防災機関が住民と一体となって総合防災訓練を実施する。これによ

って各機関相互の緊密な協力体制を確立するとともに、防災技術の

習熟及び住民の防災意識の高揚を図る。 

１ 参加機関 

（１） 都 （２） 町村 （３） 防災機関等 （４） 住民 

２ 訓練項目 

（１） 非常招集訓練   （２） 通信情報訓練 

（３） 本部運営訓練   （４） 現地実働訓練 

 

イ 支庁の訓練 

 

機関名 内    容 

支 庁 

(大島・三

宅・八丈) 

１ 無線訓練 

○ 災害時において有線通信系が不通となり、又は利用することが著

しく困難な場合における無線通信系による通信の円滑な遂行を図る

ため、通信手続・無線機の操作等、無線通信に関する訓練を実施す

る。 

（１） 参加機関 

ア 支庁 イ 町村 ウ 関係防災機関 

（２） 実施方法 

○ 関係機関と協議し、計画を定め、訓練を実施する。 
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機関名 内    容 

２ 避難訓練 

○ 噴火災害において、生命に危険が及ぶような場合には避難が必要

である。そのためには、あらかじめ災害規模に応じての避難場所の

確保、避難の方法、避難経路等を策定し、それに基づいて訓練を計

画し実施するよう町村と調整を図る。 

 

ウ 町村の訓練 

 

機関名 内    容 

町 村 

○ 町村は、その地域における第一次防災機関として、防災活動の円

滑を期するため、防災訓練に必要な組織及び実施方法に関する計画

を定め、平常時からあらゆる機会を捉え、訓練実施に努める。 

 

○ 都と町村との合同訓練の実施状況 

 

訓 練 名 年月日 訓練内容 規模 

東京都・大島町合同噴火災

害総合防災訓練 
平成 14年 11月 21日 避難、給水、給食 6,300名 

東京都・大島町合同総合防

災訓練  
平成 18年 11月 21日 火山噴火及び津波対策訓練 4,900名 

東京都・八丈町・青ケ島

村・合同総合防災訓練 
平成 20年 10月 21日 火山噴火及び津波対策訓練 4,000名 

東京都・新島村合同総合防

災訓練 
平成 22年 10月 16日 地震及び津波対策訓練 2,637名 

東京都・神津島村合同総合

防災訓練 
平成 24年 11月 1日 地震及び津波対策訓練 1,450名 

東京都・新島村合同総合防

災訓練 
平成 25年 10月 19日 地震及び津波対策訓練 1,748名 

東京都・三宅村・御蔵島村

合同総合防災訓練 
平成 27年 10月 28日 

火山噴火、地震及び津波対

策訓練 
1,800名 

東京都・大島町・利島村合

同総合防災訓練 
平成 28年 11月 21日 

火山噴火、地震及び津波対

策訓練 
3,546名 

東京都・八丈町・青ケ島村

合同総合防災訓練 
平成 29年 11月 5日 

火山噴火、地震及び津波対

策訓練 
3,487名 

東京都・神津島村合同総合

防災訓練 
令和 4年 11月 9日 地震及び津波対策訓練 1,100名 
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２  防災知識の普及・啓発 

（１）対策内容と役割分担 

○ 火山に関する知識の普及活動は、地域住民、事業所、学校、来島者等に対して、

噴火警報や噴火時の避難方法等を広報誌やパンフレット、インターネット、SNS、

展示等の様々な方法で伝えるものである。防災教育や防災管理指導も実施する。 

○ 火山災害に対する防災教育は、町村・都が、広報誌やパンフレット、講習会、

研修会等を通じて行う。学校教育では、学習内容と防災教育教材との関連を図り

ながら、防災の基礎を指導する。事業所では、火山対策や降灰対策等の防災知識

等の普及を図る。 

また、災害対策における男女平等参画の具体化に向け、区市町村に助言を行う。 

○ 来島者は火山知識が少ないため、宿泊施設や人が集まる場所で広報ポスターや

掲示板等により、「火山活動の異常現象時の対応措置」及び「噴火時の対応措置」

を伝える必要がある。 

また、外国人には多言語による情報提供が必要である。大島町では伊豆大島火

山博物館等、三宅村では三宅島郷土資料館を通じて、啓発活動が観光資源の開発

とともに行われている。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

都 総 務 局 ○ 防災広報による火山に関する知識の普及活動 

都 教 育 庁 ○ 防災教育による火山に関する知識の普及活動 

町 村 

○ 防災広報による火山に関する知識の普及活動 

○ 防災教育の実施 

○ 来島者に対する防災情報の提供 

○ 噴火時の避難方法等の周知徹底 

 

（２）詳細な取組内容 

≪町村≫ 

ア 防災広報 

○ 平素から地域住民、各事業所及び学校の児童生徒を対象にそれぞれに適した方

法により、火山に関する知識の普及活動を行う。 

（ア） 各防災機関が行う広報内容の基準は、次のとおりとする。 

ａ 噴火警報、噴火警戒レベル等についての普及啓発 

ｂ 各防災機関の火山対策 

ｃ 火山活動の異常現象時の対応措置 

ｄ 噴火時の対応措置 

ｅ 降灰等に対する農作物の処置 

（イ） 火山災害警戒地域に指定されている各町村は、火山避難計画及びそれぞれ

の火山の特色を記した火山防災マップの配布等を通じ、噴火時の避難方法等

の周知徹底を図る。 
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（ウ） 博物館、資料館等における展示等を通じて、火山に関する知識及び情報を

広く来島者等に提供する。 

（エ） 「広報東京都」をはじめ都及び各防災機関の各種広告印刷物等により防災

知識の普及を図る。 

（オ） 火山活動に関するパンフレットの配布、インターネット、SNS 等を通じて広

く防災知識の普及に努める。 

 

○ 在住外国人に対し、リーフレット等を活用した、平時から多言語や「やさしい

日本語」等による防災知識の普及や、地域行事を利用した外国人参加の防災訓練

の実施等を推進していく。 

○ 東京都防災（語学）ボランティア等を活用し、地域の防災訓練に参加する外国

人への支援を推進する。 

 

イ 防災教育 

≪町村・都≫ 

○ 広報誌、パンフレット等により行うほか講習会、研修会、現地でのイベント等

を実施し、防災に関心のない人への普及啓発の充実を図る。 

  やさしい日本語や多言語化などを通じて、子供や外国人をはじめ、誰もが分か

りやすい普及啓発を推進する。 

○ また、学校教育及び社会教育を通じて、防災知識等の普及を図る。特に、学校

教育においては、小・中学校の理科・社会、高等学校の地学等の学習内容と防災

教育教材「防災ノート～災害と安全～」の内容との関連を図りながら指導し、防

災の基礎的事項についての理解を深める。 

○ 児童生徒、防災活動に携わる住民、事業所の防災担当者等を対象に、学校教育

の場、講習会等において防災教育を推進し、防災知識の普及啓発及び実践的な防

災行動力の向上に努めていく。 

○ 防火管理及び防災管理指導を通じて、事業所における火山対策、降灰対策等の

防災知識の普及を図る。 

○ 災害対策における男女平等参画の視点の必要性について、区市町村に対し趣旨

を普及し、具体化に向けた助言を実施する。 

 

ウ 来島者に対する防災情報の提供 

≪町村・都≫ 

○ 来島者には事前の普及啓発活動が困難であり、住民と比較して火山に関する知

識が少ない。そのため、宿泊施設に来島者向けの「火山活動の異常現象時の対応

措置」及び「噴火時の対応措置」を示した広報ポスター等を掲示するなどの対応

が必要である。 

○ また、来島者向けのチラシの配布、人が集まる場所への掲示板の表示等の措置

も有効である。 

○ なお、外国人の来島者が増加していることから、外国人旅行者に対し、リーフ
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レット等を活用し、平時から多言語や「やさしい日本語」等による防災知識の普

及を推進していく。 

○ 大島町では、伊豆大島火山博物館における展示、ジオパーク活動等、三宅村で

は、三宅島郷土資料館を通じて火山に関する正確な情報を広く来島者に提供し、

それによって、適切な避難行動に結び付けるなどの広報活動が観光資源の開発と

ともに行われている。 

 

エ 登山者に対する防災情報の提供 

≪警視庁≫≪都≫ 

○ 登山計画書の効用及び警察等への提出の励行並びにその提出方法等について、

登山者に対し、広報啓発活動を実施する。 

 

第５節  住民等の防災行動力の向上 

１  災害に強い社会づくり 

（１）対策内容と役割分担 

○ 住民、事業所等は、「自らの生命は自らが守る」、「自分たちのまちは自分たちで

守る」ことを防災の基本として、災害に対する不断の備えを進めるとともに、行

政、事業所、住民、ボランティア団体等との相互連携及び相互支援を強め、災害

時に助け合う地域連携の確立に協力する。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

住 民 等 

○ 噴火警報、降灰予報等の情報収集・理解 

○ ハザードマップ、避難経路等の把握 

○ 非常持出用品の準備 

○ 防災訓練及び防災事業への積極的参加 

○ 避難支援等関係者への要配慮者に関する情報提供 

地 域 組 織 

防災市民組織 

○ 情報伝達、救助、応急救護、避難等の各種訓練の実施 

○ 資器材等の整備及び保守並びに備蓄 

○ 災害時の支援体制の整備 

都 総 務 局 

○ リーダー育成講習会、防災講習会等の各種防災訓練の技

術指導等に係る支援 

○ 地域と事業者との連携事例を広報誌、ホームページ等で

紹介するなど連携強化の促進支援 

都 生 活 文 化 局 

○ 都内の男女平等参画センター等とのネットワーク形成 

○ 都内の社会福祉協議会・市民活動団体等とのネットワー

クの形成 

町 村 
○ 防災市民組織の結成促進 

○ 活動用資器材の整備 
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機 関 名 対 策 内 容 

関係防災機関 

○ 地域、事業所、ボランティア間相互の連携体制の推進 

○ 町会・自治会等の体制強化をはじめとした地域コミュニ

ティの活性化対策を図り、地域の防災まちづくりへの積極

的な参加等を促すなど地域防災体制の強化促進 

○ 合同防災訓練の実施 

○ 地区防災計画の作成の推進 

事 業 者 等 

○ 安全確保及び防災資器材、食料等の備蓄 

○ 防災計画、事業継続計画（BCP）及び非常用マニュアルの

整備 

○ 地域活動への参加、防災市民組織等との協力 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 住民等の役割（再掲） 

○ 日頃から報道機関、都、区市町村等を通じて、気象庁が発表する火山の噴火警

報、予報、降灰予報等を理解しておく。 

○ 町村が作成するハザードマップ等で自分の住む地域の地理的特徴を把握してお

く。 

○ 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え当の家庭での予防・安全対策を行

う。 

○ あらかじめ家族で災害時の連絡方法、避難場所及び避難経路の確認を行う。 

○ 都又は町村が行う防災訓練及び防災事業に積極的に参加する。 

○ 町会、自治会等が行う、地域の相互協力体制の構築に協力する。 

○ 要配慮者がいる家庭では、事前に住民組織、消防署、交番等に情報提供し、個

別避難計画を作成する。 

○ マスクや目を守るゴーグル、水、食料、医薬品、衣料品、携帯ラジオ等非常持

出用品や携帯トイレ・簡易トイレの準備をしておく。 

○ 降灰を屋内に侵入させないための対策や、家族の役割分担をあらかじめ決めて

おく。 

○ 降灰が心配される場合は、都又は国がインターネット等で配信する降灰予報な

どの情報を確認する。 

○ 降灰が雨水等の流れをせき止めないように、地域ぐるみで側溝の詰まり等を取

り除くなどの対策を協力して行う。 

○ 登山者等は、自らの安全を確保するため、噴火のおそれに関する情報の収集、

関係者との連絡手段の確保、登山届（登山届、登山計画書、登山カード等をいう。）

の積極的な提出等の手段を講じるよう努める。 

○ 災害時に備え、避難所、避難場所及び避難経路等の確認・点検並びに適切な情

報収集方法の確認を行う。 

○ 過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により、防災に寄与するよう、

努める。 
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イ 防災市民組織等の強化 

  災害の発生時において、被害を最小限に止めるためには、地域の事情に精通し

た防災市民組織等の活動が重要となる。 

  各機関は、防災市民組織に係る広報及び町会・自治会等の防災市民組織等の育

成指導に力を入れ、防災市民組織の結成、都民の参加を推進し、災害時に自ら行

動できる人材や周囲をけん引することのできる人材を育成していく。特に防災知

識の普及等を推進する際には、性別による視点の違いに配慮し、女性の参画の推

進に努めるとともに、女性や青年を含めた防災リーダーを育てる防災教育を実施

する。 

 

≪町村≫ 

（ア） 防災市民組織等の役割 

○ 地域組織及び住民が自主的に結成した防災市民組織の役割及びとるべき措置は、

次のとおりである。 

ａ 防災に関する知識の普及 

ｂ 情報伝達、救出、救助、応急救護、避難等の各種訓練を実施 

ｃ 避難、救助、炊き出し資器材等の整備及び保守並びに非常食及び簡易トイレの

備蓄 

ｄ 地域内の危険箇所を点検及び把握し、地域住民に周知 

ｅ 地域内の要配慮者及び避難行動要支援者の把握、災害時の支援体制の整備 

ｆ 地域内の企業及び事業所との連携・協力体制の整備 

ｇ 行政との連携・協力体制の整備 

（イ） 防災市民組織の充実 

ａ 防災市民組織の結成促進 

○ 町村は、住民への積極的な指導及び助言により、防災市民組織の組織化を進め

る。 

○ 都は、町村と連携し、防災市民組織の活性化を目指して、より一層きめ細やか

な指導及び助言を行うとともに、未結成地域を解消するよう町村に働きかけてい

く。 

ｂ 防災市民組織の活動環境の整備 

○ 町村は、軽可搬消防ポンプ、トランジスターメガホン等の活動用資器材の整備

を進めていく。 

○ 都は、町村に対し、活動用資器材及び防災市民組織の活動拠点の整備の充実を

図るよう、働きかけていく。 

ｃ 防災市民組織の訓練用資器材整備 

○ 都は、町村と連携し、防災市民組織等が行う各種訓練の一層の充実を図るため、

訓練の技術指導、実技体験訓練等を行う上で必要な訓練用資器材を整備していく。 

ｄ 防災市民組織への支援 

○ 都は、町村と連携し、リーダー育成講習会、防災講習会、座談会等の各種防災
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訓練の技術指導等に係る支援を行う。 

 

ウ 事業所防災体制の強化 

≪事業所等≫ 

（ア） 事業所の役割（再掲） 

○ 事業所は、その社会的責任を果たすため、自らの組織力を活用して次のような

対策を図っておくことが必要である。 

ａ 社屋内外の安全確保及び防災資器材、食料等の備蓄等の従業員及び来客の安全

確保に努める。 

ｂ 事業活動を維持することが、被災地内外の社会経済の安定及び早期復旧につな

がる。そのため、防災計画、事業継続計画（BCP）及び非常用マニュアルの整備等

の事業活動の中断を最小限にとどめるための対策等を事前に準備するとともに、

これらの計画について、点検及び見直しの実施に努める。 

ｃ 事業所の持つ資源及び特性を生かし、組織力を活用した地域活動への参加、防

災ボランティア、防災市民組織等との協力等、地域社会の安全性の向上に努める。 

 

エ 行政・事業所・住民等の連携 

≪都・町村≫ 

（ア） 相互に連携した社会づくり 

○ 行政、事業所、住民、地域コミュニティ、ボランティア等が、平常時から相互

に連携協力し合うネットワークを形成し、災害に強い社会を構築することが必要

である。 

○ 都は、相互に連携協力し合うネットワークを形成するため、次のような対策を

推進する。 

ａ 自治体間の相互支援体制の強化 

ｂ 地域及び事業所と行政とが連携していく意識の醸成 

ｃ 火山災害に強い社会づくりをテーマとしたシンポジウム、講演会等の開催 

（イ） 地域における防災連携体制の確立 

○ 町村及び関係防災機関は、地域ぐるみで次の対策を推進し、防災連携体制を確

立する。 

ａ 連携・協力体制 

○ 地域の防災市民組織、事業所、ボランティア等が相互に連携するための協議会

の設置、情報連絡体制の確保等の協力体制の確立に努める。 

ｂ 地域コミュニティの活性化 

○ 町会、自治会等の体制強化をはじめとした地域コミュニティの活性化を図り、

地域の防災まちづくりへの積極的な参加等を促す。 

ｃ 合同防災訓練の充実 

○ 地域住民、地域の防災機関、防災市民組織、事業所、ボランティア、要配慮者

等が合同で行う防災訓練の充実を図っていく。 

（ウ） 地域における相互支援ネットワークづくりへの支援 
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○ 火山災害時の助け合いを推進するために、住民、町会、自治会、防災市民組織、

企業、ボランティア等の地域で活動している様々な団体等が従来の垣根を越えて

連携及び協力することが求められている。 

○ そこで、都は、町村が行う地域相互支援ネットワークの育成の促進について、

情報提供等の必要な施策を講じていく。 

○ 災害時にも情報共有等ができるよう、都内の男女平等参画センター等とのネッ

トワーク形成を図る。 

（エ） 地域と事業所との連携強化 

○ 都は、東京商工会議所等の協力により、防災について地域貢献の意志のある事

業者の紹介を受けたときは、町村を介して、事業者と地域との連携が図られるよ

う努める。 

○ 都は、地域と事業者との連携事例を広報誌、ホームページ等で紹介するなどに

より連携強化を図る。 

 

２  消防団の活動体制の充実 

（１）対策内容と役割分担 

消防団は、常備消防、区市町村をはじめとする行政機関と防災市民組織や住民

との間をつなぐ存在であり、公助を担う消防機関であるとともに、地域における

共助活動の中心的存在でもある。各機関は、消防団員がより意欲的かつ効果的に

活動できるよう、活動しやすい環境や資機材の整備など、消防団の活動を支援し、

その体制の強化を推進する。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

都 総 務 局 

○ 消防団員の確保 

○ 消防団員の教育訓練 

○ 市町村の消防防災施設の整備促進 

町 村 

○ 消防団員の確保 

○ 消防団員の教育訓練 

○ 消防団資機材・分団本部施設等の整備 

○ 地域等と連携した防災対策の推進 

 

（２）詳細な取組内容 

≪都総務局≫ 

○ 消防団の存在と活動を知ってもらうための広報や女性、学生、会社員などをタ

ーゲットにした消防団員の募集広報を積極的に展開し、消防団員の確保策を更に

推進する。 

○ 都消防協会が実施する消防操法大会の開催を支援するなど、消防団の教育訓練

の充実を図り、人材育成面での支援を行う。 

○ 消防団がより意欲的かつ効果的に活動できるよう、新たな技術を使った技能の

向上や女性消防団員同士の交流を深め、入団・定着促進等を行うことで人材を確
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保する取組など多面的に消防団の活動を支援し、その体制の強化を促進する。 

≪町村≫ 

○ 女性、学生などの対象に応じたリーフレットや消防団を紹介するホームページ

の活用など、多様な手法で消防団を PRし、入団等を促進する。 

○ 各種資機材やマニュアル等を活用して地域特性に応じた教育訓練を実施し、災

害活動能力及び安全管理能力の向上を図る。 

○ 教育訓練の推進による消防団員の応急救護技能の向上を図る。 

○ 新入団員への入団教育を充実させ、災害活動技能の早期習得を図る。 

○ 消防団員が有している重機操作、自動車等運転の各種資格を火山等の大規模災

害時に有効に活用できるよう訓練を推進する。 

○ 消防団の活動等に係る自主学習用教材を活用するなど、団員の生活に配慮した

訓練方法により、消防団員の仕事や家庭との両立を図る。 

○ 地域住民等に対する防火防災教育訓練を通じて消防団と地域住民等との連携を

強化し、地域防災力の向上を図る。 

○ 消防団員への訓練に e-ラーニングを活用するなど、能力向上の促進を図る。 

 

３  ボランティア等との連携 

（１） 一般ボランティアの活動支援に係る東京ボランティア・市民活動センター、

市町村との連携 

≪都・町村≫ 

○ 大規模災害における被災者のニーズに即した円滑なボランティア活動を支援す

るため、各機関は平常時より市民活動団体等を含め、相互に連携を図る。 

各 機 関 対 策 内 容 

都 生 活 文 化 局 

○ 東京ボランティア・市民活動センターとの連携による

災害ボランティアコーディネーターの計画的な養成、東

京都災害ボランティアセンターの設置・運営訓練等を実

施 

○ 平常時から、東京ボランティア・市民活動センターを

中心に市民活動団体等と協働し、幅広いネットワークを

構築 

○ 災害時、東京ボランティア・市民活動センター内に設

置する東京都災害ボランティアセンターの代替設置場所

を確保 

東 京 ボ ラ ン テ ィ

ア ・ 市 民 活 動 

セ ン タ ー 

○ 都との連携による災害ボランティアコーディネーター

の計画的な養成、東京都災害ボランティアセンターの設

置、運営訓練等を実施 

○ 災害ボランティアセンターの円滑な運営を含め、災害

時にボランティア活動が円滑に行えるよう、平常時か

ら、市民活動団体等と協働し、区市町村社会福祉協議会

をはじめ多様な市民活動団体同士の顔の見える関係づく

りを推進 
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各 機 関 対 策 内 容 

○ 区市町村社会福祉協議会や市民活動団体等による防

災・減災の取組、災害ボランティア講座、災害ボランテ

ィアセンター設置・運営訓練等を実施 

区 市 町 村 

○ 区市町村社会福祉協議会等との連携による区市町村災

害ボランティアセンターの設置、運営訓練等を実施 

○ 平常時から、市民活動団体等と協働し、幅広いネット

ワークを構築 

 

ア 登録ボランティア 

 ≪都≫ 

（ア） 東京都防災ボランティア等との連携 

○ 都は、平成７年（1995 年）５月「東京都防災ボランティアに関する要綱」を策

定し、事前に講習又は訓練を実施する登録制度を採用している。 

ａ 東京都防災（語学）ボランティア 

所 管 資 格 業 務 内 容 

都生活文化局 

○ 防災（語学）ボランテ

ィア 

※ 一定以上の語学能力を

有する者（満 18 歳以上

の都内在住、在勤、在学

者） 

○ 大規模な災害発生時において、

語学力を活用し、被災外国人等を

支援 

 

ｂ 被災宅地危険度判定士 

所 管 資 格 業 務 内 容 

都都市整備局 

○ 宅地造成及び特定盛

土等規制法施行令第 22

条に規定する土木又は

建築技術者 

○ 災害対策本部が設置される規模の

地震、降雨等の災害により、宅地が

大規模に被災した場合に、被害の発

生状況を把握し、危険度判定を実施

する。 

 

（イ） 赤十字ボランティア 

○ 主に災害発生直後から復旧にかけての期間において、日赤東京都支部の調整の

下に各防災機関と連携し、被災者の自立支援と被災地の復興支援を目的に行う。 

○ 日赤東京都支部は、日頃から市民を対象に防災思想の普及に努め、災害時には

ボランティアが組織として安全かつ効果的な活動が展開できるよう体制づくりや

ボランティア養成計画などの整備を図る。 
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【赤十字ボランティアの概要】 

機 関 名 要  件 活動内容 

日赤東京都支部 

≪東京都赤十字救護ボランティア≫ 

 災害時ボランティアとして活動す

るために必要な知識と技術に関す

る研修（赤十字災害救護ボランテ

ィア養成セミナー）を修了・登録

したボランティア 

平常時には、災害救護

に関する研修会・訓練

等を行い、災害時には

医療救護班の支援活動

及び赤十字ボランティ

アによる救護活動のコ

ーディネートなど、災

害救護に必要な諸活動

を行う。 

≪地域赤十字奉仕団≫ 

 地域において組織された奉仕団 

災害時には、区市町村

と連携し、避難所等に

おいて被災者等への支

援活動を行う。 

≪特殊赤十字奉仕団≫ 

 専門の技術や資格を有した者で組

織された奉仕団 

災害時には、各団の特

色を生かし、避難所等

における被災者のケア

等の活動を行う。 

≪赤十字個人ボランティア≫ 

 都内日赤施設に個人登録して活動

するボランティア 

災害時には、個人の能

力・技能、活動希望等

に応じて被災者等への

支援活動を行う。 
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第３章  災害応急・復旧対策計画 

第１節  初動態勢 

○ 伊豆諸島は、太平洋上に南北に長く連なる島々であり、伊豆大島をはじめとし

て富士火山帯に属する火山島となっている。 

○ これらの諸島で、噴火が発生した場合、東京都災害対策本部等を設置するとと

もに都、町村及びその他の防災機関は、島民の生命及び財産を守り、来島者の安

全を確保するため、迅速な初動態勢により、応急活動を開始する。 

 

１  東京都災害対策本部の組織及び運営 

≪都≫ 

（１） 東京都災害対策本部の設置及び廃止 

○ 知事は、伊豆諸島において火山による災害が発生した場合、法令及び本計画の

定めるところにより、防災機関、他府県等の協力を得て、災害応急対策を実施す

るとともに、町村及びその他の防災機関が処理する災害応急対策の実施を援助し、

かつ総合調整を行うための東京都災害対策本部（以下「都本部」という。）を設置

する。 

 

ア 都本部の設置 

○ 知事は、都の地域において大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある

と認めたときは、災害対策活動の推進を図るため都本部を設置する。 

○ 本部長は、知事をもって充てる。 

○ 都本部を構成する局の局長（以下「局長」という。）又は地方隊長の職にある者

は、都本部を設置する必要があると認めたときは、危機管理監に都本部の設置を

要請する。 

○ 危機管理監は、都本部設置の要請があった場合、その他都本部を設置する必要

があると認めた場合は、都本部の設置を知事に申請する。 

 

イ 都本部設置の通知 

○ 本部長（知事）は、都本部が設置されたときは、直ちにその旨を各局長、地方

隊長及び国（総務省消防庁）に通知する。 

また、必要があると認めたときは、次に掲げる者に対して都本部の設置を通知

する。 

（ア） 区市町村長 

（イ） 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の長又は代表者 

（ウ） 陸上自衛隊第１師団長、海上自衛隊横須賀地方総監及び航空自衛隊作戦シ

ステム運用隊司令 

（エ） 厚生労働大臣及び国土交通大臣 

（オ） 隣接県知事 

○ 政策企画局長は、都本部が設置されたときは、直ちにその旨を報道機関に発表



第２部 

第３章  災害応急・復旧対策計画 

第１節  初動態勢  

- 64 - 

する。 

○ 各局長及び地方隊長は、本部長から都本部の設置の通知を受けた場合、その旨

を所属職員に周知徹底する。 

○ 都本部が設置された場合は、東京都防災センター又は適当な場所に「東京都災

害対策本部」の標示を掲出する。 

 

ウ 都本部の廃止 

○ 本部長は、都の地域において災害の発生するおそれが解消したと認めたとき、

又は災害応急対策がおおむね完了したと認めたときは、都本部を廃止する。 

○ 都本部の廃止の通知は、都本部の設置の通知に準じて処理する。 

 

（２） 都本部の組織 

○ 都本部は、本部長室、局及び地方隊をもって構成する。 

○ 本部長室は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。 

○ 本部長は、災害応急対策のため必要があると認めたときは、現地災害対策本部

及び島しょに現地派遣所を置く。 

 

（３） 本部長等の職務 

○ 本部長は、都本部の事務を総括し、都本部の職員を指揮監督する。 

○ 副本部長は、副知事、警視総監及び消防総監をもって充て、本部長を補佐し、

本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

○ 本部員は、局長、危機管理監、危機管理副監及び本部長が都の職員の中から指

名した者をもって充て、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。 

○ 局長は、本部長の命を受け、局の事務を掌理する。 

○ 危機管理監は、本部長の命を受け、各防災機関を総合調整するほか、次に掲げ

る事務を行う。 

（ア） 被害情報等の収集及び通信連絡の総括に関すること。 

（イ） 本部の職員の動員に関すること。 

（ウ） 本部における通信施設の保全に関すること。 

（エ） 自衛隊及び関係防災機関との連絡に関すること。 

（オ） 都本部の運営及び本部長室の庶務に関すること。 

（カ） 各局にまたがる事務及び各局では調整が困難な事項についての総合調整に

関すること。 

○ 危機管理副監は、危機管理監を補佐する。 

○ 地方隊長は、支庁長をもって充て、本部長の命を受け、地方隊の事務を掌理す

る。 

 

エ 本部長室の所掌事務 

○ 本部長室は、次の各号について本部の基本方針を審議策定する。 

（ア） 都本部の非常配備態勢及び廃止に関すること。 
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（イ） 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。 

（ウ） 避難の指示に関すること。 

（エ） 災害救助法の適用に関すること。 

（オ） 区市町村の相互応援に関すること。 

（カ） 局長、地方隊長及び区市町村長に対する事務の委任に関すること。 

（キ） 自衛隊に対する災害派遣の要請に関すること。 

（ク） 政府機関、他府県、公共機関及び駐留軍に対する応援の要請に関すること。 

（ケ） 公用令書による公用負担に関すること。 

（コ） 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。 

（サ） 前各号に掲げるもののほか、重要な災害対策に関すること。 

 

オ 本部派遣員 

○ 本部長は、特に必要があると認めたときは、次に掲げる機関の長等に対し、当

該機関の職員が本部長室の事務に協力することを求める。 

（ア） 指定地方行政機関 

（イ） 東京都を警備区域とする陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊 

（ウ） 区市町村 

（エ） 指定公共機関又は指定地方公共機関 

（オ） その他災害時における応急又は復旧業務を円滑に実施するため、本部長が

特に必要と認める団体 

○ 本部長は、本部派遣員に対し、資料及び情報の提供、意見の開陳その他必要な

協力を求める。 

 

カ 本部連絡員 

○ 本部連絡員は、局長が局に所属する課長級の職にある者のうちから指名し、本

部長室及び局並びに局相互間の連絡調整に当たる。 

○ 本部長室には局との連絡のための通信要員を伴い出席する。 

 

キ 本部員代理 

○ 本部員代理は、局長が局に所属する者のうちから指名し、災害発生時に本部員

である局長が参集するまでの間、本部の指示及び計画に基づく応急対策について

職員を指揮する等、本部員の職務を代理する。 
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ク 各局等の分掌事務 

局  名 分 掌 事 務 

都 総 務 局 

１ 本部長室の庶務に関すること。 

２ 自衛隊及び関係防災機関との連絡に関すること。 

３ 区市町村の指導連絡に関すること。 

４ 被害情報等の収集及び通信連絡の総括に関すること。 

５ 本部の職員の動員及び給与に関すること。 

６ 本部における通信施設の保全に関すること。 

７ 災害時における他の局の応援に関すること。 

８ 前各号に掲げるもののほか災害対策の連絡調整に関する

こと。 

都 政 策 企 画 局 

１ 災害に関する広報及び広聴に関すること。 

２ 写真等による情報の収集及び記録に関すること。 

３ 報道機関との連絡及び放送要請に関すること。 

４ 在京大使館等との情報連絡及び調整に関すること。 

５ 復興本部会議の運営及び震災復興基本方針策定の準備に

関すること。 

６ 災害時における他の局の応援に関すること。 

７ その他特命に関すること。 

都 財 務 局 

１ 災害対策関係予算に関すること。 

２ 車両の調達に関すること。 

３ 緊急通行車両確認標章等の発行に関すること。 

４ 本庁舎の防災及び維持管理に関すること。 

５ 野外収用施設の建設工事に関すること。 

６ 災害時における他の局の応援に関すること。 

７ 前各号に掲げるもののほか、財務に関すること。 

都 デ ジ タ ル 

サ ー ビ ス 局 

１ 災害に関する各局のデジタル技術の利活用に係る支援に

関すること。 

２ 島しょ海底光ファイバーケーブルの保全、復旧及び調整

に関すること。 

３ 基盤システムの維持に関すること。 

４ 災害時における他の局の応援に関すること。 

都 主 税 局 

１ 被災者に対する都税の減免及び徴収猶予に関すること。 

２ 災害時における他の局及び区市町村の応援に関するこ

と。 

都 生 活 文 化 局 

 

１ 災害に関する被災者等からの相談業務に関すること。 

２ 区市町村及び区市の国際交流協会その他民間団体との外

国人に関する情報連絡及び調整に関すること。 

３ 災害時におけるボランティア等の支援に係る総合調整に

関すること。 

４ 消費生活協同組合からの応急生活物資の調達に係る連絡

調整に関すること。 

５ 私立学校との連絡調整に関すること。 

６ 文化施設の点検、整備及び復旧に関すること。 
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局  名 分 掌 事 務 

７ 男女双方の視点に配慮した取組の推進に関すること。 

８ 災害時における他の局の応援に関すること。 

スポーツ推進本部 

１ スポーツ施設の点検、整備及び復旧に関すること（他の

局に属するものを除く。）。 

２ 災害時における他の局の応援に関すること。 

都 都 市 整 備 局 

１ 都市の復興計画の策定に関すること。 

２ 被災建築物、がけ地等の調査に関すること。 

３ 災害時における他の局及び町村の応援に関すること。 

都住宅政策本部 

１ 住宅の復興計画の策定に関すること。 

２ 被災者のための住宅の確保及び修理に関すること。 

３ 被災者が行う住宅等の建設、補修等のための応急融資に

関すること。 

４ 災害時における他の局及び町村の応援に関すること。 

都 環 境 局 

１ 高圧ガス、火薬類等による災害の防止のための情報連絡

に関すること。 

２ ごみの処理に係る広域連絡に関すること。 

３ し尿の処理に係る広域連絡に関すること。 

４ 災害廃棄物の処理に係る調整に関すること。 

５ 被災建築物等からの石綿の飛散防止に関すること。 

６ 災害時における他の局の応援に関すること。 

警 視 庁 

１ 被害実態の把握及び各種情報の収集に関すること（他の

局に属するものを除く。）。 

２ 被災者の救出及び避難誘導に関すること。 

３ 行方不明者の調査に関すること。 

４ 遺体の調査等及び検視に関すること。 

５ 交通規制に関すること。 

６ 緊急通行車両確認標章の交付に関すること。 

７ 公共の安全と秩序の維持に関すること。 

東 京 消 防 庁 

１ 火災その他の災害の予防、警戒及び防御に関すること。 

２ 救急及び救助に関すること。 

３ 危険物等の措置に関すること。 

４ 前各号に掲げるもののほか、消防に関すること。 

※１、２、４は消防応援協定等に基づく活動 

都 福 祉 局 

１ 乳幼児、妊産婦、高齢者、障害者等の救護、安全確保及

び支援に関すること。 

２ 救助物資の備蓄、輸送及び配分に関すること。 

３ 避難者の輸送及び避難所の設営に関すること。 

４ 義援金品の受領及び配分に関すること。 

５ 災害時における他の局の応援に関すること。 

６ 前各号に掲げるもののほか、救助及び保護に関すること

（他の局に属するものを除く。）。 

都 保 健 医 療 局 
１ 医療及び防疫に関すること。 

２ 遺体の検案及びこれに必要な措置に関すること。 
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局  名 分 掌 事 務 

３ 地方独立行政法人東京都立病院機構に関すること。 

４ 災害時における他の局の応援に関すること。 

５ 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関すること（他

の局に属するものを除く。）。 

都 産 業 労 働 局 

１ 救助物資の確保及び調達に関すること。 

２ 中小企業及び農林漁業の災害応急対策に関すること。 

３ 災害時における他の局の応援に関すること。 

都中央卸売市場 
１ 生鮮食料品の確保に関すること。 

２ 災害時における他の局の応援に関すること。 

都 建 設 局 

１ 河川及び海岸保全施設の保全及び復旧に関すること。 

２ 砂防関係施設、高潮防御施設及び排水機場の保全及び復

旧に関すること。 

３ 道路及び橋梁の保全及び復旧に関すること。 

４ 水防に関すること。 

５ 河川における流木対策に関すること。 

６ 河川、道路等における障害物の除去に関すること。 

７ 公園の保全、復旧及び震災時の利用に関すること。 

８ 災害時における他の局の応援に関すること。 

都 港 湾 局 

１ 港湾施設、海岸保全施設、都営漁港施設及び都営空港施

設の保全並びに復旧に関すること。 

２ 輸送経路を確保するための航路、泊地及び臨港道路等の

障害物の除去に関すること。 

３ 輸送拠点となる岸壁、野積場等の確保及び在港船舶の整

理に関すること。 

４ 輸送手段を確保するための船舶、ヘリコプター等の調達

に関すること。 

５ 港湾における流出油の防除に関すること。 

６ 災害活動に要する海上公園及び未利用埋立地の確保に関

すること。 

７ 災害時における他の局の応援に関すること。 

都 会 計 管 理 局 

１ 災害対策に必要な現金・物品の出納及び保管に関すること。 

２ 災害救助基金の出納に関すること。 

３ 災害時における他の局の応援に関すること。 

都 交 通 局 

１ 都営交通施設の点検、整備及び復旧に関すること。 

２ 電車、地下高速電車、バス及び日暮里・舎人ライナーに

よる輸送の協力に関すること。 

３ 災害時における他の局の応援に関すること。 

都 水 道 局 

１ 応急給水に関すること。 

２ 水道施設の点検、整備及び復旧に関すること。 

３ 災害時における他の局の応援に関すること。 

都 下 水 道 局 

１ 下水道施設の点検、整備及び復旧に関すること。 

２ 仮設トイレ等のし尿の受入れ・処理に関すること。 

３ 災害時における他の局及び市町村の応援に関すること。 
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局  名 分 掌 事 務 

都 教 育 庁 

１ 被災児童及び生徒の救護及び応急教育に関すること。 

２ 被災児童及び生徒の学用品の供給に関すること。 

３ 文教施設の点検、整備及び復旧に関すること。 

４ 避難所の開設及び管理運営に対する協力に関すること。 

５ 災害時における他の局の応援に関すること。 

都子供政策連携室 

都 都 民 安 全 

総 合 対 策 本 部 

都スタートアップ 

戦 略 推 進 本 部 

都選挙管理委員会 

事 務 局 

都 人 事 委 員 会 

事 務 局 

都 労 働 委 員 会 

事 務 局 

都 監 査 事 務 局 

都 収 用 委 員 会 

事 務 局 

１ 災害時における他の局の応援に関すること。 

 

ケ 現地災害対策本部の分掌事務等 

名  称 分 掌 事 務 等 

現地災害対策本部 

１ 構成員 

ア 現地災害対策本部長は、本部長が指名する副本部長又は

本部員とする。 

イ 同副本部長は、本部長が指名する本部の職員とする。 

ウ 現地災害対策本部員は、本部長が指名する者とする。 

エ 現地災害対策本部派遣員は、関係防災機関の長が指名す

る職員とする。 

２ 分掌事務 

ア 被害及び復旧状況の情報分析に関すること。 

イ 区市町村及び関係機関との連絡調整に関すること。 

ウ 現場部隊の役割分担及び調整に関すること。 

エ 自衛隊の災害派遣に係る意見具申に関すること。 

オ 本部長の指示による応急対策の推進に関すること。 

カ 各種相談業務の実施に関すること。 

キ その他緊急を要する応急対策の実施に関すること。 

３ 設置場所 

災害現場、区市町村庁舎等 
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コ 地方隊の分掌事務 

名  称 管 轄 区 域 分掌事務 

大 島 地 方 隊 
○ 大島支庁の管轄区域（大島町、利島

村、新島村及び神津島村） 

○ 地方隊は本部の

事務を分掌する。 

三 宅 地 方 隊 
○ 三宅支庁の管轄区域（三宅村及び御蔵

島村） 

八 丈 地 方 隊 
○ 八丈支庁の管轄区域（八丈町及び青ケ

島村） 

小笠原地方隊 ○ 小笠原支庁の管轄区域（小笠原村） 

 

サ 現地派遣所の分掌事務等 

名  称 分 掌 事 務 等 

現 地 派 遣 所 

１ 構成 

ア 現地派遣所長は、本部長が指名する本部職員とする。 

イ 現地派遣員は、本部長が指名する者及び地方隊長が指名する

地方隊の隊員とする。 

２ 分掌事務 

ア 地方隊長が実施する災害対策の援助に関すること。 

イ 本部長室及び局との連絡調整に関すること。 

３ 設置場所 

災害現地、支庁庁舎等 
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＜都本部の組織図＞ 
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シ 都本部の運営 

（ア） 本部長室の運営 

○ 危機管理監は、都本部が設置されたとき、原則として東京都防災センターに直

ちに本部長室を開設する。 

○ 危機管理監は、本部長室の機能を確保するため、防災行政無線設備の保全等に

必要な措置を行う。 

○ 本部長は、本部長室の所掌事務について審議する必要があるときは、副本部長

及び本部員を招集する。 

○ 本部長は、特に必要があると認めるときは、本部長室の構成員以外の者に対し、

本部長室への出席を求める。 

○ 局長は、その所管事項に関し、本部長室に付議すべき事項があるときは、速や

かに本部長室に付議しなければならない。 

（イ） 本部連絡員調整会議 

○ 危機管理監は、局相互間の連絡調整を図る必要があると認めたとき、又は本部

連絡員から要求があったときは、総務局総合防災部長に命じて本部連絡員調整会

議を開催する。 

（ウ） 即時対応会議 

○ 本部長は、人命の救助、首都機能の維持等、急を要する即時対応案件について

迅速な措置をとるため、副本部長、関係する本部員及び本部派遣員で構成する即

時対応会議を開催し、対処方針等を決定する。 

○ 即時対応会議は、本部長が開催の必要を認めた場合に開催するほか、副本部長、

本部員が会議の開催を必要と認めた場合、本部長に対して当該会議の開催を求め

ることができる。 

○ 総務局長及び危機管理監は協働し、必要な情報を即時対応会議に報告し、本部

長の判断を仰ぐ。 

（エ） 国の現地対策本部との連携 

○ 都は、国が緊急（非常）災害現地対策本部、火山災害現地警戒本部又は火山災

害現地連絡調整室を設置する場合、都本部は、現地対策本部との連携を密にし、

協力して円滑な応急対策等の推進を図る。 

（オ） 都本部と報道機関との連絡 

○ 都本部の報道機関に対する発表は、政策企画局が都庁記者クラブ又は臨時記者

室において行う。 

（カ） 都本部の通信 

○ 都本部の通信の運用管理は、危機管理監が統括し、総務局総合防災部長が補佐

する。 

○ 局長及び地方隊長は、都本部が設置されたときは、直ちに通信連絡態勢の確保

を図る。 

（キ） 本部長への措置状況等の報告 

○ 局長及び地方隊長は、次の事項について、速やかに本部長に報告する。 

ａ 調査把握した被害状況等 
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ｂ 実施した応急措置の概要 

ｃ 今後実施しようとする応急措置の内容 

ｄ 本部長から特に指示された事項 

ｅ その他必要と認められる事項 

（ク） 本部長室の庶務 

○ 本部長室の庶務は、総務局総合防災部が行う。 

 

ス 都本部の運営を確保する施設 

（ア） 東京都防災センター 

○ 東京都防災センターは、東京都を中核とする防災機関の情報連絡、情報分析及

び災害対策の審議、決定及び指示を行う中枢の施設である。 

○ 東京都防災センターは、次の機能を有する。 

ａ 情報収集、蓄積、分析及び伝達機能 

ｂ 審議、決定及び調整機能 

ｃ 指揮、命令及び連絡機能 

○ 総務局総合防災部は、防災センターの機能及び設備の効果的な運用を図るとと

もに、災害対策の中枢である都本部の円滑な運営を確保するため、必要に応じて

応急対策の分野別に関係機関の職員の協力を求め、調整を図る。 

（イ） 東京都立川地域防災センター 

○ 東京都立川地域防災センターは、東京都防災センターの補完的役割を担うとと

もに多摩地域の現地災害対策本部及び都庁舎の代替拠点として、情報収集、連絡

調整等の機能を有している。 

○ 災害時は、原則として、併設の災害対策職員住宅の入居職員により運用する。 

○ 立川広域防災基地には、国の災害対策本部の予備施設である立川防災合同庁舎

をはじめ、陸上自衛隊、海上保安庁、警視庁、東京消防庁、立川市役所等の施設

が集積している。こうした特性を生かして、地域の市町村、防災機関及び国の立

川広域防災基地所在の各施設との連携を図る。 

 

セ 地方隊 

○ 地方隊（支庁）は、管轄区域内に火山災害が発生し、又は発生のおそれがある

場合には、都本部等の事務を包括的に分掌するとともに、町村の実施する災害予

防及び応急対策を援助し、若しくは総合調整し、又は災害援助事務の補助執行を

指導する。 
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（ア） 組織及び運営 

ａ  地方隊の組織（基本図） 
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※１ 三宅地方隊においては土木港湾課長 

※２ 大島・八丈地方隊のみ 

※３ 小笠原地方隊においては小笠原水産センター所長 

※４ 小笠原地方隊のみ 

 

ｂ  所掌事務 

（ａ） 都本部、町村及び防災機関との連絡及び調整 

（ｂ） 被害状況及び対応状況の把握並びに被災住民への広報 

（ｃ） 救助物資の確保、輸送及び配分 

（ｄ） 被災者の救助及び避難 

（ｅ） 医療及び防疫 

（ｆ） その他災害対策に必要な事項 

（イ） 設置及び廃止 

ａ 地方隊長は、地方隊が設置されたときは、直ちに管轄区域内の町村長及び地方

隊協力機関の長に通知する。 

ｂ 地方隊長は、現地災害対策本部を設置する必要があると認めたときは、都本部

（知事）に現地災害対策本部の設置を要請する。 

ｃ 都本部（知事）は、現地災害対策本部を設置したときは、直ちに地方隊長（支

庁長）に通知する。 

ｄ 地方隊長は、必要に応じ、管轄区域内の町村長又はその指名する職員に対し、
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地方隊長室の事務に協力するよう求める。 

ｅ 地方隊は、当該災害に対する応急救助等の措置が終了し、都本部が廃止された

ときは、廃止する。 

（ウ） 動員態勢 

○ 地方隊別の配備人員は、次のとおりである。 

○ なお、本部長は、地方隊に対し、種別の異なる非常配備態勢の指令を発するこ

とができる。 

（令和６年 12月１日現在） 

支 庁 
非常配備態勢 （人） 

第１ 第２ 第３ 第４ 第５ 

大 島 46 81 104 142 183 

三 宅 20 38 77 88 88 

八 丈 48 93 117 117 117 

小 笠 原 23 35 55 99 99 

 

ソ 現地派遣所及び現地災害対策本部 

（ア） 現地派遣所 

○ 都は、災害の状況により、地方隊の支援及び現地調整を行うため職員を派遣し、

現地派遣所（本部設置前は現地連絡調整所）を設置する。現地派遣所は、都本部

又は都総務局総合防災部と常に連絡を取り、総合調整の事務を補完する。 

（イ） 現地災害対策本部 

○ 知事は、本部設置後、被災の状況から応急対策の規模が増大する場合等必要に

応じて、現地災害対策本部を設置し、副本部長又は本部員の職にあるものを現地

災害対策本部長に指名するとともに、関係機関に派遣員の派遣を指示、又は要請

する。 

○ 現地災害対策本部は、地方隊を支援するとともに、被災現地における応急対策

（地方隊の事務を除く。）の全ての事務を分掌する。 

 

タ 危機管理対策会議の開催 

○ 災害情報が発表され、応急対策を講じるための準備行動等を行う必要があると

認める場合には、都は、危機管理対策会議を開催し、都各局及び各防災機関と連

携をとり情報収集を行う。 

 

チ 災害即応対策本部の設置 

○ 突発的又は局地的な災害においては、災害対策本部を立ち上げるまでの間又は

災害対策本部を設置するに至らない場合への対応として、災害即応対策本部を設

置し、一元的かつ機動的な体制を確立する。 

○ 災害対策本部が設置される前で、次の各号のいずれかに該当し危機管理監が必

要と認めたときに設置する。 
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（ア） 集中豪雨による局地的な災害が発生したとき。 

（イ） 大規模事故、テロ等で突発的かつ局地的な災害が発生したとき。 

（ウ） 局地的な災害発生のおそれがある場合で、応急対策本部を設置しないとき。 

○ 災害即応対策本部の組織 

 

本部長 構成員 設置要件 主な役割 

危機管理監 

○ 危機管理監

が指名する局

の危機管理主

管部長 

○ 時間外は、

危機管理監が

指名する局の

災害対策本部

本部員代理等 

○ 集中豪雨による局

地的な災害が発生し

たとき。 

○ 大規模事故、テロ

等で突発的かつ局地

的な災害が発生した

とき。 

○ 局地的な災害発生

のおそれがある場合

で、応急対策本部を

設置しないとき。 

○ 危機に対処するため

の対応策の策定 

○ 対応局役割分担の総

合調整 

○ 災害情報の共有 

○ 他局又は区市町村の

設置する本部等との連

携 

○ その他必要な応急対

策に関すること。 

 

ツ 都本部（各局）の活動態勢 

○ 都は、噴火災害発生又はそのおそれがある場合に噴火警戒レベル等に応じて態

勢表のとおりの態勢をとり、迅速な応急対策の準備又は実施を図る。 

○ また、都本部設置前における応急対策の実施については、危機管理対策会議の

合議に基づき、関係各局の判断で実施し、都本部設置後は、都本部が災害救助法、

災害対策基本法、その他の関係法令に基づく必要な応急対策を実施する。 

 

テ 応急対策本部の組織・運営 

○ 知事は、都災害対策本部が設置される前又は設置されない場合で、必要がある

ときは、応急対策本部（以下「応対本部」という。）を設置することができる。 

○ 応対本部の組織及び運営は、東京都応急対策本部運営要綱に定めるところによる。 

（ア） 応急対策本部の設置 

ａ 応対本部の設置 

○ 応対本部は、次の各号に該当する場合で知事が必要と認めたときに設置する。 

（ａ） 暴風、大雨、津波、高潮又は洪水のいずれかの警報が発せられたとき。 

（ｂ） 利根川、荒川又は多摩川に洪水予報が発せられたとき。 

（ｃ） 水防警報が発せられたとき。 

（ｄ） 大雨、津波、高潮又は洪水の注意報が発せられた場合等で、災害の発生

のおそれがあるとき。 

（ｅ） 局地的災害が発生したとき。 
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ｂ 応対本部設置の通知 

○ 応対本部設置の通知は、本章第１節１（１）イ「都本部設置の通知」（Ｐ63）に

準じて処理する。 

○ 応対本部が設置された場合は、東京都防災センター又は適当な場所に「東京都

応急対策本部」の標示を掲出する。 

ｃ 応対本部の廃止 

○ 応対本部は、都本部が設置された場合及び災害に係る応急対策が終了したとき、

又は災害の発生するおそれがなくなったときに廃止する。 

○ 応対本部の廃止の通知等は、本章第１節１（１）ウ「都本部の廃止」（P64）に

準じて処理する。 

 

（イ） 応急対策本部の組織  

○応対本部には、本部長、副本部長、本部員その他の職員を置く。 

ａ 本部長は、知事をもって充てる。 

ｂ 副本部長は、副知事をもって充てる。 

ｃ 本部員は、次の職にある者をもって充てる。 

（ａ） 総務局長、財務局長、福祉局長、保健医療局長、建設局長、港湾局長、環

境局長、水道局長、下水道局長、消防総監及び総務局総合防災部長並びに知事

が指定する局長 

（ｂ） 警視総監又は教育長が指定する職にある者 

（ｃ） 危機管理監 

 

＜応急対策本部の組織図＞ 

 

  

本 部 員 

・総務局長 

・財務局長 

・福祉局長 

・保健医療局長 

・建設局長 

・港湾局長 

・環境局長 

・水道局長 

・下水道局長 

・消防総監 

・総合防災部長 

・必要に応じ本部長が
指定する局長 

 
 
・警視総監又は教育長
が指定する職にある
者 

 

・危機管理監 

 

本 部 会 議 

本部長 （知事） 

副本部長（副知事） 

本部員 

幹  事  会 

幹事会 (総務局総合防災部長) 

幹事   本部員の属する部局の 

     課長で本部長が指名 

又は要請する者 

副本部長 

 

副知事 

 

本部長 

（知事） 
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（所掌事務） 

○応対本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

ａ 災害情報の収集及び伝達に関すること。 

ｂ 災害応急対策の実施に関すること。 

ｃ 区市町村の実施する応急対策の調整に関すること。 

ｄ 災害救助法の適用に関すること。 

 

（本部長の職務） 

○本部長の職務は、本部会議を主宰するほか、次に掲げるとおりとする。 

ａ 災害救助法の適用を決定すること。 

ｂ 都各局及び東京消防庁に対し必要な措置をとるべきことを指示すること。 

ｃ 警視庁及び都教育庁に対し、必要に応じ応急措置を求めること。 

 

（応対本部の運営） 

ａ 本部会議の運営 

（ａ） 本部会議は、本部長（知事）、副本部長（副知事）及び本部員（知事が指名

又は 要請する局長等）をもって構成する。 

（ｂ） 本部長は、災害対策上重要な事項について審議する等必要が生じた場合に

は、本部会議を開催する。 

ｂ幹事会の運営 

（ａ） 幹事会は、都総務局総合防災部長及び関係都各局の課長級職員で構成する。 

（ｂ） 幹事会は、応対本部等において収集した情報に基づき、所掌事務に関する

災害対策を審議する。 

 

（応対本部の職員配備態勢） 

○各局の態勢は次のとおりとし、事態の進展に応じて適宜措置する。 

ａ 情報連絡態勢 

各局若干名とする。 

ｂ 応急配備態勢 

局ごとに定める。 
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ト 噴火警戒レベル対応態勢表（令和７年４月現在） 

＜噴火警戒レベル導入火山＞ 

 

対象 

火山名 
種 別 名 称 

噴火警戒 

レベル 

総務局 

関係局 
総合防災部 

総合防災部

以外 

伊 豆 

大 島 

 

三 宅 島 

 

八 丈 島 

 

青 ヶ 島 

 

新 島 

 

神 津 島 

特別 

警報 

噴火警報

（居住地

域） 

レベル５ 

（避難） 
災害対策本部設置～応急対策本部 

レベル４ 

（高齢者等

避難） 
応急対策本部 

～ 

災害即応対策

本部 

～ 

情報連絡態勢 

各所管の支

援態勢の確

立 

各所管の支援態

勢の確立 

警報 

噴火警報

（火口周

辺） 

レベル３ 

（ 入 山 規

制） 

必要により

総 務 ・ 人

事・行政各

部の担当者

の待機 

必要により事業

所との情報連絡

及び支援担当者

の待機 

レベル２ 

（火口周辺

規制） 

情報連絡態勢 

～ 

情報監視態勢 

  

予報 噴火予報 

レベル１ 

（活火山で

あることに

留意）  

情報監視態勢 
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＜噴火警戒レベル未導入火山＞ 

 

対象 

火山名 
種 別 名 称 

総務局 
関係局 

総合防災部 総合防災部以外 

利 島 

御 蔵 島 

伊 豆 鳥 島 

西 之 島 

硫 黄 島 

特別 

警報 

噴火警報

（居住地

域） 

災害対策本部設置 

災害即応対策本

部 

～ 

情報連絡態勢 

各所管の支援態

勢の確立 

各所管の支援態勢の

確立 

警報 

噴火警報

（火口周

辺） 

情報連絡態勢 

必 要 に よ り 総

務・人事・行政

各部の担当者の

待機 

必要により事業所と

の情報連絡及び支援

担当者の待機 

情報監視態勢   

予報 噴火予報    
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＜海底火山＞ 

 

対象火山名 
種

別 
名  称 

総務局 
関係局 

総合防災部 総合防災部以外 

ベヨネース列岩 

須 美 寿 島 

孀 婦 岩 

海 形 海 山 

海 徳 海 山 

噴 火 浅 寝 

北 福 徳 堆 

福 徳 岡 ノ 場 

南 日 吉 海 山 

日 光 海 山 

警

報 

噴火警報 

（周辺海域) 

情報連絡態

勢 

必要により総務・行政

部門の担当者の待機 

必要により支

援担当者の待

機 

予

報 
噴火予報 

情報監視態

勢 
  

 

２  町村の活動体制 

（１）対策内容と役割分担 

○ 町村は、火山災害に対する第一次の防災機関として、法令及び各地域防災計画

の定めるところにより、災害対策本部を設置して災害応急対策の実施に努める。 

○ 本項においては、災害対策本部の設置や報告、配備態勢、情報連絡体制などの

町村の役割及び活動体制について必要な事項を定める。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

町 村 

○ 第一次の防災機関として、その有する全機能を発揮して

災害応急対策を実施 

○ 災害対策本部（町村本部）の設置及びその報告 

○ 町村本部の設置基準及び配備態勢等の設定 

○ 夜間、休日等の勤務時間外を想定した情報連絡体制の確

保 

○ 町村本部の設置前における四者連絡会等の開催 

○ 人命救助活動の円滑化を図るため、都へ安否不明者の氏

名情報等の情報提供 
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（２）詳細な取組内容 

≪町村≫ 

ア 役割 

○ 町村は、火山災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、第一

次の防災機関として、法令、都地域防災計画及び島しょ町村地域防災計画の定め

るところにより、都、他の区市町村、指定地方行政機関、区域内の公共的団体、

住民等の協力を得て、その有する全機能を発揮して災害応急対策の実施に努める。 

 

イ 活動体制 

（ア） 町村は、上記の責務を遂行するため必要があるときは、災害対策本部（以

下「町村本部」という。）を設置し、災害応急対策に従事する職員を配置する。 

（イ） 町村は、町村本部を設置し、又は廃止したときは、直ちに、知事にその旨

を報告するとともに、警察署等の関係機関に通報する。 

（ウ） 町村は、町村本部に関する組織を整備し、本部の設置又は廃止、非常事態

に応ずる配備態勢、職員の配置、服務等に関する基準を定める。 

（エ） 町村本部が設置される前又は設置されない場合における災害応急対策の実

施は、町村本部が設置された場合に準じて処理する。 

（オ） 町村の地域に災害救助法が適用されたときは、町村長（町村本部長）は、

知事（都本部長）の指揮を受けて、法に基づく救助事務を補助する。 

（カ） 夜間、休日等の勤務時間外の災害発生に備え、情報連絡体制を確保する。 

（キ） 災害が発生し、町村本部が設置されるまでは、町村長、支庁長、警察署長、

気象庁火山防災連絡事務所長等からなる四者連絡会等を開催して災害情報の

相互提供等を行う。 

（ク） 町村は、人命救助活動の円滑化を図るため、東京都へ安否不明者の氏名情

報等の情報提供を行う。 

 

３  防災機関の活動体制 

（１）対策内容と役割分担 

○ 火山災害時において、指定地方行政機関等は、所管に係る災害応急対策を実施

するとともに、都及び町村が実施する応急対策業務に協力する。このため、その

遂行に必要な組織を整備し、従事する職員の配置及び服務の基準を定める。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

指定地方行政機関 

指 定 公 共 機 関 

指定地方公共機関 

○ 所管に係る災害応急対策の実施 

○ 災害応急対策に従事する職員の配置及び服務の基準の

設定 
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（２）詳細な取組内容 

≪防災機関≫ 

ア 責務 

○ 火山災害による災害が発生した場合、指定地方行政機関、指定公共機関及び指

定地方公共機関は、所管に係る災害応急対策を実施するとともに、都及び町村が

実施する応急対策が円滑に行われるよう、その業務について協力する。 

 

イ 活動体制 

○ 指定地方行政機関等は、上記の責務を遂行するため必要な組織を整備するとと

もに、災害応急対策に従事する職員の配置及び服務の基準を定める。 

 

第２節  情報の収集及び伝達 

○ 火山災害時において、円滑な応急対策活動を実施するためには、各防災機関の

緊密な連携の下、火山災害に関する情報を的確かつ迅速に把握することが必要で

ある。 

○ 本節では、噴火警報等の伝達、火山災害時における各防災機関の情報連絡体制、

被害状況の把握、火山災害時の広報等について定める。 

 

１  噴火警報等の発表及び伝達 

（１）対策内容と役割分担 

○ 気象庁が発表する噴火警報等のうち、噴火警報は、居住地域又は火口周辺に重

大な影響を及ぼす噴火の発生が予想される場合に、予想される影響範囲を付した

名称で発表する。噴火予報は、火山活動が静穏である場合、噴火警報には及ばな

い程度と予想される場合に発表されるもので、噴火予報の発表により噴火警報は

解除される。噴火警戒レベルは、火山活動の状況を危険範囲及び住民等の防災行

動と合わせて区分したものであり、噴火警報及び噴火予報に含めて発表する。 

○ 降灰予報は、噴火後に、どこに、どれだけの量の火山灰が降るかについて、詳

細な予測を発表するものである。降灰予報には３種類あり、住民等に影響を及ぼ

す降灰のおそれがある場合に定期的に発表される「降灰予報（定時）」、0.1mm 以上

の降灰が予想される場合、噴火後直ちに発表される「降灰予報（速報）」、噴火後

20～30分程度で発表される「降灰予報（詳細）」がある。 

○ 本項においては、噴火警報等の種類と発表、伝達経路について定める。 

機 関 名 対 策 内 容 

町 村 

○ 火山活動に関する異常な現象について支庁、気象庁、島

しょ所在の火山防災連絡事務所等に通報 

○ 火山活動に関する重要な情報の管内の公共的団体、重要

な施設の管理者、住民の防災市民組織等への通報及び住民

への周知 

○ 来島者への周知 
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機 関 名 対 策 内 容 

支 庁 
○ 火山活動に関する重要な情報について都総務局、管内町

村、関係機関等へ通報 

総 務 局 
○ 火山活動に関する重要な情報について都各局、支庁、防

災機関等へ通報 

都 各 局 

○ 火山活動に関する情報を関係する所属機関等へ通報 

○ 当該火山活動地域に所在する局施設は収集した情報を支

庁に通報 

警 視 庁 

○ 火山活動に関する異常な現象について町村長へ通報 

○ 火山情報の収集 

○ 火山活動に関する重要な情報の住民への周知 

第 三 管 区 

海 上 保 安 本 部 

○ 火山活動に関する異常な現象についての船艇及び航空機

により確認調査 

○ 気象庁等から噴火に関する通報を受けたとき、当該火山

の周辺海域を航行中の船舶に航行警報の発令及び関係機関

への周知 

東 京 航 空 局 

○ 気象庁等から噴火に関する通報を受けたとき、当該火山

の上空及び周辺を飛行中の航空機及び関係機関への情報を

周知 

気 象 庁 

○ 噴火警報等の発表 

○ 降灰予報の発表 

○ 火山ガス予報の発表 

○ 火山現象に関する情報等の発表 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 噴火警報等の種類と発表 

≪気象庁≫ 

（ア） 噴火警報、噴火予報及び噴火警戒レベル 

ａ 噴火警報及び噴火予報 

（ａ） 噴火警報 

○ 気象業務法（昭和 27 年法律第 165 号。）第 13 条の規定により、伊豆諸島におい

ては、気象庁地震火山部火山監視・警報センターが、居住地域又は火口周辺に重

大な影響を及ぼす噴火の発生が予想される場合に、予想される影響範囲を付した

名称で発表する。 

噴火警報は、活火山法第 12 条第１項に規定される火山現象に関する情報として

取り扱う。 
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（ｂ） 噴火予報 

○ 気象業務法第 13 条の規定により、伊豆諸島においては、気象庁地震火山部火山

監視・警報センターが、火山活動が静穏（活火山であることに留意）な状態にあ

る場合に発表する。 

噴火予報の発表により、噴火警報は解除となる。 

ｂ 噴火警戒レベル 

○ 火山活動の状況を噴火時等の危険範囲及び住民等がとるべき防災行動を踏まえ

て５段階に区分したものであり、噴火警報及び噴火予報に含めて発表する。 

ｃ 噴火警戒レベル表 

（ａ） 噴火警戒レベル導入火山 

予 報

警 報 

対象範囲を

付した警報

の名称 

対象範囲 
噴火警戒レベル 

（警戒事項等） 
火山活動の状況 

噴 火

警 報 

噴火警報 

(居住地域) 

居住地域

及びそれ

より火口

側 

レベル５ 

（避難） 

居住地域に重大な被害を及

ぼす噴火が発生、あるいは

切迫している状態にある。 

レベル４ 

（ 高 齢 者 等 避

難） 

居住地域に重大な被害を及

ぼす噴火が発生すると予想

される（可能性が高まって

いる。）。 

噴火警報 

(火口周辺) 

火口から

居住地域

近くまで 

レベル３ 

（入山規制） 

居住地域の近くまで重大な

影響を及ぼす（この範囲に

入った場合には生命に危険

が及ぶ。）噴火が発生、ある

いは発生すると予想され

る。 

火口周辺 

レベル２ 

（ 火 口 周 辺 規

制） 

火口周辺に影響を及ぼす

（この範囲に入った場合に

は生命に危険が及ぶ。）噴火

が発生、あるいは発生する

と予想される。 

噴 火

予 報 
噴火予報 火口内等 

レベル１ 

（活火山である

ことに留意） 

火山活動は静穏 

火山活動の状態によって、

火口内で火山灰の噴出等が

見られる（この範囲に入っ

た場合には生命に危険が及

ぶ。）。 
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（ｂ） 噴火警戒レベル未導入火山 

予
報 

警
報 

対象範囲を

付した警報

の名称 

対象範囲 
警戒事項等 

（キーワード） 
火山活動の状況 

噴火

警報 

噴火警報 

(居住地域) 

居住地域及

びそれより

火口側 

居住地域又は山麓

及びそれより火口

側の範囲において

厳重に警戒 

（居住地域厳重警

戒） 

居住地域に重大な被害を及ぼ

す噴火が発生すると予想され

る。 

噴火警報 

(火口周辺) 

火口から居

住地域近く

までの広い

範囲の火口

周辺 

火口から居住地域

又は山麓の近くま

での広い範囲の火

口周辺における警

戒 

（入山危険） 

居住地域の近くまで重大な影

響を及ぼす（この範囲に入っ

た場合には生命に危険が及

ぶ。）程度の噴火が発生、あ

るいは発生すると予想され

る。 

火 口 か ら

少 し 離 れ

た 所 ま で

の 火 口 周

辺 

火口から少し離れ

た所までの火口周

辺における警戒 

（火口周辺危険） 

火口周辺に影響を及ぼす（こ

の範囲に入った場合には生命

に危険が及ぶ。）程度の噴火

が発生、あるいは発生すると

予想される。 

噴火

予報 
噴火予報 火口内等 

活火山であること

に留意 

火山活動は静穏 

火山活動の状態によって、火

口内で火山灰の噴出等が見ら

れる（この範囲に入った場合

には生命に危険が及ぶ。）。 

 

（ｃ） 海底火山 

予報 

警報 

対象範囲を

付した警報

の名称 

対象範囲 
警戒事項等 

（キーワード） 
火山活動の状況 

噴火 

警報 

噴火警報 

( 周 辺 海

域) 

周辺海域 

海底火山及びその

周辺海域で警戒 

(周辺海域警戒) 

海底火山及びその周辺海域に

影響を及ぼす程度の噴火が発

生、あるいは発生すると予想

される。 

噴火 

予報 
噴火予報 直上 

活火山であること

に留意 

火山活動は静穏 

活動の状態によって、変色水

等が見られることがある。 
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（イ） 降灰予報 

○ 気象庁は、火山噴火により降灰が予測される場合に、以下の３種類の降灰予報

を提供する。 

ａ 降灰予報（定時） 

○ 噴火警報発表中の火山で、予想される噴火により住民等に影響を及ぼす降灰の

おそれがある場合に発表 

○ 噴火の発生にかかわらず、一定規模の噴火を仮定して定期的に発表  

○ 18 時間先（３時間ごと）までに噴火した場合に予想される降灰範囲や小さな噴

石の落下範囲を提供 

ｂ  降灰予報（速報）  

○ 噴火が発生した火山に対して、直ちに発表 

○ 発生した噴火により、降灰量階級が「やや多量」以上の降灰が予想される場合

に、噴火発生から１時間以内に予想される降灰量分布及び小さな噴石の落下範囲

を提供 

ｃ 降灰予報（詳細）  

○ 噴火が発生した火山に対して、より精度の高い降灰量の予報を行い発表 

○ 降灰予測の結果に基づき、「やや多量」以上の降灰が予想される場合に、噴火後

20～30分程度で発表 

○ 噴火発生から６時間先まで（１時間ごと）に予想される降灰量分布及び降灰開

始時刻を、区市町村を明示して提供 

 

降灰量階級及び降灰の厚さ 

降灰量階級 予想される降灰の厚さ 

多 量  １㎜以上 

やや多量 0.1㎜以上１㎜未満 

少 量  0.1㎜未満 

 

（ウ） 火山ガス予報 

○ 居住地域に長時間影響するような多量の火山ガスの放出がある場合に、火山ガ

スの濃度が高まる可能性のある地域を発表する予報 
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（エ） 火山現象に関する情報等 

情報等の種類 概要及び発表の時期 

噴火速報 

○ 登山者や周辺の住民に対して、噴火の発生を知らせる

情報 

○ 活火山法第 12 条第１項に規定される火山現象に関する

情報として取り扱う 

火山の状況に関する

解説情報（臨時） 

○ 噴火警戒レベルの引上げ基準に現状達していない、又

は警戒が必要な範囲を拡大する状況ではないが、今後の

活動の推移によってはこれらの可能性があると判断した

場合、又は判断に迷う場合に、火山活動の状況や防災上

警戒・注意すべき事項等を伝えるための情報 

○ 活火山法第 12 条第１項に規定される火山現象に関する

情報として取り扱う 

火山の状況に関する

解説情報 

○ 現時点では、噴火警戒レベルを引き上げる、又は警戒

が必要な範囲を拡大する可能性は低いが、火山活動に変

化が見られるなど、火山活動の状況を伝える必要がある

と判断した場合に、適時発表する情報 

火山活動解説資料 

○ 写真や図表等を用いて、火山活動の状況や防災上警

戒・注意すべき事項等について解説するため、随時及び

定期的に公表する資料 

月間火山概況 ○ 前月１か月間の火山活動の状況等を取りまとめた資料 

噴火に関する火山観

測報 

○ 噴火が発生したことや、噴火に関する情報（噴火の発

生時刻・噴煙高度・噴煙の流れる方向・噴火に伴って観

測された火山現象等）を知らせる情報 
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（オ） 情報の収集・伝達 

○ 火山現象及びこれに密接に関連する現象についての観測成果並びにこれに関す

る状況について、次により速やかに情報の伝達を行う。 

機 関 名 内    容 

町 村 

○ 町村は、火山活動に関する異常な現象を発見した者、その発見

者から通報を受けた警察官等から通報を受けたとき、又は自ら知

ったときは、直ちに地域を管轄する支庁、気象庁、島しょ所在の

火山防災連絡事務所等に通報する。 

○ 火山活動に関する重要な情報について、気象庁地震火山部、支

庁及び関係機関から通報を受けたとき、又は自ら知ったときは、

直ちに管内の公共的団体、重要な施設の管理者、住民の防災市民

組織等に通報するとともに、支庁、警察機関等の協力を得て住民

に周知する。 

支 庁 

○ 支庁は、火山活動に関する重要な情報について、気象庁、管内

町村及びその他関係機関から通報を受けたとき、又は自ら収集す

るなどして知ったときは、直ちに都総務局、管内町村、関係機関

等に通報する。 

都 総 務 局 

○ 都総務局は、火山活動に関する重要な情報について、気象庁及

び支庁その他関係機関から通報を受けたときは、直ちに関係する

都各局、支庁、防災機関等に通報する。 

都 各 局 

○ 都各局は、都総務局から受けた火山活動に関する情報を直ちに

関係する所属機関等に通報するとともに、当該火山活動地域に所

在する局施設は、収集した情報を支庁に通報する。 

警 視 庁 

○ 警察署長は、火山活動に関する異常な現象を発見した者から通

報を受けたときは、直ちに地元町村長に通報するとともに、支庁

長との連絡を密にし、火山情報の収集に努める。 

○ 警視庁は、火山活動に関する重要な情報について、気象庁、都

総務局及びその他関係機関から通報を受けたとき、又は自ら知っ

たときは、直ちに管轄警察署、駐在所等を通じて、住民に周知す

る。 

第 三 管 区 

海上保安本部 

○ 火山活動に関する異常な現象を発見した者から通報を受けたと

きは、直ちにその旨を東京都に通報するとともに、関係機関に連

絡し、船艇及び航空機により確認調査を実施する。 

○ 気象庁等から噴火に関する通報を受けたときは、当該火山の周

辺海域を航行中の船舶に航行警報を発し関係機関に周知する。 

東 京 航 空 局 
○ 気象庁等から噴火に関する通報を受けたときは、当該火山の上

空及び周辺を飛行中の航空機及び関係機関に情報を周知する。 
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（カ） 噴火警報等の伝達 

○ 噴火警報及び噴火予報は、次の伝達系統図により各関係機関に伝達される。 

 

＜噴火警報及び噴火予報の伝達系統図＞ 

 

 

  

※ 二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第８条第１号の規定に基づく噴火

警報の法定通知先 

※ 「東京都漁業用海岸局」は、東京都島しょ農林水産総合センター所管の無線局であ

り、伊豆・小笠原諸島海域の漁船等船舶に情報伝達（無線交信）を行う。 

※ NTT東日本又は NTT西日本の関係区市町村への伝達は、「噴火警報・予報」に限る。 

※ 火山防災連絡事務所からの伝達は、伊豆大島及び三宅島に限る。 

※ 降灰予報、火山ガス予報及び火山現象に関する情報等は、この伝達系統図に準じて

伝達される。 

※ 地域防災計画の記述は、基本的な伝達系統を示した図であり、各火山の避難計画で

定められたものとは一部異なる。 

主伝達系統 

副伝達系統 

都 

海上保安本部 

総務省消防庁 

警視庁 警察署 

支庁 

島しょ農林水産総合センター 

住
民
・
来
島
者 

火山防災連絡事務所

消防本部 

火
山
監
視
・
警
報
セ
ン
タ
ー 

町村 
東海汽船、東京電力、NTT サービ

スセンタ 等 

 

携帯事業者 

報道機関 

防災関係機関 

下田海上保安部 

漁業協同組合 

漁船等船舶 

消防団 

関係船舶 

空港管理事務所 
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伊豆大島の噴火警戒レベル 

種
別 

名
称 

対
象
範
囲 

レ
ベ
ル 

火山活動の状

況 

住民等の行動

及び登山者、

入山者等への

対応 

想定される現象等 

特
別
警
報 

噴
火
警
報
（
居
住
地
域
） 

居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側 

５
（
避
難
） 

居住地域に

重大な被害を

及ぼす噴火が

発生、あるい

は切迫してい

る 状 態 に あ

る。 

危険な居住

地域からの避

難等が必要 

○ 溶岩流が居住地域に接近 

【安永大噴火（1778 年）の事例】 

11月 14日又は 15日：北東海岸に達する溶岩流下 

 
○ カルデラ外で噴火が発生し、居住地域に重大な

被害が切迫している。 

【1986 年噴火の事例】 

11 月 21 日 17 時 47 分：C 火口列噴火開始 

 
○ 居住地域に近い場所での噴火の可能性 

【1986 年噴火の事例】 
11 月 21 日 19 時頃以降：島南東部で地震多発 

同日 22 時頃：島南東部で亀裂 

 
○ 大規模噴火の発生 

【過去事例】 
約 1700 年前のカルデラ形成噴火、安永大噴火等 

４
（
高
齢
者
等
避
難
） 

居住地域に

重大な被害を

及ぼす噴火が

発生すると予

想される（可

能性が高まっ

ている。）。 

警戒が必要

な居住地域で

の高齢者等の

避難行動要支

援者の避難、

住民の避難準

備等が必要 

○ カルデラ外へ溶岩が流下し、居住地域に到達す

る可能性が高まる。 

【安永大噴火（1778 年）の事例】 

11 月６日：間伏方面へ溶岩流下 

 
○ カルデラ内で割れ目噴火が開始し、噴火がカル

デラ外に拡大する可能性がある。 

【1986 年噴火の事例】 

11 月 21 日 16 時 15 分頃：B 火口列噴火開始 

 
○ カルデラ外の居住地域から遠い場所での噴火の

可能性 

○ 大規模噴火の発生若しくはその可能性 

【1986 年噴火の事例】 

11 月 21 日：割れ目噴火により噴煙が海抜１万ｍ

以上に上昇 

警
報 

噴
火
警
報
（
火
口
周
辺
） 

火
口
か
ら
居
住
地
域
近
く
ま
で 

３
（
入
山
規
制
） 

居住地域の

近くまで重大

な影響を及ぼ

す（この範囲

に入った場合

には生命に危

険が及ぶ。）

噴火が発生、

あるいは発生

すると予想さ

れる。 

登山禁止、

入山規制等危

険な地域への

立入規制等 

状況に応じ

て避難行動要

支援者の避難

準備等が必要 

住民は通常

の生活 

○ 外輪山付近～カルデラ内で浅い地震が多発し、

大きな噴石や溶岩流がカルデラ内や外輪山周辺に

到達するような噴火の発生若しくはその可能性が

予想される。 

【1986 年噴火の事例】 

11 月 21 日 14 時頃：カルデラ北部で地震多発 

 
○ カルデラ外に流出した溶岩が居住地域のない方

向に流下 

○ カルデラ内に流下した溶岩が火口からおおむね

１㎞の範囲を超す、又は大きな噴石が頻繁に火口

からおおむね１㎞の範囲を超す。 

【1950～1951 年噴火の事例】 

1951 年：カルデラ底北西縁にまで溶岩原を形成 

 

○ 影響がカルデラ内にとどまるカルデラ内の噴火

（三原山は除く。） 
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種
別 

名
称 

対
象
範
囲 

レ
ベ
ル 

火山活動の状

況 

住民等の行動

及び登山者、

入山者等への

対応 

想定される現象等 

火
口
周
辺 

２
（
火
口
周
辺
規
制
） 

火口周辺に

影響を及ぼす

（この範囲に

入った場合に

は生命に危険

が及ぶ。）噴

火が発生、あ

るいは発生す

ると予想され

る。 

火口周辺へ

の立入規制等   

住民は通常

の生活 

○ 三原山山頂火口で小規模の噴火が予想される。 

【1986～1990 年噴火の事例】 

1986 年 9 月：微動の振幅増大 

同年 10 月下旬：火山性微動の連続化 

同年 11月 12 日：中央火孔内に新噴気出現 

1987 年 11 月 13 日：三原山直下で地震多発等 

 

○ 三原山山頂火口から噴火が発生し、おおむね１

㎞以内に大きな噴石飛散 

【1986～1990 年噴火の事例】 

1986年 11月 15日～12月、1987年 11月、1988年

１月、1990 年 10 月の三原山の噴火 

予
報 

噴
火
予
報 

火
口
内
等 

１
（
活
火
山
で
あ
る
こ
と
に
留
意
） 

火山活動は

静穏 

火山活動の

状 態 に よ っ

て、火口内で

火山灰の噴出

等が見られる

（この範囲に

入った場合に

は生命に危険

が及ぶ。）。 

状況に応じ

て火口内への

立入規制等 

○ 火山活動は静穏、状況により中央火孔から三原

山山頂火口一周遊歩道に影響がない程度の噴出の

可能性あり。 

 

注)ここでいう「大きな噴石」とは、主として風の影響を受けずに弾道を描いて飛散

する大きさのものとする。 
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三宅島の噴火警戒レベル 

種
別 

名
称 

対
象
範
囲 

レ
ベ
ル 

火山活動の状

況 

住民等の行動及び登山

者、入山者等への対応 
想定される現象等 

特
別
警
報 

噴
火
警
報
（
居
住
地
域
） 

居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側 

５
（
避
難
） 

居住地域に

重大な被害を

及ぼす噴火が

発生、あるい

は切迫してい

る 状 態 に あ

る。 

危険な居住地域から

の避難等が必要 

○ 地震多発等により、居住地域に重大な

被害を及ぼすおそれのある噴火の発生が

切迫 

【過去事例】 

2000 年 6 月 26 日 19 時 30 分頃～：島内

で浅い地震が多発、傾斜変動 

1983 年 10 月 3 日 13 時 58 分頃～：島内

で浅い地震が多発 

1962 年 8 月 24 日噴火の 2 時間前～：火

山性微動発生、次第に振幅増大 

1940 年 7 月 12 日の噴火の数日前から地

震発生 

 

○ 噴火が発生し、大きな噴石や火砕流、

溶岩流が居住地域に到達、あるいはその

ような噴火が切迫、又は多量の火山ガス

放出により、居住地域に重大な影響を与

える状況が継続 

【過去事例】 

2000 年 9 月中旬～2005 年１月：多量の

火山ガス放出継続 

2000 年 8 月 29 日：低温火砕流が島北部

の居住地域に到達 

2000 年 8 月 18 日：山頂噴火により、居

住地域まで大きな噴石飛散の可能性

（その後の調査でレベル４に下げる） 

1983 年 10 月 3 日：15 時 23 分頃、南西

斜面で噴火 

16 時 30 分頃、新澪池、新鼻付近で噴火 

17 時 15 分頃、溶岩流が居住地域（阿古

の都道）に到達 

1962 年 8 月 24 日：北東山腹で噴火、溶

岩流が沿岸に到達 

1940 年 7 月 12 日：北東山腹で噴火、溶

岩流が居住地域に到達 

４(

高
齢
者
等
避
難) 

居住地域に

重大な被害を

及ぼす噴火が

発生すると予

想される（可

能性が高まっ

ている。）。 

警戒が必要な居住地

域での高齢者等の避難

行動要支援者の避難、

住民の避難準備等が必

要 

○ 山頂火口の噴火活動の高まりなどによ

り、居住地域に重大な被害を及ぼす噴火

に発展する可能性 

【2000 年噴火の事例】 

8 月 10 日：噴火 

警
報 

噴
火
警
報
（
火
口
周
辺
） 

火
口
か
ら
居
住
地
域
近
く
ま
で 

３
（
入
山
規
制
） 

居住地域の近

くまで重大な影

響を及ぼす（こ

の範囲に入った

場合には生命に

危険が及ぶ。）噴

火が発生、ある

いは発生すると

予想される。 

居住地域の境界から

山頂側への立入規制等 

状況に応じて避難行

動要支援者の避難準備

が必要 

住民は通常の生活 

○ 山頂火口の噴火の拡大等により、居住

地域近くまで大きな噴石を飛散させるよ

うな噴火に発展する可能性 

【2000 年噴火の事例】 

 7 月 14 日～15 日：噴火 

 
○ 山頂火口で、居住地域近くまで大きな

噴石が飛散する噴火が発生 

【過去事例】 

明確な記録なし 
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種
別 

名
称 

対
象
範
囲 

レ
ベ
ル 

火山活動の状

況 

住民等の行動及び登山

者、入山者等への対応 
想定される現象等 

火
口
周
辺 

２
（
火
口
周
辺
規
制
） 

火口周辺に

影響を及ぼす

（この範囲に

入った場合に

は生命に危険

が及ぶ。）噴火

が発生、ある

いは発生する

と 予 想 さ れ

る。 

火口周辺への立入規

制等 

住民は通常の生活 

○ 山頂火口で小噴火が発生する可能性 

【過去事例】 

2006 年 8 月 23 日：ごく小規模噴火、流

下火砕物あり 

 
○ 山頂火口で、雄山環状線内側に大きな

噴石が飛散する小噴火が発生 

【過去事例】 

1940 年 7 月 14 日朝～：噴火 

予
報 

噴
火
予
報 

火
口
内
等 

１
（
活
火
山
で
あ
る
こ
と
に
留
意
） 

火山活動は

静穏。 

火山活動の

状 態 に よ っ

て、火口内で

火山灰の噴出

等が見られる

（この範囲に

入った場合に

は生命に危険

が及ぶ。）。 

状況に応じて火口内

及び近傍への立入規制

等 

○ 火山活動は静穏、状況により山頂火口

内及び近傍に影響する程度の噴出の可能

性 

注)ここでいう「大きな噴石」とは、主として風の影響を受けずに弾道を描いて飛散

する大きさのものとする。 
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八丈島の噴火警戒レベル 

種
別 

名
称 

対
象
範
囲 

レ
ベ
ル 

火山活動の状況 

住民等の行動及び 

登山者、入山者等 

への対応 

想定される現象等 

特
別
警
報 

噴
火
警
報
（
居
住
地
域
） 

居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側 

５
（
避
難
） 

居住地域に重

大な被害を及ぼ

す噴火が発生、

あるいは切迫し

ている状態にあ

る。 

危険な居住地域か
らの避難等が必要 

○ 山頂で噴火が発生し、大きな噴
石、溶岩流、火砕流が居住地域に到
達、あるいは切迫している。 

【過去事例】 

有史以降の事例なし 

 
○ 山腹又は浅い海域で噴火が発生

し、大きな噴石、溶岩流、火砕サー
ジが居住地域に到達、あるいは切迫
している。 

【過去事例】 

1605 年：西山南東斜面で噴火、溶岩

流 

４
（
高
齢
者
等
避
難
） 

居住地域に重

大な被害を及ぼ

す噴火が発生す

ると予想される

（可能性が高ま

っている。）。 

警戒が必要な居住
地域での高齢者等の
避難行動要支援者の
避難、住民の避難準
備等が必要 

○ 山頂で噴火が発生し、大きな噴
石、溶岩流、火砕流が居住地域に到
達する可能性がある。 

【過去事例】 

有史以降の事例なし 

 
○ 山腹又は浅い海域で噴火が発生

し、大きな噴石、溶岩流、火砕サー
ジが居住地域に到達する可能性があ
る。 

【過去事例】 

有史以降の事例なし 

警
報 

噴
火
警
報
（
火
口
周
辺
） 

火
口
か
ら
居
住
地
域
近
く
ま
で 

３
（
入
山
規
制
） 

居住地域の近

くまで重大な影

響を及ぼす（こ

の範囲に入った

場合には生命に

危険が及ぶ。）

噴火が発生、あ

るいは発生する

と予想される。 

登山禁止、入山規
制等、危険な地域へ
の立入規制等 

状況に応じて避難
行動要支援者の避難
準備等が必要 
住民は通常の生活 

○ 山頂火口からおおむね１㎞付近ま
で大きな噴石が飛散する噴火の可能
性 
【過去事例】 

有史以降の事例なし 

 
○ 山頂火口からおおむね１㎞付近ま
で大きな噴石が飛散する噴火が発生 
【過去事例】 

有史以降の事例なし 

火
口
周
辺 

２
（
火
口
周
辺
規
制
） 

火口周辺に影

響を及ぼす(こ

の範囲に入った

場合には生命に

危険が及ぶ。)

噴火が発生、あ

るいは発生する

と予想される。 

火口周辺への立入
規制等 

住民は通常の生活 

○ 火口周辺に影響を及ぼす山頂噴火
の可能性 
【過去事例】 

有史以降の事例なし 

 
○ 火口周辺に影響を及ぼす山頂噴火
が発生 
【過去事例】 

有史以降の事例なし 

予
報 

噴
火
予
報 

火
口
内
等 

１(

活
火
山
で
あ
る
こ
と
に
留
意) 

火山活動は静

穏 

 火山活動の状

態によって、火

口内で火山灰の

噴出等が見られ

る（この範囲に

入った場合には

生命に危険が及

ぶ。）。 

状況に応じて山頂
火口内及び近傍への
立入規制等 

○ 火山活動は静穏、山頂火口内に影
響する程度の噴出の可能性あり。 

注)ここでいう「大きな噴石」とは、主として風の影響を受けずに弾道を描いて飛散する大きさのものとする。 



第２部 

第３章  災害応急・復旧対策計画 

第２節  情報の収集及び伝達  

- 96 - 

青ヶ島の噴火警戒レベル 

種
別 

名
称 

対
象
範
囲 

レ
ベ
ル 

火山活動の状況 

住民等の行動及び 

登山者、入山者等 

への対応 

想定される現象等 

特
別
警
報 

噴
火
警
報
（
居
住
地
域
） 

居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側 

５
（
避
難
） 

居住地域に重

大な被害を及ぼ

す噴火が発生、

あるいは切迫し

ている状態にあ

る。 

危険な居住地域か
らの避難等が必要 

○ 山頂で噴火が発生し、噴石、溶岩
流が居住地域に到達、あるいは切迫
している。 

【過去事例】 

1783～1785 年：マグマ噴火、大きな
噴石が飛散 

 
○ 山腹又は浅い海域で噴火が発生
し、噴石、溶岩流、火砕サージが居
住地域に到達、あるいは切迫してい
る。 
【過去事例】 

有史以降の事例なし 

４
（
高
齢
者
等
避
難
） 

居住地域に重

大な被害を及ぼ

す噴火が発生す

ると予想される

(可能性が高ま

っている。)。 

警戒が必要な居住
地域での避難準備、
避難行動要支援者の
避難等が必要 

○ 山頂で噴火が発生し、噴石、溶岩
流が居住地域に到達する可能性があ
る。 

【過去事例】 

有史以降の事例なし 

 
○ 山腹又は浅い海域で噴火が発生
し、噴石、溶岩流、火砕サージが居
住地域に到達する可能性がある。 
【過去事例】 

有史以降の事例なし 

警
報 

噴
火
警
報
（
火
口
周
辺
） 

火
口
か
ら
居
住
地
域
近
く

ま
で 

３
（
入
山
規
制
） 

居住地域の近

くまで重大な影

響を及ぼす（こ

の範囲に入った

場合には生命に

危険が及ぶ。）

噴火が発生する

と予想される。 

登山禁止、入山規
制等、危険な地域へ
の立入規制等 

状況に応じて避難
行動要支援者の避難
準備等が必要 

住民は通常の生活 

○ カルデラ縁付近まで影響を及ぼす
山頂噴火の可能性 
【過去事例】 

有史以降の事例なし 

火
口
周
辺 

２
（
火
口
周
辺
規
制
） 

火口周辺に影

響を及ぼす（こ

の範囲に入った

場合には生命に

危険が及ぶ。）

噴火が発生する

と予想される。 

火口周辺への立入
規制等 

住民は通常の生活 

○ カルデラ縁内に影響を及ぼす山頂
噴火の可能性 
【過去事例】 

有史以降の事例なし 

予
報 

噴
火
予
報 

火
口
内
等 

１
（
活
火
山
で
あ
る
こ
と
に
留
意
） 

火山活動は静

穏 

状況に応じて山頂
火口内及び近傍への
立入規制等 

○ 火山活動は静穏 

注 1)ここでいう噴石とは、主として風の影響を受けずに弾道を描いて飛散する大きな噴石のことをいう。 

注 2)ここでいう山頂とは、丸山山頂も含めたカルデラ床のことをいう。 
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新島の噴火警戒レベル 

種
別 

名
称 

対
象
範
囲 

レ
ベ
ル 

火山活動の状況 
住民等の行動及び 

来島者等への対応 
想定される現象等 

特
別
警
報 

噴
火
警
報
（
居
住
地
域
）
ま
た
は
噴
火
警
報 

居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側 

５
（
避
難
） 

居住地域に重

大な被害を及ぼ

す噴火が発生、

あるいは切迫し

ている状態にあ

る。 

危険な居住地域の
住民の避難および来
島者の島外避難等が
必要。 

○ 島内で噴火が切迫あるいは発生 
【過去事例】 

838～886 年の間の久田巻・淡井浦付
近の噴火 

 
○ 浅い海域での、大きな噴石、火砕
流、溶岩流が居住地域に到達するよ
うな噴火が切迫あるいは発生。 
【過去事例】 

886～887 年：噴火（向山火山の形成） 

４
（
高
齢
者
等
避
難
） 

居住地域に重

大な被害を及ぼ

す噴火が発生す

ると予想される

（可能性が高ま

っている。）。 

警戒が必要な居住
地域での高齢者等の
避難行動要支援者の
避難、住民の避難の
準備、および来島者
は島外避難等が必要
等が必要。 

○ 島内で地震活動がさらに活発化す
るなど、島内で噴火が発生する可能
性が高まっている。 

【過去事例】 

歴史記録なし 

 
○ 浅い海域での、大きな噴石、火砕
流、溶岩流が居住地域に到達するよ
うな噴火の可能性がある。 
【過去事例】 

歴史記録なし 

警
報 

噴
火
警
報
（
火
口
周
辺
）
ま
た
は
火
口
周
辺
警
報 

火
口
か
ら
居
住
地
域
近
く
ま
で 

３
（
入
山
規
制
） 

居住地域の近

くまで重大な影

響を及ぼす（こ

の範囲に入った

場合には生命に

危険が及ぶ。）

噴火が発生ある

いは発生すると

予想される。 

入山規制等、危険
な地域への立入規制
等。 

住民は通常の生活 

状況に応じて、高
齢者等の避難行動要
支援者の避難の準備
等が必要、来島者は
島外避難等が必要。 

○ 島内の地震が増加するなど、島内
で噴火が発生す可能性がやや高まっ
ている。 
【過去事例】 

歴史記録なし 

 
○ 浅い海域で、居住地域近くまで影
響を及ぼす噴火の可能性がある 
【過去事例】 

歴史記録なし 

火
口
周
辺 

２
（
火
口
周
辺
規
制
） 

火口周辺に影

響を及ぼす（こ

の範囲に入った

場合には生命に

危険が及ぶ。）

噴火が発生、あ

るいは発生する

と予想される。 

火口周辺への立入
規制等 

住民は通常の生活 

○島内で顕著な噴気がみられ、その周
辺で突発的な噴出現象が発生するお
それがある。 

【過去事例】 
 歴史記録なし 
 
○ 島から離れた浅い海域で、島内に
影響しない程度の噴火の可能性があ
る。 
【過去事例】 

歴史記録なし 

予
報 

噴
火
予
報 

火
口
内
等 

１
（
活
火
山
で
あ
る
こ
と
に
留
意
） 

火山活動は静

穏 

火山活動の状

態によって、火

口内で火山灰の

噴出等が見られ

る（この範囲に

入った場合には

生命に危険が及

ぶ。）。 

住民は通常の生活 ○ 火山活動は静穏 

注)ここでいう噴石とは、主として風の影響を受けずに弾道を描いて飛散する大きさのものとする。 
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神津島の噴火警戒レベル 

種
別 

名
称 

対
象
範
囲 

レ
ベ
ル 

火山活動の状況 
住民等の行動及び 

来島者等への対応 
想定される現象等 

特
別
警
報 

噴
火
警
報
（
居
住
地
域
）
ま
た
は
噴
火
警
報 

居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側 

５
（
避
難
） 

居住地域に重

大な被害を及ぼ

す噴火が発生、

あるいは切迫し

ている状態にあ

る。 

危険な居住地域の
住民の避難および来
島者の島外避難等が
必要 

○ 島内で噴火が切迫あるいは発生 
【過去事例】 

838 年：噴火（天上山の形成） 
 
○ 浅い海域で、大きな噴石、火砕
流、溶岩流が居住地域に到達するよ
うな噴火が切迫あるいは発生。 
【過去事例】 

歴史記録なし 

４
（
高
齢
者
等
避
難
） 

居住地域に重

大な被害を及ぼ

す噴火が発生す

ると予想される

（可能性が高ま

っている。）。 

警戒が必要な居住
地域での、高齢者等
の避難行動要支援者
の避難の準備等が必
要、および来島者は
島外避難等が必要。 

○ 島内で地震活動がさらに活発化す
るなど、島内で噴火が発生する可能
性が高まっている。 

【過去事例】 

歴史記録なし 

 
○ 浅い海域での、大きな噴石、火砕
流、溶岩流が居住地域に到達するよ
うな噴火の可能性がある。 
【過去事例】 

歴史記録なし 

警
報 

噴
火
警
報
（
火
口
周
辺
）
ま
た
は
火
口
周
辺
警
報 

火
口
か
ら
居
住
地
域
近
く
ま
で 

３
（
入
山
規
制
） 

居住地域の近

くまで重大な影

響を及ぼす（こ

の範囲に入った

場合には生命に

危険が及ぶ。）

噴火が発生ある

いは発生すると

予想される。 

入山規制等、危険
な地域への立入規制
等。 

住民は通常の生活 

状況に応じて高齢
者等の避難行動要支
援者の避難の準備等
が必要、来島者は島
外避難等が必要。 

○ 島内の地震が増加するなど、島内
で噴火が発生す可能性がやや高まっ
ている。 
【過去事例】 

歴史記録なし 

 
○ 浅い海域で、居住地域近くまで影
響を及ぼす噴火の可能性がある 
【過去事例】 

歴史記録なし 

火
口
周
辺 

２
（
火
口
周
辺
規
制
） 

火口周辺に影

響を及ぼす（こ

の範囲に入った

場合には生命に

危険が及ぶ。）

噴火が発生、あ

るいは発生する

と予想される。 

火口周辺への立入
規制等 

住民は通常の生活 

○島内で顕著な噴気がみられ、その周
辺で突発的な噴出現象が発生するお
それがある。 

【過去事例】 
 歴史記録なし 
 
○ 島から離れた浅い海域で、島内に
影響しない程度の噴火の可能性があ
る。 
【過去事例】 

歴史記録なし 

予
報 

噴
火
予
報 

火
口
内
等 

１
（
活
火
山
で
あ
る
こ
と
に
留
意
） 

火山活動は静

穏 

火山活動の状

態によって、火

口内で火山灰の

噴出等が見られ

る（この範囲に

入った場合には

生命に危険が及

ぶ） 

住民は通常の生活 ○ 火山活動は静穏 

注)ここでいう噴石とは、主として風の影響を受けずに弾道を描いて飛散する大きさのものとする。 
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２  情報連絡体制 

（１）対策内容と役割分担 

○ 島しょの地域において、噴火等の火山災害が発生したときは、円滑な応急対策

を実施するため、次のとおり速やかに連絡態勢をとり、迅速かつ的確な情報の収

集に当たる。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

町 村 

○ 都との情報連絡及び支庁への連絡 

○ 連絡系統の整備及び災害時の情報連絡態勢の確保 

○ 管内の警察署等の協力の確保 

○ NTT及び各施設管理者の協力の確保 

○ 支庁等関係防災機関との連絡態勢の確保 

支 庁 
○ 都総務局、管内町村、都各局の出先機関、警察署及び防

災機関との情報連絡 

都 総 務 局 
○ 町村、支庁、都各部局、警察等各防災機関との情報連絡 

○ 連絡態勢の確保 

警 視 庁 ○ 各方面本部、警察署及び各防災関係機関との情報連絡 

 

（２）詳細な取組内容 

≪都各局≫ 

ア 連絡系統 

○ 火山災害が発生した場合は、円滑な応急対策を実施するため、原則として次の

情報連絡体制により迅速かつ的確に情報の連絡を行う。 

 

（資料編資料第 11 東京都防災行政無線多重回線構成図 P350） 

 

警視庁 警察署 

町村 
支庁 

都 

気象庁 

東京管区 
気象台 

指定地方行政機関 
指定公共機関 

指定地方公共機関 
その他 

消防団 

消防本部 
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（資料編資料第 12 東京都防災行政無線移動系回線構成図 P352） 

（資料編資料第 13 東京都防災行政無線回線構成図 P353） 

（資料編資料第 14 区市町村の保有する防災行政無線一覧表 P354） 

（資料編資料第 15 区市町村等の通信連絡態勢 P355） 

 

イ 通信連絡体制 

機 関 名 内    容 

町 村 

○ 町村は、都防災行政無線を活用して、都と情報連絡を行う。 

なお、併せて支庁にも連絡する。 

○ 町村は、保有する地域防災行政無線等を基幹に、又はその他の

手段の活用により、町村の各機関、都及び指定地方行政機関等の

出先機関、管内の公共的団体並びにその他重要な施設の管理者と

の間に連絡系統を整備し、災害時の情報連絡態勢を確保する。 

○ 災害に関する情報の収集、伝達を円滑に処理するため、管内の

警察署等の協力を確保しておく。 

○ 緊急を要する通信を確保し、又は有線通信の途絶に対処するた

め、非常（緊急）通話又は非常（緊急）電報及び非常無線通信を

活用するよう、NTT及び各施設管理者の協力を確保しておく。 

（資料編資料第 16 電報サービスの優先利用 P356） 

○ 町村は、災害発生とともに、いつでも支庁等関係防災機関と通

信連絡が行えるよう、必要な連絡態勢を確保する。 

支 庁 

○ 都防災行政無線、電気通信設備等の活用により、都総務局、管

内町村、都各局の出先機関、警察署及び防災機関と情報連絡を行

う。 

（資料編資料第 17 支庁を中心とした通信連絡系統 P359） 

１ 地方隊が設置されるまでの間、支庁の通信連絡は、特に定める

場合を除き、総務課が担当する。 

２ 地方隊が設置された場合は、原則として総務課に情報を集約

し、一元的に処理する。 

３ 情報は、町村、警察、都各局出先機関及び各防災関係機関を中

心として収集する。 

４ 総務課は、状況に応じ、職員を直接現地に派遣して、情報を収

集する。 

５ 収集した情報で重要な事項は、直ちに都総務局に報告する。 

都 総 務 局 

○ 都防災行政無線を基幹として、都各局保有の無線、有線電気通

信設備の利用、電気通信設備の優先利用、非常無線通信の利用等

各種の通信連絡手段の活用により町村、支庁、都各部局、警察等

各防災機関と情報連絡を行う。 

○ 都総務局は、支庁及び気象庁からの通報に基づき、必要に応

じ、連絡態勢を確保する。 

警 視 庁 
○ 無線、警察電話、防災行政無線等により、各方面本部、警察署

及び各防災関係機関と情報連絡を行う。 
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３  被害状況等の調査報告 

（１）対策内容と役割分担 

○ 被害状況の迅速、的確な把握はあらゆる災害応急対策の基本となる重要な事項

である。 

○ 本項においては、町村をはじめ防災関係機関が、火山災害の発生時に調査・報

告する被害状況等の内容及び報告先について定める。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

町 村 ○ 被害状況及び災害活動状況の報告 

支 庁 

○ 所管施設及び所管業務に関する被害状況並びに災害活動

状況についての都総務局への報告 

○ 災害現地の実態調査 

都 総 務 局 

○ 被害状況及び災害活動状況を取りまとめ総務省消防庁に

報告 

○ 他関係防災機関等に被害状況等を通報 

警 視 庁 ○ 各方面本部及び警察署からの報告を集約し、都に通報 

東 京 消 防 庁 

○ 発電施設及び船舶、航空機、車両等の給油施設等の石油

類の危険物施設の被害状況等の把握 

○ 必要に応じて職員を派遣し、危険物施設について被害状

況等の調査 

第 三 管 区 

海上保安本部 

○ 海上及び沿岸部における被害状況等の情報を収集し、海

上保安庁の関係部署、都及び関係防災機関に通報 

東 海 汽 船 
○ 船舶への被害又は措置等の通報 

○ 海上保安部等関係機関への通報及び船舶への指示 

 

（２）詳細な取組内容 

○ 被害状況の迅速、的確な把握は、災害対策要員の動員、応援要請、救援物資、

資器材の調達、災害救助法適用の要否等、あらゆる災害応急対策の基本となる重

要な事項である。 

○ 町村をはじめ防災関係機関は、火山災害の発生に際して、速やかに、管内の被

害状況及び所管業務に関する被害状況等を迅速かつ的確に把握し、あらかじめ定

められた伝達系統により、都等に報告する。 

 

機 関 名 内    容 

町 村 

○ 町村は、火山活動による災害が発生したときから当該災害に関

する応急対策が完了するまで、被害状況及び災害活動状況を、都

に報告する。 

○ なお、家屋の倒壊及び火災が多発する災害が発生した場合並び

に災害対策基本法第 53 条に基づく被害状況を都に報告できない

場合には、国（総務省消防庁）に報告する。 

支 庁 ○ 支庁は、所管施設及び所管業務に関する被害状況並びに災害活
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機 関 名 内    容 

動状況を、都総務局に報告する。 

○ 支庁は、状況により必要がある場合は調査班を編成し、災害現

地の実態を調査する。 

都 総 務 局 

○ 都総務局は、町村、支庁、都関係局、警視庁及び関係防災機関

からの報告に基づき、被害状況及び災害活動状況を取りまとめ、

消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 40条及び災害対策基本

法第 53 条に基づき国（総務省消防庁）に報告するほか、他関係

防災機関等に被害状況等を通報する。 

警 視 庁 

○ 各方面本部及び警察署からの報告を集約し、都に通報するとと

もに、関係機関と情報交換を図る。 

○ なお、主な情報収集事項は、次のとおりとする。 

１ 被害状況、治安状況、救助及び部隊活動の状況 

２ 交通機関の運行状況及び交通規制の状況 

３ 犯罪の防止に関する事項 

４ その他必要な事項 

東 京 消 防 庁 

○ 東京消防庁は、発電施設及び船舶、航空機、車両等の給油施設

等の石油類の危険物施設を有する事業所より、当該危険物施設の

被害状況等を把握するとともに、災害規模等により必要に応じて

職員を派遣し、危険物施設について次の事項を調査する。 

１ 被害状況 

２ 火災、危険物流出等二次災害発生危険の有無 

３ 点検及び応急措置の実施状況 

４ 施設再開時の点検及び改修状況 

第 三 管 区 

海上保安本部 

○ 第三管区海上保安本部は、巡視船艇、航空機の使用又は関係機

関との緊密な連絡により、次の情報を収集し、海上保安庁の関係

部署、都及び関係防災機関に通報する。 

１ 船舶、海洋施設及び港湾施設の状況 

２ 水路及び航路標識の異常の有無 

３ 航路障害物の状況 

４ 危険物施設の状況 

５ 沿岸付近における火災等の状況 

６ 海上における遭難者の状況及び海浜地区における避難者等の状

況 

７ 被災地周辺海域における船舶交通の状況 

８ 関係機関等の対応状況 

東 海 汽 船 

○ 火山活動により、船舶に被害を受けたとき又は必要な措置を講

じたときは、船長は、直ちに運航管理者等に通報する。 

○ 通報を受けた運航管理者は、直ちにその旨を海上保安部等関係

機関に通報するとともに、当該船舶に対し必要な指示を行う。 
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４  災害時の広報 

（１）対策内容と役割分担 

○ 火山災害時には、当該火山地域の住民に対し、町村をはじめ都、関係防災機関

が、国や報道機関とも連携しながら、一体となって速やかに正確な情報を提供す

ることで、適切な行動を促す。 

〇 また、災害時の情報発信に当たっては、防災行政無線やエリアメール等の多言

語化を図るとともに、国の Safety tipsの活用を促進するなど、外国人の来島者が

災害情報を入手できる環境を整備する。 

○ 本項においては、災害時に関係防災機関が行う広報について定める。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

町 村 ○ 火山の活動状況及び避難に関する広報 

支 庁 
○ 必要な事項の広報 

○ 必要な事項の要請 

都 本 部 
○ 都政策企画局その他の関係機関に対し、放送要請手続を

とるよう指示するなど、必要な指示又は要請 

都政策企画局 

○ 都本部から指示があったときに報道発表の実施 

○ 都政策企画局の広報媒体を最大限に活用した広報活動 

○ 災害発生時における被害地の状況を撮影と提供 

都 総 務 局 
○ 迅速な初動対応や外出者の帰宅支援を目的とした災害情

報提供システムによる情報提供 

都 デ ジ タ ル 

サ ー ビ ス 局 
〇 東京都公式ホームページ等へのアクセス集中対策の実施 

警 視 庁 ○ 火山の活動状況及び警備活動等に関する広報活動 

第 三 管 区 

海上保安本部 
○ 航行船舶に対し船舶交通及び漂流物の状況等の情報提供 

東 京 空 港 

事 務 所 

○ 航空会社等関係機関に対する空港閉鎖、航行援助施設の

運用停止等の情報提供 

東 海 汽 船 

○ 旅客等への正確な運航情報の周知及び状況に即した適切

な旅客の誘導 

○ 各種情報の整理及び関係機関への情報伝達 

気 象 庁 ○ 火山活動の監視、噴火警報等の発表及び適切な情報提供 
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（２）詳細な取組内容 

○ 火山災害時においては、当該火山地域の住民に対し、速やかに正確な情報を提

供することにより、混乱を防止し、適切な行動がとれるようにすることが必要で

ある。 

○ このため、町村、支庁、都各局及び関係防災機関が国や報道機関とも連携しな

がら一体となって、災害時の広報を実施する。 

 

機 関 名 内    容 

町 村 

○ 町村は、その区域内に火山活動に係る災害が発生し、又は発生す

るおそれがあるときは、直ちに、支庁、警察署及びその他現地の関

係機関と密接な連携の下、必要な広報を行う。 

１ 火山噴火時の広報 

(1) 噴火の規模及び状況     (2) 避難場所の所在地 

(3) 避難誘導路の周知      (4) その他必要な事項 

２ 被災者に対する広報 

(1) 被害情報          (2) 食料及び物資の配給状況 

(3) 医療機関の診療状況     (4) デマ情報の防止 

(5) 通信及び交通機関の復旧状況 (6) その他必要な事項 

支 庁 

○ 支庁は、管内の町村に火山災害が発生し、又は発生するおそれが

あるときは、町村、警察署及びその他関係機関と協力し、保有する

広報媒体を最大限に活用して、必要な事項を広報する。 

○ 支庁は、状況により広報活動が十分でないと認めるときは、都本

部に対し、必要な事項の要請を行う。 

都 

○ 都本部は、区市町村から広報に関する応援要請を受けたとき、又

はその他の状況により必要と認めるときは、都政策企画局その他の

関係機関に対し、放送要請手続をとるよう指示するなど、必要な指

示又は要請を行う。 

○ 都政策企画局は、都本部から指示があったとき、又はその他の状

況により、報道機関に対して発表を行う。 

○ 都総務局は、携帯電話による利用も可能なホームページ（災害情

報提供システム）及び防災 X（旧 Twitter）、東京都防災アプリ、L

アラートなどのあらゆる情報提供ツールを活用し、住民に対して、

被害情報、鉄道運行状況、道路情報等の提供を行い、災害発生時の

迅速な初動対応や外出者の帰宅を支援する。 

○ 都デジタルサービス局は、東京都公式ホームページ等に対してＣ

ＤＮを導入し、災害等によるアクセス集中時においても、都民への

安定的な情報提供が行える仕組みを整備している。 

○ 都政策企画局は、都総務局からの指示又はその他の状況により必

要と認めるときは、都政策企画局の広報媒体を最大限に活用して、

広報活動を実施する。 

○ 都政策企画局は、災害発生時における被害地の状況を撮影し、広

報活動等の資料として活用する。 
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機 関 名 内    容 

警 視 庁 

○ 災害発生時には、各方面本部及び警察署からの報告に基づき、関

係機関と協力し、次の事項に重点をおいて、適時活発な広報活動を

実施する。 

１ 火山の活動状況 

２ 被害状況、治安状況、救助活動及び警備活動の状況 

３ 交通規制の状況 

４ 犯罪の防止に関する事項 

５ その他必要な事項 

第 三 管 区 

海 上 

保 安 本 部 

○ 第三管区海上保安本部は、船舶交通の安全のため火山災害に関す

る安全通信を実施し、必要に応じ、無線放送及び巡視船艇の巡回に

より、航行船舶に対し、次の事項について広報を行う。 

１ 船舶、海洋施設及び港湾施設の状況 

２ 水路及び航路標識の異常の状況 

３ 航路障害物の状況 

４ 海上交通規制等の状況 

５ その他必要な事項 

東 京 空 港 

事 務 所 

○ 火山活動により、空港閉鎖、航行援助施設の運用停止等を行った

ときは、航空会社等関係機関に対し情報提供を行う。 

東 海 汽 船 

○ 旅客等への正確な運航情報の周知及び状況に即した適切な旅客の

誘導を講ずる。 

○ 各種情報を収集及び整理し、関係機関へ情報を伝達する。 

気 象 庁 
○ 気象庁は、火山活動を監視し、噴火警報等の発表のほか、適時適

切な情報提供に努める。 

 

５  災害時の放送要請及び報道要請 

（１）対策内容と役割分担 

○ 都が行う災害応急対策等について、都が放送要請・報道要請を行う場合、協定

及び協定実施細目に基づき速やかに行う。 

○ 本項においては、災害時に都が行う放送要請及び報道要請について定める。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

都 知 事 ○ 災害応急対策等についての放送要請の実施 

都 本 部 
○ 放送要請の要請文の決定 

○ 報道要請の要請文の決定 

都政策企画局 
○ 放送要請の要請文の作成 

○ 報道要請の要請文の作成 

都 総 務 局 ○ 各放送機関への放送要請の要請文の無線一斉通報 
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（２）詳細な取組内容 

≪都≫ 

ア 放送要請 

○ 都が災害対策本部を設置した場合又はこれに準ずる態勢をとった場合は、都が

行う災害応急対策等についての放送要請は、「災害時等における放送要請に関する

協定」に基づき速やかに行う。 

○ 放送要請については、都政策企画局が都総務局と協議の上、要請文を作成した

後、本部長（知事）が決定し、都総務局が各放送機関へ無線一斉通報（音声及び

FAX）にて伝達する。 

なお、その他については、「災害時等における放送要請に関する協定」及び同協

定実施細目の定めるところにより行う。 

（協定編参照） 

 

イ 報道要請 

○ 都が災害対策本部を設置した場合又はこれに準ずる態勢をとった場合は、都が

行う災害応急対策等についての報道要請は、「災害時等における報道要請に関する

協定」に基づき速やかに行う。 

○ 報道要請については、都政策企画局が都総務局と協議の上、要請文を作成した

後、本部長（知事）が決定し、各報道機関へ要請する。 

なお、その他については「災害時等における報道要請に関する協定」の定める

ところにより行う。 

（協定編参照） 

 

第３節  災害救助法の適用 

○ 災害が発生し、町村単位の被害が一定以上で、かつ、応急的な救助を必要とす

る場合、災害救助法（昭和 22年法律第 118号。以下「救助法」という。）の適用に

よる救助を行うことにより、被災者の保護と社会の秩序の保全とを図る。 

○ 災害救助法施行令（昭和 22年政令第 225号。以下「救助法施行令」という。）第

１条第１項第１号から第３号までが適用される災害については、住家に被害を生

じた場合を想定して設けられている。火山災害時に同項第４号が適用されるのは、

火山噴火により人的及び住家の被害が僅少であっても、離島であることから災害

が拡大し、多数の者の生命若しくは身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ

た場合である。 

○ 火山災害については、救助法施行令第１条に基づき法の適用を決定したときは、

内閣総理大臣に情報を提供する。 

 

１  災害救助法の適用 

（１）対策内容と役割分担 

○ 救助法の適用基準に該当する被災者に対して、知事は救助を実施し、町村長は

知事を補助する。知事は、救助を迅速に行う必要があるときは、救助に関する職
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権の一部を町村長に委任する。 

○ 救助法の適用基準は、救助法施行令に定めるところによるが、都においては、

本項に示す基準に該当する場合にも救助法を適用する。 

○ 本項においては、救助法の適用基準、被災世帯の算定基準、救助法の適用手続

及び救助の種類について定める。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

都 

○ 被災者の保護及び社会秩序の保全を目的として救助を実

施 

○ 知事は、災害救助法の適用について、事前に内閣総理大

臣にその旨を連絡 

○ 都本部が設置されている場合は、本部長室の審議を経て

災害救助法の適用を決定。災害救助法適用の際には速やか

に公布 

町 村 

○ 町村長は、救助法に基づき知事が救助に着手したとき

は、知事を補助し、被災者に対して必要な救助を実施 

○ 災害救助法の適用基準のいずれかに該当し、又は該当す

る見込みがあるときは、直ちにその旨を知事に報告 

 

（２）詳細な取組内容 

≪都・町村≫ 

ア 災害救助の実施機関 

○ 都の地域に災害が発生し、救助法の適用基準に該当する被害が生じた場合、知

事は救助法第２条の規定に基づき、被災者の保護及び社会秩序の保全を目的とし

て救助を実施する。 

○ 町村長は、救助法に基づき知事が救助に着手したときは、知事を補助し、被災

者に対して必要な救助を実施する。 

また、知事は、救助を迅速に行う必要があるときは、救助に関する職権の一部

を町村長に委任する。 

○ なお、災害の事態が急迫し、知事による救助法に基づく救助の実施を待つこと

ができないときは、町村長は、救助に着手し、その状況を直ちに知事に報告する

とともに、その後の処理について知事の指示を受ける。 

 

イ 救助法の適用基準 

○ 救助法の適用基準は、救助法施行令第１条に定めるところによるが、都におい

ては、次のいずれか一つに該当する場合、救助法を適用する。 

（ア） 町村の区域内の人口に応じ、住家が滅失した世帯の数が救助法施行令別表

第１に定める数以上であること。 

（イ） 都の区域内で住家が滅失した世帯の数が救助法施行令別表第２に定める数

以上あって、町村の区域内の住家のうち滅失した世帯の数が救助法施行令別
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表第３に定める数以上であること。 

（ウ） 都の区域内で住家が滅失した世帯の数が救助法施行令別表第４に定める数

以上の場合又は災害が隔絶した地域で発生したものである等、被災者の救護

を著しく困難とする特別の事情がある場合であって、多数の世帯の住家が滅

失したこと。 

（エ） 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じたこと。 

 

ウ 被災世帯の算定基準 

（ア） 被災世帯の算定 

○ 住家が滅失した世帯の数の算定に当たっては、住家が半壊し、又は半焼する等

著しく損傷した世帯は２世帯をもって、住家が床上浸水、土砂の堆積等により一

時的に居住することができない状態となった世帯は３世帯をもって、それぞれ住

家の滅失した１世帯とみなす。 

（イ） 住家の滅失等の認定 

ａ 住家が滅失したもの 

○ 住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積が、その住家の延床面積の 70%

以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に

占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 50%以上に達した程度のもの 

ｂ 住家が半壊又は半焼する等著しく損傷したもの 

○ 住家の損壊又は焼失した部分の床面積が、その住家の延床面積の 20%以上 70%未

満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合

で表し、その住家の損害割合が 20%以上 50%未満のもの 

ｃ 住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態と

なったもの 

○ ａ及びｂに該当しない場合であって、浸水がその住家の床上に達した程度のも

の、又は土石、竹木等の堆積等により一時的に居住することができない状態とな

ったもの 

（ウ） 世帯及び住家の単位 

○ 世帯とは、生計を一つにしている実際の生活単位をいう。 

○ 住家とは、現実に居住のため使用している建物をいう。ただし、耐火構造のア

パート等で居住の用に供している部屋が遮断、又は独立しており、日常生活に必

要な設備を有しているもの等については、それぞれをもって、１住家として取り

扱う。 

（エ） 救助法の適用手続 

○ 災害に際し、町村における災害が、上記の救助法の適用基準のいずれかに該当

し、又は該当する見込みがあるときは、当該町村長は、支庁長を経由して、直ち

にその旨を知事に報告しなければならない。 

○ 知事は、町村からの報告又は要請に基づき、救助法を適用する必要があると認

めたときは、直ちに法に基づく救助の実施について、当該町村及び都各局に指示

するとともに、関係指定地方行政機関等、内閣総理大臣に通知又は報告する。 
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○ 救助法を適用したときは、速やかに、次により公布する。 

 

 

 

○ 知事は、救助法を適用しようとするときは、事前に内閣総理大臣にその旨を連

絡する。 

○ 都本部が設置されている場合は、本部長室の審議を経て救助法を適用する。 

 

（オ） 救助の種類 

○ 救助法に基づく救助は、被災者が現に応急的救助を必要とする場合に行われる

ものであり、次のような種類の救助がある。 

ａ 避難所及び応急仮設住宅の供与 

ｂ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

ｃ 被服、寝具、その他生活必需品の給与又は貸与 

ｄ 医療及び助産 

ｅ 被災者の救出 

ｆ 被災した住宅の応急修理 

ｇ 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

ｈ 学用品の給与 

ｉ 埋葬 

ｊ 死体の捜索及び処理 

ｋ 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい

支障を及ぼしているものの除去 

○ 救助は、現物によって行うことが原則であるが、知事が必要と認めた場合は、

救助を必要とする者に対し、金銭を給付することができる。 

○ 救助の程度、方法及び期間については、内閣総理大臣が定める基準に基づき知

事が定め、町村ほか関係機関に通知する。 

 

２  救助実施体制の整備 

（１）対策内容と役割分担 

○ 都は、円滑に救助業務を実施するため、救助法実施組織として活用できるよう

災害対策本部の拡充整備を図るとともに、要員の事前研修実施などを通じて、救

助業務の習熟に努める。 

○ 都は、被害状況を迅速かつ正確に把握するため、調査・報告体制の整備に努め

る。 

 

 
公告 

    ○月○日発生の○○災害に関し○月○日から○○区市町村の区域に 
   災害救助法により救助を実施する。 
           ○年○月○日 
                                     
                                               東京都知事    ○○○○ 
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○ 都は、救助の実施ごと作成する関係帳票について、事前に整備し、作成方法等

について習熟しておく。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

都 

○ 救助実施体制の拡充整備を図るとともに、要員に対する

事前研修を実施するなど、救助業務の習熟の推進 

○ 被害状況等の調査体制及び報告体制の整備 

○ 救助関係帳票を事前に準備するとともに、作成方法等に

ついて習熟 

 

（２）詳細な取組内容 

≪都≫ 

ア 救助実施体制の整備 

○ 救助の万全を期し、円滑に救助業務を実施するためには、事前に強力な救助実

施組織を確立することが必要である。 

○ そのため、都は、災害対策本部の組織を救助法適用後、救助法実施組織として

活用できるよう、拡充整備を図るとともに、要員に対する事前研修を実施するな

ど、救助業務の習熟に努める。 

 

イ 被害状況調査体制の整備 

○ 救助法を適用するに当たっては、被災地の被害状況を迅速かつ正確に把握する

必要があるため、被害状況等の調査、報告体制の整備に努める。 

 

ウ 救助の実施に必要な関係帳票の整備 

○ 救助の実施に当たっては、救助ごとに帳票の作成が必要となる。 

○ 災害時に遅滞なく救助業務を実施できるよう、救助関係帳票を事前に準備する

とともに、作成方法等について習熟しておく。 

 

３  救助の実施方法等 

（１）対策内容と役割分担 

○ 町村は、救助法に基づく「災害報告」を、発生・中間・決定の３段階で知事に

報告する。これらの報告は、救助用物資及び義援金の配分等の基礎になる。 

○ 救助種目別の実施状況を日々知事に報告する。 

○ 救助の基準額は、災害救助法施行細則（昭和 38 年東京都規則第 136 号）により

改定する。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

町 村 
○ 災害発生の時間的経過に併せ、発生報告、中間報告及び

決定報告の実施 
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（２）詳細な取組内容 

≪町村≫ 

ア 災害報告 

○ 救助法に基づく「災害報告」には、災害発生の時間的経過に併せ、発生報告、

中間報告及び決定報告の３段階がある。 

○ これらの報告は、救助用物資及び義援金の配分等の基礎になるほか、各種の対

策の基礎資料となる。このため、迅速かつ正確に被害状況を収集把握して、速や

かに知事に報告する。 

 

イ 救助実施状況の報告 

○ 災害直後における当面の応急措置及び災害救助費国庫負担金の精算事務に必要

となるため、各救助種目の救助実施状況を初期活動から救助活動が完了するまで

の間、日ごとに記録、整理し、知事に報告する必要がある。 

 

ウ 救助の程度・方法及び期間 

○ 基準額については、災害救助法施行細則により適宜改定を行う。 

 

４  従事命令等 

（１）対策内容と役割分担 

○ 知事は、迅速な救助業務を遂行するため、災害救助法第７条に基づき、従事命

令等の権限が付与されている。従事命令等には、従事命令の他、協力命令、管理、

使用、保管命令及び収用が含まれる。知事に付与されている従事命令等の権限に

ついて、次のとおり定める。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

都 本 部 ○ 迅速な救助業務遂行のための従事命令等 

 

（２）詳細な取組内容 

≪都本部≫ 

ア 従事命令等の種類 

○ 迅速な救助業務を遂行するために必要な人員、物資、施設等を確保する手段と

して、知事に次のような権限が付与されている。 

（ア） 従事命令 

○ 一定の業種のものを、救助に関する業務に従事させる権限 

（例） 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、土木技術者、建

築技術者、大工、左官、とび職等 

（イ） 協力命令 

○ 被災者その他近隣のものを、救助に関する業務に協力させる権限 

（例） 被災者を炊き出しに協力させる等 
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（ウ） 管理、使用、保管命令及び収用 

○ 特定の施設を管理し、土地、家屋及び物資を使用し、特定の業者に対して物資

の保管を命じ、又は物資を収用する権限 

ａ 管理 

○ 救助を行うため特に必要があると認めるとき、知事が病院、診療所、旅館、飲

食店等を管理する権限 

ｂ 使用 

○ 家屋を収容施設として用いるような場合で、管理と異なり土地、家屋及び物資

を物的に利用する権限 

ｃ 保管 

○ 災害の混乱時に、放置すれば他に流れてしまうおそれのある救助その他緊急措

置に必要な物資を、一時的に業者に保管させておく権限 

ｄ 収用 

○ 災害の際、必要物資を多量に買いだめし、売り惜しみしているような場合は、

その物資を収用する権限 

○ なお、収用は、特定業者に限らず、一般人等何人に対してもなし得る。 

 

イ 従事命令を受けた者の実費弁償 

区分 範 囲 令和 5年度費用（日当）の限度額 期 間 備 考 

実 

費 

弁 

償 

救助法施

行令第４

条第 1 号

から第 4

号までに

規定する

者 

1人 1日当たり 

医師･････････････････････22,200円以内 

歯科医師･････････････････21,300円以内 

薬剤師･･･････････････････18,400円以内 

保健師、助産師及び看護師･17,300円以内 

准看護師･････････････････14,200円以内 

診療放射線技師、臨床検査技師及び臨床工

学技士･･･････････････････15,300円以内 

歯科衛生士･･･････････････14,900円以内 

救急救命士･･･････････････17,700円以内 

土木技術者及び建築技術者･16,600円以内 

大工･････････････････････28,800円以内 

左官･････････････････････30,800円以内 

とび職･･･････････････････31,200円以内 

救 助 の

実 施 が

認 め ら

れ る 期

間内 

時間外勤

務手当及

び旅費は

別途東京

都規則で

定める額 
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５ 災害救助基金の運用 

（１）対策内容と役割分担 

○ 都は、災害救助法に基づき、応急救助費用の財源として災害救助基金を積み立

てている。 

○ 災害救助基金は、預金又は公社債のほか、発災時に緊急に必要とする給与品の

購入に充てている。 

 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 災害救助基金の積立 

○ 災害救助法に基づく応急救助の実施に要する費用については、緊急時に相当の

額を必要とするので、都はその財源に充てるため災害救助基金を積み立てている

（災害救助法第 22 条。）。 

○ 令和６年（2024 年）４月１日における積立額は、168 億 7,388 万 9,614 円であ

り、110億 9,394万 4,828円の現金と、57億 7,994万 4,786円相当の給与品で構成

されている。 

(注) （ア） 法定積立最小額は、当該年度の前年度前３か年間における地方税法

に定める普通税収入額の決算額の平均年額の 1,000 分の５相当額である。 

（イ） 令和６年度法定必要額は、167 億 7,705万 6,280円である。 

 

イ 災害救助基金の運用 

○ 災害救助基金は、預金又は公社債として運用しているほか、発災時に緊急に必

要とする食料、生活必需品等の給与品の事前購入に充てている。 

 

（令和６年４月１日現在） 

区  分 金  額 備  考 

積立金 16,873,889,614円  

内 

訳 

公社債等 11,093,944,828円 定期預金、割引債券等 

給与品 5,779,944,786円 
（資料編資料第18 給与品事前購

入分一覧表 P361） 
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第４節  応援協力・派遣要請 

○ 火山の噴火、その他の火山現象により被害を受け又は受けるおそれがある場合、

各防災機関及び住民は一致協力して災害の拡大を防止するとともに、被災者の救

援及び救護に努め、被害の発生を最小限にとどめる必要がある。 

○ 本節では、これら各防災機関等の行う応援協力及び自衛隊災害派遣計画につい

て、必要な事項を定める。 

 

１  応援協力 

（１）対策内容と役割分担 

○ 災害に備えて、町村長は知事に応援やあっせんを求めることができる。その際

には必要な事項を都総務局に連絡する。島しょ町村は、町村間での相互応援協定

や、東京消防庁との消防応援協定を結んでいる。 

○ 防災機関は、災害時に都に応援要請やあっせん依頼をする際には、都総務局に

必要な事項を連絡する。都は、日赤東京都支部、東京都医師会等と協定の締結又

は事前協議により協力体制を確立している。また、防災機関相互間でも応援協力

の体制を整えている。 

○ 都は、災害時に他の地方公共団体の円滑な協力が得られるよう、他の地方公共

団体と協定を締結し、協力体制を確立している。 

○ 都、区市町村及び関係防災機関は、災害時に民間団体と協力するために協定を

結んでおり、協力業務や協力方法を定めている。 

○ 区市町村は、区域内における公共的団体の防災組織が、災害時に十分に機能を

発揮できるよう、態勢を整備する。これらの団体の協力業務及び協力方法は、区

市町村地域防災計画で明確にし、周知徹底を図る。 

○ 区市町村又は都が、災害時に他の機関から職員の派遣を受ける場合、その給与

や経費の負担方法は、災害対策基本法施行令による。 

○ 各機関は、在住外国人及び外国人旅行者に対し、必要とする情報の収集及び提

供を円滑に行う。 

機 関 名 対 策 内 容 

都 本 部 

○ 他の区市町村に対し応援すべきことを指示し、又は防災 

機関の応援をあっせん 

○ 他の地方公共団体・全国知事会・九都県市との応援協力

について実施 

都 総 務 局 
○ 東京都防災ホームページ、東京都防災アプリを介して、

多言語等での災害情報の発信等を行う 

町 村 

○ 知事に応援又は応援のあっせんを求める 

○ 町村間相互の応援協力について実施  

○ 町村域内の応援協力について実施 

防 災 機 関 

○ 知事に応援又は応援のあっせんを求める 

○ 防災機関相互の応援協力について実施 

○ 在住外国人及び外国人旅行者に対する情報の提供 
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（２）詳細な取組内容 

ア 町村の応援協力 

≪町村・都≫ 

○ 被災町村長は、知事に応援又は応援のあっせんを求めるなどして災害対策に万

全を期する。 

○ 知事は、災害を受けた町村が応急対策を円滑に実施できるようにするため、他

の区市町村に対し応援すべきことを指示し、又は防災機関の応援をあっせんする。 

○ 町村長が知事に応援又は応援のあっせんを求める場合、都総務局（総合防災部

防災対策課）に対し、次に掲げる事項についてまず口頭又は電話等をもって要請

し、後日文書により改めて処理する。 

（ア） 災害の状況及び応援を求める理由（災害の情況及びあっせんを求める場合

はその理由） 

（イ） 応援を希望する機関名 

（ウ） 応援を希望する人員、物資、資材、機械、器具等の品名及び数量 

（エ） 応援を必要とする場所、期間 

（オ） 応援を必要とする活動内容 

（カ） その他必要な事項 

甲 目 内    容 

島しょ町村の

相互応援に関

す る 協 定 

○ 島しょ町村においては、その区域で災害が発生し、被災町村独

自では応急措置ができない場合に、他の町村が、友愛精神に基づ

き相互に応援協力し、応急対策及び応急復旧を円滑に遂行するよ

う「島しょ町村災害時相互応援に関する協定」を締結している。 

（協定編参照） 

東京消防庁に

よる消防応援

協 定 

○ 消防組織法第 39 条に基づき、東京消防庁と島しょ町村（大島

町、新島村、八丈町、利島村、神津島村、三宅村、御蔵島村及び

青ヶ島村）との間において、噴火、風水害等の大規模災害等によ

る被害を最小限に防止することを目的に消防応援協定を締結して

いる。      

（協定編参照） 

 

イ 防災機関等の応援協力 

≪防災機関≫ 

（ア） 防災機関の応援要請 

○ 防災機関の長又は代表者は、都に対し応急措置の実施を要請し若しくは応援を

求めようとするとき、又は区市町村、他の防災機関等の応援のあっせんを依頼し

ようとするときは、都総務局（総合防災部防災対策課）に対し、次に掲げる事項

についてまず口頭、電話等をもって要請し、後日文書により改めて処理する。 

ａ 災害の状況及び応援を求める理由（災害の情況及びあっせんを求める場合はそ

の理由） 

ｂ 応援を希望する機関名 
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ｃ 応援を希望する人員、物資、資材、機械、器具等の品名及び数量 

ｄ 応援を必要とする場所及び期間 

ｅ 応援を必要とする活動内容 

ｆ その他必要な事項 

（イ） 都と防災機関との応援協力 

○ 災害時において、他機関の円滑な協力が得られるよう、都においては日赤東京

都支部、東京都医師会等と協定を締結し、又は事前協議を整え、協力態勢を確立

している。 

（ウ） 防災機関相互間の応援協力 

ａ 応援協力の実施 

（ａ） 各機関は、他の機関から応援を求められた場合は、自らの応急措置の実施

に支障のない限り、協力又は便宜を供与する。 

（ｂ） 各機関の協力業務の内容は、第２部第１章第７節に定める範囲とし、協力

方法は各計画に定めるところによる。 

（ｃ） 各機関相互の協力が円滑に行われるよう、必要に応じ事前に協議を整える。 

（ｄ） 都総務局は、各機関の間にあって相互協力のあっせんをする。 

ｂ 東京海上保安部と日赤東京都支部との応援協力 

○ 東京海上保安部と日赤東京都支部とは、昭和 41年（1966年）10月、救護班の派

遣、罹災者用救助物資の輸送等災害時の救護活動について協定を締結し、締結し

た協定に基づき活動を実施する。 

ｃ 電力会社相互間における応援協力 

（ａ） 非常災害対策用資機材の広域運営 

 東京電力グループは、非常災害対策用資機材の備蓄を効率的に行うとともに、災

害時の不足資機材の調達を迅速、容易にするため、復旧用資材の規格の統一を電

力会社間で進めるほか、電力広域的運営推進機関の「防災業務計画」に基づき、

他事業者と非常災害対策用資機材の相互融通体制を整えている。 

 

ウ 地方公共団体との広域的な応援協力 

≪都≫ 

○ 災害時において他の地方公共団体の円滑な協力が得られるよう、都においては

他の地方公共団体と協定を締結し、協力体制を確立している。 

（協定編参照） 
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エ 民間団体との応援協力 

≪都・区市町村≫ 

○ 都、区市町村及び関係防災機関は、その所掌事務に関する民間団体に対し災害

時に積極的協力が得られるよう、協力体制の確立に努める。このため、都では都

と他の地方公共団体との広域的な相互応援協力等（総括表）のとおり民間団体と

協定を結び災害時の協力業務及び協力方法を定めている。 

（協定編参照） 

 

オ 公共的団体等との応援協力体制の確立 

≪区市町村≫ 

○ 区市町村は、区域内における公共的団体の防災に関する組織の充実を図るとと

もに、相互の連絡を密にし、その機能を災害時に十分発揮できるよう態勢を整備

する。 

○ 区市町村は、住民の相互助け合いの精神に基づく自発的な防災組織に対しても、

組織の充実及び連帯協力の強化を図る。 

○ これらの団体の協力業務及び協力方法については、区市町村地域防災計画の中

で明確化し、災害時における活動が能率的に処理できるようその内容の周知徹底

を図る。 

○ これら団体の協力業務として考えられるものは、次のとおりである。 

（ア） 異常現象、災害危険箇所等を発見した場合に、区市町村その他関係機関に

連絡すること。 

（イ） 災害に関する予警報その他情報を区域内住民に伝達すること。 

（ウ） 災害時における広報広聴活動に協力すること。 

（エ） 避難誘導及び避難所内被災者の救助業務に協力すること。 

（オ） 被災者に対する炊き出し、救助物資の配分等に協力すること。 

（カ） 被災状況の調査に協力すること。 

（キ） 被災区域内の秩序維持に協力すること。 

（ク） 罹災証明書交付事務に協力すること。 

（ケ） その他の災害応急対策業務に協力すること。 

(注１) 公共的団体とは、地域赤十字奉仕団、医師会、歯科医師会、薬剤師会、農

業協同組合、漁業協同組合、森林組合、商工会議所、青年団、婦人会、母の

会等をいう。 

(注２) 防災組織とは、町会、自治会等を主体に結成された地域の防災活動を担う

組織である防災市民組織、事業所の防災組織等をいう。 

 

カ 各機関の経費負担 

≪都・区市町村≫ 

○ 国から区市町村又は都に派遣を受けた職員に対する給与及び経費の負担方法並

びに他府県又は他市町村から区市町村又は都に派遣を受けた職員に対する給与及

び経費の負担方法は、所定の方法による（災害対策基本法施行令（昭和 37 年政令
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第 288号）第 18条）。 

 

キ 外国人の情報収集等に係る支援 

≪都・区市町村≫ 

（ア） 対策内容と役割分担 

○ 各機関は、在住外国人及び外国人旅行者に対し、必要とする情報の収集及び提

供を円滑に行う。 

機 関 名 対 策 内 容 

都 政 策 企 画 局 ○ 大使館等との連絡調整 

都 総 務 局 
○ 東京都防災ホームページ、東京都防災アプリを介して、多

言語等での災害情報の発信等を行う。 

都 生 活 文 化 局 

○ 外国人災害時情報センターの業務の実施 

 災害時の被災外国人への対応として、外国人災害時情報セン

ターを開設し、（公財）東京都つながり創生財団と連携して、

次の業務を実施 

・ 外国人が必要とする情報の収集・整理・翻訳等 

・ 区市町村等が行う外国人への情報提供に対する支援 

・ 東京都防災（語学）ボランティアシステムを活用し、東京

都防災（語学）ボランティアを派遣 

○（公財）東京都つながり創生財団と連携して、他道府県等の

地域国際化協会などから広域支援の受入れ等を実施 

都 産 業 労 働 局 

○ 外国人旅行者に対する情報提供への協力 

・東京観光情報センター、都が設置・提供するデジタルサイネ

ージ、東京の観光公式サイト「ＧＯ ＴＯＫＹＯ」等を活用

した情報提供 

区 市 町 村 
○ 在住外国人への情報提供 

○ 外国人災害時情報センターとの情報交換 

観 光 関 連 

事 業 者 等 

○ 各施設等を利用数する外国人旅行者の案内、誘導及び情報

提供 
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（イ） 業務手順 

【外国人災害時情報センター】 

 

２  派遣要請 

（１）対策内容と役割分担 

○ 知事は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があ

ると認めた場合、若しくは町村から災害派遣要請の要求があった場合は、自衛隊

に対し災害派遣を要請する。 

○ 事態の推移に応じ、要請しないと決定した場合は、直ちにその旨を連絡する。 
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機 関 名 対 策 内 容 

知 事 

○ 自衛隊への災害派遣要請 

○ 他の災害救助復旧機関との競合重複の調整 

○ 活動拠点及びヘリポート等使用の通報 

○ 災害派遣部隊の撤収要請を行う場合の協議 

○ 派遣地域が複数に及び経費の負担割合の協議結果により

がたい場合、陸上自衛隊第１師団長又は海上自衛隊横須賀

地方総監及び航空自衛隊作戦システム運用隊司令等と協定

を締結 

町 村 

○ 知事に対する自衛隊への災害派遣要請 

○ 知事に連絡がつかない場合における自衛隊への被災状況

の通知 

自 衛 隊 
○ 部隊を派遣した場合は、知事に派遣部隊の指揮官の官

職・氏名その他必要事項を通知 

防 災 機 関 

○ 他の災害救助復旧機関との競合重複の調整 

○ 作業計画及び資器材の準備 

○ 活動拠点及びヘリポート等使用の通報 

○ 知事に連絡がつかない場合における自衛隊への被災状況

の通知 

都 総 務 局 

○ 災害が発生、又は発生するおそれがある場合の自衛隊と

の情報交換 

○ 連絡班の相互派遣 

○ 東京都防災センター内での自衛隊連絡所の設置 

○ 作業計画及び資器材の準備 

 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 災害派遣の範囲 

≪都≫ 

○ 自衛隊の災害派遣には、災害の様相等に対応して、次のような方法がある。 

（ア） 知事の要請による災害派遣 

ａ 災害が発生し、知事が人命又は財産の保護のため必要があると認めて自衛隊に

災害派遣要請をした結果、派遣される場合 

ｂ 災害に際し、被害が正に発生しようとしている場合で、知事が予防のため自衛

隊に災害派遣要請をした結果、派遣される場合 

ｃ 災害が発生し、又は正に発生しようとしている場合で、町村長が応急措置を実

施するため必要があると認めて、知事に対して災害派遣を要請するよう求め、こ

れを受けて知事が自衛隊に災害派遣要請をした結果、派遣される場合 

（イ） 知事が要請するいとまがない場合における災害派遣 

ａ 災害に際し、通信の途絶等により、知事との連絡が不能である場合に、町村長

又は警察署長その他これに準ずる官公署の長から災害に関する通報を受け、直ち

に救援の措置をとる必要があると認められる場合 
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ｂ 災害に際し、通信の途絶等により、知事との連絡が不能である場合に、部隊に

よる収集その他の方法により入手した情報から、直ちに救援の措置をとる必要が

あると認められる場合 

ｃ 災害に際し、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が

情報収集を行う必要があると認められる場合 

ｄ 災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に、当該救援活動が人

命救助に関するものであると認められる場合 

ｅ 災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、知事からの災害派遣要請を待

ついとまがないと認められる場合 

ｆ 庁舎、営舎その他の防衛省の施設又はこれらの近傍に災害が発生し、自衛隊が

部隊等を派遣する場合 

 

イ 災害派遣要請の手続等 

≪都・町村・防災機関≫ 

（ア） 要請者 

知事 

（イ） 要請手続 

ａ 都が行う要請手続 

○ 知事は、次に掲げる事項を明らかにした文書をもって要請する。ただし、緊急

を要する場合にあっては、電話又は口頭をもって要請し、事後速やかに文書を送

達する。 

（ａ） 災害の情況及び派遣を要請する事由 

（ｂ） 派遣を希望する期間 

（ｃ） 派遣を希望する区域及び活動内容 

（ｄ） その他参考となるべき事項 

ｂ 町村長の通報 

○ 町村長は、当該町村の地域に災害が発生し、知事に災害派遣の要請ができない

場合には、直接関係部隊に通報する。この場合、速やかに知事に通知する。 

ｃ 防災機関が行う要請手続 

○ 災害派遣の対象となる事態が発生し、防災機関の長（東京海上保安部長及び東

京空港事務所長を除く。）が自衛隊の災害派遣を依頼しようとするときは、（２）

アに掲げる事項を明らかにし、電話又は口頭をもって都総務局（総合防災部防災

対策課）に依頼する。 

○ 緊急避難又は人命救助の場合で事態が急迫し、知事に要請するいとまがない場

合は、直接関係部隊等に通報するものとし、事後所定の手続を速やかに行う。 

ｄ 自衛隊が災害派遣する場合の知事への通知 

○ 知事の派遣要請又は自衛隊の自主的決定により、部隊を派遣した場合は、速や

かに知事に派遣部隊の指揮官の官職、氏名及びその他必要事項を通知する。 

（ウ） 自衛隊との連絡 

ａ 情報の交換 



第２部 

第３章  災害応急・復旧対策計画 

第４節  応援協力・派遣要請  

- 122 - 

○ 都総務局及び自衛隊は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、各

種情報を迅速、的確に把握し、相互に絶えず情報の交換をする。 

ｂ 連絡班の相互派遣 

○ 都総務局は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、陸上自衛隊第

１師団司令部、海上自衛隊横須賀地方総監部及び航空自衛隊作戦システム運用隊

本部に対し、都本部への連絡班（員）の派遣を要請する。 

○ 都は自衛隊の要求により、自衛隊の主要な活動地区へ都の連絡班（員）を派遣

し、派遣要請等の接受及び資器材等の迅速な措置がなされるようにする。 

ｃ 連絡所の設置 

○ 都総務局は、自衛隊災害派遣業務を調整し、又は迅速化を図るため、東京都防

災センター内に自衛隊連絡所を設置する。 

（エ） 災害派遣部隊の受入体制 

ａ 他の災害救助復旧機関との競合重複の調整 

○ 知事及び各防災機関の長は、自衛隊の活動が他機関と競合重複しないよう重点

的・的確・効率的な作業分担となるよう調整する。 

ｂ 作業計画及び資器材の準備 

○ 各防災機関の長は、いかなる状況において、どのような分野（救助、救急、応

急医療、緊急輸送等）について、派遣要請を行うのか、平常時より計画しておく

とともに、必要な資器材を準備し、又は施設の使用に際して管理者の了解を得る。 

○ 救助・救急部隊が使用する重機類等に不足が生じる場合は、都総務局は建設業

者等の協力を得て、確保に努める。 

ｃ 活動拠点及びヘリポート等使用の通報 

○ 知事及び各防災機関の長は、派遣された部隊が効率的かつ円滑に活動ができる

よう、自衛隊の活動拠点、ヘリポート、宿舎等の必要な施設について、地元町村

及び関係機関と協議の上、使用調整を実施し、部隊に通報する。 

（オ） 災害派遣部隊の撤収要請を行う場合の協議 

○ 知事は災害派遣部隊の撤収要請を行う場合は、民心の安定及び民生の復興に支

障がないよう各機関の長及び派遣部隊の長と協議を行う。 

（カ） 経費の負担 

○ 自衛隊の救援活動に要した次に列挙する経費は、原則として派遣を受けた機関

が負担するものとし、２以上の地域にわたって活動した場合の負担割合は、関係

機関が協議して定める。これによりがたい場合には、知事は、陸上自衛隊第１師

団長又は海上自衛隊横須賀地方総監及び航空自衛隊作戦システム運用隊司令等と

協定を締結する。 

ａ 派遣部隊が救援活動を実施するため必要な資器材（自衛隊装備品を除く。）等の

購入費、借上料及び修繕費 

ｂ 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物、岸壁等の使用及び借上料 

ｃ 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱水費、電話料等 

ｄ 天幕等の管理換に伴う修理費 

ｅ 島しょ部に係る民間航空機及び船舶を使用した場合の輸送料等 
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ｆ その他救援活動の実施に要する経費で、負担区分に疑義ある場合は、自衛隊と

派遣を受けた機関が協議する。 

 

ウ 災害派遣部隊の活動内容 

≪自衛隊≫ 

区 分 活 動 内 容 

被害状況の 

把握 

○ 車両、航空機等の手段によって情報収集活動を行い、被害の

状況を把握する。 

避難の援助 

○ 避難命令等が発令され、避難、立ち退き等が行われる場合で

必要があるときは、避難者の誘導、輸送等を行い、避難を援助

する。 

避難者等の 

捜索援助 

○ 行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常他の救援活動

に優先して捜索活動を行う。 

水防活動 
○ 堤防、護岸等の決壊に対しては、土のうの作成、運搬、積み

込み等の水防活動を行う。 

消防活動 

○ 火災に対しては、利用可能な消防車その他の防火用具（空中

消火が必要な場合は航空機）をもって、消防機関に協力して消

火に当たる（消火薬剤等は、通常関係機関の提供するものを使

用）。 

道路又は 

水路の障害物

除去 

○ 道路若しくは水路が損壊し、又は障害がある場合は、それら

の障害物除去に当たる。 

応急医療、 

救護及び防疫 

○ 被災者に対し、応急医療、救護及び防疫を行う（薬剤等は通

常関係機関の提供するものを使用）。 

人員及び物資

の緊急輸送 

○ 緊急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の

緊急輸送を実施する。この場合において航空機による輸送は、

特に緊急を要すると認められるものについて行う。 

被災者生活 

支援 

○ 被災者に対し、炊飯、給水、入浴、宿泊等の支援を実施す

る。 

救援物資の 

無償貸付 

又は譲与 

○ 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令

（昭和 33 年総理府令第１号）に基づき、被災者に対し、救援物

資を無償貸付又は譲与する。 

危険物の保安 

及び除去 

○ 能力上可能なものについて火薬類、爆発物、有毒ガス等危険

物の保安措置及び除去を実施する。 

その他臨機の

措置等 

○ その他、自衛隊の能力で対処可能なものについては、臨機に

所要の措置をとる。 

○ 災害対策基本法第 63 条第３項、第 64 条第８項から第 10 項ま

で及び第 65 条第３項に基づき、町村長、警察官又は海上保安官

がその場にいない場合に限り、自衛隊は町村長に代わって警戒

区域の設定等の必要な措置をとる。 
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エ 災害基礎資料の調査及び収集担任（陸上自衛隊第１師団） 

≪自衛隊≫ 

都 担 当 地区担任部隊 担 当 地 域 

第１師団長

（ 練 馬 ） 
島しょ部 師団直轄 

大島町、利島村、新島村、神津島村、三

宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村及び

小笠原村 

 

第５節  警備・交通規制 

○ 火山災害発生時には、様々な社会的混乱、交通の混乱等の発生が予測される。

このため、住民の生命、身体及び財産の保護を図るため、速やかに各種の犯罪の

予防、取締り、交通秩序の維持その他公共の安全と秩序を維持し、治安の維持に

万全を期することが必要である。 

○ 本節では、これら警備、交通規制等についての施策を定める。 

 

１  警備 

（１）対策内容と役割分担 

○ 本節においては、警備態勢及び警備活動について定める。 

○ 警視庁は各級警備本部を設置し、警備体制の確立、交通規制などを行う。 

○ 第三管区海上保安本部は、巡視船艇及び航空機を配備し、警戒区域周辺に関す

る情報提供、警戒を行う。 

機 関 名 対 策 内 容 

警 視 庁 

○ 警備態勢の確立 

○ 警備活動（被災者の救助及び被害の拡大防止） 

○ 警戒区域の設定（町村長が現場にいない場合など） 

○ 災害応急活動に関する町村に対する協力 

○ 装備資機材の調達及び備蓄 

第 三 管 区 

海上保安本部 

○ 対策本部の設置 

○ 巡視船艇及び航空機の配備 

○ 警備活動（海上における船舶交通の安全確保及び治安維

持） 
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（２）詳細な取組内容 

≪警視庁・第三管区海上保安本部≫ 

ア 警備態勢 

機 関 名 内    容 

警 視 庁 

○ 大規模な災害が発生した場合は、関係機関と緊密な連携を保持

しながら、総合的な災害対策活動を推進するとともに、早期に警

備態勢を確立して、情報の収集、避難誘導、救出救助等の活動を

行うほか、関係機関の活動に協力する。 

○ なお、災害が発生した場合は、災害の規模等に応じて、各級警

備本部を設置して警備に当たる。 

第 三 管 区 

海上保安本部 

○ 第三管区海上保安本部に設置した対策本部、関係海上保安部に

設置した現地対策本部の指揮の下、火山災害発生場所付近の海域

に巡視船艇及び航空機を配備し、海上における犯罪の予防及び鎮

圧、海上における人命及び財産の保護等の業務を統一的かつ強力

に推進する。 

 

イ 警備活動 

機 関 名 内    容 

警 視 庁 

○ 災害の発生に際しては、的確な状況把握と適正な判断により、

速やかに初動態勢を確立し、関係機関との緊密な連携の下、被災

者の救助及び被害の拡大防止に当たる。 

○ 警察活動は、おおむね次のとおりとする。 

１ 被害実態の把握及び各種情報の収集 

２ 交通規制 

３ 被災者の救出救助 

４ 被災者の避難誘導 

５ 行方不明者の捜索及び調査 

６ 遺体の調査等及び検視 

７ 公共の安全及び秩序の維持 

第 三 管 区 

海上保安本部 

○ 海上における船舶交通の安全確保及び治安を維持するため、次

に掲げる措置を講ずる。 

１ 水路通報、航行警報等船舶交通の安全に必要な情報提供を実施

し、必要に応じて船舶交通の整理及び指導を行う。 

２ 災害対策基本法に基づく計画区域が設定された場合には、区域

外への退去及び入域の制限又は禁止の指示を行う。 

３ 必要に応じて周辺海域において船舶への立入検査を実施する

等、犯罪の予防及び取締りを行う。 

４ 警戒区域及び重要施設周辺海域の警戒を行う。 
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ウ その他 

機 関 名 内    容 

警 視 庁 

１ 警戒区域の設定 

○ 災害現場において、町村長若しくはその職権を行う町村の職員

が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があって防災上必

要と認めるときは、警戒区域を設定するとともに、直ちにその旨

を町村長に通知する。 

２ 町村に対する協力 

○ 町村長から災害応急措置の必要により警察官の出動を求められ

た場合は、避難誘導、人命救助等の警備活動に支障のない限り警

備部隊を応援出動させる。 

○ なお、要請がない場合においても、事態が急を要するときは積

極的に災害応急活動を実施する。 

○ 町村の緊急通行車両については、優先通行等の便宜を供与し、

災害対策活動が迅速に行えるよう努める。 

○ 被災者等に対する救助業務については、災害の初期において可

能な限りこれに協力することとし、状況に応じて逐次警察本来の

活動に移行する。 

３ 装備資機材の調達及び備蓄 

○ 警視庁本部や各警察署、機動隊に装備資機材を保有しておく。 

（資料編資料第 19 ヘリコプターの機種及び性能基準 P363） 

○ 災害発生時に不足する装備資機材については、別途、他県警察

本部の応援及び民間業者からの借り上げにより調達する。 

第 三 管 区 

海上保安本部 

○ 装備の保有 

 警備救難活動に必要な船艇等を保有している。 

（資料編資料第 20 東京都関係部署所属舟艇一覧表 P364） 

 

２  交通規制 

（１）対策内容と役割分担 

○ 火山災害時における道路交通の確保は、救援活動及び救護活動のため、極めて

重要である。 

○ 本項においては、警視庁が実施する交通規制について定める。 

○ 警視庁は、交通情報の収集に努め、速やかに道路障害の実態を把握し、知事に

通報する。 

○ 都公安委員会は、災害応急対策のため必要があると認めるときは、緊急交通路

を指定し、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止・規制する。 

○ 災害対策基本法に基づく交通規制が実施された場合、一般車両の通行が禁止又

は制限され、災害対策基本法施行令に定める緊急通行車両（以下「緊急通行車両

等」という。）を優先して通行させる。 

○ 緊急通行車両等として認められるか否かの確認は、警察等が行う。 
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機 関 名 対 策 内 容 

警 視 庁 

○ 交通情報の収集と交通統制 

○ 交通規制 

○ 車両検問 

○ 緊急通行車両の確認 

都 財 務 局 ○ （下記４機関を除く）都関係車両等の確認 

交 通 局 ○ 緊急通行車両（所管関係車両）等の確認 

水 道 局 ○ 緊急通行車両（所管関係車両）等の確認 

下 水 道 局 ○ 緊急通行車両（所管関係車両）等の確認 

東 京 消 防 庁 ○ 緊急通行車両（所管関係車両）等の確認 

 

（２）詳細な取組内容 

≪警視庁≫ 

ア 交通情報の収集と交通統制 

○ 交通情報の収集に努めるとともに、道路障害の実態把握を速やかに行い、その

状況を知事（都本部長）に通報する。 

 

イ 交通規制 

○ 被災地を管轄する警察署長は、道路交通法（昭和 35 年法律第 105 号）第５条第

１項に基づき、被災地及びその周辺道路における危険防止、交通の安全及び交通

の円滑を図るため、通行禁止、一方通行等の交通規制を実施する。 

○ 都公安委員会は、必要により災害対策基本法第 76 条第１項に基づき、災害応急

対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、道路の区間を指定して緊急通行

車両以外の車両の通行を禁止する。 

 

ウ 車両検問 

○ 住民の緊急避難及び応急物資、応急復旧工作資材等の緊急通行を確保するため、

他の一般車両の通行を禁止又は制限して、災害の拡大防止及び迅速な復旧の実効

を図る。 

 

エ 緊急通行車両の確認 

○ 災害対策基本法第 76 条第１項に基づく交通規制が実施された場合、一般車両の

通行が禁止され、又は制限され、災害対策基本法施行令第 32 条の 2 に定める緊急

通行車両（以下「緊急通行車両等」という。）を優先して通行させる。 

○ 緊急通行車両等の確認は、警察署長、交通機動隊長等が警視庁本部、警察署、

交通機動隊及び高速道路交通警察隊の隊本部並びに車両検問場所で行う。都にお

いては、緊急通行車両等の確認事務処理要領、緊急通行車両等の確認事務及び交

通規制対象除外車両の認定に係る事務の処理要領のとおり行う。 
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（ア） 緊急通行車両等の種類 

ａ 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告又は指示に使用されるもの 

ｂ 消防、水防その他応急措置に使用されるもの 

ｃ 被災者の救難、救助その他の保護に使用されるもの 

ｄ 災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に使用されるもの 

ｅ 施設及び設備の応急の復旧に使用されるもの 

ｆ 廃棄物の処理及び清掃、防疫その他生活環境の保全及び公衆衛生に使用される

もの 

ｇ 犯罪の予防、交通の規制その他災害地における社会秩序の維持に使用されるも

の 

ｈ 緊急輸送の確保に使用されるもの 

ｉ その他災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に使用されるもの 

（イ） 確認機関 

ａ 都 

（ａ） 都財務局 

都所有の車両、雇上車両及び業務の委託並びに協定等に伴い必要となる車両

（以下「関係車両」という。）のうち（ｂ）に規定するもの以外の確認は、都財

務局長が行う。 

（ｂ） 交通局、水道局、下水道局及び東京消防庁 

所管関係車両の確認を行う。 

ｂ 都公安委員会（警視庁） 

ａを除いた車両について、確認を行う。 

（ウ） 確認手続等 

ａ 緊急通行車両の確認 

災害時に緊急通行車両として使用される計画がある車両については、災害が発

生し、又は正に発生しようとしている時より前においても緊急通行車両の確認を

行うことができる。 

申請者は緊急通行車両確認申出書（以下「申出書」という。）と疎明資料（契

約書、協定書、伝票等）を作成し、確認機関に提出する。確認機関による審査の

結果、緊急通行車両等に該当すると認められるものについては、「標章」及び

「緊急通行車両確認証明書」（以下「標章等」という。）を申請者に交付する。 

ｂ 届出済証の交付を受けている車両の確認手続 

緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている車両については、届出済証の

提出により申出書を作成させるが審査は省略し、標章等を交付する。 

（エ） 規制除外車両 

○ 緊急通行車両のほか、民間事業者等による社会経済活動のうち大規模災害発生

時に優先すべきものに使用される車両であって、都公安委員会が決定するものに

ついては、通行禁止の対象から除外する。 
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第６節  避難 

○ 火山災害時には、噴石、火山礫の落下、溶岩の流出等により、広範囲にわたり、

住民の生命に危険を及ぼす事態が発生することが予想される。 

○ したがって、迅速かつ的確な避難対策を講じ、住民等の生命及び身体の安全を

確保する必要がある。 

○ 本節においては、避難の指示、避難誘導、避難所の指定・開設・管理運営及び

他地区への移送について、必要な事項を定める。 

 

１  基本方針 

（１）火山活動の状況に応じた避難 

避難は、気象庁が発表する「噴火警戒レベル」に基づき、「噴火ケース」に応じ

て行う。ただし、次のことに留意する。 

○ 火山活動は、始まってからの推移を予測するのが難しく、噴火の規模や場所、

噴火に伴い発生する現象が多様であり、更に、これらが変化することがあるため、

火山活動の推移に伴う避難行動への影響を考慮する必要がある。 

○ 火山活動の状況によっては、事前に噴火警戒レベルが引き上げられないまま突

発的に噴火が発生する場合があることや、必ずしも噴火警戒レベルが段階を追っ

て引き上げられるとは限らないことに注意が必要である。 

○ 突発的に噴火が発生した場合は、噴石等から身を守るため、退避壕・退避舎や

堅牢な建物などの少しでも安全な場所への避難が必要である。 

 

（２）避難対象者に応じた避難 

避難は、住民を「一般住民」と「避難行動要支援者（社会福祉施設入所者及び

入院患者を含む。）」に区分し、「来島者」を加えた３つの区分に応じて行う。 

なお、区分ごとの配慮や避難支援、避難時期の方針は、次のとおりとする。 

○ 一般住民のうち要配慮者については、避難対応や避難生活などにおいて十分配

慮する。 

○ 避難行動要支援者については、町、支庁（出張所）、警察署（駐在所）、消防団

などの避難支援等関係者が連携して避難支援を行うとともに、避難に時間を要す

ることから一般住民よりも早い段階で避難準備または避難を行う。 

○ 来島者については、一般住民よりも早い段階で避難を呼びかける。 

≪参考≫ 

・要配慮者 

高齢者、障害者、難病患者、妊産婦、乳幼児、外国人等、避難行動や避難生

活などにおいて特に配慮を必要とする者 

・避難行動要支援者 

要配慮者のうち、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を必要とする

者 
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（３）島内避難と島外避難 

避難対象者の区分ごとの「島内避難」と「島外避難」の方針は、次のとおりと

する。 

○ 一般住民については、避難対象地域が一部の居住地域である場合は「島内避難」、

避難対象地域が全ての居住地域に及ぶ場合、または、島内避難生活が困難な場合

等は「島外避難」とする（青ヶ島においては、一般住民については、避難対象地

域が一部でも居住地域に及ぶ場合等は「島外避難」とする。）。 

○ 避難行動要支援者については、火山活動の状況等から必要な場合は「島外避難」

とする。 

○ 来島者については、原則「島外避難」とする。 

 

２  火山活動が活性化した場合の対応 

（１）防災関係機関の活動体制 

○ 町村、支庁、警察署、消防本部、消防団、都等は、火山避難計画に基づき、噴

火警戒レベルに対応して、活動態勢をとる。 

 

（２）共同検討体制 

ア 平常時 

○ 町村、支庁、警察署等は、火山活動が活性化した場合の対応について協議体を

開催し、連携のとれた対応が図れるよう努める。 

イ 火山活動が活性化した場合 

町村は、アの協議体において、避難対応に係る協議等を行う。 

また、協議の内容等について、防災関係機関合同対策会議や火山防災協議会等

を活用し、防災関係機関等と調整や情報共有等を行う。 

ウ 合同会議 

町村は、避難対応に係る協議等を行う体制としてよりも大きな体制が必要と

判断した場合、支庁（都が島内に現地災害対策本部等を設置している場合は都）

と協議の上、合同会議を開催する。合同会議の構成機関や運営体制等は、火山

活動の状況や検討すべき避難対応の内容等を踏まえ、支庁（都が島内に現地災

害対策本部等を設置している場合は都）と協議の上、決定する。 

エ 火山専門家による助言 

都及び町村は、専門的知見に基づく火山活動の評価や推移の予測等の助言を

求める場合は、火山防災協議会委員である火山専門家に助言を求める。 

 

（３）国の現地対策本部等との連携 

都及び町村は、国が緊急（非常）災害現地対策本部、火山災害現地警戒本部、

火山災害現地連絡調整室を設置する場合、連携を密にし、協力して避難対応等を

行う。 
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３  避難態勢 

（１）対策内容と役割分担 

○ 火山の噴火時には、噴石、火山礫の落下、溶岩の流出等から住民等の生命及び

身体の安全を確保するため、立入規制等、避難の指示が必要である。 

○ 本項においては、立入規制等、避難の指示、避難誘導について、必要な事項を

定める。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

町 村 

○ 避難対象地域の登山者、地域住民等に対する「高齢者等

避難」又は「避難指示」の発令 

○ 避難のための立ち退き先や屋内での退避等の安全確保措

置の指示の発令及び都総務局への報告 

○ 警戒区域の設定及び都総務局等関係機関への報告 

○ 警戒区域への立入りを制限若しくは禁止及び退去の指示 

○ 船客待合所、空港等に表示板の設置及びチラシの掲示や

防災行政無線、ホームページ等の活用による、住民及び来

島者への周知 

○ 避難経路の指定 

○ 住民の避難所への誘導 

○ 避難経路途中の危険箇所における標示の設置及び誘導員

の配置 

○ 避難所への職員派遣の実施を通した避難所開設の円滑化 

○ 島外避難の際の集合位置、移動手段、携行品の制約等に

関する情報提供 

都 
○ 水防法又は地すべり等防止法に基づく避難の指示 

○ 当該町村長の代替業務としての立ち退きの指示 

警 視 庁 

○ 場合により居住者等に避難の指示及び町村長への通知 

○ 避難所等への避難誘導 

○ 避難経路の事前調査及び検討 

○ 誘導員の配置 

○ 照明資材の活用による避難誘導の適正化 

○ 避難の指示に従わないものの説得 

都 教 育 庁 
○ 都立学校の児童及び生徒の避難誘導 

○ 都立学校が避難所となった場合の災害対策への協力 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 立入規制等、避難の指示 

≪町村≫ 

○ 火山の噴火時には、噴石、火山礫の飛散、溶岩の流出、降灰による泥流、火山

ガスの放出等のおそれがあるため、迅速な避難の指示が必要となる。 

○ このため、立入規制等、避難の指示について必要な事項を定める。 
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（ア）警戒区域の設定 

ａ 町村長は、気象庁発表の噴火警報を入手し、火山現象により災害が発生し、又

は正に発生しようとしている場合において、住民及び来島者の生命又は身体に対

する危険を防止するため、噴火警戒レベル導入火山においては噴火警戒レベルに

対応した区域を基本として、特に必要があると認めるときは、気象庁（東京管区

気象台、火山防災連絡事務所等）又は火山専門家の助言を受け、支庁長、警察署

長等と協議の上、災害対策基本法第 63 条に基づき、警戒区域を設定し、立入規制、

登山規制、高齢者等避難又は避難指示等を行う。 

ｂ 町村長は、前項の措置をとった場合、直ちに支庁長を経由の上、都総務局（総

合防災部防災対策課）に報告するとともに、関係防災機関に通知する。 

ｃ 町村長は、気象庁発表の噴火警報、火山ガス予報等により、火口周辺への立入

りに注意が必要なときは、火口周辺、登山道等での注意看板の掲示、放送等によ

り、登山者及び付近住民に注意を喚起する。 

また、警戒区域を設定した場合、災害応急対策に従事する者以外の者に対して

当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ず

る。さらに、支庁と連携し、船客待合所、空港等に表示板を設置する。 

また、防災行政無線、エリアメール、ホームページ等のほか、関係機関を通じ

た船客待合所、空港、宿泊施設等でのチラシの掲示により、住民及び来島者に広

く周知を図る。 

（イ）避難の指示 

機 関 名 内    容 

町 村 

○ 町村長は、気象庁発表の噴火警報を入手し、火山現象により災

害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、住民等及

び来島者の生命、身体を災害から保護するとともに、その他の災

害の拡大を防止するため、特に必要があると認めるときは、火山

専門家の助言を受け、支庁長、警察署長及び消防本部消防長等と

協議の上、避難対象地域の住民等に対して、「高齢者等避難」又

は「避難指示」を発令し、速やかに、都総務局（総合防災部防災

対策課）に報告する。 

なお、「避難指示」を発令する場合において、必要があると認

めるときは、避難のための立ち退き先を定めて発令する。 

また、避難のための立ち退きを行うことによりかえって生命又

は身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照らし緊急を要

すると認める場合は、緊急安全確保措置の指示を発令する。この

場合、町村長は、速やかに、都総務局（総合防災部防災対策課）

に報告する。 

都 

○ 知事は、水防法（昭和 24 年法律第 193 号）又は地すべり等防

止法（昭和 33年法律第 30号）に基づく避難の指示を行うほか、

災害の発生により町村がその全部又は大部分の事務を行うことが

できなくなったときは、避難のための立ち退きの指示に関する措

置の全部又は一部を当該町村長に代わって実施する。 
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機 関 名 内    容 

警 視 庁 

○ 危険が切迫した場合において、町村長が避難の指示をすること

ができないと認めるとき、又は町村長から要求のあったときは、

警察官が居住者等に避難の指示を行う。この場合、警察官は、直

ちに町村長に通知する。 

 

（ウ） 発令基準 

ａ 「高齢者等避難」の発令基準 

○ 「高齢者等避難」は、噴火警戒レベル４が発表されるなど、居住地域に重大な

被害を及ぼす噴火の可能性がある場合又は住民等の安全確保のため必要と判断し

た場合に発令する。 

○ なお、噴火警戒レベル３が発表されるなど、居住地域近くまで重大な影響を及

ぼす噴火が発生又は発生する可能性がある場合には、「高齢者等避難」の発令の有

無にかかわらず、「高齢者等避難」を伝達する。 

ｂ「避難指示」の発令基準 

○ 「避難指示」は、噴火警戒レベル５が発表されるなど、居住地域に重大な被害

を及ぼす噴火が発生あるいは切迫している場合又は住民等の安全確保のため必要

と判断した場合に発令する。 

○ 島外避難は、「島内全域における生命・身体への危険」及び「島内避難が困難・

島外避難への影響」の観点から総合的に判断する。 

 

（エ） 避難情報の伝達基準 

 避難情報の伝達内容は、次のとおりとする。 

  ・避難の理由、可能性のある現象 

  ・避難対象地域 

  ・立入規制範囲 

  ・避難の切迫性 

  ・避難先 

  ・避難方法 

  ・携行品・服装の留意点 

  ・電気・ガス・水道の遮断、戸締り 

  ・動物の同行避難についての留意事項 

  ・近隣の住民等への避難等の呼びかけ 

 

（オ） 火山専門家等からの意見聴取 

○ 避難指示等の火山活動への対応をより一層適切に行うため、気象庁のほか、火

山専門家等からの意見を聴取する。 

ａ 都防災専門員及び都防災顧問 

○ 都防災専門員及び都防災顧問から助言を受ける。 

ｂ 東京大学地震研究所 
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○ 都が伊豆諸島に設置している火山観測機器から得られるデータの解析を委託し

ている東京大学地震研究所から意見を聴取する。 

ｃ 火山防災協議会（伊豆大島、新島、神津島、三宅島、八丈島及び青ヶ島） 

○ 火山防災協議会委員である火山専門家から意見を聴取する。 

（カ） 火山活動の急変や複合災害等が発生した場合の対応 

○ 火山活動が急変した場合や、噴火レベルが引き上げられないまま噴火が発生し

た場合等で、居住地域に重大な被害を及ぼす噴火の可能性がある、または噴火が

発生したと気象庁等が発表した場合、火山専門家の意見を踏まえ、通常の避難指

示の発令基準によらず、早い段階で避難指示を行う。また、火山の状況に関する

解説情報（臨時）が発表された場合においても、円滑な避難の実施等のため、火

山専門家等の意見を踏まえた早期の避難指示について検討する。具体的な対応手

順や役割分担等については、火山防災協議会において検討し、火山避難計画に反

映する。 

○ また、台風の接近が予想され、船舶での島外避難が困難になる場合や、地震や

津波等などの発生原因が異なる自然災害と偶然重なった場合、噴火による降灰後

の降雨による土石流の危険性が高まった場合等の複合災害が見込まれる場合に、

火山専門家等の意見も踏まえ、より早い段階での避難指示を行う。具体的な対応

手順や役割分担等については、火山防災協議会において検討し、火山避難計画に

反映する。 

 

イ 避難誘導 

機 関 名 内    容 

町 村 

○ 避難の指示をした場合は、住民等が速やかかつ安全に避難でき

るように、原則として噴石、降灰、土石流、火砕流、溶岩流、火

山ガス等の火山現象の危険性等を考慮して、できる限り影響を受

ける部分を通過しない道路を避難経路として指定し、地元警察

署、消防本部等の協力を得て、なるべく地域又は町会・自治会単

位に、避難所に誘導する。 

○ 避難経路については、事前に検討し、危険箇所には標示等をす

るほか、要所に誘導員を配置するなど、事故防止に努める。 

○ 避難所に職員を派遣するか又は避難所の管理責任者と連絡を密

にし、避難所開設を円滑に行えるようにする。 

○ 町村職員、警察官、消防団員は避難誘導を行うとともに、残留

者の確認を行う。 

○ 島外への避難を行う場合は、集合位置、移動手段、携行品の制

約等について具体的な情報提供を行う。 

（資料編資料第 21 避難の勧告及び指示者一覧表 P366） 
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機 関 名 内    容 

都 教 育 庁 

○ 町村から避難指示が出された場合、都立学校の校長は、地域の

防災機関と連絡を取り、計画に従い避難誘導を行い、生徒の安全

を図る。 

○ 都立学校の校長は、学校が避難所となった場合、災害対策に協

力する。 

警 視 庁 

○ 避難の指示が出された場合には、町村に協力し、指定された避

難所等へ避難誘導する。 

○ 避難経路については、事前に調査検討してその安全を確認して

おく。 

○ 避難路等の要点に誘導員を配置するなどして避難誘導に当た

る。 

○ また、夜間の場合は、照明資材を活用して誘導の適正を期す

る。 

○ 避難の指示に従わないものについては、極力説得して避難する

よう指導する。 

 

４  避難所の指定、開設及び管理運営 

（１）対策内容と役割分担 

○ 高齢者等避難の発令や避難指示を行った際には、避難者等を安全な場所に収容

し、保護する必要がある。 

○ 本項においては、避難所の指定、開設及び管理運営について必要な事項を定め

る。 

○ 日赤各地区からの申請により、避難住民に対して災害救援物資を配分  

○ 避難住民に対するこころのケアを実施 
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機 関 名 対 策 内 容 

町 村 

○ 指定された避難所及び福祉避難所についての住民への周知 

○ 指定した避難所の所在地等基本情報の関係機関への連絡及

び東京都災害情報システム（DIS）への登録 

○ 避難所に指定した建物の耐震診断等の実施又は消防用設備

等の点検 

○ 避難所に指定した建物での食料の備蓄、必要な資器材、台

帳等の整備等避難所機能の強化 

○ 避難所に指定した建物の建物、備蓄物資等のチェック及び

職員等の訓練 

○ 自宅又は避難所等で生活している要配慮者に対する福祉避

難所の指定 

○ 指定した福祉避難所の所在地等情報の都福祉局への報告及

び東京都災害情報システム（DIS）への登録 

○ 民間施設等と協定を結ぶなど、避難所の確保の推進 

○ 「避難所管理運営マニュアル」の作成及び周知 

○ 避難所及び福祉避難所を開設についての連絡・報告及び東

京都災害情報システム（DIS）への入力 

○ 避難所の管理責任者の任命 

○ 避難者への情報提供を目的とした広報ツールの整備 

○ 避難所の運営における女性の参画の推進及びプライバシー

の確保 

○ 避難所における衛生管理対策 

○ 被災者に対する炊き出しその他食品、生活必需品等の給与

の実施及びそれに関する応援要請 

○ 避難者に対する健康相談の実施 

○ 避難所におけるトイレ環境の確保 

○ 都、関係団体等と協力した動物救護体制の整備 

○ 福祉避難所の運営支援及び避難所から福祉避難所への移送

手段の確保 

○ 消毒の確認、消毒薬の配布及び消毒方法についての住民へ

の指導 

○ 公衆浴場の営業状況、仮設浴場及びシャワー施設の設置状

況の把握及び公衆浴場の確保 

○ 避難者リストの作成及び共有 

支 庁 

○ 避難所の選定における管内町村への指導 

○ 避難住民の健康管理、避難所の食品衛生及び環境衛生等の

監視点検（島しょ保健所） 

○ 避難所の開設運営の応援 

都 総 務 局 

○ 住民への避難所等についての周知 

○ 避難所の所在地の把握 

○ 町村が「東京都避難所運営指針」に沿ってマニュアル等を

作成するよう促進 
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機 関 名 対 策 内 容 

都 福 祉 局 

○ 福祉避難所の所在地等の把握 

○ 避難所及び福祉避難所の開設状況の把握 

○ 避難所の過密状況、衛生状態等に関する情報収集及び提           

供 

○ 福祉避難所への指定について条件整備 

○ 生活必需品等の配分について町村から要請があった場合に

対応 

都保健医療局 

○ 町村の避難住民に対する健康相談支援 

○ 飲料水の安全等環境衛生の確保 

○ 食品の安全確保 

○ 環境衛生指導班の編成 

○ 消毒用器材の備蓄及び消毒薬の配布、室内環境調査用の測

定器の配備 

○ 避難住民に対する食品の衛生的な取扱いについての指導 

○ 町村の衛生管理対策支援 

都 教 育 庁 

○ 都立学校への小規模応急給水槽、ろ水器及び救急箱の設置 

○ 都立学校の校長は、都立学校の教職員の役割分担及び初動

体制等の計画を策定 

○ 都立学校における避難所開設の応援依頼への協力 

○ 都立学校における避難所の管理運営への協力及び援助 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 避難所の指定、開設及び管理運営 

≪町村・都≫ 

（ア） 避難所の指定 

○ 各機関の対応は、次のとおりである。 

機 関 名 内    容 

町 村 

１ 各町村の地域防災計画において、あらかじめ避難所及び福祉避

難所を指定し、住民に周知する。 

２ 指定した避難所の所在地等については、警察署等関係機関に連

絡するとともに、都総務局に報告する。また、併せて東京都災害

情報システム（DIS）への入力により、情報の登録、更新等を行

う。 

３ 避難所の指定基準は、おおむね次のとおりとする。 

（１） 避難所は、原則として町会、自治会又は学区を単位として

指定する。 

（２） 避難所は、耐震・耐火・鉄筋構造を備えた公共建物等（学

校、公民館等）を利用する。 

（３） 避難所に受け入れる被災者数は、おおむね居室一人当たり

3.5 ㎡とする。 

４ 避難所に指定した建物については、早期に耐震診断等を実施
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機 関 名 内    容 

し、又は消防用設備等の点検を確実に行う等、安全性の確認及び

確保を行うとともに、性別を含めた避難者のプライバシーの確保

及び生活環境を良好に保つよう努める。 

５ 避難所に指定した建物については、食料の備蓄、電源等の必要

な資器材、台帳等を整備するなど、避難所機能の強化を図る。 

６ 避難所に指定した建物については、平常時より、町村職員等の

中から担当者を割り当て、建物、備蓄物資等のチェックを行うと

ともに、災害時には管理責任者として適切かつ迅速に行動できる

ように訓練を行う。 

７ 自宅又は避難所等で生活している要配慮者に対し、状況に応

じ、医療、介護等の必要なサービス、および人工呼吸器等の在宅

医療の継続に必要な電源等を提供するため、社会福祉施設等を福

祉避難所として指定する。 

８ 福祉避難所は、耐震・耐火・鉄筋構造に加えて設備的にも運用

面でも様々な障害特性に対応できる設備や人員を備えた建物を指

定する。 

９ 指定した福祉避難所の所在地等については、様式に基づき都福

祉局に報告する。 

また、併せて東京都災害情報システム（DIS）への入力によ

り、情報の登録、更新等を行う。 

10 避難所が不足する場合等に備え、民間施設等と協定を結ぶな

ど、避難所の確保に努める。 

11 避難所の管理運営が混乱なく円滑に行われるよう、事前に「避

難所管理運営マニュアル」を作成し、関係機関へ周知する。 

支 庁 

○ 避難所の選定について、管内町村を指導する。 

○ なお、島しょ保健所は、避難住民の健康管理、避難所の食品衛

生及び環境衛生等の監視点検を行い、必要に応じて助言を行う。 

都 総 務 局 

○ 避難所等を住民等に周知する。 

○ 東京都災害情報システム（DIS）又は町村からの報告に基づ

き、避難所の所在地等を把握する。 

○ 目指すべき避難所のあり方や都と町村が取り組むべき内容を示

した「東京都避難所運営指針」を令和７年３月に策定している。

今後は、町村がそれぞれの地域の実情に応じたマニュアル等を作

成するよう働きかけていく。 

都 福 祉 局 
○ 東京都災害情報システム（DIS）又は町村からの報告に基づ

き、福祉避難所の所在地等を把握する。 

都 教 育 庁 

○ 都立学校に小規模応急給水槽、ろ水器及び救急箱を設置し、避

難所機能を強化する。 

○ 避難所に指定されている都立学校の校長は、町村職員との役割

分担について協議し、教職員の役割分担、初動体制等の計画を策

定するものとする。 
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（イ） 避難所の開設及び管理運営 

○ 各機関の対応は次のとおりである。 

機 関 名 内    容 

町 村 

○ 避難所及び福祉避難所を開設したときは、速やかに警察署等関

係機関に連絡するとともに、開設の日時、場所、避難者数、開設

予定期間等について都福祉局に報告する。 

○ なお、東京都災害情報システム（DIS）への入力も行う。 

○ 避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とし、状況に  

より期間を延長する必要がある場合には、知事の事前承認（内閣

総理大臣の承認を含む。）を受ける。 

○ 避難所を開設した場合は、管理責任者を置く。管理責任者は、

避難者数、被害状況、要配慮者の状況、必要物資等を速やかに把

握し、関係機関との連絡に努める。 

○ 可能な限り町会又は自治会単位に避難者の集団を編成し、防災

市民組織等と連携して班を編成の上、受入れる。 

○ 避難所に避難した避難者に対し、正確かつ迅速な情報提供を行

うため、テレビ、ラジオ等の設置、臨時広報誌の発行、インター

ネット、ファクシミリ等の整備を行う。 

○ 避難所の運営において管理責任者に女性を配置するなど女性の

参画を推進するとともに、男女のニーズの違い、プライバシーの

確保等に配慮する。 

○ 特に、女性専用の物干し場、更衣室及び授乳室の設置並びに生

理用品及び女性用下着の女性による配布、避難所における安全性

の確保等、女性及び子育て家庭のニーズに配慮した避難所の運営

に努める。 

○ 避難所運営組織の中に衛生管理担当を設置するなど、避難所の

衛生管理対策を促進する。 

○ 可能な限り町会又は自治会単位に避難者の集団を編成し、防災

市民組織等と連携して班を編成の上、受け入れる。 

○ 被災者に対する炊き出しその他食品、生活必需品等の給与の実

施が困難な場合は、炊き出し等について都に応援を要請する。 

○ 避難者に対する健康相談を実施する。 

○ 避難所における衛生的なトイレ環境を確保する。 

○ 都、関係団体等と協力した動物救護体制の整備を行う。 

○ 福祉避難所の運営については、障害特性に応じて支援を行う。 

○ また、避難所から福祉避難所への移送手段の確保に努める。 

○ 栄養バランスを満たした温かく、噛みやすく飲み込みやすい食

事を提供できるよう努める。 

支 庁 

○ 避難所の開設運営について、町村から応援要請があったとき

は、速やかに協力し、更に応援を必要とするときは、都福祉局に

要請する。 

都 総 務 局 ○ 避難所管理運営に必要な関する支援行う。 
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機 関 名 内    容 

都 福 祉 局 

○ 東京都災害情報システム（DIS）又は町村からの報告に基づ

き、避難所及び福祉避難所の開設状況を把握する。 

○ 避難所管理運営に関する支援 

○ 生活必需品等の配分について町村から要請があった場合、都福

祉局は、都本部に応援を依頼するとともに、日赤東京都支部に対

して赤十字ボランティア等の応援要請等の措置を講じる。 

都保健医療局 

○ 町村の避難住民に対する健康相談支援 

○ 飲料水の安全等環境衛生の確保 

○ 食品の安全確保 

○ 避難住民に対する食品の衛生的な取扱いについての指導 

○ 町村の衛生管理対策支援 

○ 生活必需品等の配分について町村から要請があった場合、都保

健医療局は、都本部に応援を依頼するとともに、日赤東京都支部

に対して赤十字ボランティア等の応援要請等の措置を講じる。 

都 教 育 庁 

○ 都福祉局から避難所開設の応援依頼を受けた場合、都立学校

は、町村教育委員会と連絡を取り、開設に協力する。 

○ 都立学校は、避難所の管理運営について、協力及び支援を行

う。 

 

イ 衛生管理対策の支援 

≪町村・都≫ 

（ア） 飲料水の安全等環境衛生の確保 

ａ 都は、避難所の過密状況、衛生状態等に関する情報を集約し、町村に提供する

ことにより、避難所間及び各町村間において適切な受入体制等が確保できるよう

支援する。 

ｂ 都は、「環境衛生指導班」を編成し、避難所における飲み水の安全確保及び避難

所の環境整備に対応する。 

また、水の消毒薬及び消毒効果を確認するための器材を備蓄し、町村からの要

請に応じて消毒薬の配布を行うとともに、室内環境を調査するための測定器を保

健所に配備する。 

環境衛生指導班は、以下の活動を行う。 

・ 飲料水が塩素で消毒されているかの確認 

・ 住民（避難所管理者等）への消毒薬及び簡易残留塩素検出紙の配布 

・ 住民（避難所管理者等）への消毒の実施方法及び残留塩素の確認方法の指導 

・ 避難所の過密状況及び衛生状態について調査及び確認 

・ 室内環境の保持や寝具類の衛生確保のための助言及び指導 

・トイレ及びごみ保管場所の適正管理、ハエ及び蚊の防除方法についての助言及び

指導 

ｃ 町村は、避難所での飲料水の安全を確保するため、都が編成する「環境衛生指

導班」の協力を得て、消毒の確認を行うとともに、住民が自主的に消毒を行える
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ように消毒薬を配布し、消毒方法及び消毒の確認方法を住民に指導する。 

（イ） 公衆浴場の確保 

ａ 町村は、都と連携して公衆浴場の営業状況、仮設浴場及びシャワー施設の設置

状況を把握する。 

ｂ 都は、避難住民に対してその情報を提供するとともに、浴場等の確保に努め避

難所の衛生管理を支援する。 

 

５  要配慮者の安全確保 

（１）対策内容と役割分担 

○ 要配慮者の安全確保については、都及び町村の防災担当部門と福祉担当部門と

が連携し、防災知識の普及及び啓発、地域の協力及び連携体制の充実等に努める。 

○ 都は、広域的な立場から要配慮者の安全体制の確保、社会福祉施設等の安全対

策等、要配慮者の安全確保を図る。 

○ 町村は、要配慮者への避難支援対策と対応した高齢者避難を発令するとともに、

迅速かつ確実な避難指示等の伝達体制を整備する。 

機 関 名 対 策 内 容 

都 

○ 要配慮者対策に係る指針の改定 

○ 避難行動要支援者の把握、名簿の整備、個別避難計画の作成

等要配慮者対策の強化の支援 

○ 要配慮者に対する災害対応訓練の実施等防災行動力の向上を

図る取組 

○ 緊急時に消防本部等に通報できるシステムの活用の促進 

○ 社会福祉施設等の安全設備の充実 

○ 社会福祉施設等における災害時応援協定締結の促進 

○ 自衛消防訓練等の活用を通した防災訓練内容の充実 

○ 都福祉局内における「要配慮者対策総括部」の設置 

○ 透析患者及び在宅難病等専門医療を必要とする患者に対応す

る医療体制の強化 

○ 精神科医療機関の機能補完、一般住民への対応、支援者への

支援等メンタルヘルスケア体制の確保 

○ お粥やアレルギー対応食、調製粉乳等の要配慮者のニーズに

対応した食品の確保 

○ 福祉機器の調達先、輸送体制等に関する情報の連絡調整 

○ 必要に応じ高齢者世帯及び障害者世帯に配慮した設備及び構

造の仮設住宅の建設 

○ 社会福祉施設等に非常用電源を配置し、追加燃料が調達され

るようにする。 

町 村 

○ マニュアルの作成及び防災知識等の普及啓発活動の実施 

○ 「要配慮者対策班」の編成 

○ 社会福祉施設等を福祉避難所とした活用及びサービスの提供 

○ 福祉機器の確保 
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（２）詳細な取組内容 

ア 地域における安全体制の確保 

≪都・町村≫ 

（ア） 「要配慮者対策に係る指針」等の普及 

○ 町村は、都と連携して、災害時における要配慮者の安全確保に努めるとともに、

都の作成した指針を参考に、地域の実情に応じたマニュアルを作成し、防災知識

等の普及啓発に努める。 

（イ） 避難支援の取組の強化 

○ 都は、要配慮者対策に係る指針を改定し、避難行動要支援者の把握、名簿の整

備、個別避難計画の作成、非常用電源の確保、避難生活等における要配慮者等の

ニーズに対応した対策を働きかけるなど、区市町村における要配慮者対策の強化

を支援する。 

（ウ） 防災行動力の向上 

○ 都は、町村等と共同して、防災市民組織を中心とした要配慮者に対する災害対

応訓練を実施するなど、防災行動力の向上に努めていく。 

（エ） 緊急通報システムの整備 

○ 都は、65 歳以上の病弱な一人暮らし等の高齢者及び 18 歳以上の一人暮らし等の

重度身体障害者の安全を確保するため、緊急時に消防本部等に通報できるシステ

ムの活用を促進する。 

○ また、近隣又は地域住民との日常的なふれあいを基盤とした地域協力体制に対

する指導の充実を図る。 

 

イ 社会福祉施設等の安全対策 

≪都≫ 

○ 社会福祉施設等の防災対策として、初期消火、消防機関への早期通報、避難誘

導、搬送等が極めて重要であることから、都は、これまで、高齢者及び障害者を

対象とする施設等に、スプリンクラーの設置、消防機関と直結する火災通報装置

（ホットライン）の設置、避難路となるバルコニー等を含め床の段差及び傾斜の

解消等に努めてきた。 

○ 今後も、次のような施策の推進に努めるとともに、自衛消防隊等による防災行

動力の向上及び地域との連携を図る。 

（ア） 社会福祉施設等と地域の連携 

○ 都は、事業所、町会、自治会等と社会福祉施設等との間及び社会福祉施設等相

互間で災害時応援協定を締結するよう促進を図る。 

（イ） 避難行動の習得 

○ 都は、総合防災訓練の実施に際し、社会福祉施設等における訓練項目を設け、

地域住民等の協力による避難活動などを実施している。今後、各施設における自

衛消防訓練等の機会をとらえて、施設の使用実態に沿った適切な避難行動を習得

できるよう訓練内容の充実に努める。 
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ウ 要配慮者の安全対策 

≪都・町村≫ 

（ア） 「要配慮者対策班」等の設置 

○ 町村は、関係機関、防災市民組織、地域住民等の協力を得て、要配慮者個々人

に対応する窓口となる「要配慮者対策班」を組織し、安否確認を含む状況の把握、

サービスの提供等に取り組む。 

また、町村の災害対策本部に要配慮者対策の担当部門を設置し、要配慮者対策

班等から情報を一元的に収集するなど、総合調整を図る。 

○ 都は、町村における要配慮者対策班の活動状況の把握及び町村への支援を行う

ため、「要配慮者対策総括部」を都福祉局に設置し、町村の要配慮者対策担当部門、

近隣県市等と連絡調整を図る。 

（イ） 福祉避難所の活用 

○ 町村は、社会福祉施設等を福祉避難所として活用し、自宅及び避難所等での生

活が困難である要配慮者等を入所させ、医療、介護等の必要なサービス、および

人工呼吸器等の在宅医療の継続に必要な電源等を提供する。 

（ウ） 医療等の体制 

○ 透析患者及び在宅難病等専門医療を必要とする患者への対応として、都は、情

報の収集及び提供を行い、町村、関係機関、近県等との連携による医療体制の強

化に努める。 

○ 町村の編成する保健活動班による避難所、仮設住宅等への巡回健康相談体制の

確保の支援、災害派遣精神医療チーム（東京 DPAT）等による精神科医療機関の機

能補完、一般住民への対応、支援者への支援等メンタルヘルスケア体制の確保を

図ることにより、被災地における心身の健康維持及び在宅療養者等への対応を行

う。 

（エ） 食料等の確保 

○ 都は、主食については、クラッカー、アルファ化米、即席めんのほか、お粥や

アレルギー対応食、調製粉乳等の要配慮者のニーズに対応した食品を確保する。 

（オ） 福祉機器等の確保 

○ 町村は、要配慮者が避難所等で生活する上で、必要な福祉機器の確保に努める。 

○ 都は、福祉機器の調達先、輸送体制等について、情報の連絡調整を図る。 

（カ） 仮設住宅 

○ 都は、仮設住宅を建設するに当たり、必要に応じ高齢者世帯及び障害者世帯に

配慮した設備及び構造の住宅とする。 

○ 町村は、入居者の選定に当たっては、都が策定する選定基準に基づき、要配慮

者の優先に努める。 
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６  島外への避難 

（１） 対策内容と役割分担 

○ 都の地域における火山は、全て島しょ地域に存在しているため、火山災害の状

況によっては、島外への避難が必要となることが予想される。 

○ 本項においては、避難者の島外への移送及び受入れについて、必要な事項を定

める。 

○ 船舶やヘリコプター、バス等の保有台数や島しょごとの港の規模や運営状況、

輸送ルート等の被害状況等に応じて、輸送手段の配分方法をあらかじめ検討し、

島しょごとの火山避難計画に反映するとともに、陸・海・空のあらゆる手段を活

用し、円滑な島外避難に向けて、輸送体制を強化していく。 

○ また、噴火レベルが急変し、東京港までの輸送に十分な時間を確保できないな

ど、状況が逼迫した場合に備え、必要に応じて、「島しょ町村災害時相互応援に関

する協定」や「震災等の相互応援に関する協定」を活用するとともに、島しょ間

や周辺県との連携を一層強化し、避難者の一時収容や船舶のあっせん等を可能と

するための体制を構築していく。 

  



第２部 

第３章  災害応急・復旧対策計画 

第６節  避難 

- 145 - 

機 関 名 対 策 内 容 

被 災 町 村 

○ 避難者の島外への移送について支庁長に要請 

○ 避難者の船舶への誘導と移送に係る調整 

○ 移送先の避難所運営への協力 

○ 島外避難の決定及びその報告 

○ 避難港の決定 

○ 避難者リストの作成及び共有 

○ 避難誘導者の配置 

○ 島内残留者の確認及び島内の避難完了の確認 

○ 避難先別の避難者振り分け 

区 市 町 村 
○ 受入れ態勢の整備 

○ 避難所の運営 

支 庁 ○ 知事（都総務局）ヘの避難者の移送の要請 

都 
○ 避難所の開設の指示要請 

○ 避難者の受入れ態勢の整備 

都 総 務 局 

○ 避難者の移送先の決定及び連絡 

○ 避難者の海上移送に使用可能な民間船舶の把握の要請 

○ 避難者の海上移送に使用する船舶の決定及び東京港内の

係留可能場所の照会 

都 財 務 局 ○ 本土における避難者移送用のバスの手配 

都 福 祉 局 

○ 避難者の陸上移送の実施 

○ 避難行動要支援者の移送手段の協議と手配 

○ 社会福祉施設及び福祉避難所における福祉専門職の確保 

都保健医療局 ○ 必要に応じて都医療救護班を派遣 

都 港 湾 局 

○ 移送に利用可能な民間船舶の確保 

○ 東京港内の係留可能場所について都本部（都総務局）に報

告 

第 三 管 区 

海上保安本部 
○ 巡視船艇及び航空機による避難者の島外への移送 

東 海 汽 船 ○ 都港湾局から依頼があった場合、船舶の提供 
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（２）詳細な取組内容 

≪町村・都≫ 

機 関 名 内    容 

被 災 町 村 

○ 被災地区の町村の避難所において避難者を収容できないとき、

又は被災地にとどまることが危険である場合、当該町村長は避難

者の島外への移送について支庁長に要請する。この場合、あらか

じめ移送港を選定し、支庁長に報告する。 

○ 避難者の島外への移送を要請した町村長は、支庁、消防団等の

協力を得て船舶に誘導するとともに、所属職員の中から移送先に

おける避難所管理者を定め、移送先の区市町村に派遣するととも

に、移送に当たっては引率者を添乗させる。 

○ 移送された避難者の避難所の運営は原則として受入側の区市町

村が行い、移送元の町村は運営に積極的に協力する。 

○ 来島者に対して、観光協会、宿泊施設などを通じ、島外避難を

呼びかける。 

○ その他、必要事項については区市町村防災計画に定める。 

区 市 町 村 
○ 都から避難者の受入れを指示された区市町村長は、受入れ態勢

を整備する。 

支 庁 ○ 支庁長は、知事（都総務局）に避難者の移送を要請する。 

都 総 務 局 

○ 被災地の支庁長から避難者の移送の要請があった場合、都総務

局は警視庁と協議の上、受入港からの距離、避難者数等を踏ま

え、都各局等と調整し、避難者の移送先を決定し、都福祉局に連

絡する。 

○ 避難者の海上移送に当たり、都本部は、都港湾局に対し、使用

可能な民間船舶の把握を要請する。 

○ なお、状況がひっ迫している場合は、海上保安本部及び海上自

衛隊に対し、海上移送を要請する。 

○ 都本部（都総務局）は、都港湾局からの使用可能な民間船舶の

報告、海上保安庁等による海上移送の協力の内容を踏まえ使用す

る船舶を決定し、都港湾局に使用船舶を連絡するとともに東京港

内の係留可能場所を照会する。 

都 福 祉 局 

○ 知事は、移送先決定後、直ちに移送先の区市町村長に対し避難

所の開設を指示要請し、避難者の受入れ態勢を整備させる。 

○ 陸上移送については、都財務局調達のバス等を中心に、区市町

村、都交通局、警視庁及び東京消防庁の協力を得て実施する。 

○ 避難行動要支援者の移送手段については、当該町村と協議の

上、最適な手段により実施することとし、都総務局と連携し、関

係機関に移送を要請する。 

○ 高齢者、障害者等の要配慮者については、福祉タクシー等を利

用して移送する。 

○ 東京都災害福祉広域支援ネットワーク等の協力を得ながら、社

会福祉施設及び福祉避難所における福祉専門職の確保、及び医療

との連携に努める。 
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機 関 名 内    容 

都保健医療局 

○ 移送に際して付添人が必要な要配慮者のうち、家族、かかりつ

けの医師等の付き添いが困難な者に対しては、必要に応じて都医

療救護班を派遣する。 

都 港 湾 局 

○ 東海汽船及び協定締結団体から使用可能な民間船舶を把握し、

都本部（都総務局）へ報告する。 

○ 東海汽船及び協定締結団体から船舶を調達するとともに、不足

が生ずる場合は、関東運輸局のあっせんを要請し、所要数を調達

するよう努める。 

○ 東京港内の係留可能場所について都本部（都総務局）に報告す

る。 

自 衛 隊 ○ 都からの要請に基づき、避難者の島外への移送を行う。 

第 三 管 区 

海上保安本部 

○ 第三管区海上保安本部は、都からの要請に基づき、巡視船艇及

び航空機により避難者の島外への移送を行う。 

東 海 汽 船 
○ 東海汽船は、都港湾局から依頼があった場合は、船舶の提供を

行う。 
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７  島内避難及び島外避難における輸送ルートの確保 

〇 被害の状況により通常の輸送ルートが寸断された場合に備え、火山防災協議会

において代替ルート（船舶等の他の輸送手段の活用を、含む。）を検討し、火山避

難計画に反映する。 

 

８  住民の自主避難 

（１）対策内容と役割分担 

機 関 名 内    容 

被 災 町 村 
○ 避難所の開設・周知 

○ 避難時の注意喚起 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 島内での自主避難 

町は、島内での自主避難を希望する住民に対して、避難所を開設するとともに、

食料や生活必需品などを携行するよう周知する。 

なお、島内での自主避難は、自力での避難所への移動、避難者による自活を基

本とする。 

イ 島外への自主避難 

町は、住民に対して、島外の親戚、知人宅などに自主避難する場合には、町及

び自主防災組織役員に所在を把握できる情報を連絡するとともに、空港や港に自

家用車を放置しないよう呼びかける。 

町は、住民からの情報を基に所在を把握し、島外へ自主避難した住民の名簿を

作成する。 

 

９  避難に際し住民のとるべき対応 

避難に際し住民のとるべき対応は、次のとおりである。 

○ 事前に、避難が必要となる状況、一時集合場所・避難場所・避難所などを防災

マップ等で把握しておくこと。 

○ 事前に、避難の際の携帯ラジオ等の非常用持ち出し品を準備しておき、避難の

際は、混乱を避けるため制限を守ること。常備薬等の医薬品は、避難が長期にわ

たる可能性も含め、十分な量を携帯すること。 

○ 避難の前には、必ず火気器具は消火を確認し、ガスはボンベのバルブを閉め、

電気はブレーカーを切るなど出火を防止すること。 

○ 避難の際は、頭巾・へルメット、動きやすい靴、目を守るゴーグル又は防塵眼

鏡、マスクを着用すること。 

○ 避難の際は、避難誘導者（町職員、警察官、消防団員）及び自主防災組織役員

等の引率者の指示に従うこと。 

○ 避難の際は、近隣への声掛け、町、支庁、警察署、消防団などの避難支援等関

係者と連携した避難行動要支援者の避難支援など、互いに協力して全員が安全に
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避難できるようにすること。 

○ 島外へ自主避難をする場合は、町役場及び自主防災組織役員等に連絡先等を報

告すること。また、空港や港に自家用車を放置しないこと。 

○ 動物と同行避難する場合は、以下の留意事項を守ること。 

・ 避難の際は、リード・首輪を装着し、ケージやキャリーバックに収容するこ

と。 

・ 動物用の餌、水、食器、トイレ用品などの動物用品を携行すること。 

・ 避難所では、指定された飼養スペースにおいて、自己責任で飼養すること。 

・ 避難所の管理者、現地動物救護本部などの指示に従い、適正な飼養に努める

こと。 

○ 行動は冷静に行い、不確実な情報に惑わされないよう注意すること。 

 

第７節  救援・救護 

○ 災害時における救援・救護対策は、災害対策の重要な施策の一つである。 

○ 火山等により災害が起こった場合、災害を最小限に防御し、人命の安全を図る

ためには、救援・救護活動を迅速かつ円滑に実施することが肝要である。 

○ 本節では、発災後の被災者に対する救助、医療救護、水、食料等の供給等につ

いて定める。 

 

１  救助・救急 

（１）対策内容と役割分担 

○ 火山災害時には、局地的に多数の救助・救急を必要とする事象の発生が予想さ

れる。 

○ このため、初動態勢を確立するとともに関係機関との協力体制を確保し、迅速

かつ的確な対応により救助・救急活動の万全を期する必要がある。各機関の対応

は次のとおりである。 

機 関 名 対 策 内 容 

町 村 

○ 救助・救急業務の実施 

○ 災害事故現場における傷病者の救出作業及び応急措置

等、救助・救急活動の実施 

○ 担架隊による傷病者の搬送 

○ 被災者の救出 

○ 町村職員による救出班の編成及び救出活動 

支 庁 
○ 救助又は救急に関し町村から要請があった場合は、関係

機関に依頼 

警 視 庁 ○ 救出救助活動 

東 京 消 防 庁 

○ 町村との消防応援協定等に基づき出動した場合、次の活

動を行う。 

１ 組織的な救助・救急活動の実施 

２ 傷病者の救護 
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機 関 名 対 策 内 容 

３ 傷病者の島外への搬送 

第 三 管 区 

海上保安本部 

○ 火山災害等により発生した遭難船舶、遭難者、海上への

避難者等の捜索及び救助 

都 産 業 労 働 局 
○ 島しょ農林水産総合センターの漁業指導船を転用するこ

とによる操業漁船の遭難事故対策 

 

（２）詳細な取組内容 

≪町村・警視庁・東京消防庁≫ 

機 関 名 内    容 

町 村 

１ 町村長は、救助・救急業務の実施に当たり、関係機関と情報の

交換その他緊密な連携を図る。 

２ 町村長は、被害その他の状況により、必要があると認めたとき

は、支庁を経由して都本部及び関係機関に対し、応援を要請す

る。 

３ 災害事故現場における救助・救急活動の内容は、次のとおりで

ある。 

（１） 傷病者の救出作業 

（２） 傷病者に対する応急措置 

（３） 傷病者の担架搬送及び輸送 

（４） 緊急医療品、資器材、医療班（医師及び看護師）等の緊急

輸送 

（５） 救護所等より常設医療機関への輸送 

（６） 重症者等の緊急避難、輸送 

４ 救助・救急の実施要領は、次のとおりである。 

（１） 障害物のため自力で脱出できない傷病者について、各種救

助用資器材と人員を活用し、その危難を排除し生命身体の安全を

確保する。 

（２） 傷病者に対して止血、鎮痛処置、創症部位の保護、気道の

確保、呼吸の維持、人工呼吸等の応急処置を実施する。 

（３） 救出された傷病者及び応急処置を施した傷病者を担架隊に

より救護所への搬送を行う。 

５ 消防職員、団員は警察官と相互に連絡及び協力し、又住民の協

力を得て被災者の救出に努める。 

６ 町村長は、必要に応じ、職員による救出班を編成し救出活動に

当たる。 

支 庁 
○ 救助又は救急に関し町村から要請があった場合は、関係機関に

対し依頼する。  

警 視 庁 

１ 救出救助は、他の活動に優先して行う。 

２ 救出した負傷者は、応急措置を施した後、現場救護所又は医療

機関に引き継ぐ。 

３ 救出救助活動は、保有する資器材を有効に活用する。 
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機 関 名 内    容 

４ 関係機関と積極的に協力し、負傷者等の救出救助の万全を期す

る。 

（資料編資料第 22 警視庁の車両及び資器材 P367） 

東 京 消 防 庁 

町村との消防応援協定等に基づき出動した場合、次の活動を行う。 

１ 災害に対応した救助・救急資器材を活用して、組織的な救助・

救急活動を行う。 

２ 救助・救急活動に当たっては、行政機関、医療機関、東京

DMAT 等と連携し、救急資器材を有効に活用して、傷病者の救護

に当たる。 

３ 傷病者の島外への搬送は、ヘリコプター等を活用し、重症者を

最優先として迅速に行う。 

（資料編資料第 23 ヘリコプター性能諸元 P368） 

第 三 管 区 

海上保安本部 

○ 第三管区海上保安本部は、火山災害等により発生した遭難船

舶、遭難者、海上への避難者等の捜索及び救助に当たる。 

都産業労働局 

○ 火山災害等による操業漁船の遭難事故対策については、主とし

て海上保安部の巡視船による海難救助活動によるが、都としては

島しょ農林水産総合センターの漁業指導船を転用することにより

対処する。 

 

２  医療救護 

（１）対策内容と役割分担 

○ 火山の噴火、その他の火山現象による災害では､噴出物による家屋の倒壊、火災、

地割れ､土砂崩れ等により､人的被害が発生することが考えられる｡ 

また､昭和 58年（1983年）、平成 12年（2000年）の三宅島､昭和 61年（1986年）

の伊豆大島の火山噴火災害に見られるように､被災者が相当の期間にわたり避難生

活となる場合には､多数の被災者が適切な医療が受けられないおそれがある｡ 

○ このため､都、町村及び防災機関は、相互に連携し､被災者の医療救護に万全を

期することが重要である。 

○ 本項では､医療救護班の編成及び活動､重症患者等の取扱い､医薬品等の調達につ

いて必要な事項を定める｡ 

機 関 名 対 策 内 容 

町 村 

○ 医療救護班の編成 

○ 医療救護活動 

○ 患者の島外への搬送を都本部へ要請 

○ 医薬品及び医療資器材の供給についての要請 

支 庁 

○ 医療救護に関する要請について都（島しょ保健所）を通

じ、都（保健医療局）に応援又は患者の島外への搬送を要

請する。 

○ 患者の島外への搬送手段及び収容施設の確保等について

の要請 
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機 関 名 対 策 内 容 

都 

○ 医療救護班の編成 

○ 医療救護活動（総合的な指揮命令・連絡調整を含む。） 

○ 島外避難先での医療救護活動に係る協力要請 

○ 医薬品及び医療資器材の調達及び輸送体制及び供給体制

の確保 

都 総 務 局 
○ 被災地から島外医療機関までの患者の搬送及び収容に係

る業務 

都保健医療局 

○ 医療救護活動についての島しょ保健所出張所長への指示 

○ 被災地から島外医療機関までの患者の搬送及び収容に係

る業務 

日 赤 

東 京 都 支 部 

○ 積極的な医療救護活動等への協力 

○ 都医療救護班として医療及び助産救護活動の実施 

○ 血液救護班の設置及び輸血用血液製剤の供給業務の実施 

○ dERU（国内型緊急対応ユニット）の搬入及び開設及び医

療救護活動の実施 

都 医 師 会 ○ 都医療救護班としての活動等の要請 

都歯科医師会 ○ 都歯科医療救護班としての活動等の要請 

都 薬 剤 師 会 ○ 都薬剤師班としての活動等 

都 看 護 協 会 ○ 医療救護所等における看護業務 

都柔道整復師会 
○ 応急救護の実施、衛生材料の提供等の医療救護活動への

協力 

献血供給事業団 
○ 医療救護活動等への協力 

○ 血液製剤等の供給要請への協力 

 

（２）詳細な取組内容 

≪町村・都≫ 

ア 医療救護班等の編成 

○ 災害時における医療救護は、医療救護班等の編成により、一次的に町村が実施

する。 

○ 都は、町村から要請があった場合、又は都において医療救護の必要があると認

めた場合に、町村が設置する医療救護所等へ都医療救護班等を派遣し、医療活動

を実施する。 

○ 都は、都立病院機構のほか、都医師会、日赤東京都支部及び災害拠点病院に都

医療救護班を、都歯科医師会に都歯科医療救護班を、都薬剤師会に都薬剤師班の

派遣をそれぞれ要請し、派遣する。 

（ア） 都医療救護班 （計 223班） 

ａ 都立病院機構  26 班（医師１名、看護師１名は必須とするが、業務調整員は

職種不問とし、５名編成とする。） 

ｂ 都医師会     96班（医師１名、看護師１名、事務その他１名） 

ｃ 日赤東京都支部  32班（医師１名、看護師３名、事務その他２名） 
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ｄ 災害拠点病院   69班（医師１名、看護師１名、事務その他１名） 

（イ） 都歯科医療救護班 

都歯科医師会  110 班（歯科医師１名、歯科衛生士又は歯科技工士１名、事務

その他１名） 

（ウ） 都薬剤師班 

都薬剤師会   200班（薬剤師３名で１班） 

○ 都は、災害時における迅速な医療活動を確保するため、都医師会の都医療救護

班等に災害時医療従事者登録証を事前に発行している。 

 

イ 医療救護活動 

○ 町村長及び都は、医療救護の必要を認めた場合には、医療救護班等を編成し、

医療救護活動を実施する。 

（資料編資料第 24 島しょ医療機関一覧 P369） 

（ア） 機関別活動内容 

機 関 名 活 動 内 容 

町 村 

○ 医療救護の必要を認めたときは、管内で開業し、又は勤務

する医師等の協力を得て医療救護班を編成し、医療救護活動

を実施する。 

○ 被災町村の能力では医療救護活動が十分でないと認められ

るときは、支庁を経由して都に応援を要請する。 

支 庁 

○ 支庁は、町村長から医療救護に関する要請があったとき

は、都（島しょ保健所）を通じ、都（保健医療局）に連絡す

る。  

都保健 医療局 

○ 島しょ保健所出張所長（大島、八丈、三宅及び小笠原）

は、その所在する町村区域内で災害が発生したときは、都保

健医療局長の指示を受け、災害発生直後から町村長と協力し

て、医療救護活動を実施する。 

日  赤 

東 京 都 支 部 

○ 都からの要請又は自主的な判断に基づき、積極的に医療救

護活動等に協力する。 

○ 医療救護班は、都と締結した「災害救助又はその応援の実

施に関する業務委託契約」に基づき、都医療救護班として医

療及び助産救護活動等を行う。 

○ 血液救護班を編成し、災害時の救護活動における輸血用血

液製剤の供給業務を実施する。 

○ 日赤医療救護班は dERU（デル―：国内型緊急対応ユニット

（※））を被災地域に迅速に搬入及び開設し、積極的に医療救

護活動を行う。 

※dERU(domestic Emergency Response Unit) 

日本赤十字社の緊急仮設診療所設備（大型テントや医療資

機材等）とそれを輸送するための車両及び訓練された要

員、そしてそれらを円滑に運用するためのシステムの総称

（都内２基、その他全国に 15基） 
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機 関 名 活 動 内 容 

都 医 師 会 

○ 都から「災害時の医療救護活動についての協定」に基づく

医療救護班の派遣要請があった場合は、地区医師会に対し、

都医療救護班としての活動等を要請する。 

○ 災害の状況により、自主的な判断に基づき、要請を待たず

に医療救護活動を実施する。 

都歯科 医師会 

○ 都から「災害時の歯科医療救護活動についての協定」に基

づく歯科医療救護班の派遣要請があった場合は、地区歯科医

師会に対し、都歯科医療救護班としての活動等を要請する。 

都 薬 剤 師 会 
○ 都から「災害時の救護活動に関する協定」に基づく薬剤師

の派遣要請があった場合は、都薬剤師班を編成・派遣 

都 看 護 協 会 

○ 都から「災害時の救護活動についての協定」に基づく看護

師の派遣要請があった場合は、医療救護所等における看護業

務を行う。 

都柔道整復師会 

○ 都から「災害時における応急救護活動についての協定」に

基づく協力要請があったときは、応急救護の実施、衛生材料

の提供等の医療救護活動等に協力する。 

○ 救護所において行う応急処置は、医師の指示により実施す

る。 

献血供給事業団 

○ 都から「災害時における血液製剤の供給業務に関する協定

書」に基づく血液製剤等の供給要請があった場合は、東京都

血液センター等と協力して行う。 

○ 都外から血液製材の輸送要請があった場合、東京都赤十字

血液センター等と協力して行う。 

（協定編参照） 

（資料編資料第 25 都における医薬品及び医療資機材の備蓄状況 370） 

（協定編参照） 

 

（イ） 医療救護班等の活動場所 

○ 医療救護班等は、町村長が設置した医療救護所において医療救護活動を実施す

ることを原則とする。 

 

（ウ） 島外避難先での医療救護活動 

○ 被災者が、都内又は近県の施設へ島外避難した場合には、知事は、必要に応じ

て避難先県等の協力を求めて、医療の確保に万全を期する｡ 

 

（エ） 医療救護班等の活動内容 

ａ 医療救護班 

○ 傷病者に対するトリアージ 

○ 傷病者に対する応急処置及び医療 

○ 傷病者の収容機関への搬送の要否及び搬送順位の決定 

○ 死亡の確認及び遺体の検案への協力 
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○ 助産救護 

ｂ 歯科医療救護班 

○ 歯科医療を要する傷病者に対する応急処置 

○ 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

○ 避難所内における転送困難な患者及び軽症患者に対する歯科治療及び衛生指導 

○ 検視及び検案に際しての法歯学上の協力 

ｃ 薬剤師班 

○ 医療救護所等における傷病者等に対する調剤及び服薬指導 

○ 傷病者に対するトリアージの協力 

○ 医療救護所、医薬品の集積場所等における医薬品の仕分け及び管理 

○ 一般用医薬品を活用した被災者の健康管理支援 

○ 避難所の衛生管理・防疫対策への協力 

 

 （オ） 総合的な指揮命令及び連絡調整 

○ 都は、医療救護に関する総合的な指揮命令及び連絡調整を行う。 

 

ウ 重症患者等の取扱い 

○ 島しょの火山災害時に、島内の医療機関において対応困難な重症患者等が発生

した場合、都は、町村及び関係防災機関との密接な連携により、患者を島外の医

療機関に搬送する。 

（ア） 機関別活動内容 

機 関 名 内    容 

町 村 
○ 被災地の町村長は、医療救護活動に従事する医師等の要請に基

づき、支庁を経由して都本部に患者の島外への搬送を要請する。 

支 庁 

○ 支庁は、町村長から患者の島外への搬送を要請されたときは、

搬送手段及び収容施設の確保等について、都（島しょ保健所）を

通じ、都（保健医療局）に要請する。 

都保健医療局 

 

都 総 務 局 

○ 都は、被災地から島外医療機関までの患者の搬送及び収容を担

当する。都保健医療局及び都総務局は、支庁から被災町村の患者

搬送等に関する要請を受けた場合、次のように対応する。 

１ 航空又は海上輸送手段を有する関係防災機関の出動を要請し、

迅速かつ的確な患者搬送を実施する。 

２ 必要に応じて添乗医師を確保する。 

３ 収容先医療機関を確保する。 

（資料編資料第 26 東京都災害拠点病院施設状況一覧 P371） 

（資料編資料第 27 東京都災害拠点病院設置運営要綱 P372） 

（資料編資料第 28 東京都災害拠点病院標準整備品目 P375） 

 

エ 医薬品及び医療資器材の備蓄及び供給体制 

○ 医療救護班が使用する医薬品及び医療資器材は、都及び町村がそれぞれ備蓄し

ているものを優先使用する。 
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○ 町村長は、医薬品及び医療資器材の不足により医療救護活動に支障を来すと認

めた場合は、支庁を通じ都本部に供給を要請する｡ 

○ 都は、医薬品及び医療資器材に不足が生じた場合、供給協定を締結している関

係団体等から調達するとともに、関係防災機関の協力を得て、迅速な輸送体制及

び供給体制を確保する｡ 

（協定編参照） 

３  防疫 

（１）対策内容と役割分担 

○ 防疫班、隔離消毒班及び環境衛生指導班を編成し、相互に緊密な連携をとりな

がら防疫活動を実施する。 

機 関 名 対 策 内 容 

町 村 
○ 防疫活動の実施 

○ 防疫用資器材の備蓄及び調達・配布計画を策定 

都保健医療局 
○ 防疫活動の実施 

○ 防疫用資器材の備蓄及び調達・配布計画を策定 

都 医 師 会 ○ 防疫活動の協力 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 防疫活動 

（ア） 役割分担 

機 関 名 内    容 

町 村 

○ 災害の種類及び程度に即応した防疫活動として、飲料水の消

毒、避難所及び患者発生時の消毒、ねずみ族・昆虫駆除等を行

う。 

○ 災害により防疫活動を必要とする場合は、防疫班及び消毒班を

編成し、出動させる。 

○ 被災戸数及び防疫活動の実施について、都保健医療局に対し、

迅速に連絡する。 

○ 防疫活動実施に当たって町村の対応能力では十分でないと認め

る場合は、都保健医療局又は地区医師会に協力を要請する。 

○ 都が活動支援、指導又は町村調整を行う場合に協力する。 

○ 被災地及び避難所における感染症発生状況の把握 

都保健医療局 

○ 町村の防疫活動の支援及び指導 

○ 都医師会、都薬剤師会等に町村の防疫活動に対する協力を要請 

○ 他県市を含め被災地以外の自治体に対して防疫活動への応援要

請及び連絡調整を実施 

○ 被災地及び避難所における感染症発生状況の把握及び情報提供 

○ 町村の衛生管理対策の支援及び指導 

○ 町村における保健活動班の活動の支援 
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機 関 名 内    容 

都 医 師 会 

○ 都保健医療局長（都が設置する保健所の長）から防疫に関する

協力の要請があった場合は、協力する。 

○ 防疫活動の業務内容については、保健所長に協議の上行う。 

 

（イ） 防疫班等の編成 

○ 区市町村は、状況に応じて防疫班及び消毒班を編成する。 

○ 都は、状況に応じて防疫に関する区市町村の活動に対する支援や指導及び調整

を行う。 

（ウ） 防疫業務の実施基準 

ａ 健康調査、健康相談等 

○ 防疫班は、医療救護班、保健活動班等と緊密に連携をとりながら、被災住民

の健康調査を行い、患者の早期発見に努め、被災地の感染症発生状況を把握す

るとともに、必要に応じて応急治療、感染拡大防止等を行う。 

ｂ 消毒 

○ 消毒班は、防疫班と緊密に連携をとりながら、患者発生時の消毒の実施及び指

導並びに避難所の消毒の実施及び指導を行う。 

ｃ 避難所の防疫措置 

○ 町村は、避難所開設後トイレ、ごみ保管場所等の要消毒場所の消毒を適宜実施

する。 

○ 防疫班は、避難所開設後速やかに医療救護班、保健活動班等と協力して、健康

調査及び健康相談を行う。 

○ 防疫班は、給食施設、トイレ等の生活施設の衛生的管理及び消毒、手洗いの励

行等の感染症の発生予防のための広報及び健康指導を行う。 

○ 都は、区市町村が行う避難所での消毒活動を支援するとともに、必要に応じて、

他県市の消毒班の出動を要請し、その連絡調整を行う。 

○ 都は、インフルエンザ、麻しん等の流行状況を踏まえ、町村に対し予防接種の

実施に関する指導及び調整を行う。 

○ 避難所の感染症流行状況を把握し、感染拡大を防止する。 

ｄ 消毒とその確認 

○ 町村においては、環境衛生指導班が、飲用に供しようとする水等が塩素剤等で

消毒されているか確認を行う。それ以後は、住民が自主的に消毒を行えるように

環境衛生指導班が住民に消毒薬を配布し、消毒方法及び消毒の確認方法を指導す

る。 

ｅ 感染症予防のための広報及び健康指導 

○ 防疫班は、健康調査及び健康相談の実施と並行して、食品衛生監視員、環境衛

生監視員等の協力を得て、広報及び健康指導を行う。 

○ 実施に当たっては、区市町村と協力してポスターの掲示、ビラの配布、拡声器

等により周知の徹底を図る。 



第２部 

第３章  災害応急・復旧対策計画 

第７節  救援・救護  

- 158 - 

○ 都は、被災地及び避難所における感染症の発生状況を把握し、評価及び分析し

た情報を提供するとともに、必要に応じて感染症拡大防止に向けた注意喚起を実

施する。 

 

イ 防疫用資器材の備蓄及び調達 

○ 区市町村は、防疫用資器材の備蓄及び調達・配布計画を策定しておく。 

○ 区市町村が実施する初期防疫活動において防疫用資器材が不足したときは、都

保健医療局において調達する。 

○ 都保健医療局は、施設倒壊等により薬品等が不足した場合に備え、民間薬品会

社からの受入・調達計画及び他県市等からの受入・調達計画を策定する。 

 

４  飲料水の供給 

（１）対策内容と役割分担 

○ 町村は、災害時の応急給水のため給水計画を策定し、住民の飲料水の確保に努

めるものとする。 

○ 都は、関係機関と連携しながら、町村の要請に対し、必要な応援給水を実施す

る。 

○ 本項においては、給水体制及び被災者への給水について、必要な事項を定める。 

機 関 名 対 策 内 容 

町 村 

○ 災害時の給水の実施 

○ 給水計画の策定 

○ 飲料水の確保 

支 庁 

○ 給水用資材の調達、供給の応援及び都総務局との連絡調

整 

○ 資器材等の輸送 

都 水 道 局 
○ 必要量の飲料水の確保 

○ 都水道局が保有する資器材による応援態勢 

都 総 務 局 

都 福 祉 局 

○ 必要量の飲料水の調達 

○ 輸送に必要な船舶、ヘリコプター等について関係機関に

要請 

都保健医療局 

○ 環境衛生指導班の編成 

○ 飲料水の消毒の確認及び飲料水の安全確保についての町

村長への助言 

 

（２）詳細な取組内容 

≪町村・都≫ 

ア 応急給水活動 

（ア） 給水体制等 

○ 飲料水の確保のための機関別対応は、次のとおりである。 
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機 関 名 内    容 

町 村 

○ 災害時の給水は、原則として町村が実施する。このため、給水

計画を策定し、飲料水の確保を図る。 

○ 都に給水、資器材等の応援を要請する場合は、支庁を経由す

る。 

支 庁 

○ 町村の要請に応じ、町村に対して給水用資材の調達、供給等の

応援及び都総務局との連絡調整を行う。 

○ 被害状況に応じ、資器材等の輸送を行う。 

都 水 道 局 

○ 災害発生に伴い支庁を経由の上、都総務局又は都福祉局からの

応援要請があった場合は、必要量の飲料水を確保するとともに、

都水道局が保有する資器材等により応援態勢をとる。 

都 総 務 局 

都 福 祉 局 

○ 町村長から支庁を経由して調達の要請があった場合、必要量の

飲料水の調達を行う。 

○ 輸送に必要な船舶、ヘリコプター等について関係各局及び関係

機関に要請する。 

（イ） 被災者への給水 

ａ 給水は、次のとおり行う。 

（ａ） 町村が被災者に給水を行う場所は、給水拠点とする。 

（ｂ） 給水拠点は、町村役場又は町村各出張所とする。 

（ｃ） 給水の基準は、生命維持に必要な最小量の飲料水（一人１日３リットル）

とする。 

ｂ 水の輸送は、給水車、ポリタンク等により行う。 

ｃ 支庁は、町村より給水状況の報告を求め、原水の確保ができない等の状況が生

じたときは、都水道局へ連絡し、水の確保に万全を期する。 

 

イ 検水体制の整備 

○ 検水のための機関対応は、次のとおりである。 

機 関 名 内    容 

都保健医療局 

○ 状況に応じて、環境衛生指導班を編成する。 

○ 環境衛生指導班は、島しょ保健所長の指揮の下に、飲料水の消

毒の確認等を行い、使用の適否を判定するとともに、飲料水の安

全確保につき、町村長に助言する。 

 

５  食料・生活必需品等の供給 

（１）対策内容と役割分担 

○ 火山の噴火等による災害により、避難所で生活をする被災者に対して、速やか

に食料・生活必需品等の配布ができるよう、平素から食料・生活必需品等を備蓄

するほか、緊急に食料・生活必需品等を調達し得る措置を講じておき、食料・生

活必需品等の確保に努める必要がある。 

○ 都は、物資の調達、保管、搬送等の物資対策全般を一体的に運用するため、関

係機関と連携しながら、町村の要請に対し、必要な食料・生活必需品等を調達す
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る。 

○ 本項においては、これら食料の供給について必要な事項を定める。 

機 関 名 対 策 内 容 

町 村 

○ 食品の給与、生活必需品等の給（貸）与のための調達計

画の策定 

○ 食料及び物資の調達についての都福祉局への要請又は現

地調達の実施 

○ 備蓄物資の輸送 

○ 食料・生活必需品等の地域内輸送拠点を選定し支庁へ報

告 

○ 島内の輸送手段となる車両の調達先及び調達予定数の事

前検討及びあっせん 

○ 被災者に食料の給与、生活必需品等の給（貸）与の配分

方法等の事前検討 

○ 災害時における被災者への食料の給与、生活必需品等の

給（貸）与の実施 

○ 食料の給与、生活必需品等の給（貸）与の応援要請 

○ 備蓄食料又は備蓄物資の配分について承認を受ける 

支 庁 

○ 備蓄食料・生活必需品等の放出について、都福祉局の承

認を受ける 

○ 町村の選定した地域内輸送拠点の把握 

○ 物資の運搬に必要な車両、船舶等の調達 

○ 食料の給与、生活必需品等の給（貸）与の応援要請への

協力 

都 総 務 局 

都 福 祉 局 

○ 各局の用途別必要船舶数の把握 

○ 輸送に必要な船舶、ヘリコプター等について関係機関に

要請 

○ 都備蓄倉庫及び協定に基づき確保している食料・生活必

需品等の放出 

○ 食料が不足する場合は直ちに所要量を調達 

○ 都総務局、都生活文化局、都産業労働局、中央卸売市場

及び公益財団法人塩事業センターへの食料調達の依頼 

○ 備蓄調製粉乳等の放出 

○ 食料・生活必需品等の輸送に関し関係団体及び協定団体

へ要請 

○ 日赤に対して地域赤十字奉仕団、東京都赤十字救護ボラ

ンティア等の応援要請 

○ 調製粉乳等の給与に関する調整 

都生活文化局 ○ 東京都生活協同組合連合会に応急生活物資の調達を要請 

都産業労働局 
○ 食料及び調味料の調達依頼への協力 

○ 給食用米穀の調達及びとう精及び輸送の依頼 

都中央卸売市場 
○ 生鮮食料品の調達 

○ 調達した物資の輸送及び引渡し 
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機 関 名 対 策 内 容 

農 林 水 産 省 

農 産 局 

貿 易 業 務 課 

○ 米穀の放出要請の処理 

関 東 農 政 局 ○ 調達困難な食品等の出荷要請への措置 

都 港 湾 局 
○ 受入れ場所（広域輸送基地）の開設、支援物資の受入れ・

荷さばき等作業を関係団体及び協定団体に協力要請 

関東地方整備局 ○ 緊急輸送に必要な船舶の情報収集 

関 東 運 輸 局 ○ 災害時における輸送用船舶のあっせん 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 食料・生活必需品等の備蓄・調達体制 

≪町村・都≫ 

○ 機関別の食料・生活必需品等の備蓄・調達体制は、次のとおりである。 

機 関 名 内    容 

町 村 

○ 町村は、災害時において町村が実施する被災者に対する食

品の給与、生活必需品等の給（貸）与のための調達（備蓄を

含む。）計画を策定する。 

○ 調達計画は、食料・生活必需品等の調達数量、調達先その

他調達に必要な事項について定める。 

○ 町村長は、災害救助法の適用後、食料の給与、生活必需品

等の給（貸）与の必要が生じたときは、状況により食料及び

物資の調達を都福祉局に要請する。ただし、被災の状況によ

り、現地調達が適当と認められる場合については、町村長が

現地調達する。 

○ 町村は、都福祉局に食料及び生活必需品等の調達を要請す

る。 

支 庁 

○ 町村長からの要請により、支庁に保管してある備蓄食料・

生活必需品等を放出する場合は、都福祉局長の承認を得る。 

○ 地域内輸送拠点への移送については、町村及び輸送関係機

関と密接な連絡を取り対処する。 

都 総 務 局 

都 福 祉 局 

○ 都総務局長は、都福祉局長から食料・生活必需品等の調達

の依頼があった場合は、直ちに、あらかじめ協力を依頼して

いる物販事業者（小売事業者等）に物資の調達を要請する。 

（協定編参照） 

○ 災害救助法の適用後、町村長から支庁を経由して調達の要

請があった場合又は都福祉局長が被害状況等から必要と認め

た場合は、都備蓄倉庫及び協定に基づき確保している食料・

生活必需品等を放出する｡ 

（資料編資料第 29 都備蓄倉庫一覧 P376） 

（資料編資料第 30 食料等の備蓄状況 P377） 

（協定編参照） 
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機 関 名 内    容 

○ 食料が不足する場合は、直ちに所要量を調達し、放出す

る。 

なお、食料については、都総務局及び都生活文化局に調達

を依頼する。 

また、米穀、乾パン、副食品（漬物及びつくだ煮類）及び

調味料（味噌及び醤油）の調達については都産業労働局に依

頼する。 

○ 生鮮食料品については、都中央卸売市場に調達を要請す

る。 

○ 食塩については、公益財団法人塩事業センターに調達を要

請する。 

（資料編資料第 31 食塩調達経路図 P378） 

○ 都福祉局長は、町村長から調製粉乳等の調達依頼があった

ときは、都福祉局保有の備蓄調製粉乳等を放出する。 

（資料編資料第 32 調製粉乳等備蓄等一覧 P379） 

都 生 活 文 化 局 

○ 都生活文化局長は、都福祉局長から食料・生活必需品等に

ついての調達の依頼があった場合は、直ちに東京都生活協同

組合連合会に調達を要請する。 

 （協定編参照） 

都 産 業 労 働 局 

○ 都福祉局長から食料（米穀及び乾パンを除く。）及び調味料

についての調達依頼があったときは、副食品 （漬物及びつ

くだ煮類）及び調味料 （味噌及び醤油）を調達する。 

○ 上記で不足する場合は、業界等との協定及び他府県からの

応援により必要量を調達する。 

（資料編資料第 33 米穀の調達先一覧表 P380） 

（資料編資料第 34 米穀等の調達経路 P381） 

（資料編資料第 35 米穀卸売事業者等名簿一覧表 P383） 

（資料編資料第 36 副食品及び調味料の調達（予定）一覧表 

P384） 

都中央卸売市場 

○ 都福祉局長から生鮮食料品の調達について依頼があった場

合は、卸売業者、仲卸業者及び関連業者から、入荷物品及び

在庫品のうち必要な量を買い上げる。 

農 林 水 産 省 

農 産 局 

貿 易 業 務 課 

○ 都産業労働局長から、米穀の放出要請を受けたときは、米

穀の買入れ・販売等に関する基本要領に定める災害救助法又

は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する

法律（平成 16 年法律第 112 号）が発動された場合の特例によ

り処理する。 

関 東 農 政 局 

○ 都から調達困難な生鮮食料品、米麦加工食品（精米、小麦

粉、乾・生麺、即席麺、パン及びビスケット）、加工食品（缶

詰、レトルト食品及び漬物）及び調味料（味噌及びしょう油)

等の出荷要請を受けたときは、速やかに管内の需給動向を把

握し、農林水産本省と情報共有を図り、必要な措置を講ず

る。 
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イ 食料・生活必需品等の配布 

≪町村・都≫ 

（ア） 輸送 

○ 機関別の対応は、次のとおりである。 

機 関 名 内    容 

町 村 

○ 町村長は、町村の備蓄・調達（都の事前配置分を含む。）す

る食料・生活必需品等の輸送及び配分の方法について定め

る。 

○ 都総務局が町村に事前配備している備蓄物資で、都総務局

長の承認を得て、町村が使用するものについては、当該町村

が輸送する。 

○ 交通及び連絡に便利な避難（場）所、公共施設、公園広場

等を災害時における食料・生活必需品等の地域内輸送拠点と

して選定し、支庁に報告する。 

○ 島内の輸送手段について、車両の調達先及び調達予定数を

定めておくとともに、災害時において車両が調達できない場

合は、支庁に対し調達、あっせんを要請する。 

支 庁 

○ 町村の選定した地域内輸送拠点を把握する。 

○ 町村から食料・生活必需品等の受入れについて支援要請が

あった場合、支庁倉庫等を活用する。 

○ 運搬に必要な車両、船舶等を調達する。 

○ 町村からの要請も含め輸送手段の確保が困難な場合は、都

総務局に要請する。 

都 総 務 局 

都 福 祉 局 

○ 各局の用途別必要船舶数を把握する。 

○ 輸送に必要な船舶、ヘリコプター等について関係各局及び

関係機関に要請する。 

都 港 湾 局 
○ 受入れ場所（広域輸送基地）の開設、支援物資の受入れ・

荷さばき等作業を関係団体及び協定団体に要請する。  

都 生 活 文 化 局 

 

都中央卸売市場 

○ 都生活文化局が東京都生活協同組合連合会に要請した応急

生活物資は、当該連合会から要請を受けた各生協が、都福祉

局が指定する場所に輸送し、引き渡す。都中央卸売市場は、

調達した生鮮食料品を、調達業者等の協力を得て、支庁倉庫

又は町村の集積地まで輸送し、引き渡す。 

都 産 業 労 働 局 
○ 都産業労働局は、米穀卸売業者から給食用米穀を調達し、

とう精及び輸送を依頼し、町村に引き渡す。 

関東地方整備局 ○ 緊急輸送に必要な船舶の情報を収集する。 

関 東 運 輸 局 ○ 災害時における輸送用船舶のあっせんを行う。 

 

（イ） 被災者への給与 

○ 機関別の実施計画及び対応は、次のとおりである。 
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機 関 名 内    容 

町 村 

○ 町村長は、被災者に食料の給与、生活必需品等の給（貸）与を

実施する場合、その配分方法等について定めておく。 

○ 町村長は、災害時における被災者への食料の給与、生活必需品

等の給（貸）与を実施する。 

○ 被災した町村において、食料の給与、生活必需品等の給（貸）

与の実施が困難な場合は、当該町村長は、支庁を経て知事に応援

要請する。 

○ 備蓄食料又は備蓄物資として町村に事前に配置してあるもの

は、都総務局長の承認を得て被災者に配分する。 

支 庁 
○ 町村長から被災者に対する食料の給与、生活必需品等の給

（貸）与の応援要請があったときは速やかに協力する。 

都 総 務 局 

都 福 祉 局 

○ 被災地区の町村長から支庁を経て炊出しの要請があり、都福祉

局のみでは実施が困難であるときは、都福祉局長は、都協力局等

に対して応援を依頼し、日赤に対して地域赤十字奉仕団や、東京

都赤十字救護ボランティア等の応援要請等の措置を講ずる。 

○ 被災地以外の避難所に避難した被災者に対する炊き出しは、避

難先区市町村において救援に協力するよう連絡する。 

○ 被災乳幼児に対する調製粉乳等の給与に関する調整は、子供・

子育て支援部家庭支援課が行う。 

 

６  輸送車両の確保 

○  災害時に救援、救護等の応急対策活動を実施するために必要な人員及び物資の

輸送は、応急対策活動の基幹であり、車両、船舶等を迅速かつ円滑に確保し、運

用しなければならない。 

○  本項及び次項においては、これらの輸送活動の確保に必要な車両等の調達、配

車、緊急車両の確認等について定める。 

（１）対策内容と役割分担 

機 関 名 対 策 内 容 

都 本 部 ○ 物資等の輸送に必要な車両を調達する。 

都 各 局 ○ 独自に調達計画を立てる。 

支 庁 

○ 独自の調達計画を策定する。 

○ 町村から要請があった車両の確保については、必要に応

じ都本部に要請する。 

関 東 運 輸 局 ○ 都本部の要請に基づき、車両の調達あっせんを行う。 

町 村 

○ 調達先及び調達予定数を地域防災計画において明確にし

ておく。 

○ 必要に応じ、支庁に対し、調達あっせんを要請する。 

 

（２）業務手順 

○ 都各局において車両を必要とするときは、車種、乗車人員数又は積載トン数、
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台数、引渡場所及び日時を明示の上、都本部に要請する。 

○ 都本部は、所要車両を調達し、用途別必要量に応じて、都各局に対して適宜配

分する。 

 

（３） 詳細な取組内容 

≪都本部≫ 

○ 都各局は、原則として保有する車両を第一次的に使用し、不足が生じる場合は

都本部（物資・輸送調整チーム）が集中的に調達する。 

○ 車両の調達に当たっては、原則として運転手を含め、運行できる体制とする。 

・ 乗用車 

都各局の不足分は、都本部（物資・輸送調整チーム）がレンタカー会社から調達す

る。 

・ 貨物自動車 

都トラック協会、日本通運等の協定締結先から優先調達する。 

・ 乗合自動車 

東京バス協会等協定締結先から優先調達する。 

○ 他道府県及び関係防災機関から車両の供与があったときは、集中受入れを行う。 

○ 車両調達数に不足を生ずる場合は、関東運輸局のあっせんにより、所要数を調

達するよう努力し、必要に応じ関東運輸局長と協議の上、従事命令又は輸送命令

を発し、緊急輸送に必要な車両を確保する。 

○ 災害復旧計画に必要な車両についても、都各局の要請を踏まえ、所要車両を調

達し、輸送力を確保する。 

 

≪支庁≫ 

○ 車両等については、原則として支庁保有の車両 を第一次的に使用し、不足を生

ずる場合は、町村の調達計画に競合しないように独自の調達計画を策定する。 

○ 町村から要請があった車両の確保については、必要に応じ都本部に要請する。 

 

≪関東運輸局≫ 

○ 都本部の要請に基づき、車両の調達あっせんを行う。 

 

≪町村≫ 

○ 町村は、調達先及び調達予定数を地域防災計画において明確にしておくととも

に、災害時において町村の所要車両が調達できない場合は、支庁に対し、調達あ

っせんを要請する。 

 

７  輸送船舶の確保 

（１）対策内容と役割分担 

○  火山災害の場合は、島の特殊事情から、船舶の確保が大切である。 
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機 関 名 対 策 内 容 

都 本 部 ○ 船舶必要数を調達し、都港湾局へ調達を指示する 

都 各 局 
○ 都本部へ、物資の輸送及び人員の搬送等のため、必要船舶

を請求する。 

支 庁 

○ 被災者の島外避難、物資の輸送等に必要な漁船について

は、島内漁業協同組合所属の漁船を調達する。 

○ 被災者の島外避難及び物資輸送に必要な船舶は、都本部

に要請する。  

都 港 湾 局 
○ 船舶を調達・配分し、要請局へ回答する。 

○ 使用可能な船舶を都本部に報告する。 

関 東 運 輸 局 ○ 都港湾局の要請により、船舶を調達あっせんする。 

関東地方整備局  
○ 港湾関係者と連携し、緊急輸送に必要な船舶を確保される

よう努める。 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 調達 

 ≪都本部≫ 

○ 都本部は、他道府県及び関係防災機関から船舶の供与があったときは、 船舶の

把握を行う。 

また、都各局は、他から船舶の供与があった場合は、 都本部へ報告する。  

 

≪都港湾局≫ 

○ 都港湾局は、東海汽船及び協定締結団体から使用可能な民間船舶を把握し、都

本部へ 報告する。 

（資料編資料第 37 東海汽船所有船舶一覧 P385） 

○ 都港湾局は、東海汽船及び協定締結団体から船舶を調達するとともに、不足

が生ずる場合は、関東運輸局のあっせんを要請し、所要数を調達するよう努め

る。 

 

≪支庁≫ 

○ 支庁は、船舶の確保に当たっては、島内漁業協同組合所属の漁船を活用する。 

○ 支庁は、被災者の島外避難及び物資輸送に必要な船舶は、都本部に要請する。 

  

≪関東運輸局≫ 

○ 都本部の指示に基づいた都港湾局の要請により、船舶の調達あっせんを行う。 

 

 ≪関東地方整備局≫  

○  港湾関係者と連携し、緊急輸送に必要な船舶が確保されるよう努める。 
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イ 配分 

≪都各局≫ 

 ○  都各局は、保有の船舶を使用するほか、船舶の必要が生じる場合には、 都本部

に対し、船の用途、総トン数、隻数、船舶使用責任者の氏名、使用 開始希望場所、

日時等を明示の上、必要船舶を請求する。  

 

≪都本部≫  

○ 調達した船舶数及び各局の用途別配分船舶数を都港湾局に通知するとともに、

各局への配分を指示する。  

○ 他道府県及び関係防災機関から都に供与された船舶についても、都本部が都港

湾局へ指示し、配分させる。  

 

≪都港湾局≫  

○ 都本部の指示に基づき、船舶を各局へ配分し、調達した船舶名、運行事業者、

使用開始場所等を要請局に回答する。  

○ 他道府県及び関係防災機関から都に供与された船舶についても、都港湾局が配

分する。  

 

ウ 荷役の確保 

○ 都港湾局は、支援物資受入れのため必要な船舶荷役態勢の確保を、関係団体及

び協定団体に依頼する。  

○ 依頼を受けた関係団体及び協定団体は、災害発生時から、ふ頭の状況を把握し、

その情報を都港湾局に提供するとともに、都港湾局が指定する受入場所において、

船舶荷役に必要な態勢を整える。 

○ 都港湾局は、船舶荷役に必要な態勢を確保するために必要な港湾荷役災害対策

拠点の設置・運営について、関係団体及び協定団体に協力する。 

 

第８節  船舶及び航空機の安全確保対策 

○ 船舶及び航空機は、島しょと都内とを結ぶ交通手段であり、島しょの生活上重

要な役割を果たしている。 

○ また、災害時における救援物資及び人員の輸送のため、欠かせないものである。 

○ このため、火山災害時において被害を防止し、船舶及び航空機の安全の確保を

図る必要がある。 

○ 本節においては、船舶及び航空機の安全確保対策について必要な事項を定める。 

 

１  船舶 

（１）対策内容と役割分担 

○ 船舶は、一度に大量の人員及び貨物を輸送しており、火山（海底火山を含む。）

の噴火により被害を受けた場合、人命に多大な危険が生じるのみならず、島しょ

住民の生活に大きな影響を与えるおそれがある。 
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○ このため、本項においては、各機関の船舶（漁船を含む。）の安全確保対策につ

いて定める。 

機 関 名 対 策 内 容 

町 村 ○ 停泊中の船舶に対する港外への退避等の措置の実施 

支 庁 

○ 漁業無線等の活用による火山情報の伝達、港外への退避

等の措置の実施 

○ 海底火山の噴火が予想される場合の危険区域からの早期

避難の勧告 

第 三 管 区 

海上保安本部 

○ 港内又は沿岸付近にある船舶に対する港外又は沖合等の

安全な海域への避難勧告 

○ 火山島の周辺海域の船舶の交通規制 

○ 船舶の入港制限 

東 海 汽 船 ○ 海上保安部及び都、支庁等から勧告への対応 

 

（２）詳細な取組内容 

≪町村・都・輸送機関≫ 

機 関 名 内    容 

町 村 
○ 港湾又は漁港において、災害が発生するおそれがある場合は、

停泊中の船舶に対して、港外への退避等の措置をとる。 

支 庁 

○ 火山の異常変化（地震、噴気、湧水、地温上昇等）が認めら

れ、災害の発生が予想される場合及び噴火警報等が出された場

合、警察署、町村、漁業組合等と連絡を密にし、漁業無線等を活

用し、火山情報の伝達、港外への退避等の措置をとる。 

○ また、海底火山の噴火が予想される場合は、危険区域からの早

期避難を勧告する。 

第 三 管 区 

海上保安本部 

○ 第三管区海上保安本部は、船舶の安全を確保するため、必要に

応じ、次の措置を講ずる。 

１ 火山活動により、災害の発生が予想される場合は、港内又は沿

岸付近にある船舶に対して、港外、沖合等の安全な海域への避難

を勧告する。 

２ 火山島の周辺海域の船舶交通の規制を行う。 

３ 船舶の入港を制限する。 

東 海 汽 船 

○ 海上保安部及び都、支庁等から勧告があった場合、それに従っ

て対処する。 

○ 事故処理基準に基づき、事故処理を迅速かつ適切に実施し、人

命の安全の確保及び損害の極限防止を図る。 

（資料編資料第 38 船舶の運航基準 P386） 

 

２  航空機 

（１）対策内容と役割分担 

○ 航空機は、高速で多数の人々を輸送しており、万一災害が発生した場合、直接
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人命に関わる被害を生ずるおそれがある。 

 

○ このため、航空機の安全確保に関し、各機関が採るべき措置を定める。 

機 関 名 対 策 内 容 

支 庁 

○ 飛行場の使用の一時停止措置及び関係者の避難勧告等の

判断 

○ 速やかな航空情報（ノータム）の提供及び航空機への注

意を呼びかけ 

東京空港事務所 

○ 当該火山の上空及び周辺を航行中の航空機に対する情報

提供及び安全確保のための指示 

○ 火山活動に伴う空港の閉鎖、航行援助施設の運用停止等

に関する情報の周知徹底及び航行の安全に必要な措置の実

施 

 

（２）詳細な取組内容 

≪都・東京航空事務所≫ 

機 関 名 内    容 

支 庁 

○ 支庁長は、噴火等による危険が切迫していると判断したと

きは、飛行場の使用の一時停止措置をとるとともに、関係者

に対し、早急に避難するよう勧告する。 

○ 空港管理者として、都本部又は気象庁発表の噴火警報等に

基づき、速やかに航空情報（ノータム）を提供し、航空機に

注意を呼びかける。 

東京空港事務所 

○ 気象庁等から噴火に関する通報を入手したときは、速やか

に当該火山の上空及び周辺を航行中の航空機に対し情報を提

供し、必要に応じ安全確保のための指示を行う。 

○ また、火山活動に伴い、空港の閉鎖、航行援助施設の運用

停止等の事態が発生したときは、飛行中の航空機及び関係機

関に対し、情報の周知徹底を図るとともに、航空機の航行の

安全のため、必要な措置をとる。 

 

第９節  ライフライン施設等の応急・復旧対策 

○ 電気、水道、電話等の施設は、日常生活の根幹を成すものであり、これらの施

設が被災した場合、その影響は極めて大きい。このため、これらの施設において

それぞれの活動体制を確立し、応急対策活動を迅速に実施しなければならない。 

○ 電気、上下水道、電話等の施設の早期復旧に向けては、道路管理者との連携が

必要となるため、道路啓開が必要な路線等の情報共有を図る。 

○ 本節においては、これらの施設の応急・復旧対策について定める。 

○ なお、島しょ部に都市ガス施設はない。 
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１  電気施設 

（１）対策内容と役割分担 

○ 東京電力グループは、災害発生時に非常災害対策本（支）部を設置し、要員の

確保、情報の収集及び応急対策を実施する。 

○ 東京電力グループ非常災害対策本（支）部は、応急対策として、資材の調達・

輸送、危険予防措置、応援の組織・運営、応急工事、発電車の配置などを実施す

る。 

○ 復旧対策については、災害復旧を原則とするが、被害状況等に応じて仮復旧工

事も施す。各設備の復旧は、電力供給上復旧効果の大きいものから、あらかじめ

定めた復旧順位により実施する。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

東 京 電 力 

グ ル ー プ 

○ 非常災害対策本（支）部を設置 

○ 要員の選抜、呼集方法、出動方法等につき検討し、適切

な活動組織を編成 

○ 被害支部から諸情報を収集 

○ 被害支部は現地の被害状況を収集 

○ 第一線機関においては、予備品、貯蔵品等の在庫品を常

に把握し、資材を速やかに確保 

○ 非常災害対策用資機材の輸送の実施 

○ 車両、船艇等の調達 

○ 送電停止等の適切な危険予防措置の実施 

○ 災害時における応援の組織・運営 

○ 復旧応援隊の編成の要請及び出動 

○ 応急工事の実施 

○ 発電車の配置 

○ 仮復旧工事の実施 
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（２）詳細な取組内容 

≪東京電力グループ≫ 

ア 活動態勢 

（ア） 非常災害対策本（支）部の設置 

○ 災害が発生したとき、東京電力グループは非常災害対策本（支）部を設置する。 

○ 本部は、本社、総支社に設置する。 

○ また、支部は、各島しょ事務所である第一線機関に設置する。 

○ 夜間休日等の緊急呼集及び交通機関、通信の途絶に対応できるよう、要員の選

抜、呼集方法、出動方法等につき検討し、適切な活動組織を編成する。 

（イ） 要員の確保 

○ 災害が発生したとき、非常災害対策本（支）部長は、情勢に応じた非常態勢を

発令する。 

○ 非常災害対策本（支）部長は、当該本（支）部編成のため必要とする要員につ

いて、その出動を指示する。 

○ その他の社員は、非常災害に対する安全対策を実施し、可能な限り通常の業務

に従事する。 

○ 非常態勢が発令された場合、非常災害対策本（支）部は請負会社に対し、その

旨を連絡し、必要があれば直ちに応援を求める。 

（ウ） 情報連絡活動 

○ 本社本部は、定期的に諸情報を被害支部から収集する。 

○ 被害支部は、現地の実態を速やかに把握するため、第一線機関の動員などによ

り、確実な被害状況の収集に努める。 

 

イ 応急対策 

（ア） 資材の調達・輸送 

ａ 資材の調達 

○ 第一線機関においては、予備品、貯蔵品等の在庫品を常に把握し、調達を必要

とする資材は、次のいずれかの方法により速やかに確保する。 

（ａ） 第一線機関相互の流用 

（ｂ） 本社本部に対する応急資材の請求 

ｂ 資機材の輸送 

○ 非常災害対策用資機材の輸送は、あらかじめ調達契約をしている輸送会社の車

両、船艇等により行う。 

○ 輸送力が不足する場合には、他の輸送会社から車両、船艇等の調達を対策本部

において適宜行い、輸送力の確保を図る。 

（イ） 災害時における危険予防措置 

○ 円滑な防災活動のため、警察、消防機関等から送電停止の要請があった場合に

は、送電停止等の適切な危険予防措置を講ずる。 

  



第２部 

第３章  災害応急・復旧対策計画 

第９節  ライフライン施設等の応急・復旧対策  

- 172 - 

（ウ） 災害時における応援の組織・運営 

○ 本社本部及び支部は、被害が多大な被災地の第一線機関支部のみの災害活動で

は早期復旧が困難であると判断した場合には、他事業所本部、支部及び請負会社

に復旧応援隊の編成を要請し、被害及び復旧状況を勘案した上、必要な応援隊を

出動させる。 

（エ） 応急工事 

○ 応急工事の実施に当たっては、原則的に人命に関わる箇所、復旧対策の中枢と

なる官公庁（署）、民心の安定に寄与する報道機関、避難所等を優先するなど災害

状況、各施設の被害復旧の難易等を勘案して、供給上、復旧効果の最も大きいも

のから行う。 

（オ） その他 

○ 災害が極めて大きく、管内の工事力に余力のない場合又は工事力を動員しても

なお、応援隊を必要と判断される場合には、本社対策本部は自衛隊の協力を要請

する。 

○ なお、この場合の要請は、都本部を経由して行う。 

 

ウ 復旧対策 

○ 災害復旧を原則とするが、災害の規模、設備の重要度、被害の状況等によりや

むを得ないものについては、仮復旧工事を施す。各設備の復旧は、災害状況、被

害状況及び被害復旧の難易度を勘案して、電力供給上復旧効果の大きいものから、

あらかじめ定めた復旧順位により実施する。 

 

２  水道施設 

（１）対策内容と役割分担 

○ 災害時における飲料水の確保及び被害施設の応急復旧に対処するため、町村は、

これに必要な人員、車両及び資器材の確保、情報の収集連絡体制等を確立し、実

情に即した判断の下に、緊急配水調整を行い、断水区域を限定した上、応急・復

旧対策を実施する。 

○ 各機関の対策は、次のとおりである。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

町 村 
○ 水道の施設を災害から防護 

○ 災害発生の場合は速やかに応急復旧を実施 

支 庁 

○ 町村に対する給水用資材の調達、供給等の応援及び都本

部との連絡 

○ 被害状況に応じた資機材の輸送 

都保健医療局 

○ 職員の派遣及び水道の応急復旧工事に関する技術的支

援、指導 

○ 飲料水の衛生管理指導 
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（２）詳細な取組内容 

≪町村・都≫ 

機 関 名 内    容 

町 村 
○ 水道の施設を災害から防護し、又災害発生の場合は速やかに応

急復旧を行い、その機能を維持する。 

支 庁 

○ 町村の要請に応じ、町村に対して給水用資材の調達、供給等の

応援及び都本部との連絡に当たる。 

○ 被害状況に応じ、資機材の輸送を行う。 

都保健医療局 

○ 必要に応じ、職員を派遣し、水道の応急復旧工事に関する技術

的支援、指導に当たる。 

○ 状況に応じて、飲料水の衛生管理指導を行う。 

 

３  通信施設等 

（１）対策内容と役割分担 

○ 災害時には、各通信事業者は各社の規定に基づき災害対策本部を設置する。各

社の災害対策本部は、被害状況や通信状況を把握し、重要通信の確保や応急復旧

対策、広報、関係防災機関との連絡などを行う。 

○ 各通信事業者は、各社の災害対策本部の指示の下、通信回線の確保や通信の途

絶防止等の応急対策を行う。 

○ 各通信事業者は、各社の災害対策本部の計画に基づき、通信の確保を重点とし

て復旧工事を実施する。 

○ 各機関の対策は、次のとおりである。 

機 関 名 対 策 内 容 

各通信事業者 

○ 災害対策本部の設置 

○ 応急対策の実施 

○ 復旧対策の実施 

日 本 郵 便 

○ 非常災害対策本部等の設置 

○ 応急対策の実施(郵便物の送達の確保、窓口業務の維持

等) 

○ 復旧対策の実施 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 活動態勢 

≪通信事業者≫ 

○ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、各社の規定に基づき災害

対策本部を設置する。 

○ 各社の災害対策本部は、被害状況、通信施設の疎通状況等の情報収集を行い、

重要通信を確保し応急復旧対策、広報活動その他の業務を行う。 

○ また、都本部、国等の関係防災機関との連絡及び調整を行う。 

○ 各機関の災害時の活動態勢は、次のとおりである。 
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機 関 名 内    容 

N T T 

東 日 本 

 

 

N T T 

コミュニケ

ーションズ 

 

 

N T T 

ド コ モ 

１ 災害対策本部の設置 

○ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において必要が

あると認められるときは、別に定めるところにより災害対策本部

又はこれに準ずる機関を設置する。  

○ 災害対策本部は、被害状況、通信の疎通状況等及び重要通信並

びに災害時用公衆電話の疎通確保、設備の復旧、広報活動その他

の業務を行う。 

２ 社員の動員計画 

○ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、業務

の運営あるいは応急対策及び応急復旧に必要な動員を円滑に行う

ため、次の事項について定める。  

(1) 社員の非常配置 

(2) 社員の非常招集方法 

(3) 初動時の駆けつけ要員の確保 

(4) グループ各社間相互の応援要請方法 

３ 情報連絡活動 

○ 災害の発生又は発生するおそれがある場合は、情報連絡体制を

確立し、情報の収集及び伝達に当たる。 

○ なお、気象業務法に基づき、気象庁から FAX による伝達予警報

等については、関係する区市町村等に速やかに通報する。 

K D D I 

１ 災害対策本部の設置及び運営 

(1) 災害が発生し、通信を確保するための応急復旧活動等が必要で

あると判断された場合又は発生するおそれがある場合において必

要と認められるときは、対策本部を設置する。 

(2) 同本部は、情報の収集、通信の疎通確保、復旧に関する対策等

を組織的かつ統一的に指揮する。  

(3) 社内外の連絡及び調整を行う。 

２ 災害対策要員の招集と任務 

(1) 実施する応急復旧の内容に応じて、あらかじめ定めておく所定

要員を非常招集する。 

(2) 招集された要員は、災害対策本部長の指揮の下で所定業務を遂

行する。 

３ 情報連絡活動 

(1) 被害状況の収集はテレビ、ラジオ、インターネット、電話会

議、社内通信システム等により収集する。 

(2) 社内及び社外関係機関との連絡及び調整は、社内通信システ

ム、衛星電話、電話、インターネット等を使用するが、併せて都

の防災行政無線、内閣府の中央防災無線等も利用する。 

ソフトバンク 

１ 対策本部の設置及び運営 

(1) 災害が発生し、通信を確保するための応急復旧活動等が必要で

あると判断された場合は、被害状況に応じた対策本部を設置す

る。 

(2) 対策本部は、情報の収集、通信の疎通確保、復旧に関する対策
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機 関 名 内    容 

等を組織的かつ統一的に指揮する。  

(3) 社内外の連絡及び調整を行う。 

２ 対策要員の招集と任務 

(1) 実施する応急復旧の内容に応じて、あらかじめ定められた所定

要員を非常招集する。 

(2) 招集された要員は、対策本部長の指揮の下で所定業務を遂行す

る。 

３ 情報連絡活動 

(1) 被害状況の収集は、テレビ、ラジオ、インターネット、電話会

議、社内通信システム等により収集する。 

(2) 社内及び社外関係機関との連絡及び調整は、社内通信システ

ム、電話、インターネット等を用いて行う。 

楽 天 

モ バ イ ル 

１ 対策本部の設置及び運営 

(1) 災害が発生し、通信を確保するための応急復旧活動等が必要で

あると判断された場合は、被害状況に応じた対策本部を設置す

る。 

(2) 対策本部は、情報の収集、通信の疎通確保、復旧に関する対策

等を組織的かつ統一的に指揮する。  

(3) 社内外の連絡及び調整を行う。 

２ 対策要員の招集と任務 

(1) 実施する応急復旧の内容に応じて、あらかじめ定められた所定

要員を非常招集する。 

(2) 招集された要員は、対策本部長の指揮の下で所定業務を遂行す

る。 

３ 情報連絡活動 

(1) 被害状況の収集は、テレビ、ラジオ、インターネット、電話会

議、社内通信システム等により収集する。 

(2) 社内及び社外関係機関との連絡及び調整は、社内通信システ

ム、衛星電話、電話、インターネット等を用いて行う。 

日 本 郵 便 

１ 非常災害対策本部等の設置及び活動 

(1) 業務運営に重大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認

められる災害等の緊急事態が発生した場合には、非常災害対策本

部又はそれに準ずる対策機関を設けて、当該緊急事態に的確に対

応する。 

(2) 非常災害対策本部等においては、関係行政機関等又は関係事業

者と密接な連絡及び協力を行い、迅速かつ的確に被災現地の状況

を把握し、適切な災害応急対策及び災害復旧活動を行う。 

２ 災害に関する情報の収集及び伝達 

災害発生時においては、災害の状況を的確に把握し、災害応急

対策を迅速かつ適切に講じ得るよう、災害に関する情報の収集

及び伝達を行う。特に、災害発生直後においては、郵便局等に

おける被害状況、ライフライン被害等の関連情報の収集に当た

る。 
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機 関 名 内    容 

３ 通信手段の確保 

災害発生後は、直ちに災害情報連絡のための通信手段を確保す

る。 

４ 施設及び設備の応急復旧活動 

災害発生後は、災害の種類及び被害状況に応じ、専門技術を持

つ社員等を活用して施設及び設備の緊急点検を実施するととも

に、これらの被害状況等を把握し、二次災害の防止、被災者の

生活確保を最優先に、応急復旧を速やかに行う。 

５ 災害時における広報活動 

災害時においては、業務に係る当該災害による被害、応急対策

の措置状況、事業の運営状況、その見通し等について、適切か

つ効果的な広報活動を行う。 

６ その他の活動 

災害が発生した場合は、速やかに社員の非常参集、情報収集連

絡体制の確立等必要な体制をとる。 

また、総務省、内閣府その他の関係行政機関等との間におい

て、緊密な連携の確保に努める。 

 

イ 応急対策 

≪通信事業者≫ 

○ 非常招集された対策要員が、災害対策本部の指示の下災害対策用機材、車両等

を確保し、各社の規定に基づき対策組織を編成し、通信回線の確保、通信の途絶

防止等の応急対策を行う。 

○ 各機関の応急対策は、次のとおりである。 

機 関 名 内    容 

N T T 東 日 本 

 

NTT コミュニ

ケーションズ 

 

N T T ド コ モ 

１ 通報及び連絡、各対策組織相互の通報及び連絡は情報を統括す

る組織を窓口として行う。 

２ 情報の収集及び報告 

災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、重要通信の

確保、若しくは被災した電気通信設備等を迅速に復旧するため、

次の情報を収集し、対策組織の長に報告するとともに関係組織相

互間の連絡及び周知を行う。 

(1) 気象状況、災害予報等 

(2) 電気通信設備等の被害状況、疎通状況及び停電状況 

(3) 当該組織の災害応急復旧計画及び措置状況 

(4) 被災設備、回線等の復旧状況 

(5) 復旧要員の稼動状況 

(6) その他必要な情報 

３ 警戒措置 

災害予報が発せられた場合、報道された場合又はその他の事由

により災害の発生が予想されるときは、その状況に応じて、次に
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機 関 名 内    容 

揚げる事項について警戒の措置をとる。 

(1) 情報連絡用回線を作成するとともに、情報連絡要員を配置す

ること。 

(2) 異常事態の発生に備えた監視要員を配置し、又は防災上必要

な要員を待機させること。 

(3) 重要回線、設備の把握、各種措置計画の点検等を行うこと。 

(4) 災害対策用機器の点検、出動準備、非常配置及び電源設備に

対し必要な措置を講ずること。 

(5) 防災のために必要な工事用車両、資材等を準備すること。 

(6) 電気通信設備等に対し必要な防護措置を講ずること。 

(7) その他、安全上必要な措置を講ずること。 

４ 重要通信の疎通確保 

災害等に際し、次により臨機に措置をとり、通信ふくそうの緩

和及び重要通信の確保を図る。 

(1) 応急回線の作成、網措置等疎通確保の措置をとること。 

(2) 通信の疎通が著しく困難となり、重要通信を確保するため必

要があるときは、電気通信事業法（昭和 59年法律第 86号）第８

条第２項及び電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省第 225

号）第 56 条の定めるところにより、臨機に利用制限等の措置を

とること。 

(3) 非常・緊急通話又は非常・緊急電報は電気通信事業法第８条

第１項及び電気通信事業法施行規則第 55 条の定めるところによ

り、一般の通話又は電報に優先して取り扱うこと。 

(4) 警察、消防、その他の諸官庁等が設置する通信網との連携を

とること。 

(5) 電気通信事業者、防災行政無線等との連携をとること。 

５ 災害時用公衆電話の設置 

被災救助法が適用された場合等には避難場所に、被災者が利用

する災害時用公衆電話の設置に努める。 

６ 携帯電話の貸出し 

災害救助法が適用された場合等には避難場所、現地災害対策本

部機関等への携帯電話の貸出しに努める。 

７ 災害用伝言ダイヤル等の提供 

地震等の災害発生により著しく通信ふくそうが発生した場合

は、安否等の情報を円滑に伝達できる災害用伝言ダイヤル等を速

やかに提供する。 
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機 関 名 内    容 

K D D I 

○ 災害等により通信の疎通に異常が発生した場合は、必要な応急

対策を実施するとともに、被害の規模に応じて、次の対策を実施

する。 

１ 通信疎通の管理、制御等 

通信の疎通状態を 24 時間体制で監視し、異常が発生すれば通

信疎通の制御、疎通ルートのう回措置、代替回線の設定等あらか

じめ定めた措置を早急に実施する。 

２ 災害用伝言板の運用 

災害発生時の運用基準に従い、災害被害者の安否確認の手段と

して災害用伝言板の運用を行う。 

３ 災害対策資機材の利用 

災害対策用資機材として、緊急連絡用設備、災害対策用車両、

車載型基地局及び移動電源車等を配備しているほか、緊急輸送用

ヘリコプターの準備、対策要員の活動のための装備品、備蓄食糧

等を貯蔵しているのでこれらを使用して対応する。 

４ 通信サービスの利用制限 

災害の発生により通信の疎通が著しく困難な状態になった場合

には、重要通信の確保を前提に、通信の利用を一部制限する場合

がある。 

５ 携帯電話等の貸出し 

指定行政機関、地方公共団体等から要請を受けた場合、貸出し

用の携帯電話、衛星携帯電話等の貸出しに努める。 

ソフトバンク 

○ 災害等により通信の疎通に異常が発生した場合は、必要な応急

対策を実施するとともに、被害の規模に応じて、次の対策を実施

する。 

１ 通信疎通の管理、制御等 

通信の疎通状態を 24 時間体制で監視し、異常が発生すれば通

信疎通の制御、疎通ルートのう回措置、代替回線の設定等あらか

じめ定めた措置を早急に実施する。 

２ 災害用伝言板等の運用 

災害発生時の運用基準に従い、災害被害者の安否確認の手段と

して災害用伝言板等の運用を行う。 

３ 災害対策資機材の利用 

災害対策用資機材として、移動基地局車、移動電源車、可搬型

移動基地局等のほか、対策要員の活動のための装備品等を使用し

て対応する。 

４ 通信サービスの利用制限 

災害の発生により通信の疎通が著しく困難な状態になった場合

には、重要通信の確保を前提に、通信の利用を一部制限する場合

がある。 

５ 携帯電話等の貸出し 

指定行政機関、地方公共団体等から要請を受けた場合、貸出し

用の携帯電話等の貸出しに努める。 
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機 関 名 内    容 

楽天モバイル 

○ 災害等により通信の疎通に異常が発生した場合は、必要な応急

対策を実施するとともに、被害の規模に応じて、次の対策を実施

する。 

１ 通信疎通の管理、制御等 

通信の疎通状態を 24 時間体制で監視し、異常が発生すれば通

信疎通の制御、疎通ルートのう回措置、代替回線の設定等あらか

じめ定めた措置を早急に実施する。 

２ 災害用伝言板等の運用 

災害発生時の運用基準に従い、災害被害者の安否確認の手段と

して災害用伝言板等の運用を行う。 

３ 災害対策資機材の利用 

災害対策用資機材として、移動基地局車、移動電源車、可搬型

移動基地局等のほか、対策要員の活動のための装備品等を使用し

て対応する。 

４ 通信サービスの利用制限 

災害の発生により通信の疎通が著しく困難な状態になった場合に

は、重要通信の確保を前提に、通信の利用を一部制限する場合が

ある。 

５ 携帯電話等の貸出し 

指定行政機関、地方公共団体等から要請を受けた場合、貸出し

用の携帯電話、衛星携帯電話等の貸出しに努める。 

日 本 郵 便 

１ 郵便物の送達の確保 

郵便の送達を確保するため、次の措置を講ずる。 

(1) 被災地における郵便物の運送及び集配の確保又は早期回復を

図るため、災害の態様及び規模に応じて、運送又は集配の経路若

しくは方法の変更、郵便物の区分方法の変更、臨時運送便又は臨

時集配便の開設等機宜の応急措置を講ずる。 

(2) 郵便物の運送又は集配の委託を受けた者が運送又は集配に当

たって災害に遭遇した場合は、その業務の継続又は郵便物の保全

等のために必要な措置を採るよう、指示を行う。 

(3) 重要な郵便物の送達の確保又は交通の途絶のため、やむを得

ないと認められる場合は、災害の規模及び施設の被災状況に応

じ、地域及び期間を限って郵便物の運送若しくは集配便を減便

し、又は運送業務若しくは集配業務を休止する。 

また、郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止する

措置をとる。 

２ 窓口業務の維持 

被災地における郵便局の窓口業務の維持を図るため、被災によ

り業務継続が不能となった郵便局について、仮局舎急設による窓

口業務の迅速な再開、臨時窓口の開設、窓口取扱時間、取扱日の

変更等の措置を講ずる。 

３ その他 

郵便業務の確保を図るため、社員の非常服務体制の確立、滞留
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機 関 名 内    容 

郵便物の配送処理等のために必要な要員の確保、郵便物等の応急

保全、郵便機械類の応急復旧、事業用品の応急調達、緊急輸送等

の災害応急対策に関する措置をとる。 

 

ウ 復旧対策 

≪通信事業者≫ 

○ 各社の災害対策本部の計画に基づき、通信の確保を重点として応急復旧工事、

現状復旧工事及び本復旧工事の順で復旧工事を実施する。 

○ 各機関の復旧対策は、次のとおりである。 

 

機 関 名 内    容 

N T T 東 日 本 

 

N T T 

コミュニケー 

シ ョ ン ズ 

 

N T T 

ド コ モ 

○ NTT 東日本、NTT コミュニケーションズ及び NTT ドコモは、災

害に伴う電気通信設備等の応急復旧について、恒久的復旧工事と

の関連及び情勢の緊急度を勘案して、迅速かつ適切に実施する。 

１ 被災した電気通信設備等の復旧は、サービス回復を第一義とし

て速やかに実施する。 

２ 必要と認めるときは、災害復旧に直接関係のない工事に優先し

て、復旧工事に要する要員、資材及び輸送の手当てを行う。 

３ 復旧に当たっては、行政機関及びライフライン事業者と提携

し、早期復旧に努める。 

４ 災害等により被災した電気通信設備の復旧については、あらか

じめ定められた次表の順位に従って実施する。 

順位 修理又は復旧する電気通信設備 

１ 

○ 気象機関との電話サービス契約に関わるもの 

○ 水防機関との電話サービス契約に関わるもの 

○ 消防機関との電話サービス契約に関わるもの 

○ 災害救助機関との電話サービス契約に関わるもの 

○ 警察機関との電話サービス契約に関わるもの 

○ 防衛機関との電話サービス契約に関わるもの 

○ 輸送の確保に直接関係がある機関との電話サービス

契約に関わるもの 

○ 通信の確保に直接関係がある機関との電話サービス

契約に関わるもの 

○ 電力の供給の確保に直接関係がある機関との電話サ

ービス契約に関わるもの 

２ 

○ ガスの供給の確保に直接関係がある機関との電話サ

ービス契約に関わるもの 

○ 水道の供給の確保に直接関係がある機関との電話サ

ービス契約に関わるもの 

○ 選挙管理機関との電話サービス契約に関わるもの 

○ １に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は
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機 関 名 内    容 

通信社の機関との電話サービス契約に関わるもの 

○ 預貯金業務を行う金融機関との電話サービス契約に

関わるもの 

○ 国又は地方公共団体の機関との電話サービス契約に

関わるもの（第１順位となるものを除く。） 

３ ○ 第１順位及び第２順位に該当しないもの 

  

K D D I 

○ 災害により被災した通信設備等の復旧は、次により実施する。 

１ 復旧工事の計画 

(1) 応急復旧工事 

被災した通信設備等については、機能維持に必要な補強整備工

事等の応急措置を実施する。 

(2) 原状復旧工事 

被災した通信設備等については、機能等において被災前の状態

に復旧する工事を実施する。 

(3) 本復旧工事 

被害の再発を防止し、設備機能の充実又は改善を施した本格的

な復旧工事を実施する。 

２ 復旧の順位 

復旧工事に際しては、通信の確保を重点とし、応急復旧、原状

復旧及び本復旧工事の順で実施する。 

ソフトバンク 

○ 災害により被災した通信設備等の復旧は、次により実施する。 

１ 復旧工事の計画及び設計 

(1) 応急復旧工事 

被災した通信設備等については、機能維持に必要な補強整備工

事等の応急措置を実施する。 

(2) 本復旧工事 

被災した通信設備等については、機能等において被災前の状態

に復旧工事を実施するほか、被害の再発を防止し、設備機能の充

実又は改善を施した本格的な本復旧工事を実施する。 

楽天モバイル 

○ 災害により被災した通信設備等の復旧は、次により実施する。 

１ 復旧工事の計画及び設計 

(1) 応急復旧工事 

被災した通信設備等については、機能維持に必要な補強整備工

事等の応急措置を実施する。 

(2) 本復旧工事 

被災した通信設備等については、機能等において被災前の状態

に復旧工事を実施するほか、被害の再発を防止し、設備機能の

充実又は改善を施した本格的な本復旧工事を実施する。 
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機 関 名 内    容 

日 本 郵 便 

○ 物資及び資材の調達計画、人材の広域応援等に関し、迅速かつ

円滑に復旧作業を実施する。 

○ なお、被災施設の復旧に当たっては、原状復旧を基本にしつつ

も、再度、災害防止等の観点から可能な限り改良復旧を実施す

る。 

 

第 10節  公共施設等の応急・復旧対策 

○ 道路、港湾、空港、砂防等の公共施設は、島民が生活を行う上で重要な役割を

担っており、これらが被災した場合、救急救助及び救援救護活動に支障を来す。 

○ このため、災害が発生した場合、速やかに応急措置を行い、復旧を図る必要が

ある。 

○ 本節においては、道路、港湾、空港、砂防等の公共施設の応急・復旧対策につ

いて定める。 

 

１  公共土木施設等 

（１）対策内容と役割分担 

○ 道路管理者は、災害による道路被害の調査と広報を行い、噴火活動の終息及び

安全の確認後、道路上の障害物除去や損傷箇所の復旧などの応急活動を実施する。 

○ 港湾及び漁港管理者は、災害による施設の被害を調査し周知するとともに、被

害を受けた施設を復旧する。 

○ 海岸保全施設及び砂防施設の管理者は、被害状況を調査し、主管部署へ報告す

るとともに、直ちに被災施設の復旧を行う。 

○ 本項においては、道路、港湾、漁港、海岸保全施設及び砂防施設の応急・復旧

対策について定める。 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 道路 

○ 災害により道路が被害を受けた場合、道路管理者は、速やかに被害状況を調査

し、道路状況の広報活動を迅速に行う。 

○ 噴火活動の終息及び安全を確認した後は、道路交通の確保を図るため、次のよ

うな応急活動を実施し、被害箇所を復旧する。 

（ア） 降灰、山腹斜面の崩土、落石等の道路上の障害物除去 

（イ） 路面の陥没、決壊、亀裂等の損傷、溶岩流及び泥流による道路埋没の復旧 

 

イ 港湾 

≪支庁、都港湾局≫ 

○ 災害により、港湾施設が被害を受けた場合、港湾管理者は、速やかに被害状況

を調査し、関係機関に周知するとともに、被害を受けた施設を復旧する。 

○ 特に、公共の安全確保上、緊急に復旧を行う必要のある施設は、次のとおりで
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ある。 

（ア） 係留施設の被害で船舶の係留又は荷役に重大な支障を与えているもの 

（イ） 臨港交通施設の被害でこれによって当該臨港交通施設による輸送が不可能

又は著しく困難であるもの（他の施設による輸送が著しく困難でない場合を

除く。） 

（ウ） 港湾の埋塞で船舶の航行又は停泊に重大な支障を与えているもの 

（エ） 外郭施設の被害でこれを放置すると著しい被害を生ずるおそれがあるもの 

 

ウ 漁港 

≪支庁、都港湾局、町村≫ 

○ 災害により、漁港施設が被害を受けた場合、漁港管理者は、速やかに被害状況

を調査し、関係機関に周知するとともに、被害を受けた施設を復旧する。 

○ 特に、公共の安全確保上、緊急に復旧を行う必要のある施設は、次のとおりで

ある。  

（ア） 係留施設の被害で漁船の係留又は荷役に重大な支障を与えているもの 

（イ） 輸送施設の被害でこれによって当該輸送施設による輸送が不可能又は著し

く困難であるもの（他の施設による輸送が著しく困難でない場合を除く。） 

（ウ） 漁港の埋塞で漁船の出入又は停泊に重大な支障を与えているもの 

（エ） 外郭施設の被害でこれを放置すると著しい被害を生ずるおそれがあるもの 

 

エ 海岸 

≪支庁、都建設局、都港湾局≫ 

○ 海岸法（昭和 31 年法律第 101 号）で定めた海岸保全施設の管理者は、火山噴火

に伴う溶岩流及び火山泥流の発生により被災した海岸保全施設について、速やか

にその被災状況を調査し、主管部署へ報告するとともに、直ちに被災施設の復旧

を行う。特に、次の施設については、緊急施工により応急対策を行う。 

（ア） 海岸護岸の施設機能が著しく低下しており、決壊又は倒壊のおそれがある

もの 

（イ） 溶岩流及び火山泥流により、護岸前面が埋塞され、又は洗堀され、これを

放置すると越波や波浪浸食により護岸背後地の保全施設に著しい被害を与え

るおそれがあるもの 

（ウ） その他、新たな被害発生の要因となるおそれがあるもの 

 

オ 火山砂防 

○ 砂防施設管理者は、火山噴火に伴う溶岩流及び火山泥流の発生により被災した

溶岩導流施設及び砂防施設について、速やかにその被災状況を調査し、主管部署

へ報告するとともに、直ちに被災施設の復旧を行う。特に、次の施設については、

緊急施工により応急対策を行う。 

（ア） 被災した流路及び砂防堰堤のうち、施設機能が著しく低下しており、決壊

又は倒壊のおそれがあるもの 
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（イ） 溶岩流及び火山泥流に伴う流木により埋塞した流路又は砂防堰堤のうち、

放置すると下流家屋等に著しい被害を与えるおそれがあるもの 

（ウ） その他、新たな被害発生の要因となるおそれがあるもの 

 

２  空港施設 

（１）対策内容と役割分担 

機 関 名 対 策 内 容 

支 庁 

都 港 湾 局 

○ 空港施設の被災状況の調査及び結果の報告 

○ 空港施設の復旧 

東 京 航 空 局 

(東京空港事務所) 

島しょ空港（大島、新島、神津島、三宅島、八丈島）を対象

として以下の対策を実施 

○ 航空保安無線施設、管制施設等の被災状況の調査及び結

果の報告 

○ 航空保安無線施設、管制施設等の復旧 

東京管区気象台 
○ 気象施設の被災状況の調査及び結果の報告 

○ 気象施設の復旧 

 

（２）詳細な取組内容 

≪支庁、都港湾局≫ 

〇 災害により、空港施設（大島、新島、神津島、三宅島、八丈島）が被害を受け

た場合、空港管理者は、速やかに被害を調査し、関係機関に周知するとともに、

公共の安全を確保するため、復旧を図る。 

  特に、滑走路・着陸帯・誘導路・駐機場・照明施設などの基本施設が破壊され

て、航空機の離着陸に重大な支障を与えているものについて、速やかに応急復旧

を実施する。 

 

≪東京航空局（東京空港事務所）≫ 

〇 災害により、航空保安無線施設、管制施設等が被害を受けた場合、速やかに被

害を調査し、関係機関に周知する。 

また、航空機の離着陸に重大な支障を与えているものについて、速やかに応急

復旧を実施する。 

 

≪東京管区気象台≫ 

〇 災害により、気象施設が被害を受けた場合、東京管区気象台は速やかに被害を

調査し、関係機関に周知する。 

また、航空機の離着陸に重大な支障を与えているものについて、速やかに応急

復旧を実施する。  
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第 11節  その他の応急対策 

○ 本節においては、降灰の除去、遺体の捜索及び検案並びに応急仮設住宅及び応

急教育について必要な事項を定める。 

 

１  降灰除去等 

（１）対策内容と役割分担 

○ 火山噴火は、多くの場合、溶岩、火山砕屑物、降灰、有毒ガス等を噴出する。 

○ このうち、降灰は、広範囲かつ長期間続き、島しょの産業に少なからぬ影響を

与えるため、その対策が重要となってくる。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

町 村 

○ 降灰予報及びその他火山情報に注意し、状況に応じた指導 

○ 土壌改良の指導及び代替作物の選定 

○ 除灰作業の指導 

○ 農協及び漁協との連絡 

○ 町村道の降灰除去 

○ 降灰予報及びその他火山情報の把握 

○ 測定機器の設置及び測定 

○ 被害額の算定及び報告 

○ 降灰の運搬 

支 庁 

○ 町村並びに都産業労働局及び都港湾局との連絡 

○ 町村に対する技術的指導 

○ 道路被害状況の調査及び緊急物資等の輸送路の確保 

○ 都道の降灰除去及び降灰の集積場所の確保 

都産業労働局 

○ 農家及び農業団体の指導。 

○ 島しょ農林水産総合センターは、支庁と連携し地区内の

災害による被害状況等について調査し、支庁に報告 

○ 農業振興課は、農業振興事務所へ連絡し、当事務所技術

総合調整担当は、技術対策を講じるとともに、島しょ農林

水産総合センターに対し指導 

○ 農業振興事務所は、大学、試験研究機関等における災害

研究成果を把握し、普及指導員に対し技術援助を実施。 

○ 農業振興課は、気象庁発表の長期、短期予報その他予想

される被害に関する情報、資料等を収集 

○ 農業振興課は、家畜経営指導、家畜衛生技術指導の実施

及び災害地域における飼料の確保、それに伴う全国農業協

同組合連合会等との情報交換連絡並びに飼料対策の措置の

実施 

○ 島しょ農林水産総合センターへの指示 

○ 病害虫の防除 

○ 病害虫の情報の整理及び報告 

関 東 農 政 局 
○ 降灰による農作物等の被害に対する各種技術対策の指導及

び被害の状況を把握の上必要な措置の実施 
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機 関 名 対 策 内 容 

都 建 設 局 ○ 道路被害の状況把握及び支庁に対する助言指導 

国 土 交 通 省 

都 市 局 

○ 降灰による宅地の被害状況等の報告に基づいた復旧対策

の助成措置等の実施 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 農水産施設 

≪町村・都≫ 

○ 火山活動が活発化し、大噴火を起した場合、これらの島々は、降灰により、農

作物、温室、パイプハウス等の施設に被害が及ぶおそれがある。 

○ 農作物に対する少量の降灰は、払い落とし、土壌の中和を図る等当面の対策を

取る一方、降灰に強い代替作物の選定、土壌の改良が長期的には必要となる。 

○ 一方、水産施設においては、降灰の除去等により、機能の回復を図る。 

○ 各機関の対応は、次のとおりである。 

機 関 名 内    容 

町 村 

○ 降灰予報及びその他火山情報に注意し、状況に応じた指導 

○ 土壌改良の指導及び代替作物の選定 

○ 除灰作業の指導 

○ 農協及び漁協との連絡 

支 庁 
○ 町村並びに都産業労働局及び都港湾局との連絡 

○ 町村に対する技術的指導 

都産業労働局 
○ 支庁及び島しょ農林水産総合センターを直接現地指導の拠点と

して、農家及び農業団体の指導を行う。 

関 東 農 政 局 

○ 降灰による農作物等の被害に対して、各種技術対策（土壌、農

作物、施設等）を指導するとともに、被害の状況を把握し、農林

水産本省と情報共有を図り、必要な措置を講ずる。 

 

イ 営農指導 

≪都≫ 

○ 火山等による被害（病害虫を含む。）に対する対策については、都産業労働局農

業振興事務所の技術総合調整担当及び島しょ農林水産総合センターの普及指導員

が中心となって技術指導に当たり、各種農産物生産と農業経営の安定を期する。 

○ このため、島しょ農林水産総合センターの普及指導員が直接現地指導の中心的

役割を果たし、当該地区内の農家及び農業団体の指導を行う。 
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機 関 名 内    容 

都産業労働局 

１ 事業計画 

（１） 島しょ農林水産総合センターは、常時管内の災害に対する

技術指導を行うとともに、各種の災害が発生した場合は、地区内

の被害状況等について支庁と連携し、調査の上速やかに支庁に集

約するものとする。支庁にて被害状況を取りまとめの上、都産業

労働局（農林水産部農業振興課）に報告するものとする。農業振

興課は、農業振興事務所へ連絡し、当事務所技術総合調整担当

は、この報告に基づき各専門項目について技術対策を講じるとと

もに、島しょ農林水産総合センターに対し適切な助言指導を行う

ものとし、必要により直接現地指導を行うものとする。 

（２） 農業振興事務所は、常時それぞれの専門項目について、大

学、試験研究機関等における災害研究成果を把握し、普及指導員

に対し適切な技術援助を行う。 

（３） 農業振興課は、気象庁発表の長期、短期予報その他予想さ

れる被害（病害虫を含む。）に関する情報、資料等の収集を行

う。 

また、農業振興課は、家畜経営指導、家畜衛生技術指導の実施

及び災害地域における飼料の確保、それに伴う全国農業協同組合

連合会等との情報交換連絡並びに飼料対策を講じるとともに、島

しょ農林水産総合センターに対し適切な指示を与える。 

２ 病害虫予防対策計画 

（１） 火山噴火等を原因として病害虫が多発生した場合、病害虫

防除所は、関係機関から提供される情報に基づき、東京都病害虫

防除指針（各病害虫に対しての防除指針）に沿い、関係機関と密

接な連携を図り、関係機関を指導するとともに病害虫の防除等に

当たる。 

（２） 病害虫防除所は提供された情報を取りまとめ、都産業労働

局（農林水産部食料安全課）に報告する。 

 

ウ 道路 

≪町村・都≫ 

○ 火山噴出物を早急に除去し、道路の機能を維持するため、降灰等の除去を行う。

このため、資器材及び降灰集積場の確保が必要となる。 

○ 機関別の対策は、次のとおりである。 

機 関 名 内    容 

町 村 ○ 町村道の降灰除去を行う。 

支 庁 

○ 道路被害状況の調査及び緊急物資等の輸送路の確保に努める。 

○ 機械等により迅速に都道の降灰除去を行う。このため、地理条

件を勘案し、降灰の集積場所を確保する。 

○ なお、泥灰が泥流となって道路に流入しないよう関係機関に対

策を申し入れる。 

○ 各関係機関との連絡を図る。 
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機 関 名 内    容 

都 建 設 局 

○ 道路被害の状況を把握するとともに、支庁に対し助言指導を行

うものとし、必要に応じ直接現地指導を行う。 

○ 各関係機関との連絡を図る。 

 

エ 宅地の降灰除去等 

≪町村・都≫ 

○ 火山噴火によって降灰が長期間続いた場合は、宅地に大きな被害を与え、ひい

ては地域の経済活動や市民の社会生活に著しい障害をもたらし、地域の活力を失

うこととなる。 

○ このため、降灰によって被害が発生した場合は、早急な復旧対策を行い地域の

活力を取り戻す必要がある。 

○ 各機関の対応は、次のとおりである。 

機 関 名 内    容 

町 村 

○ 降灰予報及びその他火山情報の把握 

○ 測定機器の設置及び測定 

○ 被害額の算定及び報告 

○ 降灰の運搬 

総 務 局 ○ 降灰予報及びその他火山情報の把握 

都 都 市 整 備 局 

○ 測定機器の設置、測定手法、被害額の算定等について指導

を行うとともに、国に対して被害状況、被害額等の報告及び

進達を行う。 

国 土 交 通 省 

都 市 局 

○ 都及び町村からの降灰による宅地の被害状況等の報告に基

づいて、復旧対策の助成措置等を講ずる。 

 

２  遺体の捜索、収容等 

（１）対策内容と役割分担 

○ 災害に際し、行方不明者又は死亡者が発生したときは、捜索、遺体の処理、埋

葬等の各段階において、都各局、町村、関係機関等の相互の連絡を密にし、これ

を遅滞なく処理し、人心の安定を図ることが必要である。 

○ 遺体の捜索、処理、埋葬等の実施は町村が行うが、災害救助法が適用された場

合は、町村は知事の補助機関として実施する。都は、各町村が実施する諸活動を

調整し、援助するとともに、災害救助法が適用された場合は、関係機関の協力を

得て実施していく。 

○ 本項においては、遺体の捜索、収容等について、必要な事項を定める。 

機 関 名 対 策 内 容 

都 
○ 遺体収容所の設置支援 

○ 死亡者に関する情報提供を行う体制の確立 
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機 関 名 対 策 内 容 

都 総 務 局 

○ 遺体の捜索に係る関係機関との連絡調整 

○ 死亡者に関する情報の提供 

○ 遺体の搬送要請 

警 視 庁 

○ 遺体の捜索及び収容に関する協力 

○ 行方不明の届出について情報収集及び調査の実施 

○ 身元不明遺体に関する遺品の保存及び身元確認 

○ 遺体の引渡し 

○ 検視班の編成及び遺体収容所等への派遣 

○ 各遺体収容所等における遺体の収容状況の集約 

○ 遺体の検視 

町 村 

○ 遺体の捜索及び発見した遺体の遺体収容所への収容 

○ 遺族等による搬送が困難な遺体の搬送 

○ 遺体発見者、遺体発見日時等の確認 

○ 遺体収容所の管理者の指定等の管理全般に関する事項等

に関する条件整備 

○ 遺体収容所の指定・公表 

○ 遺体収容所の開設及び周知 

○ 遺体収容所に管理責任者を配置 

○ 遺体収容所における検視・検案業務等の体制整備 

○ 遺体の腐敗防止 

○ 身元不明者の周知及び身元不明遺体の保管について周知 

○ 遺体の引渡し 

○ 死亡届の受理、火葬許可証等の発行 

第 三 管 区 

海上保安本部 

○ 遺体の捜索 

○ 発見及び収容した遺体の検視 

都保健医療局 
○ 監察医等による検案班の編成及び遺体の検案 

○ 関係機関等への応援要請 

監 察 医 務 院 
○ 検案班の編成及び遺体収容所等への派遣 

○ 日本法医学会等との連絡調整 

都 医 師 会 ○都の要請により、遺体の検案への協力 

都歯科医師会 

○ 都及び警視庁の要請に基づき、必要に応じて遺体の検視

への協力 

○ 身元確認班（歯科医師班）の編成及び派遣 

○ 身元確認作業 

日 赤 

東 京 都 支 部 
○ 都の要請により、遺体の検案への協力 

国立病院機構 ○ 都の要請により、遺体の検案への協力 
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（２）詳細な取組内容 

≪町村・都・警視庁≫ 

ア 遺体の取扱いの流れ 

 

イ 捜索、収容等 

（ア） 遺体の捜索 

ａ 機関別活動内容 

機 関 名 活 動 内 容 

都 総 務 局 ○ 関係機関との連絡調整に当たる。 

警 視 庁 

○ 救助・救出活動に伴い発見及び収容した遺体を適切に取り

扱う。 

○ 町村が実施する遺体の捜索及び収容に協力する。 

○ 各警察署において、行方不明の届出受理の適正を期すると

ともに、情報の入手に努め、調査を実施する。 

○ 身元不明遺体については、人相、所持品、着衣、特徴等の

写真撮影及び指紋・DNA 型鑑定資料を採取するとともに、遺品

を保存して身元の確認に努める。 

町 村 
○ 関係機関と連携し、遺体の捜索、及び発見した遺体の遺体

収容所への収容を行う。 

 
 遺体引渡所 
 ○遺体の引渡し 
 ○検案書の交付 
 ○火葬許可証の交付 
  等 
 
 

 
 身元不明遺体安置所 

○身元確認調査 

〇火葬許可証等の 

交付等 
 

 
 ○検視・検案 
 ○一時保存 
 ○洗浄等 
 
 

 
遺体収容所 

 
 

 
遺  族 

○遺体の引取り 
○遺骨の引取り 

 
 

 
火 葬 場 

○火 葬 

 
遺骨遺留品保管所 
○町村が管理 

 
 

 
 
都営納骨堂 

 
 

 
医 療 機 関 
(医療救護所) 

 
 

 
被 災 現 場 

 
 

負傷者 

遺体 遺体 

身元判明遺体 身元不明遺体 

引渡し 身元不明遺骨 

1 年以内に引取人が
判明しない場合 
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機 関 名 活 動 内 容 

第 三 管 区 

海 上 保 安 本 部 

○ 第三管区海上保安本部は、関係機関から要請があった場合

は、状況に応じ遺体の捜索を行い、発見し、及び収容した遺

体は検視（見分）後、町村に処理を引き継ぐ。 

※ 行方不明者には、周囲の事情から既に死亡していると推定される者を含む。 

 

ｂ 捜索の期間等 

区  分 内    容 

捜 索 の 期 間 ○ 災害発生の日から 10 日以内とする。 

期 間 の 延 長 

（特別基準） 

○ 災害発生の日から 11 日以上経過してもなお遺体を捜索する

必要がある場合は、捜索の期間内（10 日以内）に次の事項を

明らかにして、内閣総理大臣（町村長の場合は知事）に申請す

る。 

ア 延長の期間 

イ 期間の延長を要する地域 

ウ 期間の延長を要する理由（具体的に記載すること。） 

エ その他（延長することによって捜索されるべき遺体数等） 

国
庫
負
担 

対象とな

る 経 費 

○ 船舶その他捜索に必要な機械器具等の借上費又は購入費で、

直接捜索の作業に使用したものに限り、その使用期間における

借上費又は購入費 

○ 捜索のために使用した機械器具の修繕費 

○ 機械器具を使用する場合に必要なガソリン代、石油代、捜索

作業を行う場合の照明用の灯油代等 

費 用 の 

限 度 額 
○ 金額の多寡にかかわらず「真にやむを得ない費用」の範囲 

そ の 他 

○ 捜索に要した人件費及び輸送費も国庫負担の対象となる。 

○ いずれも経理上、捜索費から分け、人件費及び輸送費とし

て、各々一括計上する。 

 

（イ） 遺体の搬送（遺体収容所まで） 

機 関 名 活 動 内 容 

都 総 務 局 
○ 町村、関係機関等との連絡調整を行い、状況に応じて、陸上

自衛隊第１師団に対して遺体の搬送要請を行う。 

町 村 

○ 遺族等による搬送が困難な遺体を遺体収容所に搬送する。 

○ 状況に応じて、都及び関係機関への協力依頼を行う。 

○ 遺体発見者、遺体発見日時、発見場所、発見時の状況、遺体

の身元認知の有無等について確認する。 
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（ウ） 遺体収容所の設置とその活動 

ａ 遺体収容所の設置に関する事前準備 

機 関 名 活 動 内 容 

町 村 

○ 遺体収容所の設置等に関し、次の事項について、あらかじ

め、関係機関と協議を行い、条件整備に努める。 

ア 遺体収容所の管理者の指定等の管理全般に関する事項 

イ 遺体の捜索及び遺体収容所までの遺体搬送に関する事項 

ウ 検視・検案未実施遺体の一時保存等の取扱いに関する事項 

エ 遺体収容所設置等に供する資器材の確保、調達、保管及び整

備に関する事項 

○ 遺体収容所は、死者への尊厳、遺族感情及び効率的な検視、

検案及び身元確認の実施に資するよう、次の条件を満たす施設

を、努めて事前に指定・公表する。 

ア 屋内施設とする。 

イ 町村ごとに、１か所から４か所程度に限定する（少ない箇所

数が望ましい。）。 

ウ 避難所、医療救護所等、他の用途と競合しない施設とする。 

エ 想定される死者発生数に対応できる広さを有する施設とす

る。 

オ 身元不明遺体安置所として使用可能な施設とする。 

カ 水、通信等のライフライン及び交通手段の確保を考慮する。 

 

ｂ 遺体収容所の設置 

機 関 名 活 動 内 容 

都 ○ 町村長の要請に基づき、必要な支援措置を講ずる。 

町 村 

○ 災害発生後速やかに遺体収容所を開設し、都及び警視庁（各

所轄警察署）に報告するとともに、住民等への周知を図る。 

○ 状況に応じて、都及び関係機関に応援を要請する。 

 

ｃ 遺体収容所での活動 

機 関 名 活 動 内 容 

町 村 

○ 遺体収容所に管理責任者を配置し、連絡調整等に当たらせ

る。 

○ 都及び警視庁（各所轄警察署）と連携の上、遺体収容所にお

ける検視・検案業務等を迅速かつ適切に行える体制を整備す

る。 

○ 遺体の腐敗防止に努める。 

 

  



第２部 

第３章  災害応急・復旧対策計画 

第 11 節  その他の応急対策 

- 193 - 

ｄ 遺体処理の期間等 

区  分 内    容 

遺 体 処 理 の 

期 間 
○ 災害発生の日から 10 日以内とする。 

期 間 の 延 長 

( 特 別 基 準 ) 

○ 災害発生の日から 11 日以上経過してもなお遺体を処理する

必要がある場合は、期間内（10日以内）に内閣総理大臣（町村

長の場合は知事）に申請する。 

国庫負担の対

象となる経費

及 び 限 度 額 

○ 遺体の一時保存のための経費 

ア 既存建物を利用する場合 

借上費は通常の実費 

イ 既存建物を利用できない場合 

一体当たり 5,500円以内 

○ 遺体の洗浄、縫合及び消毒の処理等のための費用 

一体当たり 3,500円以内（令和６年度基準） 

 

ウ 検視、検案、身元確認等 

○ 検視及び検案は原則として同一場所で集中的に実施することとし、都、町村及

び警視庁は、必要な体制を確立する。 

（ア） 検案医の養成 

○ 都保健医療局は、東京都医師会、公的医療機関等と連携し、検案医養成のため

の研修体制を整備する。 

（イ） 検視及び検案に関する機関別活動内容 

機 関 名 活 動 内 容 

都保健医療局 

○ 監察医務院長に命じ、監察医等による検案班を編成させ、遺

体収容所等に派遣し、速やかに遺体の検案及びこれに必要な措

置を講ずる。 

○ 検案態勢が都の対応能力のみでは十分でないと認める場合

は、必要に応じて関係機関等に応援を要請するとともに、東京

都の委嘱等、これに必要な措置を講ずる。 

監 察 医 務 院 

○ 警視庁遺体取扱対策本部長（刑事部長）と調整の上、速やか

に検案班を編成し、遺体収容所等に派遣する。 

○ 検案班は、警視庁検視班等と協力し、遺体の検案、死体検案

書の発行及びその他必要な措置を講ずる。 

○ 日本法医学会等との連絡調整を図る。 

○ 大規模災害時においては、監察医制度の施行区域（区部）に

かかわらず、東京都全域において、監察医務院長が統一して検

案班の編成、派遣等を行う。 

警 視 庁 

○ 検視班等を編成し、遺体収容所に派遣する。 

○ 各遺体収容所等における遺体の収容状況を集約し調整の上、

監察医務院長に検案を要請する。 

○ 検視班は、検視規則、死体取扱規則等に基づき、遺体の検視

及びこれに必要な措置を講ずる。 
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（ウ） 検視及び検案に関する機関別協力内容 

機 関 名 協 力 内 容 

都 医 師 会 ○ 都の要請により、遺体の検案に協力する。 

都歯科医師会 
○ 都及び警視庁の要請に基づき、必要に応じて遺体の検視に協

力する。 

日 赤 

東 京 都 支 部 
○ 都の要請により、遺体の検案に協力する。 

国立病院機構 ○ 都の要請により、遺体の検案に協力する。 

○ 関係機関が協力する検視・検案活動は、都保健医療局（監察医務院）の検案責

任者の指揮に基づいて行う。 

（エ） 検視班等の編成及び出動 

○ 検視班の指揮者（警察署長等）は、遺体収容所等で業務を行う各関係機関と協

議及び調整の上、検視活動を進める。 

（オ） 検案班の編成及び出動 

○ 都保健医療局（編成責任者は監察医務院長）は、検案要請の状況を勘案し、警

視庁と必要人員、派遣地域等を調整の上、必要に応じて日本法医学会、都医師会

等の応援を得て検案班を編成し、出動を発令する。 

○ 検案班の指揮者（監察医務院長が指定した監察医等）は、遺体収容所等で業務

を行う各関係機関と調整した後、検案活動を進める。 

（カ） 検視、検案及び身元確認活動の場所 

○ 検視及び検案は、町村が設置する遺体収容所において行う。ただし、遺体の搬

送が困難な場所等、遺体収容所以外において検視及び検案を行う必要が生じた場

合には、医療機関等の死亡確認現場において行う。 

（キ） 住民への情報提供 

○ 都は、町村等関係機関と連携し、死亡者に関する情報提供を行う体制を確立す

る。 

（ク） 資器材等の備蓄及び調達 

○ 都及び警視庁は、検視及び検案に必要な資器材等について、適正な品目及び数

量を備蓄するとともに、不足した場合には調達により確保する。 

（ケ） 遺体の身元確認 

○ 時間帯によっては外出者等の身元不明遺体が多く発生すると予想されることか

ら、各機関が協力し、効率的に実施する。 

機 関 名 活 動 内 容 

警 視 庁 

○ 「身元確認班」は、DNA 採取用器具等を活用し、効率的な証拠

採取に努める。身元が判明したときは、着衣及び所持金品と共

に「遺体引渡班」に引き継ぐ。 

○ おおむね２日間身元確認調査を行っても身元が判明しない場

合は、所持金品と共に遺体を町村長に引き継ぐ。 

町 村 
○ 身元不明者の周知及び身元不明遺体の保管について周知す

る。 



第２部 

第３章  災害応急・復旧対策計画 

第 11 節  その他の応急対策 

- 195 - 

機 関 名 活 動 内 容 

都歯科医師会 

○ 警視庁から身元確認作業の協力要請があった場合は、速やか

に１班につき歯科医師２名以上で構成する身元確認班（歯科医

師班）を編成し、派遣する。身元確認班（歯科医師班）は、警

視庁の検視責任者の指示に基づき、必要な身元確認作業に従事

する。 

（コ） 遺体の遺族への引渡し 

○ 遺体の引渡し業務は、原則として警視庁（各所轄警察署）及び町村が協力して

行う。 

○ 町村職員が遺体の引渡し業務に従事する場合、警視庁「身元引渡班」の指示に

従う。 

（サ） 死亡届の受理、火葬許可証等の発行等 

機 関 名 活 動 内 容 

都 ○ 必要な支援措置を講ずる。 

町 村 

○ 遺族等に引き渡された検視及び検案を終えた遺体について、

収容所等において死亡届を受理する。 

○ 死亡届を受理した後、速やかに火葬許可証又は特例許可証を

発行する。 

 

３  火葬等 

（１）対策内容と役割分担 

○ 町村は、必要に応じて、火葬許可証に代わる証明書として「特例許可証」を発

行する。 

〇 町村は、火葬場の被災状況を把握し、状況に応じて、都に広域火葬の応援及び

協力を要請する。 

○ 都は、広域火葬が必要と判断した場合には、「東京都広域火葬実施計画」に基づ

き、広域火葬体制を整備する。町村は、都と調整を図り、広域火葬の円滑な実施

に努める。 

○ 警視庁は、身元不明遺体の遺体引取人を調査する。町村は身元不明遺体の保管、

火葬を行う。 

○ 死亡者に関する情報について、都は、関係機関等と連携し、住民に速やかに提

供する。町村は、都及び各所轄警察署と連携を保ち、地域住民等への情報提供等

を行う体制の条件整備に努める。 

機 関 名 対 策 内 容 

町 村 

○ 特例許可証の発行 

○ 火葬場の被災状況の把握 

○ 都に広域火葬の応援及び協力の要請 

○ 広域火葬体制の周知 

○ 遺体輸送用車両の確保 

○ 身元不明遺体の保管及び火葬 
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機 関 名 対 策 内 容 

○ 身元不明遺体の遺骨の保管 

○ 死亡者に関する広報 

都保健医療局 

○ 広域火葬体制の整備 

○ 広域火葬の実施の決定 

○ 関係機関への応援及び協力の要請 

警 視 庁 ○ 身元不明遺体の遺体引取人の調査 

都 建 設 局 
○ 管理する火葬場や都納骨堂での受入れを実施 

○ 火葬体制の整備 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 火葬許可の特例 

≪町村≫ 

○ 町村は、通常の手続が困難な場合には、緊急時の対応として、迅速かつ的確な

処理を期すため、火葬許可証に代わる証明書として「特例許可証」を必要に応じ

て発行する。 

 

イ 広域火葬の実施 

≪町村・都≫ 

○ 都は、町村からの応援及び協力の要請があり、広域火葬が必要であると判断し

た場合には、「東京都広域火葬実施計画」に基づき、都本部（保健医療局）に広域

火葬の対策に専従する班を編成し、広域火葬体制を整備する。 

○ 町村は、都内で広域火葬が実施される場合に、都と調整を図り、広域火葬の円

滑な実施に努める。 

機 関 名 活 動 内 容 

都保健医療局 

○ 町村からの応援要請及び協力要請に基づき、広域火葬の実施

を決定し、速やかに全区市町村及び関係団体に周知し、近隣県

に今後の応援及び協力の必要性を含めて通知する。 

○ 対応可能な都内の火葬場に対し、応援及び協力を要請し、広

域火葬の受入れについての報告を求める。 

○ また、都内で対応が困難な場合には近隣県に対し、応援及び

協力を要請する。 

○ 各火葬場の受入可能数に応じ、各区市町村に割り振るととも

に、当該火葬場及び当該区市町村に対し協力を依頼する。 

○ 火葬場経営者からの応援要請に基づき、区市町村、近隣県等

に火葬要員の派遣を要請する。 

○ 遺体の搬送について町村から要請を受けた場合は、輸送車両

等の確保について、関係機関等へ協力要請する。 
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機 関 名 活 動 内 容 

区 市 町 村 

○ 平常時に使用している火葬場の被災状況を把握し、状況に応

じて、都に広域火葬の応援及び協力を要請する。 

○ 住民に対し、都内全域が広域火葬体制にあることを周知す

る。 

○ 都の調整により割り振られた火葬場に、火葬に必要な事項を

確認する。 

○ 遺体の搬送に必要な車両を確保する。交通規制が行われてい

る場合には、緊急自動車により行う。 

○ また、遺体収容所から受入火葬場まで遺体搬送のための措置

を講じ、区域内で対応できない状況となった場合には、都に対

して遺体搬送手段の確保を要請する。 

 

ウ 身元不明遺体の取扱い等 

≪警視庁・町村≫ 

機 関 名 活 動 内 容 

警 視 庁 
○ 警視庁は、区市町村と協力して身元不明遺体の遺体引取人を

調査する。 

町 村 

○ 警視庁（身元確認班）より引き継いだ身元不明遺体の適正な

保管に努め、一定期間（おおむね１週間程度）を経過した身元

不明遺体を火葬する。 

○ 身元不明遺体の遺骨を遺留品とともに遺骨遺留品保管所に保

管し、１年以内に引取人が判明しない場合は、身元不明者扱い

とし、都営納骨堂等に保管する。 

○ また、引取人のない焼骨については、火葬場から引き取り、

引取人が現れるまでの間、保管する。 

 

エ 死亡者に関する広報 

≪都・町村≫ 

○ 大規模災害発生時における遺体の引渡し等を円滑に実施するため、都は、警視

庁、町村、関係機関等と連携し、都内の広域的な死亡者に関する情報を住民に速

やかに提供する。 

○ 町村は、大規模災害に伴う死亡者に関する広報に関して、都及び警視庁（各所

轄警察署）と連携を保ち、庁舎、遺体収容所等への掲示、報道機関への情報提供、

問合せ窓口の開設等、地域住民等への情報提供等を行う体制の条件整備に努める。 

 

４  応急住宅対策 

（１）対策内容と役割分担 

○ 都は、災害救助法適用地域において災害により住宅を失った被災者に対し、公

的住宅の活用、民間賃貸住宅の借上げ、仮設住宅の建設により応急仮設住宅等を
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供給する。 

○ 都は、災害救助法適用地域の住宅に、居住性維持のための応急修理を行う。 

○ 都は、被災した小笠原住宅について応急修理に当たる。 

○ 都は、建設型応急住宅の建設用地、建設資材の確保等について検討、要請を行

う。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

町 村 

○ 建設型応急住宅の建設候補地の決定 

○ 入居者に対する防火安全対策の指導 

○ 応急仮設住宅等入居者の募集及び選定 

○ 入居者の管理及び帳票の整備 

○ 被災住宅の応急修理の募集・受付・審査等の実施 

○ 被災住宅の応急修理を行う業者の選定・周知 

○ 応急修理後の帳票の整備 

関東森林管理局 ○ 国有林材の供給 

都住宅政策本部 

○ 小笠原住宅の応急危険度判定 

○ 住宅種別毎に募集計画等の策定 

○ 都営住宅等の空き住戸の確保 

○ 応急仮設住宅等供給方針を作成・公表 

○ 建設型応急住宅の供与に係る建設業務 

○ 応急仮設住宅資材等の調達及び要請 

○ 応急修理の実施に係る方針の決定 

○ 応急修理を行い、被災した住宅の居住性を維持 

○ 小笠原住宅の応急修理 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 応急仮設住宅等の供給 

≪都≫ 

機 関 名 内    容 

都 住 宅 政 策 本 部 

○ 災害救助法が適用された地域において、災害により住

家を滅失し、自己の資力によっては居住する住家を確保

できない被災者に、応急的に仮設住宅を供給する。 

 

（ア）  供給の実施 

○  都は、被害状況に応じて、都営住宅等の公的住宅の活用、民間賃貸住宅の借上

げ及び仮設住宅の建設により応急仮設住宅等を迅速かつ的確に供給する。都内に

おいて、十分な戸数を確保できない場合は、速やかに他道府県に対し、応急仮設

住宅等の供与について協力要請を行う。 

（イ） 公的住宅等の活用による一時提供型住宅 

○  都は都営住宅等の空き住戸を確保するとともに、独立行政法人都市再生機構、

東京都住宅供給公社、区市町村等に空き住戸の提供を求め、被災者に供給する。 
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（ウ） 民間賃貸住宅を活用した賃貸型応急住宅 

○  都は、関係団体と協力し、借上げにより民間賃貸住宅を被災者に提供する。 

（エ） 建設型応急住宅 

○  都は、関係団体と協力して仮設住宅を建設し、被災者に提供する。 

ａ 建設候補地の確保 

○   町村は、あらかじめ次の点を考慮の上、建設候補地を定める。 

（ａ）  接道及び用地の整備状況。 

（ｂ）  ライフラインの状況。 

（ｃ）  避難場所等の利用の状況。 

○ 都は、常に最新の建設候補地の状況を把握しておくために、年１回町村から報

告を求める。 

○ 都住宅政策本部は、町村から建設候補地の報告を受けた際、消防本部等に情報

を提供する。 

ｂ  建設地 

（ａ） 都は建設候補地の中から建設地を選定する。建設に当たっては、二次災害

の危険がないよう配慮する。 

（ｂ） 選定に当たり、各町村の行政区域内の用地だけでは必要戸数の確保が困難

な場合には、町村相互間での融通を行う。 

（ｃ） 都住宅政策本部は、建設地及び建設計画が決定した際、消防本部等に必要

な情報を提供する。 

ｃ  構造、規模等 

（ａ） 平屋建て・２階建ての軽量鉄骨系プレハブ、木質系プレハブ、木造又はユ

ニットを標準とし、必要に応じ、その他構造を選定する。 

（ｂ） 必要に応じて、集会所設置やバリアフリー対応など、被災者コミュニティ

や高齢者・障害者世帯に配慮した設備・構造の住宅とする。 

（ｃ） １戸当たりの規模は、国の定めに基づき地域の実情、世帯構成等に応じて、

都が設定する。 

（ｄ） １戸当たりの設置に係る費用については、国の定めによる。 

（ｅ） 都住宅政策本部は､建設する仮設住宅の標準仕様書について､消防本部等､一

般社団法人東京建設業協会、一般社団法人プレハブ建築協会、一般社団法人全国

木造建設事業協会及び一般社団法人日本木造住宅産業協会等と協議を行い、防火

安全対策を講じる。 

ｄ  建設工事 

（ａ） 災害発生の日から 20日以内に着工する。 

（ｂ） 都は、一般社団法人東京建設業協会、一般社団法人プレハブ建築協会、一

般社団法人全国木造建設事業協会又は一般社団法人日本木造住宅産業協会があっ

せんする建設業者に建設工事を発注する。 

（ｃ） 必要に応じ、他の建設業者にも発注する。 

（ｄ） 工事の監督は、都が行う。ただし、これにより難い事情がある場合には、

町村等に委任する。 
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（ｅ） 都住宅政策本部は、建設工事が終了し、使用が開始されることについて、

消防本部等に情報を提供する。 

ｅ  その他 

○ 町村は、消防本部等が策定する防火安全対策について、入居者に対し指導する。 

（オ） 入居資格 

○ 次の各号の全てに該当する者のほか、知事が必要と認める者とする。 

ａ 住家が全焼し、全壊し、又は流失した者 

ｂ 居住する住家がない者 

ｃ 自らの資力では住家を確保できない者 

○ 使用申込みは１世帯１箇所限りとする。 

（カ） 入居者の募集・選定 

○ 都は、応急仮設住宅等の入居者の募集計画を策定し、町村に住宅を割り当てる

とともに、入居者の募集及び選定を依頼する。 

○ 割当てに際しては、原則として当該町村の行政区域内における必要戸数の確保

が困難な場合を想定し、都が町村との調整を踏まえ、広域的に割り当てる。 

○ 住宅の割当てを受けた町村は、当該町村の被災者に対し募集を行う。 

○ 入居者の選定基準は都が策定し、それに基づき町村が入居者の選定を行う。 

（キ）  応急仮設住宅等の管理及び入居期間 

○  応急仮設住宅等の管理は原則として、供給主体が行う。 

○  町村は、入居者の管理を行うとともに、必要な帳票を整備する。 

○ 応急仮設住宅等の入居期間は、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ、

知事が定める。 

 

イ 被災住宅の応急修理 

≪都≫ 

機 関 名 内容 

都 住 宅 

政 策 本 部 

○ 災害救助法が適用された地域において、応急修理を行い、被

災した住宅の居住性を維持する。 

 

（ア） 応急修理（緊急の修理） 

ａ 応急修理の目的 

○ 災害救助法が適用された地域内において、災害により住家が半壊（焼）若しく

はこれら準ずる程度の損傷を受けた場合、住家の被害の拡大を防止するため緊急

の修理を行い、被災した住宅の居住性を維持する。 

○ 取壊しに伴う災害廃棄物の発生や応急仮設住宅の需要の低減を図る。 

ｂ 対象者 

○ 災害のため住家が半壊（焼）若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、雨水

の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者 

ｃ 対象者の調査及び選定 

○ 町村長が発行するり災証明書に基づき、都が定める選定基準により、都から委
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任された当該町村が募集・受付・審査等の事務を行う。 

ｄ 修理 

○ 都が、一般社団法人東京建設業協会、全国建設労働組合総連合東京都連合会、

一般社団法人災害復旧職人派遣協会（現：一般社団法人全国災害復旧職人派遣協

会）及び公益社団法人東京中小建築業協会と調整の上、応急修理を行うことが可

能な業者のリストを作成し、町村は当該リストも踏まえて業者を選定し、緊急の

修理を行う。 

ｅ 経費 

○ １世帯当たりの経費は、国の定める基準による。 

ｆ 期間 

○ 原則として、災害発生の日から 10 日以内に完了する。 

ｇ 帳票の作成 

○ 住宅の応急修理を実施した場合、都及び町村は、必要な帳票を整備する。 

（イ） 応急修理（必要最小限の修理） 

ａ 応急修理の目的 

○ 災害救助法が適用された地域内において、災害により住家が半壊（焼）若しく

はこれに準ずる程度の損傷を受けた場合、居住に必要な最小限の応急修理を行い、

被災した住宅の居住性を維持する。 

○ 取壊しに伴う災害廃棄物の発生や応急仮設住宅の需要の低減を図る。 

ｂ 対象者 

○ 災害のため住家が半壊（焼）若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自ら

の資力では応急修理ができない者及び大規模な補修を行わなければ居住すること

が困難である程度に住家が半壊した者 

ｃ 対象者の調査及び選定 

○ 町村による被災者の資力その他生活条件の調査及び町村長が発行するり災証明

書に基づき、都が定める選定基準により、都から委任された当該町村が募集・受

付・審査等の事務を行う。 

ｄ 修理 

○ 都が、一般社団法人東京建設業協会 、全国建設労働組合総連合東京都連合会、

一般社団法人災害復旧職人派遣協会（現：一般社団法人全国災害復旧職人派遣協

会）及び公益社団法人東京中小建築業協会と調整の上、応急修理を行うことが可

能な業者のリストを作成し、町村は当該リストも踏まえてより 業者を選定し、居

室、炊事場、トイレ等生活上欠くことのできない部分の修理を行う。 

ｅ 経費 

○ １世帯当たりの経費は、国の定める基準による。 

ｆ 期間 

○ 原則として、災害発生の日から３か月以内に完了する（国の災害対策本部が設

置された災害においては６か月以内に完了）。 

ｇ 帳票の作成 

○ 住宅の応急修理を実施した場合、都及び町村は、必要な帳票を整備する。 
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ウ 小笠原住宅の応急修理 

≪都≫ 

機 関 名 内   容 

都 住 宅 政 策 本 部 ○ 小笠原住宅について、応急修理に当たる。 

○ 都は、応急危険度判定後、危険防止等のため応急的な修理が必要な小笠原住宅

について、応急修理に当たる。 

 

エ 建設資材等の調達 

≪都≫ 

（ア） 応急仮設住宅資材等の調達 

機 関 名 内   容 

都 住 宅 政 策 本 部 ○ 応急仮設住宅資材等の調達及び要請を行う。 

○ 資材等は、一般社団法人プレハブ建築協会、一般社団法人東京建設業協会、一

般社団法人全国木造建設事業協会又は一般社団法人日本木造住宅産業協会があっ

せんする建設業者を通じて調達する。 

○ 必要に応じて国の関係省庁に対して、資材等の調達を要請する。 

○ 仮設住宅の早期建設に向け、建設用地及び建設資材の確保等について検討を行

う。 

（イ） 災害復旧用材（国有林材）の供給 

○ 農林水産省（関東森林管理局）は、被災者の救助、災害の復旧及び木材需給の

安定のため、災害復旧用材（国有林材）の供給を行う。 

○ 災害復旧用材の供給は、知事、町村長等からの要請により行う。 

 

５  応急教育 

（１）対策内容と役割分担 

○ 各学校は、都が策定した「学校危機管理マニュアル」を活用し、防災訓練や安

全指導を行い、地域の実情を勘案した防災体制を整える。 

○ 本項においては、応急教育について必要な事項を定める。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

町 村 
○ 学用品の給与 

○ 学校納付金等の減免についての計画策定 

都 

○ 都内学校間の教職員の応援体制について、町村教育委員

会と調整 

○ 学用品の調達（災害救助法が適用された場合） 

施 設 管 理 者 

（学校長等） 

○ 児童・生徒の保護及び安全な引渡し 

○ 臨時休校等の適切な措置 

○ 学校の避難所としての開放 

○ 応急教育計画の作成 
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機 関 名 対 策 内 容 

○ 学校の復旧計画の策定 

○ 担当職員及び指導主事の決定 

○ 指示事項伝達の徹底 

○ 応急教育計画に基づいた児童、生徒の保護及び指導 

町村教育委員会 

○ 学校間の教職員の応援体制について調整を行う部署をあ

らかじめ定め、関係機関に周知 

○ 連絡網の確立 

都 教 育 庁 ○ 授業料等納付の延期及び免除の措置 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 学校危機管理マニュアルの活用 

≪都・町村≫ 

○ 都は、学校の防災体制に関する標準的な事項を整理した「学校危機管理マニュ

アル」を策定している。 

○ 各学校において、日頃の防災訓練、安全指導及び防災に関する研修に、各種マ

ニュアルを活用し、地域の実情を勘案した学校の防災体制の充実を図る。 

 

イ 応急教育の実施 

≪都・町村≫ 

（ア） 事前準備 

＜都立学校及び町村立学校の学校長並びに保育園の園長（以下、本項においては

「学校長等」という。）の役割＞ 

ａ 学校（園）等の立地条件などを考慮した上で、災害時の応急教育計画、指導の

方法等について、あらかじめ適正な計画を立てる。 

ｂ 児童、生徒等の避難訓練を実施するほか、町村が行う防災訓練に教職員、児童、

生徒等も参加し、協力する。 

ｃ 在校中、休日等の部活動等、児童、生徒等が学校の管理下にある場合及びその

他教育活動の多様な場面において災害が発生した際に、適切な緊急避難等の指示

が行えるよう避難計画を策定し、教育計画に位置付ける。 

ｄ 登下校時に災害が発生した場合に備え、通学路や通学経路の安全性等を把握し、

緊急時に適切な行動が採れるよう避難計画を策定し、周知徹底を図る。 

ｅ 教育委員会、警察署及び消防署（団）への連絡網並びに協力体制を確立する。 

ｆ 勤務時間外における教職員の連絡・参集体制、役割分担等の計画を策定し、教

職員に周知する。 

ｇ 児童、生徒等の安全確保を図るため、保健室の資器材を充実するよう努める。 

ｈ 学校医、地域医療機関等との連携を図る。 

（イ） 災害時の対応 

＜学校長等の役割＞ 

ａ 児童、生徒等が在校中、休日等の部活動等、学校の管理下にあるときに災害が
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発生した場合、安全確認ができるまでの間、児童、生徒等を校内に保護し、安全

確認ができた場合又は確実に保護者等への引渡しができる場合には、児童、生徒

等を帰宅させる。 

ｂ 保護者に対しては、避難計画に基づいて、児童、生徒等の安全な引渡しを図る。 

ｃ 災害の規模並びに児童、生徒、教職員等及び施設設備の被害状況を速やかに把

握し、当該教育委員会へ報告する。 

ｄ 状況に応じ、当該教育委員会と連絡の上、臨時休校（園）等の適切な措置を執

る。 

ｅ 応急教育計画に基づき、災害状況に即した応急の指導を行う。 

ｆ 学校が避難所となる場合は、教育活動再開のための場所の確保を図るほか、避

難所として開放できる部分を指定し、住民の協力が得られるよう努める。 

ｇ 応急教育計画を作成したときは、当該教育委員会に報告するとともに、決定次

第、速やかに保護者、児童、生徒等に周知徹底を図る。 

（ウ） 災害復旧時の対応 

＜学校長等の役割＞ 

ａ 教職員を掌握するとともに、児童、生徒等の安否や被災状況を調査し、教育委

員会に連絡する。 

ｂ 学校長からの校舎等の被害報告に基づき復旧計画を策定し、速やかに復旧する。 

ｃ 被災学校（園）ごとに担当職員及び指導主事（都立学校においては、管轄の学

校経営支援センター経営支援室。以下同じ。）を定め、情報及び指令の伝達につい

て万全を期する。 

また、担当指導主事は、被災学校（園）の運営について助言及び指導に当たる。 

ｄ 連絡網の確立を図り、指示事項伝達の徹底を期する。 

ｅ 応急教育計画に基づき、学校（園）に収容可能な児童、生徒等を保護し、指導

する。指導に当たっては、健康、安全教育及び生活指導に重点を置くようにする

とともに、心のケア対策も十分留意する。 

ｆ 教育活動の再開に当たっては、児童、生徒等の安否確認並びに通学路及び通学

経路の安全確認を行い、教育委員会に報告する。 

ｇ 他の地区に避難した児童、生徒等については、教職員の分担を定め、地域ごと

に実情の把握に努め、避難先を訪問するなどして、（３）オに準じた指導を行うよ

うに努める。 

ｈ 避難所等として学校を提供したことにより、長期間学校が使用不可能となる場

合には、教育委員会に連絡するとともに、他の公共施設の確保を図り、早急に授

業の再開に努める。 

ｉ 災害の推移を把握し、当該教育委員会と緊密な連絡を図るとともに、平常授業

（保育）に戻すよう努める。 

また、平常授業に戻す時期については、早急に保護者に連絡する。 

＜町村教育委員会の役割＞ 

ａ 教育活動再開のために、学校間の教職員の応援体制について調整を行う部署を

あらかじめ定め、関係機関に周知しておく。 
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ｂ 連絡網の確立を図り、指示事項伝達の徹底を期する。 

＜都の役割＞ 

ａ 都は、都内学校間の教職員の応援体制について、町村教育委員会と必要な調整

を行う。 

 

ウ 学用品の調達及び給与（支給） 

≪都・町村≫ 

（ア） 給与（支給）の対象 

○ 災害により住居に被害を受け、学用品を損失し、又はき損し、就学上支障の生

じた小中学校の児童及び生徒（私立学校を含む。以下本項において同じ。）に対し、

被害の実情に応じ、教科書（教材を含む。）、文房具及び通学用品を給与（支給）

する。 

（イ） 給与（支給）の時期 

○ 教科書については災害発生日から１か月以内、その他については 15 日以内とす

る。 

○ 交通、通信等の途絶により学用品の調達及び輸送が困難と予想される場合には、

知事が内閣総理大臣に協議をして、必要な期間を延長する。 

（ウ） 給与（支給）の方法 

○ 災害救助法が適用された場合に行う学用品の調達は、原則として知事が一括し

て行い、小中学校の児童及び生徒に対する給与（支給）は、町村が行う。 

○ 学用品の給与（支給）を迅速に行うために知事が職権を委任した場合は、町村

長が当該教育委員会、学校長等の協力を得て、調達から給与（支給）までの業務

を行う。 

（エ） 費用の限度 

ａ 教科書  

支給する教科書（教材を含む。）の実費 

ｂ 文房具及び通学用品  

災害救助法施行細則で定める額 

 

エ 授業料等の免除 

≪都・町村≫ 

機 関 名 内    容 

都 教 育 庁 

○ 災害救助法が適用された場合は、都立学校生徒の被災の程度に

応じて、東京都立学校の授業料等徴収条例施行規則（昭和 38 年東

京都教育委員会規則第 13 号）第４条の措置を、次により考慮す

る。 

１ 一時的事由により所定の期限内に授業料を納付することが困難

な者に対しては、納付期限を延期する。 

２ 家庭調査の結果、授業料納付期限を延期してもなお納入困難と

認められるときは、免除する。 
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機 関 名 内    容 

町 村 
○ 被災した児童生徒等に対する学校納付金等の減免について、必

要な計画を策定しておく。 

 

６  動物救護 

（１）対策内容と役割分担 

○ 都は、危害防止及び動物愛護の観点から、負傷又は放し飼い状態の動物の保護

や適正な飼育に関し、町村等関係機関及び都獣医師会等関係団体との協力体制を

確立する。 

（資料編資料第 39 災害時における動物保護体制（48時間から 72 時間後までの応

急体制） P387） 

（協定編参照） 

 

機 関 名 対 策 内 容 

都保健医療局 

○ 被災動物の保護  

○ 関係団体等との連絡調整  

○ 関係団体等との協働による「動物救援本部」の設置  

○ 避難所等における動物の適正飼養の指導等 

町 村 

○ 同行避難動物の飼養場所等の確保  

○ 避難所等における動物の飼養状況の把握及び都・関係団

体 への情報提供  

○ 避難所等における動物の適正飼養の指導等 

都動物愛護相談 

セ ン タ ー 
○ 「動物保護班」及び「動物医療班」の配置 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 被災地域における動物の保護 

≪都・町村≫ 

○ 都は、町村、都獣医師会等の関係団体をはじめ、動物救護ボランティア等と協

力し、飼い主の分からない負傷又は放し飼い状態の動物等の保護を行う。 

イ 避難所における動物の適正な飼養 

○ 町村は、避難所敷地内又は近傍に飼養場所を確保するとともに、都と協力し、

動物の所有者に適正飼養を指導する。 

○ 都は、町村と協力して、飼い主とともに避難した動物について、次の取組を行

い、適正飼育を指導する。 

（ア） 各地域の被害状況、避難所における動物飼育状況の把握、資材の提供、獣

医師の派遣等 

（イ） 避難所から保護施設への動物の受入れ、譲渡等の調整 

（ウ） 他県市への連絡調整及び要請 
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ウ 動物救護の活動方針 

○ 都及び都獣医師会等の関係団体が協働して設置する「動物救援本部」が中心と

なり、被災動物の保護等を行う。 

○ 都は、「動物保護班」及び「動物医療班」を編成し、被災住民等への動物援護に

関する情報の提供、被災動物の保護、搬送及び応援要請に基づく避難所での獣医

療に携わる。 

○ 都は、「動物救援本部」を支援するため、情報の提供、「動物保護班」及び「動

物医療班」による応援及び活動拠点の提供を行う。 

エ 「動物保護班」及び「動物医療班」の編成 

○ 発災直後には、都動物愛護相談センターに「動物保護班」及び「動物医療班」

それぞれ２班を配置し、発災後 72 時間を目途に班の充実を図る。 

 

第 12節  災害復旧対策 

１  生活安定のための緊急対策 

（１）対策内容と役割分担 

○ 都、警視庁及び町村は臨時相談所を開設し、被災者の生活相談に応じる。 

○ 都及び町村は、災害により死亡した住民の遺族に災害弔慰金を、災害により著

しい障害を受けた者に災害障害見舞金を支給する。 

○ 都及び町村は、災害により家財等に被害があった者に、災害援護資金又は生活

福祉資金を貸し付ける。 

○ 都は、自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、被災者生活再

建支援金を支給し、生活の再建を支援する。 

○ 町村は、被災者生活再建支援金等の支援措置が早期に実施されるよう、発災後

早期に被災者にり災証明書を交付する。 

○ 町村は、被災者の職業のあっせんに必要な計画を策定する。東京労働局は、公

共職業安定所や他府県と連絡調整を行い雇用の安定を図る。 

○ 被災者に対する租税及び保険料の徴収猶予、減免、その他通信費等の支払免除

等の措置を講ずる。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

各 局 ○ 臨時相談窓口及び個別相談窓口の開設 

警 視 庁 ○ 臨時相談所の設置 

町 村 

○ 相談所の設置 

○ 災害弔慰金等の支給 

○ 災害援護資金の貸付 

○ り災証明書の交付 

○ 職業のあっせん 

○ 租税の徴収猶予、減免等 

都 総 務 局 ○ り災証明書の交付に関する町村支援 



第２部 

第３章  災害応急・復旧対策計画 

第 12 節  災害復旧対策  

- 208 - 

機 関 名 対 策 内 容 

東 京 労 働 局 

○ 職業のあっせん 

○ 租税の徴収猶予、減免等 

○ 雇用保険の失業給付に関する特別措置 

○ 労働保険料等の徴収の猶予 

都 福 祉 局 
○ 災害弔慰金等の支給 

○ 災害援護資金の貸付 

都 主 税 局 ○ 租税の徴収猶予、減免等 

関東森林管理局 
○ 国有林材の供給の促進､輸送販売の実施、木材関係団体等

への要請等 

日 本 郵 便 ○ 郵便業務に係る災害特別事務取扱い及び援護対策 

日本放送協会 

○ 被災者の各種相談等の実施及び医療団及び防災班の派遣

等の奉仕 

○ 被災者の受信料免除 

○ 状況により避難所へ受信機の貸与 

N T T 東 日 本 

 

N T T コミュニ

ケーションズ 

 

N T T ド コ モ 

○ 料金等の減免の周知 

K D D I ○ 料金等の支援措置の周知 
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（２）詳細な取組内容 

≪都各局≫ 

ア 生活相談 

機 関 名 内    容 

各 局 

○ 臨時相談窓口及び個別相談窓口を開設し、被災者の生活に関す

る相談、要望、苦情等の早期解決に努める。 

○ 男女平等参画の視点からの相談支援等を実施する。 

警 視 庁 
○ 警察署、交番その他必要な場所に、臨時相談所を設置して、警

察関係の相談に当たる｡ 

町 村 

○ 被災者のための相談所を設け、苦情又は要望事項を聴取しその

解決を図るほか、その内容を関係機関に連絡して対応を要請す

る。 

 

イ 災害弔慰金等の支給 

○ 都福祉局及び町村は、災害により死亡した住民の遺族に対して災害弔慰金の支

給し、又は災害により精神的又は身体に著しい障害を受けた者に対して災害障害

見舞金を支給する。 

（資料編資料第 40 災害弔慰金等の支給 P388） 

 

ウ 災害援護資金の貸付 

○ 都福祉局及び町村は、災害により家財等に被害があった場合、生活の立て直し、

自立助長の資金として、災害救助法の適用時は災害援護資金を、同法の適用に至

らない小災害時には低所得世帯を対象に生活福祉資金を貸し付ける。 

○ 都福祉局及び町村は、住宅に災害を受けた者に対して、住宅の建設又は補修に

必要な資金を貸し付ける。 

（資料編資料第 41 災害援護資金、住宅資金等の貸付 P389） 

エ 被災者生活再建支援金の支給 

○ 自然災害により、その生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が拠

出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援する。 

（資料編資料第 42 被災者生活再建支援金の支給 P391） 

 

オ り災証明書の交付 

○ 町村は、被災者生活再建支援金の支給その他の支援措置が早期に実施されるよ

う、発災後早期に住家被害認定調査及びり災証明書交付の体制を確立し、被災者

にり災証明書を交付する。 
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カ 職業のあっせん 

機 関 名 内    容 

町 村 
○ 被災者の職業のあっせんについて、都に対する要請措置等の

必要な計画を策定する。 

東 京 労 働 局 

○ 災害による離職者の把握に努めるとともにその就職について

は、町村の被災状況等を勘案の上、都内各公共職業安定所（17

か所）と緊密な連絡を取り、公共職業安定所を通じ速やかに、

そのあっせんを図る。 

○ 他府県への就職希望者については、総合的雇用情報システム

の活用等により、他府県と連絡調整を行い雇用の安定を図る。 

○ 災害により離職を余儀なくされた者の早期再就職を促進する

ため、被災地域を管轄する公共職業安定所の長を通じ、次の措

置を講ずる。 

ア 被災者のための臨時職業相談窓口の設置 

イ 公共職業安定所に出向いて行くことの困難な地域における臨

時職業相談所の開設又は巡回職業相談の実施 

 

キ 租税の徴収猶予、減免等 

機 関 名 内    容 

都 主 税 局 

○ 被災した納税義務者又は特別徴収義務者に対し、地方税法

（昭和 25年法律第 226号）又は東京都都税条例（昭和 25年条例

第 56 号）により、都税の納税緩和措置として、期限の延長、徴

収猶予、減免等それぞれの事態に対応して、適時、適切な措置

を講ずる。 

町 村 
○ 町村は、被災者に対する町村税の徴収猶予、減免等の納税緩

和措置に関する計画を策定する。 

東 京 労 働 局 

○ 災害により、労働保険適用事業主が納期限内に労働保険料を

納付することが困難となった場合、被災した労働保険適用事業

主に対し、その申請に基づき１年以内の期間に限り、労働保険

料の納入期限の延長措置を講ずる。 

 

ク その他 

機 関 名 内    容 

東 京 労 働 局 

１ 雇用保険の失業給付に関する特別措置 

○ 災害により、失業の認定日に出向いて行くことのできない

受給資格者に対して、事後に証明書により失業の認定を行

い、失業給付を行う。 

２ 労働保険料等の徴収の猶予 

○ 被災した労働保険適用事業主に対し、関係法令に基づき、

労働保険料の納入期限の延長等の措置を講ずる。 

ア 納期限の延長 

  災害により、労働保険適用事業主が納期限内に労働保険料
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機 関 名 内    容 

を納付することが困難となった場合、その申請に基づき１年

以内の期間に限り、納期限を延長する。 

イ 制度の周知徹底 

  町村、労働保険事務組合等の関係団体に対して、該当適用

事業主に対する制度の周知を要請する。 

関東森林管理局 

○ 知事等から被災地等における木材の需給安定等について要

請があった場合、その必要があると認めるときは、国有林材

の供給の促進､輸送販売の実施、木材関係団体等への要請等に

努める。 

日 本 郵 便 

○ 災害の態様並びに被災者及び被災地の実情に応じ、次のと

おり、郵便業務に係る災害特別事務取扱い及び援護対策を実

施する。 

１ 被災者に対する郵便葉書等の無償交付 

２ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 

３ 被災地宛て救助用郵便物の料金免除 

４ 被災地宛て寄付金を内容とする郵便物の料金免除 

日 本 放 送 協 会 

○ NHK 厚生文化事業団との協力により、被災者の各種相談等の

実施、また、医療団及び防災班の派遣等の奉仕を図る。 

○ 被災者の受信料免除 

○ 状況により避難所へ受信機の貸与 

N T T 

東 日 本 

 

NTT コ ミ ュ ニ

ケ ー シ ョ ン ズ 

 

N T T 

ド コ モ 

○ 災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、臨時に

料金又は工事に関する費用を減免することがある。料金等の

減免を行ったときは、関係の電話サービス取扱所、各社ホー

ムページ、テレビ、ラジオ及び新聞への掲載等の方法によ

り、その旨を周知する。 

Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ 

○ 災害の態様並びに被害者及び被災地の実情に応じ、通信料

金などの支援措置を行うことがある。支援措置を行ったとき

は、ホームページへの掲載等の方法により、その旨を周知す

る。 

 

２  義援金の配分 

（１）対策内容と役割分担 

○ 都、町村、日本赤十字社各機関は、被害の状況等を把握し、義援金の募集を行

うか否かを検討し決定する。義援金の募集、受入、配分等における役割分担につ

いて定める。 

○ 都と町村とは、個人が被災地に小口・混載の支援物資を送ることは負担になる

との報告に基づき、状況に応じてその必要性を踏まえ、受付及び問合せ先を広報

する。 
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機 関 名 対 策 内 容 

都 福 祉 局 

都 総 務 局 

○ 義援金の募集の検討、義援金の広報 

○ 東京都義援金配分委員会の設置、義援金の配分 

○ 義援金の管理 

○ 義援物資の要否の決定 

町 村 

○ 義援金の募集の検討、募集及び受付 

○ 義援金の配分及び受入れ 

○ 義援金の支給 

○ 義援物資の要否の決定 

日赤東京都支部 

○ 義援金の募集の検討・決定 

○ 受領した義援金の一時保管 

○ 義援金の受付状況の報告 

○ 義援金を都委員会へ送金 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 義援金の募集の検討 

≪都・町村≫ 

○ 都、町村、日本赤十字社各機関は、被害の状況等を把握し、義援金の募集を行

うか否かを検討し、決定する。 

 

イ 義援金の募集・受付・配分 

≪都・町村・日本赤十字社≫ 

機 関 名 内    容 

都 福 祉 局 

 

 

都 総 務 局 

１ 東京都義援金配分委員会の設置 

○ 義援金の募集を決定次第、あらかじめ選任された委員によ

り、都本部に東京都義援金配分委員会（以下「都委員会」とい

う。）を設置する。 

２ 義援金の管理 

○ 都福祉局は、義援金の受付状況について都委員会に報告する

ものとし、受け付けた義援金は、預り金として都委員会が指定

する方法で管理する。 

○ 国又は地方公共団体からの知事宛ての見舞金は、都本部（総

務局）において受け付ける。 

３ 義援金の配分 

○ 都委員会の開催 

  義援金の募集開始後、都委員会を開催し、次の事項を審議及

び決定する。 

 ・被災町村への義援金の配分計画の策定 

 ・義援金の受付及び配分に係る広報活動 

 ・その他義援金の受付及び配分に関して必要な事項 

○ 義援金の送金 

決定した配分計画に基づき義援金を、町村に送金する。 
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機 関 名 内    容 

４ 義援金の広報 

○ 都福祉局において、募集口座を開設するとともに、ホームペ

ージに掲載する等により、広く周知を図る。 

町 村 

１ 義援金の募集及び受付 

○ 義援金の募集を行う場合は事前に定めた内容により、適切に

取り扱う。 

○ 都の義援金募集に協力して受け付けた義援金については、都

委員会に報告するものとし、都委員会の指定する口座に送金す

る。  

○ なお、送金するまでの間は、預り金として銀行口座で一時保

管する。 

２ 義援金の配分及び受入れ 

○ 都委員会から配分される義援金を受け入れるため、銀行等に

普通預金口座を開設し、都に報告する。 

３ 義援金の支給 

○ 被災区市町村は、都委員会から送金された義援金を配分計画

に基づき、速やかに被災者に支給する。 

○ 被災区市町村は、被災者への義援金の支給状況について、都

委員会に報告する。 

日 赤 

東 京 都 支 部 

〇 日赤東京都支部事務局、都内日赤施設及び各地区において受

付窓口を開設し、直接義援金を受け付けるほか、郵便局・銀行

に災害名を冠した義援金受付専用口座を開設、期間を定めて振

込による義援金を受け付ける。 

○ 受領した義援金は、都委員会に送金するまでの間、支部長名

義の口座を開設し、預り金として一時保管する。 

〇 災害の状況により、都内他の場所又は都外においても、日赤

本社、全国の日赤支部・日赤各施設及び地区に設置した受付窓

口等で受け付ける。 

〇 受領した義援金については、寄託者に受領書を発行する。た

だし、前記の口座振込による場合は、振込用紙をもって受領書

の発行に代えることができる。 

○ 義援金の受付状況について都委員会に報告するものとし、受

け付けた義援金は、都委員会の指定する口座に送金する。 

 

ウ 義援物資の取扱い 

≪都・町村≫ 

○ 平成 24年７月 31日に発表された、中央防災会議防災対策推進検討会議の最終報

告では、「個人が被災地に小口・混載の支援物資を送ることは、被災地において内

容物の確認、仕分け等の作業が必要となり、被災地方公共団体の負担になること

から、特定個人向けのものであって配送も可能な場合は除き、抑制を図るべきで

ある。」とされている。 

○ 都福祉局及び町村は、義援物資の取扱いについて、上記の報告内容及び生活必
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需品等の受給状況等を踏まえ、適宜その要否を検討の上、決定し、受付、問合せ

先等を広報するなど迅速に対応していく。 

 

３  激甚災害の指定 

（１）対策内容と役割分担 

○ 大規模な自然災害が発生した場合には、知事は、町村の被害状況を踏まえ、激

甚災害の指定を受ける必要があるか調査を実施し、内閣総理大臣に報告する。 

○ 激甚災害及び局地激甚災害の指定基準は、中央防災会議で定められている。内

閣総理大臣は、都知事等の報告と中央防災会議の答申とに基づいて、激甚災害と

して指定するかどうか判断する。 

○ 本項では激甚災害の指定に関する対策内容と役割分担、業務手順と取組内容に

ついて定める。 

機 関 名 対 策 内 容 

都 総 務 局 

都 関 係 局 

○ 激甚災害に関する調査報告 

○ 特別財政援助等の申請手続等 

町 村 
○ 激甚災害に関する調査報告 

○ 特別財政援助等の申請手続等 
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（２）詳細な取組内容 

ア 対策内容と役割分担 

≪都・町村≫ 

○ 大規模な自然災害が発生した場合には、知事は、町村の被害状況を踏まえ、激

甚災害の指定を受ける必要があるか調査を実施し、内閣総理大臣に報告する。 

機 関 名 対 策 内 容 

総 務 局 

都 関 係 局 

○ 激甚災害に関する調査報告 

 ・ 都内に大規模な災害が発生した場合、知事は、区市町

村の被害状況等を検討の上、激甚災害の指定を受ける必

要があると思われる事業について、関係各局に必要な調

査の実施を指示する。 

 ・ 局地激甚災害の指定は、関係各局が翌年当初に必要な

調査を実施する。 

 ・ 関係各局は、施設その他の被害額、復旧事業に要する

負担額及びその他激甚災害法に定める必要な事項を調査

し、都総務局に提出する。 

 ・ 都総務局長は各局の調査を取りまとめ、激甚災害の指

定に関して都本部に付議する。 

 ・ 知事は、町村長の報告及び前記各局の調査結果を取り

まとめ、内閣総理大臣に報告する。 

○ 特別財政援助等の申請手続等 

 ・ 都関係局は、激甚災害法に定められた事業を実施す

る。 

 ・ 激甚災害の指定を受けたときは、都関係局は、事業の

種別ごとに激甚災害法及び算定の基礎となる法令に基づ

き負担金、補助等を受けるための手続その他を実施す

る。 

町 村 

○ 激甚災害に関する調査報告 

  町村長は、激甚災害指定基準又は局地激甚災害指定基準

を十分に考慮して、災害状況等を調査し、知事に報告す

る。 

○ 特別財政援助等の申請手続等 

  激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書等を

作成し、都各局に提出する。 
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イ 業務手順 

≪都・町村・国≫ 

 

 

ウ 詳細な取組内容 

≪国≫ 

○ 激甚災害の指定は、昭和 37 年 12 月 7 日中央防災会議が決定した指定基準があ

り、国が特別の財政援助等の措置を行う必要がある事業を種類別に定めている。 

○ 局地激甚災害の指定は、市町村段階の被害の規模で捉え、その指定基準は、昭

和 43年 11月 22日中央防災会議で定めている。 

○ 大規模な災害が発生した場合、内閣総理大臣は、都知事等の報告に基づき、中

央防災会議の意見を聞いて、激甚災害として指定すべき災害かどうか判断する。 

○ 中央防災会議は、内閣総理大臣の諮問に対し、激甚災害指定基準又は局地激甚

災害指定基準に基づいて、激甚災害として指定すべき災害かどうかを答申する。 

 

エ 激甚法に定める事業及び関係局 

（資料編資料第 43 激甚法に定める事業及び関係局 P392） 
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指定行政機関の長 

知  事 

指定公共機関の代表

 

中 央 防 災 会 議 

激 甚 災 害 指 定 基 準 

局 地 激 甚 災 害 指 定 基 準 

(調査) 

(諮問) (答申) 

区市町村長 
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第１章  総則 

第１節  富士山の現況等 

１  富士山の概要 

○ 富士山は、我が国に 111 存在する活火山の一つで、フィリピン海プレート、

北米プレート及びユーラシアプレートが接する地域に、静岡県及び山梨県の二

県にまたがって位置しており、玄武岩質の成層火山である。 

○ 標高は 3,776m で我が国の最高峰であり、山体の体積は約 500 ㎦で我が国の

陸域で最大の火山である。 

○ 山腹斜面の勾配は、標高 1,000m 以下では 10 度未満と緩いが、標高が高くな

るに従い傾斜は急になり、山頂近くでは 40度近くとなっている。 

○ 都内からは、丹沢山地の後背に山頂部を望むことができ、都内各所に富士見

坂などの地名が残っている。富士山山頂火口から都内までの距離は、最も近い

檜原村の山梨県境まで約 47 ㎞、新宿区の都庁まで約 95 ㎞、最も遠い葛飾区の

千葉県境まで約 115㎞となっている。 
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２  富士山の活動史 

○ 富士山は今から約 70 万～20 万年前に活動を開始し、噴火を繰り返すことで

約１万年前に現在のような美しい円すい形の火山となったと考えられている。 

○ それ以降も活発な火山活動を繰り返しており、過去の噴火で流れ出た溶岩が

多く見つかっており、古文書等の歴史資料にも富士山の噴火の記述がある。 

 

（１）富士山の成り立ち 

○ 富士山は、約 10 万年から１万年前まで活動した“古富士火山”と、それ以

降、現在まで活動を続ける“新富士火山”に区分されている。 

○ “古富士火山”は、それ以前からあった小御岳火山の南斜面で噴火を開始し、

爆発的噴火を繰り返すとともに、活動末期には複数回の山体崩壊（表層の崩壊

ではなく深部に至る崩壊）が発生した。 

○ “新富士火山”は、山頂火口及び側火口（山頂以外の山腹等の火口）からの

溶岩流及び火砕物（火山灰、火山礫等の砕けた形で噴出されるもの）の噴出に

よって特徴付けられ、噴火口の位置及び噴出物の種類等から五つの活動期に分

類できる。 

 

〈新富士火山の主な噴火活動期〉※宮地（1988）に基づく 

活動期 年代 主な噴火口の位置 噴火の特徴 

Ⅰ 
約 11000年前 
～約 8000 年前 

山頂、山腹等 

多量の溶岩流の噴出 

噴出量は、新富士火山全体の８

～９割に及ぶ。 

Ⅱ 
約 8000年前 
～約 4500 年前 

山頂 

溶岩流の噴出はほとんどなく、

間欠的に比較的小規模な火砕物

噴火 

Ⅲ 
約 4500年前 
～約 3200 年前 

山頂、山腹等 
小・中規模の火砕物噴火及び溶

岩流噴火 

Ⅳ 
約 3200年前 
～約 2200 年前 

山頂 
比較的規模の大きい火砕物噴火

が頻発 

Ⅴ 約2200年前以降 山腹等 火砕物噴火及び溶岩流噴火 

 

（２）歴史資料上の噴火 

歴史資料で確認できる噴火は次表のとおりである。1707 年の宝永噴火を最後

に、これまでの約 300年間、富士山は静かな状態が続いている。 

 

年 代 火山活動の状況 
特に名前が付い

た噴火 

781年（天応元年） 
山麓に降灰、木の葉が枯れ

た。 
 

800～802年(延暦 19～21年) 大量の降灰、噴石 延暦(ｴﾝﾘｬｸ)噴火 
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年 代 火山活動の状況 
特に名前が付い

た噴火 

864～866年（貞観６～７年) 

溶岩流出（青木ヶ原溶岩)。溶

岩により人家埋没。湖の魚被

害 

貞観（ジョウガ

ン）噴火 

937年（承平７年) 噴火  

999年（長保元年) 噴火  

1033年（長元６年) 溶岩流が山麓に達した。  

1083年（永保３年) 爆発的な噴火  

1511年（永正８年) 噴火  

1560年（永録８年) 噴火  

1707年（宝永 4年） 

噴火前日から地震群発、12 月

16 日から２週間にわたって爆

発的な噴火。江戸にも降灰 

宝 永 （ ホ ウ エ

イ）噴火 

 

（３）最近の活動 

○ 平成 12 年（2000 年）10 月から 12 月まで並びに翌年４月及び５月の間にか

けて、富士山直下の深さ 15 ㎞付近を震源とする低周波地震の多発が確認され

た。これより浅い地震活動や地殻変動等の異常は観測されず、直ちに噴火の発

生が懸念されるような活動ではなかった。 

 

３  富士山における噴火の特徴 

○ これまでに分かっている“新富士火山”の噴火の主な特徴は、次のとおり。 

○ 噴火のタイプは、火砕物噴火、溶岩流噴火及びこれらの混合型の噴火で、少

数であるが火砕流の発生も確認されている。 

○ 山頂火口では繰り返し同一火口から噴火しているが、側火口では同一火口か

らの再度の噴火は知られていない。 

○ 噴火の規模は、小規模なものが圧倒的に多く、約 2200 年前以降で最大の火

砕物噴火は宝永噴火であり、最大の溶岩流噴火は貞観噴火である。 

○ 古文書等の歴史的資料には、確かな噴火記録だけでも 781 年以降 10 回の噴

火が確認されている。 

 

４  ハザードマップの検討経緯 

○ 平成 12 年（2000 年）10 月から 12 月まで並びに翌年４月及び５月には富士

山直下の深さ 15km 付近を震源とする低周波地震の多発が観測され、改めて富

士山が活火山であることが認識された。仮に噴火した場合には、他の火山とは

比較にならない広範かつ多大な被害や影響が生じるおそれがあるため、平成

13 年（2001 年）７月に、国、関係する県及び市町村により「富士山火山防災

協議会」が設立（後に東京都も参加）され、火山防災対策の確立のため、平成

16年（2004年）６月に富士山ハザードマップが作成された。 
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○ ハザードマップの作成においては、過去 3200 年間の噴火活動の実績を踏ま

えて、火口範囲の想定、溶岩流、火砕流、融雪型火山泥流、降灰、噴石、土石

流等の各現象について数値シミュレーション等により到達範囲等が求められた。 

○ 富士山の噴火に伴う被害として想定されたものには、次のようなものがある。 

 

火山活動に起因

する現象 

溶岩流、噴石、降灰、火砕流、火砕サージ、水蒸気爆発、岩屑

なだれ、融雪型火山泥流、噴火に伴う土石流、噴火に伴う洪

水、火山性地震（地殻変動）、津波、空振及び火山ガス 

火山活動に起因

しない現象 

斜面表層崩壊、豪雨等に伴う土石流、豪雨等に伴う洪水、雪泥

流、岩屑なだれ及び落石 

 

○ 平成 16 年（2004 年）６月には、同協議会において、同ハザードマップを基

に、国、関係する県及び市町村が役割分担を明確にした上で互いに協働して行

う広域的な防災対策、並びに富士山が日本でも有数の観光資源であることに配

慮した防災対策について具体的な検討を行うこととなり、平成 17 年（2005 年）

９月に「富士山火山広域防災対策」として取りまとめられ、中央防災会議に報

告された。 

○ この「富士山ハザードマップ検討委員会報告書」に示された被害想定では、

東京都は、富士山山頂火口から距離があるため、溶岩流、火砕流等の被害を受

けることはなく、広範囲な降灰に起因する被害が想定される。 

○ なお、実際の降灰範囲は、噴火のタイプ、火口の出現位置、噴火規模、噴火

の季節等の様々な条件によって変化する。 

〇 噴火の規模及び被害の概要は次のとおり。 

 内  容 

噴火の規模等 

規 模 宝永噴火と同程度 

継 続 期 間 16日間 

時 期 ①梅雨期  ②その他の時期 

被 害 の 原 因 降灰 

被 害 の 範 囲 都内全域 

被 害 の 程 度 

八王子市及び町田市の一部   10cm程度 

その他の地域         ２～10cm程度 

（具体的範囲は、別図のとおり） 

被 害 の 概 要 

降灰に伴うもの 
健康障害、建物被害、交通・ライフライン・

農林水産業・商工業・観光業への影響 

降灰後の降雨等

に伴うもの 
洪水、泥流及び土石流に伴う人的・物的被害 
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○ 降灰予想図（降灰の影響がおよぶ可能性の高い範囲） 

 
出典：富士山火山広域防災対策基本方針 

 

○ 富士山火山防災対策協議会は、令和３年（2021 年）３月に富士山のハザー

ドマップを改定したが、降灰については、平成 16 年（2004 年）版を再掲して

いる。 

 

５  国による降灰対策の検討 

（１）大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ 

○ 平成 30 年（2018 年）に大規模噴火時の広域降灰対策の基本的な考え方を検

討するため、中央防災会議 防災対策実行会議に「大規模噴火時の広域降灰対

策検討ワーキンググループ」（以下「広域降灰ＷＧ」という。）が設置された。 

○ 広域降灰ＷＧでは、国や指定公共機関、地方公共団体等が首都圏における大

規模噴火時の降灰対策の検討を行う際の前提となるよう、まずは大規模噴火降

灰時に降灰によりどのようなことが起こるのかを検討し、これを基に大規模噴

火時の広域降灰対策の基本的な考え方について検討が行われた。 

○ 検討においては、過去に首都圏に大量の降灰をもたらした実績があり、過去

の噴火実績が比較的解明されていることを踏まえ、富士山をモデルケースに用

いることとされた。 

○ 検討の結果、令和２年（2020 年）４月に「大規模噴火時の広域降灰対策に

ついて―首都圏における降灰の影響と対策― 〜富士山噴火をモデルケースに

〜（報告）」（以下「広域降灰ＷＧ報告」という。）が公表された。 

〇 広域降灰ＷＧ報告では、大規模噴火時における降灰による影響や対策の検討

の留意事項等が取りまとめられている。 

 



第３部 

第１章  総則 

第１節  富士山の現況等 
 

- 224 - 

（２）首都圏における広域降灰対策検討会 

○ 「広域降灰ＷＧ報告」に基づき、富士山噴火を想定した広域降灰対策を検討

するため、令和６年（2024 年）７月から内閣府において、有識者による「首

都圏における広域降灰対策検討会」（以下「広域降灰検討会」という。）が開催

された。 

○ 広域降灰検討会では、降灰の状況等に応じた広域降灰対策の基本方針や関係

省庁及び地方公共団体等関係機関が連携した対策を進めるに当たっての考え方

や留意すべき事項についての検討が行われた。 

○ 検討の結果、令和７年（2025 年）３月に、内閣府が「首都圏における広域

降灰対策に関するガイドライン」（以下「広域降灰ガイドライン」という。）と

して、取りまとめた。 

  なお、「広域降灰ガイドライン」は、現時点で有する知見を基に検討結果を

取りまとめたものであり、今後、具体的な地域における対策の検討や、その他

の課題の検討の進捗、新しい知見の蓄積や社会構造の変化等に応じて、適宜、

内閣府において、更なる充実を図っていくこととされている。 

 

６  都の降灰対策の前提 

（１）対策の前提 

○ 本計画では、最悪のケースを想定し、「広域降灰ガイドライン」においても

前提としている、「広域降灰ＷＧ報告」で示された、首都圏への影響が最大と

なるケースをモデルとしたシミュレーション結果（ケース２）を対策の前提と

する。 

〇 一方、国が設置した「富士山ハザードマップ検討委員会」が平成 16 年

（2004 年）６月に示した被害想定（降灰可能性マップ）については、更新がさ

れていないことから、その位置付けについて、引き続き国の動向を注視してい

く必要がある。 

 

（２）大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループの想定結果 

○ 中央防災会議「大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ」が令

和２年４月に公表した「広域降灰ＷＧ報告」の「【別添資料】降灰シミュレー

ションのパラメーターと計算結果」において、富士山の噴火のうち、火砕物が

主である噴火の中で最大の噴火で、噴火･降灰の実績が研究により最もよく判

明している宝永噴火の実績を用いて、降灰分布が大きく依存する風向風速につ

いては、過去 10 年の気象庁データから設定した、降灰シミュレーションを報

告している。 

○ 本シミュレーションでは、西南西風が卓越し、噴火が 15 日間継続した場合、

都内には 1.2 億㎥の火山灰が降り積もることが想定されることに加え、降灰が

多摩地域をはじめ、区部の大部分で２～10 ㎝程度以上の降灰が発生すること

により、道路等の交通網の混乱や停電の発生など、首都機能の麻痺に直結する
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被害が生じ、社会経済活動に甚大な影響が生じることが想定されている。 

○ 降灰シミュレーションの概要は次のとおり。 

 内  容 

噴 火 の 規 模 等 
規模・噴出率 宝永噴火の規模・噴出率 

継 続 時 間 15日間 

被 害 の 原 因 降灰 

風 向 西南西風卓越（2010年 10月 14～28日） 

降 灰 分 布 神奈川県と東京都を中心に、火山から東北東方面に分布 

特 徴 堆積厚 10cm以上の降灰範囲の人口・ 資産が比較的大きい 

被 害 の 程 度 

町田市及び八王子市の一部   30cm以上 

多摩地域をはじめ、区部の大部分 ２～10 ㎝程度以上 

（具体的な範囲は別図のとおり） 

想定される影響 

鉄道、道路、航空、船舶、物資、人の移動、電力、通信、

上下水道、建物・附帯設備、健康被害、農作物への影響有 

（具体的な内容は別頁のとおり） 

 

〇 降灰分布図（ケース２：西南西風卓越） 

 
出典：広域降灰ＷＧ報告  

※令和７年（2025年）３月に公表された「広域降灰ガイドライン」においても、 

首都圏への影響が最大となるケース２（西南西風が卓越）をモデルとしている。 
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（３）想定される影響 

・ 鉄道：微量の降灰で地上路線の運行が停止する。大部分が地下の路線でも、

地上路線の運行停止による需要増加や車両・作業員の不足、地上部にある車両

基地への入出庫等が困難となることなどから、輸送量の低下や運行停止が発生

する。 

また、停電エリアでは、地上路線、地下路線ともに運行が停止する。 

・ 道路：乾燥時 10cm 以上、降雨時３cm 以上の降灰で二輪駆動車が通行不能とな

る。当該値未満でも、視界不良による安全通行困難、道路上の火山灰や鉄道停

止に伴う交通量増等による、速度低下や渋滞が発生する。 

・ 航空：降灰が 0.4㎜以上になると滑走路等の除灰が検討され、２㎜以上になる

と除灰が必要とされ、除灰作業が行われるまでの間、滑走路が利用不可となる。  

大気中に火山灰が存在する空域では、航空機は迂回等の措置が必要となる。 

・ 船舶：降灰中は東京湾の特定の航路における視界不良により、巨大船、危険

物積載船等の特定の船舶の航路外待機が必要となる。停電が発生した場合には、

港湾の荷役機械が使用不可に至る。海面に火山灰が浮かんでいる場合には、冷

却水管やエンジンフィルタの目詰まり、可動部分の摩擦が発生する。 

・ 物資：一時滞留者や人口の多い地域では、少量の降灰でも買い占め等により、

店舗の食料、飲料水等の売り切れが生じる。交通支障が生じると、物資の配送

困難、店舗等の営業困難により生活物資が入手困難となる。 

・ 人の移動：鉄道の運行停止とそれに伴う周辺道路の渋滞による一時滞留者の

発生、帰宅・出勤等の移動困難が生じる。さらに、道路交通に支障が生じると、

移動手段が徒歩に制限される。 

また、空路、海路の移動についても制限が生じる。 

・ 電力：降雨時３㎜以上の降灰で碍子（がいし：電線等を支える器具）の絶縁

低下による停電が発生する。数 cm 以上の降灰で火力発電所の吸気フィルタの交

換頻度の増加等による発電量の低下が生じる。電力供給量の低下が著しく、需

要の抑制や電力融通等の対応でも必要な供給力が確保できない場合は、停電に

至る。 

・ 通信：噴火直後には利用者増による電話の輻輳が生じる。降雨時に、基地局

等の通信アンテナへ火山灰が付着すると、通信が阻害される。停電エリアの基

地局等で非常用発電設備の燃料切れが生じると、通信障害が発生する。 

・ 上水道：原水の水質が悪化し、浄水施設の処理能力を超えることで、水道水

が飲用に適さなくなる、又は断水する。停電エリアでは、浄水場及び配水施設

等が運転停止し、断水が発生する。 

・ 下水道：降雨時、下水管路の閉塞により、閉塞上流から下水があふれる。停

電エリアの処理施設・ポンプで非常用発電設備の燃料切れが生じると、下水道

の使用が制限される。 

・ 建物・附帯設備：降雨時 30cm 以上の堆積厚で、木造家屋が火山灰の重みで倒

壊するものが発生する。体育館等の大スパン・緩勾配屋根の大型建物は、積雪
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荷重を超えるような降灰重量が掛かると、損壊するものが発生する。５cm 以上

の堆積厚で空調設備の室外機に不具合が生じる。 

・ 健康被害：目・鼻・喉・気管支等に異常を生じることがある。呼吸器疾患や

心疾患のある人々は症状が増悪するなどの影響を受ける可能性が高い。 

・ 農作物・水産物：農作物に対する商品価値の低下や収穫不能が生じる。降雨

時 10 ㎝以上の降灰で、森林の幹の折損、生育不良や枯死が発生する。水産物の

漁獲量や養殖への影響が生じる可能性がある。 

 

 

※西南西風卓越ケースの場合、降雨時 

 

 

 

 

出典：中央防災会議 大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ「大

規模噴火時の広域降灰対策について―首都圏における降灰の影響と対策― 

〜富士山噴火をモデルケースに〜」令和２年４月 図２－２a 道路、鉄道

及び避難に関する影響のしきい値の範囲【ケース２（西南西風卓越）】 

 

  

 鉄道運行停止 

停電 

碍子の絶縁低下
による停電可能
性（3mm） 

道路通行支障 

実線：四輪駆動車通行不可
（10cm） 
 
破線：二輪駆動車通行不可
（3cm~視認低下）  

木造家屋 

倒壊可能性 

（30cm）  

大きな噴石・火砕流  
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７  現状・課題 

 

〇 都は、富士山の大規模噴火時、人口や交通網等が集中する東京の特性を踏ま 

え、都市活動を維持する対策を講じるとともに、平常時からの備えを強化する 

ため、今後の対策の方向性を令和５年１２月に「大規模噴火降灰対応指針」と 

してとりまとめた。 

 

 

降灰状況の把握 

〇 気象庁が発表する降灰予報に加えて、関係機関が都内の降灰の堆積状況

をエリアや時間ごとに把握できる仕組みの構築が必要である。 

交通インフラ対策 

〇 降灰等により都内の広い範囲で道路や鉄道等の交通インフラへの甚大な

影響が想定されているため、交通機能の早期回復に向けた予防、応急復旧

策を充実させていく必要がある。 

ライフライン対策 

〇 停電や通信への影響等、降灰によるライフラインへの影響が想定される

ため、ライフライン事業者による予防・応急復旧策の強化が必要である。 

火山灰処理 

〇 大規模噴火が発生した場合、最悪のケースでは、都内で約 1.2 億㎥の降

灰が想定されるため、都市機能の早期回復に向けた迅速な降灰処理が必要

である。 

避  難 

〇 降灰時における避難のタイミングや具体の方法など、降灰特有の課題を

踏まえた避難計画を具体化する必要がある。 

物資供給 

〇 降灰が一定期間継続した場合にも、都民等が生活物資を入手できるよ

う、対策を講じる必要がある。 

情報発信 

〇 都民や外国人を含めた観光客等に対し、降灰時に必要な情報を確実に届

けられる体制を整備していく必要がある。 

自助共助の取組 

〇 発災時に都民等が適切な行動をとれるよう、降灰に対する意識を醸成

し、自助の備えを強化するとともに、共助の取組を推進していく必要があ

る。 

  

１ 富士山噴火降灰対策の現状 

２ 課題 
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８  対策の方向性 

降灰情報の把握 

〇 初動体制の迅速化に向けて、計測した降灰厚の情報を一元化し、地図上で

降灰情報を視覚的に分かりやすく表示する仕組みを構築 

〇 国や関係自治体と連携し、広域的な降灰情報を収集し、共有する体制を整備 

交通インフラ対策 

〇 緊急車両等の通行を早期に回復するため、優先的に除灰する拠点や道路を

指定するとともに、道路除灰の手順を定め、訓練等を通じて、実効性を向上 

〇 降灰の初期段階から迅速に道路除灰できるよう、関係団体との協定締結に

加え、国・他県との連携等により、広域的な資機材確保のための体制を構築 

〇 各道路管理者が連携し、火山灰処理を想定した道路啓開計画を策定 

ライフライン対策 

〇 降灰によるライフラインへの影響を最小限にとどめるため、ライフライン

事業者による予防・応急復旧策を推進 

〇 都とライフライン事業者との平常時の連携を密にし、訓練等を通じて情報

連絡体制を強化 

火山灰処理 

〇 区市町村等と連携して、仮置き場の候補地を選定 

〇 国の指針を踏まえ、火山灰処理の各主体の役割分担や実施体制等を具体化

し、処分先を確保 

避   難 

〇 在宅避難を基本としつつ、大量の降灰に伴い、都市機能の回復が長期化す

る可能性にも留意し、降灰時の住民等の避難行動の基準を設定 

〇 国や区市町村等と連携し、広域避難も含めた降灰時の避難計画を策定 

物資供給 

〇 在宅避難を継続するため、都民・事業者等の備蓄を促進するとともに、平

常時物流を継続するための仕組みを構築 

〇 降灰時の物資輸送方針を策定するとともに、国や他県と連携し、広域的な

物資輸送体制を構築 

情報発信 

〇 災害のタイムラインに応じて必要な情報を把握し、国や報道機関等との連

携により、降灰時特有の情報を都民等に確実に届けるための体制を整備 

〇 外国人等に配慮した情報発信を推進 

自助共助の取組 

〇 ＳＮＳやイベント等を通じて普及啓発を充実し、災害リスクや必要な備え

への理解を促進 

〇 女性・青年も含めた防災人材の育成等を通じて、消防団や自主防災組織等

の活性化を促進するとともに、災害ボランティアの受入れ体制を整備 
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第２節  都・区市町村及び防災機関の役割 

１  東京都 

１ 東京都防災会議に関すること。 

２ 防災に係る組織及び施設に関すること。 

３ 災害情報の収集及び伝達に関すること。 

４ 自衛隊に対する災害派遣の要請に関すること。 

５ 政府機関、他道府県、公共機関、駐留軍、海外政府機関等に対する応援の要

請に関すること。 

６ 警備、交通規制その他公共の安全と秩序の維持に関すること。 

７ 緊急輸送の確保に関すること。 

８ 被災者の救出及び避難誘導に関すること。 

９ 人命の救助及び救急に関すること。 

10 消防及び水防に関すること。 

11 医療、防疫及び保健衛生に関すること。 

12 外出者の支援に関すること。 

13 応急給水に関すること。 

14 救助物資の備蓄及び調達に関すること。 

15 被災した児童及び生徒の応急教育に関すること。 

16 区市町村による防災市民組織の育成への支援、ボランティアの支援及び過去

の災害から得られた教訓を伝承する活動の支援に関すること。 

17 公共施設の応急復旧に関すること。 

18 災害復興に関すること。 

19 区市町村及び防災関係機関との連絡調整に関すること。 

20 防災に係る知識及び技術の普及啓発に関すること。 

21 事業所防災に関すること。 

22 防災教育及び防災訓練に関すること。 

23 その他災害の発生及び拡大の防止のための措置に関すること。 

 

２  区市町村 

１ 区市町村防災会議に関すること。 

２ 防災に係る組織及び施設に関すること。 

３ 災害情報の収集及び伝達に関すること。 

４ 緊急輸送の確保に関すること。 

５ 避難指示等及び誘導に関すること。 

６ 消防（特別区を除く。）及び水防に関すること。 

７ 医療、防疫及び保健衛生に関すること。 

８ 外出者の支援に関すること。 

９ 応急給水に関すること。 

10 救助物資の備蓄及び調達に関すること。 
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11 被災した児童及び生徒の応急教育に関すること。 

12 ボランティアの支援及び過去の災害から得られた教訓を伝承する活動の支援

に関すること。 

13 公共施設の応急復旧に関すること。 

14 災害復興に関すること。 

15 防災に係る知識及び技術の普及啓発に関すること。 

16 防災市民組織の育成に関すること。 

17 事業所防災に関すること。 

18 防災教育及び防災訓練に関すること。 

19 その他災害の発生及び拡大の防止のための措置に関すること。 

 

３  指定地方行政機関 

名  称 内    容 

関 東 総 合 通 信 局 

１ 非常通信の確保等及び関東地方非常通信協議会の運営 

２ 災害時テレコム支援チーム（MIC-TEAM）による災害対応支援 

３ 災害対策用移動通信機器、臨時災害放送局用設備及び災害対策

用移動電源車等の貸出し 

４ 非常災害時における重要通信の疎通を確保するため、無線局の

開局、周波数等の指定変更及び無線設備の設置場所等の変更を口

頭等により許認可を行う特例措置（臨機の措置）の実施 

５ 電気通信事業者及び放送局の被災・復旧状況等の情報提供 

関 東 財 務 局 

１ 地方公共団体に対する資金の融資のあっせん及び金融機関の業

務の監督（災害時における緊急措置等を含む。）に関すること。 

２ 国有普通財産の管理及び処分に関すること及び行政財産の総合調

整に関すること。 

関 東 信 越 厚 生 局 
１ 被害情報の収集及び伝達に関すること。 

２ 関係機関との連絡調整に関すること。 

東 京 労 働 局 
１ 産業安全（鉱山保安関係を除く。）に関すること。 

２ 雇用対策に関すること。 

関 東 農 政 局 

１ 農業関係、卸売市場、食品産業事業者等の被害状況の把握に関

すること。 

２ 応急用食料・物資の支援に関すること。 

３ 食品の需給・価格動向の調査に関すること。 

４ 飲食料品、油脂、農畜産物等の安定供給対策に関すること。 

５ 飼料、種子等の安定供給対策に関すること。 

６ 病害虫防除及び家畜衛生対策に関すること。 

７ 営農技術指導及び家畜の移動に関すること。 

８ 被害農業者及び消費者の相談窓口に関すること。 

９ 農地・農業用施設及び公共土木施設の災害復旧に関すること。 

10 被害農業者に対する金融対策に関すること。 

関 東 森 林 管 理 局 

１ 国有林野の保安林、保安施設（治山施設）等の維持、造成に関す

ること。 

２ 災害復旧用材（国有林材）の供給に関すること。 

関 東 経 済 産 業 局 
１ 生活必需品、復旧資材等防災関係物資の円滑な供給の確保に関す

ること。 
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名  称 内    容 

２ 商工鉱業事業者の業務の正常な運営の確保に関すること。 

３ 被災中小企業の振興に関すること。 

関 東 東 北 

産 業 保 安 監 督 部 

１ 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガス等危険物等の保安

の確保に関すること。 

２ 鉱山における保安に関すること。 

関 東 地 方 整 備 局 

１ 防災上必要な教育及び訓練に関すること。 

２ 公共施設等の整備に関すること。 

３ 災害危険区域等の関係機関への通知に関すること。 

４ 官庁施設の災害予防措置に関すること。 

５ 災害に関する情報の収集及び予警報の伝達並びに災害対策の指導

及び協力に関すること。 

６ 水防活動、土砂災害防止活動、避難誘導等に関すること。 

７ 建設機械の現況及び技術者の現況の把握に関すること。 

８ 緊急輸送に必要な船舶の情報に関すること。 

９ 災害時における復旧資材の確保に関すること。 

10 災害発生が予測されるとき又は災害時における災害応急対策及び

復旧対策に関すること。 

11 災害時における緊急輸送道路の確保に関すること 

関 東 運 輸 局 

１ 船舶、船舶用機械及び船舶用品の安全に関すること。 

２ 災害時における輸送用船舶のあっせんに関すること。 

３ 鉄道及び軌道の安全保安並びにこれらの施設及び車両の安全保

安に関すること。 

４ 災害時における輸送用車両のあっせんに関すること。 

東 京 航 空 局 

（東京空港事務所） 

１ 災害時における航空機による輸送に関し、安全を確保するため

の必要な措置に関すること。 

２ 指定地域上空の飛行規制とその周知徹底に関すること。 

関 東 地 方 測 量 部 

１ 災害時等における地理空間情報の整備及び提供 

２ 復旧及び復興のための公共測量に関する指導及び助言 

３ 地殻変動の監視 

東 京 管 区 気 象 台 

（ 気 象 庁 ） 

１ 気象、地象及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表を行う。 

２ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動

に限る。）及び水象の予報並びに警報等の防災気象情報の発表、伝

達及び解説を行う。 

３ 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に努める。 

４ 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言を行

う。 

５ 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に努める。 

第 三 管 区 

海 上 保 安 本 部 

１ 火山災害に関する情報の確認及び収集に関すること。 

２ 海難救助に関すること。 

３ 海上交通安全の確保（船舶交通の整理整頓・指導・制限等、航路障

害物の除去、航路標識等の復旧）に関すること。 

４ 海上における治安の維持に関すること。 

５ その他、火山災害応急対策に必要な事項 

関 東 地 方 

環 境 事 務 所 

１ 有害物質等の発生等による汚染状況の情報収集及び提供 

２ 廃棄物処理施設等の被害状況、がれき等の廃棄物の発生量の情

報収集 

３ 行政機関等との連絡調整及び被災状況、動物救護活動の状況等

に関する情報収集、提供等 
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名  称 内    容 

北 関 東 防 衛 局 
１ 災害時における所管財産の使用に関する連絡調整に関すること。 

２ 災害時における自衛隊及び在日米軍との連絡調整に関すること。 

４  自衛隊 

名  称 内    容 

陸 上 自 衛 隊 

（ 第 １ 師 団 ） １ 災害派遣の計画及び準備に関すること。 

（１） 防災関係資料の基礎調査 

（２） 災害派遣計画の作成 

（３） 東京都地域防災計画に整合した防災に関する訓練の実施 

２ 災害派遣の実施に関すること。 

（１） 人命又は財産の保護のために緊急に行う必要のある応急救援

又は応急復旧 

（２） 災害救助のため防衛省の管理に属する物品の無償貸 付及

び譲与 

海 上 自 衛 隊 

（横須賀地方総監部） 

航 空 自 衛 隊 
（作戦システム運用隊本部） 

 

５  指定公共機関 

名  称 内    容 

国 立 病 院 機 構 
１ 国立病院機構の医療の提供に関すること。 

２ 災害医療業務の実施に関する連絡統制に関すること。 

水 資 源 機 構 

１ 水資源開発施設の新築（水資源機構移行時に着手済の事業等に限

る。）又は改築の実施に関すること。 

２ 水資源開発施設の保全（施設の管理）に関すること。 

日 本 銀 行 

１ 銀行券の発行並びに通貨及び金融の調節 

２ 資金決済の円滑な確保を通じ信用秩序の維持に資するための措置 

３ 金融機関の業務運営の確保に係る措置 

４ 金融機関による金融上の措置の実施に係る要請 

日 赤 東 京 都 支 部 

１ 災害時における医療救護班の編成及び医療救護等（助産及び死体

の処理を含む。）の実施に関すること。 

２ 災害時における避難所等での救護所開設及び運営に関すること。 

３ こころのケア活動に関すること。 

４ 赤十字ボランティアの活動に関すること。 

５ 輸血用血液製剤の確保及び供給に関すること。 

６ 義援金の受付及び配分に関すること（原則として義援物資につい

ては受け付けない。）。 

７ 災害救援物資の備蓄及び配分に関すること。 

８ 日赤医療施設等の保全及び運営に関すること。 

９ 外国人の安否調査に関すること。 

10 遺体の検案協力に関すること。 

11 東京都地域防災計画に整合した災害救護に関する訓練の実施に関

すること。 

日 本 放 送 協 会 

１ 報道番組（気象予警報、被害状況等を含む。）に関すること。 

２ 広報（避難所等への受信機の貸与等を含む。）に関すること。 

３ 放送施設の保全に関すること。 
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名  称 内    容 

東 日 本 高 速 道 路 １ 管理する道路、施設等の建設及び維持管理に関すること。 

２ 災害時の輸送路の確保に関すること。 

３ 管理する道路、施設等の災害復旧工事に関すること。 中 日 本 高 速 道 路 

首 都 高 速 道 路 

１ 首都高速道路等の建設及び保全に関すること。 

２ 首都高速道路等の災害復旧に関すること。 

３ 災害時における緊急交通路の確保に関すること。 

J R 東 日 本 
１ 鉄道施設等の工事計画、これらの施設等の保全に関すること。 

２ 災害時における鉄道車両等による救助物資及び避難者輸送の協

力に関すること。 

３ 利用者の避難誘導及び駅の混乱防止に関すること。  
J R 東 海 

J R 貨 物 
１ 災害時における鉄道車両等による救助物資輸送の協力に関する

こと。 

N T T 東 日 本 

１ 電気通信設備の建設、及び保全に関すること。 

２ 重要通信の確保に関すること。 

３ 気象予警報の伝達に関すること。 

４ 通信ネットワークの信頼性向上に関すること。 

５ 災害時の電気通信設備の復旧に関すること。 

日 本 郵 便 

１ 郵便業務及び窓口業務の確保に関すること。 

２ 郵便物の運送施設及び集配施設の整備に関すること。 

３ 災害時における郵便業務に係る災害特別事務取扱い及び援護対策

に関すること。 

東 京 ガ ス 

グ ル ー プ 

１ ガス施設（装置、供給及び製造設備を含む。）の建設及び安全保

安に関すること。 

２ ガスの供給に関すること。 

日 本 通 運 

１ 災害時における貨物自動車（トラック）等による救助物資の輸

送に関すること。 

福 山 通 運 

佐 川 急 便 

ヤ マ ト 運 輸 

西 濃 運 輸 

東 京 電 力 グ ル ー プ 
１ 電力施設等の建設及び安全保安に関すること。 

２ 電力需給に関すること。 

K D D I 

１ 重要通信の確保に関すること。 

２ 災害時における電気通信の疎通の確保及び被災通信設備等の復

旧に関すること。 

N T T ド コ モ 

１ 災害に強い通信施設構築、及び信頼性向上に関すること。 

２ 災害時における重要通信の優先的疎通確保及び通信サービスの復

旧に関すること。 

N T T コ ミ ュ ニ 

ケ ー シ ョ ン ズ 

１ 国内電話等の通信の確保に関すること。 

２ 災害時における通信の疎通確保及び通信設備の復旧に関するこ

と。 

ソ フ ト バ ン ク 

１  重要通信の確保に関すること。 

２  災害時における電気通信の疎通の確保及び被災通信設備等の復旧

に関すること。 

楽 天 モ バ イ ル 

１  重要通信の確保に関すること。 

２  災害時における電気通信の疎通の確保及び被災通信設備等の復旧

に関すること。 
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６  指定地方公共機関 

名  称 内    容 

東 武 鉄 道 

１ 鉄道施設等の安全保安に関すること。 

２ 利用者の避難誘導及び駅の混乱防止に関すること。 

３ 災害時における鉄道車両等による救助物資、避難者等の輸送の協

力に関すること。 

東 急 電 鉄 

京 成 電 鉄 

京 王 電 鉄 

京 急 電 鉄 

西 武 鉄 道 

小 田 急 電 鉄 

東 京 地 下 鉄 

東 京 モ ノ レ ー ル 

ゆ り か も め 

北 総 鉄 道 

東 京 臨 海 高 速 鉄 道 

多摩都市モノレール 

首 都 圏 新 都 市 鉄 道 

東 海 汽 船 

１ 船舶並びに旅客及び貨物のための施設の安全保安に関すること。 

２ 災害時における船舶による救助物資及び避難者等の輸送の協力に

関すること。 

都 ト ラ ッ ク 協 会 
１ 災害時における貨物自動車（トラック）等による救助物資及び避

難者等の輸送の協力に関すること。 

都 医 師 会 
１ 医療に関すること。 

２ 防疫の協力に関すること。 

都 歯 科 医 師 会 １ 歯科医療活動に関すること。 

都 薬 剤 師 会 １ 医薬品の調剤、服薬指導及び医薬品の管理に関すること。 

東 京 都 立 病 院 機 構 １ 所管する病院の医療救護活動に関すること。 

献 血 供 給 事 業 団 １ 血液製剤の供給に関すること。 

都 獣 医 師 会 １ 動物の医療保護活動に関すること。 

T B S ラ ジ オ 

１ 災害時における広報活動及び被害状況等の速報に関すること。 

２ 放送施設の保全に関すること。 

文 化 放 送 

ニ ッ ポ ン 放 送 

ラ ジ オ 日 本 

エ フ エ ム 東 京 

J - W A V E 

日 経 ラ ジ オ 社 

I n t e r F M 

日 本 テ レ ビ 

T B S テ レ ビ 

フ ジ テ レ ビ ジ ョ ン 

テ レ ビ 朝 日 

テ レ ビ 東 京 

T O K Y O  M X 

東 京 バ ス 協 会 １ バスによる輸送の確保に関すること。 

東 京 ハ イ ヤ ー ・ 

タ ク シ ー 協 会 

１ タクシー及びハイヤーによる輸送の確保に関すること。 

２ 発災時の災害情報の収集及び伝達に関すること。 

都個人タクシー協会 １ タクシーによる輸送の確保に関すること。 
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名  称 内    容 

日本エレベーター協会 

関 東 支 部 

１ 災害時のエレベーターに閉じ込められた人の迅速な救出（危険

の伴わないものに限る。）に関すること。 

２ エレベーターの早期復旧に関すること。 

 

７  住民等の役割 

○ 日頃から報道機関、都、区市町村等が発信する情報を通じて、気象庁が発表す

る火山の噴火警報、予報、降灰予報等を理解しておく。 

○ 降灰による影響に対する理解を深め、安全確保に努める。 

○ マスクや目を守るゴーグル、水、食料、衣料品、携帯ラジオ、携帯トイレ等の

用品の準備をしておく。 

○ 降灰を屋内に侵入させないための対策や、家族の役割分担をあらかじめ決めて

おく。 

○ 降灰が心配される場合は、都又は国がインターネット等で配信する降灰予報な

どの情報を確認する。 

〇 宅地内の降灰については、原則として、行政の指定する方法により、住民等が

自ら除去・集積を行う。 

○ 降灰が雨水等の流れをせき止めないように、地域ぐるみで側溝の詰まり等を取

り除くなどの対策を協力して行う。 

○ あらかじめ家族で災害時の連絡方法、避難場所及び避難経路の確認を行う。 

○ 都又は区市町村が行う防災訓練及び防災事業に積極的に参加する。 

○ 町会、自治会等が行う、地域の相互協力体制の構築に協力する。 

○ 要配慮者がいる家庭では、事前に住民組織、消防署、交番等に情報提供し、個

別避難計画を作成する。 

 

８  事業所の役割 

○ 事業所は、その社会的責任を果たすため、自らの組織力を活用して次のような

対策を図っておくことが必要である。 

○ 社屋内外の安全確保及び防災資機材、食料等の備蓄等、従業員及び来客の安全

確保に努める。 

○ 事業活動を維持することが、被災地内外の社会経済の安定及び早期復旧につな

がる。そのため、防災計画、事業継続計画（BCP）及び非常用マニュアルの整備等

の事業活動の中断を最小限にとどめるための対策等を事前に準備するとともに、

これらの計画について、点検及び見直しの実施に努める。 

○ 事業所の持つ資源及び特性を生かし、組織力を活用した地域活動への参加、防

災ボランティア、防災市民組織等との協力等、地域社会の安全性の向上に努め

る。 
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第２章  災害予防計画 

第１節  各防災機関の予防業務及び役割 

１  目的 

○ 富士山噴火に伴う降灰による被害は、都市においては、少量の火山灰であっ

ても、社会的影響が大きい。本章では、降灰の影響をあらかじめ予測し、災害

の発生をできるだけ軽減するために、火山災害の特性を踏まえて災害予防計画

を策定する。 

○ 予防計画の実行に当たっては、各防災機関等との連携のみならず、地域に根

ざしたボランティア等の市民団体、防災市民組織、あるいは、それらの相互の

連携・支援を通して、個人と組織、団体と団体等のつながりを育成・強化し、

地域全体で火山災害に取り組むといった地域体制を組み立て、それを維持して

いくことも重要であり、区市町村とともにこれらの進め方について検討してい

く。 
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２  予防業務 

○ 各機関の主な予防業務は、次のとおりである。 

機関名 予 防 業 務 

都、区市町村、 

各 防 災 機 関 

１ 災害対策本部体制の整備に関すること。 

２ 防災情報の収集体制の整備に関すること。 

３ 防災訓練に関すること。 

都 総 務 局 

１ 災害予防計画の調整、統括に関すること。 

２ 動員体制の整備に関すること。 

３ 災害通信体制の整備に関すること。 

４ 災害広報体制の整備に関すること。 

５ 避難所管理運営体制の整備に関すること。 

６ 食料供給体制の整備に関すること。 

７ 生活必需品の供給体制の整備に関すること。 

都 政 策 企 画 局 １ 災害広報体制の整備に関すること。 

都 財 務 局 １ 緊急輸送体制の整備に関すること。 

都 生 活 文 化 局 

１ 区市町村及び区市の国際交流協会その他民間団体との外国

人に関する情報連絡及び調整に関すること。 

２ 災害時におけるボランティア等の支援に係る総合調整に関

すること。 

都 環 境 局 １ ごみ等の処理体制の調整に関すること。 

都 福 祉 局 
１ 避難所管理運営体制の整備に関すること。 

２ 要配慮者対策に関すること。 

都 保 健 医 療 局 

１ 避難所管理運営体制の整備に関すること。 

２ 給水体制の調整に関すること。 

３ 医療救護体制に関すること。 

４ 防疫・保健衛生体制の整備に関すること。 

都 産 業 労 働 局 

１ 食料供給体制に関すること。 

２ 事業資金の融資等に関すること。 

３ 労務供給体制の整備に関すること。 

都中央卸売市場 １ 食料供給体制に関すること。 

都 建 設 局 
１ 都市施設等の防災構造化に関すること。 

２ 緊急輸送路確保のための体制の整備に関すること。 

都 港 湾 局 

１ 港湾施設、海岸保全施設、都営漁港施設及び都営空港施設

の保全に関すること。 

２ 輸送経路を確保するための航路、泊地及び臨港道路等の障

害物の除去に関すること。 

３ 輸送拠点となる岸壁、野積場等の確保に関すること。 

４ 輸送手段を確保するための船舶、ヘリコプター等の調達に

関すること。 

都 水 道 局 １ 給水体制の調整に関すること。 

都 下 水 道 局 １ 下水道施設の復旧に関すること。 

都 教 育 庁 
１ 都立学校における避難活動体制の整備に関すること。 

２ 防災教育に関すること。 
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機関名 予 防 業 務 
報 道 各 社 １ 災害報道体制に関すること。 

N T T 東 日 本 

 

N T T ド コ モ 

 

NTT コミュニケー

シ ョ ン ズ 

１ 通信施設の防災構造化及び復旧に関すること。 

K D D I １ 通信施設の防災構造化及び復旧に関すること。 

ソ フ ト バ ン ク １ 通信施設の防災構造化及び復旧に関すること。 

楽 天 モ バ イ ル １ 通信施設の防災構造化及び復旧に関すること。 

東 京 電 力 

グ ル ー プ 
１ 電力施設の防災構造化及び復旧に関すること。 

道 路 管 理 者 １ 道路施設の防災構造化及び復旧に関すること。 

鉄 道 事 業 者 １ 鉄道施設の防災構造化及び復旧に関すること。 
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第２節  火山観測等 

 

１ 富士山における火山観測体制 

○ 富士山における国の火山観測体制 

気象庁 東京大学地震研究所 防災科学技術研究所 国の他の機関 

・地震計 ６ 

・GNSS ３ 

・空振計 ２ 

・傾斜計 ２ 

・監視カメラ １ 

・地震計 ８ 

・傾斜計 １ 

・歪計 １ 

・体積温度計 １ 

・全磁力 １ 

・地震計 ６ 

・傾斜計 ６ 

・雨量計 ４ 

・気圧計 ４ 

・GNSS ６ 

国土地理院が地

殻変動観測、水

準測量等の観測

を 実 施 し て い

る。 

 

○ 気象庁の実施する火山観測 

区 分 内   容 

震 動 観 測 
地震計により、火山及びその周辺に発生する火山性地震、火

山性微動を観測する。 

地 殻 変 動 観 測 
GNSS、傾斜計等により、マグマの活動等に伴って生じる火山

地域における膨張、収縮、傾斜変化等の地殻変動を観測する。 

表面現象の観測 

監視カメラ等により、噴煙の状態、噴出物等の観測を行う。 

また、空振計により、火山噴火等に伴う空気振動を観測す

る。 

そ の 他 の 観 測 

火山活動に変化があった場合には、火山機動観測班による、

熱観測、火山ガス観測、関係機関の協力の下、ヘリコプターに

よる機上観測等を行う。 

 

２ 降灰厚情報等収集の方向性 

〇 降灰厚情報等を災害時においても迅速に収集するため、収集した情報を関係

機関が入力・反映できるシステムの構築が重要である。 

〇 このため、区市町村など各関係機関と連携し、降灰情報等を収集する場所

（施設）の選定など、情報収集体制を事前に構築する。 

〇 収集情報は、発災時に迅速に行う観点から、過大なものにならないように配

慮するとともに、位置情報や入力時刻などは自動で入力される機能を東京都災

害情報システム（DIS）に追加するなど、作業手順の簡素化に努める。 

〇 関係機関から収集した情報については、東京都災害情報システム（DIS）を再

構築し、都内の降灰厚や降灰範囲を地図上に分かりやすく表示する。 

〇 また、国や他県等と連携し、国の火山観測データ一元化共有システム(JVDN)

等を活用した、広域的な降灰情報を収集できる体制を構築する。 

  



第３部 

第２章  災害予防計画 

第３節  安全な交通ネットワーク等の確保 
 

- 241 - 

〈降灰厚情報等収集のイメージ〉 

 

 

第３節  安全な交通ネットワーク等の確保 

１  道路・橋梁 

（１）対策内容と役割分担 

ア 道路・橋梁の安全確保等 

○ 道路整備事業の推進や、道路・橋梁の安全確保とともに、非常時の情報収集

体制の充実や障害物除去（※）用資機材の確保等を進める。 

機 関 名 対 策 内 容 

都 総 務 局 

○ 除灰に必要不可欠な資機材等の確保に向けた体制を整備 

○ 降灰用資機材の備蓄促進 

○ 道路除灰に関する関係団体との協定の締結 

都 建 設 局 

都 港 湾 局 

○ 東京都緊急輸送道路ネットワーク計画の見直しを実施 

○ 緊急輸送道路の無電柱化を推進 

○ 情報収集用資機材や、障害物除去用資機材を確保 

○ 初期段階から迅速に道路除灰を開始できるよう、降灰状

況に応じた手順等を定めた方針を策定 

都 生 活 文 化 局 ○ 交通の安全と円滑に資する情報の提供 

警 視 庁 
○ 降灰時の交通情報収集方策の検討 

○ ITSを活用した降灰時の交通情報発信の検討 

道 路 管 理 者 

○ 火山灰処理を想定した道路啓開計画の策定 

○ 道路・橋梁等の噴火降灰対策の取組を推進 

○ 道路除灰に必要不可欠な資機材の確保 

※（道路）障害物除去 

災害時に道路損壊、崩土、道路上への落下倒壊物、放置された車両など

の交通障害物により通行不可能となった道路において、それらの障害物

（火山灰を含む）の除去、簡易な応急復旧の作業をし、避難･救護･救急対

策等のための初期の緊急輸送機能の回復を図ること。道路啓開ともいう。 
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（２）詳細な取組内容 

≪都総務局≫ 

〇 降灰の初期段階から迅速に道路除灰を開始できるよう、除灰に必要不可

欠な資機材等の確保に向けた取組を支援する。 

〇 降灰が大量かつ広範囲に及び、都内のみで除灰に必要な資機材等が不足

する場合に備え、国や他自治体と連携し、降灰域外など、広域的に資機材

を確保する体制を構築するとともに、これら資機材が降灰時に参集できる

よう、集結拠点を確保する。 

 

≪都建設局・都港湾局≫ 

○ 日常的な巡回点検などにより、道路の維持管理を着実に行っていく。 

〇 被災時における円滑な交通を確保し、応急対策や早期復旧を迅速に行う

ため、道路・橋梁等の安全確保を図っていく。 

〇 環状七号線の内側エリアや、多摩地域及び周辺区部の第一次緊急輸送道

路等の都道において無電柱化を推進する。 

〇 迅速な道路障害物除去に向け、火山灰等の撤去に不可欠な重機類、資機

材等の確保のため、関係団体と協定を締結し、訓練等で連携を図る。 

（協定編参照） 

〇 優先除灰道路（※）については、防災拠点等の見直しを踏まえて設定し

ている。 

（資料編資料第44 「優先除灰道路路線図」 P394） 

〇 職員に対して、定期的に参集等の初動対応訓練を行うなど情報収集体制

の充実を図る。 

また、警視庁等の関係機関と連絡調整を図る。 

〇 初期段階から迅速に道路除灰を開始できるよう、優先除灰道路等の通行

が確保できる体制を強化し、降灰状況に応じた手順等を定めた方針を策定

するなどソフト面からも道路の噴火降灰対策を図る。 

 

≪都生活文化局≫ 

〇 （公財）日本道路交通情報センターと協定を締結し、同センターが運用

する災害時情報提供システムを活用し、交通の安全と円滑に資する情報を

提供する。 

 

≪警視庁≫ 

〇 降灰発生時には、車両感知器のみでは交通情報の収集が困難となる可能

性があることから、インターネットの活用など、交通情報の収集方法の多

様化等により、降灰時においても必要な情報が的確に収集･活用できる方策

について検討する。 
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≪道路管理者≫ 

〇 各道路管理者が連携し、火山灰処理を想定した道路啓開計画を策定する。 

〇 道路・橋梁等について、噴火降灰対策の取組を推進する。 

〇 道路除灰に必要不可欠な資機材を確保する。 

 

※ 優先除灰道路 

応急対策及び輸送路管理の中枢となる機関・施設及び降灰時の住民の

生活維持等に関する施設（優先除灰拠点）を結ぶ道路。 

（詳細は、本節第４項「４ 緊急輸送ネットワークの整備」Ｐ244 参照） 

 

２  鉄道 

（１）対策内容と役割分担 

○ 降灰用備蓄の推進や、BCPの作成等により早期復旧に向けた対策を図る。 

機 関 名 対 策 内 容 

都 交 通 局 

各鉄道事業者 

○ 作業員のマスク、ゴーグル等の配備 

○ デッキブラシ、竹ぼうき、ブロアー等の日常的に利用し

ている道具を除灰時に活用できるよう確認・備蓄 

○ 火山を対象とした BCPの作成 

（資料編資料第 45 「鉄道施設の現況」 P396） 

 

（２）詳細な取組内容 

≪都交通局≫≪各鉄道事業者≫ 

○ 作業員の健康被害対策として、マスク、ゴーグル等の降灰用備蓄品を配

備する。 

○ 日常的に利用している道具を代用して鉄道施設の除灰ができるよう、デ

ッキブラシ、竹ぼうき、ブロアー等の数量や保管場所を確認し、備蓄する。 

○ 降灰からの早期復旧や事業継続に向け、火山を対象としたBCPを作成する。 

 

３  港湾・空港施設等※ 

※富士山噴火降灰編では、空港施設に東京ヘリポートを含むものとする。 

（１）対策内容と役割分担 

○ 資機材の備蓄、設備・施設の整備等により、災害を予防するとともに、発災

時に対応できる体制を整える。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

都 港 湾 局 
○ 海岸保全施設、港湾施設、空港施設（調布飛行場及び東

京ヘリポート）の整備等 
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機 関 名 対 策 内 容 

第 三 管 区 

海 上 保 安 本 部 
（東京海上保安部） 

（東 京 湾 海 上 

交 通 セ ン タ ー） 

○ 救難防災用資機材を整備 

○ 海上交通安全の確保 

東 京 航 空 局 〇 降灰除去に必要な機材の配備（東京国際空港） 

（資料編資料第 46 「空港施設の現況」 P397） 

 

（２）詳細な取組内容 

≪都港湾局≫ 

○ 東京港の岸壁、護岸、ふ頭と既存の緊急輸送道路を結ぶ道路等の港湾施

設等を整備する。 

○ 火山噴火等の災害発生時における迅速な復旧活動が行えるよう、港湾・

空港施設の防災力を向上させる。 

○ 東京港の防災対応力強化を図るため、DXを活用していく。 

 

≪第三管区海上保安本部（東京海上保安部、東京湾海上交通センター）≫ 

○ 救難防災用資機材の調達・整備に努める。 

○ 東京湾における海上交通の安全のため、航行管制及び情報提供を行う体

制の充実に努める。また、航路標識の整備等、航路の安全確保を実施する。 

 

≪東京航空局≫ 

〇 降灰除去に必要な機材の配備（東京国際空港） 

 

４  緊急輸送ネットワークの整備 

（１）対策内容と役割分担 

○ 降灰時の緊急輸送を円滑に行うため、指定拠点と他県及び指定拠点相互間を

結ぶ緊急輸送ネットワークの整備を行う。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

各 防 災 機 関 ○ 優先除灰拠点を指定 

都 各 局 
○ 各防災機関が指定した拠点について、緊急輸送ネットワ

ークを整備 

 

（２）詳細な取組内容 

〇 都内の広い範囲で降灰が発生し、啓開が必要な道路が多いことが想定される

ことから、迅速な道路啓開を行うためには、降灰時に優先的にアクセスを確保

する必要がある拠点と、それらをつなぐネットワークの絞り込みが必要である。 
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【降灰時に除灰を優先する拠点及び道路の指定の考え方】 

〇 優先除灰拠点については、以下の施設を対象とする。 

・地域防災計画（震災編）の「緊急ネットワークにおける指定拠点」のうち、

応急対策及び輸送路管理の中枢となる機関・施設（一次拠点）及び降灰時の

主要初動対応及び住民の生活維持に関する施設（二次拠点） 

・降灰の特性を踏まえ、都民の生活維持に関わる浄水場や水再生センターな

どの地域防災計画（震災編）の指定拠点に含まれていない施設 

○ 優先除灰道路については、上記の優先除灰拠点を連絡する路線を指定する。 

○ 降灰時においては、緊急輸送機能を確保するため、優先除灰道路のうち、降

灰状況に応じて当該路線を優先的に除灰する。 

  なお、道路除灰にあたっては上下各１車線を確保することを原則とする。 

〇 物資輸送に関する機関や施設等（三次拠点）をつなぐ道路についても、優先

除灰道路の啓開後、順次道路除灰作業を実施する。 

〇 あらかじめ決めた優先除灰道路に限らず、人命に関わる緊急対応、ライフラ

イン途絶等への対応時は各機関からの要請等に応じ、柔軟に除灰作業を実施す

る。 

 

≪各防災機関≫≪都各局≫ 

〇 輸送路の多ルート化を図るため、陸・海・空・水上・地下にわたる輸送

ネットワークを整備する。 

〇 また、水上輸送基地についても、関係機関と連携して、必要な整備等を

図る。 

 

【緊急輸送ネットワークにおける除灰拠点】 

 

区分 指定拠点の種類 機能 
優先 

除灰拠点 

都・区市町村 
・都庁本庁舎、立川地域防災センター 

・区市町村本庁舎 
一次 ○ 

輸
送
路
管
理
等 

道路管理等 

・関東地方整備局、国道事務所 

・警視庁（本部庁舎） 

・都建設事務所 

・東日本高速道路、中日本高速道路 

・首都高速道路 

一次 

 

 

○ 

鉄道管理等 ・鉄道本社 一次 ○ 

空港管理等 

・東京航空局東京空港事務所、東京空港整備事務

所（東京国際空港） 

・東京都調布飛行場管理事務所（東京都調布飛行場） 

・東京都東京ヘリポート 

一次 

 

 

○ 



第３部 

第２章  災害予防計画 

第３節  安全な交通ネットワーク等の確保 
 

- 246 - 

港湾管理等 

・東京港管理事務所、東京港建設事務所、高潮対

策センター、第二高潮対策センター 

・関東地方整備局、東京港湾事務所 

一次 

 

○ 

河川管理等 

・荒川下流河川事務所 

・（※）都建設事務所、都江東治水事務所、水門

管理センター 

一次 

 

○ 

放  送 ・放送局 二次 ○ 

主
要
初
動 

対
応 

防災拠点 ・基幹的広域防災拠点 一次 ○ 

自衛隊 
・陸上自衛隊駐屯地 

・航空自衛隊基地 
二次 ○ 

主
要
初
動
対
応 

警 察 

・（※）警視庁（本部庁舎）、多摩総合庁舎、新橋

庁舎 

・機動隊、自動車警ら隊、交通機動隊、高速道路

交通警察隊 

・方面本部 

・警察署 

二次 ○ 

消 防 

・東京消防庁（本庁舎） 

・消防方面本部・訓練場、即応対処部隊 

・装備工場、幡ケ谷庁舎、航空隊江東航空センター、

航空隊多摩航空センター 

・消防署 

・稲城市消防本部（消防署） 

二次 ○ 

医 療 

病院等 

・災害拠点病院 

・日本赤十字社本社 

・日本赤十字社東京都支部 

二次 ○ 

医薬品等 

備蓄倉庫 

・（※）立川地域防災センター 

・備蓄倉庫 

・都薬剤師会医薬品・情報管理センター 

・医薬品卸売販売業者倉庫 

・医療用ガス販売業者倉庫 

二次 ○ 

血液ｾﾝﾀｰ 
・東京都赤十字血液センター 

・献血供給事業団 
二次 ○ 

保健所等 ・保健所、保健センター 二次 ○ 

救出救助 

拠点 

救出救助 

拠点 

・大規模救出救助活動拠点（告示済箇

所） 

・医療機関近接ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ緊急離着陸場 

・河川等船着場（災害拠点病院近接） 

二次 ○ 

その他 ・都建設局公園緑地事務所 二次 ○ 

ライフライン 

電信電話 

・NTT東日本、KDDI、NTTドコモ、NTT

コミュニケーションズ、ソフトバン

ク、楽天モバイル 
二次 

 

○ 

電気 ・東京電力グループ 二次 ○ 

ガス ・東京ガスグループ 二次 ○ 
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水道 
・水道局支所等、給水管理事務所 

・浄水場 
二次 ○ 

下水道 

・下水道事務所、流域下水道本部 

・水再生センター、浄化センター、ス

ラッジプラント、ポンプ所 

二次 

 

○ 

輸
送
拠
点 

広
域
輸
送
基
地 

陸上 

輸送基地 

・（※）立川地域防災センター、多摩広域防災倉庫 

・トラックターミナル 
三次 

 

航空 

輸送基地 

・（※）東京国際空港 

・（※）東京都調布飛行場 

・（※）東京都東京ヘリポート 

一次 

 

○ 

海上 

輸送基地 

＜緊急物資輸送対応施設＞ 

・大井食品ふ頭、芝浦ふ頭、辰巳ふ頭、10 号地そ

の１多目的ふ頭、品川ふ頭（内貿）、中央防波

堤内側内貿ふ頭、東京国際クルーズふ頭 

＜幹線貨物輸送対応施設＞ 

・大井コンテナふ頭、中央防波堤外側コンテナふ

頭、中央防波堤内側内貿ふ頭 

＜緊急物資輸送等対応施設＞ 

・竹芝ふ頭、日の出ふ頭、晴海ふ頭、品川ふ頭、

フェリーふ頭、10 号地ふ頭、青海コンテナふ頭、

大井コンテナふ頭、中央防波堤外側コンテナふ頭 

＜島しょ部の緊急物資輸送対応施設＞ 

・大島（岡田港岸壁（-7.5m））、利島（利島港岸

壁（-7.5m））、新島（新島港岸壁（-7.5m））、式根

島（野伏漁港-7.5m 岸壁）、神津島（神津島港岸壁

（-7.5m））、三宅島（阿古漁港-7.5m 岸壁）、御蔵

島（御蔵島港岸壁（-7.5m））、八丈島（神湊港岸

壁（-7.5m）、八重根漁港-5.5m 岸壁）、青ヶ島（青

ヶ島港岸壁（-6.0m））、父島（二見港岸壁（-

7.5m））、母島（沖港岸壁（-5.0m）） 

 

一次 

 

 

 

一次 

 

 

三次 

 

 

 

三次 

 

○ 

 

 

 

○ 

 

水上 

輸送基地 
・河川等船着場（その他） 三次 

 

地域内 

輸送拠点 
・区市町村庁舎等 三次 

 

その他 

・駅 東京、秋葉原、上野、日暮里、池袋、新

宿、渋谷、品川、赤羽、蒲田、錦糸町、大

崎、新橋、立川、八王子、三鷹、国分寺、北

千住、 京王多摩センター、浅草、テレコム

センター、八王子、隅田川、東京貨物ターミ

ナル（JR貨物） 

・高速道路 PA、SA（首都高、中央高速） 

・都中央卸売市場 

三次 
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車両基地 
・都交通局自動車営業所 

・その他車両基地 
三次 

 

備蓄倉庫 
・備蓄倉庫（直営倉庫） 

・（※）備蓄倉庫（兼用倉庫） 
三次 

 

その他 ・火葬場 三次 
 

（注）※印は対象施設に重複があることを示す。 

（資料編資料第 44 「優先除灰道路路線図」 P394） 

（資料編資料第 47 「除灰拠点一覧表」 P398） 

 

第４節  安全なライフライン等の確保 

〇 降灰によるライフラインの機能不全という最悪のケースを回避するため、ラ

イフライン事業者よる予防・応急復旧策を強化していく。 

（本計画に定めのない部分は、東京都地域防災計画震災編第２部第４章に準じて

対応する。） 

〇 また、都は、ライフライン対策の一層の強化に向けて、引き続き国に対し、

ライフライン施設等の都市基盤への影響に係る調査研究の実施や具体的な対策

の提示を行うとともに、ライフライン事業者等が行う降灰対策に関する対応指

針を示すよう、要望していく。 

 

１  水道 

（１）対策内容と役割分担 

○ 水道施設のバックアップ機能の強化対策等を推進する。 

機 関 名 対 策 内 容 

都 水 道 局 

○ 噴火に備えた BCPや応急復旧計画等の策定 

○ 降灰時に浄水場等の機能が維持できる体制の整備 

○ 作業員の防塵マスク、ゴーグルの備蓄 

○ 施設・設備の吸排気等の点検 

○ 浄水施設の屋内化 

○ 自家用発電設備の整備 

○ 降灰時におけるライフラインの早期復旧体制の強化（復

旧作業資機材の配備、復旧作業の定期的な訓練、応援体制

の確立） 

 

（２）詳細な取組内容 

≪都水道局≫ 

〇 噴火時に備え、BCP（事業継続計画）や応急復旧計画等を事前に策定する

とともに、これらの計画について点検及び見直しの実施に努める。 

〇 降灰被害に備え、特に防護の必要のある施設においては、作業員の防塵

マスク、ゴーグル等の所要の資機材を備蓄する。 
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〇 平時より、降灰の流入による施設の機能低下が生じないよう、施設・設

備の吸排気等を点検する。 

〇 降灰も含めた異物混入対策として、浄水処理の最終工程である急速ろ過

池の覆蓋化を実施し、全ての浄水場で完了している。加えて、降灰時に水

質基準値を超えるおそれがある浄水場については、沈殿池にシート型の覆

蓋を設置している。今後は、浄水場の更新などに併せて、浄水施設の屋内

化を進めていく。 

〇 停電時においても安定的に給水を確保できるよう、浄水場等に自家用発

電設備を新設・増強し、必要な電力を確保する。 

 

２  下水道 

（１）対策内容と役割分担 

下水道施設のバックアップ機能を強化する。 

機 関 名 対 策 内 容 

都 下 水 道 局 

○ 噴火に備えた BCPや応急復旧計画等の策定 

○ 作業員の防塵マスク、ゴーグルの備蓄 

○ 施設・設備の吸排気等の点検 

○ 降灰時に水再生センター等が稼働できる体制の整備 

○ 非常用発電機の整備、燃料の多様化 

○ 降灰時におけるライフラインの早期復旧体制の強化（復

旧作業資機材の配備、復旧作業の定期的な訓練、応援体制

の確立） 

（２）詳細な取組内容 

≪都下水道局≫ 

〇 噴火時に備え、BCP（事業継続計画）や応急復旧計画等を策定するととも

に、これらの計画について点検及び見直しの実施に努める。 

〇 降灰被害に備え、特に防護の必要のあるものに対しては、作業員の防塵

マスク、ゴーグル等の所要の資機材を備蓄する。 

〇 平時より、降灰の流入による施設の機能低下、施設・設備の吸排気等を

点検する。 

〇 灯油と都市ガスのどちらでも運転可能なデュアルフューエル発電設備を

導入するなど、電源と燃料との多様化を推進していく。 

○ 降灰時に水再生センター等が稼働できる体制を整備していく。 

 

３  電気・通信等 

（１）対策内容と役割分担 

○ 都、区市町村及び災害応急対策に係る機関は、災害時に公共施設、拠点施設

や避難所等の機能を維持するために、非常用電源の導入や LP ガスの活用等必

要な電力確保策を図り、保有する電源設備等について、安全性の確保や平常時

からの点検、操作訓練等に努める。 



第３部 

第２章  災害予防計画 

第４節  安全なライフライン等の確保 
 

- 250 - 

機 関 名 対 策 内 容 

東 京 電 力 

グ ル ー プ 

○ 噴火に備えた応急復旧計画等の策定 

○ 復旧要員の防塵マスク・ゴーグルの備蓄 

○ 施設・設備の吸排気等の点検 

○ がいし清掃装置の配備 

○ 設備更新に併せて降灰影響を受けにくい設備に交換 

○ 火力発電所への予備フィルタ設置 

○ 降灰時におけるライフラインの早期復旧体制の強化（復

旧作業資復旧作業の定期的な訓練、応援体制の確立） 

○ 電力を供給する設備の優先順位の整理 

各通信事業者 

○ BCPや応急復旧計画等の策定 

○ 復旧要員の防塵マスク・ゴーグルの備蓄 

○ 施設・設備の吸排気等の点検 

○ 非常用発電機の燃料確保及び給油体制の構築 

○ 重要局舎の吸排気口カバー設置検討 

○ 空調設備の対策（交換機施設における空調設備のバック

アップ構造化など） 

○ 復旧作業資機材の配備 

○ 復旧作業の定期的な訓練 

○ 応援体制の確立 

○ 人口密集地及び行政機関の通信確保に向けた対策 

N T T 東 日 本 

○ 降灰時においても機能を維持する設備構築 

○ 非常用電源の長時間化 

○ 通信網の多ルート・中継拠点分散化 

 

（２）詳細な取組内容 

≪東京電力グループ≫ 

〇 噴火時に備え、応急復旧計画等を事前に策定するとともに、これらの計

画について点検及び見直しの実施に努める。 

〇 降灰被害に備え、特に防護の必要のあるものに対しては、復旧要員の防

塵マスク、ゴーグル、がいし清掃装置等の所要の資機材を備蓄する。 

〇 平時より、降灰の流入による施設の機能低下に備える。 

〇 設備更新に合わせて降灰影響を受けにくい設備に交換していく。 

〇 降灰時に備えて、火力発電所に予備フィルタを設置する。 

〇 電力系統は、発電所から連係する放射状の送電線からの電力供給を、首

都圏の周囲に張り巡らした二重三重の環状の送電線で一旦受け止め、そこ

から網の目のようなネットワークを使い電力供給するよう構成されている。 

〇 送電線は、変電所で接続変更できるため、万一、一つの送電ルートが使

用できなくなっても、別のルートから速やかに送電することができる。 

〇 電気の供給信頼度の一層の向上を図るため、災害時においても、系統の

切り替え等により、早期に停電が解消できるよう系統連系の強化に努める。 
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≪各通信事業者≫ 

〇 噴火時に備え、BCP（事業継続計画）や応急復旧計画等を事前に策定する

とともに、これらの計画について点検及び見直しの実施に努める。 

〇 降灰被害に備え、特に防護の必要のあるものに対しては、作業員の防塵

マスク、ゴーグル等の所要の資機材を備蓄する。 

〇 平時より、降灰の流入による施設の機能低下に備える。 

〇 電気通信設備及び附帯設備の防災設計を実施するとともに、通信施設が

被災した場合においても、応急の通信が確保できるよう通信設備の整備を

行う。 

〇 都庁、区市町村役場等災害対策拠点、医療機関、人口密集地等の重要エ

リアの通信を確保するために、基地局等において、非常用発電機による無

停電化やバッテリー長時間化に取り組む。 

〇 避難者や移動困難者が多く発生する可能性のある地域での通信確保等、

柔軟で迅速なサービス復旧を行うため、移動基地局車、可搬型基地局、移

動電源車等を配備する。 
 

≪NTT東日本≫ 

〇 区市町村が指定した避難所（小中学校、公民館等）のうち各区市町村か

ら設置要望のあった施設に災害時用公衆電話（特設公衆電話）を事前に設

置することで、災害時における避難者の通信手段を確保することを可能と

する。 

〇 自治体が指定した公共施設、オフィスビル、ホテル、コンビニ、駅等の

施設に災害時用公衆電話（特設公衆電話）を事前に設置することで災害時

における移動困難者の通信手段を確保する。 

 

４  ライフライン事業者の連携体制の構築 

（１）対策内容と役割分担 

○ 平時より、都とライフライン事業者間の連絡・情報共有体制を密にし、災害

時の円滑な応急復旧体制を構築する。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

都 総 務 局 

各ライフライン

事 業 者 

○ 都とライフライン事業者間の相互連携体制の構築 
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（２）詳細な取組内容 

≪都総務局≫≪各ライフライン事業者≫ 

〇 都とライフライン事業者間において、適宜連絡協議会を実施するなど平

時の連絡を密にするとともに、発災時のタイムラインに応じて想定される

活動内容、被害・復旧状況等の情報、要請・依頼事項、連絡手段等をあら

かじめ共有するとともに、国や他県等とも連携し、災害時に円滑な復旧活

動を行える相互連携体制を構築する。 

〇 また、ライフライン事業者との訓練等を通じて、情報連絡体制を強化す

る。 

 

第５節  農林水産対策 

１  農林水産対策 

（１）対策内容と役割分担 

○ 降灰に伴う農林水産関係の被害を最小限に防止するため、予防技術対策を農

林水産業団体、農林水産業者等に対し周知徹底を図る。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

都産業労働局 

○ 農作物等への被害の軽減に向けた事前対策について、技

術的指導や予防技術の周知を行う。 

○ 降灰や泥流・濁水による養殖業のへい死の予防技術の周

知を行う。 

区 市 町 村 

（ 農 業 関 係 

所 管 部 署 ） 

○ 農林水産業における被害情報の収集と都への報告を行う。 

○ 都と連携し、予防技術対策の充実と周知を行う。 

 

（２）詳細な取組内容 

≪都産業労働局≫ 

〇 フィルム資材による農産物等の被覆など、農作物等への被害の軽減に向

けた事前対策について、技術的指導や被害を予防する技術の周知徹底を行

う。 

〇 降灰、泥流による濁水による養殖魚のへい死等を予防する技術の周知徹

底を行う。 

 

≪区市町村≫ 

〇 都と連携し、予防技術対策の充実を図るとともに、農林水産業団体、農

林水産業者等に対し周知徹底を図る。 
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第６節  訓練及び防災知識の普及・啓発 

１  防災広報 

○ 都の地域に一度降灰があると、大きな混乱が予想される。このため、第２部

第２章第４節「訓練及び防災知識の普及・啓発」（P49）によるほか、火山活動

に常時対応できるよう、都及び防災機関は、防災知識の周知徹底を図るととも

に、防災訓練を実施し、災害時に応急活動が円滑に行えるよう努める。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

都 

区 市 町 村 

（ 共 通 ） 

〇 都民や事業者等の自助・共助の促進に向けて、平素から

地域住民、各事業所及び学校の児童生徒を対象にそれぞれ

に適した方法により、災害のリスクに対する理解をより深

めるため、火山・降灰に関する知識の普及活動を行う。 

〇 各防災機関は、必要に応じて次の内容等の広報を実施す

る。 

・噴火警報、噴火警戒レベル、降灰予報等の普及啓発  

・各防災機関の火山対策  

・火山活動の異常現象時の対応措置 

・噴火時の対応措置 

・降灰時における火山灰の処理方法（路上や敷地内の火山

灰は下水道に流さないなど。） 

・降灰による健康被害の防止 

・降灰によるライフライン関係機関及び交通機関への影響 

・降灰時の不要不急の外出抑制 

・降灰時の車両の利用自粛 

・マスクや目を守るゴーグル、水、食料等の備蓄など、平 

時からの備え 

〇 降灰による影響を自分事と捉え火山噴火に備えられるよ

う、インターネット、動画やリーフレットなど視覚情報を

活用するとともに、やさしい日本語や多言語化なども通じ

て、こどもや外国人をはじめ誰もが分かりやすい情報発信

を行う。 

〇 防災展又は火山防災の日におけるイベントの実施、講演

会の開催等を通じ、防災知識の普及を図る。 

都 政 策 企 画 局 
○ 広報紙・テレビ・ラジオ・ホームページ等における防災

情報の提供 
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機 関 名 対 策 内 容 

都 総 務 局 

○ 防災ブック「東京くらし防災」、「東京防災」等によ

り、女性・要配慮者等の視点、災害関連死対策の観点等

を踏まえた防災対策について、普及啓発を推進 

○ 多言語や、やさしい日本語を使用するなど、誰もが使い

やすい「東京都防災アプリ」の改修・ダウンロード促進 

○ 自助・共助の取組向上に向け、性別や世代等の多様な視

点を踏まえた調査により、都民の防災意識や取組状況を把

握 

○ 防災に係る各種冊子・パンフレットの作成、配布 

○ 各局等が提供する情報を誰もがワンストップで入手でき

るポータルサイトを作成するなど、ホームページやSNS等

による分かりやすい防災情報の発信 

○ 都民を対象とする、災害時における自助・共助の重要性

や一人ひとりの備えを周知するための普及イベントを防災

機関と連携して開催 

〇 Webサイト「東京備蓄ナビ」の運用及び普及広報により

都民の日常備蓄の取組を促進 

○ 防災への取組が十分でない若年層に対し、様々なツール

を活用し、啓発を実施 

○ 屋外大型ビジョンを活用した平常時の広報の実施 

○ 区市町村等と連携し、都民や地域コミュニティにおける

防災対策の取組を促進 

都子供政策連携室 
○ 子供に対する防災情報の「東京都こどもホームページ」

への掲載 

都 都 市 整 備 局 

〇 大規模な自然災害が発生した際の復興を円滑に進めるた

め、都民参加型のシンポジウムを開催し、普及啓発を図

る。 

都 福 祉 局 

○ 都内の全社会福祉施設等に対し、「防災週間」に併せ、

訓練指針等について周知 

○ 避難行動要支援者名簿の整備、支援者や避難先など避難

行動要支援者一人ひとりに対応した個別避難計画の策定と

それに基づく避難訓練の実施など、区市町村の取組に対す

る支援の実施 

○ 区市町村職員を対象とした災害時における要配慮者対策

研修の実施 

都 保 健 医 療 局 

○ 災害時の医療救護活動等に関する各種マニュアルの作

成、マニュアルに基づく研修会（トリアージ研修会、身元

確認に関する歯科医師研修会等）の実施 

○ 動物の適正な飼養、災害時の備えなどに関する飼い主へ

の普及啓発を実施 

都 水 道 局 
○ 降灰時の水道局の応急対策・水の備蓄方法及び備蓄が必

要な理由に係る広報の実施 
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機 関 名 対 策 内 容 

都 下 水 道 局 
〇 下水道に灰を流さないなど清掃作業時の注意点を普及啓

発 

都 教 育 庁 
○ 学校における災害時の対応、教育活動の再開への対応を

周知 

警 視 庁 

○ 防災展、防災訓練、各種会議、講習会等の機会や巡回連

絡、防犯座談会等諸警察活動を通じての防災に係る広報活

動の実施 

○ 生活安全情報、事件事故情報や各種相談窓口等ホームペ

ージへの掲載 

○ 災害情報等、災害対策課Xへの掲載 

○ 降灰発生時等に交通規制の支援を行う交通規制支援ボラ

ンティアの確保、交通規制ボランティアに対する指導及び

訓練の実施 

東 京 消 防 庁 

○ ラジオ、テレビ、新聞等に対する情報提供・取材協力 

○ 「はたらく消防の写生会」の開催及び表彰式を活用した

防火防災思想の啓発 

○ 防火防災への参画意識を高めるための、防火防災標語の

募集及び表彰式を活用した防火防災思想の啓発 

○ 各家庭を訪問し、防火防災対策の普及啓発を行う「防火

防災巡回」及び高齢者や障害者を対象に防火防災対策や生

活実態を確認し、必要な対策を講じる「住まいの防火防災

診断」の実施 

○ 出火防止及び初期消火に関する備えの指導 

○ 「地域の防火防災功労賞制度」を活用した都民の防災意

識の普及啓発 

区 市 町 村 

○ 要配慮者の把握及び避難行動要支援者名簿及び個別避難

計画を作成 

○ 火山防災マップや火山に関するパンフレット等の作成・

配布 

○ 災害対策や防災情報のホームページへの掲載 

○ 防災や要配慮者支援に係る実践事例等を学ぶ講習会の実

施 

○ 動物の適正な飼養、災害時の備えなどに関する飼い主へ

の普及啓発を実施 
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機 関 名 対 策 内 容 

東京管区気象台 

○ 気象庁ホームページ等を通じて、噴火警戒レベルや降灰

予報等の火山防災や降灰に関連する用語や知識の普及に努

める。 
○ 防災に関するパンフレット、映像教材等の広報資料の作

成・配布 

○ 関係機関と連携した講演会の開催、講師の派遣などによ

る防災知識の普及・啓発及び防災気象情報の利活用の促進 

○ お天気フェア等の開催 

○ 報道発表、気象の知識、安全教育支援資料等のホームペ

ージへの掲載及び利活用の促進 

○ 東京都教育庁と連携した安全教育の支援 

東 京 労 働 局 

○「第14次東京労働局労働災害防止計画（2023年～2028

年）」に基づき「Safe Work TOKYO」の下、官民一体とな

り第三者災害防止につながる災害防止対策を推進 

○ 東京産業安全衛生大会の開催等により、労働災害防止に

向けた国民全体の安全・健康意識の高揚、危険感受性の向

上、防災につながる安全知識の普及啓発 

○ 特に建設業等に対しては、地震発生及び強風後の足場等

仮設設備の点検等による災害防止を促進 

日赤東京都支部 

○ 都民、学校等を対象に、救急法等の講習会及び防災・減

災に関するセミナーの実施 

○ 東京都赤十字救護ボランティアを対象とする、災害時の

ボランティア活動に必要な基本的な知識・技術の習得を内

容としたセミナーの開催 

○ 各地区奉仕団、各学校、各種団体等における災害時の救

護活動及び災害状況等の記録ビデオの活用 

○ 防災情報・救護活動状況等のホームページ等への掲載 

N T T 東 日 本 

○ 防災展及び地域防災訓練等における災害用伝言ダイヤル

（171）、災害用伝言板（web171）の利用体験、防災パン

フレット等の配布 

○ 災害用伝言ダイヤル（171）、災害用伝言板（web171）

の利用方法等の紹介 

○ 事前設置型災害用公衆電話の運用訓練支援 

○ 公衆電話の利用方法に関する啓蒙活動 

N T T ド コ モ 

○ 防災展及び地域防災訓練等における災害用伝言板の利用

方法の紹介、災害対策関連機器の説明、防災パンフレット

等の配布  

K D D I 

○ 防災展及び地域防災訓練等における災害用伝言板や、衛

星携帯電話、その他災害対策関連機器・サービス等の知識

の普及、利用促進 

○ 災害に対する取組や、災害用伝言板サービスの紹介 
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機 関 名 対 策 内 容 

ソ フ ト バ ン ク 

○ 防災展及び地域防災訓練等における災害用伝言板サービ

スの説明と利用体験機会の提供 

○ 災害対策関連機器・サービスの紹介 

楽 天 モ バ イ ル 

〇 防災展及び地域防災訓練等における災害用伝言サービ

ス、00000JAPANの説明と利用体験機会の提供 

〇 災害対策関連機器、サービスの紹介 

各 放 送 事 業 者 

○ 平常時における災害予防に係るキャンペーン番組の編成 

○ 家庭・職場で、火山に備えた取組を進めるための具体的

な情報発信 

東京ガスグループ 

○ 災害時やガスが出ない等の緊急時における対応について

ホームページ等を通じて周知する。 

○ 防災・安全対策に関する取組紹介 

東京電力グループ 

○ 停電・復旧情報等のホームページ、携帯サイトへの掲載 

○ 災害に強い設備づくり、万一の災害に備えた復旧態勢の

整備等、具体的な防災対策のホームページへの掲載 

道 路 管 理 者 
〇 降灰による車両走行に係る影響・支障などの防災知識を

周知する。 

都 交 通 局 

鉄 道 事 業 者 
〇 降灰による鉄道への影響・支障の可能性を周知する。 

 

２  防災教育 

各機関は、幼児期から社会人までの継続した総合的な防災教育の推進により、

生涯にわたる自助・共助の精神をかん養する。 

防災知識の普及等を推進する際には、性別による視点の違いに配慮し、女性

の参画の促進に努めるとともに、女性や青年も含めた防災リーダーを育てる防

災教育を実施していく。 

また、都民、防災市民組織等を対象とした防災訓練を充実させ、広報等によ

り訓練参加者の増加を図っていく。 

さらに、災害教訓の伝承として、過去に起こった大規模災害の教訓や災害文

化を確実に後世に伝えていくため、各種資料を広く収集・整理し、自然災害伝

承碑（災害に関する石碑やモニュメント等）の持つ意味を正しく後世に伝えて

いくよう努めるものとする。 

機 関 名 対 策 内 容 

都 総 務 局 

○ 都民を対象とする、災害時における自助・共助の重要性や

一人ひとりの備えを周知するための普及イベントを防災機関

と連携して開催 

〇 区市町村や事業所と連携し、地域や職場などで防災活動の

核となる女性の防災人材の育成 

〇 関東地方測量部、区市町村と連携した自然災害伝承碑の取

組推進 
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機 関 名 対 策 内 容 

都 生 活 文 化 局 

○ 各私立学校における防災教育の推進を図るための、必要な

情報の提供 

○ 災害対策における男女平等参画の視点の必要性について、

区市町村に対し趣旨を普及し、具体化に向けた助言を実施 

都 教 育 庁 

○ 防災教育デジタル教材「防災ノート～災害と安全～」を活

用した実践的な防災教育の推進 

○ 自治体防災課等と連携した都立高校（全日制課程と一部の

定時制課程）における地域と連携した防災訓練及び避難所設

営・運営訓練 

○ 都立高校生等を対象とした防災リーダーとして活躍できる

人材を育成する防災士養成講座の実施 

○ 安全教育推進校の指定、「学校安全教室指導者講習」の開

催等による教員の資質向上 

○ 東京消防庁等と連携した防災教育の推進 

警 視 庁 

○ テロ対策のために全警察署（102署）に展開している地域 

版パートナーシップを降灰対策に活用した研修会、合同訓練

の実施と幼稚園、小・中・高校を対象とした防災教育の推進 

東 京 消 防 庁 

○ 出火防止等に関する教育の実施 

○ まちかど防災訓練車を活用した初期消火訓練の推進 

○ 都民の自主救護能力の向上に寄与する応急手当普及用資器

材の整備・充実 

（資料編資料第 48 「応急手当普及用資器材現況」 P420） 

○ 都民等に対し、AEDの使用方法を含めた救命講習を実施す

るとともに、誰もが安心して応急手当を実施できる環境を整

備 

○ 一定以上の応急手当技能を有する都民に対する技能の認定

等、都民の応急救護に関する技能の向上 

○ 小学生には救命入門コース、中学生には普通救命講習、高

校生には上級救命講習の受講を推奨 

○ 町会・自治会本部を中心に、民生児童委員、町会員等と連

携した避難行動要支援者の安否確認要領及び救出救護要領の

確認を取り入れた防災訓練の実施 

区 市 町 村 

○ 防災市民組織の育成指導 

○ 要配慮者、家族、地域住民等が合同で実施する避難訓練へ

の支援 

○ 各避難所運営主体による避難所運営訓練や総合防災訓練等

への要配慮者と家族の参加に対する支援 

○ 各家庭における地震時の身体防護・出火防止等の徹底を図

るための防災教育の推進 

○ 実践的な防災訓練を通じた都民の防災行動力の向上の推進 

○ 関東地方測量部、都と連携した自然災害伝承碑の取組推進 
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機 関 名 対 策 内 容 

関東地方測量部 ○ 都、区市町村と連携した自然災害伝承碑の取組推進 

 

３  外国人支援対策 

（１）対策内容と役割分担 

各機関は、在住外国人及び外国人旅行者等に対し、平常時から、防災知識の

普及や地域行事を利用した防災訓練の実施等を推進していく。 

機 関 名 対 策 内 容 

都 

（ 共 通 ） 

○ 「やさしい日本語」を含む多言語での在住外国人及び外国

人旅行者等への防災知識の普及・啓発等 

都 総 務 局 

○ 防災ブック「東京くらし防災」「東京防災」多言語版等に

より、女性・要配慮者等の視点、災害関連死対策の観点等

を踏まえた防災対策について、普及啓発を推進 

○ 多言語ややさしい日本語を使用するなど、誰もが使いやす

い「東京都防災アプリ」の改修・ダウンロード促進 

○ 東京都防災ホームページ等で多言語による防災知識の普

及・啓発を実施 

都 政 策 企 画 局 ○ 在京大使館等との連絡体制の確保 

都 生 活 文 化 局 

○ 在住外国人のための防災訓練や区市町村及び国際交流協会

の職員等に対する災害時の外国人支援等に係る研修の実施 

○ 東京都防災（語学）ボランティアシステムを活用した外国

人災害時情報センターの設置・運営等の訓練及び東京都防災

（語学）ボランティアに対する研修や訓練の実施 

都 産 業 労 働 局 
○ 観光関連事業者等のための外国人旅行者応対マニュアルの

配布 

東 京 消 防 庁 〇 東京消防庁ホームページ等で119番通報要領を周知 

区 市 町 村 

○ 在住外国人及び外国人旅行者等への防災知識の普及を推進 

○ 避難道路標識等の外国語標記の推進 

○ 地域の防災訓練に参加する外国人への支援 

（２）詳細な取組内容 

≪都≫ 

○ （公財）東京都つながり創生財団と連携し、「やさしい日本語」を含む多

言語での防災知識の普及・啓発に努める。 

○ 東京都防災（語学）ボランティアシステムを活用し、 外国人災害時情報セ

ンターの設置・運営等の訓練を実施するとともに、東京都防災（語学）ボラ

ンティアに対して研修や訓練を行い、スキルアップを図る。 

○ 防災に関する動画を「東京動画」等においてインターネット配信し、情報

提供を行う。 
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○ 都及び区市町村は、在住外国人向けメディア（エスニック・メディア）や

外国人支援団体に対し、連絡会等の場を活用し、平常時から情報提供を行う。 

○ 東京観光情報センター等において、防災情報も掲載したトラベルガイドを

配布し、外国人旅行者に対する情報提供を行う。 

○ 119番通報要領をホームページに掲載し、新規外国人旅行者に対して情報提

供を行う。 

○ 都内観光関連事業者等へ緊急、災害時の応対マニュアルを配布し、外国人

旅行者に対する案内・誘導、情報提供等の円滑化を図る。 

○ ローマ字及び英文の併記を原則とした道路標識の整備を推進する。 

○ 外国人への情報伝達を支援するため、在京大使館等との通信訓練を引き続

き実施する等、連絡体制の確保に取り組んでいく。 

 

≪区市町村≫ 

○ 地域の国際交流協会等と連携し、外国人参加の防災訓練や防災講座、防災

教室、多言語対応防災マニュアル、防災マップの作成などを通じて「やさし

い日本語」を含む多言語での防災知識の普及を図る。その際、外国人が共助

の担い手にもなり得ることに留意する。 

○ 都が作成する防災に関する動画を活用し、外国人が多く集まる場所等で、

情報提供を行う。 

○ 東京都防災（語学）ボランティア等を活用し、地域の防災訓練に参加する

外国人への支援を推進する。 

 

第７節  住民等の防災行動力の向上 

１  災害に強い社会づくり 

（１）対策内容と役割分担 

○ 住民、事業所等は、「自らの生命は自らが守る」、「自分たちのまちは自分た

ちで守る」ことを防災の基本として、災害に対する不断の備えを進めるととも

に、行政、事業所、住民、ボランティア団体等との相互連携及び相互支援を強

め、災害時に助け合う地域連携の確立に協力する。 

機 関 名 対 策 内 容 

住 民 等 

○ 噴火警報、降灰予報等の情報収集 

○ 降灰対策用品や食料、生活用品等の備蓄 

○ 防災訓練及び防災事業への積極的参加 

○ 要配慮者に関する情報提供 

地 域 組 織 

防 災 市 民 組 織 

○ 情報伝達、避難等の各種訓練の実施 

○ 資器材等の整備及び保守並びに備蓄 

○  災害時の支援体制の整備 
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機 関 名 対 策 内 容 

事 業 者 等 

○ 安全確保及び防災資器材、食料等の備蓄 

○ 防災計画、事業継続計画（BCP）及び非常用マニュアル

の整備 

○ 地域活動への参加、防災市民組織等との協力 

都 

（ 共 通 ） 

○ 防災市民組織の活性化の促進 

○ 訓練の技術指導、実技体験訓練等を行う上で必要な訓練

用資器材の整備 

○ リーダー育成講習会、防災講習会 等の各種防災訓練の

技術指導等に係る支援 

○ 地域相互支援ネットワークの育成の促進 

○  地域と事業者との連携事例を広報誌、ホームページ等で

紹介するなど連携強化の促進支援 

都 生 活 文 化 局 

○ 都内の男女平等参画センター等とのネットワーク形成 

○ 都内の社会福祉協議会・市民活動団体等とのネットワー

クの形成 

○ 地域の様々な課題解決に向けた支援を通じて、防災にも

寄与する町会・自治会の活動の活性化を図る。 

都 総 務 局 

○ 共助の活動の核となる人材の育成とネットワークづくり

の促進 

〇 防災市民組織へ防災の専門家を派遣し、活動を活性化 

〇 区市町村と連携し、都内全域の防災市民組織リーダーを

対象とした、実践的な研修の実施 

○ 区市町村や事業所と連携し、地域や職場などで防災活動

の核となる女性の防災人材の育成 

都 水 道 局 

○ 消火栓等及び避難所応急給水栓からの応急給水用資器材 

の貸与等による、区市町、防災市民組織等が自主的に行う

応急給水の支援 

区 市 町 村 

○ 防災市民組織の結成促進 

○ 活動用資器材の整備 

○ 協議会の設置、防災訓練の充実を通した防災連携体制の

確立 

○ 都、東京消防庁と連携しリーダー育成講習会、防災講習

会等の各種防災訓練の技術指導等に係る支援 

○ 住民への積極的な支援・助言による、防災市民組織の組

織化の推進 

区 市 町 村 

関 係 防 災 機 関 

○ 地域、事業所、ボランティア間相互の連携体制の推進  

○ 町会・自治会等の体制強化をはじめとした地域コミュニ

ティの活性化対策を図り、地域の防災まちづくりへの積極

的な参加等を促すなど地域防災体制の強化促進 
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機 関 名 対 策 内 容 

警 視 庁 

○ テロ対策のために全警察署（102署）に展開している地 

域版パートナーシップを降灰対策に活用した「地域の絆づ 

くり」に向けた取組、地域特性に応じた地域防災力強化の 

推進 

東 京 消 防 庁 

○ 都、区市町村と連携し、リーダー育成講習会、防災講習

会、座談会、各種防災訓練の技術指導等を通じた地域連携

体制の強化 

○ スタンドパイプ等を活用した実践的な初期消火対策を指

導し、防災市民組織等における初期消火体制の強化を推進 

東 京 消 防 庁 

市町村消防本部 

○ 防災市民組織の救出救護班員及び一般都民に対する、救 

出活動に関する知識及び技術の普及・啓発活動の推進 

○ 区市町村と連携した防災市民組織の活性化の推進 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 住民等による平常時の備え 

≪住民≫ 

〇 日頃から報道機関、都、区市町村等を通じて、気象庁が発表する火山の

噴火警報、噴火予報、降灰予報及び降灰対策等を理解しておく。 

〇 区市町村が作成するハザードマップ等で自分の住む地域の降灰の予測状

況を把握しておく。 

〇 マスク、目を守るゴーグルなど降灰への備えに加えて、在宅避難に向け、

水、食料、携帯トイレ、簡易トイレ等の準備や非常持出用品の準備をして

おく。 

〇 降灰を屋内に浸入させないための対策及び家族の役割分担をあらかじめ

決めておく。 

〇 降灰が心配される場合は、都又は国がインターネット、携帯電話等で配

信する降灰予報等の情報を確認する。 

○ 降灰が発生した場合の家族の役割分担、避難が必要になった場合に備え、

避難方法や連絡方法を確認する。 

〇 地域で行われる防災訓練及び防災事業に積極的に参加する。 

〇 町会、自治会等が行う地域の相互協力体制の構築に協力する。 

〇 降灰が雨水等の流れをせき止めないように、地域ぐるみで側溝の詰まり

等を取り除く等の対策を協力して行う。 

〇 要配慮者がいる家庭では、事前に住民組織、消防署、交番等に情報提供

し、個別避難計画を作成する。 

イ 防災市民組織等の強化 

≪防災市民組織≫ 

〇 降灰被害に関する知識の普及、避難時の注意事項の周知等の徹底 

〇 情報伝達、避難等の各種訓練の実施 
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〇 非常食及び簡易トイレの備蓄 

〇 地域内の危険箇所を点検及び把握し、地域住民に周知 

〇 地域内の要配慮者及び避難行動要支援者の把握並びに降灰被害発生時の

支援体制の整備 

〇 地域内の企業及び事業所との連携体制及び協力体制の整備 

〇 行政との連携体制及び協力体制の整備 

≪区市町村≫ 

〇 区市町村は、住民への積極的な指導及び助言により、防災市民組織の組

織化を進める。 

〇 区市町村は、軽可搬消防ポンプ、トランジスターメガホン等の活動用資

器材の整備を進めていく。 

 

≪都≫ 

〇 都は、区市町村と連携し、防災市民組織の活性化を目指して、より一層

きめ細かな指導及び助言を行うとともに、未結成地域を解消するよう区市

町村に働きかけていく。 

〇 都は、区市町村に対し、活動用資器材及び防災市民組織の活動拠点の整

備の充実を図るよう、働きかけていく。 

〇 都は、区市町村と連携し、防災市民組織等が行う各種訓練の一層の充実

を図るため、訓練の技術指導、実技体験訓練等を行う上で必要な訓練用資

器材を整備していく。 

〇 都は、区市町村、東京消防庁等と連携し、リーダー育成講習会、防災講

習会、座談会、各種防災訓練の技術指導等に係る支援を行う。 

 

ウ 消防団の活動体制の充実 

（ア）対策内容と役割分担 

   消防団は、常備消防、区市町村をはじめとする行政機関と防災市民組織や住

民との間をつなぐ存在であり、公助を担う消防機関であるとともに、地域にお

ける共助活動の中心的存在でもある。 

各機関は、消防団員がより意欲的かつ効果的に活動できるよう、活動しやす

い環境や資機材の整備など、消防団の活動を支援し、その体制の強化を推進す

る。 

機 関 名 対 策 内 容 

都 総 務 局 

○ 消防団員の確保 

○ 消防団員の教育訓練 

○ 市町村の消防防災施設の整備促進 

東 京 消 防 庁 

市 町 村 

○ 消防団員の確保 

○ 消防団員の教育訓練 

○ 消防団資機材・分団本部施設等の整備 
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（イ）詳細な取組内容 

≪都総務局≫ 

○ 消防団の存在と活動を知ってもらう広報や女性、学生、会社員などをタ

ーゲットにした消防団員の募集広報を積極的に展開し、消防団員の確保策

をさらに推進する。 

○ 都消防協会が実施する消防操法大会の開催を支援するなど、消防団の教

育訓練の充実を図り、人材育成面での支援を行う。 

○ 消防団がより意欲的かつ効果的に活動できるよう、新たな技術を使った

技能の向上や女性消防団員同士の交流を深め、入団・定着促進等を行うこ

とで人材を確保する取組など多面的に消防団の活動を支援し、その体制の

強化を促進する。 

 

≪東京消防庁及び市町村≫ 

○ 女性、学生などの対象に応じたリーフレットや消防団を紹介するホーム

ページの活用など、多様な手法で消防団をPRし、入団等を促進する。 

○ 消防団活動の拠点となる分団本部施設の整備をはじめ、活動に必要な資

機材や車両等を整備する。 

（資料編資料第 49 「消防団の現況」 P421） 

（資料編資料第 50 「消防団施設・装備の現況[特別区]」 P422） 

○ 消防団に積極的に協力している事業所を「消防団協力事業所」として認

定し、地域防災体制の一層の充実を図る。 

○ e-ラーニングの活用も踏まえた教育訓練を推進し、消防団員の応急救護

技能の向上を図る。 

エ 事業所防災体制の強化 

≪事業所≫ 

○ 災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の

継続、地域貢献・地域との共生）を果たすため、自らの組織力を活用して

次のような対策を図っておくことが必要である。 

・ 社屋内外の安全化、防災資器材や水、食料等の非常用品の備蓄（従業

員の３日分が目安）等、従業員や顧客の安全確保対策、安否確認体制の

整備 

・ 災害時等に短時間で重要な機能を再開し、事業を継続するために事前

に準備しておく対応方針に係る計画、いわゆる、重要業務継続のための

事業継続計画（BCP）の策定、事業活動拠点である事務所、工場等の耐震

化の推進、事業のバックアップのシステムやオフィスの確保、災害に即

応した要員の確保、迅速な安否確認などの事前対策の推進 

・ 事業所の持つ資源及び特性を生かし、組織力を活用した地域活動への

参加、防災ボランティア、防災市民組織等との協力など地域社会の安全性

の向上に努める。 
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・ 要配慮者利用施設においては、介護保険法関係法令等に基づき自然災

害からの避難を含む非常災害に関する具体的計画を作成 

・ 東京商工会議所や東京経営者協会など、横断的組織を通じた災害時の地

域貢献の促進 

〇 消防計画の策定・修正時には、降灰に関わる対策を検討し、必要に応じ

消防計画に定める。 

〇 降灰による長時間の停電等により消防用設備等の機能が停止する可能性

があるため、必要に応じて対応要領等を定める。 

 

≪都総務局≫ 

○ 住民に対し、地域と事業所の相互連携の必要性について、研修等を通じ

普及啓発を行う。 

○ 事業所内の防災活動に女性の視点を反映し、発生する多様なニーズを解

決できる女性の防災人材の育成を行う。 

 

  ≪都環境局≫ 

○ 高圧ガス取扱事業所に対しては、防災計画指針を踏まえた危害予防規程

の改正等を指導するとともに、東京都高圧ガス地域防災協議会及びその加

盟高圧ガス取扱事業所並びに関係機関等と協力して、実験、基礎訓練及び

総合訓練を実施する。 

○ 高圧ガス保安団体に対し、自主保安体制としての東京都高圧ガス地域防

災協議会の充実・強化、及び未加入事業所について同協議会への参加を促

すよう指導する。 

○ 火薬類保管事業所に対しては、平常時に整備しておく保安対策、警戒宣

言時にとるべき対応策などについて、自主保安体制の整備を指導する。 

 

   ≪都産業労働局≫ 

○ BCP 策定支援に向けた普及啓発パンフレットの配布やセミナーの開催等

により、BCP の普及啓発及び BCP策定に係る取組を支援する。 

○ BCP の実効性を確保するため、BCP を策定した企業が取り組む対策に係

る費用の一部を補助する。 

○ 安全・安心な東京の実現に向け、都内中小企業等の安全・安心をテーマ

とする製品等の開発や改良を支援するとともに、ユーザーに向けてその導

入を促す仕組の構築を支援する。 

 

   ≪区市町村≫ 

○ 広報紙や防災展等で、事業所相互間及び事業所と防災市民組織等の連携

の重要性について、広く啓発に努める。 
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オ 行政、事業所、住民等の連携 

（ア）相互に連携した社会づくり 

≪都≫ 

〇 行政、事業所、住民、地域コミュニティ、ボランティア等が、平常時か

ら相互に連携協力し合うネットワークを形成し、降灰被害に強い地域社会

を構築することが必要である。 

〇 相互に連携協力し合うネットワークを形成するため、次のような対策を

推進する。 

 自治体間の相互支援体制の強化 

 地域、事業所及び行政が連携していく意識の醸成 

 降灰被害をテーマとしたシンポジウム及び講演会の開催 

 

（イ）地域における防災連携体制の確立 

≪区市町村≫ 

〇 区市町村及び関係防災機関は、地域ぐるみで次の対策を推進し、防災連

携体制を確立する。 

〇 地域の防災市民組織、事業所、ボランティア等が相互に連携するための

協議会の設置、情報連絡体制の確保等の連携・協力体制の確立に努める。 

〇 町会、自治会等の体制強化をはじめとした地域コミュニティの活性化を

図り、地域の防災まちづくりへの積極的な参加等を促す。 

〇 地域住民及び地域の防災機関、防災市民組織、事業所、ボランティア等

が合同で行う防災訓練の充実を図っていく。 

 

（ウ）地域における相互支援ネットワークづくりへの支援 

≪都≫ 

〇 降灰被害時の助け合いを推進するために、住民、町会、自治会、防災市

民組織、企業、ボランティア等の地域で活動している様々な団体等が連携

し協力することが必要である。 

〇 地域で相互に支援し合うネットワークの育成の促進について、情報提供

等の必要な施策を講じていく。 

 

≪都生活文化局≫ 

〇 災害時にも情報共有等ができるよう、都内の男女平等参画センター等と

のネットワーク形成を図る。 

〇 災害時に活動が円滑に行われるよう、平常時から社会福祉協議会・市民 

活動団体等とのネットワーク形成を推進する。 
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≪警視庁≫ 

    ○ テロ対策のために全警察署（102 署）に展開している地域版パートナー

シップを降灰対策に活用した「地域の絆づくり」に向けた取組、地域特

性に応じた地域防災力強化を推進する。 

 

（エ）地域と事業所との連携強化 

≪都≫ 

〇 東京商工会議所、東京経営者協会等の協力により紹介を受けた、防災に

ついて地域貢献意志のある事業所と地域との連携の区市町村を介した推進 

〇 地域と事業者との連携事例の区市町村、防災市民組織等への積極的なPR

及び地域貢献する事業者の広報誌、ホームページによる紹介 

 

（オ）都民・行政・事業所等の連携 

≪都≫ 

○ 相互に連携協力しあうネットワークを形成するため、次のような各種対

策を推進する。 

・ 駅周辺の混乱防止協議会等、都、区市町村、事業所及び地域との相互

支援を協議する場の設置 

・ 防災市民組織における事業者間連携や町会・事業者間等の連携の普

及・拡大 

・ 自治体間の相互支援体制の強化 

・ 行政、事業所、地域との連携の在り方についての基本指針やマニュア

ル等の作成・啓発 

・ 東京商工会議所、東京経営者協会等の協力により紹介を受けた、防災

について地域貢献意志のある事業所と地域との連携の区市町村を介した

推進 

・ 地域と事業所との連携事例の区市町村、防災市民組織等への積極的な

PR及び地域貢献する事業者の広報誌、ホームページによる紹介 

 

≪東京消防庁及び区市町村≫ 

○ 応急手当の普及促進のため、専門的な知識技能を有する消防団、災害時

支援ボランティア等と協働した救命講習の実施を推進する。 

 

２  ボランティア等との連携 

2-1 一般ボランティアの活動支援に係る東京ボランティア・市民活動センター、

区市町村との連携 

≪都・町村≫ 

〇 大規模災害における被災者のニーズに即した円滑なボランティア活動を

支援するため、各機関は平時より市民活動団体等を含め、相互連携を図る。 
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機 関 名 対 策 内 容 

都 生 活 文 化 局 

〇 東京ボランティア・市民活動センターとの連携による災

害ボランティアコーディネーターの計画的な養成、東京都

災害ボランティアセンターの設置・運営訓練等を実施 

〇 平常時から、東京ボランティア・市民活動センターを中

心に市民活動団体等と協働し、幅広いネットワークを構築 

〇 災害時、東京ボランティア・市民活動センター内に設置

する東京都災害ボランティアセンターの代替設置場所を確

保 

東京ボランティ

ア・市民活動セン

ター 

〇 都との連携による災害ボランティアコーディネーターの

計画的な養成、東京都災害ボランティアセンターの設置、

運営訓練等を実施 

○ 災害ボランティアセンターの円滑な運営を含め、災害時

に ボランティア活動が円滑に行えるよう、平常時から、

市民活動団体等と協働し、区市町村社会福祉協議会をはじ

め多様な市民活動団体同士の顔の見える関係づくりを推進  

○ 区市町村社会福祉協議会や市民活動団体等による防災・

減 災の取組、災害ボランティア講座、災害ボランティア

センター設置・運営訓練等を実施 

区 市 町 村 

〇 区市町村社会福祉協議会等との連携による区市町村災害

ボランティアセンターの設置、運営訓練等を実施 

〇 平常時から、市民活動団体等と協働し、幅広いネットワ

ークを構築 

 

2-2 登録ボランティア等との連携 

（ア）東京都防災ボランティア等 

○ 都は、平成７年（1995年）５月「東京都防災ボランティアに関する要綱」

を策定し、事前に講習又は訓練を実施する登録制度を採用している。 

【東京都防災（語学）ボランティア】 

所管 資格 業務内容 

都生活文化局 

○ 防災（語学）ボランテ

ィア 

※ 一定以上の語学能力を

有する者（満 18 歳以上

の都内在住、在勤、在学

者） 

○ 大規模な災害発生時において、

語学力を活用し、被災外国人等を

支援 
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【被災宅地危険度判定士】 

所管 資格 業務内容 

都都市整備局 

○ 宅地造成及び特定盛土

等規制法施行令（昭和37

年政令第 16 号）第 22 条

に規定する資格を有する

者 

○ 災害対策本部が設置される規模

の地震又は降雨等の災害により、

宅地が大規模に被災した場合に、

被害の発生状況を把握し、危険度

判定を実施 

 

（イ）赤十字ボランティア 

○ 主に災害発生直後から復旧にかけての期間において、日本赤十字社東京

都支部の調整の下に各防災機関と連携し、被災者の自立支援及び被災地の

復興支援を目的に行う。 

○ 日赤東京都支部は、日頃から市民を対象に防災思想の普及に努め、災害

時にはボランティアが組織として安全かつ効果的な活動が展開できるよう

体制づくり及びボランティア養成計画等の整備を図る。 

 

機 関 名 要 件 活 動 内 容 

日 赤 

東京都支部 

《東京都赤十字救護ボランテ

ィア》 

 災害時にボランティアと

して活動するために必要な

知識と技術に関する研修

（赤十字災害救護ボランテ

ィア養成セミナー）を修

了・登録したボランティア 

平常時には、災害救護に関する研

修会・訓練等を行い、災害時に

は、医療救護班の支援活動及び赤

十字ボランティアによる救護活動

のコーディネートなど、災害救護

に必要な諸活動を行う。 

《地域赤十字奉仕団》 

 地域において組織された

奉仕団 

災害時には区市町村と連携し、避

難所等において被災者等への支援

活動を行う。 

《特殊赤十字奉仕団》 

 専門の技術や資格を有し

た者で組織された奉仕団 

災害時には、各団の特色を生か

し、避難所等における被災者のケ

ア等の活動を行う。 

《赤十字個人ボランティア》 

 都内日赤施設に個人登録

して活動するボランティア 

災害時には個人の能力・技能、活

動希望等に応じて被災者等への支

援活動を行う。 
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（ウ）東京消防庁災害時支援ボランティア 

○ 東京消防庁は、平成７年（1995年）７月から、消防活動を支援する専門

ボランティアとして「災害時支援ボランティア」の募集、育成を開始した。

平成18年（2006年）１月には「東京消防庁災害時支援ボランティアに関す

る要綱」を制定し、活動範囲を震災以外の大規模自然災害等へも拡大した。 

〇 降灰時において、各消防署の要請に基づき消防隊の後方支援活動等に従

事する。 

機 関 名 要 件 業 務 内 容 

東京消防庁 

災害時支援ボランティアとし

て登録できる者は、原則として

当庁管轄区域内に居住し、勤務

し、又は通学する者であり、か

つ、当庁を支援する意思がある

15 歳（中学生を除く。以下同

じ。）以上で次のいずれかの要

件を満たす者とする。ただし、

過去に当庁職員であった者及び

当庁職員と同居する 15歳以上の

家族（３親等の親族及びこれら

に準ずる者）については、要件

にかかわらず登録することがで

きる。 

１ 応急救護に関する知識を有

する者 

２ 過去に消防団員、消防少年

団員として１年以上の経験を

有する者 

３ 震災時等、復旧活動時の支

援に必要となる資格、技術等

を有する者 

〇 大規模災害発生時にあらか 

じめ登録した部署に自主的に 

参集し、東京消防庁管下で行 

う活動の後方支援を行う。 

 

（エ）交通規制支援ボランティア 

○ 警視庁は、災害等の発生時に交通規制を支援する「交通規制支援ボラン

ティア」について、平成８年８月から運用を開始している。「交通規制支

援ボランティア」は、警察署長からの要請により、警察官に協力し、交通

の整理誘導、交通広報並びに交通規制用装備資器（機）材の搬送及び設置

などの活動を行い、緊急交通路等の確保や信号機滅灯時の対応の強化を図

っている。 
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【交通規制支援ボランティアの概要】 

機 関 名 要 件 活 動 内 容 

警 視 庁 

 警察署の管轄区域内

に居住し、又は活動拠

点を有している者で、

災害等の発生時に、警

察署長からの要請によ

り交通規制の支援を行

うもの 

１ 災害等の発生時に、警察官に協力

し、交通の整理誘導、交通広報並び

に交通規制用装備資器（機）材の搬

送及び設置を行う活動 

２ 平素から、交通規制の内容を表示

した案内板、垂れ幕等を保管し、災

害等の発生時に、署長が指定する箇

所にこれらの設置を行う活動 

３ その他災害等の発生時に実施する

交通規制に関し署長が必要と認める

活動 

 

第８節  通信の確保 

（本計画に定めのない部分は、東京都地域防災計画震災編 第２部第７章に準じて対応する。）                   

１  防災機関相互の情報通信連絡体制の整備 

○ 関係防災機関、国の現地対策本部、関係省庁等との情報連絡体制を構築する。 

○ 気象庁が提供する降灰予報（速報・詳細）等を利用し、発災時における危険

回避のための対応力を高める。 

○ 国や関係県と連携し、火山観測データ一元化共有システムを活用し、広域的

な降灰情報を把握する情報収集体制を整備する。 

○ 通信が途絶した場合を想定し、関係防災機関と情報連絡体制を構築する。 

 

２  住民等への情報提供体制の整備 

○ 東京都防災ホームページの強化や災害情報の充実により、住民への情報提供

体制を整備するとともに、報道対応の円滑化を図る。 

 

３  住民相互の情報連絡等の環境整備 

○ 都民相互に安否確認が取れる環境を整えるとともに、都民が事前にその方法

を熟知する。 

また、災害情報などの入手方法も確認できる体制を整備する。 

 

第９節  物流・備蓄・輸送対策の推進 

１  降灰用資器材の備蓄 

（１）対策内容と役割分担 

○ 火山灰は、目や肺に入ると健康障害のおそれがあるため、食料・水等の日常

備蓄に加え、降灰用資器材の備蓄を促進する。 
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機 関 名 対 策 内 容 

都 総 務 局 

 

○ 富士山火山降灰に係る都民・事業者等が実施すべき備え

や、必要な取組について広報し、区市町村・都民・事業者

等による降灰用資器材の主体的な備蓄を促進する。 

○ 要請があった場合に備えて、あらかじめ食料・生活必需

品・降灰用資器材等の調達体制を構築 

区 市 町 村 ○ 降灰用資器材の備蓄を促進する。 

 

（２）詳細な取組内容 

≪都総務局≫ 

○ 都民、事業者による備蓄を促進するため、平時から飲料水、食料、生活必需

品に加え、降灰用資器材（火山灰対策マスク、火山灰対策ゴーグル、降灰用ス

コップ、ヘルメット等）を備蓄するよう、ホームページや動画等を通じて、都

民に対する普及啓発を行う。 

○ 降灰が一定期間継続することが想定されることから、都民、事業者による備

蓄については、１週間分以上を推奨する。 

○ 事業者に対し、非常用発電機や車両用燃料の確保など、降灰時でも業務を継

続する上で、必要な資機材等の準備を呼びかける。 

○ 石油燃料の供給体制を整備する。 

○ 物資調達協定の活用により、発災時に都民等へ物資を届けられる体制を強化

する。 

（協定編参照） 

○ 物資の調達体制を拡充するため、全国規模のネットワークを持つ物販事業者

（小売事業者等）等にあらかじめ協力を依頼する。 

 

≪区市町村≫ 

○ 他災害でも活用可能な備蓄に加え、降灰用資機材（火山灰対策マスク、火山

灰対策ゴーグル、降灰用スコップ、ヘルメット等）の備蓄を促進する。 

 

２  物資輸送体制の整備 

（１）対策内容と役割分担 

○ 降灰時においても、安心して自宅等にとどまれる環境を確保し、継続的に社

会活動を維持するために、安定的に物資を供給できる体制を確立する。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

都 関 係 局 

○ 東京都災害情報システム（DIS）を活用した情報連絡体制の整備 

○ 噴火後も平常時物流を継続できる体制づくり 

○ 物資輸送に関する訓練の実施 
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（２）詳細な取組内容 

≪都関係局≫ 

○ 都は、発災時に迅速な情報収集及び連絡調整を可能にするため、東京都災害

情報システム（DIS）の整備を進める。 

また、噴火後も都内に安定的に物資を供給できるよう、物販事業者が噴火後

早期に、生活の維持に不可欠な物資の供給を再開できる仕組みについて検討し、

物流事業者（小売事業者）を主体とした平常時物流を継続するための体制を整

備する。 

○ 降灰状況により、平常時物流の継続が困難な場合、降灰状況に応じて災害時

物流に使用する広域輸送基地を選定し、優先除灰道路等を利用して、物資供給

を行う。 

○ 地域内輸送拠点及びそれらに通じる道路の降灰厚が 10cm 以上となり、二輪

駆動車の通行が困難な場合は、降灰厚 10cm 未満の地域に立地する地域内輸送

拠点を複数選定し、区市町村境を越えて輸送を行う。 

○ 貨物車両等の降灰時の走行性能を把握し、物資や燃料の輸送体制や備蓄など

の対策を検討の上、物資輸送方針を策定する。 

○ 物資を安定的に供給できるよう、国や近隣県等と連携し、広域的な物資輸送

体制を構築する。 

○ 加えて、噴火後も円滑な物資の搬送調整、車両調達等が行えるよう、物流事

業者などの関係機関と連携して、実践的な訓練を実施する。 

 

【降灰時における輸送体制のイメージ】 
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第 10節  消防活動体制の整備 

１ 活動体制の整備 

（１）対策内容と役割分担 

〇 降灰時においても、消火・救助・救急活動に万全を期すための体制を整備す

る。  

 

機 関 名 対 策 内 容 

東京消防庁 

〇 降灰対策用車両及び資器材の充実強化を図り、消火・救助・救

急体制を整備 

〇 消防職員に対する降灰に係る知識及び技術の共有 

 

（２）詳細な取組内容 

≪東京消防庁≫ 

〇 降灰時に走行可能な車両、除灰可能な車両等を配備する。 

〇 降灰時において円滑な消火・救助・救急活動等を実施するため、身体防護資

器材や降灰の影響を受けにくい資器材を整備する。 

〇 定期的に火山に関する教養等を実施し、降灰の特性を把握し、消防活動能力

を向上させる。 
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第３章  災害応急・復旧対策計画 

第１節  応急活動体制                       

○ 本章では、富士山が噴火し、降灰による被害が発生し、又は発生するおそれ

がある場合における、都、区市町村及び防災機関がとるべき活動体制について

定める。 

１  都の活動体制 

○ 知事は、都内に降灰による被害が発生した場合、法令及び本計画の定めると

ころにより、防災機関、他道府県等の協力を得て、災害応急対策を実施すると

ともに、区市町村及びその他の防災機関が処理する災害応急対策の実施を援助

し、かつ、総合調整を行う責務を有する。上記の責務を遂行するため、必要が

ある場合は、応急対策本部又は災害対策本部を設置する。 

（１）東京都災害対策本部の設置及び廃止 

ア 都本部の設置 

〇 知事は、都の地域において大規模な降灰が発生し、又は発生するおそれが

あると認めたときは、災害対策活動の推進を図るため都本部を設置する。 

〇 本部長は、知事をもって充てる。 

〇 都本部を構成する局の局長（以下「局長」という。）は、都本部を設置す

る必要があると認めたときは、危機管理監に都本部の設置を要請する。 

〇 危機管理監は、都本部設置の要請があった場合、その他都本部を設置する

必要があると認めた場合は、都本部の設置を知事に申請する。 

イ 都本部設置の通知 

○ 本部長（知事）は、都本部が設置されたときは、直ちにその旨を各局長及

び国（総務省消防庁）に通知する。 

また、必要があると認めたときは、次に掲げる者に対して都本部の設置を

通知する。 

・ 区市町村長 

・ 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関の長又は代表者 

・ 陸上自衛隊第一師団長、海上自衛隊横須賀地方総監及び航空自衛隊作戦シ

ステム運用隊司令 

・ 厚生労働大臣及び国土交通大臣 

・ 隣接県知事 

○ 政策企画局長は、都本部が設置されたときは、直ちにその旨を報道機関に

発表する。 

○ 各局長は、本部長から都本部の設置の通知を受けた場合、その旨を所属職

員に周知徹底する。 

○ 都本部が設置された場合は、東京都防災センター又は適当な場所に「東京

都災害対策本部」の標示を掲出する。 
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ウ 都本部の廃止 

○ 本部長は、都の地域において降灰の発生するおそれが解消したと認めたと

き、又は災害応急対策がおおむね完了したと認めたときは、都本部を廃止す

る。 

○ 都本部の廃止の通知は、都本部の設置の通知に準じて処理する。 
 

（２）都本部の組織 

○ 都本部は、本部長室、局をもって構成する。 

○ 本部長室は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。 

○ 本部長は、災害応急対策のため必要があると認めたときは、現地災害対策本

部を置く。 

 

（３）本部長等の職務 

○ 本部長は、都本部の事務を総括し、都本部の職員を指揮監督する。 

○ 副本部長は、副知事、警視総監及び消防総監をもって充て、本部長を補佐し、

本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

○ 本部員は、局長、危機管理監、危機管理副監及び本部長が都の職員の中から

指名した者をもって充て、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。 

○ 局長は、本部長の命を受け、局の事務を掌理する。 

○ 危機管理監は、本部長の命を受け、各防災機関を総合調整するほか、次に掲

げる事務を行う。 

・ 被害情報等の収集及び通信連絡の総括に関すること。 

・ 本部の職員の動員に関すること。 

・ 本部における通信施設の保全に関すること。 

・ 自衛隊及び関係防災機関との連絡に関すること。 

・ 都本部の運営及び本部長室の庶務に関すること。 

・ 各局にまたがる事務及び各局では調整が困難な事項についての総合調整に

関すること。 

〇 危機管理副監は、危機管理監を補佐する。 

 

（４）本部長室の所掌事務 

○ 本部長室は、次の事項について本部の基本方針を審議策定する。 

・ 都本部の非常配備態勢及び廃止に関すること。 

・ 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。 

・ 避難の指示に関すること。 

・ 災害救助法の適用に関すること。 

・ 区市町村の相互応援に関すること。 

・ 局長及び区市町村長に対する事務の委任に関すること。 

・ 自衛隊に対する災害派遣の要請に関すること。 
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・ 政府機関、他道府県、公共機関及び駐留軍に対する応援の要請に関するこ

と。 

・ 公用令書による公用負担に関すること。 

・ 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。 

・ 前各号に掲げるもののほか、重要な災害対策に関すること。 
 

（５）本部派遣員 

○ 本部長は、特に必要があると認めたときは、次に掲げる機関の長等に対し、

当該機関の職員が本部長室の事務に協力することを求める。 

・ 指定地方行政機関 

・ 東京都を警備区域とする陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊 

・ 区市町村 

・ 指定公共機関又は指定地方公共機関 

・ その他災害時における応急又は復旧業務を円滑に実施するため、本部長が

特に必要と認める団体 

○ 本部長は、本部派遣員に対し、資料及び情報の提供、意見の開陳その他必要

な協力を求める。 
 

（６）本部連絡員 

○ 本部連絡員は、局長が局に所属する課長級の職にある者のうちから指名し、

本部長室及び局並びに局相互間の連絡調整に当たる。 

○ 本部長室には局との連絡のための通信要員を伴い出席する。 

 

（７）本部員代理 

○ 本部員代理は、局長が局に所属する者のうちから指名し、災害発生時に本部

員である局長が参集するまでの間、本部の指示及び計画に基づく応急対策につ

いて職員を指揮する等、本部員の職務を代理する。 

 

（８）各局等の分掌事務 

局  名 分 掌 事 務 

都 総 務 局 

１ 本部長室の庶務に関すること。 

２ 自衛隊及び関係防災機関との連絡に関すること。 

３ 区市町村の指導連絡に関すること。 

４ 被害情報等の収集及び通信連絡の総括に関すること。 

５ 本部の職員の動員及び給与に関すること。 

６ 本部における通信施設の保全に関すること。 

７ 災害時における他の局の応援に関すること。 

８ 前各号に掲げるもののほか災害対策の連絡調整に関する

こと。 
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局  名 分 掌 事 務 

都 政 策 企 画 局 

１ 災害に関する広報及び広聴に関すること。 

２ 写真等による情報の収集及び記録に関すること。 

３ 報道機関との連絡及び放送要請に関すること。 

４ 在京大使館等との情報連絡及び調整に関すること。 

５ 復興本部会議の運営及び震災復興基本方針策定の準備に

関すること。 

６ 災害時における他の局の応援に関すること。 

７ その他特命に関すること。 

都 財 務 局 

１ 災害対策関係予算に関すること。 

２ 車両の調達に関すること。 

３ 緊急通行車両確認標章等の発行に関すること。 

４ 本庁舎の防災及び維持管理に関すること。 

５ 野外収用施設の建設工事に関すること。 

６ 災害時における他の局の応援に関すること。 

７ 前各号に掲げるもののほか、財務に関すること。 

都 デ ジ タ ル 

サ ー ビ ス 局 

１ 災害に関する各局のデジタル技術の利活用に係る支援に

関すること。 

２ 基盤システムの維持に関すること。 

３ 災害時における他の局の応援に関すること。 

都 主 税 局 

１ 被災者に対する都税の減免及び徴収猶予に関すること。 

２ 災害時における他の局及び区市町村の応援に関するこ

と。 

都 生 活 文 化 局 

１ 災害に関する被災者等からの相談業務に関すること。 

２ 区市町村及び区市の国際交流協会その他民間団体との外

国人に関する情報連絡及び調整に関すること。 

３ 災害時におけるボランティア等の支援に係る総合調整に

関すること。 

４ 消費生活協同組合からの応急生活物資の調達に係る連絡

調整に関すること。 

５ 私立学校との連絡調整に関すること。 

６ 文化施設の点検、整備及び復旧に関すること。 

７ 男女双方の視点に配慮した取組の推進に関すること。 

８ 災害時における他の局の応援に関すること。 

スポーツ推進本部 

１ スポーツ施設の点検、整備及び復旧に関すること（他の

局に属するものを除く。）。 

２ 災害時における他の局の応援に関すること。 

都 都 市 整 備 局 

１ 都市の復興計画の策定に関すること。 

２ 被災建築物、がけ地等の調査に関すること。 

３ 災害時における他の局及び区市町村の応援に関するこ

と。 



第３部 

第３章  災害応急・復旧対策計画 

第１節  応急活動体制 
 

- 279 - 

局  名 分 掌 事 務 

都 環 境 局 

１ 高圧ガス、火薬類等による災害の防止のための情報連絡

に関すること。 

２ ごみの処理に係る広域連絡に関すること。 

３ し尿の処理に係る広域連絡に関すること。 

４ 災害廃棄物の処理に係る調整に関すること。 

５ 災害時における他の局の応援に関すること。 

警 視 庁 

１ 被害実態の把握及び各種情報の収集に関すること。 

２ 被災者の救出救助及び避難誘導に関すること。 

３ 行方不明者の捜索及び調査に関すること。 

４ 遺体の調査等及び検視に関すること。 

５ 交通規制に関すること。 

６ 緊急通行車両確認標章の交付に関すること。 

７ 公共の安全と秩序の維持に関すること。 

東 京 消 防 庁 

１ 火災その他の災害の予防、警戒及び防御に関すること。 

２ 救急及び救助に関すること。 

３ 危険物等の措置に関すること。 

４ 前各号に掲げるもののほか、消防に関すること。 

都 福 祉 局 

１ 乳幼児、妊産婦、高齢者、障害者等の救護、安全確保及

び支援に関すること。 

２ 救助物資の備蓄、輸送及び配分に関すること。 

３ 避難者の輸送及び避難所の設営に関すること。 

４ 義援金品の受領及び配分に関すること。 

５ 災害時における他の局の応援に関すること。 

６ 前各号に掲げるもののほか、救助及び保護に関すること

（他の局に属するものを除く。）。 

都 保 健 医 療 局 

１ 医療及び防疫に関すること。 

２ 遺体の検案及びこれに必要な措置に関すること。 

３ 地方独立行政法人東京都立病院機構に関すること。 

４ 災害時における他の局の応援に関すること。 

５ 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関すること（他

の局に属するものを除く。）。 

都 産 業 労 働 局 

１ 救助物資の確保及び調達に関すること。 

２ 中小企業及び農林漁業の災害応急対策に関すること。 

３ 災害時における他の局の応援に関すること。 

都中央卸売市場 
１ 生鮮食料品の確保に関すること。 

２ 災害時における他の局の応援に関すること。 
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局  名 分 掌 事 務 

都 建 設 局 

１ 道路及び橋梁の保全に関すること。 

２ 河川及び海岸堤の保全に関すること。 

３ 砂防、高潮防御及び排水場施設の保全及び復旧に関する

こと。 

４ 水防に関すること。 

５ 河川、道路等における障害物の除去に関すること。 

６ 都市公園の保全及び災害時の利用に関すること。 

７ 災害時における他の局の応援に関すること。 

都 港 湾 局 

１ 港湾施設、海岸保全施設、漁港施設及び空港施設の保全

及び復旧に関すること。 

２ 輸送経路を確保するための航路、泊地及び臨港道路等の

障害物の除去に関すること。 

３ 輸送拠点となる岸壁、野積場等の確保及び在港船舶の整

理に関すること。 

４ 輸送手段を確保するための船舶、ヘリコプター等の調達

に関すること。 

５ 港湾における流出油の防除に関すること。 

６ 災害活動に要する海上公園及び未利用埋立地の確保に関

すること。 

７ 災害時における他の局の応援に関すること。 

都 会 計 管 理 局 

１ 災害対策に必要な現金及び物品の出納に関すること。 

２ 災害救助基金の出納に関すること。 

３ 災害時における他の局の応援に関すること。 

都 交 通 局 

１ 都営交通施設の点検、整備及び復旧に関すること。 

２ 電車、地下高速電車、バス及び日暮里・舎人ライナーに

よる輸送の協力に関すること。 

３ 災害時における他の局の応援に関すること。 

都 水 道 局 

１ 応急給水に関すること。 

２ 水道施設の点検、整備及び復旧に関すること。 

３ 災害時における他の局の応援に関すること。 

都 下 水 道 局 

１ 下水道施設の点検、整備及び復旧に関すること。 

２ 仮設トイレ等のし尿の受入れ・処理に関すること。 

３ 災害時における他の局の応援に関すること。 

都 教 育 庁 

１ 被災児童及び生徒の救護及び応急教育に関すること。 

２ 被災児童及び生徒の学用品の供給に関すること。 

３ 文教施設の点検、整備及び復旧に関すること。 

４ 避難所の開設及び管理運営に対する協力に関すること。 

５ 災害時における他の局の応援に関すること。 
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局  名 分 掌 事 務 

都選挙管理委員会 

事 務 局 

都 人 事 委 員 会 

事 務 局 

都 労 働 委 員 会 

事 務 局 

都 監 査 事 務 局 

都 収 用 委 員 会 

事 務 局 

都子供政策連携室 

都住宅政策本部 

都 都 民 安 全 

対 策 本 部 

都スタートアップ 

戦 略 推 進 本 部 

１ 災害時における他の局の応援に関すること。 

 

（９）現地災害対策本部の分掌事務等 

名  称 分 掌 事 務 等 

現地災害対策本部 

１ 構成員 

ア 現地災害対策本部長は、本部長が指名する副本部長又

は本部員とする。 

イ 同副本部長は、本部長が指名する本部の職員とする。 

ウ 現地災害対策本部員は、本部長が指名する者とする。 

エ 現地災害対策本部派遣員は、関係防災機関の長が指名

する職員とする。 

２ 分掌事務 

ア 被害及び復旧状況の情報分析に関すること。 

イ 区市町村及び関係機関との連絡調整に関すること。 

ウ 現場部隊の役割分担及び調整に関すること。 

エ 自衛隊の災害派遣に係る意見具申に関すること。 

オ 本部長の指示による応急対策の推進に関すること。 

カ 各種相談業務の実施に関すること。 

キ その他緊急を要する応急対策の実施に関すること。 

３ 設置場所 

災害現場、区市町村庁舎等 

（10）都本部の運営 

ア 本部長室の運営 

○ 危機管理監は、都本部が設置されたときは、原則として東京都防災センタ

ーに直ちに本部長室を開設する。 

○ 危機管理監は、本部長室の機能を確保するため、防災行政無線設備の保全

等に必要な措置を行う。 
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○ 本部長は、本部長室の所掌事務について審議する必要があるときは、副本

部長及び本部員を招集する。 

○ 本部長は、特に必要があると認めるときは、本部長室の構成員以外の者に

対し、本部長室への出席を求める。 

○ 局長は、その所管事項に関し、本部長室に付議すべき事項があるときは、

速やかに本部長室に付議しなければならない。 

 

イ 本部連絡員調整会議 

○ 危機管理監は、局相互間の連絡調整を図る必要があると認めたとき、又は

本部連絡員から要求があったときは、都総務局総合防災部長に命じて本部連

絡員調整会議を開催する。 

 

ウ 即時対応会議 

○ 本部長は、人命の救助、首都機能の維持等、急を要する即時対応案件につ

いて迅速な措置をとるため、副本部長、関係する本部員及び本部派遣員で構

成する即時対応会議を開催し、対処方針等を決定する。 

○ 即時対応会議は、本部長が開催の必要を認めた場合に開催するほか、副本

部長、本部員が会議の開催を必要と認めた場合、本部長に対して当該会議の

開催を求めることができる。 

○ 都総務局長及び危機管理監は、協働し、必要な情報を即時対応会議に報告

し、本部長の判断を仰ぐ。 

 

エ 国の現地対策本部との連携 

○ 都は、国が緊急（非常）災害現地対策本部、火山災害現地警戒本部又は火

山災害現地連絡調整室を設置する場合、都本部は、現地対策本部との連携を

密にし、協力して円滑な応急対策等の推進を図る。 

 

オ 都本部と報道機関との連絡 

○ 都本部の報道機関に対する発表は、政策企画局が都庁記者クラブ又は臨時

記者室において行う。 

 

カ 都本部の通信 

○ 都本部の通信の運用管理は、危機管理監が統括し、総務局総合防災部長が

補佐する。 

○ 局長は、都本部が設置されたときは、直ちに通信連絡態勢の確保を図る。 

 

キ 本部長への措置状況等の報告 

○ 局長は、次の事項について、速やかに本部長に報告する。 

 



第３部 

第３章  災害応急・復旧対策計画 

第１節  応急活動体制 
 

- 283 - 

・ 調査把握した被害状況等 

・ 実施した応急措置の概要 

・ 今後実施しようとする応急措置の内容 

・ 本部長から特に指示された事項 

・ その他必要と認められる事項 

 

ク 本部長室の庶務 

○ 本部長室の庶務は、総務局総合防災部が行う。 

 

（11）都本部の運営を確保する施設 

ア 東京都防災センター 

○ 東京都防災センターは、東京都を中核とする防災機関の情報連絡、情報分

析及び災害対策の審議、決定及び指示を行う中枢の施設である。 

○ 東京都防災センターは、次の機能を有する。 

 情報収集、蓄積、分析及び伝達機能 

 審議、決定及び調整機能 

 指揮、命令及び連絡機能 

○ 総務局総合防災部は、防災センターの機能及び設備の効果的な運用を図る

とともに、災害対策の中枢である都本部の円滑な運営を確保するため、必要

に応じて応急対策の分野別に関係機関の職員の協力を求め、調整を図る。 

 

イ 東京都立川地域防災センター 

○ 東京都立川地域防災センターは、東京都防災センターの補完的役割を担う

とともに多摩地域の現地災害対策本部及び都庁舎の代替拠点として、情報収

集、連絡調整等の機能を有している。 

○ 災害時は、原則として併設の災害対策職員住宅の入居職員により運用する。 

○ 立川市には、国の立川広域防災基地が設置され、国の災害対策本部の予備

施設である立川防災合同庁舎をはじめ、陸上自衛隊、海上保安庁、警視庁、

東京消防庁、立川市役所等の施設が集積している。こうした特性を生かして、

地域の区市町村、防災機関及び国の立川広域防災基地所在の各施設との連携

を図るとともに、多摩地域の防災拠点としての立川地域防災センターの機能

を高めていく。 

 

（12）現地災害対策本部 

○ 知事は、本部設置後、被災の状況から応急対策の規模が増大する場合等必

要に応じて、現地災害対策本部を設置し、副本部長又は本部員の職にあるも

のを現地災害対策本部長に指名するとともに、関係局及び関係機関に派遣員

の派遣を指示又は要請する。 

○ 現地災害対策本部は、被災現地における応急対策の全ての事務を分掌する。 
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（13）危機管理対策会議の開催 

○ 災害情報が発表され、応急対策を講じるための準備行動等を行う必要がある

と認める場合には、都は、危機管理対策会議を開催し、都各局及び各防災機関

と連携をとり情報収集を行う。 

 

（14）災害即応対策本部の設置 

○ 突発的又は局地的な災害においては、災害対策本部を立ち上げるまでの間又

は災害対策本部を設置するに至らない場合への対応として、災害即応対策本部

を設置し、一元的かつ機動的な体制を確立する。 

○ 災害対策本部が設置される前で、次の各号のいずれかに該当し危機管理監が

必要と認めたときに設置する。 

・ 集中豪雨による局地的な災害が発生したとき。 

・ 大規模事故、テロ等で突発的かつ局地的な災害が発生したとき。 

・ 局地的な災害発生のおそれがある場合で、応急対策本部を設置しないと

き。 

 

【災害即応対策本部の組織】 

部長 構成員 設置要件 主な役割 

危機管理監 

○ 危機管理監

が指名する局

の危機管理主

管部長 

○ 時間外は、

危機管理監が

指名する局の

災害対策本部

本部員代理等 

○ 集中豪雨による局

地的な災害が発生し

たとき。 

○ 大規模事故、テロ

等で突発的かつ局地

的な災害が発生した

とき。 

○ 局地的な災害発生

のおそれがある場合

で、応急対策本部を

設置しないとき。 

○ 危機に対処するため

の対応策の策定 

○ 対応局役割分担の総

合調整 

○ 災害情報の共有 

○ 他局又は区市町村の

設置する本部等との連

携 

○ その他必要な応急対

策に関すること 

 

（15）都本部（各局）の活動態勢 

○ 都は、噴火災害発生又はそのおそれがある場合に噴火警戒レベル等に応じて

態勢をとり、迅速な応急対策の準備又は実施を図る。 

○ また、都本部設置前における応急対策の実施については、危機管理対策会議

の合議に基づき、関係各局の判断で実施し、都本部設置後は、都本部が災害救

助法、災害対策基本法、活動火山対策特別措置法、その他の関係法令に基づく

必要な応急対策を実施する。 
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２  区市町村の活動体制 

（１）役割 

〇 区市町村は、降灰による被害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いては、第一次の防災機関として、法令、都地域防災計画及び区市町村防災計

画の定めるところにより、都、他の区市町村、指定地方行政機関、区域内の公

共的団体、住民等の協力を得て、その有する全機能を発揮して災害応急対策の

実施に努める。 

 

（２）活動体制 

〇 区市町村は、上記の責務を遂行するため必要があるときは、災害対策本部

（以下「区市町村本部」という。）を設置し、災害応急対策に従事する職員を配

置する。 

〇 区市町村本部が設置される前又は設置されない場合における災害応急対策の

実施は、区市町村本部が設置された場合に準じて処理する。 

〇 区市町村は、区市町村本部に関する組織を整備し、本部の設置又は廃止並び

に非常事態に応ずる配備態勢、職員の配置、服務等に関する基準を定めておか

なければならない。 

〇 区市町村は、区市町村本部を設置し、又は廃止したときは、直ちに、知事に

その旨を報告するとともに、警察署等の関係機関に通報しなければならない。 

〇 区市町村の地域に災害救助法が適用されたときは、区市町村長（区市町村本

部長）は、知事（都本部長）の指揮を受けて、法に基づく救助事務を補助する。 

〇 夜間、休日等の勤務時間外の災害発生に備え、情報連絡体制の確保に努める。 

 

３  防災機関の活動体制 

（１）責務 

○ 火山災害による災害が発生した場合、指定地方行政機関、指定公共機関及び

指定地方公共機関は、所管に係る災害応急対策を実施するとともに、都及び区

市町村が実施する応急対策が円滑に行われるよう、その業務について協力する。 

 

（２）活動体制 

○ 指定地方行政機関等は、上記の責務を遂行するため必要な組織を整備すると

ともに、災害応急対策に従事する職員の配置及び服務の基準を定める。 
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第２節  情報の収集及び伝達 

１  火山（降灰）情報 

○ 降灰による被害時において、円滑な応急対策活動を実施するためには、各防

災機関の緊密な連携の下、降灰による被害に関する情報を的確かつ迅速に把握

することが必要である。 

○ 本章では、降灰情報の伝達及び降灰による被害発生時における各防災機関の

情報連絡体制、被害状況の把握、火山災害時の広報等について定める。 

 

（１）降灰情報の集約体制 

〇 東京都内の降灰の状況は、次の経路を通じて気象庁地震火山部火山監視課

火山監視・警報センターに集約される。 

 

【降灰の情報連絡】 

 

 

 

 

 

 

〇 東京都及び各県から収集した降灰の情報は、気象庁地震火山部火山監視課

火山監視・警報センターで取りまとめ、「火山の状況に関する解説情報」や

「富士山の火山活動解説資料」として公表される。解説情報は、第２部第３

章第２節１「噴火警報等の発表及び伝達」（P83）により、都、区市町村及び

関係防災機関に伝達される。 

〇 火山現象及びこれに密接に関連する現象についての観測成果並びにこれら

に関する状況について、次により速やかに情報の伝達を行う。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

区 市 町 村 

○ 降灰に関する重要な情報について、気象庁及び関係機関

から通報を受けたとき、又は自ら知ったときは、直ちに管

内の公共的団体、重要な施設の管理者、住民の防災市民組

織等に通報するとともに、警察機関等の協力を得て住民に

周知する。 

都 

○ 都各局は、都総務局から受けた火山活動に関する情報を

直ちに関係する所属機関等に通報する。 

○ 当該火山活動地域に所在する事業所は、収集した情報を

各局に通報する。 

警 視 庁 

○ 警視庁は、気象庁との連絡を密にし、火山情報の収集に

努める。 

○ 警視庁は、火山活動に関する重要な情報について、気象

関係区市町村 
都 

（総合防災部） 

関係機関 

気象庁地震火山
部火山監視課火
山監視・警報セ
ンター（東京管
区気象台） 都各局等 
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機 関 名 対 策 内 容 

庁、都総務局、その他関係機関から通報を受けたとき、又

は自ら知ったときは、直ちに地元警察署、駐在所等を通じ

て、住民に周知する。 

東 京 消 防 庁 

○ 火山活動に関する重要な情報について、都本部等から通

報を受けたとき、又は自ら知ったときは、直ちに消防署等

に一斉通報し、各消防署等は、住民に周知する。 

○ 降灰等に関する重要な情報について各消防署等から報告

を求め、これを都本部等に報告する。 

第 三 管 区 

海上保安本部 

○ 第三管区海上保安本部は、富士山に関する噴火情報又は

気象情報を入手したときは、必要に応じ船舶に航行警報を

発する等により関係機関に周知する。 

東 京 航 空 局 

○ 気象庁等から降灰に関する通報を受けたときは、当該火

山の上空及び周辺を飛行中の航空機及び関係機関に情報を

周知する。 

 

２  降灰予報 

（１）対策内容と役割分担 

機 関 名 対 策 内 容 

気 象 庁 ○ 降灰予報（定時・速報・詳細）の提供 

 

（２）詳細な取組内容 

≪気象庁≫ 

〇 気象庁は、火山噴火により降灰が予測される場合に、次の３種類の降灰

予報を提供する。 

ア 降灰予報（定時） 

〇 噴火警報発表中の火山で、予想される噴火により住民等に影響を及ぼす

降灰のおそれがある場合に発表 

〇 噴火の発生にかかわらず、一定規模の噴火を仮定して定期的に発表 

〇 18時間先（３時間ごと）までに噴火した場合に予想される降灰範囲及び

小さな噴石の落下範囲を提供 

 

イ 降灰予報（速報） 

〇 噴火が発生した火山に対して、直ちに発表 

〇 発生した噴火により、降灰量階級が「やや多量」以上の降灰が予想され

る場合に、噴火発生から１時間以内に予想される降灰量分布及び小さな噴

石の落下範囲を提供 

ウ 降灰予報（詳細） 

〇 噴火が発生した火山に対して、より精度の高い降灰量の予報を行い発表 
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〇 降灰予測の結果に基づき、「やや多量」以上の降灰が予想される場合に、

噴火後 20～30分程度で発表 

〇 噴火発生から６時間先まで（１時間ごと）に予想される降灰量分布及び

降灰開始時刻を、区市町村を明示して提供 

 

【降灰量階級及び降灰の厚さ】 

降灰量階級 予想される降灰の厚さ 

多量 １mm以上 

やや多量 0.1㎜以上１㎜未満 

少量 0.1㎜未満 

 

３  降灰厚情報等の把握・収集 

（１）対策内容と役割分担 

機 関 名 対 策 内 容 

都 各 局 ○ 都内の降灰状況の把握 

都 総 務 局 

○ 降灰状況に関する情報収集 

○ 都内の降灰状況の集約（地図化） 

○ 都内の降灰状況の共有 

都 建 設 局 ○ 道路等の降灰状況の把握 

都 港 湾 局 ○ 臨港道路等の降灰状況の把握 

都 水 道 局 ○ 水道施設の降灰状況の把握 

都 下 水 道 局 ○ 下水道施設の降灰状況の把握 

都 交 通 局 ○ 都営交通施設の降灰状況の把握 

区 市 町 村 ○ 管内の降灰状況の把握、都への報告 

東 京 消 防 庁 ○ 各消防署管内の降灰状況の把握 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 降灰厚の測定方法 

〇 降灰厚の測定方法として、噴火後の条件（情報収集の迅速性、各機関での

負担減、降灰範囲が不確定）等の諸条件を考慮し、都有施設管理者や区市町

村等と連携し、地上調査による直接計測により降灰厚等の情報収集を行う。 

≪都総務局≫ 

〇 点群データを活用して降灰厚を測定するなど、ＤＸの活用により、降灰厚

の計測・集約をより迅速に行うための仕組みの整備に向けた検討を進めてい

く。 
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イ 降灰の調査項目 

〇 降灰調査項目は、次のとおりとする。 

 

【調査項目】 

 降灰の有無 

 計測日時 

 計測地点の天候（降雨の有無） 

 計測地点の住所（施設名称） 

 写真撮影（計測地点の画像）（※可能な場合） 

 降灰の厚さ 

 

ウ 情報収集体制の構築 

〇 降灰状況はその時の気象条件によって変化するため、実際の降灰厚等を把

握する体制をあらかじめ整理する必要がある。 

〇 広域的な降灰情報を地図上で迅速に把握できるよう、東京都災害情報シス

テム（DIS）等に、国の降灰予報の表示を追加するなど、降灰情報の一元化

を図る。 

〇 降灰厚など道路除灰に必要な降灰情報を、「災害対策本部」にて、都各局

及び区市町村と連携しながら集約し、東京都災害情報システム（DIS）上で

関係機関に共有する。 

〇 降灰状況をより的確に把握できるよう、降灰予報の定量化（場所・層厚等）

や、降灰の注意報、警報の導入を国へ引き続き、要望していく。 

 

４  情報連絡体制 

（１）対策内容と役割分担 

機 関 名 対 策 内 容 

区 市 町 村 

○ 区市町村は、都防災行政無線等を活用して、都と情報連

絡を行う。 

○ 区市町村は、保有する地域防災行政無線等を基幹に、又

はその他の手段の活用により、区市町村の各機関、都、管

内の公共的団体及びその他重要な施設の管理者との間に連

絡系統を整備し、災害時の情報連絡態勢を確保する。 

○ 災害に関する情報の収集及び伝達を円滑に処理するた

め、管内の警察署等の協力を確保しておく。 

○ 緊急を要する通信を確保し、又は有線通信の途絶に対処

するため、非常緊急通話若しくは非常緊急電報及び非常無

線通信を活用するよう、NTT 及び各施設管理者の協力を確保

しておく。 

○ 区市町村は、災害発生とともに、いつでも関係防災機関

と通信連絡が行えるよう、必要な連絡態勢を確保する。 
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機 関 名 対 策 内 容 

都 総 務 局 

○ 都防災行政無線を基幹として、都各局保有の無線、有線

電気通信設備の利用、電気通信設備の優先利用、非常無線

通信の利用等各種の通信連絡手段の活用により都各部局、

警察等各防災機関と情報連絡を行う。 

○ 気象庁からの通報に基づき、必要に応じ、連絡態勢を確

保する。 

警 視 庁 
○ 無線、警察電話、防災行政無線等により、各方面本部、

警察署及び各防災関係機関と情報連絡を行う。 

東 京 消 防 庁 

○ 消防無線、消防電話及び各種の通信連絡手段を活用し、

各消防方面本部、管下消防署、消防団及び各防災機関と情

報連絡を行う。 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 噴火等の火山災害発生時の情報連絡体制 

〇 富士山の噴火等による火山災害が発生したときは、円滑な応急対策を実施

するため、次のとおり速やかに連絡態勢をとり、迅速かつ的確な情報の収集

に当たる。 

〇 富士山噴火降灰対策における情報連絡の流れは、次のとおりである。 

 

 
 

  

消
防
団 

消
防
署 

住
民 

警
察
署 

東 京 消 防 庁 

指定地方行政機関 

指 定 公 共 機 関 

指定地方公共機関 

そ の 他 

気 象 庁 

警 視 庁 

中央防災会議 
（ 内 閣 府 ） 

総 務 省 

自 衛 隊 

区 市 町 村 
都 

凡  例 

(注) 

(注)市町村の場合 
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５  被害状況等の調査報告 

○ 被害状況の迅速、的確な把握は、災害対策要員の動員、応援要請、資器材の

調達等、あらゆる災害応急対策の基本となる重要な事項である。 

○ 区市町村をはじめ防災関係機関は、降灰による被害の発生に際して、速やか

に、管内又は所管業務に関する被害状況等を迅速、的確に把握し、あらかじめ

定められた伝達系統により、都等に報告する。 

○ 各機関における報告内容については、第２部３章第２節３「被害状況等の調

査報告」（P101）に定めるほか、次のとおりとする。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

都 建 設 局 

都 港 湾 局 

○ 都道・臨港道路等の降灰による被害状況及び災害活動状況

を取りまとめ、都本部に報告する。 

都 水 道 局 
○ 水道施設の降灰による被害状況及び災害活動状況を取りま

とめ、都本部に報告する。 

都 下 水 道 局 
○ 下水道施設の降灰による被害状況及び災害活動状況を取り

まとめ、都本部に報告する。 

都 各 局 
○ 降灰による被害状況及び災害活動状況を取りまとめ、都本

部に報告する。 

東 京 消 防 庁 

○ 各消防署管内の被害状況、各消防署及び消防団が行ってい

る消防活動の状況等について情報を収集し、都本部に報告す

る。 

○ 主な情報収集事項は、各地の積灰量、災害発生状況及び活

動の状況、救急救助発生状況及び活動の状況、避難の必要の

有無及び医療機関受入体制、その他消防活動上必要ある事項

とする。 

第 三 管 区 

海 上 本 部 

○ 巡視船艇、航空機の使用又は関係機関との緊密な連絡によ

り、港内及び周辺海域における降灰の状況及び降灰による被

害の情報を収集し、海上保安庁の関係部署、都及び関係防災

機関に通報する。 

防災関係機関 
○ 自己の施設等に降灰の影響がないかを調査し、被害がある

場合は、都本部に報告を行う。 

警 視 庁 

○ 警察署等から情報を収集し、関係機関と情報共有を図る。 

なお、主な情報収集事項は、次のとおりとする。 

１ 被害状況 

２ 交通規制 

３ 救出救助及び部隊活動 

４ その他必要な事項 
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６  災害時の広報 

○ タイムラインごとに起こり得る被害への対策は変化するため、災害の状況を

適切に把握し、迅速な情報発信を行う。 

○ 交通・通信等が発達した現代社会では大規模な降灰が生じた事例が少なく、  

多くの都民が不安を抱えるおそれがあるため、ＳＮＳや東京都防災ホームペー 

ジによる発信だけでなく、各自治体のＨＰや防災アプリ、Ｌアラートの活用な 

ど、様々な情報伝達ツールを使用し、災害の状況に応じて積極的に情報発信を 

行うなど、確実に都民に情報を届けられる体制を強化する。 

○ 平時から大使館等と連携し、大使館ホームページやＳＮＳを通じた情報発信

を促すとともに、防災アプリや東京都防災ホームページ等の情報伝達ツールの

多言語化を推進するなど、外国人等に配慮した情報発信を推進する。 

○ 国や報道機関と連係し、発災時に正確な情報を確実に届けられる体制を整備

する。 

○ その他、災害時の広報については、第２部第３章第２節４「災害時の広報」

（P103）に定めるほか、次のとおりとする。 

（本計画に定めのない部分は、東京都地域防災計画震災編第２部第７章に準

じて対応する。） 

機 関 名 対 策 内 容 

都 本 部 ○ 降灰発生直後に行う広報内容 

都 総 務 局 

○ タイムラインごとの災害状況を適切に把握した迅速な情

報発信 

○ 様々な情報伝達ツールを使用した災害状況の情報発信 

○ 車両による移動自粛の呼びかけ 

○ 降灰範囲への流入抑制のための広報 

○ 道路除灰の進捗、見込みの情報発信 

○ 日本道路交通情報センターが運用する災害時情報提供シ

ステムを活用した情報提供 

○ 火山灰による健康影響や対応策に加え、都民に対する外

出の自粛等の呼びかけ 

都 建 設 局 

都 港 湾 局 

○ 道路除灰の進捗、見込みの情報発信 

○ パトロール等を兼ねた広報を実施 

都政策企画局 
○ 報道機関を通した正確な情報提供・広報 

○ 都民に対する正確な情報提供・広報 

都 デ ジ タ ル 

サ ー ビ ス 局 
○ 東京都公式ホームページ等へのアクセス集中対策の実施 

都 水 道 局 ○ 降灰発生直後に行う広報 

都 下 水 道 局 
○ 下水道施設の被害状況や復旧状況、下水道の使用制限や

使用自粛等についての広報 

都 環 境 局 

○ 大気汚染の常時監視と監視データの公表 

○ 大気汚染に関する法条例の発令基準や国の指針値を上回

る際は、注意報等発令又は注意喚起 
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機 関 名 対 策 内 容 
都 交 通 局 

各鉄道事業者 

○ 鉄道各駅や事業者ホームページ等を通じて、運休や遅

延、運行再開の情報を継続的に発信 

区 市 町 村 

○ タイムラインごとの災害状況を適切に把握した迅速な情

報発信 

○ 様々な情報伝達ツールを使用した災害状況の情報発信 

○ 車両による移動自粛の呼びかけ 

○ 降灰範囲への流入抑制のための広報 

○ 道路除灰の進捗、見込みの情報発信 

○ パトロール等を兼ねた広報を実施 

○ 道路状況の広報活動 

○ 警察署、消防署等と連携した広報活動 

関東地方整備局 
○ 道路除灰の進捗、見込みの情報発信 

○ パトロール等を兼ねた広報を実施 

東 京 消 防 庁 

○ 火山活動においては、消防方面本部、消防署から災害に

関する情報を収集及び分析し、関係機関と協力し、次の事

項に重点をおいて、積極的な広報活動を実施 

  出火防止対策 

  降灰による健康被害防止 

  噴火警戒レベルに応じた安全情報の提供 

  除灰時における転倒等の事故防止 

  救急車の適時・適切な利用促進 

  その他必要な情報 

○ 報道機関の活用をはじめ、印刷物の配布、ホームページ

及びＳＮＳ等により広報する。 

第 三 管 区 

海上保安本部 

○ 降灰が海域に影響すると思われる場合には、視界の悪化

等による船舶交通の安全を図るため安全通信を実施し、必

要に応じ、無線放送及び巡視船艇の巡回により、航行船舶

に対し広報を実施 

東京管区気象台 

（ 気 象 庁 ） 

○ 降灰予報（速報）、降灰予報（詳細）を発表し、気象庁

ホームページや報道機関を通じて広く提供 

○  「富士山の火山活動解説資料」等により、降灰調査結果を

随時発表し、気象庁ホームページ等を利用した広報を実施 

○ 詳しい状況やその解説、火山現象の見通しや防災上の留

意事項などの広報を実施 

警 視 庁  ○ 交通情報・交通規制の広報 

通 信 事 業 者 

○ 噴火に伴う通信への影響のおそれがある場合、災害用伝

言板へのアクセス先を示す情報発信を強化する。また、報

道機関等を通じて災害用伝言板の利用を促す。 

○ 噴火直後より、各通信事業者ホームページ等を通じて、

降灰の影響・支障に伴う被災情報を継続的に発信 
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≪各放送機関≫ 

〇 放送機関の活動態勢 

（資料編資料第51 「各放送機関の主な活動態勢」 P423） 

〇 災害時の放送 

（資料編資料第52 「災害時の放送」 P428） 
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第３節  応援協力・派遣要請 

○ 降灰により被害を受け、又は受けるおそれがある場合、各防災機関及び住民は、

協力して災害の拡大を防止するとともに、被災者の救援及び救護に努め、被害の

発生を最小限にとどめる必要がある。 

○ 本節では、これら各防災機関等の行う応援協力及び自衛隊災害派遣計画につい

て、必要な事項を定める。 

 

１  応援協力 

○ 応援協力については、第２部第３章第４節１「応援協力」（P114）に定めると

ころによる。 

 

２  派遣要請 

○ 降灰による被害が発生し、人命又は財産の保護のため必要であると認めた場

合は、自衛隊に対し、災害派遣を要請するものとする。 

なお、要請手続等については第２部第３章第４節２「派遣要請」（P119）に定

めるところによる。 

 

第４節  警備・交通規制 

○ 降灰による被害発生時には、様々な社会的混乱や交通の混乱等の発生が予想

される。このため、住民の生命、身体及び財産の保護を図るため、速やかに各

種の犯罪の予防、取締り、交通秩序の維持その他公共の安全と秩序を維持し、

治安の維持の万全を期することが必要である。 

○ 本節では、これらの警備、交通規制等についての施策を定める。 

 

１  警備 

本項においては、警備態勢及び警備活動について定める。 

（１）警備態勢 

〇 警備態勢については、第２部第３章第５節１「警備」（P124）に定めるとこ 

ろによる。 

 

（２）警備活動 

〇 警備活動については、第２部第３章第５節１「警備」（P124）に定めるとこ 

ろによる。 

 

（３）その他 

〇 相互協力については、第２部第３章第５節１「警備」（P124）に定めるとこ 

ろによる。 
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２  交通規制 

○ 降灰時には、視界不良による衝突事故やスリップ事故等が急増することが予

想されることから、適切な交通規制を実施することが必要である。 

○ 本項においては、警視庁が実施する交通規制について定める。 

（１）交通情報の収集と交通統制 

○ 降灰の範囲、規模等の具体的な交通情報の収集に努めるとともに、交通障害

の実態把握を速やかに行い、その状況を知事（都本部長）に通報する。 

 

（２）交通規制 

○ 広域的な降灰による被害発生時には、道路交通法第４条第１項に基づく、東

京都公安委員会の決定により必要な措置を講ずる。隣接県に通じる国道その他

の幹線道路については、関係県警察本部と連携を密にし、整合性のある速度規

制等を実施して、交通秩序の維持に努める。 

○ 被災地及びその周辺を管轄する警察署長（高速道路交通警察隊長）は、道路

交通法第５条第１項に基づき、被災地及びその周辺道路における危険防止、交

通の安全及び円滑を図るため、通行禁止、一方通行等の交通規制を実施する。 

 

第５節  避難者等 

１  降灰による避難 

（１）避難の方向性 

〇 都内全域に降灰の影響が及ぶ可能性がある一方、降灰そのものを原因として、

直ちに生命に危険が及ぶことはないことから、在宅避難を原則とする。 

しかしながら、堆積量や継続時間の予測が困難なため、降灰厚による木造建

物の倒壊や土石流、ライフライン等の途絶などのリスクに応じて、避難を検討

する。 

〇 降灰が長期間に及び、在宅避難が困難になった場合に備えるため、都は、国

や区市町村、他県等と連携し、要配慮者等も含めた避難誘導の手順や役割、広

域避難等について検討し、地域防災計画等に反映させていく。 

〇 また、国に対しては、引き続き、降灰時の避難判断に必要な注意報、警報を

導入するとともに、避難のタイミングや訪日外国人等への対応など、降灰時に

おける避難のガイドラインを示すよう、要望していく。 

〇 在宅避難が継続できるよう、必要に応じて、自宅等で屋内退避する住民等が、

最寄りの物資集積拠点まで徒歩で移動し、物資を調達できる仕組みや、物資を

取りに行けない要配慮者に物資を届ける仕組みなど、降灰による孤立防止策に

ついて、検討を行う。 

〇 降灰からの避難については、交通・通信等が発達した現代社会において大規

模な降灰が生じた事例が少ないため、今後、新たな知見が得られた場合には、

必要に応じて、国等と連携しながら随時、検討していく。 
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（２）避難の基準 

〇 降灰による避難の考え方は、降灰厚に応じて、命の危険度と物資調達の可否、

ライフラインへの影響から、生活継続、在宅避難、避難所避難、域外避難の四

つに分ける。 

〇 区市町村が、避難を検討する範囲、避難を判断する降灰厚の目安は、次のと

おりとする。 

 

区分 降灰厚 影響等 避難 

ステージ１ 微量以上
３㎝未満 

鉄道等への影響 自宅等で生活を継続 

ステージ２ 

３㎝以上
30㎝未満 

・ライフラインへ
の影響 
・降灰厚が10㎝以
上の場合、二輪駆
動車の通行不能 
・物資供給が困難 

在宅避難等 

ステージ３ 

避難所等へ避難 
※大規模な降灰が生じた範囲のう
ち、停電、断水、物資供給困難等に
より避難が必要となる地域を、噴火
の推移や社会的影響、火山専門家の
助言等を踏まえ総合的に判断 

ステージ４ 30㎝以上 

・四輪駆動車の通
行不能 
・木造建物の倒壊
のおそれ 

降灰厚 30 ㎝以上が想定される影響
域からの避難 

※避難先は、自宅若しくは降灰に耐える近隣の堅牢な建物を原則とする。 

ただし、体育館等の大スパンの大型建物は、重量物に耐えられない構造のものが

多く、損壊の可能性があるため、避難する場合は注意が必要 

※降灰厚 30 ㎝未満は、在宅避難を基本としつつ、ライフライン等の被害状況によっ

て、避難の可否を判断する。 

※30 ㎝に満たなくても降灰後の土石流が想定される地域では、命の危険があるため、

避難が必要 

 

〇 避難行動要支援者や、降灰により、自宅等での生活の継続が困難になる可

能性のある人工透析患者などについては、一般住民より早い段階において避難

の必要性が高くなるため、早めの情報伝達が重要である。特に独り暮らしの高

齢者世帯などは情報が届きにくいことが想定されることから、区市町村は、通

常の広報のほか避難支援等関係者と協力し、避難行動要支援者名簿を活用した

電話、訪問による方法、携帯端末等の活用など複数の手段により情報伝達を行

う必要がある。 
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２  避難所の運営の方向性 

〇 大規模降灰時は影響範囲が広く、影響を受ける人口が多いことが想定される。

避難所の収容人数には限りがあるため、なるべく在宅避難が続けられるような

環境整備が必要である。 

≪区市町村≫ 

〇 降灰厚を基準とした避難の考え方や地域の実情に応じた避難方法、避難所の

運用要領をあらかじめ計画・想定しておく。 

また、要配慮者について、避難誘導体制の整備を行う。 

 

≪都≫ 

〇 「東京都避難所運営指針」に沿って、区市町村にマニュアル等を作成するよ

う働きかける。 

 

３  車中泊 

〇 車中泊については、都内では原則認めることが困難である。これは、道路上

等での駐車による道路閉塞により、道路啓開や道路徐灰、物資搬送等に致命的

な影響を与える可能性、また車中泊による健康被害の懸念があることによる。

都及び区市町村は、車中泊者発生抑制に向けあらかじめ都民に普及啓発し、意

識の醸成に努める。 

 

４  避難所の開設 

〇 区市町村は、避難所の開設は物資供給を考慮して、優先除灰道路に近い避難

所から優先的に行う。 

〇 避難所の開設については、第２部第３章第６節４「避難所の指定、開設及び 

管理運営」（P135）に定めるところによる。 

 

５  衛生管理 

〇 衛生管理については、第２部３章第６節４「避難所の指定、開設及び管理運

営」（P135）に定めるところによる。 

 

６  要配慮者の安全確保 

〇 要配慮者の安全確保については、第２部第３章第６節５「要配慮者の安全確

保」（P141）に定めるところによる。 

 

７  動物救護 

〇 動物救護については、第２部第３章第 11 節６「動物救護」（P206）に定める

ところによる。 

なお、「第２部第３章第 11 節６「動物救護」（P206）」にある「町村」は、第

３部においては「区市町村」と読み替えることとする。 
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８  移動困難者等対策 

〇 降灰時には、鉄道等が運行を停止することが想定され、首都圏では自力で帰

宅することが困難な住民が大量に発生する可能性がある。 

○ このような場合、多くの人が滞留し、混乱等が発生することが予想されるこ

とから、群集事故等の二次災害から移動困難者等の安全を確保する必要がある。 

○ このため、降灰時の移動困難者等対策は、今後の国の方針も踏まえて検討し

ていく。 

 

第６節  消火・救助・救急 

○ 本節では、降灰による被害及び降灰中の災害発生時の消火・救助・救急活 

動について定める。 

 

１  消火・救助・救急 

○ 消火・救助・救急活動については、基本的には、通常体制における活動を実施

するが、降灰時という視点も踏まえ、次の点にも留意する。 
 

機関名 内    容 

東 京 消 防 庁 

○ 降灰に伴う消防水利使用不可時に対応した資器材を活用し、

消火活動を実施する。 

〇 災害に対応した部隊、車両、救助・救急資器材等を活用し

て、消防団等と連携し、組織的な人命救助・救急活動を行う。 

○ 救助・救急活動に当たっては、行政機関、医療機関、東京

DMAT 等と連携し、救急資器材を有効に活用して、傷病者の救護

にあたる。 

○ 傷病者を適応する医療機関へ迅速に搬送する。 

〇 区市町村本部に参画し、消防的見地から情報提供や助言等を

行う。 

第 三 管 区 

海上保安本部 

○ 降灰の影響により発生した遭難船舶、遭難者の救助に当た

る。 
 

 

第７節  救援・救護 

１  医療救護 

○ 医療救護については、必要に応じて第２部第３章第７節２「医療救護」（P151）

に定めるところにより、活動を行う。 

 

２  防疫 

防疫については、第２部３章第７節３「防疫」（P156）に定めるところによる。 
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第８節  船舶及び航空機の安全確保対策 

○ 降灰時には、海上及び上空とも視界不良になり、また、航空機においては、

火山灰をエンジンに吸い込むことにより、重大な事故につながることもある。 

○ このため、本節においては、船舶及び航空機の安全確保対策について必要な

事項を定める。 

 

１  船舶 

○ 船舶は、一度に大量の人員及び貨物を輸送しており、火山の噴火による降灰

被害を受けた場合、航行中の船舶に多大な危険が生じるのみならず、住民の生

活に大きな影響を与えるおそれがある。 

○ このため、本項においては、各機関の船舶（漁船を含む。）の安全確保対策

について定める。 

 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 内    容 

第 三 管 区

海上保安本部 

○ 第三管区海上保安本部は、船舶の安全を確保するための措置を

講ずる。 

東 海 汽 船 
○ 海上保安部及び都等から勧告に従って対処する。 

○ 人命の安全の確保及び損害の極限防止を図る。 

 

（２）詳細な取組内容 

≪第三管区海上保安本部≫ 

○ 第三管区海上保安本部は、船舶の安全を確保するため、必要に応じ、次

の措置を講ずる。 

１ 降灰の影響が予想される場合は、港内又は沿岸付近にある船舶に

対して、港外又は沖合等の安全な海域への避難を勧告する。 

２ 降灰の影響が予想される海域の船舶交通の規制を行う。 

３ 船舶の入港を制限する。 

○ 船舶の安全を確保するため、船舶の安全運航に必要な情報について、無

線等により情報提供するほか、船舶交通の整理及び指導を行い、船舶交通

の危険が生じ、又は生じるおそれがあるときは、必要に応じて船舶交通を

制限し、又は禁止する。 

 

≪東海汽船≫ 

○ 海上保安部等から勧告があった場合、それに従って対処する。 

○ 事故処理基準に基づき、事故処理を迅速かつ適切に実施し、人命の安全

の確保及び損害の極限防止を図る。 
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２  航空機 

○ 航空機は、高速で多数の人々を輸送しており、万一災害が発生した場合、直

接人命に関わる被害を生ずるおそれがある。 

○ このため、航空機の安全確保に関し、各機関が採るべき措置を定める。 

 

（１）対策内容と役割分担 

機関名 内    容 

都 港 湾 局 
〇 調布飛行場及び東京ヘリポートを利用する航空機の安全の

ため、必要な情報提供を行う。 

東京空港事務所 ○ 航空機の航行の安全のため、必要な措置をとる。 

 

（２）詳細な取組内容 

≪都港湾局≫ 

〇 火山活動に伴い、調布飛行場又は東京ヘリポートの閉鎖等の事態が発生

したときは、飛行中の航空機及び関係機関に対し、情報の周知徹底を図る。 

 

≪東京空港事務所≫ 

○ 気象庁等から噴火に関する通報を入手したときは、速やかに火山の上空

及び周辺を航行中の航空機に対し情報を提供し、必要に応じ安全確保のた

めの指示を行う。 

○ また、火山活動に伴い、空港の閉鎖、航行援助施設の運用停止等の事態

が発生したときは、飛行中の航空機及び関係機関に対し、情報の周知徹底

を図るとともに、航空機の航行の安全のため、必要な措置をとる。 

 

第９節  交通機関の応急・復旧対策 

１  道路 

（１）対策内容と役割分担 

○ 降灰により、道路、その他の道路施設が被害を受けた場合、特に降灰が多く

なる地域を把握した上で、火山専門家や関係機関等と調整しながら、除灰作業

前に除灰範囲や除灰方法などについて、各道路管理者等に随時情報共有を行い、

優先除灰道路を中心に啓開する。 

 

ア 緊急道路障害物除去 

機 関 名 対 策 内 容 

警 視 庁 放置車両の車両移動 
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機 関 名 対 策 内 容 

都 建 設 局 

都 港 湾 局 

関東地方整備局 

区 市 町 村 

東日本高速道路 

中日本高速道路 

首 都 高 速 道 路 

○ 噴火直後における被害状況や通行可能道路の情報を収集 

○ 道路上の障害物（火山灰等）の除去等を実施 

○ 放置車両の車両移動 

 

イ その他応急措置 

 機 関 名 対 策 内 容 

都 建 設 局 

都 港 湾 局 

関東地方整備局 

東日本高速道路 

中日本高速道路 

首 都 高 速 道 路 

○ 発災時における通行止め等の措置など通行者の安全対策

を講じる。 

○ 広報等を兼ねたパトロールを実施 

警 視 庁 

○ 発災時における、被災状況に応じた交通規制等の措置な

ど、通行者の安全対策を講じる。 

○ パトロール等を兼ねた広報を実施 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 緊急道路障害物除去（道路除灰） 

〇 道路除灰等の作業に当たり、噴火前、噴火直後、降灰後の各段階で、情

報収集の上、関係機関への共有を行う。 

 

 

 

≪道路管理者≫ 

○ 災害対策基本法第76条の６に基づき、緊急通行車両の通行の妨害となる

ことにより災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあり、かつ、

緊急通行車両の通行を確保するために緊急の必要があると認めるときは、
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管理する道路についてその区間を指定して、当該車両その他の物件の占有

者、所有者又は管理者に対し、当該車両その他の物件を付近の道路外の場

所へ移動すること、その他当該指定をした道路の区間における緊急通行車

両の通行を確保するために必要な措置をとることを命ずることができる。 

 

≪道路管理者≫≪都港湾局≫ 

○ 噴火直後における被害状況や通行可能道路の情報収集は、緊急点検等に

より迅速・的確に集約して行う。 

○ 「災害時における応急対策業務に関する協定」等及び「協力承諾書」に

基づき、協力業者が道路上の障害物（火山灰等）の除去等を実施する。 

（協定編参照） 

○ 道路除灰用資機材等の充実 

・ 協力業者が災害時に使用できる建設機械等の把握を行うなど、平素から

資機材等の確保に努める。 

○ 各道路管理者は、他の道路管理者と連携してオペレーション計画を立て

る。 

（資料編資料第53 「優先除灰道路の道路種別」 P431） 

 

≪都総務局≫ 

○ 被害の規模や状況によっては、都知事は、関東地方整備局及び自衛隊に

支援を要請する。 

○ 知事は、区市町村に対し、必要に応じてネットワークとして緊急通行車

両の通行ルートを確保するために広域的な見地から指示を行う。 

 

≪警視庁≫ 

○ 道路交通に関する被害状況等については、パトカー、白バイ、交通テレ

ビシステム、警察署等からの報告によるほか、東京消防庁、自衛隊、道路

管理者等の関係機関の現場担当者と緊密な情報交換を図り、実態把握に努

める。 

○ 緊急通行車両の通行を確保するため、各警察署、交通機動隊及び高速道

路交通警察隊は、道路管理者及び関係防災機関と協力し、放置車両の移動

を行うほか、交通規制及び交通整理等により道路管理者が行う除灰作業の

支援に当たる。 

 

≪関東地方整備局≫ 

○ 緊急点検及び緊急道路障害物（火山灰等）の除去を実施する。 

○ 直轄国道以外の緊急輸送道路については、各道路管理者からの応援要請

等を踏まえ、関係機関と連携し、放置車両の移動及び火山灰の除去を実施

する。 
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○ 道路除灰等作業態勢 

・道路除灰等作業に当たっては、通行可能道路の情報や被害情報を収集し、

路線及び区間の優先順位の決定を行うとともに、関係機関及び関係業界が

迅速な連携・協力体制を確立して対応する。 

・道路に倒壊するおそれのある障害物（木造家屋など）がある場合は、法令

上の取扱いを含めて関係機関が協議して処理する。 

・作業マニュアルを作成するなど態勢の充実を図る。 

 

≪東日本高速道路≫≪中日本高速道路≫≪首都高速道路≫ 

○ 状況把握のため緊急点検を実施し、道路の損壊状況、道路利用者の被害

状況等の把握に努めるとともに、他の関係防災機関と緊密な連携を図る。 

○ 放置車両や道路上の火山灰の状況を調査し、移動・除去対策を樹立し、

関係機関等とも協力の上、所管する道路上の障害物等の除去を実施する。 

○ 道路除灰等作業態勢 

・ 道路除灰等作業に当たっては、通行可能道路の情報や被害情報を収集し、

路線及び区間の優先順位の決定を行うとともに、関係機関及び関係業界が

迅速な連携・協力体制を確立して対応する。 

・ 道路に倒壊するおそれのある障害物（木造家屋など）がある場合は、法

令上の取扱いを含めて関係機関が協議して処理する。 

・ 作業マニュアルを作成するなど態勢の充実を図る。 

○ 道路除灰用資機材の整備 

・ 平素から資機材を確保するため、使用できる建設機械等の把握を行う。 

 

イ その他応急措置 

≪都建設局・都港湾局≫ 

○ 被災状況や交通状況を把握し、道路交通を確保するため、通行規制の措

置や迂回道路の選定など、通行者の安全対策を行う。 

 

≪関東地方整備局≫ 

○ 緊急道路パトロール及びヘリコプターや関係機関等からの道路情報の収

集に努める。 

○ 道路被災情報を把握し、応急復旧並びに必要に応じて迂回道路の選定等

を行い、緊急輸送路の確保に努める。 

 

≪東日本高速道路≫≪中日本高速道路≫ 

○ 噴火が発生したときは、高速道路は消防その他の緊急車両の通行に利用

されるため、会社は、都公安委員会の交通規制に協力し、かつ、規制状況

等を利用者に広報する。 
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○ 噴火発生後、降灰の状況に応じて、警察当局と協力して通行禁止規制を

行い、ラジオ、情報板、看板、会社のパトロールカー等により情報を提供

するなどして通行車の安全確保に努める。 

○ 道路構造物、管理施設等について、その被害の状況を緊急点検し、必要

に応じ応急復旧に努める。 

○ 工事等が必要な箇所については、その被災状況に応じて必要な措置を講

じる。 

 

≪首都高速道路≫ 

○ 噴火が発生したときは、消防その他の緊急車両の通行に利用されるため、

会社は、都公安委員会の交通規制に協力し、かつ、規制状況等を利用者に

広報する。 

○ 利用者の被災状況を緊急に把握し、消防等関係機関への迅速な情報伝達、

出動・協力要請により、被災者の救出救護その他安全確保に努める。 

○ 道路構造物、管理施設等について、その被害の状況を緊急点検し、必要

に応じ応急復旧に努める。 

○ 工事が必要な箇所については、その被災状況に応じて必要な措置を講じ

る。 

 

２  鉄道 

（１）対策内容と役割分担 

○ 降灰により、鉄軌道、踏切、その他の鉄道施設が被害を受けた場合、鉄道事

業者は、速やかに被害を調査し、関係機関に周知するとともに、速やかに復旧

を図る。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

都 交 通 局 

各 鉄 道 事 業 者 

○ 各社の運行基準や規定の設定 

○ 災害対策本部等の設置による旅客等の安全確保 

○ 運行基準に従い、速度規制等を実施 

○ 必要に応じ避難誘導を実施 

○ 沿線の降灰状況や電力・通信などの影響に関する情報収集 

○ 降灰の状況に応じ、優先度を踏まえたレールや転てつ器

等の除灰・仮置きの実施 

○ 運行情報等の継続的な発信 

 

（２）詳細な取組内容 

≪都交通局≫≪各鉄道事業者≫ 

○ 各社の運行基準や規定に基づき、降灰時の利用者の安全を確保する。 

〇 大規模な被害が発生、又は発生する可能性がある場合には、災害対策本

部等の設置により、迅速な情報収集を行い、旅客等の安全を確保する。 
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〇 各鉄道事業者の運行基準に従い、速度規制又は運転中止を行う。 

〇 駅での混乱防止や、列車内の乗客の安全確保のため、必要に応じて速や

かに避難誘導を実施する。 

○ 降灰予報や社員の目視確認等を通じて沿線の降灰に関する情報を収集す

るとともに、列車運転に影響を及ぼす電力供給・通信など他インフラの状

況を収集する。 

〇 運行への支障がある場合などは、降灰の状況に応じ、優先度を踏まえ、

除灰を行う。 

○ 除去した灰は、空きスペースや線路脇に一時的に仮置きし、行政機関と

調整の上、搬出・運搬する。 

〇 ホームページ等を通じて、運休や遅延、運行規制又は運行再開の情報を

継続的に発信する。 

 

３  港湾・空港施設等 

○ 降灰により、港湾・空港施設が被害を受けた場合、港湾・空港管理者は、速

やかに被害を調査し、関係機関に周知するとともに、速やかに復旧を図る。 

 

（１）対策内容と役割分担 

ア 港湾施設 

機 関 名 対 策 内 容 

都 港 湾 局 

○ 被害を受けた港湾施設を速やかに復旧し、海上輸送の確

保に努める。 

○ 応急的な復旧作業は、関係業界との協定等により、特に

広域輸送基地（ふ頭）及び東京港防災船着場を最優先に行

い、その後、逐次一般港湾施設の復旧作業を実施 

関東地方整備局 
○ 被害を受けた港湾施設を関係機関と連携を図りながら、

早期復旧、供用に必要な支援を実施 

 

イ 空港施設 

機 関 名 対 策 内 容 

東 京 航 空 局 

（東京空港事務所） 

＜東京国際空港＞ 

○ 必要に応じて除灰作業を実施する。 

東京管区気象台 

○ 東京国際空港の以下の応急復旧について、速やかに実施 

・ 気象施設に降灰の影響が生じ航空機の離着陸に重大な支

障を与えているもの 

都 港 湾 局 

＜東京ヘリポート＞ 

○ 関係機関と協力し、早期に施設の復旧に努める。 

＜東京都調布飛行場＞ 

○ 関係機関と協力し、早期に施設の復旧に努める。 

関東地方整備局 
○ 被害を受けた空港土木施設を関係機関と連携を図りなが

ら、早期復旧、供用に必要な支援を実施 
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（２）詳細な取組内容 

ア 港湾 

○ 降灰により、港湾施設が被害を受けた場合、港湾管理者は、速やかに被害

状況を調査し、関係機関に周知するとともに、被害を受けた施設を復旧する。 

○ 特に、公共の安全確保上、緊急に復旧を行う必要のある施設は、次のとお

りである。 

・ 係留施設の被害で船舶の係留又は荷役に重大な支障を与えているもの 

・ 臨港交通施設の被害でこれによって当該臨港交通施設による輸送が不可能 

又は著しく困難であるもの（他の施設による輸送が著しく困難でない場合を 

除く。） 

・ 港湾の埋塞で船舶の航行又は停泊に重大な支障を与えているもの 

・ 外郭施設の被害でこれを放置すると著しい被害を生ずるおそれがあるもの 

 

イ 空港 

○ 降灰により、滑走路、エプロン及びその他の空港施設が被害を受けた場合、

空港管理者は、速やかに被害を調査し、関係機関に周知するとともに、速や

かに復旧を図る。 

 

第 10節  ライフライン等の応急・復旧対策 

○ 電気、上下水道、電話等の施設は、日常生活の基幹を成すものであり、これ

らの施設が被災した場合、その影響は極めて大きい。このため、これらの施設

においてそれぞれの活動体制を確立し、応急対策活動を迅速に実施しなければ

ならない。 

○ 電気、上下水道、電話等の施設の早期復旧に向けては、道路管理者との連携

が必要となるため、道路啓開が必要な路線等の情報共有を図る。 

 

１  電気施設 

（１）対策内容と役割分担 

○ 情報収集、点検、危険予防措置、資機材等の調達、広報活動等を行う。 

機 関 名 対 策 内 容 

電 力 事 業 者 

○ 非常災害対策本部の設置・運営 

○ 各設備の被害復旧の優先順位の設定 

○ 災害状況、各設備の被害状況、各設備の被害復旧の難易

度を勘案して、供給上復旧効果の最も大きいものから復旧 

○ 資材の調達・輸送 

○ 事故箇所の現地確認 

○ 応急工事 

○ 降灰時における危険予防措置 

○ がいし等の清掃 
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機 関 名 対 策 内 容 

○ 他電力会社に復旧応援を要請 

○ 需給ひっ迫時における電力融通や大規模かつ長期間の停

電となる場合における他電力会社に復旧応援を要請 

○ 電力不足時の他地域からの融通 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 活動態勢 

（ア）非常災害対策本（支）部の設置 

≪東京電力グループ≫ 

〇 災害が発生したとき、東京電力グループは非常災害対策本（支）部を設

置する。 

〇 本部は、本社、総支社、電力所、原子力発電所及び建設所に設置する。

また支部は、支社及び指定した第一線機関等に設置する。 

〇 夜間休日等の緊急呼集及び交通機関、通信の途絶に対応できるよう、要

員の選抜、呼集方法、出動方法につき検討し、適切な活動組織を編成する。 

 

（イ）要員の確保 

≪東京電力グループ≫ 

〇 災害が発生した場合、非常災害対策本（支）部長は、情勢に応じた非常

態勢を発令する。 

〇 非常事態が発令された場合、災害対策本（支）部は、請負会社に対し、

その旨を連絡し、必要があれば直ちに応援を求める。 

 

（ウ）情報連絡活動 

≪東京電力グループ≫ 

〇 本社本部は、定期的に諸情報を被害事業所本部から収集する。 

〇 被害事業所本部は、現地の実態を速やかに把握するため、第一線機関の

動員などにより、確実な被害状況の収集に努める。 

 

イ 応急対策 

（ア）資材の調達及び輸送 

≪東京電力グループ≫ 

〇 第一線機関等においては、予備品、貯蔵品等の在庫品を常に把握し、調

達を必要とする資材は、次のいずれかの方法により速やかに確保する。 

〇 第一線機関等相互の流用 

〇 本社本部に対する応急資材の請求 

〇 非常災害対策用資機材の輸送は、あらかじめ調達契約をしている輸送会

社の車両、船艇等により行う。 
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〇 輸送力が不足する場合には、他の輸送会社から車両、船艇等の調達を対

策本部において適宜行い、輸送力の確保を図る。 

（イ）災害時における危険予防措置 

≪東京電力グループ≫ 

〇 水害及び火災の拡大等に伴い円滑な防災活動のため、警察、消防機関等

から送電停止の要請があった場合には、送電停止等の適切な危険予防措置

を講ずる。 

（ウ）災害時における応援の組織・運営 

≪東京電力グループ≫ 

〇 本社本部及び事業所本部は、被害が多大な被災地の事業所本部及び第一

線機関支部のみの災害活動では早期復旧が困難であると判断した場合には、

他事業所本部、支部及び請負会社に復旧応援隊の編成を要請し、被害状況

及び復旧状況を勘案した上、必要な応援隊を出動させる。 

（エ）応急工事 

≪東京電力グループ≫ 

〇 応急工事の実施に当たっては、原則的に人命に関わる箇所、復旧対策の

中枢となる官公庁（署）、民心の安定に寄与する報道機関、避難所等を優先

するなど被害状況、各施設の被害復旧の難易等を勘案して、供給上、復旧

効果の最も大きいものから行う。 

（オ）災害時における電力の融通 

≪東京電力グループ≫ 

〇 東京電力パワーグリッド本社本部は、各電力会社と締結した全国融通契

約及び電力広域的運営推進機関の指示に基づき、緊急災害時においてもこ

れに準じて電力の緊急融通を実施する。 

（カ）その他 

≪東京電力グループ≫ 

〇 災害が極めて大きく、管内の工事力に余力のない場合又は工事力を動員

してもなお応援隊を必要と判断される場合には、本社対策本部は自衛隊の

派遣を要請する。 

なお、この場合の要請は、都本部を経由して行う。 

 

ウ 復旧対策 

≪東京電力グループ≫ 

〇 災害復旧を原則とするが、災害の規模、設備の重要度、被害の状況等に

よりやむを得ないものについては、仮復旧工事を施す。各設備の復旧は、

災害状況、被害状況及び被害復旧の難易度を勘案して、電力供給上復旧効

果の大きいものから、あらかじめ定めた復旧順位により実施する。 
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２  水道施設（都水道局） 

（１）対策内容と役割分担 

○ 情報収集及び連絡、点検、調査等を行う。 

〇 被害が生じた場合は、速やかに応急対策及び復旧対策を行う。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

都 水 道 局 

○ 給水対策本部の設置・運営 

○ 水道施設等の点検・被害調査を行い、被害状況を把握 

○ 被害箇所の復旧までの間、二次災害発生のおそれがある

場合及び被害の拡大するおそれがある場合の応急措置を実

施 

○ 浄水施設は、降灰による水質への影響を踏まえた対応等

を行うなど速やかに応急活動を実施 

○ 浄水場等の吸排気等の除灰・清掃 

○ 送水管ネットワークによる他浄水場からのバックアップ 

○ 都本部からの要請を受けた場合の応急給水 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 活動態勢の整備 

（ア）職員の活動態勢 

≪都水道局≫ 

〇 職員は、発災時には、その所属する部署において、あらかじめ指定され

た応急対策に従事することを原則とし、状況に応じて、必要な職員を確保

する。 

〇 夜間、休日等の勤務時間外に災害が発生した場合は、局の災害対策職員

住宅に入居している職員、あらかじめ指定された管理職員、待機職員、交

替勤務職員等の初動要員により初動態勢を確保する。 

〇 都水道局職員で不足する人員は、他の水道事業体のほか、都本部を通じ

て都各局に応援を求める。 

 

（イ）給水対策本部の設置 

≪都水道局≫ 

〇 災害の発生により、水道施設に甚大な被害が発生した場合など、一定の

要件に該当する場合は、局内に局長を本部長とする給水対策本部を設置し、

応急対策諸活動を組織的に進める。 

 

（ウ）情報連絡活動 

≪都水道局≫ 

〇 復旧活動、応急給水活動等を適時適切に行うため、あらかじめ情報連絡

の系統、手段等を定め、正確な情報を迅速に収集及び伝達する。 
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〇 発災時の情報連絡の手段として、水運用専用電話等の音声と、システム

等のデータ通信とを併用する。 

 

（エ）広報活動 

≪都水道局≫ 

〇 都本部と連携しながら、被害及び復旧の状況等を適時適切に広報し、混

乱を防止するように努める。 

 

イ 応急対策 

（ア）被害情報の把握 

≪都水道局≫ 

〇 降灰発生後、速やかに浄水場、給水所等のポンプ運転状況、管路に設置

されたテレメータやスマートメータ等の記録等から異常箇所の情報を把握

するとともに、水道施設及び工事現場等を点検し、被害状況を把握する。 

〇 貯水、取水、導水、浄水施設及び給水所等の被害調査は、速やかに施設

ごとに行う。 

〇 浄水場における原水の水質悪化や浄水処理への影響、水運用への影響等

について速やかに把握する。 

〇 管路については、あらかじめ定めた重要点検箇所の巡回点検を実施し、

管路の水圧低下等の有無及びその程度のほか、地上構造物にあっては、被

害の程度等の把握に努める。 

〇 お客さまセンターが、水道施設や給水に関する異常等の情報を、住民等

から寄せられる通報によって把握する。 

 

（イ）貯水施設 

≪都水道局≫ 

〇 水道水源林が被災した場合は、被災箇所の調査を実施する。 

 

（ウ）浄水施設 

≪都水道局≫ 

〇 火山灰の混入による原水の水質変化を監視し、浄水処理や排水処理への

不具合が生じないよう、薬品注入の強化等の措置を行う。 

〇 浄水場の処理能力低下など被害が発生した場合は、送配水ネットワーク

を活用することにより、比較的被害が少ない他の浄水場からバックアップ

を図る。 

〇 浄水場等の吸排気等の除灰・清掃を実施する。 
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（エ）管路等 

≪都水道局≫ 

〇 断水区域を最小限にとどめるため、速やかに水配調整を行う。 

〇 水配調整作業は、浄水場から給水所への送水及び主要幹線機能の確保を

優先し、各路線の上流側から順次進める。 

 

（オ）応急給水 

≪都水道局≫ 

○ 断水等の発生時には、災害時給水ステーション（給水拠点、車両輸送及

び避難所等）による応急給水活動を行う。 

○ 応急給水活動は、給水状況、住民の避難状況、水道施設の復旧状況等必

要な情報を迅速かつ的確に把握し、応急給水に係る計画を具体的に定めて

行う。 

 

ウ 復旧対策 

（ア）水道施設 

〇 水道施設の被害については、速やかに復旧活動を行う。 

 

（イ）その他 

〇 都営水道となっていない市町村の復旧活動等については、その市町村の

地域防災計画による。 
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３  下水道施設 

（１）対策内容と役割分担 

○ 降灰時においては、汚水及び雨水の流下に支障のないように必要な措置を講

じる。 

○ 下水道局災害対策本部を設置し、下水道施設の調査、点検を行い、被害状況

を把握する。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

都 下 水 道 局 

○ 下水道局災害対策本部の設置・運営 

○ 下水道施設等の点検・被害調査 

○ 水再生センター・ポンプ所等におけるポンプ及び諸機械

の運転を継続 

○ 管きょ内に降灰が流入しつまりが生じた場合は管きょ内

清掃等の実施、水再生センター等で異常が確認された場合

は速やかに復旧活動を実施 

○ 水処理施設に降灰が流入し、沈砂池が埋積等した場合

は、除砂などを実施 

○ 復旧までの間、二次災害発生のおそれがある場合、被害

の拡大するおそれがある場合の応急措置を講じるととも

に、工事現場の応急対策を実施 

 

（２）詳細な取組内容 

ア 降灰による被害発生時の活動態勢 

≪都下水道局≫ 

〇 被害の状況に応じ、職員の配置を行い、下水道施設の降灰被害に対し、迅

速に復旧活動を行う。 

〇 被害が大規模で、復旧に緊急を要する場合に協力を得ることができるよう

に、都下水道局では民間団体等と応急復旧業務に関する協定及び細目協定を

締結している。 

 

イ 応急・復旧対策 

（ア）災害復旧用資機材の整備 

≪都下水道局≫ 

〇 迅速に復旧活動を実施するため、災害時の応急復旧に関する協定を締結

している民間団体等に対し資機材の備蓄について協力を求める。 

 

（イ）管きょ 

≪都下水道局≫ 

〇 管きょ内に降灰が流入し、詰まりが生じた場合は、管きょ内清掃等必要

な措置を講じる。 
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〇 工事中の箇所においては、受注者に被害を最小限に止めるよう指揮監督

するとともに、必要に応じて現場要員及び資機材の補給を行わせる。 

 

（ウ）水再生センター・ポンプ所 

≪都下水道局≫ 

〇 降灰の流入による施設の機能低下を防止するため、施設を点検し、異常

が確認された場合は、必要な措置を講じる。 

〇 建物その他の施設には、火山災害に備え、特に防護の必要のあるものに

対しては、所要の資機材を備蓄する。 

〇 万一、機能上重大な被害が発生した場合は揚水施設の復旧を最優先する。

これらと並行して各施設の損壊箇所を直ちに処置し、流下機能の確保と揚

水、簡易処理、消毒、放流などの機能の回復を図る。 

〇 停電が発生した場合、ディーゼル発電機、ガスタービン発電機等の非常

用発電機及びエンジン直結ポンプによってポンプ運転を行い、揚水機能を

確保する。 

〇 非常用発電機と電力貯蔵型電池を組み合わせることなどにより、電源の

信頼性向上を図る。 

〇 停電が続く場合には、非常用発電設備の燃料油について、石油会社との

優先供給協定により、確保に努める。 

 

（エ）下水道の復旧計画 

≪都下水道局≫ 

〇 被害が発生したときには主要施設から漸次復旧を図る。 

〇 復旧順序については、まず水再生センター、ポンプ所、幹線管きょ等の

主要施設の復旧に努め、その後、枝線管きょ、ます、取付管の復旧を行う。 

〇 速やかに復旧活動のための拠点を設置し、下水道管の被害状況及び高潮

防潮扉の操作状況など、防災上重要な施設について重点的に被害状況及び

措置状況を集約する。 

 

（オ）市町村等との役割分担 

≪都下水道局≫ 

〇 単独公共下水道及び流域関連公共下水道の復旧活動等については、その

市町村の定める地域防災計画による。都下水道局は、必要に応じて市町村

への技術支援を実施する。 

〇 市町村の要請に応じて、相互支援の調整を行う。 

また、被害状況に応じ、都下水道局による支援を行うほか、関東ブロッ

ク各県等への支援要請を行う。 
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４  電話施設等 

（１）対策内容と役割分担 

○ 災害における通信の途絶を防止するため、各種通信施設の確保、復旧等につ

いての応急対策の確立が必要である。各機関の対策は、次のとおりである。 

機 関 名 対 策 内 容 

各通信事業者 

○ 災害対策本部の設置・運営 

○ 災害対策用機材、車両等の確保 

○ 重要通信の確保及び被災した電気通信設備等の復旧 

○ 被害状況、通信施設の疎通状況等の情報収集 

○ 自治体への通信障害・復旧状況等の情報共有及び自治体

要望・活動状況の情報収集 

○ 重要局舎、基地局等の除灰 

○ 通信が途絶えたエリアの通信確保 

○ 通信回線の確保や通信の途絶防止などの応急対策 

○ 被災した電気通信設備等の復旧 

○ 災害用伝言ダイヤル、災害用伝言板等の運用や公衆電

話、通信サービスの状況等に関する広報 

（２）詳細な取組内容 

機関名 内容 

N T T 東 日 本 
 
N T T コ ミ ュ ニ 

ケ ー シ ョ ン ズ 
 
N T T ド コ モ 

【活動態勢】 
１ 災害対策本部の設置 
・ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において

必要があると認められるときは、別に定めるところにより
災害対策本部又はこれに準ずる機関を設置する。 

・ 災害対策本部は、被害状況、通信の疎通状況及び重要通
信並びに災害用公衆電話の疎通確保、設備の復旧、広報活
動その他の業務を行う。 

２ 社員の動員計画 
・ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におい
て、業務の運営あるいは応急対策及び応急復旧に必要な動
員を円滑に行うため、次の事項について定める。 
（１）社員の非常配置 
（２）社員の非常招集方法 

（３）初動時の駆けつけ要員の確保 
（４）グループ各社間相互の応援要請方法 

３ 情報連絡 
・ 災害の発生又は発生するおそれがある場合は、情報連絡
体制を確立し、情報の収集及び伝達に当たる。 

・ なお、気象業務法に基づき、気象庁から FAX による伝達
予警報等については、関係する区市町村等に速やかに通報
する。 
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機関名 内容 

【応急対策】 
１ 通報及び連絡 
・ 各対策組織相互の通報、連絡は情報を統括する組織を窓
口として行う。 

２ 情報の収集及び報告 
・ 災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、重要
通信の確保、及び被災した電気通信設備等を迅速に復旧す
るため、次の情報を収集し、対策組織の長に報告するとと
もに関係組織相互間の連絡、周知を行う。 
（１）気象状況、災害予報等 
（２）電気通信設備等の被害状況、疎通状況及び停電状

況 
（３）当該組織の災害応急復旧計画及び措置状況 
（４）被災設備、回線等の復旧状況 
（５）復旧要員の稼働状況 
（６）その他必要な情報 

３ 警戒措置 
・ 災害予報が発せられた場合、報道された場合又はその他
の事由により災害の発生が予想されるときには、その状況
に応じて、次に挙げる事項について警戒の措置を採る。 
（１）情報連絡用回線を作成するとともに、情報連絡要

員を配置すること。 
（２）異常事態の発生に備えた監視要員を配置し、又は

防災上必要な要員を待機させること。 
（３）重要回線、設備の把握及び各種措置計画の点検等

を行うこと。 
（４）災害対策用機器の点検及び出動準備又は非常配置

並びに電源設備に対し必要な措置を講ずること。 
（５）防災のために必要な工事用車両、資材等を準備す

ること。 
（６）電気通信設備等に対し必要な防護措置を講ずるこ

と。 
（７）その他、安全上必要な措置を講ずること。 

４ 重要通信の疎通確保 

・ 災害等に関し、次により臨機に措置を採り、通信ふくそ
うの緩和及び重要通信の確保を図る。 
（１）応急回線の作成、網措置等疎通確保の措置を採る

こと。 
（２）通信の疎通が著しく困難となり、重要通信を確保

するため必要があるときには、電気通信事業法第 8
条第２項及び電気通信事業法施行規則第 56条の定
めるところにより、臨機に利用制限等の措置をとる
こと。 
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機関名 内容 

（３）非常、緊急通話又は非常、緊急電報は電区通信事
業法第８条第１項及び電気通信事業法規則第 55条
の定めるところにより、一般の通話又は電報に優先
して取り扱うこと。 

（４）警察、消防、その他の諸官庁等が設置する通信網
との連携をとること。 

（５）電気通信事業者及び防災行政無線等との連携をと
ること。 

５ 被災地特設公衆電話の設置 
・ 災害発生時においては避難場所に、り災者が利用する特
設公衆電話の設置に努める。 

６ 携帯電話等の貸出し 
・ 災害救助法が適用された場合等には、指定行政機関、地
方公共団体等からの要請に基づき避難場所、現地災害対策
本部等への携帯電話の貸出しに努める。 

７ 災害用伝言ダイヤル等の提供 
・ 災害発生により著しく通信ふくそうが発生した場合は、
安否等の情報を円滑に伝達できる災害用伝言ダイヤル等を
速やかに提供する。 

 
【復旧対策】 
・ NTT 東日本、NTT コミュニケーションズ及び NTT ドコモ

は、災害に伴う電気通信設備等の応急復旧は、恒久的復旧
工事との関連並びに緊急度を勘案して、迅速かつ適切に実
施する。 

１ 被災した電気通信設備等の復旧は、サービス回復を第一
義として速やかに実施する。 

２ 必要と認めるときは、災害復旧に直接関係のない工事に
優先して、復旧工事に要する要員、資材及び輸送の手当て
を行う。 

３ 復旧に当たっては、行政機関及びライフライン事業者と
提携し、早期復旧に努める。 

４ 災害等により被災した電気通信設備の復旧については、
あらかじめ定められた次表の順位に従って実施する。 

順位 修理又は復旧する電気通信設備 

１ ・ 気象機関との電話サービス契約に関わるもの 
・ 水防機関との電話サービス契約に関わるもの 
・ 消防機関との電話サービス契約に関わるもの 
・ 災害救助機関との電話サービス契約に関わるもの 
・ 警察機関との電話サービス契約に関わるもの 
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機関名 内容 

・ 防衛機関との電話サービス契約に関わるもの 
・ 輸送の確保に直接関係がある機関との電話サービ
ス契約に関わるもの 

・ 通信の確保に直接関係がある機関との電話サービ
ス契約に関わるもの 

・ 電力の供給に直接関係がある機関との電話サービ
ス契約に関わるもの 

２ ・ ガスの供給の確保に直接関係がある機関との電
話サービス契約に関わるもの 

・ 水道の供給の確保に直接関係がある機関との電
話サービス契約に関わるもの 

・ 選挙管理機関との電話サービス契約に関わるも
の 

・ １に定める基準に該当する新聞社、放送事業者
又は通信社の機関との電話サービス契約に関わる
もの 

・ 預貯金業務を行う金融機関との電話サービス契
約に関わるもの 

・ 国又は地方公共団体との機関との電話サービス
契約に関わるもの（第 1順位となるものを除く。） 

３ ・ 第１順位及び第２順位に該当しないもの 
 

K D D I 【活動態勢】 
１ 災害対策本部の設置及び運営 
（１）災害が発生し、通信を確保するための応急復旧活動等

が必要であると判断された場合は、対策本部を設置す
る。 

（２）対策本部は、情報の収集、通信の疎通確保、復旧に関
する対策等を組織的かつ統一的に指揮する。 

（３）社内外の連絡及び調整を行う。 

２ 災害対策要員の招集と任務 
（１）実施する応急復旧の内容に応じて、あらかじめ定めて

おく所定要員を非常招集する。 

（２）招集された要員は、災害対策本部長の指揮の下で所定
業務を遂行する。 

３ 情報連絡活動 
（１）被害状況の収集はテレビ、ラジオ、インターネット、

電話会議、社内通信システム等により収集する。 

（２）社内及び社外関係機関との連絡及び調整は、社内通信
システム、衛星電話、電話、インターネット等を用いて
行う。 
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機関名 内容 

【応急対策】 
１ 停電 
・ 停電が発生した場合、通常通信設備は自動的にバッテリ
ーで給電される。主要設備はさらに非常用発電機を起動し
て給電する。携帯電話の基地局、無人中継局等で非常用発
電機を持たない場合、停電時間が所定の時間を超える場合
は、非常用電源車等を配備し、バッテリーの充電を行うよ
うに努める。 

・ 停電が長期化し発電機の燃料が不足する場合は、タンク
ローリーを派遣し給油するが、自社での調達が困難な場
合、東京都等に燃料調達を依頼する。 

 

２ 機器故障 
・ 多くの機器故障の場合は、自動切換えが行われるが、万
一切り替わらない場合は遠隔操作による復旧を行う。切り

替えができず、障害となる場合は至急保守員を現場に急行
させ復旧に努める。 

 

３ ケーブル切断（架空部分など） 
・ 通常、幹線部分は複数のルートを持ち自動切換・遠隔手
動切り替えを行うが、切り替えできない場合は、保守員を
派遣し、代替ルートに切り替える。ケーブルが切断し代替
ルートがない場合、端末回線の場合等は、臨時ケーブル敷
設等により仮復旧させる。 

 
４ アンテナ等への降灰の影響 
・ 携帯電話基地局アンテナへの降灰による電波への影響が
発生したり、各施設の空調設備及びその他の設備への降灰
被害が発生し、基地局の機能が停止した場合は、可能な限
り他の基地局でエリアカバーを行う。 

 
【復旧対策】 
１ 停電 
・ 応急対策を継続し、電力会社による給電の復旧を待つ。 

 

２ 機器故障、ケーブル切断 

・ 仮復旧後、本復旧の機材が手配できた時点で正規の機器
及びルートによる本復旧をする。 

・ この際、被害の再発を防止し、設備機能の充実又は改善
が必要な場合は、併せてこれらの対策も実施する。 

 

３ アンテナ等への降灰 
・ 降灰による交通、人体への影響がなくなった時点で、清
掃及び修理を行う。 
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機関名 内容 

【注意事項】 
・ 応急復旧及び本復旧のため保守員を派遣する場合は、降
灰による影響が人体及び交通への危険のない状況下におい
て実施する。 

ソ フ ト バ ン ク 【活動態勢】 
１ 対策本部の設置及び運営 
（１）災害が発生し、通信を確保するための応急復旧活動等

が必要であると判断された場合は、対策本部を設置す
る。 

（２）対策本部は、情報の収集、通信の疎通確保、復旧に関
する対策等を組織的かつ統一的に指揮する。 

（３）社内外の連絡及び調整を行う。 
 

２ 災害対策要員の招集と任務 
（１）実施する応急復旧の内容に応じて、あらかじめ定めて

おく所定要員を非常招集する。 
（２）招集された要員は、災害対策本部長の指揮の下で所定

業務を遂行する。 
 

３ 情報連絡活動 
（１）被害状況の収集は、テレビ、ラジオ、インターネッ

ト、電話会議、社内通信システム等により収集する。 
（２）社内及び社外関係機関との連絡及び調整は、社内通信

システム、電話、インターネット等を用いて行う。 

 
【応急対策】 
１ 通信疎通の管理、制御等 

・ 通信の疎通状況を 24 時間体制で監視し、異常が発生す
れば通信疎通の制御、疎通ルートのう回措置、代替回線の
設定等あらかじめ定めた措置を早急に実施する。 

 
２ 災害用伝言板等の運用 
・ 災害発生時の運用基準に従い、災害被害者の安否確認の
手段として災害用伝言板等の運用を行う。 

 
３ 災害対策資機材の利用 

・ 災害対策用資機材として、移動基地局車、移動電源車、
可搬型移動基地局等のほか、対策要員の活動のための装備
品等を使用して対応する。 

 
４ 通信サービスの利用制限 
・ 災害の発生により通信の疎通が著しく困難な状態になっ
た場合には、重要通信の確保を前提に、通信の利用を一部
制限する場合がある。 
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機関名 内容 

５ 携帯電話等の貸出し 
・ 指定行政機関、地方公共団体等から要請を受けた場合、
貸出し用携帯電話の貸出に努める。 

 
【復旧対策】 
１ 復旧工事の計画・設計 
（１）応急復旧工事 

被災した通信設備等については、機能維持に必要な補
強整備工事等の応急措置を実施する。 

（２）本復旧工事 
被災した通信設備等については、機能等において被災

前の状態に復旧工事を実施するほか、被害の再発を防止
し、設備機能の充実又は改善を施した本格的な本復旧工
事を実施する。 

 
【注意事項】 
・ 応急対策又は復旧対策のため対策要員を派遣する場合
に、降灰による影響が人体及び交通への危険のない状況下
において実施する。 

楽 天 モ バ イ ル 
株 式 会 社 

【活動態勢】 
１ 対策本部の設置及び運営 
（１）災害が発生し、通信を確保するための応急復旧活動等

が必要であると判断された場合は、対策本部を設置す

る。 

（２）対策本部は、情報の収集、通信の疎通確保、復旧に関
する対策等を組織的かつ統一的に指揮する。 

（３）社内外の連絡及び調整を行う。 
 

２ 災害対策要員の招集と任務 
（１）実施する応急復旧の内容に応じて、あらかじめ定めて

おく所定要員を非常招集する。 

（２）招集された要員は、災害対策本部長の指揮の下で所定
業務を遂行する。 
 

３ 情報連絡活動 
（１）被害状況の収集は、テレビ、ラジオ、インターネッ

ト、電話会議、社内通信システム等により収集する。 

（２）社内及び社外関係機関との連絡及び調整は、社内通信
システム、衛星電話、電話、インターネット等を用いて
行う。 
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機関名 内容 

【応急対策】 
１ 通信疎通の管理、制御等 
・ 通信の疎通状況を 24 時間体制で監視し、異常が発生す
れば通信疎通の制御、疎通ルートのう回措置、代替回線の
設定等あらかじめ定めた措置を早急に実施する。 

 
２ 災害用伝言板等の運用 
・ 災害発生時の運用基準に従い、災害被害者の安否確認の
手段として災害用伝言板等の運用を行う。 

 
３ 災害対策資機材の利用 

・ 災害対策用資機材として、移動基地局車、移動電源車、
可搬型移動基地局等のほか、対策要員の活動のための装備
品等を使用して対応する。 

 

４ 通信サービスの利用制限 
・ 災害の発生により通信の疎通が著しく困難な状態になっ
た場合には、重要通信の確保を前提に、通信の利用を一部
制限する場合がある。 

 
５ 携帯電話等の貸出し 
・ 指定行政機関、地方公共団体等から要請を受けた場合、
貸出し用携帯電話、衛星携帯電話等の貸出に努める。 

 

【復旧対策】 
１ 復旧工事の計画・設計 
（１）応急復旧工事 

被災した通信設備等については、機能維持に必要な補
強整備工事等の応急措置を実施する。 

（２）本復旧工事 
被災した通信設備等については、機能等において被災

前の状態に復旧工事を実施するほか、被害の再発を防止
し、設備機能の充実又は改善を施した本格的な本復旧工
事を実施する。 

 
【注意事項】 

・ 応急対策又は復旧対策のため対策要員を派遣する場合
に、降灰による影響が人体及び交通への危険のない状況下
において実施する。 
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第 11節  火山灰の収集・運搬及び処分 

１  火山灰の取扱い及び処理の方向性 

〇 国による火山灰の最終処分の法的整備が行われるまでは、火山灰は、自然

物として処理する。 

〇 都は、国に対し、大規模噴火降灰時の火山灰の最終処分について、法的整

備を早急に進めるよう要望するとともに、国の対応を踏まえ、火山灰処理に

係る各主体の役割分担や実施体制を具体化し、収集から運搬、処分までの体

制を構築する。 

 

【法令上の火山灰の取扱い】 

・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」における「廃棄物」に該当しない。 

・ 「土壌汚染対策法」の対象外 

・ 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」における「廃棄物」に該当

し、船舶等からの海洋への廃棄は原則禁止 

※ 大量の降灰があった場合などにおいて、「環境大臣が緊急に処理すること

が必要と判断した場合」は、海洋への廃棄が認められる可能性がある。 

 

出典：中央防災会議「大規模噴火時の広域降灰対策について」 

 

２  火山灰の広域的な処分体制整備の方向性 

〇 国の「広域的な火山防災対策に係る検討会」が、平成 25 年（2013 年）５月

に公表した「大規模火山災害対策への提言」によると、「国は、都市に多量の

火山灰が堆積する時に、降灰除去機材の確保、優先的に除灰する道路や施設の

選定、除灰作業への機材や人員の投入などを施設管理者や関係機関と速やかに

調整する仕組みを構築すべきである。」とされている。 

〇 また、「国、地方公共団体は、大規模な噴火による降灰に備えて火山灰処分

場の確保や降灰除去機材の調達などを検討する火山防災協議会を超えるより広

域な枠組みを検討すべきである。」とされている。 

〇 大規模噴火降灰時に想定される火山灰量（中央防災会議降灰ＷＧ報告書ケー

ス２：都内約 1.2 億㎥、全体約 4.9 億㎥）は、処分までに相当の期間を要する

ことが想定されるため、広域的な処分方法等について国や他自治体等との連携

による検討を行い、処分先を確保する。 

〇 処分等には多額の費用が発生するため、費用分担についても検討する必要が

ある。また、処分等の費用について、活火山法等において、都道府県分の負担

軽減策を位置付けることも引き続き要望していく。 

〇 都内で想定される降灰は大量で広範囲に及ぶことが想定されるため、海上投

棄に対する柔軟な対応など、処分を行うための法的整備を早急に進めるよう、

国に対し、引き続き要望していく。 
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３  仮置き場の候補地選定基準 

〇 中央防災会議降灰ＷＧ報告書では都内で最大1.2億㎥の火山灰発生が想定さ

れるため、道路その他施設の火山灰の除去作業後、地域内及び近隣に一時的に

集積する場所を確保することが必要である。 

〇 仮置き場の候補地については、次の基準に基づき、区市町村と連携して候補

地を選定する。 

 

 
 

【火山灰を仮置く作業を行う場合の留意事項】 

〇 シート等を敷設するなど、用地の現状への回復や処分場への運搬がしやすい

工夫を行う。 

〇 仮置きした火山灰をシートで覆うなど、風による飛散防止を行う。 

〇 火山灰を仮置いたスペース周辺に排水溝を設置するなど、降雨による火山灰

の流出を防止する。 

〇 火山灰盛土の崩壊防止のため、積み置く高さを５ｍ以下とする。 

〇 東京都は広いスペースが限られるため、土のう袋を活用した積上げなど確保

した仮置き場の面積によって置き方を変更し、スペースを最大限活用できるよ

う効率的化を図る。 

〇 火山灰の仮置き作業に当たっては、防塵マスクやゴーグルを着用するなど、

粉じん対策を行う。  



第３部 

第３章  災害応急・復旧対策計画 

第 12 節  宅地等の降灰対策 

 

- 325 - 

４  火山灰の除去・収集・運搬 

○ 火山灰の除灰、収集・運搬は、原則として土地所有者又は施設管理者が行う。

ただし、宅地に降った火山灰は「第 12節 宅地等の降灰対策」による。 

 

第 12節  宅地等の降灰対策 

１  宅地等の降灰除去 

（１）対策内容と役割分担 

〇 火山噴火によって降灰が長期間続いた場合は、宅地、公園等に大きな被害を

与え、ひいては地域の経済活動及び市民の社会生活に著しい障害をもたらし、

地域の活力を失うこととなる。 

〇 このため、降灰によって被害が発生した場合は、早急な復旧対策を行い地域

の活力を取り戻す必要がある。 

〇 そのため、各関係機関は、平時から緊密な情報交換を行う必要がある。 

〇 宅地に降った火山灰は、所有者又は管理者が除去し、区市町村が指定する集

積場所へ搬出することが原則である。 

しかし、自助だけでは対応が困難な場合については、区市町村が必要な対応を

行う。 

〇 各機関の対応は、次のとおりである。 

機 関 名 対 策 内 容 

住 民 等 
○ 宅地内等の降灰除去 

○ 区市町村が指定する集積場所への搬出 

区 市 町 村 

○ 降灰予報及びその他火山情報の把握 

○ 宅地内等から搬出された降灰の集積場所の確保 

○ 集積場所からの降灰の運搬 

○ 降灰の処分 

○ 降灰厚等の測定 

○ 被害額の算定及び報告 

都 総 務 局 ○ 降灰予報及びその他火山情報の把握についての指導 

都 都 市 整 備 局 
○ 測定手法、被害額の算定等についての指導 

○ 国に対する被害状況、被害額等の報告 

国 土 交 通 省 

都 市 局 

○ 都及び区市町村から被害状況等の報告に基づく復旧対策

の助成措置 

 

（２）詳細な取組内容 

≪住民等≫ 

    〇 宅地内等の降灰は、原則として住民及び土地所有者等が自ら除去し、区

市町村が指定する集積場所に搬出する。 

≪区市町村≫ 

〇 降灰予報及びその他の火山情報を把握し、住民に対し家屋等の火山灰等

の除去に関する啓発、情報提供を行うものとする。 
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〇 家屋等に積もった火山灰等の除去は原則として所有者・管理者が実施す

るものとするが、区市町村は、避難行動要支援者の世帯等について、必要

に応じ近隣住民、自主防災組織、ボランティア等に対して、火山灰等の除

去作業の協力を呼びかけるなど、必要な対策を行うものとする。 

〇 住民が除去した火山灰の集積場所として、適当な場所を確保するものと

する。 

〇 区市町村が指定する集積場所に搬出された宅地等の降灰の収集・運搬・

処分をする。 

 

≪都総務局≫ 

〇 降灰予報及びその他火山情報火山情報の把握について指導を行う。 

 

≪都都市整備局≫ 

〇 測定手法、被害額の算定等について指導を行うとともに、国に対して被

害状況、被害額等の報告及び進達を行う。 

 

≪国土交通省都市局≫ 

〇 都及び区市町村からの降灰による宅地、公園等の被害状況等の報告に基

づいて、復旧対策の助成措置等を講ずる。 

 

２  農林水産施設 

（１）対策内容と役割分担 

○ 農林水産業における施設被害状況を把握し、事後対策等の技術指導を行う。 

機 関 名 対 策 内 容 

都産業労働局 

○ 区市町村を通じて被害状況の把握を行う。 

○ 復旧対応について、国及び関係機関との調整を行う。 

○ 農地、農林水産施設等に対し、火山灰の除去や施設復旧

を行う。 

○ 生産施設の倒壊防止や、火山灰による排水路等の閉塞防

止等に向けた技術的指導を行う。 

区 市 町 村 ○ 被害状況を把握し、都へ報告等を行う。 

（２）詳細な取組内容 

≪都産業労働局≫ 

〇 区市町村を通じて農林水産業における被害状況を把握し、関係機関等へ

情報提供を行う。 

〇 国への被害状況や被害額等の報告及び進達、復旧対応に関する調整を行

う。 

〇 降灰被害の大きい農地、農林水産業施設等に対し、火山灰除去や施設復

旧等を図る。 
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〇 パイプハウス等の生産施設の倒壊防止や、火山灰による排水路等の閉塞

防止に向けた事後対策等の技術指導を行う。 

 

≪区市町村≫ 

〇 被害箇所の復旧方法等について、都及び土地所有者と連絡調整等を行う。 

〇 各区市町村（農業関係所管部署）は、被害の情報を収集し、都農業振興事

務所又は都支庁を通じて、都産業労働局（農林水産部農業振興課）に報告し、

被害の拡大、二次災害を防止するための応急措置を速やかに実施する。 

 

３  営農指導 

（１）対策内容と役割分担 

○ 火山灰が農作物や施設に付着すると生育に悪影響を及ぼすため、事業者等が

迅速な除去を図れるよう指導、支援する。 

また、火山灰が土壌に混入すると土壌成分に影響し作物の生育に支障が出る

ため、成分分析や土壌改良の指導、支援を行う。 

○ 畜産農家には火山灰付着を防ぐ対策を促す。 

また、河川や養魚池への降灰による水質悪化に対応するため、被害状況の把

握や技術指導を行う。 

 

機 関 名 対 策 内 容 

都産業労働局 ○ 火山灰の除去に係る事業者等への技術指導、支援 

都産業労働局 

関 係 機 関 

○ 被災した農林漁業関係者に対する生活支援策を、迅速に

実施する 

○ 株式会社日本政策金融公庫による融資 

○ 経営資金等の融通 

○ 特別対策資金の融通 

○ 農林漁業団体に対する指導 

 

（２）詳細な取組内容 

≪都産業労働局≫ 

〇 農作物や被覆施設に火山灰が付着すると、光合成の阻害等により農作物

の生育に悪影響を及ぼすため、付着した火山灰を、できるだけ速やかに除

去するように支援する。 

〇 火山灰が多量に土壌に混入すると、土壌酸度、塩基置換容量、リン酸吸

収係数等に大きな影響を与え、作物の生育に影響をもたらすことがある。

そのため、土壌の成分分析、土壌改良資材等の混和や除灰等の的確な指導

を行う。 

〇 畜産農家に対して、放牧の取りやめや屋外にある牧草等をシートで被う

などにより、火山灰が付着した飼料等を食べさせないよう注意喚起を行う。 



第３部 

第３章  災害応急・復旧対策計画 

第 12 節  宅地等の降灰対策 
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〇 河川や養魚池への降灰による水質の悪化による魚のへい死のおそれがあ

るため、被害状況を把握するとともに、養殖業者に対する情報提供と技術

指導等を行う。 

〇 被災農林漁業者に対し、利用可能な制度融資の案内等を行う。 

〇 株式会社日本政策金融公庫は、農林水産業施設等の災害復旧資金及び被

災農林漁業者等の経営維持安定に必要な資金について融資を行う。 

〇 都は、農林水産物の被害が一定規模以上である場合においては、国の天

災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法（昭和3

0年法律第136号）の適用を受けて、被害農林漁業者等に対する経営資金等

の融通等の措置を講じる。 

〇 都は、農林漁業対策上必要と認めるときは、被害農林漁業者等に対する

特別対策資金の融通等の措置を講じる。 

〇 都は、災害時において、被災農林漁業者等が緊急に必要とする資金の融

通等に関し、農林中央金庫、関係金融機関等に対し、つなぎ資金の融通の

依頼その他被害の実情に即し適切な指導を行う。



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資 料 編 
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資料第１ 三宅村火山ガス関連資料 
（都総務局、本文 P14） 

二酸化硫黄濃度の段階に応じた行動基準 
「三宅村火山ガスに対する安全確保に関する条例施行規則」別表第１（第７条関係） 
二酸化

硫黄濃

度の段

階 

高 感 受 性 者 要  援  護  者 一        般 

屋外にい

る場合 
室内にいる場合 

屋外にい

る場合 
室内にいる場合 

屋外にい

る場合 
室内にいる場合 

レ
ベ
ル
１ 

１ ガス

マスクを

装着する。 

 

２ 室内

に入る。  

１ せきをしたりする

などの症状があればガ

スマスクを装着する。 

２ 体調の変化、その

後の二酸化硫黄濃度の

状況等に注意する。 

３ 脱硫装置が機能す

る場所に入る。 

４ 避難施設に避難

し、又は二酸化硫黄濃

度が低い地区に移動す

る。 

１ 屋外

での運動

はできる

限り避け

る。 

 

２ 室内

に入る。  

１ せきをしたりする

などの症状があればガ

スマスクを装着する。  

２ 避難施設に移動

する等二酸化硫黄の

吸入を少なくする対

策を行う。 

  

レ
ベ
ル
２ 

１ ガス

マスクを

装着する。 

  

２ 室内

に入る。  

１ 脱硫装置が機能

する場所に入る。 

２ 避難施設に避難

し、又は二酸化硫黄

濃度が低い地区に移

動する。 

１ 屋外

での運動

はできる

限り避け

る。  

 

２ 室内

に入る。  

１ せきをしたりす

るなどの症状があれ

ばガスマスクを装着

する。 

２ 避難施設に移動す

る等二酸化硫黄の吸入

を少なくする対策を行

う。 

 屋外で

の激しい

運動は避

ける。 

１ せきをしたりする

などの症状があればガ

スマスクを装着する。 

２ 体調の変化、その後

の二酸化硫黄濃度の状

況等に注意する。 

レ
ベ
ル
３ 

１ ガス

マスクを

装着する。  

 

２ 室内

に入る。  

１ 脱硫装置が機能

する 場所に入る。 

２ 避難施設に避難

し、又は二酸化硫黄

濃度が低い地区に移

動する。 

１ ガス

マスクを

装着する。 

 

２ 室内

に入る。 

１ せきをしたりする

などの症状があればガ

スマスクを装着する。 

２ 避難施設に移動す

る等二酸化硫黄の吸入

を少なくする対策を行

う。 

１ ガス

マスクを

装着する。 

 

２ 室内

に入る。  

１ せきをしたりする

などの症状があればガ

スマスクを装着する。 

２ 避難施設に移動す

る等二酸化硫黄の吸入

を少なくする対策を行

う。 

レ
ベ
ル
４ 

１ ガス

マスクを

装着する。 

 

２ 室内

に入る。  

避難施設に避難し、

もしくは二酸化硫黄濃

度が低い地区に移動

し、又は脱硫装置が機

能する場所において、

避難の準備をした上

で、待機する。ただし、

村長が現にレベル４の

警報が発令されている

地区から避難すべき旨

を発令した場合には、

当該地区から避難施設

に避難し、又は二酸化

硫黄濃度が低い地区に

移動する。 

１ ガス

マスクを

装着する。 

 

２ 室内

に入る。  

避難施設に避難し、

もしくは二酸化硫黄濃

度が低い地区に移動

し、又はせきをしたり

するなど症状があれば

ガスマスクを装着し、

避難の準備をした上

で、待機する。ただし、

村長が現にレベル４の

警報が発令されている

地区から避難すべき旨

を発令した場合には、

当該地区から避難施設

に避難し、又は二酸化

硫黄濃度が低い地区に

移動する。 

１ ガス

マスクを

装着する。 

 

２ 室内

に入る。  

 避難施設に避難し、も

しくは二酸化硫黄濃度

が低い地区に移動し、又

はせきをしたりするな

ど症状があればガスマ

スクを装着し、避難の準

備をした上で、待機す

る。ただし、村長が現に

レベル４の警報が発令

されている地区から避

難すべき旨を発令した

場合には、当該地区から

避難施設に避難し、又は

二酸化硫黄濃度が低い

地区に移動する。 

備 考 
１ この表において、要援護者とは、単独では迅速な行動が困難で、避難に当たって援護を必要とする 
 者をいう。 
２ この表において、屋外とは住宅等の建造物の外部をいい、室内とは住宅等の建造物の内部をいう。 
３ この表において、ガスマスクとは、二酸化硫黄濃度を緩和する機能を有するマスクをいう。 
４ 村民等は、外出の際はガスマスクの装着に備え、ガスマスクを常時携帯しなければならない。 
ただし、条例第５条第 1項第 1号及び第２号に規定する区域外においては、火山ガス状況に新たな 
変化が無い限り、外出の際にガスマスクを携帯する必要はない。 
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資料第２ 過去の噴火及び関連する活動 
（都総務局、本文 P15） 

伊豆大島 

年       代 噴   火   記   事 

684年 

（天武天皇13年） 

11月29日、大島の西方およそ350kmの京都で、東方よりの響きが聞かれた。 

この噴火により島の西北海岸に土地が増えたといわれる。しかしながらこの記録

は、はたして大島に関するものかどうかさだかではない。（日本書記） 

1112年 

（天永３年） 

11月22日より月末まで京都において東方よりの鳴動を聞く。またしばしば地震があ

った。 

1338年 

（延元３年） 

10月頃大量の降灰、当時三原山は雷鳴のごとき音響と共に火口上に連続的に噴煙柱

をあげる活動を続けていたようである。 

1415年 

（応永22年） 
５月21日、雷鳴のような響きを持った噴火、海水が熱くなった。 

1421年 

（応永28年） 

５月14日、伊豆大島焼けその響き雷の如く、海水熱湯の如くにして魚多く死す。

（鎌倉大日記） 

1442年 

（嘉吉２年） 
８月より翌年にかけて噴火発生、詳細不明 

1600又は1601年 

（慶長５又は６年） 
小活動 

1612又は1613年 

（慶長17又は18年） 
小活動 

1634年 

（寛永11年） 
小活動 

1684～1690年 

（貞亨元年～元禄３年） 

1684年３月29日、新しい火口（現在の三原山火口位置か？）より激しい噴火を開

始、４月の半ばまで続く。溶岩流出、東～北東方向に流下、海に達す。震動激しく大

島の住家の器財を破損、大島５ｹ村ともに砂が降り積もり、山中は１m以上、海岸近く

の住家のあたりでは数10cmが積もった。 

作物は全く実らず、噴火はおよそ７年間続いて終息する。 

1695年 

（元禄８年） 
４月14日噴火 

1777～1792年 

（安永６年～寛政４年） 

噴火活動中最大のものと考えられる。1777年８月31日より噴火開始、鳴動、地震を

伴い火山灰、火山毛を噴出、時折は休止することがあるものの、この型の活動が1778

年2月末まで続く。 

1778年４月19日、三原山の火口または北部山麓火口より溶岩が流出し、北～北東の

谷沿いに４km流下、その後活動はおさまり時折黒煙が三原火口より昇るのが見られ

た。10月に噴火再開、11月6日、三原山の南側山麓火口より溶岩流出、西南カルデラ

壁を越えて３km流下、11月14日または15日、大音響、噴煙とともに他の溶岩流が北東

にむかい５km離れた海に達した。 

12月18日には最初に流下した溶岩流の先端近くで爆発があった。 

1783年より1786年にかけてしばしば灰が降り１m以上積もった。多くの家屋が損壊

した。 

1777～1792年 

（安永６年～寛政４年） 
1792年の秋にいたって噴火はおさまった。 

1803年 

（亨和３年） 
11月14日噴火：翌日大島より北北東110kmの東京（江戸）に降灰 

1822～1824年 

（文政５～７年） 
２、３年の間降灰。諸作物が実らなかった。 

1837～1838年 

（天保８～10年） 

地震と雷のような音響を伴い噴火を開始、硫黄臭を伴った噴煙活動がおよそ20年間

つづく。 

1846年 

（弘化３年） 
やや顕著な活動 

1870年 

（明治３年） 
４日間活動 
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年       代 噴   火   記   事 

1876～1877年 

（明治９～10年） 

 

1876年12月末より1877年２月ごろまで噴火、三原山噴火孔底より噴出、スコリア丘

（後にナウマン丘と呼ばれるようになった）をつくる。 

1887年の春にはスコリア丘の一部火孔内に崩壊する。 

1912～1914年 

（明治45年～大正３年） 

 

 

 

 

 

 

 

1912年２月23日、噴火孔底に溶岩噴出を開始、６月10日まで噴火、新溶岩は噴火孔

底を満たし約90mの高さのスコリア丘を溶岩原上につくる。火山微動を伴う。噴火中

断後噴火孔底は徐々に沈降、噴出口があらわれる。 

1912年７月27日噴火再開、７月29日まで溶岩片を噴出、同様の活動を1912年９月16

日より翌年１月25日の間にも繰り返す。 

それらの活動よりさらに爆発的な活動が、1914年５月15日に始まり10日間続く。こ

の活動によって溶岩は噴出口を満たし噴火孔底にあふれる。いくつかのスコリア丘が

できる。村落近くまで降灰があった。５月29日には噴火孔底の中央部が階段状に沈降

していた。 

1915年 

（大正４年） 
10月10日頃から活動開始、約20日間続く。爆発音及び降灰 

1919年 

（大正８年） 

５～６月にかけて三原山火口内にスコリア丘が形成される。新スコリア丘の南半分

は中央火孔出現によって崩壊。この崩壊による爆発活動は11月末に発生 

1922～1923年 

（大正11～12年） 

1922年12月より1923年１月にかけて溶岩噴出活動、三原火口内にスコリア丘形成、

同じ頃溶岩三原火孔底を満たす。スコリア丘は基底よりの高さ42mに成長 

1933年 

（昭和８年） 
10月初めより小活動開始、溶岩片が三原山火口中央の噴火孔底に噴出 

1934年 

（昭和９年） 

４月15日、全島に微かな地響きを生じた後、三原山火口で爆発が起こり、黒煙が噴

出された。この日音響が間欠的に聞こえる。 

1935年 

（昭和10年） 

約１年間の静穏の後、４月26日活動開始、溶けた溶岩片を三原山火口中央噴火孔底

に噴出した。 

1938年 

（昭和13年） 

８月10日夜半から11日にかけてよく発泡したスコリアを中央噴火孔より噴出、噴火

孔の南側の火口原の一部にスコリア落下、火山毛の報告あり。 

1939年 

（昭和14年） 

１月から２月にかけて小噴火、７月には噴煙量増加、火口付近に降灰 

９月１日、中央火孔底に溶岩プール出現、９月３日まで溶岩片、灰を噴出、その後

プール表面は固化した溶岩皮殻に覆われる。９月16日、溶岩プール再び出現、噴出し

たスコリア噴火孔縁に達する。 

1940年 

（昭和15年） 

８月19日、スコリア、火山弾を中央噴火孔より噴出、三原火口底に最大２m積も

る。小スコリア、灰は東方２km以上に達する。 

1950～1951年 

（昭和25～26年） 

 

1950年７月16日、三原中央噴火孔の南側壁面より静かに溶岩が流失、その後ストロ

ンボリ式噴火を開始する。噴出した火山弾、スコリア、灰は噴石丘をつくる。その間

に噴火孔底に溶岩が出現、孔底を埋める。８月14日、溶岩は中央噴火孔より流れだし

三原火口原内にひろがる。９月の半ば頃、溶岩は三原火口を満たした後、西及び北側

の火口縁を越えて細い流れをつくり三原山中腹に流下する。約70日間の活動後、９月

23日にいたって噴火はやむ。三原火口を満たした溶岩の中央部は静穏期間内に徐々に

沈降する。 

1951年２月４日再び噴火、火口内に噴石丘をつくる。３月にはいってパホエホエ状

及びアア状の溶岩が火口縁を越えて西及び北方に流下、カルデラ原にひろがる。４月

初めより溶岩の流出はやむが噴火は爆発的になる。時折は黒煙柱を噴き上げ６月末ま

で活動が続く。噴火が終わると中央火孔が元の位置に生成される。そのため噴石丘の

北半分はその中に崩壊する。噴火孔の深さは数日で50mに達する。 

1950～1951年の活動によって噴出した噴出物の総量はおよそ2600万m2である。 

1951年    ６月 

（昭和26年） 

27日午後爆発的噴火、18時30分頃最盛、大爆発音が聞こえ、元村に著しい降灰。こ

の爆発は1950年～1951年の爆発活動中最大、火口周辺放出物で覆われる。厚さ２m、

西縁。28日以後２～３日のうちに火口中央部の陥没は50mに達す。旧来の中央堅杭状

火孔再現、噴石丘北半分は崩壊 

1952年 

（昭和27年） 

 

12月群発地震 



 

- 335 - 

年       代 噴   火   記   事 

1953年    １月 

（昭和28年） ９月 

10月 

  

11月 

  

12月 

  

 

群発地震 

群発地震 

４日19時頃より大島測候所ウィヘルト地震計に火山性微動記録。５日、８時32分噴

火始まる。７日頃もっとも強く、12日19時30分頃急におさまる。９日より13日にかけ

て噴火、12日の夕刻には溶岩流（長さ72m、幅８m）が認められる。１日より18日まで

10・11月の活動と同位置の噴出孔から噴煙、スコリアを打ち上げる。14日06時50分よ

り09時30分の間大島測候所において17gr/m2の降灰、16日22時より17日６時の間

32gr/m2の降灰。 

28日18時頃より噴火開始、元村でも音が聞こえる。 

1954年    １月 

（昭和29年） 

  

２月 

  

４月 

７月 

８月 

11月 

 

 

この噴火は16日まで続く。１月13～14日には大島の東北東及び50kmの富崎で爆発音

が聞かれた。 

15日、溶岩噴泉 

13時30分より溶岩が噴出孔より流出、５mの幅で竪穴状火口に流下する。17時30分頃には

竪穴状火口底の床の大部分を覆う。28～31日噴火弱まりつつ継続 

１日より８日噴火、８日以降噴火弱まる。この活動の期間中火口の北西及び1.5km

にある観測所（外輪山縁）で火山性微動が連続的に記録される。 

８日大きな微動（脈動） 

微動弱まる傾向 

1953～54年の噴孔地帯徐々に沈降、火孔壁の崩壊続き火孔底浅くなる。 

噴煙多い。 

1955年 

（昭和30年） 
９月７～８日群発地震、12月噴煙活動 

1956年 

（昭和31年） 
１月小爆発、火口付近に降灰、２月弱い噴煙活動、４、５月群発地震、８月小爆発 

1957年 

（昭和32年） 

１月群発地震、５～７月火山性微動、９月小爆発 

10月爆発的活動が激しくなる。13日1956年噴出孔の北東に接して新噴出孔を生じ

た。この爆発的噴火により54名遭難（死者１名、負傷者53名）。12月小爆発 

1958年 

（昭和33年） 
小爆発 

1959年 

（昭和34年） 
小爆発。８、10月群発地震 

1960年 

（昭和35年） 
群発地震。小爆発多数 

1961年 

（昭和36年） 
噴煙。５、６、11月山麓に降灰 

1962年 

（昭和37年） 
噴煙。小爆発。８～９月小噴火 

1963年 

（昭和38年） 
噴煙。小爆発。７～９月小噴火 

1964年 

（昭和39年） 
小噴火。12月爆発活発 

1965年 

（昭和40年） 
小噴火。時々火映 

1966年 

（昭和41年） 
時々小爆発 

1967年 

（昭和42年） 
小噴火。連続微動 

1968年 

（昭和43年） 
時々火映 

1969年 

（昭和44年） 
小爆発 
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年       代 噴   火   記   事 

1970年 

（昭和45年） 
１月弱噴火、火山毛噴出、火映 

1971年 

（昭和46年） 
火映、連続微動 

1972年 

（昭和47年） 
火映、連続微動 

1973年 

（昭和48年） 
11月18回の有感地震群発。12月噴煙活動 

1974年 

（昭和49年） 

２月28日～３月１日、小爆発、噴石、降灰、火山毛、空振、火映、噴出物 3,000

トン 

1975 

（昭和50年） 
静穏 

1976 

（昭和51年） 
静穏 

1977年 

（昭和52年） 
10月９日、31日及び11月４日、16日を中心に群発地震 

1978年 

（昭和53年） 
１月14日、1978年伊豆大島近海地震、M = 7.0、この地震によって火孔壁崩れる。 

1979年 

（昭和54年） 
静穏 

1980年 

（昭和55年） 
６月29日伊豆半島東方沖地震、M = 6.7 

1981年 

（昭和56年） 
静穏 

1982年 

（昭和57年） 
８月12日伊豆大島近海地震、M = 5.7 

1983年 

（昭和58年） 
１、12月群発地震 

1984年 

（昭和59年） 
８月30日～９月10日伊豆半島東方沖で地震群発、M = 4.5 

1985年 

（昭和60年） 
10月から伊豆半島東方沖で群発地震、M = 4.8 

1986年    ７月 

（昭和61年） ８月 

  

９月 

10月 

11月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12月 

下旬より間欠的火山性微動発現、以後発生続く。 

11～13日、26～27日地震群発（含有感）、22日の観測で火孔底温度分布に変化認め

られる。火孔縁でガス臭強い。 

間欠的火山性微動続く。 

24日、火山性微動連続となる。 

12日三原山火口内南側火孔壁の噴気が増大 

15日17時25分頃火口内南壁より噴火開始 

19日新噴出溶岩三原山火口内を埋め火口縁低部よりカルデラ床に流下を始める。 

20日朝より噴火は間隔が空くとともに爆発的になり、光環現象が見られるようにな

る。 

21日14時30分頃よりカルデラ北部で地震群発次第に激しさを増す。 

14時40分頃火口の噴火一時停止する。 

16時15分カルデラ床より割れ目噴火開始 

16時45分頃火口噴火再開 

17時46分頃外輪山外側で割れ目噴火再開 

21日20時45分頃火口群活動を停止 

22日02時頃カルデラ床の割れ目噴火衰える。 

 〃02～03時の間にＡ火口活動停止 

噴出物量、8,000万トン 

12日、山頂Ａ火口で噴火開始、約２時間続く。 
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年       代 噴   火   記   事 

1987年  １～４月 

（昭和62年） ５月 

 

６～10月 

11月 

 

 

 

火山性微動 

伊豆半島東方沖で群発地震、M = 5.1、23日頃より山頂火口下の微小地震発生増加

する。 

微小地震活動 

16日10時47分中央火孔陥没に伴って噴火、爆発音を伴う。噴出物推定量10,000トン

以下 

18日03時20分頃山頂火口中央火孔内に1986年溶岩崩壊する。深さおよそ150mの火孔

出現、火山性微動火口下の微小地震発生止む。 
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 新島（及び式根島） 

年       代 噴   火   記   事 

866年 

（仁和２年） 
噴火。安房の国に砂石粉土。京都に雷鳴聞こえる。降灰砂多く、牛馬倒死多数 

1936年 

（昭和11年） 
12月27～29日、群発地震、島内に被害多数（最大 M = 6.3） 

1957年 

（昭和32年） 
11月10～11日、群発地震 

1966年 

（昭和41年） 
５月～６月、群発地震 

1968年 

（昭和43年） 
２月24～27日、群発地震 

1983年 

（昭和58年） 
８月、群発地震 

2000年 

（平成12年） 

７月～９月、群発地震 

７月15日地震、M = 6.3、震度６弱 

     

 神津島 

年       代 噴   火   記   事 

838年 

（承和５年） 
噴火。降灰 

1965～1967年 

（昭和40～42年） 

群発地震 

1967年４月６日地震、M = 5.3 

1988～1989年 

（昭和63～平元年） 

群発地震 

1989年１月２日地震、M = 5.0 

1995年 

（平成7年） 
10月6～月末、群発地震、島内に被害多数（最大 M = 5.9） 

2000年 

（平成12年） 

７月～９月、群発地震（最大 M = 5.3） 

７月９日地震、M = 6.1、震度６弱 

 

三宅島 

年       代 噴   火   記   事 

1085年 

（応徳２年） 
噴火 

1154年 

（久寿元年） 
11月噴火 

1469年 

（応仁３年） 
12月噴火 

1535年 

（天文４年） 
３月噴火 

1595年 

（文禄４年） 
11月噴火 

1643年 

（寛永20年） 
３月噴火。３週間続く。阿古の村民は住居、農地を失い移住 

1712年 

（正徳元年） 

２月噴火。２週間続く。有感地震が頻発して２時間後の20時に山麓で噴火。溶岩海

中まで流出。阿古村で泥水が湧きだし、多くの家屋の埋没 

1763～1769年 

（宝暦13～明和６年） 
８月山頂から噴火。翌日、阿古村薄木より噴火。噴石、降灰、湧水多量 

1811年 

（文化８年） 
１月山頂から噴火。東北東へ火口移動。１週間続く。 

1835年 

（天保６年） 
11月地震、鳴動頻繁、西山腹で噴火。噴火終了後も地震頻発 

1874年 

（明治７年） 

７月３日噴火。西北山腹より大小の噴石を飛ばす。溶岩流下により東郷部落の30軒

余が埋没、焼失 

1940年 

（昭和15年） 

地熱の上昇、噴気の発現、地鳴り等が噴火前に気付かれる。７月12日19時30分頃雄

山北東山腹より噴火。13日の夜半よりは、山頂中央火口丘の大穴火口で噴火。多量の

降灰。８月15日には終息、死者11人 
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年       代 噴   火   記   事 

1962年 

（昭和37年） 

８月24日22時15分噴火。山腹中部火口群（海抜150～200m）から始まり、上方、下方への

裂線が拡大。23時頃には火柱が山腹から海岸まで並ぶ。26日に終息。噴火終了後、M = 5.9

の地震発生。８月30日には有感地震1,500回以上 

1983年 

（昭和58年） 

10月３日15時20分噴火。噴火前に５回の有感地震観測。南西山麓より始まり、上方、

下方に割れ目火口が成長。山腹の火口より谷筋を流下した溶岩は、都道を横切って阿

古集落へ流れ込み、400棟を超える住家を埋没、焼き尽くした。粟辺に向かった溶岩は

都道を横切り海岸線に達した。 

16時40分には南側山麓でマグマ水蒸気爆発。新鼻海岸付近でも火口が開口。これら

の火口より噴出した火山砂礫、灰等により、住宅、農地、山林が埋まる。翌４日の６時

に終息。噴火開始後約２時間は大振幅の連続微動が続いたが、次第に減衰。22時33分、

M = 6.2の地震発生。がけ崩れ等の被害発生 

2000年 

（平成12年） 

６月26日18時30分頃から地震発生。６月28日、西方海域で海底噴火。７月８日18時

43分山頂で噴火。７月14～15日、８月10日、13日、14日、18日、29日、９月９日にも山

頂噴火。噴火により山頂カルデラ内に直径1.6km、深さ450mの陥没孔が出現。大量の降

灰があり、８月18日には溶岩も噴出した。８月29日の噴火では低温の火砕流発生。 

火山性ガスの噴出は当初１日あたり数万トンにおよび、平成17年半ば以降は１日あ

たり２～３千トンで推移しており、火山活動は継続中 

 

八丈島 

年       代 噴   火   記   事 

1487年 

（長亨元年） 
噴火、このため飢饉になる。 

1518年 

（永正15年） 
２月28日噴火、５年続く。 

1522年 

（大永２年） 
翌年まで噴火、桑園被害大 

1605年 

（慶長10年） 
10月27日噴火、田畑被害 

2002年 

（平成14年） 
８月中旬～下旬、西山直下にマグマの貫入を示唆する群発地震と地殻変動が発生 

 

青ヶ島 

年       代 噴   火   記   事 

1652年 

（承応元年） 
噴煙 

1670年 

（寛文10年） 
火口より細砂噴出、約10年続く。 

1780年 

（安永９年） 
６月18～23日地震。火口に多量の湯湧出。池増大、温度上昇する。 

1781年 

（天明元年） 
５月10～11日地震。降灰、湯水湧出 

1783年 

（天明３年） 

４月10日地震の後、火口原に火孔生成。赤熱噴石により人家61軒焼失、砂や泥３、４

尺降り積もる。死者７人 

1785年 

（天明５年） 

４月18日頃噴火、灰や土砂が降る。５月頃まで続く。八丈島に避難できなかった140

名程死亡。以後50年余無人島になる。 

2001年 

（平成13年） 

６月29日から地震活動が始まる。７月４日から５日にかけ、断続的にマグニチュー

ド5.0を超える規模の地震が４回発生 
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資料第３ 観測機器の整備状況 
 

島
 
名
 

都
 

気
象
庁
 

東
京
大
学
地
震
研
究
所
 

防
災
科
学
技
術
研
究
所
 

国
土
地
理
院
 

他
の
国
の
機
関
 

町
又
は
村
 

伊
豆
大
島
 

 
・
地
震
計
 

４
 

・
地
震
計
(検

知
網
) 

１
 

・
震
度
計
 

１
 

・
傾
斜
計
 

３
 

・
GN
SS
 

３
 

・
空
振
計
 

４
 

・
光
波
測
距
計
 

２
 

(器
械
点
・
反
射
点
) 

・
監
視
カ
メ
ラ
 

３
 

・
体
積
ひ
ず
み
計
 

１
 

・
地
震
計
 

26
 

・
傾
斜
計
 

３
 

・
全
磁
力
計
 

10
 

・
GN
SS
 

12
 

・
電
磁
気
観
測
 

５
 

・
地
中
温
度
計
 

２
 

・
CO
2土

壌
ガ
ス
 

１
 

・
磁
力
計
 

２
 

 

・
地
震
計
 

６
 

・
傾
斜
計
 

４
 

・
地
磁
気
計
 

３
 

・
歪
計
 

１
 

・
温
度
計
 

４
 

・
雨
量
計
 

４
 

・
気
圧
計
 

４
 

 

・
GN
SS
 

４
 

国
土
地
理
院
及
び
海
上
保
安

庁
が
地
殻
変
動
観
測
、
水
準

測
量
等
の
観
測
を
実
施
し
て

い
る
。
 

・
震
度
計
 

１
 

利
 
島
 

・
地
震
計
 

１
 

・
震
度
計
 

１
 

・
地
震
計
(検

知
網
）
 

１
 

 
 

・
GN
SS
 

１
 

 
 

新
 
島
 

・
地
震
計
 

３
 

・
震
度
計
 

１
 

・
地
震
 

２
 

・
地
震
計
(検

知
網
) 
 
※
２
 

・
空
振
計
 

１
 

・
GN
SS
 

１
 

・
傾
斜
計
 

１
 

・
監
視
カ
メ
ラ
 

１
 

 
・
地
震
計
 

２
 

・
GN
SS
 

１
 

 
・
震
度
計
 

１
 

式
根
島
 

・
地
震
計
 

１
 

・
震
度
計
 

１
 

・
地
震
計
(検

知
網
) 

※
１
 

 
 

・
GN
SS
 

１
 

 
 

神
津
島
 

・
地
震
計
 

３
 

・
震
度
計
 

１
 

・
地
震
計
 

２
 

・
地
震
計
(検

知
網
) 

１
 

・
空
振
計
 

１
 

・
傾
斜
計
 

１
 

・
GN
SS
 

１
 

・
監
視
カ
メ
ラ
 

１
 

・
地
磁
気
 
 

１
 

・
地
震
計
 

１
 

・
地
震
計
 

３
 

・
傾
斜
計
 

２
 

・
歪
計
 

１
 

・
GN
SS
 

２
 

 
 

 資
料
第
３
 
観
測
機
器
の
整
備
状
況
 

 
（
都
総
務
局
、
気
象
庁
、
本
文

P4
2）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令
和
７
年
４
月
１
日
現
在

 



 

- 341 - 

 

島
 
名
 

都
 

気
象
庁
 

東
京
大
学
地
震
研
究
所
 

防
災
科
学
技
術
研
究
所
 

国
土
地
理
院
 

他
の
国
の
機
関
 

町
又
は
村
 

三
宅
島
 

・
地
震
計
 

４
 

・
震
度
計
 

１
 

・
傾
斜
計
 

２
 

・
水
位
・
水
温
計
 

３
 

・
地
震
計
 

４
 

・
地
震
計
(検

知
網
) 

１
 

・
空
振
計
 

４
 

・
傾
斜
計
 

２
 

・
GN
SS
 

５
 

・
震
度
計
 

１
 

・
監
視
カ
メ
ラ
 

４
 

・
全
磁
力
計
 

３
 

 
・
地
震
計
 

６
 

・
傾
斜
計
 

５
 

・
GN
SS
 

４
 

・
雨
量
計
 

２
 

・
気
圧
計
 

２
 

・
磁
力
計
 

２
 

・
GN
SS
 

４
 

 
・
震
度
計
 

１
 

御
蔵
島
 

・
地
震
計
 

１
 

・
震
度
計
 

１
 

・
地
震
計
(検

知
網
) 

１
 

 
 

・
GN
SS
 

１
 

 
 

八
丈
島
 

・
地
震
計
 

５
 

・
震
度
計
 

１
 

・
傾
斜
計
 

１
 

・
地
震
計
 

２
 

・
地
震
計
(検

知
網
) 

３
 

・
震
度
計
 

１
 

・
傾
斜
計
 

２
 

・
GN
SS
 

１
 

・
監
視
カ
メ
ラ
 

１
 

・
空
振
計
 

１
 

 
・
地
震
計
 

３
 

 

・
GN
SS
 

１
 

 
・
震
度
計
 

１
 

青
ヶ
島
 

・
地
震
計
 

４
 

・
震
度
計
 

１
 

・
地
熱
計
 

３
 

・
地
震
計
 

２
 

・
地
震
計
(検

知
網
) 

１
 

・
傾
斜
計
 

１
 

・
空
振
計
 

１
 

・
GN
SS
 

１
 

・
監
視
カ
メ
ラ
 

２
 

 
・
地
震
計
 

1 

 

・
GN
SS
 

１
 

 
 

 
 
(注

)１
 
数
字
は
設
置
機
器
数
 

 
 
 

 
２
 
火
山
観
測
機
器
及
び
地
震
観
測
機
器
を
区
別
せ
ず
掲
載
し
た
。
 

 
 
 

 
３
 
臨
時
に
設
置
し
た
観
測
機
器
を
除
く
。
 

 
 
 

 
４
 
気
象
庁
の
「
地
震
計
（
検
知
網
）
」
（
津
波
地
震
早
期
検
知
網
）
は
、
地
震
計
と
震
度
計
の
機
能
を
備
え
て
い
る
。
 

 
 
 

 
 
 
※
式
根
島
に
設
置
し
て
い
る
地
震
計
（
検
知
網
）
は
、
新
島
の
地
震
観
測
と
式
根
島
の
震
度
観
測
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
新
島
及
び
式
根
島
そ
れ
ぞ
れ
に
計
上
し
た
。
 

  



 

- 342 - 

資料第４ 東京港の現況 
（都港湾局、本文 P44） 

１ 外郭施設 （令和７年４月現在） 

名  称 延 長（m） 名  称 延 長（m） 

中央防波堤 3,690.0 城南島小型油槽船だまり波除堤 100.0 

東防波堤 615.0 芝浦小型船だまり波除堤 171.2 

西防波堤 284.5 13号地小型船だまり波除堤 127.0 

12号地貯木場南側波除堤 1,340.0 13号地小型船だまり防波堤 106.9 

12号地貯木場東側波除堤 431.4 13号地防波堤 260.0 

12号地貯木場西側波除堤 844.0   

12号地木材投下泊地防波堤 430.0     

  計   8,400.0 

 

２ 水域施設 （令和７年４月現在） 

区       分  幅員又は面積 水        深  

第１航路   

第２航路  

第３航路 

芝浦はしけだまり 

西芝浦はしけだまり 

13号地その2（はしけだま

り） 

7号地 船だまり 

城南島小型油槽船だまり 

大井はしけだまり 

幅 員 600～700m 

幅 員      300m 

幅 員 300～550m 

面 積   77,000m2 

面 積    7,252m2 

面 積   24,003m2 

面 積  107,000m2 

面 積   18,650m2 

面 積    9,500m2 

A. P.  -15.0m～-16.0m 

A. P.  -12.0m 

A. P.  -12.0m 

A. P.   -4.0m 

A. P.   -3.0m 

A. P.   -4.0m 

A. P.   -4.0m 

A. P.   -4.0m 

A. P.  -11.0m 

 

３ 係留施設 （令和７年４月現在） 

   施設規模 

 

 

 係留施設 

大     型     船 小型船 

合  計 
水       深  水  深 

 計 
9.0m以上 

 

7.5m以上 

9.0m未満 

4.5m以上 

7.5m未満 

4.5m未満 

 

係
船
岸 

公共 

延長

（m） 
15,768 6,846 4,833 4,089 2,833 18,601 

バース数 112 28 34 50   112 

専用 

延長

（m） 
6,299 4,324 1,315 660 247 6,546 

バース数 37 17 12 8 4 41 

計 

延長

（m） 
22,067 11,170 6,148 4,749 3,080 25,147 

バース数 149 45 46 58 4 153 

係
船
浮
標 

公共  3  3     3 

専用        

 計  3  3     3 

（注）１ 公共の大型船係留施設には、客船バースは含むが、官庁船バースは除いている。 

小型船係留施設には、現在貨物が取り扱われていない施設は除いている。 

（注）２ 専用施設には、港内にある係留施設全てを含む。 
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資料第５ 東京港港湾区域図及び京浜港（東京区）港域図 
（都港湾局、本文 P44） 

 
  

港湾区域面積約5,164ha 
（令和７年４月１日現在） 



 

- 344 - 

資料第６ 島しょ港湾（地方港湾）一覧表 
（都港湾局、本文 P44） 

施設の現況  令和７年４月１日現在 

島 名 港 名 施設名 規模（m） 

大島 

元町港 岸 壁 460 

岡田港 岸 壁 430 

波浮港 岸 壁 135 

利島 利島港 岸 壁 530 

新島 新島港 岸 壁 380 

式根島 式根島港 岸 壁 150 

神津島 神津島港 岸 壁 440 

三宅島 三池港 岸 壁 230 

御蔵島 御蔵島港 岸 壁 300 

八丈島 
神湊港 岸 壁 310 

八重根港 岸 壁 230 

青ヶ島 青ヶ島港 物揚場 54 

父島 二見港 岸 壁 360 

母島 沖港 岸 壁 180 
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資料第７ 伊豆諸島の港湾等位置図 
（都港湾局、本文 P44） 
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資料第８ 小笠原諸島の港湾等位置図 
（都港湾局、本文 P44） 

 
 

 
 

東京より父島まで

約 998km(航路) 

東京より父島まで

約 998km(航路) 
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資料第９ 島しょ漁港の現況 
（都港湾局、本文 P45） 

 
伊豆諸島                         令和７年４月１日現在 

島 名 漁港名 種 類 施設名 規模（m） 

大島 

元町 1 
防波堤 568 

岸壁 187 

岡田 1 
防波堤 330 

岸壁 284 

野増 1 
防波堤 349 

岸壁 140 

差木地 1 
防波堤 255 

岸壁 111 

泉津 1 
防波堤 174 

岸壁 90 

新島 

若郷 1 
防波堤 875 

岸壁 544 

羽伏 1 
防波堤 407 

岸壁 450 

式根島 

野伏 1 
防波堤 309 

岸壁 575 

小浜 1 
防波堤 149 

岸壁・物揚場 203 

神津島 三浦 4 
防波堤 915 

岸壁 1,071 

三宅島 

湯の浜 1 
防波堤 576 

岸壁 210 

伊ヶ谷 1 
防波堤 345 

岸壁・物揚場 298 

大久保 1 
防波堤 357 

物揚場 101 

坪田 2 
防波堤 938 

岸壁・物揚場 435 

阿古 4 
防波堤 674 

岸壁 1,111 

八丈島 

洞輪沢 1 
防波堤 523 

岸壁 229 

中之郷 1 
防波堤 251 

岸壁 105 

神湊 4 
防波堤 901 

岸壁 1,028 

八重根 4 
防波堤 886 

岸壁 752 

※防波堤には、突堤及び防波護岸の延長を含む。  

     

小笠原諸島     

父島 二見 4 
防波堤 460 

岸壁・物揚場 717 

母島 母島 4 
防波堤 293 
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資料第10 島しょ海岸保全施設の現況 
（都港湾局、都建設局、本文 P45） 

①  都港湾局所管分                                  令和７年４月１日現在 

島 別 
港湾別内訳 

港湾名 施設延長 

大  島 

元町港 

岡田港 

 

 

波浮港 

野増漁港 

 

泉津漁港 

護岸     920m 

護岸     327m 

突堤      50m 

離岸堤    230m 

護岸     941m 

護岸    615m 

離岸堤    315m 

離岸堤     95m 

利 島 

 

利島港 

護岸     387m 

突堤         59m 

護岸提    240m 

新 島 

新島港 

 

 

若郷漁港 

 

 

護岸   1,512m 

突堤     414m 

離岸堤   1,271m 

突堤     168m 

離岸堤    797m 

潜堤     47m 

神津島 

 

神津島港 

 

護岸      725m 

潜堤      510m 

三宅島 

三池港 

 

 

大久保港 

 

阿古漁港 

 

 

防潮堤    559m 

護岸      369m 

護岸提（潜提）  200m 

護岸      595m 

消波堤    514m 

護岸      355m 

離岸堤    247m 

消波堤    182m 

御蔵島 

 

御蔵島港 

 

 

護岸         46m 

 

八丈島 

神湊港 

 

 

神湊漁港 

八重根漁港 

 

洞輪沢漁港 

 

 

護岸      255m 

突堤       400m 

離岸堤     495m 

消波堤       70m 

護岸     43m 

防潮堤      308m 

 

護岸       259m 

離岸堤     212m 

 

青ヶ島 

 

青ヶ島港海岸 

 

護岸       50m 
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② 都建設局所管分                                 

島 別 
建設海岸別内訳 

海岸名 施設延長 

大  島 

泉津 

 

行者 

 

筆島 

 

 

 

砂浜 

 

湯の浜 

 

 

泉浜 

 

護岸       12m 

 

護岸      410m 

 

護岸      169m 

人工リーフ 293m 

波消工   110m 

 

護岸      444m 

 

護岸      927m 

人工リーフ 340m 

 

護岸    2,639m 

波消工   92m 

利 島 前浜 

  

護岸      160m 

新 島 

羽伏浦 

 

 

間々下 

 

 

和田浜 

 

 

若郷 

 

護岸      826m 

波消工  2,965m 

 

護岸    1,490m 

波消工   383m 

 

護岸    32m 

人工リーフ 124m 

 

護岸    1,279m 

波消工   225m 

式根島 釜の下 護岸      488m 

神津島 

多幸浜 

 

沢尻長浜 

 

護岸    1,557m 

 

護岸    1,512m 

人工リーフ 376m 

三宅島 

横まま 

 

ナゴラ 

 

 

阿古 

 

護岸      549m 

 

護岸      326m 

人工リーフ 200m 

 

護岸      595m 

波消工   451m 

御蔵島 御蔵 護岸      461m 

八丈島 

垂戸 

洞輪沢 

汐間 

乙千代ヶ浜 

横間々ヶ浦 

護岸      190m 

護岸      118m 

護岸      311m 

護岸      137m 

護岸      654m 
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資 料 第11 東 京 都 防 災 行 政 無 線 多 重 回 線 構 成 図 （ 区 部 ・ 多 摩 ） 
  (都

総
務
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、
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資 料 第12 東 京 都 防 災 行 政 無 線 移 動 系 回 線 構 成 図 
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資 料 第13 東 京 都 防 災 行 政 無 線 回 線 構 成 図 
 

 
 

 

 

(都
総
務
局
、
本
文

P1
00
) 

資
料
第
13
 
東
京
都
防
災
行
政
無
線
回
線
構
成
図
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資料第14 区市町村の保有する防災行政無線等一覧表 
（都総務局、本文 P100） 

（平成 29年４月１日現在） 
（1） 特 別 区                    （2） 市 

   種別 

 

 

団体名 

区市町村防災行政無線 

地域防災 

無線 

    種別 

 

 

団体名 

区市町村防災行政無線 

地域防災 

無線 

固定局 
移動局 

 

固定局 
移動局 

 屋 外 戸 別 屋 外 戸 別 

千 代 田 
局 

85  

局 

215  

局 

― 

局 

356  
八 王 子 

局 

421 

局 

414 

局 

－ 

局 

318 

中  央 83 86 ― 293  立  川 81  ― 13  199 

港 126 213  210  ― 武 蔵 野 47  81 189 ― 

新  宿 103 423 68  196  三  鷹 54  279  ― 188  

文  京 96  435 130  62  青  梅 126  100 74  ― 

台  東 75 - 48  104  府  中 131  48  160  ― 

墨  田 65  169 ―  197  昭  島 64  50  83  ― 

江  東 159  1 261  ― 調  布 115  135  147  ― 

品  川 136  280  ― 206  町  田 262  176  191  ― 

目  黒 65  148 266  ― 小 金 井 58  ― ― 119  

大  田 250 614 ― 404  小  平 65  ― 18  110  

世 田 谷 189  310 35  439  日  野 123  142  136  162  

渋  谷 84  149 167  ― 東 村 山 63  130  59  ― 

中  野 113  588  203  ― 国 分 寺 41  ― 2 ― 

杉  並 126 720 ― 225  国  立 32  ― ―  98  

豊  島 76  650 176  ― 福  生 54  150  58  ― 

北 109 1,018 406  ― 狛  江 27  12  91  ― 

荒  川 104  250 ―  262  東 大 和 52  ― 18 ― 

板  橋 165 80 187  ― 清  瀬 39  ―  90  ― 

練  馬 207 1,604 ― 141  東久留米 49  38  5  143  

足  立 186 393  ― 351  武蔵村山 59  ― ―  141  

葛  飾 131  200 ― 229  多  摩  114  98  78  112  

江 戸 川 290 365 325  ― 稲  城 58  ― 78  ― 

区  計 3,023  8,911  2,482  3,465  羽  村 53  ― 60  ― 

（3） 町 村 あきる野 109  782  136  ― 

瑞 穂 町 
局 

49 

局 

56 

局 

41 
局 

西 東 京 75  ― 15  140  

市  計 2,372  2,635  1,701  1,730  

日の出町 38  900 71  ― 

 

 

桧 原 村 32  1,150  54  ― 

奥多摩町 5  2,881  39  ― 

多摩町村計 124 4,987  205  0  

大 島 町 82  ― 55  ― 

利 島 村 4  171  ―  ―  

新 島 村 30  1,800  53  ― 

神津島村 22  950  8  ― 

三 宅 村 46  1,712  45  ― 

御蔵島村 ― ― ― ―  

八 丈 町 41  4,385  15  ― 

青ヶ島村 12  ― 11  ― 

小笠原村 20  1,603  ― ― 総  計 5,776  27,154  4,575  5,195  

島しょ町村計 257  10,621  187  0   
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資料第15 区市町村等の通信連絡態勢 
（都総務局、本文 P100） 

 

機関名 内    容 

区 市 町 村 

及び防災機関 

１ 連絡態勢の確保 

   夜間及び休日を含め、常時、都と通信連絡が開始できるよう通信連絡態勢を

整備する。 

２ 通信連絡責任者の選任等 

   都本部、都各部局、区市町村及び防災機関は、情報の収集、伝達に関する直

接の責任者として正副各1名の通信連絡責任者を選任する。また、通信連絡責任

者は、通信連絡事務従事者をあらかじめ指名する。 

都 

１ 通常態勢時における通信連絡態勢 

  都本部が設置されるまでの間、都の通信連絡は、通常の勤務時間においては

都総務局（総合防災部）が担当し、夜間休日等の時間外において災害対策要員

が参集するまでの間は、東京都夜間防災連絡室が担当する。 

２ 通信連絡責任者の選任 

  都各部局は、前記区市町村の例と同様、通信連絡責任者を選任する。 

３ 即応本部を設置した場合の通信連絡態勢 

（１）即応本部が設置された場合には、原則として即応本部（都総務局総合防

災部）に一元的に情報連絡を集約する。 

（２）都各部局は、各機関相互及び即応本部との連絡、非常配備態勢への移行

等に備えて情報連絡責任者及び若干の職員を配置する。 

（３）情報連絡を密にするため、都各部局は必要に応じ、情報連絡のための要

員を即応本部に派遣する。 

４ 都本部設置後の通信連絡態勢 

（１）都本部への通信連絡は、東京都防災センター内指令情報室において処理

する。 

（２）都本部及び都各部局は、情報の収集、伝達に係る事務に従事させるた

め、あらかじめ通信連絡事務従事者を指名し、通信連絡事務に従事させる。 

５ 通信連絡の方法 

  通信連絡は、原則として東京都防災行政無線の電話、ファクシミリ、災害情報

システム端末、画像端末及びモバイル衛星通信機器を使用して行うものとす

る。 
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資料第16 電報サービスの優先利用 
（NTT東日本、NTTドコモ、本文 P100） 

 

（非常扱いの電報及び緊急扱いの電報の伝送及び配達の順序） 

（１）非常扱いの電報の配達の順序 

天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生のおそれがある場合の災害予防もしくは、救援、交通、通信

もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする電報（以下「非常扱いの電報」とい

う。）は、他の電報に先立って伝送及び配達する。 

（２）非常扱いの電報の内容 

非常扱いの電報は、次の事項を内容とする電報を次の機関等において発信し、又は配達を受ける場合に限り取

扱う。 

通 話 の 内 容 機   関   等 

１ 気象、水象、地象若しくは地動の報告又は警報に関

する事項であって、緊急を要するもの 

気象機関相互間 

２ 洪水、津波、高潮等が発生し、もしくは発生するお

それがあることの通報又はその警報もしくは予防のた

め緊急を要する事項 

水防機関相互間 

消防機関相互間 

水防機関と消防機関相互 

３ 災害の予防又は救援のため緊急を要する事項 消防機関相互間 

災害救助機関相互間 

消防機関と災害救助機関相互間 

４ 鉄道その他の交通施設（道路、港湾等を含む。）の

災害予防又は復旧その他輸送の確保に関し、緊急を要

する事項 

輸送の確保に直接関係がある機関相互間 

５ 通信設備の災害の予防又は復旧その他通信の確保に

関し、緊急を要する事項 

通信の確保に直接関係がある機関相互間 

６ 電力施設の災害予防又は復旧その他電力の供給の確

保に関し、緊急を要する事項 

電力の供給の確保に直接関係がある機関相互間 

７ 秩序の維持のため緊急を要する事項 警察機関相互間 

防衛機関相互間 

警察機関と防衛機関相互間 

８ 災害の予防又は救援のため必要な事項 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するお

それがあることを知った者と前各欄に掲げる機関との間 

（３）緊急扱いの電報の内容 

緊急扱いの電報は、次の事項を内容とする電報を次の機関等において発信し、又は配達を受ける場合に限り取

扱う。（NTTドコモ除く。） 

電 報 の 内 容 機 関 等 

１ 気象、水象、地象もしくは地動の観測の報告又は警

報に関する事項であって、緊急を要するもの 

気象機関相互間 

２ 火災、集団的疫病、交通機関の重大な事故その他人

命の安全に係る事態が発生し、又は発生するおそれが

ある場合において、その予防、救援、復旧等に関し、

緊急を要する事項 

（１）非常扱いの電報を取扱う機関相互間（前項の表中

８欄に掲げるものを除きます。） 

（２）緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるこ

とを知った者と（１）の機関との間 

３ 治安の維持のため緊急を要する事項 （１）警察機関相互間 

（２）犯罪が発生し、又は発生するおそれがあることを

知った者と警察機関との間 

４ 国会議員又は地方公共団体の長若しくはその議会の

議員の選挙の執行又はその結果に関し、緊急を要する

事項 

選挙管理機関相互間 

５ 天災、事変その他の災害に際しての災害状況の報道

を内容とするもの 

 別記１の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信

社の機関相互間 

６ 船舶内の傷病者の医療について指示を受け又は指示

を与えるために必要な事項 

船舶と別記２の病院相互間 



 

- 357 - 

電 報 の 内 容 機 関 等 

７ 水道、ガス等の国民の日常生活に必要不可欠な役務

の提供その他生活基盤を維持するため緊急を要する事

項 

（１）水道の供給の確保に直接関係がある機関相互間 

（２）ガスの供給の確保に直接関係がある機関相互間 

（３）預貯金業務を行う金融機関相互間 

（４）国又は地方公共団体の機関（前項の表及びこの表

の１欄からこの欄の（３）までに掲げるものを除きま

す。）相互間 
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別記１（新聞社等の基準）（NTT東日本） 

区  分 基        準 

１ 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 

（１）政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あま

ねく発売されること。 

（２）発行部数が１の題号について、8,000部以上であること 

２ 放送事業者 電波法（昭和25年法律第131号）の規定により放送局の免許を受けた者 

３ 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は

放送事業者が放送をするためのニュース又は情報（広告を除きます。）をいいます。）を供給す

ることを主な目的とする通信社 

 
別記２ 医療のための無線電報を発信し、又は配達を受ける病院（NTT東日本） 

名   称 位   置 あ  て  名 

小樽掖済会病院 小樽市色内１の10の17 ｵﾀﾙｴｷｻｲ 

宮城利府掖済会病院 宮城郡利府町森郷字新太子堂51 ﾐﾔｷﾞﾘﾌｴｷｻｲ 

横浜掖済会病院 横浜市中区山田町１の２ ﾖｺﾊﾏｴｷｻｲ 

名古屋掖済会病院 名古屋市中区松年町４の66 ﾅｺﾞﾔｴｷｻｲ 

大阪掖済会病院 大阪市西区本田２の１の10 ｵｵｻｶｴｷｻｲ 

神戸掖済会病院 神戸市垂水区学ヶ丘１の21の１ ｺｳﾍﾞｴｷｻｲ 

日本海員掖済会門司病院 北九州市門司区清滝１の３の１ ﾓｼﾞｴｷｻｲ 

日本海員掖済会長崎病院 長崎市樺島町５の16 ﾅｶﾞｻｷｴｷｻｲ 

独立行政法人地域医療機能推進機構

東京高輪病院 
東京都港区高輪３の10の11 ﾄｳｷｮｳｾﾝｲﾝﾎｹﾝ 

船員保険無線医療センター 
横浜市保土ヶ谷区釜台町 43の１ 

 横浜船員保険病院内 

ｾﾝﾎﾟﾑｾﾝｲﾘｮｳｾﾝﾀｰ又は 

ﾖｺﾊﾏｾﾝｲﾝﾎｹﾝ 

大阪船員保険病院 大阪市港区築港1の８の30 ｵｵｻｶｾﾝｲﾝﾎｹﾝ 

 
 

（非常・緊急電報の申し込み） 

区     分 内     容 

非常扱い及び緊急扱い電報 

１ 加入電話から、市外局番なし「115番」へダイヤルし、申し込む。※ 

受付時間：8：00～19:00 

※NTT東日本の加入電話、ひかり電話、NTTドコモの携帯電話、その他一部事業者から

利用できる。契約の利用回線によってNTT東日本以外の事業者の電報受付センタに

接続される場合がある。その際はNTT東日本の電報を希望と伝える。 

２ 非常扱い及び緊急扱い電報を発信するときは、発信人は「非常扱い及び緊急扱い

電報」である旨を告げるものとする。 

 

（非常・緊急電報の配達順位） 

区     分 内     容 

非 常 扱 い 電 報 非常扱い電報は、他の電報に先立って配達する。 

緊 急 扱 い 電 報 緊急扱い電報は、他の電報（非常扱い電報を除く。）に先立って配達する。 

 

（非常・緊急電報の料金） 

区     分 内     容 

非 常 及 び 緊 急 扱 い 電 報 料金は普通電報と同額とする。 
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資料第17 支庁を中心とした通信連絡系統 
（都総務局、本文 P100） 

 １ 大島支庁通信連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 三宅支庁通信連絡系統 

 

 

指示系統 

連絡系統 

消防本部 

消防団 

大 島 町 

利 島 村 

新 島 村 

神津島村 

(各災害対策本部) 

大島支庁 

 

（地方隊） 

東京都 

災害対策本部 

 

大島警察署 

 

各駐在所 各支所等 

住  民 

伊豆大島火山防災連絡事務所 

関係機関 

指示系統 

連絡系統 

三 宅 村 

御蔵島村 

(各災害対策本部) 

三宅支庁 

 

（地方隊） 

東京都 

災害対策本部 

 

三宅島警察署 

 

各駐在所 各支所等 

住  民 

関係機関 

消防本部 

消防団 

三宅島火山防災連絡事務所 
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 ３ 八丈支庁通信連絡系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 小笠原支庁通信連絡系統図（総務局） 

 

 

  

指示系統 

連絡系統 

消防本部 

消防団 

八 丈 町 

青ヶ島村 

(各災害対策本部) 

八丈支庁 

 

（地方隊） 

東京都 

災害対策本部 

 

八丈島警察署 

 

各駐在所 各支所等 

住  民 

関係機関 

指示系統 

連絡系統 

小 笠 原 村 

(各災害対策本部) 

小笠原支庁 

（地方隊） 

東京都 

災害対策本部 

小笠原警察署 

小笠原総合事務所 

母島支所 

住  民 

関係機関 

気象庁父島 

気象観測所 

母島出張所 

（分隊） 
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資料第18 給与品事前購入分一覧表 
（都総務局、都福祉局、本文 P113） 

（令和６年３月31日） 
 

区 
 
 
 
 
 
 
 

分 数 
 
 

量 金額（評価額） 

 
 
 
 
 
 

都
総
務
局 

食
料
品
・
生
活
必
需
品
等 

クラッカー 975,060食 162,835,500円 

クリームサンドビスケット 1,285,290食 220,952,382円 

クッキー 1,746,000食 305,240,400円 

アルファ化米 3,991,400食 690,133,338円 

即席めん 2,200,000食 374,000,000円 

毛布 637,303枚 1,707,306,787円 

ビニールゴザ・カーペット 1,006,021枚 1,073,231,479円 

肌着 4,380組 2,965,456円 

安全キャンドル 32,869本 37,585,778円 

コンロ 6個 14,361円 

なべセット 23,998個 58,828,582円 

やかん 7,998個 23,708,791円 

簡易風呂・シャワー 30組 89,939,600円 

簡易トイレ 7,690組 12,879,010円 

折畳式リヤカー 100台 9,888,000円 

水袋詰機 5機 44,805,000円 

家庭用テント 964張 28,903,901円 

ビッグテント 17張 28,191,100円 

紙おむつ 366,402枚 22,444,659円 

生理用品 720,000枚 7,128,000円 

 
 

小計   4,900,982,124円 
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都
福
祉
局
・
都
保
健
医
療
局 

食
料
品
・
医
療
資
器
材 

オストメイト 13,713枚 12,783,769円 

調製粉乳 23,472缶 21,609,220円 

ほ乳びん 10,000本 5,528,250円 

乳児用液体ミルク 6,528缶 1,171,169円 

医療資器材 255,000人分 473,812,518円 

 
 

小計   514,904,926円 

合計  5,415,887,050円 
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資料第19 ヘリコプターの機種及び性能基準 
（警視庁、本文 P126） 

 
１ 機 種 

 （１）  はやぶさ１・３号       レオナルド式Ａ１０９Ｓ型 

  （２）  はやぶさ２号         ユーロコプター式ＥＣ１３５型 

  （３）  はやぶさ４号         アグスタ式Ａ１０９Ｅ型 

  （４）  おおとり１・５号       ユーロコプター式ＥＣ１５５Ｂ１型 

  （５）  おおとり２・３・６号     アグスタウエストランド式ＡＷ１３９型 

  おおとり４号         アグスタベル式ＡＢ１３９型 

 （６）  おおとり６・８号       ベル式４１２型（おおとり８号はおおとり７号として更新準備中） 

 （７）  おおとり７号         更新準備中 

 （８）  おおぞら１号         エアバス・ヘリコプター式ＡＳ３３２Ｌ１型 

 （９）  おおぞら２号         エアバス・ヘリコプター式ＥＣ２２５ＬＰ型 

 

２ 機種別の性能 

 はやぶさ おおとり おおぞら 

１号 ２号 ３号 ４号 １号 ２号 ３号 ４号 ５号 ６号 ７号 ８号 １号 ２号 

巡航速度 
280 

km/h 

257 

km/h 

280 

km/h 
285 

km/h 

271 

km/h 

290 

km/h 

290 

km/h 

290 

km/h 

271 

km/h 

226 

km/h 
更 

新 

準 

備 

中 

226 

km/h 

262 

km/h 

240 

km/h 

航続時間 3:00 3:10 3:00 3:10 3:55 4:15 4:15 4:15 3:55 4:10 4:30 4:55 4:40 

有効搭載量 
1019 

kg 

1012 

kg 

1019 

kg 

855 

kg 

1712 

kg 

2132 

kg 

2132 

kg 

2132 

kg 

1667 

kg 

1846 

kg 

1870 

kg 

2666 

kg 

4097 

kg 

座席数 ８席 ８席 ８席 ８席 14席 14席 14席 17席 14席 13席 13席 22席 22席 

離着陸面積 45m×45m 

使用燃料 航空用ジェットＡ－１ 

最小視程 通常は5km以上、緊急時は1.5km以上 

最低雲高 450m以上 

夜間飛行 法に定められた地上設備を有する場所であれば離着陸可能 

山間部飛行 視程、風速等気象上の制約がなければ上昇性能、停止飛行可能範囲で可能 

テレビカメ

ラ搭載装置 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ― 

 

更 

新 

準 

備 

中 

― ― ― 

救助用吊上

装置 
― 

230 

kg 
― 

272 

kg 
272kg 272kg 

吊下装置（カ

ーゴフック） 
― 

1300 

kg 
― 

1000 

kg 

1600 

kg 
― 

2200 

kg 
― ― ― ― ― 

3800 

kg 

担架装置（リッ

ターキット） 
― １人 ― 1人 ― ― １人 ― ― ― ― ― ３人 

投光機（サー

チライト） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

拡声器（ス

ピーカー） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ 

地震判読システ

ム搭載用装置 
○ ― ○ ― ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― 

備   考 

１ 飛行速度、航続時間、搭載量、停止飛行ともに機種別の全重量を基本に算出してあるが、重量が軽くなれば効率

がよくなる。 

２ 性能はいずれも標準大気15℃を基準としており、温度が上昇すれば効率は低下する。 

３ ※１ 機内用赤外線カメラ 



 

- 364 - 

資料第20 東京都関係部署所属船艇一覧表 
（第三管区海上保安部、本文 P126） 

 
 １ 船 艇 

 

所      属 船 種 船  名 総トン数 全 長 （m） 

 東京海上保安部 

 

 

 （所在地） 

  東京都江東区青海 

             2-56 

 

  ☎  03-5564-2021 

   緊急通報用 

    03-5564-4999 

 

巡視艇 

まつなみ 165 35 

ゆりかぜ 23 20 

はやかぜ 19 18 

ゆめかぜ 23 20 

いそぎく 

26 20 

やまぶき 

 横浜海上保安部 

 

 

 （所在地） 

  横浜市中区新港 

         1-2-1 

 

  ☎  045-201-1673 

   緊急通報用 

    045-641-4999 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾍﾘ搭載型巡視船 

あきつしま 6,500 150 

さがみ 3,221 105 

巡視船 

いず 3,500 110 

ぶこう 1500 96 

 
みかづき 200 43 

消防船 ひりゆう 280 35 

巡 視 艇        

はまなみ 

110 35 

はまぐも 

いそづき 64 27 

きりかぜ 

23 20 

はまかぜ 

のげかぜ 

26 20 

やまゆり 

しおかぜ 23 20 

たまかぜ 26 20 

 下 田 海 上 保 安 部                     

 （所在地）静岡県下田市 

            3-18-23 

  ☎  0558-22-0650 

 緊急通報用0558-22-4999 

巡 視 船        

しきね 1,300 89 

かの 335 56 

巡 視 艇        いずなみ 100 32 
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２－（１） 航空機 
 

所       属 機       種 機番号 
型    式 

（略 称） 

羽 田 航 空 基 地                     

 

（所在地） 

 

東京都大田区 

羽田空港１－12－１ 

 

☎  03-3747-1118 

 

 

 
 

大 型 ジ ェ ッ ト 飛 行 機                         

LAJ500 
ガルフストリーム 

・エアロスペース式 

Ｇ－Ⅴ型 

（ガルフＶ） 

LAJ501 

LAJ502 

中 型 飛 行 機 MA 725 

ボンバルディア式 

ＤＨＣ－８－３１５型 

（ボンバル３００） 

中 型 回 転 翼 航 空 機                         

MH 691 

ユーロコプター式 

ＥＣ２２５ＬＰ型 
（スーパーピューマ２２５） 

MH 692 

巡視船「あきつしま」搭載機 

MH 689 

MH 690 

巡視船「さがみ」搭載機 MH 912 
シコルスキー76D型 

（S-76D） 
 
 

２－（２） 航空機性能 
 

区  分 
巡行速度 

（kt） 

搭載能力 
使 用 

 

燃 料 人 
物 資 

（Kg） 

物資最大容積 

高さ×幅×奥行き 

（Cm） 

固 

 

定 

 

 翼 

ガルフⅤ 510 22 1,136 78×90×95 ジェットＡ－１ 

ボンバル 

３００ 
180 26 2,300 160×100×80 ジェットＡ－１ 

 回 

 

 転 

 

 翼 

スーパーピューマ 

２２５ 
150 21 1,355 129×119×168 ジェットＡ－１ 

Ｓ－７６Ｄ 155 14 245 125×70×175 ジェットＡ－１ 

 
＊ １ 搭載能力は、人又は物資のいずれか一つの場合の基準を示す。 

＊ ２ 物資最大容積は、航空機に搬入可能な１個あたりの最大容積をいう。 

＊ ３ 気象状況、飛行距離、高度、物資の形状等によっては、基準以下となる。 

＊ ４ 搭載能力の人は、乗組員を含めた人数 
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資料第21 避難の勧告及び指示者一覧表 
（都総務局、本文 P134） 

 

 

実 施 責 任 者 

 

 

災 害 の 種 別 

 

 

根 拠 法 

 
 

区市町村長又は知事 （勧告・指示） 

警 察 官 （指示） 

 

海 上 保 安 官 （指示） 

水 防 管 理 者 （指示） 

知事又はその命を受けた職員 （指示） 

           〃       （指示） 

自 衛 官   （指示） 

 

 

災 害 全 般 

同     上 

 

同     上 

洪 水 高 潮 

洪 水 高 潮 

地 す べ り 

災 害 全 般 

 

 

災 害 対 策 基 本 法  60条 

災 害 対 策 基 本 法   61条 

警 職 法    ４条 

災 害 対 策 基 本 法    61条 

水 防 法    29条 

水 防 法    29条 

地 す べ り 等 防 止 法   25条 

自 衛 隊 法   94条 
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資料第22 警視庁の車両及び資器材 
（警視庁、本文 P151） 

 
１ 車両  

機動救助車 12 

人員搬送車 11 

災害用資材車 112 

多目的災害用車 10 

災害用広報車 10 

水難救助車 3 

山岳救助車 3 

クレーン付資材車 20 

災害用ショベル車 20 

災害用フォークリフト車 12 

災害用投光車 2 

給水車 2 

衛星通信車 1 

  

２ 舟艇一覧表  

船種 隻数 

警備艇 22 

  

３ ヘリコプター  

所属 機数 

航空隊 14 

  

４ 災害用資材  

救命ボート 392 

船外機 109 

救命索発射器 68 

可搬式膨張堰 10セット 

チェンソー 289 

エンジンカッター 386 

携帯型簡易救助セット   1,576セット 
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資料第23 ヘリコプター性能諸元 
（東京消防庁、本文 P151） 

 
（令和７年４月１日現在） 

機 体

名 

項目 

こうのとり 

はくちょう 
ゆりかもめ ひばり 

かもめ 

つばめ 

おおたか 

ちどり 

機体 型式 

ｴｱﾊﾞｽ 

･ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰｽﾞ式 

EC225LP型 

ｴｱﾊﾞｽ 

･ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰｽﾞ式 

EC225LP 型 

レオナルド式 

AW189型 

ｴｱﾊﾞｽ 

･ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰｽﾞ式 

AS365N3型 

ﾚｵﾅﾙﾄﾞ式 

AW139型 

性能 

巡航速度 262km/h 262km/h 287km/h 269km/h 259km/h 

航続時間 4 時間 37 分 4 時間 33 分 6時間 11分 4時間 06分 5時間 13分 

航続距離 946km 937km 1,206km 792km 1,061km 

搭載能力 
こうのとり 

はくちょう 

2,300kg 

2,600kg 1,600kg 

かもめ 

つばめ 

500㎏ 

おおたか 600kg 

900kg 

座席数 

（乗務員を含む） 
22座席 23座席 23座席 

14座席 
（おおたかは 13

席） 

16座席 

最小離着陸 

面積 
24m×20m 24m×20m 22m×18m 17m×15m 20m×17m 

使用燃料 航空用ジェットＡ-1 

耐風制限 27.5m/s 27.5m/s 25.0m/s 27.5m/s 25.0m/s 

最小視程 1,500m 

最低雲高 300m 

夜間飛行照明 

（ｻｰﾁﾗｲﾄ/ﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾗｲ

ﾄ） 

1,600W 

/600W×2 

1,600W 

/450W×2 

1,600W 

/450W×2 

消火装置 
胴体下部取付式 2,500L  900L 1,800L 

バケット式 2,000L 2,000L 800L 800L 

備 考 

１ 巡航速度、航続時間ともに機種別の全備重量を基準として算出してあるが、全備重量を軽くすれば、 

いずれも効率は良くなる。 

２ 性能は、高度０m、地上温度 15℃の標準大気状態としており、気温が上昇すれば性能は低下する。 

３ 航続距離等は、予備燃料を考慮していない。 

４ 搭載能力は、乗組員４名（１名あたり 70kg）、燃料は、各機体通常時待機量で算出した。 

５ はくちょうはヘリ消火装置（放水ブーム式）搭載可能 
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資料第25 都における医薬品及び医療資器材の備蓄状況 
（都保健医療局、本文 P154） 

 （令和７年４月１日現在） 

品  名 数量 備 蓄 場 所 対応人員 

災害用救急医療資

器材 

（７点セット） 

105セット 

 

災害対策職員住宅柏木住宅内集中備蓄倉庫 

15セット 

立川地域防災センター内集中備蓄倉庫 

10セット 

東京都災害拠点病院 

80セット 

約 52,500人分 

現場携行用 

医療資器材 
84セット 

東京都災害拠点病院 

83セット 

災害対策職員住宅柏木住宅内集中備蓄倉庫 

１セット 

243人分 

セルフケア 

セット 

（救急箱） 

256セット 

都立学校 

251セット 

都営大江戸線災害備蓄倉庫 

５セット 

約 127,000人分 

単品補充用 

医薬品 
 

立川地域防災センター内集中備蓄倉庫 

板橋区若木原公園内倉庫 

大田区仲六郷備蓄倉庫 

白鬚東防災拠点備蓄倉庫 

約 74,000人分 

合       計   約 254,000人分 
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資料第26 東京都災害拠点病院施設状況一覧 
（都保健医療局、本文 P155） 

 
  

令和6年10月1日現在

施設名 所在地 病床数
三次
救急

ヘリ

日本大学病院 千代田区神田駿河台1-6 03－3293－1711 320 〇

三井記念病院 千代田区神田和泉町１ 03－3862－9111 482

聖路加国際病院 中央区明石町9-1 03－3541－5151 520 〇

東京都済生会中央病院 港区三田1－4－17 03－3451－8211 523 〇

東京慈恵会医科大学附属病院 港区西新橋3-19-18 03－3433－1111 1,075 〇

北里大学北里研究所病院 港区白金5-9-1 03－3444－6161 329

虎の門病院 港区虎ノ門2-2-2 03－3588－1111 819

☆ 日本医科大学付属病院 文京区千駄木1-1-5 03－3822－2131 877 〇 〇

東京都立駒込病院 文京区本駒込3-18-22 03－3823－2101 815

順天堂大学医学部附属順天堂医院 文京区本郷3-1-3 03－3813－3111 1,051 〇

東京科学大学病院 文京区湯島1-5-45 03－3813－6111 813 〇 〇

東京大学医学部付属病院 文京区本郷7-3-1 03－3815－5411 1,218 〇 〇

永寿総合病院 台東区東上野2-23-16 03－3833－8381 400 〇

昭和大学病院 品川区旗の台1-5-8 03－3784－8000 815 〇

ＮＴＴ東日本関東病院 品川区東五反田5-9-22 03－3448－6111 594

☆ 東邦大学医療センター大森病院 大田区大森西6-11-1 03－3762－4151 916 〇

大森赤十字病院 大田区中央4-30-1 03－3775－3111 344

東京都立荏原病院 大田区東雪谷4-5-10 03－5734－8000 461 〇

東京労災病院 大田区大森南4-13-21 03－3742－7301 400 〇

池上総合病院 大田区池上6-1-19 03－3752－3151 384

国立病院機構東京医療センター 目黒区東が丘2-5-1 03－3411－0111 640 〇

至誠会第二病院 世田谷区上祖師谷5-19-1 03－3300－0366 301

公立学校共済組合関東中央病院 世田谷区上用賀6-25-1 03－3429－1171 383

日産厚生会 玉川病院 世田谷区瀬田4-8-1 03－3700－1151 381

★ 東京都立広尾病院 渋谷区恵比寿2-34-10 03－3444－1181 408 〇 〇

日本赤十字社医療センター 渋谷区広尾4-1-22 03－3400－1311 693 〇 〇

☆ 東京医科大学病院 新宿区西新宿6-7-1 03－3342－6111 904 〇

慶応義塾大学病院 新宿区信濃町35 03－3353－1211 950

東京女子医科大学病院 新宿区河田町8-1 03－3353－8111 1,139 〇 〇

東京都立大久保病院 新宿区歌舞伎町2-44-1 03－5273－7711 304

国立国際医療研究センター病院 新宿区戸山1-21-1 03－3202－7181 716 〇

東京山手メディカルセンター 新宿区百人町3-22-1 03－3364－0251 418

東京新宿メディカルセンター 新宿区津久戸町5-1 03－3269－8111 520

新渡戸記念中野総合病院 中野区中央4-59-16 03－3382－1231 296

東京警察病院 中野区中野4-22-1 03－5343－5611 415 〇

荻窪病院 杉並区今川3-1-24 03－3399－1101 252

杏林大学医学部付属杉並病院 杉並区和田2-25-1 03－3383－1281 340

東京都立大塚病院 豊島区南大塚2-8-1 03－3941－3211 413

東京北医療センター 北区赤羽台4-17-56 03－5963－3311 351

日本大学医学部附属板橋病院 板橋区大谷口上町30-1 03－3972－8111 990 〇

☆ 帝京大学医学部附属病院 板橋区加賀2-11-1 03－3964－1211 1,068 〇 〇

東京都健康長寿医療センター 板橋区栄町35-2 03－3964－1141 550

東京都立豊島病院 板橋区栄町33－1 03－5375－1234 438 〇

練馬光が丘病院 練馬区光が丘2-5-1 03－3979－3611 457

順天堂大学医学部附属練馬病院 練馬区高野台3-1-10 03－5923－3111 490 〇

☆ 東京女子医科大学附属足立医療センター 足立区江北4-33-1 03－3857－0111 450 〇 〇

西新井病院 足立区西新井本町1-12-12 03－5647－1700 196

苑田第一病院 足立区竹の塚4-1-12 03－3850－5721 221

博慈会記念総合病院 足立区鹿浜5－11－1 03－3899－1311 306

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 葛飾区青戸6-41-2 03－3603－2111 371

東京都立東部地域病院 葛飾区亀有5-14-1 03－5682－5111 314

平成立石病院 葛飾区立石5-1-9 03－3692－2121 203

☆ 東京都立墨東病院 墨田区江東橋4-23-15 03－3633－6151 765 〇 〇

東京曳舟病院 墨田区東向島2-27-1 03－5655－1120 200

江東病院 江東区大島6-8-5 03－3685－2166 286
順天堂大学医学部附属順天堂江東高齢者医療センター 江東区新砂3-3-20 03－5632－3111 404

がん研究会有明病院 江東区有明3-8-31 03－3520－0111 686 〇

昭和大学江東豊洲病院 江東区豊洲5-1-38 03－6204－6000 400

東京臨海病院 江戸川区臨海町1-4-2 03－5605－8811 400

江戸川病院 江戸川区東小岩2-24-18 03－3673－1221 447

森山記念病院 江戸川区北葛西4-3-1 03－5679－1211 293

☆ 市立青梅総合医療センター 青梅市東青梅4-16-5 0428－22－3191 521 〇 〇

公立阿伎留医療センター あきる野市引田78-1 042－558－0321 305

公立福生病院 福生市加美平1-6-1 042－551－1111 316

☆ 東京医科大学八王子医療センター 八王子市館町1163 042－665－5611 610 〇 〇

東海大学八王子病院 八王子市石川町1838 042－639－1111 500 〇

日本医科大学多摩永山病院 多摩市永山1-7-1 042－371－2111 405 〇

東京都立多摩南部地域病院 多摩市中沢2-1-2 042－338－5111 287

稲城市立病院 稲城市大丸1171 042－377－0931 290

町田市民病院 町田市旭町2-15-41 042－722－2230 440

南町田病院 町田市鶴間4-4-1 042－799－6161 222

日野市立病院 日野市多摩平4-3-1 042－581－2677 300

★ 国立病院機構災害医療センター 立川市緑町3256 042－526－5511 455 〇 〇

立川病院 立川市錦町4‐2‐22 042－523－3131 450

東大和病院 東大和市南街1-13-12 042－562－1411 284

武蔵野赤十字病院 武蔵野市境南町1-26-1 0422－32－3111 611 〇 〇

多摩 042－323－5111 789 〇 〇

小児 042－300－5111 561

杏林大学医学部付属病院 三鷹市新川6-20-2 0422－47－5511 1,055 〇 〇

東京慈恵会医科大学附属第三病院 狛江市和泉本町4-11-1 03－3480－1151 561

☆ 公立昭和病院 小平市花小金井8-1-1 042－461－0052 485 〇

佐々総合病院 西東京市田無町4-24-15 042－461－1535 183

東京都立多摩北部医療センター 東村山市青葉町1-7-1 042－396－3811 337

国立病院機構東京病院 清瀬市竹丘3-1-1 042－491－2111 472

合計 83施設 43,354 28 23

西多摩

電話番号

区中央部

区南部

二次保健医療圏

区西南部

区西部

区西北部

区東北部

区東部

★印は広域基幹災害拠点病院、☆印は地域災害拠点中核病院を表す。   三次救急とは、救命救急センター等の三次救急医療施設をいう。

南多摩

北多摩西部

北多摩南部
府中市武蔵台2-8-29東京都立多摩・小児総合医療センター☆

北多摩北部
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資料第27 東京都災害拠点病院設置運営要綱 
（都保健医療局、本文 P155） 

第１ 目的 

この要綱は、災害時における東京都の医療救護活動の拠点となる病院 （以下 ｢災害拠点病院｣ という｡） を整 

備し、被災現場において応急医療救護を行う救護所との円滑な連携のもとに、災害時における重症者等の適切な医療

を確保することを目的とする｡ 

 

第２ 設置運営主体 

災害拠点病院を設置運営する者は、次のとおりとする｡ 

（１）東京都 

（２）東京都知事の要請を受けた病院の開設者 

 

第３ 指定 

知事は、別に定める東京都災害拠点病院指定要領（平成25年5月31日付24福保医救第1468号）に基づき、災害拠点 

病院の指定を行う。ただし、指定を行った後において、当該病院が第５に定める基準を満たさなくなった場合、知事は

改善勧告を行うこととし、改善されないと判断した場合には、指定を取り消すことができるものとする。 

 

第４ 運営方針 

 災害拠点病院は、東京都の区域内及び近隣県等で災害が発生し、通常の医療体制では、被災者に対する医療の確 

保が困難となった場合に、東京都知事の要請により傷病者の受入れ及び医療救護班の派遣等、災害時の拠点病院と 

しての必要な医療救護活動を行うものとする。 

２ 災害拠点病院は、傷病者の収容場所の確保に努めるとともに、救護活動に従事可能な職員並びに可動可能な設備

及び資器材をもって、傷病者の救護活動に当たるものとする｡ 

３ 災害拠点病院は、東京都及び施設の所在地を管轄する区市町村の地域防災計画に従って行う諸活動との協力連携

の下に、医療救護活動を行うものとする｡ 

４ 災害拠点病院の収容対象者は、原則として、区市町村が設置する医療救護所及び緊急医療救護所（以下、「医療救

護所等」という。）で対応できない重症者とする｡ 

５ 災害拠点病院は、当該施設の被害状況の把握に努め、可能な限り、傷病者の受入等の救護活動状況を東京都及び

施設が所在する二次保健医療圏の医療対策拠点に連絡するものとする｡ 

６ 災害拠点病院は、あらかじめ医療救護班を編成し、都から要請があった場合には直ちに、指定する医療救護所等

に派遣するものとする｡ 

 

第５ 災害拠点病院の基準 

災害に対する総合地域危険度及び東京都二次保健医療圏毎の適正配置等を勘案して選定する｡ 

また、国の｢災害拠点病院指定要件の一部改正について｣（令和5年2月28日付医政発0228第１号）別紙の災害拠点病

院指定要件を基本とし、原則として次の運営体制、施設及び設備を有するものとする。 

（１）指定基準 

  以下の基準を指定日までに満たしていること。 

  ア 災害拠点病院として、下記の運営が可能なものであること。 

（ｱ） 24時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受入れ及び搬出を行うことが可能な体制を有す 

ること。 

（ｲ） 災害発生時に、被災地からの傷病者の受入れ拠点にもなること。 

なお、「広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）」が機能していない場合には、被災地からとりあえず 

の重症傷病者の搬送先として傷病者を受け入れること。また、例えば、被災地の災害拠点病院と被災地外の 

災害拠点病院とのヘリコプターによる傷病者、医療物資等のピストン輸送を行える機能を有していること。 

（ｳ） 災害派遣医療チーム（以下「ＤＭＡＴ」という。）を保有し、その派遣体制を有すること。 

また、他医療機関のＤＭＡＴや医療チームの支援を受け入れる際の待機場所や対応の担当者を定めておく 

等の体制を整えておくこと。 

（ｴ） 原則として、２００床以上の病床を有する救命救急センター又は第二次救急医療機関であること。 

（ｵ） 被災後、早期に診療機能を回復できるよう、業務継続計画（ＢＣＰ）の整備を行っていること。 

（ｶ） 整備された業務継続計画（ＢＣＰ）に基づき、被災した状況を想定した研修及び訓練を実施すること。 

（ｷ） 地域の災害拠点連携病院、災害医療支援病院及び地域医師会、日本赤十字社等の医療関係団体とともに 

定期的な訓練を実施すること。 

また、災害時に地域の医療機関への支援を行うための体制を整えていること。 

（ｸ） ヘリコプター搬送の際には、同乗する医師を派遣できることが望ましいこと。 

イ 施設及び設備 

（ｱ） 施設 

    災害拠点病院として、下記の診療施設等を有すること。 

（a） 病棟（病室、ＩＣＵ等）、診療棟（診察室、検査室、レントゲン室、手術室、人工透析室等）等救急診療 

に必要な部門を設けるとともに、災害時の患者の多数発生時（入院患者については通常時の２倍、外来患者 
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については通常時の５倍程度を想定）に対応可能なスペース及び簡易ベッド等の備蓄スペースを有すること。 

（b） 診療機能を有する施設は耐震耐火構造を有することとし、病院機能を維持するために必要な全ての施設 

が耐震構造を有することが望ましい。 

（c） 通常時の６割程度の発電容量のある自家発電機等を保有し、３日分程度の備蓄燃料を確保しておくこと。 

（自家発電機等の燃料として都市ガスを使用する場合は、非常時に切り替え可能な他の電力系統等を有して 

おくこと。）また、平時より病院の基本的な機能を維持するために必要な設備について、自家発電機等から 

電源の確保が行われていることや、非常時に使用可能なことを検証しておくこと。 

（d） 浸水想定区域（洪水・雨水出水・高潮）又は津波災害警戒区域に所在する場合は、風水害が生じた際の 

被災を軽減するため、止水板等の設置 による止水対策や自家発電機等の高所移設、排水ポンプ設置等によ 

る浸水対策を講じること。   

（e） 災害時に少なくとも３日分の病院機能を維持するための水を確保すること。具体的には、少なくとも３ 

日分の容量の受水槽を保有しておくこと、又は停電時にも使用可能な地下水利用のための設備（井戸設備を 

含む。）を整備しておくことが望ましい。ただし、必要に応じて優先的な給水協定の締結等により必要な水 

を確保することについても差し支えない。 

なお、井戸設備の整備に当たっては、区市町村との調整及び届出を行った上で実施すること。 

（f） 病院敷地内にヘリコプターの離発着場を有すること。 

病院敷地内に離発着場の確保が困難な場合は、必要に応じて都の協力を得て、病院近接地に非常時にも 

使用可能な離発着場を確保するとともに、患者搬送用の緊急車輌を有すること。 

なお、ヘリコプターの離着陸場については、ヘリコプター運航会社等のコンサルタントを受けるなどにより、

少なくとも航空法による飛行場外離着陸場の基準を満たすこと。また、飛行場外離着陸場は近隣に建物が建設さ

れること等により利用が不可能となることがあることから、航空法による非公共用ヘリポートがより望ましいこ

と。 

（ｲ） 設備 

（a） 災害拠点病院の管理者（以下「施設管理者」という。）は、外部から見やすい場所に｢東京都災害拠点病 

院｣の掲示を行うこと｡ 

（b） 衛星電話を保有し、衛星回線インターネットを利用できる環境を整備すること。 

また、複数の通信手段を保有していることが望ましい。 

（c） 広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）に参加し、災害時に情報を入力する体制を整えておくこ 

と。すなわち、情報を入力する複数の担当者を事前に定めておき、入力内容や操作方法などの研修・訓練を 

行っておくこと。 

（d） 多発外傷、座滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行うために必要な 

診療設備を有すること。 

（e） 食料、飲料水、医薬品等について、流通を通じて適切に供給されるまでに必要な量として、３日分程度 

を備蓄しておくこと。その際、災害時に多数の患者が来院することや職員が帰宅困難となることを想定して 

おくことが望ましい。 

また、食料、飲料水、医薬品、燃料等について、地域の関係団体・業者との協定の締結により、災害時に 

優先的に供給される体制を整えておくこと。 

（f） ＤＭＡＴや医療チームの派遣に必要な緊急車輌を原則として有すること。その車輌には、応急用医療資 

器材、テント、発電機、飲料水、食料、生活用品等の搭載が可能であること。 

（２）整備基準 

    指定日において、以下の事項を満たしていない場合には、速やかに整備すること。 

ア 患者の多数発生時用の簡易ベッドを有すること。 

イ 被災地における自己完結型の医療救護に対応できる携行式の応急用医療資器材、応急用医薬品、テント、 

発電機等を有すること。 

ウ トリアージ・タッグを有すること。 

エ 災害対応マニュアルを有すること。 

 

第６ 災害拠点病院の組織 

 災害拠点病院は、基幹災害拠点病院、地域災害拠点中核病院及び地域災害拠点病院から構成される。 

２ 基幹災害拠点病院は、地域災害拠点中核病院の役割のほか、地域災害拠点中核病院及び地域災害拠点病院への訓

練・研修機能等を有するものとする。 

３ 地域災害拠点中核病院は、東京都二次保健医療圏毎の代表病院として、所在する東京都二次保健医療圏内の情報

連絡機能等を有するほか、保健医療局長の求めに応じ、東京都地域災害医療コーディネーターを当該病院の職員の

中から選出するものとする。 

４ 第２項及び第３項に該当しない災害拠点病院を、「地域災害拠点病院」とする。 

 

第７ 施設及び設備の整備 

東京都知事の要請を受けた病院の開設者が行う整備事業に対し、次により補助するものとする｡ 

（１）内容 

災害拠点病院として必要な施設及び設備の整備費 
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（２）手続き等 

ア 施設の整備については、東京都災害拠点病院施設整備費補助金交付要綱（平成10年８月21日付10衛医救第 

211号）、東京都医療施設ヘリコプター緊急離発着場等施設整備費補助金交付要綱（平成5年3月15日付4衛医 

対第1125号）による。 

イ 設備の整備については、東京都災害拠点病院応急用資器材整備事業に関する補助交付金要綱 （昭和 61年 

１月17日付60衛医対第 815号）、東京都災害拠点病院における応急用資器材の整備及維持に関する要領 （平 

成10年７月１日付10衛医救第236号）、ＮＢＣ災害・テロ対策設備整備費補助金交付要綱（平成19年2月7日付 

18福保医救第691号）による。 

 

第８ 備蓄品の管理及び報告 

施設管理者は、東京都の補助を受けて整備した資器材（以下 ｢備蓄資器材｣ という｡） の適正な維持管理に努める

ものとし、別紙第１号様式による管理台帳を備えるものとする｡ 

２ 備蓄資器材のうち、備品については、 ｢東京都災害用品｣ の表示を付するものとする｡ 

３ 施設管理者は、東京都災害拠点病院応急用資器材整備事業（昭和61年1月17日付60衛医対第815号）の実施に併せ、

備蓄資器材の保管状況を別紙第１号様式により保健医療局医療政策部救急災害医療課に報告するものとする｡ 

 

第９ 防災訓練等の実施 

施設管理者は、防災訓練及び備蓄資器材の点検を毎年１回以上行うものとし、実施の概要について、別紙第２号様

式により保健医療局医療政策部救急災害医療課に報告するものとする｡ 

２ 施設管理者は、災害時における医療体制を実効のあるものとするため、平常時から動員体制の確立等に努めるも

のとし、その概要を、別紙第３号様式に記入するものとする｡ 

３ 施設管理者は実施した訓練の検証を行い、適宜、災害対応マニュアル及び事業継続計画（ＢＣＰ）の見直しを行う

こと。 

 

第10 災害拠点病院運営協力金の交付 

病院の開設者に対し、備蓄資器材の適正な維持管理、防災訓練の実施及び災害時動員体制の確立等の災害発生時に

おける即応体制の整備を推進するための、次により運営協力金を交付する｡ 

（１）交付対象 

災害拠点病院 （国立病院を除く｡） の開設者に対し、各施設ごとに交付する｡ 

（２）交付金額 

災害拠点病院運営協力金は、予算の範囲内で交付するものとし、交付金額は１施設当たり５００千円とする。 

 

第11 その他 

この要綱に定めるものの他、必要な事項については保健医療局医療政策部長が別に定める。 

２ 既に指定している災害拠点病院であって、第５（1）ア（ｴ）、イ（ｱ）（b）・（e）・（f）の要件を満たしていないもの

については当面の間、指定を継続することも可能とする。ただし、第５（1）イ（ｱ）（b）のうち診療機能を有する施

設が耐震構造を有していることの要件、第５（1）イ（ｱ）（f）の要件を満たしていないものについては、具体的な整

備計画を都に提出すること。 

 

  附  則 

 この要綱は、昭和６１年１月１７日から施行する｡ 

 この要綱は、平成２年３月２０日から施行する｡ 

 この要綱は、平成２年８月１日から施行する｡ 

 この要綱は、平成２年１２月２０日から施行する｡ 

 この要綱は、平成８年４月１日から施行する｡ 

 この要綱は、平成９年４月１日から施行する｡ 

 この要綱は、平成１０年４月１日から施行する｡ 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する｡ 

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する｡ 

 この要綱は、平成１６年８月１日から施行する｡ 

 この要綱は、決定の日から施行し、平成１９年４月１日から適用する｡ 

 この要綱は、平成２４年１０月１０日から施行する。 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する｡ 

 この要綱は、平成２９年６月１４日から施行する。 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 この要綱は、令和２年９月４日から施行する。 

 この要綱は、決定の日から施行し、令和４年７月１日から適用する。 

 この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  



 

- 375 - 

資料第28 東京都災害拠点病院標準整備品目 
（都保健医療局、本文 P155） 

令和７年４月現在   

品 名 数 量 

１ 
救急医療資材セット 

（新７点セット・医薬品、診療材料等） 
１セット 

２ 現場携行用医療資器材 １セット 

３ 
救急医療資材セット 

（新７点セット・備品） 
１セット 

４ トリアージ・タッグ 500 枚 

５ 煮沸消毒用機器 ５式 

６ 空気枕 100 個 

７ 毛布 100 枚 

８ ベット兼担架 10 台 

９ ガートル台 30 台 

10 浄水セット １セット 

11 組立式簡易トイレ ５台 

12 大型投光器 ２台 

13 非常用キャンドル 100 本 

14 組立水槽 ２式 

15 ポータブル発電機及び付属品 ５式 

16 野外炊飯設備 １式 

17 非常食 600 食 
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資料第29 都備蓄倉庫一覧 
（都総務局、本文 P161） 

 
                        （令和７年４月１日現在） 

倉 庫 名 所 在 地 建物規模 

直
営
倉
庫 

毛利 江東区毛利２－１－12 1,166m2 

北烏山 世田谷区北烏山７丁目２番地９号先、８丁目１番地２号先 540m2 

塩浜 江東区塩浜２－26－１３ 2,023m2 

船橋 世田谷区船橋４－41－17 1,569m2 

西新小岩 葛飾区西新小岩２－１－10 1,096m2 

白鬚東 墨田区堤通２－７－13、２－８－14 9,724m2 

城南大橋第二 大田区東海３－４－１ 3,497m2 

南千住 荒川区南千住６－45－41 2,120m2 

麻布十番駅地下 港区麻布十番１丁目２番地先～３番地先 1,480m2 

清澄白河駅地下 江東区三好１丁目８番地先～１番地先 767m2 

立川地域防災センター 立川市緑町 3233－２ 1,686m2 

多摩広域防災倉庫 立川市緑町 3256－５ 3,741m2 

兼
用
倉
庫 

都庁第二本庁舎 新宿区西新宿２－８－１ 都庁第二本庁舎 60m2 

テレコムセンター 江東区青海２－38 2,907m2 

葛飾区 葛飾区立石５－13－１ 葛飾区役所 177m2 

西多摩福祉事務所 青梅市河辺６－４－１ 青梅合同庁舎 32m2 

大島支庁 大島町元町小清水 130m2 

三宅支庁 三宅村伊豆 642 150m2 

八丈支庁 八丈町大賀郷 40m2 

小笠原支庁 小笠原村父島西町 50m2 

 20か所 32,955m2 
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資料第30 食料等の備蓄状況 
（都総務局、都福祉局、本文 P161） 

 
 

① 食の備蓄状況                  

 

品  目 都 区 市 町 村 合  計 

ア ル フ ァ 化 米 388万食 433万食 373万食 1,194万食 

ク ラ ッ カ ー 等 343万食 485万食 128万食 956万食 

即 席 め ん 220万食   220万食 

そ の 他  271万食 77万食 348万食 

計 951万食 1,189万食 578万食 2,718万食 

 

② 調製粉乳の備蓄状況    （令和 7年４月１日現在） 

 

品  目 都 

調製粉乳・乳児

用液体ミルク 
82,697ℓ分 

ほ 乳 び ん 10,000本 

 

③ 生活必需品等の備蓄状況  

 

品   目 都 区 市 町 村 合 計 

毛 布 622千枚 1,795千枚 522千枚 2,939千枚 

敷 物 1,006千枚 993千枚 312千枚 2,311千枚 

紙 お む つ 370千枚 1,736千枚 867千枚 2,973千枚 

生 理 用 品 720千枚 3,298千枚 1,624千枚 5,642千枚 

ス ト ー マ 装 具 14千枚   14千枚 

簡 易 ト イ レ ８千基   ８千基 

  

（令和 7年 4月 1日現在） 

 

（令和７年４月１日現在） 
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資料第31 食塩調達経路図 
（都福祉局、本文 P162） 

 
 
 

区市町村 

島しょ町 

村は支庁 

を経由 

 

（公財） 

塩事業センター 

 

 

被災者 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

福祉局長 

 

 

 

  要請 

 

 現物 

  要請 

 

現物  

 

 

名 称 所 在 地                       電    話 

（公財）塩事業センター 品川区大井１－47－１ＮＴビル 03 (5743) 7711 
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資料第32 調製粉乳等備蓄等一覧 
（都福祉局、本文 P162） 

（令和７年４月１日現在） 

１ 保管量 

（１）調製粉乳 19,375,472g（内、アレルギー児ミルク592,400g） 

（２）哺乳瓶  10,000本 

 ２ 内訳 

   委託先、商品、数量、保管場所 

  

名称 対象児 内容量

森永ドライミルク
はぐくみ 810g缶

810g 5,955,120g
919ケース

（1ケース8缶）

乳たんぱく質
消化調製粉末

ニューＭＡ－１　800g缶

ミルクアレ
ルギー用

800g 172,800g
27ケース

（1ケース8缶）

乳たんぱく質
消化調製粉末

ＭＡ－ｍｉ　800g缶

ミルクアレ
ルゲン除去

食品
800g 166,400g

26ケース
（1ケース8缶）

無乳糖調製粉末
ノンラクト　300g缶

乳糖不耐症
ガラクトー
ス血症用

300g 169,200g
47ケース

（1ケース12缶）

（株）明治
明治ほほえみらくらく

キューブ
1,296g 6,463,152g

1,246ケース
と3箱

（１ケース4箱）

㈱明治
坂戸工場倉庫
埼玉県坂戸市千
代田5-3-1

ビーンスターク
すこやか

300g 6,364,800g
1,768ケース

（1ケース12缶）

ビーンスターク
ペプディエット

アレルギー
児用

350g 84,000g
20ケース

（1ケース12缶）

19,375,472g

592,400g

ほ乳びんプラスチック製
200ml・1乳首付

（環境ホルモン対応）
5,000本

ほ乳びんプラスチック製
240ml・1乳首付

（環境ホルモン対応）
5,000本

10,000本

（１）調製粉乳

委託業者
商品

数量 総量 梱包 保管場所

調製粉乳合計

森永乳業（株）

7,352缶

鴻池運輸㈱
関東中央支店
西多摩営業所

東京都西多摩郡
瑞穂町富士山栗
原新田182

216缶

208缶

564缶

4,987箱

雪印ビーンス
ターク㈱

21,216缶
雪印ビーンス
ターク㈱
群馬工場

群馬県邑楽郡大
泉町吉田1201

240缶

うちアレルギー児ミルク合計

（２）哺乳瓶

委託業者 商品名 保管数量 梱包 保管場所

ピジョン(株)

3パレットと
11梱と4箱

(1パレット24梱、
１梱12箱、1箱5本）

鈴与㈱東日本物流センター

埼玉県比企郡川島町かわじま2-
3プロロジスパーク川島2

3パレットと
11梱と4箱

(1パレット24梱、
１梱12箱、1箱5本）

哺乳瓶合計
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資料第33 米穀の調達先一覧表 
（都産業労働局、本文 P162） 

 

 （令和７年４月１日現在） 

区 分 

調 達 先 （ 予 定 ）                     即 時 調 達                       

住 所 ・ 名 称                 電 話 数 量  

米穀 

 

千代田区霞が関１－２－１  

農林水産省農産局農産政策

部貿易業務課（契約第１

班） 

（6744）

1353 

※平成 22

年 10 月か

ら政府米の

販売等業務

は受託事業

体（包括的

な民間委

託）へ変更

したため、

備蓄米を保

管する制度

は廃止とな

った。 

※東京都は、区市町村の要請を受

けて、福祉保健局を経由し都内等

10 社の大型精米工場にて精米し調

達する。 

 注）  米穀については、昭和６０年１２月１１日付け６０生文価米第３４７   

号「東京都米穀関係災害対策実施要綱」により、災害時において調達す

る基準量は、１食あたり精米で１８０ｇとなっている。とう精歩留まり

が約９０％であるため、玄米の調達量は２００ｇである。外米は除く。 
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資料第34 米穀等の調達経路 
（都産業労働局、本文 P162） 

【知事が米穀調達可能な場合は、１－１の手順による。】 

 

１－１ 知事又は区市町村長が米穀販売事業者から米穀（精米・玄米）を調達する手順 

 

被災自治体 

 
災害対策本部  

（福祉保健局） 

②指示 

産業労働局 

（食料安全課）  

⑤報告 農林水産省 

農産局農産政

策部貿易業務

課 

 

    

                                                          

                           

 

米穀卸売事業者 
 

 

※ 区市町村長での米穀の調達に不足がある場合、知事は、区市町村長の要請に基づき、米穀卸売事業者から調達する。 

 

【知事の米穀調達に不足がある場合は、１－２の手順による。】 

 

１－２ 東京都が国の受託事業体が保管する政府米（玄米）を売却要請する調達手順 

 

被災自治体  

①要請  
災害対策本部 

（福祉保健局） 

②指示  
産業労働局 

（食料安全課）  

 農林水産省 

生産局農産部

貿易業務課 

 

    

                                           ⑥とう精・輸送の要請 

              

                                                            ④受託事業体 

                   へ玄米引渡 

                                                要請 

 米穀卸売事業者   

 とう精工場  

 

※１ 国への要請が必要な場合、知事又は、区市町村長は、農林水産省の売却要請を受けた受託事業体から購入する。 

※２ 区市町村長が米穀を購入する場合には、知事は、区市町村長に対して、売却を受ける米穀販売事業者名、数量等、

 必要な事項を指示する。 

 

 

 

 

 

 

⑤玄米引渡 ⑦精米輸送 

④輸送 

①要請 

③要請 

③購入 
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【参考】 

２ 区市町村長が米穀販売事業者から米穀を調達する手順 

 

被災自治体 
③報告 

産業労働局 
④報告 

災害対策本部 
 

 
（食料安全課） 

 
（福祉保健局） 

 

 

 ②輸送     ①購入 

 

米穀販売事業者 
 

 

※ 区市町村長は、当該地域の米穀販売事業者から必要な精米を購入する。 
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資料第35 米穀卸売事業者等名簿一覧表 
（都産業労働局、本文 P162） 

 

（令和７年4月1日現在） 

区
分 

米穀販売事業者名・所在地 災害時担当役職 
電  話 

精米工場名・所在地 電  話 
緊急連絡先 ＦＡＸ 

1 
東京山手食糧販売協同組合 
 杉並区桃井２－２－１ 

 山手荻窪ビル２階 
業務課 

3301-8041 

3301-8047 

川越精米工場 
  川越市石田本郷 1040－１ 

0492-24-0581 
 

2 三多摩食糧卸協同組合 

 立川市柴崎町３－16－24  仕入部長 
042-527-1318 
042-524-9374 

サンショクライスセンター 

  武蔵村山市伊那平１－88－３  
042-560-0511 

 

3 

木徳神糧株式会社 
 千代田区神田小川町２－８ 

木徳神糧小川町ビル 
 

仕入事業部 
3233-5146 

3233-5152 

桶川精米工場 

  桶川市川田谷字楽上 1117 
048-786-3358 

 

４ 

全農パールライス株式会社   

千代田区内神田三崎町３-１-16 
神保町北東急ビル３階 

管理部給与厚生

課 
 

3222-2153 
3222-2180 

八王子精米工場 
  八王子市北野町 587-１ 

042-645-5431 
 

5 
株式会社神明ホールディングス 
 神戸市中央区栄町通６-１-21 

総務人事部総務
課 

078-371-2131 
078-371-1238 

東京工場 
  川口市領家５－５－24   048-222-8011 

6 
株式会社ニュー・ノザワ・フーズ  
東村山市野口町３－10－１ 課長 

042-393-2316 

042-394-6421 
ﾆｭー・ﾉｻﾞﾜ・ﾌｰｽﾞ 精米センター 

  東村山市野口町３－10－１ 
042-393-2316 

 

7 

株式会社ヤマタネ 

 江東区越中島１-2-21 
ヤマタネビル２階 

米穀部 
3820-9270 
3820-9277 

東京精米工場 
  江東区新木場４-２-14 
 岩槻精米工場 

  さいたま市岩槻区大字掛 573 

 

3521-0888 
 

048-758-4471 

 
 

8 
東光食品株式会社 

  目黒区上目黒１-21-12 営業部商品課長 
03-5708-5736 

03-5708-5793 
東扇島精米センター 

  川崎市川崎区東扇島 23-４ 
044-287-1098 

9 
株式会社イクタツ  
江戸川区松江３―16－６ 
イクタツビル 

米穀本部 
部長 
 

3651-5040 
5607-1919 

 

イクタツ千葉ライスステーション 

  千葉市花見川区犢橋町 1634-１  
043-258-8861 

10 

合同会社カーギルジャパン 
 千代田区丸の内３－１－１ 

国際ビル４階 
米穀チーム 

5224-5740 
5224-5734 

つくば精米センター 
茨城県つくば市上岩崎 1776-２ 

029-840-1111 
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資料第36 副食品及び調味料の調達（予定）一覧表 

（都産業労働局・都福祉局、本文 P162） 
 

品 名 

調   達   先 （予 定） 

住 所 ・ 名 称                   電 話 

漬   物 
江東区三好１丁目１番２号 渡辺ビル２階 

東京都漬物事業協同組合 
(5875) 8253 

つくだ煮         

煮   豆 

台東区東上野３-１-10井門東上野ビル 

全国調理食品工業協同組合 
(6807) 7576 

味   噌 

中央区日本橋浜町２－16－５東味ビル 

東京都味噌工業協同組合 
(3669) 5391 

中央区新川１－26－19全中・全味ビル 

全国味噌工業協同組合連合会 
(3551) 7161 

醤   油 
中央区日本橋小網町３－11 

日本醤油協会 
(3666) 3286 

食   塩 
品川区大井１－47－１NTビル 

（財）塩事業センター 
(5743) 7711 
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資料第37 東海汽船所有船舶一覧 
（東海汽船、本文 P166） 

             （令和７年４月現在） 

船名 総屯数 航行区域 輸送定員 輸送貨物 

さるびあ丸 4,965トン 限定近海 
（沿海定員） 

1,546人 

9.8m×6.5m 

130型コンテナ 30個 

橘丸 5,681トン 限定近海 
（沿海定員） 

865人 

9.8m×8.6m 

130型コンテナ 34個 

セブンアイランド愛 

（ジェット船） 
279.56トン 限定沿海 255人 ＿ 

セブンアイランド虹 

（ジェット船） 
281.14トン 限定沿海 255人 ＿ 

セブンアイランド友 

（ジェット船） 
164トン 限定沿海 255人 ＿ 

セブンアイランド大漁 

（ジェット船） 
165トン 限定沿海 255人 ＿ 
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資料第38 船舶の運航基準 
（東海汽船、本文 P168） 

 

機 関 名 内    容 

東海汽船 

 

  基準運航の中止条件は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

大島航路 

 

 

三宅島 

航路 

 

 

八丈島 

航路 

 

 

湾内周遊航路 

 

 

 

さ る び あ 丸 

橘 丸 

 

 風速 20m/s 20m/s 20m/s 18m/s 

 波高 ４m ４m ４m ３m 

 

 

  基 準 航 行 中 止 

就航船舶 航路 
減速・基準航路変更

等 
反転・避泊・入港地変更 当直体制の強化 目的地航行継続中止 翼走の中止 

  風 速 波 高 風 速 波 高 視 程 視 程 視 程 

セブンアイランド愛 

セブンアイランド虹 

セブンアイランド友 

セブンアイランド大漁 

東京／大島／神津島 
15m/s 

以上 

2.5m 

以上 

18m/s 

以上 

3.0m 

以上 

4,500m 

以下 

800m 

以下 

1,000m 

以下 

視程   1,000m 
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資料第39 災害時における動物保護体制（48時間から72時間後までの応急体制） 

（都保健医療局、本文 P206）  

 
保健医療局 

 
（動物愛護相談センター） 

動 物 

医療班 

動 物 

保護班 

被
災
地
域
（
被
災
動
物
等
） 

避
難
所
（
被
災
者
等
） 

要請 

情報提供・獣医療提供 

避難所管理 

動物飼育状況の把握 

 
区
市
町
村 

 

被災動物等搬送 

 

動物救援本部 
 

（公社）東京都獣医師会、（公財）日本動物愛護協会、（公社）日本動物福祉協会、 

（公社）日本愛玩動物協会、（一社）家庭動物愛護協会 他動物関係団体等 

動物保護施設＜被災動物の保護・収容・獣医療＞ 

救援本部協働設置 

施設提供、指導・

連絡調整、獣医療 

 

連絡調整 

情報提供 

 

環
境
省 

厚
生
労
働
省 

都
建
設
局 

都
産
業
労
働
局 

警
視
庁 

東
京
消
防
庁 

政
令
市 

道
府
県 

連絡・調整 

要請 

連絡 

調整・要請 

ペ
ッ
ト
災
害
支
援
協
議
会 

支
援 

要
請 
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資料第40 災害弔慰金等の支給 
（都福祉局、日赤東京都支部、本文 P209） 

ア 福祉局 

内容 
１．災害弔慰金 

（１）実施主体 区市町村 

（２）対象災害 自然災害 

        ① １区市町村において住居が５世帯以上滅失した災害 

        ② 都内において住居が５世帯以上滅失した区市町村が３以上ある場合の災害 

        ③ 都内において災害救助法が適用された区市町村が１以上ある場合の災害 

        ④ 災害救助法が適用された区市町村を区域内に含む都道府県が２以上ある場合の災害 

（３）受給遺族 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 

        ※死亡した者の死亡当時その者と同居し、または生計を同じくしていた者に限る。 

        ※兄弟姉妹は、当該配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合に限る。 

（４）支給額  ① 生計維持者が死亡した場合 500万円 

        ② その他の者が死亡した場合 250万円 

（５）費用負担 国    1/2 

        都道府県 1/4 

        区市町村 1/4 

 

２．災害障害見舞金 

（１）実施主体 １に同じ 

（２）対象災害 １に同じ 

（３）受給者  （２）により重度の障害（両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等）を受けた者 

（４）支給額  ① 生計維持者 250万円 

        ② その他の者 125万円 

（５）費用負担 １に同じ 

 

 

 

 

イ 日赤東京都支部 

物資 配付基準 

毛   布 

１人あたり１枚（組） 

バスタオル 

フェイスタオル 

安眠セット 

安眠マット 

緊急セット 
1世帯（４人）あたり 1組 

（５～８人は２組、９～12 人は３組） 
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資料第41 災害援護資金、住宅資金等の貸付 
（都福祉局、本文 P209） 

内容 
災害援護資金 

１ 国制度 

（１）実施主体    区市町村 

（２）対象災害    都道府県内で災害救助法が適用された区市町村が１以上ある災害 

（３）受給者     （２）により負傷又は住居、家財に被害を受けた者 

（４）貸付限度額   350万円 

被害の種類及び程度 限度額 

① 世帯主の１か月以上の負傷 

② 家財等の損害 

 ア 家財の1/3以上の損害 

 イ 住居の半壊 

 ウ 住居の全壊 

 エ 住居全体の滅失 

③ ①と②が重複した場合 

 ア ①と②アの重複 

 イ ①と②イの重複 

 ウ ①と②ウの重複 

150万円 

 

150万円 

170万円（250万円） 

250万円（350万円） 

350万円 

 

250万円 

270万円（350万円） 

350万円 

   ※被災した住居を再建する際、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない等 

特別の事情がある場合は（）内の額 

 

（５）所得制限 

世帯人員 市町村民税における前年の総所得金額 

１人 220万円 

２人 430万円 

３人 620万円 

４人 730万円 

５人以上 １人増すごとに730万円に30万円を加えた額 

   ※ただし、その世帯の住居が滅失した場合には、1,270万円とする。 

 

（６）利率      年３％（据置期間中は無利子） 

（７）据置期間    ３年（特別の場合５年） 

（８）償還期間    10年（据置期間を含む） 

（９）償還方法    年賦又は半年賦 

（１０）貸付原資負担 国    2/3 

           都道府県 1/3 

 

２ 都制度 

（１）実施主体    １に同じ 

（２）対象災害    １に同じ 

           ※ただし、福祉保健局長が必要と認めた場合に限る。 

（３）受給者     １に同じ 

（４）貸付限度額    

被害の種類及び程度 限度額 

① 世帯主の１か月以上の負傷 

② 家財の１／３以上の損害 

③ 住居の半壊 

④ 住居の全壊 

⑤ 住居全体の滅失 

150万円 

（５）所得制限    １に同じ 

（６）利率      年１％（据置期間中は無利子） 

（７）据置期間    １に同じ 

（８）償還期間    １に同じ 

（９）償還方法    １に同じ 

（１０）貸付原資負担 都 10/10 
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種別 貸 付 対 象       根拠法令 貸 付 金 額       貸 付 条 件        

生

活

福

祉

資

金

 
 
 
 
 
 
 
 

（
福
祉
費
） 

（
都
福
祉
局
） 

    低所得世帯の

うち、他から融

資を受けること

のできない者で

この資金の貸付

を受けることに

よって災害によ

る困窮から自立

更生のできる世

帯 

  

  

  

  

  

  

 

① 「生活福祉資

金貸付制度要綱

（平成21年7月

28日厚生労働省

発社援0728第9

号）」による。   

② 実施主体等 

 （1） 実施主体  

    東京都社会福

祉協議会  

 （2） 窓口   

   区市町村社会

福祉協議会また

は民生委員 

 

１世帯 150万円以内 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

① 据置期間 

    貸付の日から６か月以内 

② 償還期間 

   据置期間経過後７年以内 

③ 貸付利率 

連帯保証人を立てた場合：

無利子 

  連帯保証人を立てない場

合：年1.5％（据置期間中は

無利子） 

④ 連帯保証人 

   原則必要 

⑤ 償還方法 

   月賦  

⑥ 申込方法 

    官公署の発行する被災証明

書を添付して、区市町村社会

福祉協議会または民生委員に

申し込む。 

生 

活 

福 

祉 

資 

金 

（
緊
急
小
口
資
金
）（
都
福
祉
局
） 

    低所得世帯の

うち、被災によ

って緊急かつ一

時的に生計の維

持が困難となっ

た世帯 

１ 「生活福祉資

金貸付制度要綱

（平成21年7月

28日厚生労働省

発社援0728第9

号）」 

２ 実施主体等 

（1） 実施主体 

東京都社会福

祉協議会 

（2） 窓口 

区市町村社会

福祉協議会 

１世帯 10万円以内 

 

１ 据置期間 

   貸付けの日から２ヶ月以内 

２ 償還期間 

   据置期間経過後12ヶ月以内 

３ 貸付利率 

   無利子 

４ 連帯保証人 

   不要 

５ 償還方法 

   月賦  

６ 申込方法 

    官公署の発行する被災証

明書を添付して、区市町村

社会福祉協議会に申し込

む。 

  



 

- 391 - 
 

資料第42 被災者生活再建支援金の支給 
（都福祉局、本文 P209） 

 

内容 

被災者生活再建支援制度 

（１）根拠法令 

被災者生活再建支援法 

（２）実施主体 

  都（ただし、被害認定や支給申請書の受付等の事務については区市町村が行う。） 

（３）対象災害 

  自然災害 

  ① 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発生した区市町村 

  ② 10 世帯以上の住宅全壊被害が発生した区市町村 

  ③ 100 世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県 

④ ①又は②の区市町村を含む都道府県で、５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口 

10 万人未満に限る） 

  ⑤ ①～③の区域に隣接し、５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口 10万人未満に限

る） 

（４）制度の対象となる被災世帯 

上記の災害により 

① 住宅が「全壊」した世帯 

② 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

③ 災害による危険な状態が継続し、住居に居住不能な状態が長期間継続している世帯 

④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯（大規模半壊世帯） 

（５）支援金の支給額 

支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる。 

（※世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の 3/4 の額） 

① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住宅の被害程度 
全壊 

（４）①に該当 

解体 

（４）②に該

当 

長期避難 

（４）③に該当 

大規模半壊 

（４）④に該当 

支給額 100 万円 100 万円 100 万円 50 万円 

② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借（公営住宅以外） 

支給額 200 万円 100 万円 50 万円 
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資料第43 激甚法に定める事業及び関係局 
（都総務局、本文 P216） 

 

適用条項 事業名 都関係局名 備考 

第３条 

１ 公共土木施設災害復旧事業 建 設 局 

港 湾 局 

下 水 道 局 

産 業 労 働 局 

河川、海岸、砂防設備、道路 

港湾、漁港、下水道 

林地荒廃防止施設、漁港 

２ 公共土木施設災害関連事業 建 設 局 

港 湾 局 

下 水 道 局 

産 業 労 働 局 

河川、海岸、砂防設備、道路 

港湾、漁港、下水道 

林地荒廃防止施設、漁港 

３ 公立学校施設災害復旧事業 教 育 庁  

４ 公営住宅施設災害復旧事業 都 市 整 備 局  

５ 生活保護施設災害復旧事業 福 祉 局 

保 健 医 療 局 

救護施設、更生施設、宿泊所、 

医療保護施設、宿所提供施設 

６ 児童福祉施設災害復旧事業 

福 祉 局 

保 健 医 療 局 

 

７ 老人福祉施設災害復旧事業 

８ 身体障害者更生施設災害復旧事業 

９ 精神薄弱者援護施設災害復旧事業 

10 女性保護施設災害復旧事業 

第３条 

及び 

第 19条 

11 伝染病予防事業 
福 祉 局 

保 健 医 療 局 

 

12 伝染病予防施設災害復旧事業 

第３条 

及び 

第９条 

13 堆積土砂排除事業 建 設 局 

 

 

下 水 道 局 

港 湾 局 

産 業 労 働 局 

都 市 整 備 局 

総 務 局 

河川、道路、公園、緑地、運河、

溝渠、広場、その他の施設 

 

公共下水道、都市下水路 

林業用施設（貯木場等） 

林業用施設、漁場 

 

上記の施設の区域外 

第３条 

及び 

第 10条 

14 湛水排除事業 建 設 局 

下 水 道 局 

港 湾 局 

産 業 労 働 局 

 

第５条 
15 農地、農業用施設若しくは林道の災害復旧

事業又は当該農業用施設若しくは林道の災害

復旧事業に係る災害関連事業 
産 業 労 働 局 

 

第５条 

及び 

第６条 

16 農林水産業共同利用施設災害復旧事業 

第７条 17 開拓者等の施設の災害復旧事業 

産 業 労 働 局 

 

第８条 
18 天災による被害農林漁業者等に対する資金

の融資に関する暫定措置 
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適用条項 事業名 都関係局名 備考 

第 11条 19 共同利用小型漁船の建造費の補助 

第 12条 
20 中小企業信用保険法による災害関係保証の

特例 

第 13条 
21 中小企業近代化資金等助成法による貸付金

の償還期間の特例 

第 14条 22 事業協同組合等の施設の災害復旧事業 

第 15条 
23 中小企業者に対する資金の融通に関する特

例 

第 16条 24 公立社会教育施設災害復旧事業 教 育 庁  

第 17条 25 私立学校施設の災害復旧事業 生 活 文 化 

ス ポ ー ツ 局 

 

第 20条 26 母子及び寡婦福祉法による国の貸付の特例 福 祉 局 

保 健 医 療 局 

 

第 21条 27 水防資材費の補助の特例 建 設 局 
 

第 22条 
28 り災者公営住宅建設事業に対する補助の特

例 
都 市 整 備 局 

 

第 24条 

30 公共土木施設、農地及び農業用施設又は林

道等小災害に係る地方債の元利償還金の交付

税の基準財政需用額への算入 

建 設 局 

教 育 庁 

産 業 労 働 局 

財 務 局 

公共土木施設 

公立学校 

農地及び農業用地 

地方債の発行及び交付税算定 
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優先除灰道路　1/2　（⾼速道路表⽰・下図表⽰）
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※この下地図は、国土地理院長の承認（平24関公第269号及び平29国関公第444号）を得て作成した
東京都地図（S＝1:2,500）を使用（6都市基交第2086号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。
なお、区市町村境界及び鉄道路線は、国土交通省の国土数値情報（行政区域データ及び鉄道データ、
令和5年版）を加工して作成した。
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※この下地図は、国土地理院長の承認（平24関公第269号及び平29国関公第444号）を得て作成した
東京都地図（S＝1:2,500）を使用（6都市基交第2086号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。
なお、区市町村境界及び鉄道路線は、国土交通省の国土数値情報（行政区域データ及び鉄道データ、
令和5年版）を加工して作成した。
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資料第45 鉄道施設の現況（各鉄道機関） （本文P243） 
 １ 路 線 の 延 長                                                  （令和７年４月現在） 
 

機関名 
路線 
延長 
（ｍ） 

内       訳    （ｍ） 

掘割 
区間 

地下 
区間 

高架 
区間 

盛土 
区間 

切土 
区間 

平地 
区間 

橋梁 
区間 

 都 交 通 局 
  都 電  

   地下鉄 
日暮里・舎人ライナー  

   小 計  

  
12,212  
109,000 

9,700 
130,912 

 
－  
－ 
－  
－ 

 
－  

101,573 
－  

101,573 

 
－  

5,438 
8,870 

14,308 

 
－  
50 
－  
50 

 
－  
10 
－  
10 

 
12,176  

－ 
－  

12,176  

 
36  

1,929  
830 

2,795 
Ｊ Ｒ 
東 日 本 

279,343 －  31,629 92,038 132,670※1 102,283※1 － 698※2 

Ｊ Ｒ 東 海 15,615 275 － 7,048 5,045 2,489 － 794 

東 武 鉄 道 31,201 124 496 8,850 3,855 2,295 14,903 678 

東 急 電 鉄  62,826 
（ずい道） 

4,467 
 10,650 7,937 7,147 12,307 17,602 2,689 

京 成 電 鉄 24,419 318   1,690 8,019 5,272 － 5,624 3,496 

京 王 電 鉄  82,978 
（ずい道） 

3,361 
  6,019 14,576 5,214    11,100 40,537 2,171 

京 急 電 鉄 18,934 502 5,037 9,971 106 － 1,109 2,209 

西 武 鉄 道 101,133 － 2,186 9,630 5,826 － 81,955 1,536 

小 田 急 
電 鉄 

 26,552 1,959 1,748 11,359 1,515 
3,431 
364※3 

5,691 485 

東 京 
地 下 鉄 

195,944 － 166,817 17,360 6,713 － 5,054 

東 京 モ ノ 
レ ー ル 

18,016 528 4,210 11,368 － － － 1,910 

ゆ り 
か も め 

  14,790   14,790     

北 総 鉄 道   2,000    1,343 
 
 

 326 331 

東 京 臨 海 
高 速 鉄 道 

 12,246 － 8,705 2,031 － 395 577 538 

多 摩 都 市 
ﾓ ﾉ ﾚ ｰ ﾙ 

 16,180 
(ずい道含) 

515 
 
 

15,665 
 
 

 
 

 
 

 
 

首都圏新都市鉄道 58,260 － 16,312 25,523 1,888 4,353 － 10,184 

＊は箇所を示す 
＊ JR東日本：※1は盛土、切土の総延長を示す ※2は箇所数を示す。 
＊ 小田急電鉄：※3は片切片盛区間を示す。 

 
 ２ 駅 舎                                                （令和７年４月現在） 
 

 機 関 名          駅舎数 
   構 造 別 内 訳                          立 地 別 内 訳                     

防 火      準耐火 耐 火      その他 地 下      高架下 橋 上      平 地      

都交通局 

   都 電 

   地下鉄 

日暮里・舎人ライナー 

149 

30 

106 

13 

  - 

21 

- 

8 

13 

   98 

- 

98  

- 

   30 

30 

- 

- 

   98 

- 

98 

- 

   21 

  - 

8 

13 

    - 

   30 

30 

- 

- 
Ｊ Ｒ 東 日 本 139   2 78    57     2    6    28    44    61 

Ｊ Ｒ 東 海 2   - -    2    -    -    1    1    - 

東 武 鉄 道 28  10 13    3    2    1    6    5    16 

東 急 電 鉄 60  13 17    30    0    9      5    3    43 

京 成 電 鉄 19   0 13    6    -    2    11    4    2 

京 王 電 鉄 66   7 32    27    -    16     6    13    31 

京 急 電 鉄 19   0 4   15    -    4    12    -     3 

西 武 鉄 道 61  12 30    17    2    1    9    27    24 

小 田 急 電 鉄 23   0 4    13    6    1    13    2     7 

東 京 地 下 鉄 180 

 
  - -   180    -   159    18    -    3 

東 京 ﾓ ﾉ ﾚ - ﾙ 11   - -    11    -    4    -   7    - 

ゆ り か も め 16   - -     16      -      -     16      -      - 
多 摩 都 市 
モ ノ レ - ル 

19   - -      19                    18       1        

北 総 鉄 道 1   - -      1      -      -      1      -      - 

東京臨海高速鉄道 7   - 1    6     -    5    2    -     - 

首都圏新都市鉄道 20   8 5   0   7   8  12   -  - 

計 820    52 218    501     49    314    179    107    220 
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資料第 46 空港施設の現況（都港湾局、東京航空局） （本文 P244） 

 （令和７年４月現在） 

機 関 施設名 基本施設 附帯施設 

（
東
京
空
港
事
務
所
） 

東
京
航
空
局 

東京国際空港 

空港敷地面積 
      1,516ha 
滑走路 
  Ａ   3,000×60m 
  Ｂ   2,500×60m 
  Ｃ   3,360×60m 

Ｄ   2,500×60m 
駐機場  240スポット 

ターミナルビル 
駐車場  (13,112台駐車可) 
〔航空保安施設〕 
地上着陸誘導施設、計器着陸誘導施設、照明

施設、標識施設、消防車 
救急医療作業車 

都
港
湾
局 

東京都調布 
飛行場 

空港敷地面積 39ha 
滑走路 800m×30m 
駐機場 

固定翼 72 スポット 

回転翼 ６スポット 

ターミナルビル、管理事務所棟 
駐車場（175 台） 
[航空保安施設] 
対空通信施設、航空灯火施設、航空標

識、自家用発電施設、消防車、医療用資

器材 

東京 
ヘリポート 

空港敷地面積 15ha 
滑走路    90×30m 
駐機場 

  回転翼  38スポット 

ターミナルビル 
[航空保安施設] 
対空通信施設、航空標識、航空灯火施設、

自家用発電設備、消防車、医療用資器材 

大島空港 

空港敷地面積 62ha 
滑走路 1,800m×45m 
駐機場 

固定翼 ９スポット 

回転翼 ４スポット 

ターミナルビル 
駐車場（233 台） 
[航空保安施設] 
計器着陸誘導施設、対空通信施設（新千

歳リモート）、航空灯火施設、航空標

識、自家用発電施設、消防車、医療用資

器材 

新島空港 

空港敷地面積 18ha 
滑走路 800m×25m 
駐機場 

固定翼 ３スポット 

ターミナルビル 
駐車場（62 台） 
[航空保安施設] 
対空通信施設（新千歳リモート）、航空

灯火施設、航空標識、自家用発電施設、

消防車、医療用資器材 

神津島空港 

空港敷地面積 26ha 
滑走路 800m×25m 
駐機場 

固定翼 ３スポット 

ターミナルビル 
駐車場（44 台） 
[航空保安施設] 
対空通信施設（新千歳リモート）、航空

灯火施設、航空標識、自家用発電施設、

消防車、医療用資器材 

三宅島空港 

空港敷地面積 29ha 
滑走路 1,200m×30m 
駐機場 

固定翼 ４スポット 

回転翼 ２スポット 

ターミナルビル（仮設） 
駐車場（53 台） 
[航空保安施設] 
対空通信施設（新千歳リモート）、航空

灯火施設、航空標識、自家用発電施設、

消防車、医療用資器材 

八丈島空港 

空港敷地面積 76ha 
滑走路 2,000m×45m 
駐機場 

固定翼 ３スポット 

ターミナルビル 
駐車場（415 台） 
[航空保安施設] 
計器着陸誘導施設、対空通信施設(新千歳

リモート)、航空灯火施設、航空標識、自

家用発電施設、消防車、医療用資器材 

 



種　別 箇所数

機能
1次
2次
3次

施　設　名　称 所　在　地 区市町村

（１）　本庁舎、立川地域防災センター 2 1 都庁舎 新宿区西新宿2-8-1 新宿

1 立川地域防災センター 立川市緑町3233-2 立川

（２）　区市町村本庁舎 54 1 千代田区本庁舎 千代田区九段南1-2-1 千代田

1 中央区本庁舎 中央区築地1-1-1 中央

1 港区本庁舎 港区芝公園1-5-25 港

1 新宿区本庁舎 新宿区歌舞伎町1-4-1 新宿

1 文京区本庁舎 文京区春日1-16-21 文京

1 台東区本庁舎 台東区東上野4-5-6 台東

1 墨田区本庁舎 墨田区吾妻橋1-23-20 墨田

1 江東区本庁舎 江東区東陽4-11-28 江東

1 品川区本庁舎 品川区広町2-1-36 品川

1 目黒区本庁舎 目黒区上目黒2-19-15 目黒

1 大田区本庁舎 大田区蒲田5-13-14 大田

1 世田谷区本庁舎 世田谷区世田谷4-21-27 世田谷

1 渋谷区本庁舎 渋谷区宇田川町1-1 渋谷

1 中野区本庁舎 中野区中野4-11-19 中野

1 杉並区本庁舎 杉並区阿佐谷南1-15-1 杉並

1 豊島区本庁舎 豊島区南池袋2-45-1 豊島

1 北区本庁舎 北区王子本町1-15-22 北

1 荒川区本庁舎 荒川区荒川2-2-3 荒川

1 板橋区本庁舎 板橋区板橋2-66-1 板橋

1 練馬区本庁舎 練馬区豊玉北6-12-1 練馬

1 足立区本庁舎 足立区中央本町1-17-1 足立

1 葛飾区本庁舎 葛飾区立石5-13-1 葛飾

1 江戸川区本庁舎 江戸川区中央1-4-1 江戸川

1 八王子市本庁舎 八王子市元本郷町3-24-1 八王子

1 立川市本庁舎 立川市泉町1156-9 立川

1 武蔵野市本庁舎 武蔵野市緑町2-2-28 武蔵野

1 元気創造プラザ総合防災センター 三鷹市新川6-37-1 三鷹

1 青梅市本庁舎 青梅市東青梅1-11-1 青梅

1 府中市本庁舎 府中市宮西町2-24 府中

1 昭島市本庁舎 昭島市田中町1-17-1 昭島

1 調布市本庁舎 調布市小島町2-35-1 調布

1 町田市庁舎 町田市森野2-2-22 町田

1 小金井市本庁舎 小金井市本町6-6-3 小金井

1 小平市本庁舎 小平市小川町2-1333 小平

1 日野市本庁舎 日野市神明1-12-1 日野

1 日野市防災情報センター 日野市神明1-11-16 日野

1 東村山市本庁舎 東村山市本町1-2-3 東村山

1 国分寺市本庁舎 国分寺市泉町2-2-18 国分寺

1 国立市本庁舎 国立市富士見台2-47-1 国立

1 西東京市役所田無庁舎 西東京市南町5-6-13 西東京

1 福生市本庁舎 福生市本町5 福生

1 狛江市本庁舎 狛江市和泉本町1-1-5 狛江

1 東大和市本庁舎 東大和市中央3-930 東大和

1 清瀬市本庁舎 清瀬市中里5-842 清瀬

1 東久留米市本庁舎 東久留米市本町3-3-1 東久留米

1 武蔵村山市本庁舎 武蔵村山市本町1-1-1 武蔵村山

1 多摩市本庁舎 多摩市関戸6-12-1 多摩

1 稲城市本庁舎 稲城市東長沼2111 稲城

1 羽村市本庁舎 羽村市緑ヶ丘5-2-1 羽村

1 あきる野市本庁舎 あきる野市二宮350 あきる野

1 瑞穂町本庁舎 西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎2335 瑞穂

1 日の出町本庁舎 西多摩郡日の出町大字平井2780 日の出

1 檜原村本庁舎 西多摩郡檜原村467-1 檜原

1 奥多摩町本庁舎 西多摩郡奥多摩町氷川215-6 奥多摩

資料第47　除灰拠点一覧表（各防災機関）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（本文P248）

1-1　本部－都・区市町村本庁舎等
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種　別 箇所数

機能
1次
2次
3次

施　設　名　称 所　在　地 区市町村

（１）関東地方整備局 3 関東地方整備局 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 都外

　　 国道事務所 1 東京国道事務所 千代田区九段南1-2-1 千代田

1 相武国道事務所 八王子市大和田町4-3-13 八王子

（２）警視庁 1 1 警視庁 千代田区霞が関2-1-1 千代田

（３）都建設事務所 11 1 第一建設事務所 中央区明石町 2-4 中央

1 第二建設事務所 品川区広町2-1-36 品川

1 第三建設事務所 中野区中野4-11-19 中野

1 第四建設事務所 豊島区南大塚2-36-2 豊島

1 第五建設事務所 葛飾区東新小岩1-14-11 葛飾

1 第六建設事務所 足立区千住東2-10-10 足立

1 西多摩建設事務所 青梅市東青梅3-20-1 青梅

1 南多摩東部建設事務所 町田市中町1-31-12 町田

1 南多摩西部建設事務所 八王子市明神町3-19-2 八王子

1 北多摩南部建設事務所 府中市緑町1-27-1 府中

1 北多摩北部建設事務所 立川市柴崎町2-15-19 立川

（４）中日本高速道路八王子支社 2 1 八王子支社 八王子市宇津木町231 八王子

1 八王子保全・サービスセンター 八王子市宇津木町287-1 八王子

（５）首都高速道路株式会社　　　 3 1 本社 千代田区霞が関1-4-1 千代田

　・本社１ 1 東京西局 千代田区平河町2-16-3 千代田

　・管理局２ 1 東京東局 中央区日本橋箱崎町43-5 中央

（６）東日本高速道路株式会社 1 関東支社 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-20 都外

（１）鉄道本社等 14 1 東武鉄道（株） 墨田区押上2-18-12 墨田

　 1 東急電鉄（株） 渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス7階 渋谷

京成電鉄（株） 市川市八幡3-3-1 都外

1 京王電鉄（株） 多摩市関戸1-9-1 多摩

京浜急行電鉄（株） 神奈川県横浜市西区高島1-2-8 都外

西武鉄道（株） 埼玉県所沢市くすのき台1-11-1 都外

小田急電鉄（株） 神奈川県相模原市南区相模大野8-18-1 都外

1 東京地下鉄㈱ 台東区東上野3-19-6 台東

1 東京モノレール（株） 港区浜松町2-4-1 港

1 （株）ゆりかもめ 江東区有明3-13-1 江東

1 多摩都市モノレール（株） 立川市泉町1078-92 立川

北総鉄道（株） 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷4-2-3 都外

1 東京臨海高速鉄道（株） 江東区青海1-2-1 江東

1 首都圏新都市鉄道（株） 千代田区神田練塀町85番地 千代田

（１）東京航空局空港事務所、空港工事事務所 2 1 東京空港事務所 大田区羽田空港3-3-1 大田

（２）東京都調布飛行場管理事務所 1 1 東京都調布飛行場管理事務所 調布市西町290-3 調布

（３）東京都東京ヘリポート 1 1 東京都東京ヘリポート 江東区新木場4-7-28 江東

（１）東京港管理事務所 1 1 東京港管理事務所 港区港南3-9-56 港

（２）東京港建設事務所 3 1 東京港建設事務所 港区港南3-9-56 港

　　　高潮対策センター 1 高潮対策センター 江東区辰巳1-1-33 江東

1 第二高潮対策センター 港区港南3-9-56 港

（３）関東地方整備局、東京港湾事務所 1 1 東京港湾事務所 江東区新木場1-6-25 江東

（１）荒川下流河川事務所 1 1 荒川下流河川事務所 北区志茂5-41-1 北

（２）都建設局事務所 11 ※（再掲）

（３）都建設局江東治水事務所 2 1 江東治水事務所 葛飾区東新小岩1-14-11 葛飾

　　  水門管理センター 1 水門管理センター 江東区清澄1-2-37 江東

2-1　輸送路管理－道路管理機関

2-2　輸送路管理－鉄道管理機関

2-3　輸送路管理－空港管理機関

2-4　輸送路管理－港湾管理機関

2-5　輸送路管理－河川管理機関
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種　別 箇所数

機能
1次
2次
3次

施　設　名　称 所　在　地 区市町村

（１）放送局 15 2 日本放送協会 渋谷区神南2-2-1 渋谷

2 （株）ＴＢＳラジオ 港区赤坂5-3-6 港

2 （株）文化放送 港区浜松町1-31 港

2 （株)ニッポン放送 千代田区有楽町1-9-3 千代田

2 （株）ｱｰﾙ･ｴﾌ･ﾗｼﾞｵ日本 港区麻布台2-2-1 港

2 （株）エフエム東京　　 千代田区麹町1-7 千代田

2 （株）日経ラジオ社 港区虎ノ門1-2-8 虎ノ門琴平タワー16F 港

2 日本テレビ放送網（株） 港区東新橋1-6-1 港

2 （株）TBSテレビ 港区赤坂5-3-6 港

2 （株）フジテレビジョン 港区台場2-4-8 港

2 （株）テレビ朝日 港区六本木6-9-1 港

2 （株）テレビ東京 港区六本木3-2-1 港

2 （株）J-WAVE
港区六本木6-10-1
 六本木ﾋﾙｽﾞ森ﾀﾜｰ

港

2 東京ﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ（株） 千代田区麹町1-12 千代田

2 （株）InterFM897 東品川1-3-3-7F 品川

（1）基幹的広域防災拠点 2 1 基幹的広域防災拠点（有明の丘地区） 江東区有明3-8-35 江東

基幹的広域防災拠点（東扇島地区） 川崎市川崎区東扇島 都外

（１）陸上自衛隊駐屯地 9 2 陸上自衛隊三宿駐屯地 世田谷区池尻1-2-24 世田谷

2 陸上自衛隊十条駐屯地 北区十条台1-5-70 北

2 陸上自衛隊練馬駐屯地 練馬区北町4-1-1 練馬

2 陸上自衛隊朝霞駐屯地 練馬区大泉学園町 練馬

2 陸上自衛隊用賀駐屯地 世田谷区上用賀1-20-1 世田谷

2 陸上自衛隊立川駐屯地 立川市緑町5 立川

2 陸上自衛隊東立川駐屯地 立川市栄町1-2-10 立川

2 陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地 新宿区市谷本村町5-1 新宿

2 陸上自衛隊小平駐屯地 小平市喜平町2-3-1 小平

（２）航空自衛隊基地２ 2 2 航空自衛隊府中基地 府中市浅間町1-5-5 府中

2 航空自衛隊横田基地 福生市大字福生2552 福生

（１）警視庁 1 ※警視庁 千代田区霞ヶ関2-1-1 千代田

（２）警視庁多摩総合庁舎 1 2 警視庁多摩総合庁舎 立川市緑町3280 立川

　　　警視庁新橋庁舎 1 2 警視庁新橋庁舎 港区新橋6-18-8 港

（３）機動隊 10 2 第一機動隊 千代田区北の丸公園4-1 千代田

2 第二機動隊 江戸川区臨海町1-2-2 江戸川

2 第三機動隊 目黒区大橋2-17-16 目黒

2 第四機動隊 立川市緑町3567 立川

2 第五機動隊 新宿区市谷本村町6-1 新宿

2 第六機動隊 品川区勝島1-3-18 品川

2 第七機動隊 府中市朝日町3-16-8 府中

2 第八機動隊 新宿区若松町14-1 新宿

2 第九機動隊 江東区新砂1-7-20 江東

2 特科車両隊 新宿区市谷本村町7-1 新宿

（４）自動車警ら隊 7 2 第一自動車警ら隊 港区海岸3-12-1 港

2 第一自動車警ら隊蒲田分駐所 大田区蒲田本町2-29-12 大田

2 第ニ自動車警ら隊 北区滝野川7-49-10 北

2 第二自動車警ら隊新宿分駐所 新宿区高田馬場2-5-27 新宿

2 第二自動車警ら隊南千住分駐所 荒川区南千住8-4-6 荒川

2 第八方面自動車警ら隊 立川市緑町3280 立川

2 第九方面自動車警ら隊 八王子市大横町14-20 八王子

（５）交通機動隊 8 2 第一交通機動隊 中央区晴海3-16-14 中央

2 第一交通機動隊大森分駐所 大田区大森北6-24-20 大田

2 第二交通機動隊 目黒区大橋2-21-8 目黒

2 第三交通機動隊 北区西が丘3-4-7 北

2 第三交通機動隊目白分駐所 豊島区目白2-10-6 豊島

2 第四交通機動隊 足立区小台1-4-4 足立

2 第八方面交通機動隊 立川市緑町3280 立川

2 第九方面交通機動隊 八王子市大横町14-20 八王子

（６）高速道路交通警察隊 2 2 高速道路交通警察隊 中央区新富１－１－３ 中央

2 高速道路交通警察隊八王子分駐所 八王子市宇津木町２８７－１ 八王子

3-1　放送－放送機関

4-1-1　主要初動対応－基幹的広域防災拠点

4-2-1　主要初動対応－自衛隊－自衛隊

4-3-1　主要初動対応－警察－警視庁
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種　別 箇所数

機能
1次
2次
3次

施　設　名　称 所　在　地 区市町村

（７）方面本部 10 2 第一方面本部 千代田区霞が関2-1-1 千代田

2 第二方面本部 品川区勝島1-3-12 品川

2 第三方面本部 目黒区大橋2-21-86 目黒

2 第四方面本部 中野区中野4-12-2 中野

2 第五方面本部 文京区春日1-5-12 文京

2 第六方面本部 台東区東浅草2-27-12 台東

2 第七方面本部 江東区新木場4-2-31 江東

2 第八方面本部 立川市緑町3280 立川

2 第九方面本部 八王子市大横町14-20 八王子

2 第十方面本部 北区西が丘3-4-7 北

（８）警察署 97 2 麴町警察署 千代田区麹町1-4-5 千代田

2 丸の内警察署 千代田区有楽町1-9-2 千代田

2 神田警察署 千代田区神田錦町3-3-210 千代田

2 万世橋警察署 千代田区外神田1-16-5 千代田

2 中央警察署 中央区日本橋兜町14-2 中央

2 久松警察署 中央区日本橋久松町8-1 中央

2 築地警察署 中央区築地1-6-1 中央

2 月島警察署 中央区晴海3-16-14 中央

2 愛宕警察署 港区新橋6-18-12 港

2 三田警察署 港区芝浦4-2-12 港

2 高輪警察署 港区高輪3-15-20 港

2 麻布警察署 港区六本木4-7-1 港

2 赤坂警察署 港区赤坂4-18-19 港

2 東京湾岸警察署 江東区青海2-7-1 江東

2 品川警察署 品川区東品川3-14-32 品川

2 大井警察署 品川区大井5-10-2 品川

2 大崎警察署 品川区大崎4-2-10 品川

2 荏原警察署 品川区荏原6-19-10 品川

2 大森警察署 大田区大森中1-1-16 大田

2 田園調布警察署 大田区田園調布1-1-8 大田

2 蒲田警察署 大田区蒲田本町2-3-3 大田

2 池上警察署 大田区池上3-20-10 大田

2 東京空港警察署 大田区羽田空港3-4-1 大田

2 世田谷警察署 世田谷区三軒茶屋2-4-4 世田谷

2 北沢警察署 世田谷区松原6-4-14 世田谷

2 玉川警察署 世田谷区中町2-9-22 世田谷

2 成城警察署 世田谷区千歳台3-19-1 世田谷

2 目黒警察署 目黒区中目黒2-7-13 目黒

2 碑文谷警察署 目黒区碑文谷4-24-17 目黒

2 渋谷警察署 渋谷区渋谷3-8-15 渋谷

2 原宿警察署 渋谷区神宮前1-4-17 渋谷

2 代々木警察署 渋谷区本町1-11-3 渋谷

2 牛込警察署 新宿区南山伏町1-15 新宿

2 新宿警察署 新宿区西新宿6-1-1 新宿

2 戸塚警察署 新宿区西早稲田3-30-13 新宿

2 四谷警察署 新宿区左門町6-5 新宿

2 中野警察署 中野区中央2-47-2 中野

2 野方警察署 中野区中野4-12-1 中野

2 杉並警察署 杉並区成田東4-38-16 杉並

2 高井戸警察署 杉並区宮前1-16-1 杉並

2 荻窪警察署 杉並区桃井3-1-3 杉並

2 富坂警察署 文京区小石川2-14-2 文京

2 大塚警察署 文京区音羽2-12-26 文京

2 本富士警察署 文京区本郷7-1-7 文京

2 駒込警察署 文京区本駒込2-28-18 文京

2 巣鴨警察署 豊島区北大塚1-15-15 豊島

2 池袋警察署 豊島区西池袋1-7-5 豊島

2 目白警察署 豊島区目白2-10-2 豊島

2 滝野川警察署 北区西ヶ原2-4-1 北

2 王子警察署 北区王子3-22-223 北

2 赤羽警察署 北区神谷3-10-1 北

2 板橋警察署 板橋区板橋2-60-13 板橋

2 志村警察署 板橋区東坂下2-21-17 板橋

2 高島平警察署 板橋区高島平3-12-32 板橋
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2 練馬警察署 練馬区豊玉北5-2-7 練馬

2 光が丘警察署 練馬区光が丘2-9-8 練馬

2 石神井警察署 練馬区石神井町6-17-26 練馬

2 上野警察署 台東区東上野4-2-4 台東

2 下谷警察署 台東区下谷3-15-9 台東

2 浅草警察署 台東区浅草4-47-11 台東

2 蔵前警察署 台東区蔵前1-3-24 台東

2 尾久警察署 荒川区西尾久3-8-5 荒川

2 南千住警察署 荒川区南千住6-45-43 荒川

2 荒川警察署 荒川区荒川3-1-2 荒川

2 千住警察署 足立区千住1-38-1 足立

2 西新井警察署 足立区西新井栄町1-16-1 足立

2 竹の塚警察署 足立区保木間1-16-4 足立

2 綾瀬警察署 足立区谷中4-1-24 足立

2 深川警察署 江東区木場3-18-6 江東

2 城東警察署 江東区北砂2-1-24 江東

2 本所警察署 墨田区横川4-8-9 墨田

2 向島警察署 墨田区文花3-18-9 墨田

2 亀有警察署 葛飾区新宿4-22-19 葛飾

2 葛飾警察署 葛飾区立石2-7-9 葛飾

2 小松川警察署 江戸川区松島1-19-22 江戸川

2 葛西警察署 江戸川区東葛西6-39-1 江戸川

2 小岩警察署 江戸川区東小岩6-9-17 江戸川

2 昭島警察署 昭島市上川原町1-1-1 昭島

2 立川警察署 立川市緑町3233-2 立川

2 東大和警察署 東大和市芋窪6-1061-1 東大和

2 府中警察署 府中市府中町1-10-5 府中

2 小金井警察署 小金井市貫井南町3-21-3 小金井

2 田無警察署 西東京市田無町5-2-5 西東京

2 小平警察署 小平市小川町2-1264-1 小平

2 東村山警察署 東村山市本町1-1-3 東村山

2 武蔵野警察署 武蔵野市中町2-1-2 武蔵野

2 三鷹警察署 三鷹市上連雀8-2-36 三鷹

2 調布警察署 調布市国領町2-25-1 調布

2 青梅警察署 青梅市野上町4-6-3 青梅

2 五日市警察署 あきる野市五日市888-7 あきる野

2 福生警察署 福生市加美平3-25 福生

2 八王子警察署 八王子市元本郷町3-19-1 八王子

2 高尾警察署 八王子市東浅川町23-34 八王子

2 南大沢警察署 八王子市南大沢1-8-3 八王子

2 町田警察署 町田市旭町3-1-3 町田

2 日野警察署 日野市日野589-1 日野

2 多摩中央警察署 多摩市鶴牧1-26-1 多摩

（１）東京消防庁 1 2 東京消防庁本部庁舎 千代田区大手町1-3-5 千代田

（２）消防方面本部・訓練場 26 2 第一消防方面本部 千代田区麴町1-12 千代田

2 第二消防方面本部 大田区大森東1-32-8 大田

2 第三消防方面本部 世田谷区三軒茶屋2-33-21 世田谷

2 第四消防方面本部 新宿区大久保3-14-26 新宿

2 第五消防方面本部 豊島区西池袋2-37-8 豊島

2 第六消防方面本部 台東区蔵前2-10-9 台東

2 第七消防方面本部 江東区森下5-1-4 江東

2 第八消防方面本部 立川市泉町1156-1 立川

2 第九消防方面本部 八王子市石川町2099-2 八王子

2 第十消防方面本部 練馬区北町3-10-14 練馬

2 第二消防方面本部消防救助機動部隊 大田区京浜島1-1-4 大田

2 第三消防方面本部消防救助機動部隊 渋谷区幡ケ谷1-13-20 渋谷

2 第六消防方面本部消防救助機動部隊 足立区新田3-37-1 足立

2 第八消防方面本部消防救助機動部隊 立川市泉町1156-1 立川

2 第九消防方面本部消防救助機動部隊 八王子市鑓水2-108-2 八王子

2 夢の島消防訓練場（第四・第六消防方面訓練場） 江東区夢の島3-1-1 江東

2 潮見消防訓練場（第一消防方面訓練場） 江東区潮見１－29 江東

2 第二消防方面訓練場 大田区京浜島1-1-4 大田

2 第三消防方面訓練場 渋谷区幡ケ谷1-13-20 渋谷

2 消防学校 渋谷区西原2-51-1 渋谷

2 第五消防方面訓練場 北区西ヶ原2-1-1 北

4-4-1　主要初動対応－消防－東京消防庁
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種　別 箇所数

機能
1次
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3次

施　設　名　称 所　在　地 区市町村

2 第七消防方面訓練場 葛飾区高砂1-1-1 葛飾

2 即応対処部隊 葛飾区高砂1-1-1 葛飾

2 第八消防方面訓練場 立川市泉町1156-1 立川

2 南多摩総合防災施設（第九消防方面訓練場） 八王子市鑓水2-108-2 八王子

2 第九消防方面小宮訓練場 八王子市小宮町336 八王子

（３）航空隊 2 2 航空隊江東航空センター 江東区新木場4-7-25 江東

2 航空隊多摩航空センター 立川市泉町1156-1 立川

（４）装備工場 1 2 装備工場 渋谷区幡ケ谷1-13-20 渋谷

（５）幡ケ谷庁舎 1 2 幡ケ谷庁舎 渋谷区幡ケ谷1-13-20 渋谷

（６）消防署 81 2 赤坂消防署 港区南青山2-16-9 港

2 赤羽消防署 北区赤羽南1-10-4 北

2 秋川消防署 あきる野市伊奈466 あきる野

2 昭島消防署 昭島市松原町1-14-1 昭島

2 麻布消防署 港区元麻布3-4-42 港

2 足立消防署 足立区梅島2-1-1 足立

2 浅草消防署 台東区駒形1-5-8 台東

2 荒川消防署 荒川区荒川2-1-13 荒川

2 池袋消防署 豊島区西池袋2-37-8 豊島

2 板橋消防署 板橋区板橋2-60-15 板橋

2 上野消防署 台東区東上野5-2-9 台東

2 牛込消防署 新宿区筑土八幡町5-16 新宿

2 江戸川消防署 江戸川区中央2-9-13 江戸川

2 荏原消防署 品川区平塚3-16-20 品川

2 大井消防署 品川区東大井3-6-12 品川

2 王子消防署 北区王子4-28-1 北

2 青梅消防署 青梅市師岡町3-2-5 青梅

2 大森消防署 大田区大森東1-32-8 大田

2 荻窪消防署 杉並区桃井3-4-1 杉並

2 尾久消防署 荒川区東尾久8-44-4 荒川

2 奥多摩消防署 西多摩郡奥多摩町氷川952 奥多摩

2 葛西消防署 江戸川区中葛西1-29-1 江戸川

2 金町消防署 葛飾区金町4-15-20 葛飾

2 蒲田消防署 大田区蒲田本町2-28-1 大田

2 神田消防署 千代田区外神田4－14－3 千代田

2 北多摩西部消防署 東大和市上北台1-956-1 東大和

2 京橋消防署 中央区京橋3-14-1 中央

2 清瀬消防署 清瀬市中清戸2-850-1 清瀬

2 小石川消防署 文京区白山3-3-1 文京

2 小岩消防署 江戸川区鹿骨2-42-11 江戸川

2 麴町消防署 千代田区麴町1-12 千代田

2 小金井消防署 小金井市本町6-6-1 小金井

2 国分寺消防署 国分寺市泉町2-2-3 国分寺

2 小平消防署 小平市仲町21 小平

2 狛江消防署 狛江市和泉本町1-23-10 狛江

2 品川消防署 品川区北品川3-7-31 品川

2 芝消防署 港区東新橋2-13-7 港

2 渋谷消防署 渋谷区神南1-8-3 渋谷

2 志村消防署 板橋区相生町17-1 板橋

2 石神井消防署 練馬区下石神井5-16-8 練馬

2 城東消防署 江東区亀戸6-42-9 江東

2 新宿消防署 新宿区百人町3-29-4 新宿

2 杉並消防署 杉並区阿佐谷南3-4-3 杉並

2 成城消防署 世田谷区成城1-21-14 世田谷

2 世田谷消防署 世田谷区三軒茶屋2-33-21 世田谷

2 千住消防署 足立区千住中居町9-14 足立

2 高輪消防署 港区白金2-4-12 港

2 滝野川消防署 北区西ヶ原2-1-1 北

2 立川消防署 立川市泉町1156-1 立川

2 多摩消防署 多摩市諏訪1-69 多摩

2 玉川消防署 世田谷区中町3-1-19 世田谷

2 調布消防署 調布市下石原1-16-1 調布

2 田園調布消防署 大田区雪谷大塚町13-22 大田

2 豊島消防署 豊島区東池袋3-19-20 豊島

2 中野消防署 中野区中央3-25-3 中野

2 西新井消防署 足立区伊興2-5-11 足立

2 西東京消防署 西東京市中町1-1-6 西東京

2 日本橋消防署 中央区日本橋兜町14-12 中央
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2 日本堤消防署 台東区千束4-1-1 台東

2 練馬消防署 練馬区豊玉北5-1-8 練馬

2 野方消防署 中野区丸山2-21-1 中野

2 八王子消防署 八王子市上野町33番地 八王子

2 東久留米消防署 東久留米市幸町3-4-34 東久留米

2 東村山消防署 東村山市美住町2-28-16 東村山

2 光が丘消防署 練馬区光が丘2-9-1 練馬

2 日野消防署 日野市神明2-14-3 日野

2 深川消防署 江東区木場3-18-10 江東

2 府中消防署 府中市寿町1-5 府中

2 福生消防署 福生市大字福生1072 福生

2 本郷消防署 文京区本郷7-1-11 文京

2 本所消防署 墨田区横川4-6-6 墨田

2 本田消防署 葛飾区東立石3-12-7 葛飾

2 町田消防署 町田市本町田2380-3 町田

2 丸の内消防署 千代田区大手町1-3-5 千代田

2 三鷹消防署 三鷹市下連雀9-2-17 三鷹

2 向島消防署 墨田区東向島6-22-3 墨田

2 武蔵野消防署 武蔵野市吉祥寺北町4-6-1 武蔵野

2 目黒消防署 目黒区下目黒6-1-22 目黒

2 矢口消防署 大田区多摩川2-5-20 大田

2 四谷消防署 新宿区四谷3-10-4 新宿

2 臨港消防署 中央区晴海5-8-20 中央

（１）消防署 1 2 稲城消防署 稲城市東長沼2111 稲城

（１）災害拠点病院 83 【区中央部】

2 日本大学病院 千代田区神田駿河台1-6 千代田

2 三井記念病院 千代田区神田和泉町1 千代田

2 聖路加国際病院 中央区明石町9-1 中央

2 東京都済生会中央病院 港区三田1-4-17 港

2 東京慈恵会医科大学附属病院 港区西新橋3-19-18 港

2 北里大学北里研究所病院 港区白金5-9-1 港

2 虎の門病院 港区虎ノ門2-2-2 港

2 日本医科大学付属病院 文京区千駄木1-1-5 文京

2 東京都立駒込病院 文京区本駒込3-18-22 文京

2 順天堂大学医学部附属順天堂医院 文京区本郷3-1-3 文京

2 東京科学大学病院 文京区湯島1-5-45 文京

2 東京大学医学部附属病院 文京区本郷7-3-1 文京

2 永寿総合病院 台東区東上野2-23-16 台東

【区南部】

2 東邦大学医療センター大森病院 大田区大森西6-11-1 大田

2 大森赤十字病院 大田区中央4-30-1 大田

2 東京都立荏原病院 大田区東雪谷4-5-10 大田

2 東京労災病院 大田区大森南4-13-21 大田

2 池上総合病院 大田区池上6-1-19 大田

2 昭和大学病院 品川区旗の台1-5-8 品川

2 ＮＴＴ東日本関東病院 品川区東五反田5-9-22 品川

【区西南部】

2 東京都立広尾病院 渋谷区恵比寿2-34-10 渋谷

2 日本赤十字社医療センター 渋谷区広尾4-1-22 渋谷

2 至誠会第二病院 世田谷区上祖師谷5-19-1 世田谷

2 公立学校共済組合関東中央病院 世田谷区上用賀6-25-1 世田谷

2 日産厚生会玉川病院 世田谷区瀬田4-8-1 世田谷

2 国立病院機構東京医療センター 目黒区東が丘2-5-1 目黒

【区西部】

2 慶応義塾大学病院 新宿区信濃町35 新宿

2 東京女子医科大学病院 新宿区河田町8-1 新宿

2 東京医科大学病院 新宿区西新宿6-7-1 新宿

2 東京都立大久保病院 新宿区歌舞伎町2-44-1 新宿

2 国立国際医療研究センター病院 新宿区戸山1-21-1 新宿

2 東京山手メディカルセンター 新宿区百人町3-22-1 新宿

2 東京新宿メディカルセンター 新宿区津久戸町5-1 新宿

2 新渡戸記念中野総合病院 中野区中央4-59-16 中野

2 東京警察病院 中野区中野4-22-1 中野

2 杏林大学医学部付属杉並病院 杉並区和田2-25-1 杉並

2 荻窪病院 杉並区今川3-1-24 杉並

4-4-2　主要初動対応－消防－稲城市消防本部

4-5-1　主要初動対応－医療－病院等
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【区西北部】

2 日本大学医学部附属板橋病院 板橋区大谷口上町30-1 板橋

2 帝京大学医学部附属病院 板橋区加賀2-11-1 板橋

2 東京都立豊島病院 板橋区栄町33-1 板橋

2 東京都健康長寿医療センター 板橋区栄町35-2 板橋

2 練馬光が丘病院 練馬区光が丘2-5-1 練馬

2 順天堂大学医学部附属練馬病院 練馬区高野台3-1-10 練馬

2 東京北医療センター 北区赤羽台4-17-56 北

2 東京都立大塚病院 豊島区南大塚2-8-1 豊島

【区東北部】

2 東京女子医科大学附属足立医療センター 足立区江北4-33-1 足立

2 西新井病院 足立区西新井本町1-12-12 足立

2 博慈会記念総合病院 足立区鹿浜5-11-1 足立

2 苑田第一病院 足立区竹の塚4-1-12 足立

2 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 葛飾区青戸6-41-2 葛飾

2 東京都立東部地域病院 葛飾区亀有5-14-1 葛飾

2 平成立石病院 葛飾区立石5-1-9 葛飾

【区東部】

2 東京都立墨東病院 墨田区江東橋4-23-15 墨田

2 東京曳舟病院 墨田区東向島2-27-1 墨田

2 江東病院 江東区大島6-8-5 江東

2
順天堂大学医学部附属
順天堂江東高齢者医療センター

江東区新砂3-3-20 江東

2 がん研究会有明病院 江東区有明3-8-31 江東

2 昭和大学江東豊洲病院 江東区豊洲5-1-38 江東

2 江戸川病院 江戸川区東小岩2-24-18 江戸川

2 東京臨海病院 江戸川区臨海町1-4-2 江戸川

2 森山記念病院 江戸川区北葛西4-3-1 江戸川

【西多摩】

2 市立青梅総合医療センター 青梅市東青梅4-16-5 青梅

2 公立阿伎留医療センター あきる野市引田78-1 あきる野

2 公立福生病院 福生市加美平1-6-1 福生

【南多摩】

2 東京医科大学八王子医療センター 八王子市館町1163 八王子

2 東海大学八王子病院 八王子市石川町1838 八王子

2 日野市立病院 日野市多摩平4-3-1 日野

2 日本医科大学多摩永山病院 多摩市永山1-7-1 多摩

2 東京都立多摩南部地域病院 多摩市中沢2-1-2 多摩

2 稲城市立病院 稲城市大丸1171 稲城

2 町田市民病院 町田市旭町2-15-41 町田

2 南町田病院 町田市鶴間4-4-1 町田

【北多摩西部】

2 国立病院機構災害医療センター 立川市緑町3256 立川

2 立川病院 立川市錦町4-2-22 立川

2 東大和病院 東大和市南街1-13-12 東大和

【北多摩南部】

2 武蔵野赤十字病院 武蔵野市境南町1-26-1 武蔵野

2 東京都立多摩総合・小児総合医療センター 府中市武蔵台2-8-29 府中

2 杏林大学医学部付属病院 三鷹市新川6-20-2 三鷹

2 東京慈恵会医科大学附属第三病院 狛江市和泉本町4-11-1 狛江

【北多摩北部】

2 公立昭和病院 小平市花小金井8−1−1 小平

2 佐々総合病院 西東京市田無町4-24-15 西東京

2 東京都立多摩北部医療センター 東村山市青葉町1-7-1 東村山

2 国立病院機構東京病院 清瀬市竹丘3-1-1 清瀬

（２）日赤東京都支部 2 2 日本赤十字社本社 港区芝大門１ー１ー３ 港

2 日本赤十字社東京都支部 新宿区大久保1-2-15 新宿

（１）医療品等備蓄倉庫 7 （※）立川地域防災センター 立川市緑町3233-2 立川

　 2 災害対策職員住宅柏木住宅内集中備蓄倉庫 新宿区北新宿4-6-1 新宿

　 　 2 板橋区若木原公園内倉庫 板橋区若木1-24区立若木原公園内 板橋

2 大田区仲六郷複合施設地区備蓄倉庫 大田区仲六郷2-44-11 大田

2 白鬚東防災拠点内備蓄倉庫
墨田区堤通2-4-3
都営白鬚東ｱﾊﾟｰﾄ3号棟1階

墨田

2 都営大江戸線清澄白河駅内備蓄倉庫 都営大江戸線清澄白河駅構内 江東

2 都営大江戸線麻布十番駅内備蓄倉庫 都営大江戸線麻布十番駅構内 港

4-5-2　主要初動対応－医療－医薬品等備蓄倉庫
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種　別 箇所数

機能
1次
2次
3次

施　設　名　称 所　在　地 区市町村

（２）都薬剤師会医薬品・情報管理センター 16 2 品川区 品川区東中延2-4-2 品川

2 杉並区 杉並区荻窪4-21-17 杉並

2 練馬区 練馬区富士見台3-56-3 練馬

2 中野区 中野区中野1-15-7 中野

2 北区 北区王子2-3-1 北

2 豊島区 豊島区東池袋4-42-16 豊島

2 三鷹地区 三鷹市新川6-35-28 三鷹

2 目黒区 目黒区鷹番1-7-11 目黒

2 板橋区 板橋区常盤台1-40-1 板橋

2 西武地区 小平市美園町3-1-8 小平

2 墨田区 墨田区向島1-27-5　3F 墨田

2 新宿区 新宿区新宿7-26-4 新宿

2 足立区 足立区綾瀬2-23-7 足立

2 江東区 江東区大島4-4-3 江東

2 世田谷区 世田谷区松原6-37-10 世田谷

2 武蔵野地区 武蔵野市中町3-7-1 武蔵野

（３）医薬品卸売販売業者倉庫 31 アルフレッサ㈱埼玉物流センター 埼玉県新座市野火止2-7-36 都外

アルフレッサ㈱神奈川物流センター 神奈川県小田原市中村原520番地-1 都外

アルフレッサ㈱千葉物流センター 千葉県木更津市潮浜1-17-96 都外

2 アルフレッサ㈱文京医薬品センター 文京区水道1-6-13 文京

2 アルフレッサ㈱江戸川医薬品センター 江戸川区平井7-5-32 江戸川

2 アルフレッサ㈱目黒医薬品センター 目黒区目黒本町2-18-16 目黒

アルフレッサヘルスケア㈱ＭＫ吉川物流センター 埼玉県吉川市旭7-1 A棟 都外

アルフレッサヘルスケア㈱横浜配送センター 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷町8953-1 都外

アルフレッサヘルスケア㈱南関東物流センター 神奈川県厚木市酒井1902 都外

アルフレッサヘルスケア㈱柏配送センター 千葉県柏市鷲野谷1027-1 都外

アルフレッサヘルスケア㈱春日部配送センター　 埼玉県春日部市小渕1094-1 都外

岩渕薬品㈱流通センター 千葉県四街道市鷹の台1-5 都外

2 イワキ㈱王子物流センター 北区豊島7-30-17 北

㈱大木 神奈川物流センター 神奈川県藤沢市円行1-3-1 都外

㈱大木 新東京物流センター 埼玉県鴻巣市大字常光1515 都外

㈱大木 浦和ＦＤＣ 埼玉県さいたま市緑区大字大門1916-1 都外

㈱大木 吉川ＦＤＣ 埼玉県吉川市南広島字下谷2155 都外

㈱大木 綾瀬ＦＤＣ 神奈川県綾瀬市大上1-7-34 都外

㈱スズケン戸田物流センター 埼玉県戸田市笹目南町7-40 都外

㈱スズケン神奈川物流センター 神奈川県高座郡寒川町一之宮7-9-2 都外

㈱スズケン千葉物流センター 千葉県印西市みどり台1-1-1 都外

東邦薬品㈱ＴＢＣ埼玉 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6000-1 都外

2 東邦薬品㈱ ＴＢＣＷＥＬＬ品川 品川区八潮3-2-29 ｴﾌﾌﾟﾗｻﾞﾞ東京E棟 品川

2 株式会社バイタルネット 大田区羽田空港1-8-2 大田

㈱メディセオ東京物流センター 千葉県浦安市港76-1 都外

㈱メディセオ埼玉ＡＬＣ 埼玉県三郷市上彦川戸852-1 都外

㈱メディセオ神奈川ＡＬＣ 神奈川県横浜市戸塚区吉田町180-9 都外

㈱メディセオ南東京ＡＬＣ 神奈川県川崎市高津区千年1200-1 都外

2 ㈱メディセオ東京中央ＦＬＣ 千代田区外神田3-3-6 千代田

㈱ＰＡＬＴＡＣ　ＲＤＣ横浜 神奈川県座間市広野台2-10-11 都外

㈱ＰＡＬＴＡＣ　ＲＤＣ埼玉 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字屏風200-1 都外

（４）医療用ガス販売業者倉庫 8 2 相互産業㈱ 大田区大森南2-11-13 大田

2 ㈱星医療酸器 足立区入谷7-11-18 足立

2 日本メガケア㈱ 板橋区新河岸1-13-5 板橋

2 ㈱千代田 杉並区南荻窪3-29-12 杉並

2 ㈱世田谷酸素商事 世田谷区喜多見7-36-33 世田谷

2 市村酸素㈱ 立川市錦町2-11-5 立川

2 立川酸素㈱ 昭島市福島町2-28-20 昭島

2 ㈱千代田 清瀬市松山2-13-11 清瀬

（１）東京都赤十字血液センター 4 2 東京都赤十字血液センター 新宿区若松町12-2 新宿

2 東京都赤十字血液センター辰巳供給出張所 江東区辰巳2-1-67 江東

2 東京都赤十字血液センター葛飾事業所 葛飾区亀有5-14-15 葛飾

2 東京都赤十字血液センター立川事業所 立川市緑町3256 立川

（２）献血供給事業団 1 2 献血供給事業団本部 武蔵野市境南町1-26-1 武蔵野

4-5-3　主要初動対応－医療－血液センター等
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種　別 箇所数

機能
1次
2次
3次

施　設　名　称 所　在　地 区市町村

（１）保健所 59 2 八王子市保健所 八王子市明神町3-19-2 八王子

2 南多摩保健所 多摩市永山2-1-5 多摩

2 西多摩保健所 青梅市東青梅1-167-15 青梅

2 町田市保健所 町田市森野2-2-22（町田市庁舎内） 町田

2 多摩府中保健所 府中市宮西町1-26-1 府中

2 多摩立川保健所 立川市柴崎町2-21-19 立川

2 多摩小平保健所 小平市花小金井1-31-24 小平

2 千代田保健所 千代田区九段北1-2-14 千代田

2 中央区保健所 中央区明石町12-1 中央

2 みなと保健所 港区三田1-4-10 港

2 新宿区保健所 新宿区新宿5-18-21 新宿

2 文京保健所 文京区春日1-16-21 文京

2 台東保健所 台東区東上野4-22-8 台東

2 墨田区保健所 墨田区吾妻橋1-23-20 墨田

2 江東区保健所 江東区東陽2-1-1 江東

2 品川区保健所 品川区広町2-1-36 品川

2 目黒区保健所 目黒区上目黒2-19-15(総合庁舎内) 目黒

2 大田区保健所（健康政策部） 大田区蒲田5-13-14 大田

2 世田谷保健所 世田谷区世田谷4-24-1 世田谷

1 ※渋谷区保健所（渋谷区本庁舎） 渋谷区宇田川町1-1 渋谷

2 中野区保健所 中野区中野2-17-4 中野

2 杉並保健所 杉並区荻窪5-20-1 杉並

2 豊島区池袋保健所 豊島区東池袋4-42-16 豊島

2 北区保健所 北区東十条2-7-3 北

2 荒川区保健所 荒川区荒川2-11-1 荒川

2 板橋区保健所 板橋区大山東町32-15 板橋

2 練馬区保健所 練馬区豊玉北6-12-1 練馬

2 足立保健所（生活衛生課） 足立区中央本町1-5-3 足立

2 葛飾区保健所 葛飾区青戸4-15-14 葛飾

2 江戸川保健所（保健予防課） 江戸川区中央4-24-19 江戸川

2 江戸川保健所（生活衛生課） 江戸川区東小岩3-23-3 江戸川

2 立川市健康会館　　 立川市高松町3-22-9 立川

2 武蔵野市保健センター 武蔵野市吉祥寺北町4-8-10 武蔵野

2 三鷹市総合保健センター 三鷹市新川6-37-1 三鷹

2 青梅市健康センター 青梅市東青梅1-174-1 青梅

2 府中市保健センター 府中市府中町2-25 府中

2 昭島市保健福祉センター 昭島市昭和町4-7-1 昭島

2 調布市保健センター 調布市小島町2-33-1 調布

2 小金井市保健センター 小金井市貫井北町5-18-18 小金井

2 小平市健康センター 小平市学園東町1-19-12 小平

2 日野市生活保健センター 日野市日野本町1-6-2 日野

2 東村山市保健福祉総合センター 東村山市本町1-2-3 東村山

2 国分寺市いずみ保健センター 国分寺市泉町2-3-8 国分寺

2 国立市保健センター 国立市富士見台3-16-5 国立

2 福生市保健センター 福生市大字福生2125-3 福生

2 狛江市あいとぴあセンター 狛江市元和泉2-35-1 狛江

2 東大和市保健センター 東大和市中央3-918-1 東大和

2 清瀬市しあわせ未来センター 清瀬市中里5-842 清瀬

2 東久留米市わくわく健康プラザ（健康課） 東久留米市滝山4-3-14 東久留米

2 武蔵村山市保健相談センター 武蔵村山市本町1-23 武蔵村山

2 多摩市立健康センター 多摩市関戸4-19-5 多摩

2 稲城市保健センター 稲城市百村112-1 稲城

2 羽村市保健センター 羽村市緑ヶ丘5-5-2 羽村

2 あきる野市五日市保健センター あきる野市五日市414-5 あきる野

2 西東京市保谷保健福祉総合センター 西東京市中町1-5-1 西東京

2 瑞穂町保健センター 西多摩郡瑞穂町大字石畑1970 瑞穂

2 日の出町保健センター 西多摩郡日の出町大字平井2780 日の出

2 檜原村やすらぎの里 西多摩郡檜原村2717 檜原

2 奥多摩町保健福祉センター 西多摩郡奥多摩町氷川1111 奥多摩

4-5-4　主要初動対応－医療－保健所
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種　別 箇所数

機能
1次
2次
3次

施　設　名　称 所　在　地 区市町村

（１）大規模救出救助活動拠点 32 2 中央清掃工場 中央区晴海5-2-1 中央

（告示済箇所） 2 港清掃工場 港区港南5-7-1 港

（区部） 2 白髭東地区及び汐入公園 墨田区堤通二丁目地内 墨田

2 墨田清掃工場 墨田区東墨田1-10-23 墨田

2 都立木場公園（多目的広場） 江東区平野4丁目地内 江東

2 有明清掃工場 江東区有明2-3-10 江東

2 新江東清掃工場 江東区夢の島3丁目1-1 江東

2 品川清掃工場 品川区八潮1-4-1 品川

2 目黒清掃工場 目黒区三田2-19-43 目黒

2 大田清掃工場 大田区京浜島3-6-1 大田

2 多摩川清掃工場 大田区下丸子2-33-1 大田

2 都立駒沢オリンピック公園（陸上競技場）
目黒区東が丘2丁目及び世田谷区
駒沢公園各地内

世田谷

2 都立砧公園（野球場） 世田谷区砧公園地内 世田谷

2 世田谷清掃工場 世田谷区大蔵1-1-1 世田谷

2 千歳清掃工場 世田谷区八幡山2-7-1 世田谷

2 都立代々木公園（陸上競技場） 渋谷区神南2丁目地内 渋谷

2 渋谷清掃工場 渋谷区東1-35-1 渋谷

2 都立和田堀公園（競技場） 杉並区大宮2丁目 杉並

2 杉並清掃工場 杉並区高井戸東3-7-1 杉並

2 豊島清掃工場 豊島区上池袋2-5-1 豊島

2 北清掃工場 北区志茂1-2-36 北

2 都立城北中央公園（競技場）
板橋区桜川1丁目及び
練馬区氷川台1丁目各地内

板橋

2 板橋清掃工場 板橋区高島平9-48-1 板橋

2 練馬清掃工場 練馬区谷原6-10-11 練馬

2 光が丘清掃工場 練馬区光が丘5-3-1 練馬

2 都立舎人公園（陸上競技場） 足立区舎人公園地内 足立

2 足立清掃工場 足立区西保木間4-7-1 足立

2 都立水元公園（駐車場） 葛飾区水元公園地内 葛飾

2 葛飾清掃工場 葛飾区水元1-20-1 葛飾

2 都立篠崎公園（野球場） 江戸川区上篠崎1丁目地内 江戸川

2 都立葛西臨海公園（第3駐車場） 江戸川区臨海町6丁目地内 江戸川

2 江戸川清掃工場 江戸川区江戸川2-10番地 江戸川

（２）医療機関近接ヘリコプター緊急離着陸場 63 2 千代田区立外濠公園総合グラウンド 千代田区5番町地先 千代田

（区部） 2 北の丸公園第三駐車場 千代田区北の丸公園1-1 千代田

2 中央区立月島運動場 中央区晴海1-3-29 中央

2 都立芝公園野球場 港区芝公園4-10 港

2 港区立麻布運動場軟式野球場 港区南麻布5-6-33 港

2 聖心女子学院グラウンド 港区白金4-11-1 港

2 都庁第一本庁舎 新宿区西新宿2-8-1 新宿

2 新宿区立西戸山公園野球場 新宿区百人町4-1 新宿

2 明治神宮外苑軟式野球場 新宿区霞ヶ丘町2-3 新宿

2 国立国際医療研究センターヘリポート 新宿区戸山1-21-1 新宿

2 東京大学御殿下グラウンド 文京区本郷7-3-1 文京

2 順天堂大学医学部附属順天堂医院ヘリポート 文京区本郷3-1-3 文京

2 東京科学大学病院ヘリポート 文京区湯島1-5-45 文京

2 東京大学医学部附属病院ヘリポート 文京区本郷7-3-1 文京

2 日本医科大学付属病院ヘリポート 文京区千駄木1-1-5 文京

2 永寿総合病院ヘリポート 台東区東上野2-23-16 台東

2 都立上野恩賜公園正岡子規記念球場 台東区上野公園5番地 台東

2 東墨田一丁目運動広場 墨田区東墨田1-10 墨田

2 東京都立墨東病院ヘリポート 墨田区江東橋4-23-15 墨田

2 都立亀戸中央公園多目的広場 江東区亀戸9-37 江東

2 東京ビッグサイト西棟屋外駐車場 江東区有明3-11-1 江東

2 有明の丘防災拠点（東京臨海広域防災公園） 江東区有明3-8 江東

2 都立猿江恩賜公園野球場 江東区住吉2-28 江東

2 がん研究会有明病院ヘリポート 江東区有明3-8-31 江東

2 都立辰巳の森海浜公園 江東区辰巳2-1-35 江東

2 品川区立西大井広場公園 品川区西大井1-4-10 品川

2 東京都立荏原病院ヘリポート 大田区東雪谷4-5-10 大田

2 大田区立平和島公園野球場 大田区平和島4-2-2 大田

2 東京労災病院ヘリポート 大田区大森南4-13-21 大田

2 区民広場（西六郷3丁目） 大田区西六郷3-13先多摩川左岸 大田

2 大田スタジアム 大田区東海1-2-10 大田

4-6-1　主要初動対応－救出救助拠点－救出救助拠点
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種　別 箇所数

機能
1次
2次
3次

施　設　名　称 所　在　地 区市町村

2 都立駒沢オリンピック公園陸上競技場 目黒区東が丘2-16、世田谷区駒沢公園1番地世田谷

2 都立祖師谷公園運動広場 世田谷区上祖師谷3-22 世田谷

2 東京農業大学野球場 世田谷区桜丘1-1 世田谷

2 二子玉川緑地運動場 世田谷区鎌田1地先 世田谷

2 東京都立広尾病院ヘリポート 渋谷区恵比寿2-34-10 渋谷

2 日本赤十字社医療センターヘリポート 渋谷区広尾4-1-22 渋谷

2 東京大学教育学部附属中等教育学校校庭 中野区南台1-15 中野

2 中野区立中野上高田運動施設野球場 中野区上高田5-6-1 中野

2 東京警察病院ヘリポート 中野区中野4-22-1 中野

2 都立和田堀公園第一競技場 杉並区大宮2-26 杉並

2 杉並区立桃井原っぱ公園 杉並区桃井3-8-1 杉並

2 としまみどりの防災公園 豊島区東池袋4-42 豊島

2 東尾久運動場多目的広場 荒川区東尾久7-1-1 荒川

2 板橋区立東板橋公園グラウンド 板橋区板橋3-50-1 板橋

2 都立城北中央公園競技場 板橋区桜川1-4、練馬区氷川台1-7 板橋

2 板橋区立小豆沢公園野球場 板橋区小豆沢3-8 板橋

2 帝京大学医学部附属病院ヘリポート 板橋区加賀2-11-1 板橋

2 東京都立豊島病院ヘリポート 板橋区栄町33-1 板橋

2 都立光が丘公園陸上競技場 練馬区光が丘4丁目-1 練馬

2 都立城北中央公園野球場 練馬区氷川台1-6 練馬

2 東台野球場 練馬区石神井町1-11-32 練馬

2 東京女子医科大学附属足立医療センターヘリポート 足立区江北4-33-1 足立

2 都立舍人公園陸上競技場 足立区舍人公園1番地 足立

2 都立東綾瀬公園西側野球場 足立区綾瀬6-37 足立

2 都立東綾瀬公園東側野球場 足立区東綾瀬3-4 足立

2 足立区立保木間公園 足立区竹の塚 足立

2 葛飾区立総合スポーツセンター陸上競技場 葛飾区奥戸7−17−1 葛飾

2 堀切少年野球場荒川河川敷（京成上野線下流） 葛飾区堀切2-2先 葛飾

2 葛西臨海公園第3駐車場 江戸川区臨海町6-2 江戸川

2 江戸川区臨海球技場第一 江戸川区臨海町1-1-2 江戸川

2 都立篠崎公園A地区野球場 江戸川区上篠崎1-25 江戸川

2 都立大島小松川公園（自由の広場） 江戸川区小松川1-7 江戸川

（３）河川等船着場（災害拠点病院近接） 18 2 和泉橋 千代田区神田佐久間町1丁目11番地先 千代田

2 千代田区庁舎前 千代田区九段南1丁目2番地先 千代田

2 新川 中央区新川2丁目地先 中央

2 明石町 中央区明石町地先 中央

2 日の出桟橋 港区海岸2丁目地先 港

2 田町［新芝-西-7］ 港区芝浦3丁目地先 港

2 市兵衛河岸 文京区後楽1丁目 文京

2 桜橋 台東区今戸1丁目地先 台東

2 亀戸 江東区亀戸2丁目1番地先 江東

2 天神橋 江東区亀戸3丁目8番地先 江東

2 有明客船ターミナル 江東区有明3丁目 江東

2 有明アリーナ 江東区有明１丁目 江東

2 夫婦橋船着場 大田区南蒲田1丁目4番地先 大田

2 東糀谷六丁目 大田区東糀谷6丁目 大田

2 大森南4丁目 大田区大森南４丁目 大田

2 北赤羽 北区浮間1丁目1番地先 北

2 荒川遊園 荒川区西尾久6丁目地先 荒川

2 東尾久 荒川区東尾久7丁目3番地 荒川

（４）大規模救出救助活動拠点 15 2 八王子市立上柚木公園（陸上競技場） 八王子市上柚木2丁目地内 八王子

（告示済箇所） 2 八王子市滝ガ原運動場（グラウンド） 八王子市高月町地内 八王子

（市部） 2 八王子市立富士森公園（陸上競技場） 八王子市台町2丁目地内 八王子

2 北野多目的広場（多目的広場） 八王子市北野町地内 八王子

2 都立武蔵野中央公園（原っぱ広場） 武蔵野市八幡町2丁目地内 武蔵野

2 青梅スタジアム（野球場） 青梅市今井5丁目地内 青梅

2 都立武蔵野の森公園（府中朝日フットボールパーク） 府中市朝日町3丁目地内 府中

2 都立府中の森公園（サッカー場） 府中市浅間町1丁目地内 府中

2 都立神代植物公園（芝生広場） 調布市深大寺元町5丁目地内 調布

2 都立小金井公園（いこいの広場） 小金井市関野町2丁目地内 小金井

2 多摩川グラウンド（河川敷） 日野市万願寺1丁目地先地内 日野

2 多摩川緑地公園グランド（野球場） 狛江市猪方4丁目地内 狛江

2 都立東大和南公園（陸上競技場） 東大和市桜が丘3丁目地内 東大和

2 都立秋留台公園（陸上競技場） あきる野市二宮地内 あきる野

2 多摩市立陸上競技場（陸上競技場） 多摩市諏訪4丁目地内 多摩
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種　別 箇所数

機能
1次
2次
3次

施　設　名　称 所　在　地 区市町村

（5）医療機関近接ヘリコプター緊急離着陸場 27 2 八王子市立大塚公園運動場 八王子市松が谷66 八王子

（市部） 2 東京医科大学八王子医療センターヘリポート 八王子市館町1163 八王子

2 東海大学医学部付属八王子病院へリポート 八王子市石川町1838 八王子

2 元横山２号河川敷広場 八王子市田町4番地 八王子

2 国立病院機構災害医療センターヘリポート 立川市緑町3256 立川

2 立川飛行場 立川市緑町5番地 立川

2 武蔵野赤十字病院ヘリポート 武蔵野市境南町1-26-1 武蔵野

2 三鷹市立第一中学校校庭 三鷹市下連雀9-10-1 三鷹

2 杏林大学医学部付属病院ヘリポート 三鷹市新川6-20-2 三鷹

2 青梅市民球技場野球場 青梅市河辺町1-872-1 青梅

2 市立青梅総合医療センターヘリポート 青梅市東青梅4-16-5 青梅

2 東京都立多摩・小児総合医療センターヘリポート 府中市武蔵台2-8-29 府中

2 調布市民野球場 調布市染地2-43-1 調布

2 町田市立町田市民球場 町田市旭町3-20-60 町田

2 町田市鶴見川クリーンセンター 町田市三輪緑山1-1 町田

2 都立小金井公園いこいの広場 小金井市関野町2-9 小金井

2 丸井総合グラウンド 小平市花小金井8-25 小平

2 日野市立多摩平第一公園 日野市多摩平4-2 日野

2 東村山市立東村山運動公園 東村山市恩多町1-51-1 東村山

2 一橋大学グラウンド 国立市中2-1 国立

2 加美平野球場 福生市加美平1-21 福生

2 向台運動場 西東京市向台町5-4-44 西東京

2 都立東大和南公園運動広場 東大和市桜が丘3丁目地内 東大和

2 日本社会事業大学内グラウンド 清瀬市竹丘3-10-5 清瀬

2 多摩市立多摩市東公園陸上競技場 多摩市諏訪4-9 多摩

2 稲城市立中央公園総合グラウンド 稲城市長峰1-1 稲城

2 亜細亜大学日の出グランド 日の出町平井1466 日の出

（１）公園緑地事務所 2 2 東部公園緑地事務所 台東区上野公園7-47 台東

2 西部公園緑地事務所 武蔵野市御殿山1-17-59 武蔵野

（１）東日本電信電話（株） 60 2 東日本電信電話（株）霞ヶ関ビル 千代田区内幸町1-1-6 千代田

2 東日本電信電話（株）九段ビル 千代田区九段北3-2-1 千代田

2 東日本電信電話（株）大手町ＦＳビル 千代田区大手町1-5-1 千代田

2 東日本電信電話（株) 茅場兜ビル 中央区日本橋富沢町1-1 中央

2 東日本電信電話（株）築地ビル 中央区入船3-2-6 中央

2 東日本電信電話（株）京橋ビル 中央区銀座3-15-3 中央

2 東日本電信電話（株）銀座ビル 中央区銀座8-2-7 中央

2 東日本電信電話（株）白金ビル 港区白金台3-14-6 港

2 東日本電信電話（株）芝ビル 港区西新橋3-22-8 港

2 東日本電信電話（株）赤坂ビル 港区赤坂2-17-28 港

2 東日本電信電話（株）三田ビル 港区芝3-7-1 港

2 東日本電信電話（株）青山ビル 港区北青山2-7-15 港

2 東日本電信電話（株）新淀橋ビル 新宿区西新宿3-19-2 新宿

2 東日本電信電話（株）新宿ビル 新宿区北新宿1-5-1 新宿

2 東日本電信電話（株）牛込ビル 新宿区細工町3-12 新宿

2 東日本電信電話（株）西新宿ビル 新宿区西新宿1-22-14 新宿

2 東日本電信電話（株）四谷ビル 新宿区新宿1-33-13 新宿

2 東日本電信電話（株）上野別館ビル 台東区上野5-24-11 台東

2 東日本電信電話（株）墨田ビル 墨田区石原4-36-1 墨田

2 東日本電信電話（株）江東ビル 東京都江東区東陽4-7-29 江東

2 東日本電信電話（株）TTCビル 江東区青海2-5-10 江東

2 東日本電信電話（株）大井埠頭ビル 品川区八潮5-7 品川

2 東日本電信電話（株）矢口ビル 大田区下丸子3-1-17 大田

2 東日本電信電話（株）雪ヶ谷ビル 東京都大田区石川町2-1-7 大田

2 東日本電信電話（株）東京空港ビル 大田区羽田空港1-1-3 大田

2 東日本電信電話（株）大森ビル 大田区大森北1-18-8 大田

2 東日本電信電話（株）砧ビル 世田谷区成城1-14-1 世田谷

2 東日本電信電話（株）上北沢ビル 世田谷区上北沢4-19-19 世田谷

2 東日本電信電話（株）世田谷ビル 世田谷区太子堂4-3-4 世田谷

2 東日本電信電話（株）東渋谷ビル 渋谷区渋谷2-12-3 渋谷

2 東日本電信電話（株）高円寺ビル 杉並区高円寺北4-29-6 杉並

2 東日本電信電話（株）井草ビル 杉並区清水2-16-20 杉並

2 東日本電信電話（株）荻窪ビル 東京都杉並区荻窪4-31-1 杉並

2 東日本電信電話（株）巣鴨ビル 豊島区巣鴨4-26-18 豊島

2 東日本電信電話（株）田端テクノビル 北区田端新町1-19-10 北

2 東日本電信電話（株）十条ビル 北区西が丘3-6-6 北

4-6-2　主要初動対応－救出救助拠点－その他

5-1　ライフライン－電信電話
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種　別 箇所数

機能
1次
2次
3次

施　設　名　称 所　在　地 区市町村

2 東日本電信電話（株）荒川ビル 荒川区荒川1-26-1 荒川

2 東日本電信電話（株）板橋ビル 板橋区板橋2-20-7 板橋

2 東日本電信電話（株）北町ビル 練馬区北町1-12-1 練馬

2 東日本電信電話（株）大泉ビル 練馬区東大泉2-9-4 練馬

2 東日本電信電話（株）練馬ビル 練馬区豊玉北5-24-11 練馬

2 東日本電信電話（株）千住ビル 東京都足立区千住中居町15-1 足立

2 東日本電信電話（株）竹ノ塚ビル 東京都足立区竹ノ塚5-2-24 足立

2 東日本電信電話（株）東江戸川ビル 江戸川区瑞江2-46-3 江戸川

2 東日本電信電話（株）砂川ビル 立川市柏町1-2-1 立川

2 東日本電信電話（株）武蔵野（西久保）ビル 東京都武蔵野市西久保3-24-16 武蔵野

2 東日本電信電話（株）調布ビル 調布市布田1-6-1 調布

2 東日本電信電話（株）国分寺ビル 国分寺市本多2-13-1 国分寺

2 東日本電信電話（株）清瀬ビル 東京都清瀬市元町2-28-6 清瀬

2 東日本電信電話（株）小平ビル 東京都小平市小川町2-1330 小平

2 東日本電信電話（株）八王子片倉ビル 東京都八王子市片倉町362 八王子

2 東日本電信電話（株）新立川ビル 立川市曙町3-3-26 立川

2 東日本電信電話（株) 錦町別館ビル 立川市錦町4-12-6 立川

2 東日本電信電話（株）立川曙ビル 東京都立川市曙町2-24-21 立川

2 東日本電信電話（株）三鷹ビル 三鷹市下連雀4-14-28 三鷹

2 東日本電信電話（株）青梅ビル 青梅市勝沼3-95 青梅

2 東日本電信電話（株）武蔵府中別館ビル 府中市八幡町1-1 府中

2 東日本電信電話（株）昭島ビル 東京都昭島市朝日町4-24-14 昭島

2 東日本電信電話（株）羽村ビル 東京都羽村市羽中1-2-9 羽村

2 東日本電信電話（株）小金井ビル 小金井市前原町3-36-21 小金井

（２）ＫＤＤＩ（株） 14 2 ― ― ―

（３）（株）ＮＴＴドコモ 6 2 ― ― ―

（４）ＮＴＴコミュニケーションズ（株） 7 2 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）本社 千代田区大手町2-3-1 千代田

2 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）大手町ビル 千代田区大手町2-3-4 千代田

2 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）立川ビル 立川市曙町3-3-26 立川

2 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）唐ヶ崎ビル 目黒区中央町1-11-7 目黒

2 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）白鬚ビル 台東区清川2-25-19 台東

2 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）新宿ビル 新宿区北新宿1-5-1 新宿

2 ＮＴＴコミュニケーションズ（株）ＴＲＣビル 港区赤坂8-4-23 港

（５）ソフトバンク（株） 5 2 ソフトバンク（株）本社 港区海岸1-7-1 港

2 ソフトバンク（株）新砂ビル 江東区新砂3-4-7 江東

2 ソフトバンク(株)　北池袋センター 豊島区上池袋4-30-17 豊島

2 ソフトバンク（株）クロスゲート新砂 江東区新砂3-4-12 江東

2 ソフトバンク（株）新田端ビル 北区田端6-2-8 北

（６）楽天モバイル（株） 3 2 楽天モバイル（株）本社 世田谷区玉川1-14-1 世田谷区

2 楽天モバイル（株）新宿オフィス 新宿区新宿6-27-30 新宿区

2 楽天モバイル（株）木場ラボ 江東区塩浜2-8-18 江東区

（１）東京電力（株） 30 2 東京電力ホールディングス㈱本社 千代田区内幸町1-1-3 千代田

2 東京電力パワーグリッド（株）東京総支社 新宿区新宿5-4-9 新宿

2 東京電力パワーグリッド（株）銀座支社 港区芝公園2-2-4 港

2 東京電力パワーグリッド（株）上野支社 台東区竜泉2-18-6 台東

2 東京電力パワーグリッド（株）東京総支社　大塚事務所 豊島区北大塚2-33-17 豊島

2 東京電力パワーグリッド（株）東京総支社　練馬事務所 練馬区中村北1-12-7 練馬

2 東京電力パワーグリッド（株）渋谷支社 渋谷区神南1-12-10 渋谷

2 東京電力パワーグリッド（株）品川支社 品川区西五反田5-3-1 品川

2 東京電力パワーグリッド（株）武蔵野支社 武蔵野市西久保1-6-24 武蔵野

2 東京電力パワーグリッド（株）多摩総支社　八王子北館 八王子市八日町8-1 八王子

2 東京電力パワーグリッド（株）立川支社 立川市緑町6-6 立川

2 東京電力パワーグリッド（株）越中島資材倉庫 江東区越中島3-5-19 江東

2 東京電力パワーグリッド（株）戸田電柱置場 板橋区舟渡4-9-1 板橋

2 東京電力パワーグリッド（株）小松川電柱置場 江戸川区松江5-14-1 江戸川

2 東京電力パワーグリッド（株）新大田資材センター 大田区東海4-1-23 大田

2 東京電力パワーグリッド（株）千住資材倉庫 足立区千住桜木1-13-1 足立

2 東京電力パワーグリッド（株）八王子資材倉庫 八王子市石川町2967ｰ8 八王子

2 東京電力パワーグリッド（株）天神町電柱置場 小平市天神町4-33-20 小平

2 東京電力パワーグリッド（株）玉堤電柱置場 世田谷区玉堤2-4 世田谷

2 東京電力パワーグリッド（株）銀座支社 永代橋事務所 中央区新川1-28-40 中央

2 東京電力パワーグリッド（株）上野支社 葛飾事務所 葛飾区亀有4-20-1 葛飾

2 東京電力パワーグリッド（株）江東支社 亀戸ビル 江東区亀戸2-1-6 江東

2 東京電力パワーグリッド（株）江東支社 江戸川事務所 江戸川区中央1-5-3 江戸川

2 東京電力パワーグリッド（株）東京総支社 板橋事務所 板橋区坂下2-5-1 板橋

2 東京電力パワーグリッド（株）渋谷支社　世田谷事務所 世田谷区新町3-1-3 世田谷

5-2　ライフライン－電気
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2 東京電力パワーグリッド（株）品川支社　大田事務所 大田区池上5-12-17 大田

2 東京電力パワーグリッド（株）武蔵野支社　府中事務所 府中市美好町1-2-1 府中

2 東京電力パワーグリッド（株）多摩総支社　町田事務所 町田市原町田5-14-1 町田

2 東京電力パワーグリッド（株）立川支社　青梅事務所 青梅市東青梅5-15-1 青梅

2 東京電力パワーグリッド（株）青梅電柱置場 青梅市新町6-8-5 青梅

（１）東京ガスグループ 25 2 浜松町ビル 港区海岸1-5-20 港

2 新宿パークタワービル 新宿区西新宿3-7-1 新宿

2 目黒ビル 目黒区目黒3-1-3 目黒

2 杉並ビル 杉並区清水1-26-8 杉並

2 板橋整圧所 （倉庫） 板橋区新河岸 2-1-3 板橋

2 滝野川ビル 北区滝野川5-42 北

2 千住ビル 荒川区南千住3-13-1 荒川

2 粕谷ビル 世田谷区粕谷1-7-3 世田谷

2 麻布ビル 港区南麻布2-5-19 港

2 世田谷ビル 世田谷区新町3-1-9 世田谷

2 深川グラウンド 江東区猿江2-15 江東

2 大森グラウンド 大田区大森東3-28 大田

2 立川ビル 立川市曙町3-6-13 立川

2 ファミリーセンター武蔵野苑 小平市大沼町3-14 小平

2 多摩整圧所（倉庫） 多摩市唐木田2-2809 多摩

2 保谷ビル 西東京市柳沢 2-18-46 西東京

2 足立ビル 足立区竹ノ塚5-2-6 足立

2 本郷ビル 文京区向丘2-3-6 文京

2 江東ビル 江東区猿江2-15 江東

2 練馬ビル 練馬区錦2-18-15 練馬

2 石神井ビル 練馬区石神井6-16-8 練馬

2 八王子ビル 八王子市明神町3-3-9 八王子

2 三鷹待機所（コーポ花水樹） 三鷹市野崎3-2-5コーポ花水樹 三鷹

2 品川ビル 品川区東五反田5-22-27 品川

2 大田ビル 大田区南蒲田3-2-3 大田

（１）水道局支所等 9 2 水道局中央支所 千代田区内神田2-1-12 千代田

2 水道局東部第一支所 江東区新砂1-7-2 江東

2 水道局東部第二支所 荒川区南千住6-40-1 荒川

2 水道局西部支所 杉並区和泉3-8-10 杉並

2 水道局南部支所 大田区平和島1-1-2 大田

2 水道局南部支所（桜丘庁舎） 世田谷区桜丘5-50-16 世田谷

2 水道局北部支所 練馬区中村北1-9-4 練馬

2
水道局多摩水道改革推進本部
立川給水管理事務所

立川市緑町6-7 立川

2
水道局多摩水道改革推進本部
多摩給水管理事務所

多摩市山王下1-17 多摩

（２）浄水場 10 2 砧浄水場 世田谷区喜多見2-9-1 世田谷

2 砧下浄水場 世田谷区鎌田2-4-1 世田谷

2 三園浄水場 板橋区三園2-10-1 板橋

2 金町浄水場 葛飾区金町浄水場1-1 葛飾

2 境浄水場 武蔵野市関前1-8-37 武蔵野

2 東村山浄水場 東村山市美住町2-20-236 東村山

2 小作浄水場 羽村市小作台4-2-1 羽村

2 三郷浄水場 埼玉県三郷市彦江3-12-2 都外

2 朝霞浄水場 埼玉県朝霞市宮戸1-3-1 都外

2 長沢浄水場 神奈川県川崎市多摩区三田5-1-1 都外

（１）下水道局下水道事務所 8 2 中部下水道事務所 千代田区大手町2-6-3 千代田

2 北部下水道事務所 台東区蔵前2-1-8 台東

2 東部第一下水道事務所 江東区東陽7-1-14 江東

2 南部下水道事務所 大田区雪谷大塚町13-26 大田

2 西部第一下水道事務所 中野区新井3-37-4 中野

2 西部第二下水道事務所　　 北区浮間4-27-1 北

2 東部第二下水道事務所 葛飾区小菅1-2-1 葛飾

2 流域下水道本部 立川市高松町2-26-12 立川

5-5　ライフライン－下水道

5-3　ライフライン－ガス

5-4　ライフライン－水道
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（２）下水道局下水道関連施設 53 2 桜橋第二ポンプ所 中央区湊1-1-2 中央区

2 芝浦水再生センター 港区港南1-2-28 港区

2 汐留第二ポンプ所 港区海岸1-10 港区

2 落合水再生センター 新宿区上落合1-2-40 新宿区

2 後楽ポンプ所 文京区後楽1-4-13 文京区

2 日本堤ポンプ所 台東区浅草5-73-12 台東区

2 山谷ポンプ所 台東区橋場2-1-19 台東区

2 吾嬬第二ポンプ所 墨田区立花6-8-34 墨田区

2 砂町水再生センター 江東区新砂3-9-1 江東

2 東部スラッジプラント 江東区新砂3-8-1 江東

2 有明水再生センター 江東区有明2-3-5 江東

2 東雲ポンプ所 江東区潮見1-2-22 江東

2 青海その１ポンプ所 江東区青海2-4-24 江東

2 青海その２ポンプ所 江東区青海1-3-29 江東

2 青海ふ頭ポンプ所 江東区青海4-1-19 江東

2 有明ポンプ所 江東区有明4-5-6 江東

2 有明南その１ポンプ所 江東区有明3-11-24 江東

2 中防内側ポンプ所 江東区海の森2-3-44 江東

2 品川ふ頭ポンプ所 品川区東品川5-8-17 品川

2 天王洲ポンプ所 品川区東品川2-1-18 品川

2 鮫洲ポンプ所 品川区東大井1-13-14 品川

2 八潮ポンプ所 品川区八潮5-7-6 品川

2 勝島ポンプ所 品川区勝島一丁目4番地先 品川

2 森ヶ崎水再生センター（西） 大田区大森南5-2-25 大田

2 森ヶ崎水再生センター（東） 大田区昭和島2-5-1 大田

2 南部スラッジプラント 大田区城南島5-2-1 大田

2 東糀谷ポンプ所 大田区東糀谷6-7-38 大田

2 羽田ポンプ所 大田区羽田旭町16-5 大田

2 東海ポンプ所 大田区東海4-1-7 大田

2 京浜島ポンプ所 大田区京浜島1-1-4 大田

2 城南島ポンプ所 大田区城南島2-9-1 大田

2 成城排水調整所 世田谷区成城3-18-5 世田谷

2 神谷ポンプ所 北区神谷3-10 北

2 三河島水再生センター 荒川区荒川8-25-1 荒川

2 東尾久浄化センター 荒川区東尾久7-2 荒川

2 白髭西ポンプ所 荒川区南千住8-17-3 荒川

2 町屋ポンプ所 荒川区町屋8-21-10 荒川

2 新河岸水再生センター 板橋区新河岸3-1-1 板橋

2 志村ポンプ所 板橋区小豆沢4-29-1 板橋

2 中川水再生センター 足立区中川5-1-1 足立

2 みやぎ水再生センター 足立区宮城2-1-14 足立

2 千住ポンプ所 足立区千住曙町37-27 足立

2 梅田ポンプ所 足立区梅田4-24-18 足立

2 葛西水再生センター 江戸川区臨海町1-1-1 江戸川

2 篠崎ポンプ所 江戸川区東篠崎2-2-10 江戸川

2 八王子水再生センター 八王子市小宮町501 八王子

2 青梅ポンプ所 青梅市沢井2-727-1 青梅

2 北多摩一号水再生センター 府中市小柳町6-6 府中

2 多摩川上流水再生センター 昭島市宮沢町3-15-1 昭島

2 浅川水再生センター 日野市石田1-236 日野

2 北多摩二号水再生センター 国立市泉1-24-32 国立

2 清瀬水再生センター 清瀬市下宿3-1375 清瀬

2 南多摩水再生センター 稲城市大丸1492 稲城

（３）区市町村下水道関連施設 3 2 成瀬クリーンセンター 町田市南成瀬8-1-1 町田

2 鶴見川クリーンセンター 町田市三輪緑山1-1 町田

2 鶴川ポンプ場 町田市三輪町284-1 町田
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（１）立川地域防災センター 1 （※）立川地域防災センター 立川市緑町3233-2 立川

（２）多摩広域防災倉庫 1 3 多摩広域防災倉庫 立川市緑町3256-5 立川

（３）トラックターミナル 4 3 京浜トラックターミナル 大田区平和島2-1-1 大田

3 板橋トラックターミナル 板橋区高島平6-1-1 板橋

3 足立トラックターミナル 足立区入谷6-1-1 足立

3 葛西トラックターミナル 江戸川区臨海町4-3-1 江戸川

（１）東京国際空港 1 1 東京空港事務所 大田区羽田空港3-3-1 大田

（２）東京都調布飛行場 1 1 東京都調布飛行場 調布市西町290-3 調布

（３）東京都東京へリポート 1 1 東京都東京へリポート 江東区新木場4-7-28 江東

（１）緊急物資輸送対応施設 7 1 大井食品ふ頭 大田区東海5･6丁目 大田

1 芝浦ふ頭 港区海岸3丁目 港

1 辰巳ふ頭 江東区辰巳3丁目 江東

1 10号地その1多目的ふ頭 江東区有明3丁目 江東

1 品川ふ頭 港区港南5丁目・品川区東品川5丁目 港・品川

1 中央防波堤内側内貿ふ頭 江東区海の森2丁目 江東

1 東京国際クルーズふ頭 江東区青海2丁目地先 江東

（２）幹線貨物輸送対応施設 3 1 大井コンテナふ頭 品川区八潮2丁目 品川

1 中央防波堤外側コンテナふ頭 大田区令和島1丁目 大田

1 中央防波堤内側内貿ふ頭 江東区海の森2丁目 江東

（３）緊急物資輸送等対応施設 9 3 竹芝ふ頭 港区海岸1丁目 港

　（島しょを除く。） 3 日の出ふ頭 港区海岸2丁目 港

3 晴海ふ頭 中央区晴海2･4･5丁目 中央

3 品川ふ頭 港区港南5丁目・品川区東品川5丁目 港・品川

3 フェリーふ頭 江東区有明4丁目 江東

3 10号地ふ頭 江東区有明4丁目 江東

3 青海コンテナふ頭 江東区青海2丁目 江東

3 大井コンテナふ頭 品川区八潮2丁目 品川

3 中央防波堤外側コンテナふ頭 大田区令和島1丁目 大田

（１）河川等船着場（その他） 95 3 新三崎橋 千代田区飯田橋3丁目10番地先 千代田

3 月島ふ頭 中央区豊海町 中央

3 浜町 中央区日本橋浜町1丁目地先 中央

3 常盤橋 中央区日本橋本石町2丁目1番先 中央

3 日本橋 中央区日本橋1丁目9番先 中央

3 箱崎町 中央区日本橋箱崎町地先 中央

3 朝潮運河 中央区晴海3丁目1番先 中央

3 お台場海浜公園 港区台場1丁目地先 港

3 芝浦アイランド［芝浦‐西-２］ 港区芝浦4丁目地先 港

3 芝浦２丁目［芝浦‐西-４］ 港区芝浦2丁目地先 港

3 芝浦西運河［芝浦西‐西-１］ 港区芝浦4丁目地先 港

3 新芝橋［新芝‐東-５］ 港区芝浦3丁目地先 港

3 港南３丁目［高浜‐東-２］ 港区港南3丁目地先 港

3 品川［高浜‐西-３］ 港区港南3丁目地先 港

3 墨田緊急用船着場 墨田区墨田5丁目地先 墨田

3 おしなり公園 墨田区押上1 墨田

3 両国 墨田区横網1丁目地先 墨田

3 両国２ 墨田区横網1丁目地先 墨田

3 平井橋 墨田区立花3丁目地先 墨田

3 吾妻橋 墨田区吾妻橋1丁目先 墨田

3 浅草 台東区花川戸1丁目地先 台東

3 浅草東参道二天門防災船着場 台東区花川戸2丁目地先 台東

3 越中島 江東区越中島1丁目地先 江東

3 扇橋閘門 江東区猿江1丁目地先 江東

3 高橋 江東区高橋 江東

3 番所橋 江東区東砂2丁目14番地先 江東

3 小名木川クローバー橋 江東区北砂1丁目2番地先 江東

3 新砂緊急用船着場 江東区新砂3丁目地先 江東

3 東京国際クルーズふ頭船着場 江東区青海2丁目地先 江東

3 夢の島マリーナ 江東区夢の島3丁目 江東

3 夢の島 江東区夢の島地先 江東

3 黒船橋 江東区門前仲町1丁目1番地先 江東

3 木場六丁目 江東区木場6丁目 江東

3 亀戸中央公園 江東区亀戸8丁目 江東

3 豊洲三丁目 江東区豊洲3丁目 江東

6-1-1　輸送拠点－広域輸送－陸上輸送基地

6-1-2　輸送拠点－広域輸送－航空輸送基地

6-1-3　輸送拠点－広域輸送－海上輸送基地

6-2-1　輸送拠点－水上輸送－水上輸送基地
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3 旧中川川の駅スロープ 江東区大島9丁目 江東

3 潮見運動公園［砂町‐北-１］ 江東区潮見1丁目地先 江東

3 辰巳［東雲‐南-１］ 江東区辰巳1丁目地先 江東

3 枝川１丁目［豊洲‐東-２］ 江東区枝川1丁目地先 江東

3 枝川３丁目［汐見‐南-１］ 江東区枝川3丁目地先 江東

3 塩浜１丁目［豊洲‐東-７］ 江東区塩浜1丁目地先 江東

3 塩浜２丁目［汐見‐北-５］ 江東区塩浜2丁目地先 江東

3 越中島３丁目［豊洲‐東-10］ 江東区越中島3丁目地先 江東

3 豊洲五丁目スロープ 江東区豊洲5丁目1番地先 江東

3 豊洲ぐるり公園 江東区豊洲5丁目1番地先 江東

3 大井ふ頭中央海浜公園 品川区八潮4丁目地先 品川

3 勝島１丁目 品川区勝島1丁目 品川

3 水辺ライン（大井） 品川区勝島1-5 品川

3 しながわ水族館船着場 品川区勝島2丁目 品川

3 東海橋船着場 品川区北品川3-11 品川

3 品川天王洲船着場 品川区東品川1丁目 品川

3 東品川二丁目船着場 品川区東品川2丁目 品川

3 五反田船着場 品川区西五反田1-10 品川

3 多摩川二丁目緊急用船着場 大田区多摩川2丁目地先 大田

3 東京都漁連水産物流通センター 大田区京浜島3丁目 大田

3 大森ふるさとの浜辺公園 大田区平和の森公園2番2号 大田

3 羽田2丁目 大田区羽田2丁目32番地先 大田

3 羽田空港天空橋 大田区羽田空港1丁目 大田

3 神谷 北区神谷1丁目3番地先 北

3 岩淵緊急用船着場 北区志茂5丁目地先 北

3 志茂 北区神谷3丁目10番地先 北

3 志茂防災船着場 北区志茂5丁目地先 北

3 豊島 北区豊島5丁目5番地先 北

3 白鬚西 荒川区南千住8丁目地先 荒川

3 小豆沢 板橋区小豆沢4丁目地先 板橋

3 板橋緊急用船着場 板橋区舟渡2丁目地先 板橋

3 新田緊急用船着場 足立区新田2丁目地先 足立

3 足立緊急用船着場 足立区足立2丁目地先 足立

3 千住 足立区千住曙町地先 足立

3 東立石緑地公園船着場 葛飾区東立石4 葛飾

3 西新小岩 葛飾区西新小岩1丁目地先 葛飾

3 青戸六丁目広場付近護岸 葛飾区青戸6-40番先 葛飾

3 葛飾区北沼公園船着場 葛飾区奥戸8-17番先 葛飾

3 奥戸総合スポーツセンター船着場 葛飾区奥戸7-17番先 葛飾

3 葛飾区堀切菖蒲園船着場 葛飾区堀切1-12番先 葛飾

3 中川大橋際 葛飾区青戸7-36番先 葛飾

3 臨海緊急用船着場 江戸川区清新町1丁目地先 江戸川

3 上篠崎緊急用船着場 江戸川区上篠崎2丁目地先 江戸川

3 葛西臨海公園 江戸川区臨海町6丁目地先 江戸川

3 一之江橋 江戸川区新堀1丁目1番地先 江戸川

3 東篠崎 江戸川区東篠崎2丁目地先 江戸川

3 鹿骨新橋 江戸川区松本2 江戸川

3 小松川緊急用船着場 江戸川区小松川1丁目地先 江戸川

3 新今井橋 江戸川区江戸川4丁目 江戸川

3 ふれあい橋 江戸川区平井3-1 江戸川

3 平井 江戸川区平井6丁目71番地先 江戸川

3 平井七丁目 江戸川区平井7-2 江戸川

3 なぎさ公園 江戸川区南葛西7丁目3番地先 江戸川

3 今井交通公園 江戸川区江戸川4丁目9番先 江戸川

3 スポーツランド 江戸川区東篠崎1丁目8番地先 江戸川

3 ポニーランド 江戸川区篠崎町3丁目23番地先 江戸川

3 船堀 江戸川区船堀1丁目地先 江戸川

3 西葛西 江戸川区西葛西2丁目地先 江戸川

3 篠崎公園 江戸川区上篠崎1丁目25番地先 江戸川

3 小岩菖蒲園 江戸川区北小岩4丁目37番先 江戸川
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（１）区市町村庁舎等 112 3 九段中等教育学校 千代田区九段北2-2-1 千代田

3 中央区立総合スポーツセンター 中央区日本橋浜町2-59-1 中央

3 御成門中学校 港区西新橋3-25-30 港

3 新宿区立新宿ｺｽﾞﾐｯｸｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 新宿区大久保3-1-2 新宿

3 文京シビックセンター 文京区春日1-16-21 文京

3 文京スポーツセンター 文京区大塚3-29-2 文京

3 文京総合体育館 文京区本郷7-1-2 文京

1 ※台東区本庁舎 台東区東上野4-5-6 台東

1 ※墨田区本庁舎 墨田区吾妻橋1-23-20 墨田

3 江東区中央防災倉庫 江東区塩浜1-3-14 江東

3 大井競馬場 品川区勝島2-1-2 品川

3 京浜トラックターミナル（トールエクスプレスジャパン㈱） 大田区平和島2-1-1 品川

1 ※目黒区総合庁舎 目黒区上目黒2-19-15 目黒

3 大森スポーツセンター 大田区大森本町2-2-5 大田

3 大田区産業プラザ（Ｐｉｏ） 大田区南蒲田1-20-20 大田

3 羽田クロノゲート 大田区羽田旭町11-1 大田

3 京浜島地区備蓄倉庫 大田区京浜島3-5-8 大田

3 東京流通センター 東京都大田区平和島6-1-1 大田

3 世田谷区立大蔵第二運動場 世田谷区大蔵4-6-1 世田谷

3 国士舘大学 世田谷区世田谷4-28-1 世田谷

3 ヤマト運輸(株)成城支店 世田谷区成城1-4-19 世田谷

3 総合ケアコミュニティ・せせらぎ 東京都渋谷区西原1丁目40－10 渋谷

3 国立代々木競技場 屋外駐車場 渋谷区神南2－1－1 渋谷

1 ※中野区本庁舎 中野区中野4-11-19 中野

3 都立稔ヶ丘高等学校 中野区上鷺宮5-11-1 中野

3 都立富士高等学校 中野区弥生町5−21−1 中野

3 中野区立総合体育館 中野区新井3-37-78 中野

3 大宮前体育館 杉並区南荻窪2-1-1 杉並

3 井草防災拠点（旧杉並中継所） 杉並区井草4-15-18 杉並

3 杉並区立永福体育館 杉並区永福1-7-6 杉並

3 杉並区立上井草スポーツセンター 杉並区上井草3-34-1 杉並

3 杉並区立高円寺体育館 杉並区高円寺南2-36-31 杉並

3 としまみどりの防災公園 豊島区東池袋4-42 豊島

3 日本通運株式会社　江古田流通センター 練馬区旭丘1-22-13 練馬

3 滝野川体育館 北区西ケ原2-1-6 北

3 桐ケ丘体育館 北区赤羽台3-17-57 北

3 赤羽体育館 北区志茂3-46-16 北

3 サンパール荒川 荒川区荒川1-1-1 荒川

3 南千住野球場 荒川区南千住８－１３－２ 荒川

3 あらかわ遊園スポーツハウス 荒川区西尾久８－３－１ 荒川

3 あらかわ遊園運動場 荒川区西尾久８－３－１ 荒川

3 東尾久運動場 東尾久７－１－１ 荒川

3 荒川総合スポーツセンター 荒川区南千住6-45-5 荒川

3 板橋区立小豆沢体育館 板橋区小豆沢3-1-1 板橋

3 板橋区立上板橋体育館 板橋区桜川1-3-1 板橋

3 MFLP LOGIFRONT板橋 東京都板橋区舟渡4-3-1 板橋

3 練馬区立総合体育館 練馬区谷原1-7-5 練馬

3 練馬区立光が丘体育館 練馬区光が丘4-1-4 練馬

3 足立区立保木間公園 足立区竹の塚3-8-1 足立

3 都立東綾瀬公園 足立区東綾瀬3-4 足立

3 都立舎人公園 足立区舎人公園1-1 足立

3 テクノプラザかつしか 葛飾区青戸7-2-1 葛飾

3 葛飾区奥戸総合スポーツセンター エイトホール 葛飾区高砂1-2-1 葛飾

3 江戸川区総合文化センター 江戸川区中央4-14-1 江戸川

3 葛西防災施設 江戸川区西葛西8-17-1 江戸川

3 小松川防災施設 江戸川区小松川1-7 江戸川

3 八王子市甲の原体育館 八王子市中野町2726-8 八王子

3 片倉つどいの森公園 八王子市片倉町3506番地 八王子

3 あったかホール 八王子市北野町596-3 八王子

3 南大沢文化会館 八王子市南大沢2-27 八王子

3 総合体育館（エスフォルタアリーナ八王子） 八王子市狭間町1453-1 八王子

3 柴崎市民体育館 立川市柴崎町6-15-9 立川

3 泉市民体育館 立川市泉町786-11 立川

3 武蔵野市立武蔵野総合体育館 武蔵野市吉祥寺北町5-11-20 武蔵野

3 総合スポーツセンター 三鷹市新川6-37-1 三鷹

6-3-1　輸送拠点－地域内輸送－地域内輸送拠点
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3 三鷹市立第一中学校体育館 三鷹市下連雀9-10-1 三鷹

1 ※青梅市本庁舎 青梅市東青梅1-11-1 青梅

3 小曾木市民センター 青梅市小曾木3-1656-1 青梅

3 成木市民センター 青梅市成木4-644 青梅

3 沢井市民センター 青梅市沢井2-682 青梅

3 梅郷市民センター 青梅市梅郷3-749-1 青梅

3 府中市水防・防災ステーション 府中市小柳町6-1 府中

3 昭島市総合スポーツセンター 昭島市東町5-13-1 昭島

3 大町備蓄倉庫（大町ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ） 調布市菊野台3-27-40 調布

3 東京スタジアム 調布市西町376-3 調布

3 小島町防災倉庫 調布市小島町3-98-5 調布

3 町田市立総合体育館 町田市南成瀬5-12 町田

3 小金井市役所第２駐車場 小金井市前原町3-41-15 小金井

3 小金井市総合体育館 小金井市関野町1-13-1 小金井

3 小平市民総合体育館 小平市津田町1-1-1 小平

3 小平市役所 小平市小川町2-1333 小平

3 東部出張所 小平市花小金井1-8-1 小平

3 西部出張所 小平市小川西町4-10-13 小平

3 日野市市民の森ふれあいホール 日野市本町6-1-3 日野

3 南平体育館 日野市南平4-23-1 日野

3 TAC東村山スポーツセンター 東村山市久米川町3-30-5 東村山

3 ひかりスポーツセンター 国分寺市光町1-46-8 国分寺

3 国分寺市民スポーツセンター 小平市上水本町6-22-1 国分寺

3 くにたち市民総合体育館 国立市富士見台2-48 国立

3 福生市民会館 福生市福生2455 福生

3 福生市防災食育センター 福生市熊川1606-1 福生

3 狛江市民総合体育館 狛江市和泉本町3-25-1 狛江

1 ※東大和市本庁舎 東大和市中央3-930 東大和

1 ※清瀬市本庁舎 清瀬市中里5-842 清瀬

3 東久留米卸売市場 東久留米市下里5-12-12 東久留米

3 東京多摩青果㈱北部支店 東久留米市下里6-4-1 東久留米

1 ※武蔵村山市本庁舎 武蔵村山市本町1-1-1 武蔵村山

3 武蔵村山市民会館 武蔵村山市本町1-17-1 武蔵村山

1 多摩市役所 地下駐車場 多摩市関戸6-12-1 多摩

3 旧永山第一給食センター 多摩市永山7-1 多摩

3 稲城長峰スポーツ広場防災倉庫 稲城市長峰三丁目10番地の1 稲城

3 羽村市スポーツセンター 羽村市羽加美1-29-5 羽村

1 ※あきる野市本庁舎 あきる野市二宮350 あきる野

1 ※西東京市役所田無庁舎 西東京市南町5-6-13 西東京

1 ※西東京市役所防災・保谷保健福祉総合センター（保谷庁舎） 西東京市中町1-5-1 西東京

3 瑞穂スカイホール 瑞穂町箱根ｹ崎2475 瑞穂

3 元狭山広域防災広場 瑞穂町二本木487-1 瑞穂

3 ㈱東京ロジテック 瑞穂町箱根ヶ崎858-1 瑞穂

1 ※日の出町本庁舎 西多摩郡日の出町大字平井2780 日の出

1 ※檜原村本庁舎 檜原村467-1 檜原

1 ※奥多摩町本庁舎 西多摩郡奥多摩町氷川215-6 奥多摩

3 奥多摩町福祉会館 西多摩郡奥多摩町氷川199 奥多摩

（１）ＪＲ東日本他 21 3 東京駅 千代田区丸の内1-9-1 千代田

　　・山手線 3 秋葉原駅 千代田外神田1-17-6 千代田

　　・京浜東北線 3 上野駅 台東区上野7-1-1 台東

　　・中央線 3 日暮里駅 荒川区西日暮里2丁目19番地 荒川

　　・青梅線 3 池袋駅 豊島区南池袋1-28-2 豊島

　　・常磐線 3 新宿駅 新宿区新宿3-38-1 新宿

　　・総武線 3 渋谷駅 渋谷区道玄坂1-1-1 渋谷

　　・京王線 3 品川駅 港区高輪3-26-27 港

　　・東武伊勢崎線 3 赤羽駅 北区赤羽1-1-1 北

　　・ゆりかもめ 3 蒲田駅 大田区蒲田5-13-1 大田

3 錦糸町駅 墨田区江東橋3-14-5 墨田

3 大崎駅 品川区大崎1-21-4 品川

3 新橋駅 港区新橋2-17-14 港

3 立川駅 立川市曙町2-1-1 立川

3 八王子駅 八王子市旭町1-1 八王子

3 三鷹駅 三鷹市下連雀3-46-1 三鷹

3 国分寺駅 国分寺市本町2 国分寺

3 北千住駅 足立区千住旭町42-2 足立

3 京王多摩センター駅 多摩市落合1-10-2 多摩

6-4　輸送拠点－その他
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種　別 箇所数

機能
1次
2次
3次

施　設　名　称 所　在　地 区市町村

3 浅草駅 台東区 台東

3 テレコムセンター駅 江東区青海2-5-8先 江東

（２）ＪＲ貨物 3 3 日本貨物鉄道（株）八王子駅 八王子市旭町1-1-18 八王子

　 3 日本貨物鉄道（株）隅田川駅 荒川区南千住4-1-1 荒川

3 日本貨物鉄道（株）東京貨物ﾀｰﾐﾅﾙ駅 品川区八潮3-3-22 品川

（３）高速道路PA、SA 17 3 加平ＰＡ 足立区 足立

　　　（首都高15、中央高速２） 3 駒形ＰＡ 墨田区 墨田

3 箱崎ＰＡ 中央区 中央

3 志村ＰＡ 板橋区 板橋

3 南池袋ＰＡ 豊島区 豊島

3 永福ＰＡ 杉並区 杉並

3 代々木ＰＡ 渋谷区 渋谷

3 用賀ＰＡ 世田谷区 世田谷

3 辰巳第１ＰＡ 江東区 江東

3 辰巳第２ＰＡ 江東区 江東

3 芝浦ＰＡ 港区 港

3 大井ＰＡ（西行） 品川区 品川

3 大井ＰＡ（東行） 品川区 品川

3 平和島ＰＡ（上り） 大田区 大田

3 平和島ＰＡ（下り） 大田区 大田

3 石川ＰＡ（上り） 八王子市 八王子

3 石川ＰＡ（下り） 八王子市 八王子

（４）都中央卸売市場 7 3 大田市場 大田区東海3-2-1 大田

3 豊洲市場 江東区豊洲6-6-1 江東

3 板橋市場 板橋区高島平6-1-5 板橋

3 北足立市場 足立区入谷6-3-1 足立

3 世田谷市場 世田谷区大蔵1-4-1 世田谷

3 葛西市場 江戸川区臨海町3-4-1 江戸川

3 多摩ニュータウン市場 多摩市永山7-4 多摩

（１）都交通局自動車営業所 12 3 品川自動車営業所 品川区北品川区1-5-12 品川

3 渋谷自動車営業所 渋谷区東2-25-36 渋谷

3 小滝橋自動車営業所 中野区東中野5-30-2 中野

3 早稲田自動車営業所 新宿区西早稲田1-9-23 新宿

3 巣鴨自動車営業所 豊島区巣鴨2-9-8 豊島

3 北自動車営業所 北区神谷3-10-6 北

3 千住自動車営業所 足立区梅田2-3-11 足立

3 南千住自動車営業所 荒川区南千住2-33-1 荒川

3 江東自動車営業所 墨田区江東橋4-30-10 墨田

3 江戸川自動車営業所 江戸川区中葛西4-9-11 江戸川

3 深川自動車営業所 江東区東雲2-7-41 江東

3 有明自動車営業所 江東区有明3-9-25 江東

（２）その他の車両基地 2 3 東京都トラック総合会館 新宿区四谷3-1-8 新宿

3 （一社）東京都トラック協会　緊急輸送センター 江戸川区臨海町3-1-1 江戸川

（１）備蓄倉庫（直営倉庫） 12 3 毛利倉庫 江東区毛利2-1-12 江東

3 塩浜倉庫 江東区塩浜2-26-13 江東

3 北鳥山倉庫 世田谷区北鳥山7-1 世田谷

3 船橋倉庫 世田谷区船橋4-41-17 世田谷

3 白鬚東倉庫 墨田区堤通2-8-13,14 墨田

3 城南大橋第二倉庫 大田区東海3-4-2 大田

3 西新小岩倉庫 葛飾区西新小岩2-1 葛飾

3 南千住倉庫 荒川区南千住6-45-41 荒川

3 麻布十番駅地下倉庫 港区麻布十番1-2-10番地先 港

3 清澄白河駅地下倉庫 江東区清澄3 江東

※立川地域防災センター 立川市緑町3233-2 立川

※多摩広域防災倉庫 立川市緑町3256-5 立川

（２）備蓄倉庫（兼用倉庫） 4 ※都庁第二庁舎 新宿区西新宿2-8-1 新宿

（島しょの４支庁分を除く。） ※葛飾区役所 葛飾区立石5-13-1 葛飾

3 テレコムセンター倉庫 江東区青海2-38 江東

3 西多摩福祉事務所倉庫 青梅市河辺町6-4-1 青梅

7-1　車両基地－車両基地

8-1　備蓄－備蓄倉庫
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種　別 箇所数

機能
1次
2次
3次

施　設　名　称 所　在　地 区市町村

（1）火葬場　 18 3 瑞江葬儀所 江戸川区春江町3-26-1 江戸川

3 町屋斎場 荒川区町屋1-23-4 荒川

3 落合斎場　 新宿区上落合3-34-12 新宿

3 代々幡斎場 渋谷区西原2-42-1 渋谷

3 四ツ木斎場 葛飾区白鳥2-9-1 葛飾

3 桐ヶ谷斎場 品川区西五反田5-32-20 品川

3 臨海斎場 大田区東海1-3-1 大田

3 堀ノ内斎場 杉並区梅里1-2-27 杉並

3 戸田葬祭場 板橋区舟渡4-15-1 板橋

3 青梅市火葬場 青梅市長淵5-743 青梅

3 思い出を語るロマンの杜ひので斎場 日の出町大字平井字谷戸3092 日の出

3 瑞穂斎場 西多摩郡瑞穂町大字富士山栗原新田244 瑞穂

3 八王子市斎場 八王子市山田町1681-2 八王子

3 日野市営火葬場 日野市多摩平3-28-8 日野

3 南多摩斎場 町田市上小山田町2147 町田

3 立川聖苑 立川市羽衣町3-20-18 立川

3 日華多磨葬祭場 府中市多磨町2-1-1 府中

3 府中の森市民聖苑 府中市浅間町1-3 府中

（注１）（※）は再掲

（注２）島しょは本冊記載のとおり

※機能が１次及び２次の拠点を「降灰時に除灰を優先する拠点」とする。

9-1　その他
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資料第48　応急手当普及用資器材現況（東京消防庁） （本文P258）

区分
令和７年

４月１日現在

普及用
訓練人形

2,336体
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資料第49　消防団の現況（都総務局、東京消防庁） （本文P264）

（令和７年４月１日現在）

地域 団数 分団数 定員 地域 団数 分団数 定員

千 代 田 区 3 8 370 渋 谷 区 1 11 450

丸の内 1 2 100 渋谷 1 11 450

麹町 1 3 120 中 野 区 2 16 500

神田 1 3 150 中野 1 8 250

中 央 区 3 18 400 野方 1 8 250

京橋 1 7 150 杉 並 区 2 16 750

日本橋 1 7 150 杉並 1 9 400

臨港 1 4 100 荻窪 1 7 350

港 区 4 19 580 豊 島 区 2 13 450

芝 1 8 220 豊島 1 7 220

麻布 1 4 120 池袋 1 6 230

赤坂 1 3 130 北 区 3 23 610

高輪 1 4 110 王子 1 8 200

新 宿 区 3 19 550 赤羽 1 7 200

四谷 1 3 100 滝野川 1 8 210

牛込 1 4 150 荒 川 区 2 14 500

新宿 1 12 300 荒川 1 8 300

文 京 区 2 12 400 尾久 1 6 200

小石川 1 6 200 板 橋 区 2 18 700

本郷 1 6 200 板橋 1 8 350

台 東 区 3 16 550 志村 1 10 350

上野 1 8 280 練 馬 区 3 23 790

浅草 1 4 130 練馬 1 8 280

日本堤 1 4 140 光が丘 1 5 180

墨 田 区 2 17 650 石神井 1 10 330

本所 1 8 300 足 立 区 3 29 1,260

向島 1 9 350 千住 1 8 380

江 東 区 2 18 570 足立 1 12 520

深川 1 10 290 西新井 1 9 360

城東 1 8 280 葛 飾 区 2 27 1,200

品 川 区 3 17 700 本田 1 16 700

品川 1 6 270 金町 1 11 500

大井 1 4 200 江 戸 川 区 3 26 1,100

荏原 1 7 230 江戸川 1 10 350

目 黒 区 1 12 500 葛西 1 8 300

目黒 1 12 500 小岩 1 8 450

大 田 区 4 31 1,170

大森 1 8 300

田園調布 1 9 300

蒲田 1 7 300

矢口 1 7 270

世 田 谷 区 3 36 1,250

世田谷 1 18 700

玉川 1 11 300

成城 1 7 250

特別区小計 58 439 16,000
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地域 分団数 定員 地域 分団数 定員

八 王 子 市 13 1,590 大 島 町 8 414

立 川 市 11 400 利 島 村 2 40

武 蔵 野 市 10 260 新 島 村 11 280

三 鷹 市 10 204 神 津 島 村 3 210

青 梅 市 8 673 三 宅 村 5 150

府 中 市 18 420 御 蔵 島 村 2 35

昭 島 市 4 90 八 丈 町 6 330

調 布 市 15 304 青 ヶ 島 村 2 35

町 田 市 5 660 小 笠 原 村 1 93

小 金 井 市 5 83 島しょ地区小計 40 1,587

小 平 市 9 151

日 野 市 8 490

東 村 山 市 7 150

国 分 寺 市 6 94

国 立 市 6 126

福 生 市 5 191

狛 江 市 6 108

東 大 和 市 7 189

清 瀬 市 7 160

東 久 留 米 市 10 224

武 蔵 村 山 市 8 210

多 摩 市 10 237

稲 城 市 8 207

羽 村 市 6 200

あ き る 野 市 7 506

西 東 京 市 12 244

瑞 穂 町 5 170

日 の 出 町 5 224

檜 原 村 4 200

奥 多 摩 町 7 285

多摩地域小計 242 9,050

（本文P264）

資料第50　消防団施設・装備の現況[特別区]（東京消防庁）

区分
令和７年

４月１日現在

分団本部施設
可搬ポンプ積載車

384棟
330台
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資料第 51 各放送機関の主な活動態勢（各放送機関） （本文 P294） 

 

機関 
内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日

本

放

送

協

会 

１ 災害時の活動態勢 

  重大な災害が発生した場合、会長を本部長とする災害対策本部を設置し、全組織をあげて放送の確保

に取り組む。 

２ 発災時の対応 

  非常災害が発生した場合、迅速、的確に必要な措置をとる。 

  なお、放送所や放送施設が被災した場合は、あらかじめ選定してある場所に速やかに移転、または業

務を移管し、放送を継続する。 

（１）全国規模の動員・応援態勢を構築して、きめ細かく情報を伝える。 

（２）専従班を立ち上げて、ライフライン情報を伝える。 

（３）「Ｊ-ａｎｐｉ」を通じて、安否情報の確認の場を提供する。 

（４）国内の外国人向けの情報発信を強化する。 

（５）上記対応に必要な機材や放送装置を適切に確保する 

３ 応急復旧対策 

  被災した設備や施設等について、応急仮設、設備変更などにより、復旧対策を講じ、速やかに原状回

復を図る。 

４ 関連情報の周知 

（１）放送などの各種手段により災害に関連する情報を周知する。 

（２）避難場所等における放送受信の確保に努める。 

Ｔ

Ｂ

Ｓ

ラ

ジ

オ 

災害時の応急措置 

災害の規模・状況により迅速に必要な措置を講じ、放送の維持確保を図る。 

（１）局外中継用機器（中継基地）の機能確保。 

（２）放送用電源の確保。 

（３）ラジオ送信所までの中継線の確保。 

（４）ラジオ送信所の機能確保と代替送信設備の稼働 

（５）上記の諸施策を講じて放送の継続を図るとともに、被災の復旧に努める。 

    なお、タクシー防災レポーターによる発災直後の被害状況（被害がないことも含め）等を収集し 

    放送するとともに、東京都等防災機関に迅速に提供する。 

文

化

放

送 

１ 発災時の取り組み 

発災とともに速報で一報を伝える。一都六県の文化放送エリア内で震度５強以上の地震が発生し、大

規模な被害が既に発生しているか、大規模な被害が発生するおそれがある場合、通常放送を中止し、災

害特別放送に切替える。 

２ 応急復旧対策 

発災時、本社放送機能が被害にあった場合、速やかに次の措置をとり、放送継続に努める｡ 

（１）無線局、社外非常スタジオ、送信所予備スタジオを開設する。 

（２）本社ＳＴＬ（放送回線）使用不能の場合は、ライン又は非常用無線によって送出する。 

（３）ＳＴＬ、無線、ライン等の送出系統が使用不能の場合は、送信所予備スタジオを使用する。 
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機関 
内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ

ッ

ポ

ン

放

送 

１ 発災時の応急放送措置 

  震度が５強以上で甚大な被害が出た場合、災害特別放送体制に移行し、発災時の注意事項とともに、

応急救命対策のために、社員レポーター、タクシー防災レポーター、理容防災ネットワークによる発災

直後の被害状況（被害の無いことも含め）等を収集し放送する。なお、タクシー防災レポーターからの

情報は、東京都等防災機関に迅速に提供する。 

このため、専門知識を備えた地震パーソナリティ・地震レポーターの養成、安否情報の組織化、地震

レポーターによる防災機関の担当制、幹部社員の週末時地震宿直等の体制を敷いている｡ 

２ 応急復旧対策 

万一、木更津の本送信所（出力 100kw）が送信不能の場合は、足立予備送信所（出力１kw）に切替え、

放送の継続に努める。また、本社放送機能に支障を生じたときは、有楽町の第一生命本社ビル等に仮設

スタジオを設け放送を継続し、原状の早期回復に努力する。 

ラ

ジ

オ

日

本 

１ 災害時の活動態勢 

（１）非常事態対策本部長は非常事態の状況に応じ「非常事態Ａ」又は「非常事態Ｂ」のいずれかを設

定する。「非常事態Ａ」とは、通常サービスエリア内で震度６以上の烈震の発生､あるいはサービス

エリア内に大被害をもたらす超大型台風の襲来、エリア内の大半を焼く大火災及び大規模な化学災

害等をいう。 

（２）非常事態対策本部のもとに設置される特別態勢は、東京支社及び横浜本社は同時に同一機構によ

る併列配置をとる。 

（３）災害に関する情報、注意、官公庁からの通報等の迅速な収集及び放送のため、社員は、「災害時

の行動マニュアル」に基づいて対処する。 

２  発災時の応急措置 

（１）東京支社での放送が不能な場合は、横浜本社から放送を行うが、両所とも放送不可能な場合は、

川崎送信所から放送を確保する。 

（２）上記演奏所～送信所間の放送系統が使用不能となった場合は、無線によって放送を確保する。 

（３）その他適宜移動無線局を使用して取材及び連絡を確保する。 

エ

フ

エ

ム

東

京 

１  災害時の活動態勢 

非常災害の規模状況に応じ、本部長は、関係の各局（長）に次のような指示を行い、各々迅速な措置

が講じられる。 

  （１）編成制作局    非常特別番組の編成、取材、制作、報道、機器保全、送出、官公庁連絡、復旧、

保全、作業、対外ＰＲ・掲示、聴取者サービス、ＰＲ、応援 

  （２）ビジネスソリューション局    対外連絡、ネット局連絡、応援（大阪支社は対外連絡） 

  （３）総務人事局    掲示、物資・資金等の確保、渉外、社屋保全、車両等の確保 

２  放送体制 

  当社内規「災害対策時作業要領」に基づき、緊急報道体制をとって放送を行う。 

３  発災時の応急措置 

    演奏所機能が停止した場合は、送信所より放送を実施する。 

Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
Ｆ
Ｍ 

応急復旧対策 

 本社放送施設が機能しなくなった場合は、速やかに芝送信所からの放送に切り換え、放送を継続する。 
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機関 
内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｊ―

Ｗ
Ａ
Ｖ
Ｅ 

１ 災害特別放送体制 

「特別放送実施細則」に基づき、特別放送態勢をとり、定められた放送形式により放送を行う。 

２  発災時の応急措置 

  （１）放送設備等の被災に対しては下記の手順で放送の継続をし、障害の早期回復を図る。 

     ア  送信所及び中継回線被災の場合は、演奏所の予備送信機で放送を継続する。 

     イ  演奏所被災の場合は、送信所に移動し、放送を継続する。 

日

経

ラ

ジ

オ

社 

１ 災害時の活動態勢 

（１）社内規程「防災マニュアル」に基づき、放送態勢の確保と従業員の安全確保に努める。 

（２）本部長（社長）の管理統括のもとに、副本部長（２名）で構成する指揮系統で対応する。 

２ 発災時の応急措置 

（１）本社⇔送信所間、光回線（本線）使用不能の場合は、予備ラインで放送を継続する。   

（２）本線、予備ライン使用不能の場合には、送信所に要員配置し電話回線で放送する。 

STL、ラインとも使用不能の場合には、本社スタジオから無線でプログラムを直接送信所に伝送

する。 

（３）全てのラインが使用不能の場合には、送信所に要員配置し直接放送する。 

（４）本社スタジオ、日経スタジオ、送信所の停電の場合に自家発電を運転する。 

（５）災害時の取材・放送は、主として日本経済新聞社内のスタジオを使用して同新聞社との連携を

強化する。 

（６）その他適宜、移動無線局、携帯局を使用して、ライン障害に対する手当を行い、取材・放送を

確保する。 

日

本

テ

レ

ビ 

１  災害時の活動態勢 

災害発生時には、報道局を中心に編成局（制作センター・情報番組センター）、技術局等からなる「非

常事態放送対策センター」を設置、報道特別番組を実施する。 

２  発災時の応急措置 

非常災害が発生し、以下の放送設備に被害が発生した場合は、災害の規模、状況により迅速、的確に

必要な措置を講じ、放送の維持確保を図る。 

  （１）放送送出関係 

     ア  本社  (ｱ)  同期信号設備  (ｲ)  送出センター 

     イ  本社、日本電信電話㈱間（伝送回路（ネット回路）） 

    ウ  本社、送信所間（伝送回線） 

  （２）送信関係 ア  本  社  イ  東京スカイツリー ウ 芝送信所  エ  生田スタジオ 

  （３）電源関係 バックアップシステムの構築 ア  受電設備    イ  非常用発電設備 

  （４）その他（本社） 

Ｔ

Ｂ

Ｓ

テ

レ

ビ 

災害時の応急措置 

災害の規模・状況により迅速に必要な措置を講じ、放送の維持確保を図る。 

  （１）局外中継用機器（中継基地）の機能確保。 

  （２）放送用電源の確保。 

  （３）テレビ送信所までの中継線の確保。 

 （４）テレビ送信所の機能確保と代替送信設備の稼働。 

  （５）上記の諸施策を講じて放送の継続を図るとともに、被災の復旧に努める。 
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フ

ジ

テ

レ

ビ

ジ

ョ

ン 

１  災害時の活動体制 

（１）各部局ごとに、あらかじめ定められた緊急招集体制により、放送活動に必要な人員を確保すると

ともに、速やかに災害特別放送実施本部を設置する。 

（２）関係法規、気象庁との申し合せ事項により整理された通報事項を、当社災害特別放送実施要領に

基づき、災害特別放送を実施する。 

（３）法令に定められた特定緊急事態の場合には、社内規定に従ってＥＷＳを用いる。 

２  放送体制 

災害特別放送実施本部長の判断に基づき、特別放送を行う。 

編成部は、報道センターからの連絡に基づき、編成案を作成する。 

ネット局への連絡は原則として、ネットワーク部が窓口となるが、夜間及び緊急の場合は放送デスク

又はマスターが行い、局数を掌握する。 

３  発災時の応急措置 

  （１）電源 

    ア  ２種の送電ルートによるバックアップ 

    イ  自家用発電 2,200KVA の対応 

  （２）送信 

     ア  地下埋設ケーブルによる東京タワー送信 

     イ  予備・マイクロ回線による東京タワー送信 

   ウ  新宿センタービル非常用設備による送信 

テ

レ

ビ

朝

日 

１  災害時の活動態勢 

（１）放送体制 

「放送対策部」の構成メンバーは、次のとおりである。 

編成制作局担当役員、編成制作局長、報道局長、技術局長、各班の局長及び編成部長、ニュー

スセンター長とする。 

  （２）報道特別番組の編成 

      報道特別番組の編成の必要が生じた場合は、「放送対策部」が対応する。 

なお、緊急の場合には、その時の編成担当者及びニュース担当責任者の判断で決定する｡ 

  （３）放送実施 

      すでに定めている災害時の放送実施ルートにより放送する。 

２  発災時の応急措置 

災害発生時には可及的速やかに放送機器の点検を行い、放送の可能を確認する。 

（１）マスター又はスタジオが使用不能になった時は随時処置として、中継車から直接東京タワーの

送信所に送出する。 

（※2012 年末から東京スカイツリーが送信所となり、東京タワーが予備施設となる） 

（２）東京電力からの送電が停止された場合は、非常用発電機を稼働させ、放送用電力を確保する。 

３  放送対策要員の確保（夜間の体制） 

   常時夜間当直制をとり、放送進行責任者のもとに、緊急時にも放送できる体制にある。 

   関係者は放送終了後、各職場に隣接した宿泊室にて仮眠するようになっている。 
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テ

レ

ビ

東

京 

１  災害時の活動態勢 

非常災害が発生した場合は、取締役社長による非常事態宣言を受けて、以下の非常災害対策体制に移

行する。 

（１）非常災害対策本部 

   事務局長：総務局長 

   事務局：総務局長、人事局長、編成局長、及び、事務局が任命した総務局員、人事局員、編成局員 

（２）総合対策部 

    責任者：総務局長（非常災害時の安全確保、ライフラインの確保） 

    構成部署：人事・救護班、局舎保全・車両班、広報・連絡班、経理班、システム班 

（３）災害放送対策部 

   責任者：編成局長（非常災害放送の速やかな実施） 

   構成部署：編成班、報道制作班、ネットワーク班、送出班 

（４）上記に属さない部署は、担当業務内での緊急対応をしつつ、通常放送体制への移行の準備に備

える。 

２  発災時の応急措置 

可及的速やかに放送設備・機器の点検を行い、放送の可能を確認する。 

東京電力からの電力供給が停止した場合、UPS 及び非常用発電機の稼動により放送電源を確保。 

マスター又はスタジオが使用不能になった時は随時処置として、関係会社スタジオ、天王洲スタジオ

等に報道拠点を移し、中継車、中継機材を活用の上、東京タワーへ伝送し直接送出する。 

３ 要員の確保（夜間の体制） 

夜間休日は、報道局員、技術局員、設備関連スタッフが最少人数体制で常勤している。 

災害発生時（東京 23 区で震度５強）には、指定された緊急要員が速やかに出社し、非常災害対策体

制の確保、及び、報道局の指示で災害放送にあたる体制となっている。 

Ｔ

Ｏ

Ｋ

Ｙ

Ｏ

 

Ｍ

Ｘ 

１  災害時の活動態勢 

 （１）災害状況に応じ、通常放送を中断し、災害特別放送に切り換える。 

 （２）災害特別放送については、本部が要員、機器等の状況を把握、判断し、対応する。 

 （３）本部を設置するまでの初動時点においては、規定に基づいて、社内勤務者が代行する。 

   （24 時間放送体制をとっている。） 

（４）社内勤務者以外の者は、規定に基づいて直ちに対応することとし、放送活動及び防災活動に従事

する。 

２ 発災時の応急措置 

（１）可及的速やかに放送機器の点検を行い、放送を確保する。 

（２）マスター又はスタジオが使用不能の場合は、多摩ニュースセンター、都庁記者クラブ、中継車か

ら直接東京タワー送信所に送出する。 
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資料第 52 災害時の放送（各放送機関） （本文 P294） 
 

機関 内                                      容 

日

本

放

送

協

会

会 

１ 災害に関する警報等の周知 

 関係法規及び気象庁との申し合わせにより、気象庁から放送に適するよう整理した予報、注意報、警

報等の通知を受けて、通報事項を放送する。 

２ 災害関連番組の編成 

 災害時又は災害の発生が予想される場合には、必要な施設、資機材、人員等を確保し、状況に応じ、

次のとおり災害関連番組を編成する。 

  （１）災害関係の警報・情報・注意報 

  （２）災害関係のニュース及び告知事項 

  （３）防災、災害対策のための解説・キャンペーン番組 

  （４）民心の安定に役立つ教養、娯楽番組等 

Ｔ
Ｂ
Ｓ
ラ
ジ
オ 

１  災害に関する警報等の周知 

関係法規及び気象庁との申合せにより、放送に適する気象、地象等に関する情報の通知を受け、通知

事項を放送する。 

２  放送順序と内容 

社内の規定に従い、まず可及的速やかに速報を行う。その後、必要に応じて特別番組を開始する。 

特別番組では、警報の周知、二次災害防止、災害情報のほか、交通、ライフライン情報に重点を置き、

パニック防止と、被災地及び周辺の人心の安定に努める。 

文
化
放
送 

１ 放送内容 

  （１）東京都知事との間に締結した「災害時における放送要請に関する協定」に基づく事項 

  （２）災害報道等の緊急情報 

  （３）避難誘導、交通機関の状況 

  （４）被害の程度を考慮しての生活安否情報等に重点を置き、人心の安定に努める。 

ニ
ッ
ポ
ン
放
送 

  災害特別放送の内容は、被害を最小限に止めるための“救命報道”に努めるとともに、安否情報や生活

情報などの“安心報道”にウェートを置くが、おおむね次のような放送となる。 

１  総務大臣の緊急通信命令に基づく事項 

２  東京都知事との間に締結した「災害時における放送要請に関する協定」に基づく事項 

３  地震規模、余震、津波情報 

４  注意事項など人心安定への呼びかけ 

５ 社員レポーター、タクシー防災レポーター、理容防災ネットワークからの初期情報 

６  安否情報 

７  生活情報 

８  交通機関の状況 

９  応急復旧・救援対策状況 

10  危険、避難情報 

11  被害状況 

ラ
ジ
オ
日
本 

社内規定「臨時ニュース等実施要領」及び「非常事態対策要領」に基づき、ニュース速報又は臨時ニュ

ースを放送する。 

エ
フ
エ
ム
東
京 

  エフエム東京「非常災害対策要領」に基づき、非常事態Ａ又はＢの番組編成を行う。 

１  情報収集 

  （１）都庁、消防庁など関係官庁への直接取材 

  （２）一般市民、及びリスナーをパーソナル情報提供者にすべく計画中 

２  番組編成は、災害発生とともに、その状況に応じて特別編成に切り換え、正確な情報の伝達に努める。 
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機関 内                                      容 

Ｊ-

Ｗ
Ａ
Ｖ
Ｅ 

  社内規定「非常災害対策規定」に基づき、災害特別放送を実施する態勢をとる。 

１  情報収集 

  （１）非常災害対策本部からの情報収集 

 （２）各省庁からの情報収集 

２ 放送内容 

  災害の規模状況により通常番組を中断して特別番組に切り替える。 

   小規模のときは通常番組に臨時ニュースを挿入する処置を講ずる。 

３  災害関連番組の編成 

  被災状況、救援連絡、救援キャンペーンの実施等の放送をし、正確な情報が行き渡るようにする。 

Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
Ｆ
Ｍ 

１ 災害に関する警報等の周知 

  災害基本法に基づく放送要請が関係所管官庁からあった場合、社内に特別放送本部を設置し､ 通報事

項を放送する。特別放送は、災害の規模に応じてパターンＡ、パターンＢに分け、緊急 特別放送を実施

する。放送内容は次のとおりである。 

（１）大規模地震における警戒宣言とその内容 

（２）津波警報が発せられた場合の警報の内容 

（３）東京都知事との間に締結した「災害時における放送要請に関する協定」に基づく事項 

（４）横浜市長との間に締結した「災害時における放送要請に関する協定」に基づく事項 

２ 放送内容 

（１）パターンＡ 

震度５以上の地震や大規模災害が首都圏で発生した場合、通常番組を中断し特別放送に切替える。 

（２）パターンＢ 

被害が小規模なときは、通常番組内で適時速報を流す。 

（３）特別放送では原則として英語を使用するが、被害の規模に応じて日本語を含む 10か国語で放送

し、「被害情報」ときめ細かい「安心情報」を伝える。 

（４）民間のボランティア団体の協力を得て、各団体による放送の他、被災レポート、復旧状況を取材

して「安心情報」を伝える。 

日
経
ラ
ジ
オ
社 

災害時の編成・取材及び放送内容については、別に定める要領により災害の様相に合わせて弾力的に対

処する。放送に際しては、特に正確な情報の提供を行い、人心の安定、秩序ある社会生活の維持に努める。 

日
本
テ
レ
ビ 

当社内規「非常事態放送対策要領」に基づき、情報の収集及び放送体制をとる。 

１  情報収集 

（１）災害対策本部からの収集 

（２）各省庁担当記者からの収集 

（３）ＮＮＮ系列からの収集 

  （４）当社支局員からの収集 

２  災害関連番組の編成及び放送体制 

災害発生と同時に、その態様に応じて、スーパー速報処理から緊急特別番組編成に至るまで適宜、定

められた放送形式により放送を行う。 
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機関 内                                      容 

Ｔ
Ｂ
Ｓ
テ
レ
ビ 

１  災害に関する警報等の周知 

関係法規及び気象庁との申合せにより、放送に適する気象、地象等に関する情報の通知を受け、通知

事項を放送する。 

２  放送順序と内容 

社内の規定に従い、まず可及的速やかにスーパー速報を行う。その後、必要に応じて特別番組を開始

する。 

特別番組では、警報の周知、二次災害防止、災害情報のほか、交通、ライフライン情報に重点を置き、緊

急時に市民が必要とする情報を可能な限り提供する。 

フ
ジ
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン 

   

１ 災害時の放送 

地震、津波、気象等による災害が発生した際には、スーパー等で速やかに放送する。 

大きな災害が発生した場合、被害が予想される場合は報道特別番組を放送する。 

番組では、災害規模や被害状況、警報、政府や自治体による避難指示、交通や停電等インフラの情

報を繰り返し伝える。正確な情報を提供するとともに冷静な対応を呼びかけ、社会的混乱の防止、

生命の安全確保、被害の拡大防止を図る。 

 

２ 緊急災害放送の実施 

  大震災等の非常災害が発生したときや首都圏など関東地方の沿岸に大津波警報が出されたときは、正

確な情報を迅速に視聴者に伝える公共的使命を果たすため、社内規定に従って緊急災害放送を実施

し、より大規模な態勢で上記１と同様の情報を伝える。 

テ
レ
ビ
朝
日 

１  災害発生の第一報の確認ができ次第、ＡＮＮニュース速報を番組中にスーパーする。 

２  地震であれば震度・津波の社内基準によって、その他災害の場合は被害状況によって、 

レギュラー番組を中断し、ニューススタジオから災害の模様を放送する。 

３  さらに災害及び被害の規模によっては、報道特別番組に切換える。 

テ
レ
ビ
東
京 

１ 災害関係の警報等及び避難に関する情報の周知 

関係法令及び気象庁の申し合わせに基づき、地震・津波、気象に関する情報をスーパー速報等を通じ

て速やかに放送する。 

２ 緊急警報放送の実施 

（１）大規模地震の警戒宣言が発せられた時 

（２）関東地方に津波警報が発表された時 

    災害対策基本法に基づく放送要請があった時 

３ 報道特別番組の放送 

甚大な災害が発生、又は被害の予想される場合は報道特別番組を放送する。 

（１）上記１.同様、津波警報や政府、地方公共団体の避難指示・勧告など人命・安全に関わる情報を

最優先で繰り返し伝える。災害時は情報が錯そうするので、正確な情報提供と冷静な対応を呼び

かけ、人心の安定に努める。 

（２）大規模災害が発生した場合には、交通機関やライフラインなど必要とされる情報を整理して伝

える。 

（３）首都直下地震で懸念される帰宅困難者については一斉帰宅の抑制の周知や安全確保に必要な情

報提供に努める。 

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ 

Ｍ
Ｘ 

１ 災害発生の確認ができ次第、直ちに速報をスーパーする。 

２ 災害状況に応じ、通常放送を中断し、災害の模様等を放送する。 

３ 災害及び被害の規模によっては、災害特別放送に切り換える。 

４  災害状況、救援連絡等の情報収集を次により行う。 

（１）都庁及び各省庁の担当記者    

（２）都内各地域の担当記者 

（３）一般市民からの情報の活用 
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資料第 53 優先除灰道路の道路種別       

（本文 P303） 

 

道路種別 路線延長 主要路線名 

高速道路 277.8km 

東名高速道路、中央自動車道、関越自動車道、第三京浜道路、京葉道

路、東京外環自動車道、首都圏中央連絡自動車道、都心環状線、中央環状

線、１号上野線、１号羽田線、２号目黒線、３号渋谷線、４号新宿線、５号

池袋線、６号向島線、６号三郷線、７号小松川線、９号深川線、10 号晴海

線、11 号台場線、川口線、湾岸線、湾岸分岐線、八重洲線、神奈川１号横

羽線 

国道 245.5km 

１号（日比谷通り・桜田通り・第二京浜）、４号（昭和通り・日光街道）、

６号（江戸通り・水戸街道）、14 号（京葉道路）、15 号（第一京浜）、

16 号（東京環状）、17 号（本郷通り・白山通り・新大宮ﾊﾞｲﾊﾟｽ・中山

道）、20 号（新宿通り・甲州街道）、246 号（青山通り・玉川通り）

254 号（春日通り、川越街道）、 357 号（湾岸道路）、298 号 (東京外か

く環状道路) 

一般道 1345.2km 

環状７号、環状８号、芝新宿王子（明治通り）、新宿青梅（青梅街道・新青

梅街道）、御徒町小岩（蔵前橋通り）、練馬所沢（目白通り）、府中町田

（鎌倉街道）、杉並あきる野（五日市街道）、その他 
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協定第１ 災害時等における放送要請・報道要請に関する協定（都政策企画局） 
 

① 日本放送協会及び民間放送各社との協定「災害時等における放送要請に関する協定」 

 

（協定の趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和36年法律第 223号）第57条及び大規模地震対策特別措置法（昭和53年法

律第73号）第20条の規定に基づき、東京都知事（以下「甲」という。）が日本放送協会（以下「乙」という。）に放

送を行うことを求めるときの手続きを定めるものとする。 

（放送の要請） 

第２条 甲は、災害対策基本法第55条の規定による通知又は、要請が公衆電気通信設備、有線電気通信設備若しく

は、無線設備により通信できない場合又は、通信が著しく困難な場合において、その通信のため特別の必要がある

ときは、同法第57条の規定に基づき乙に対し、放送を行うことを求めることができる。 

２ 前項の規定は甲が、大規模地震対策特別措置法第９条に基づく警戒宣言が発せられたことを知った場合におい

て、同法第20条の規定に基づき乙に対し、放送を行うことを求めるときに準用する。 

（要請の手続） 

第３条  甲は乙に対し、次に掲げる事項を明らかにして要請するものとする。 

１ 放送要請の理由 

２  放送事項 

３  その他必要な事項 

（放送の実施） 

第４条  乙は、甲から要請を受けた事項に関して放送の形式、内容、時刻及び送信系統をそのつど自主的に決定し、

放送する。 

（連絡責任者） 

第５条  第３条に掲げる放送要請に関する事項の伝達及びこれに関する連絡の確実、円滑を図るため、甲及び乙はそ

れぞれ連絡責任者を定め、相互に届け出ておくこととする。 

（雑    則） 

第６条  この協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定めるものとする。 

第７条  この協定は、昭和55年12月１日から適用する。 

 

この協定の成立を証するため、当事者記名押印のうえ各１通を保有する。 

 

 昭和55年12月１日 

甲  東京都知事    鈴 木 俊 一 

乙 日本放送協会会長   坂 本 朝 一 

 

同文の協定 

 昭和55年12月１日    乙 株式会社東京放送取締役社長          山 西 由 之 

乙 株式会社文化放送取締役社長          岩 本 政 敏 

乙  株式会社ニッポン放送取締役社長      石 田 達 郎 

乙 株式会社ラジオ関東取締役社長        遠 山 景 久 

乙  株式会社エフエム東京取締役社長       大 野 勝 三 

乙 日本テレビ放送網株式会社取締役社長   小 林 与三次 

乙  株式会社フジテレビジョン取締役社長   浅 野 賢 澄 

乙 全国朝日放送株式会社取締役社長        高 野   信 

乙  株式会社東京12チャンネル取締役社長    中 川   順 

（現 株式会社 テレビ東京） 

  昭和56年１月10日     乙  株式会社日本短波放送取締役社長        安 藤   蕃 

               （現 株式会社 日経ラジオ社） 

  平成２年７月30日     乙 株式会社エフエムジャパン取締役社長    曾 山 克 巳 

同文の協定 

 平成８年１月31日     甲 東京都知事               青 島 幸 男 

             乙 東京メトロポリタンテレビジョン 

株式会社取締役社長  藤 森 鐡 雄 

 平成８年４月30日     乙 エフエムインターウェーブ 

株式会社取締役社長  竹 内 経 輝 
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「災害時等における放送要請に関する協定」実施細目 
 

（趣  旨） 

第１ この実施細目は、「災害時等における放送要請に関する協定」（昭和55年12月１日締結。以下「協定」とい

う。）第６条の規定に基づき放送要請の実施に関し必要な事項を定める。 

（要請の依頼先） 

第２ 都各局等は、協定第２条にいう事態において放送機関に放送を求める必要がある場合は、総務局指令情報部

（災害対策本部の設置前においては、総務局災害対策部。以下同じ。）に対し要請依頼する。 

２ 災害対策本部設置前の夜間及び休日等において要請する場合は、夜間防災連絡室に対し要請依頼する。 

（放送要請手続の指示等） 

第３ 総務局指令情報部は、都各局等から要請があった場合又は災害時において緊急を要する通信のため特に必要と

認めた場合は、知事本部政策部（災害対策本部の設置前においては、知事本部政策部。以下同じ。）に対し放送要

請手続きをとるよう指示する。 

２ 夜間防災連絡室は、災害対策本部設置前の夜間及び休日等において都各局等から要請があった場合は、原則とし

て総務局災害対策部応急対策課長に連絡する。連絡を受けた同課長は、知事本部政策部報道課長と協議し、放送要

請手続きをとる。 

（要請文の作成・協議） 

第４ 知事本部政策部は、総務局指令情報部と協議のうえ要請文（別記第１号様式）を作成する。 

（放送要請の決定） 

第５ 放送要請は、本部長（知事）が決定する。 

（要請文の伝達方法） 

第６ 知事本部政策部は、総務局指令情報部に対し要請文の各放送機関への伝達を依頼する。 

２ 総務局指令情報部は、別表により無線一斉通報（音声及びファクシミリ）にて各放送機関へ伝達する。 

（知事等の直接放送） 

第７ 知事等が、テレビ・ラジオで直接都民に呼びかける場合（生放送）は、原則として、映像スタジオ（第１本庁

舎５階）で行う。 

（区市町村の放送要請） 

第８ 区市町村が災害対策基本法第57条に基づき放送要請を行う場合は、原則として都を経由（知事に要請依頼）す

るものとする。ただし、都との通信途絶など特別の事情がある場合は、区市町村は放送機関に対し直接、要請する

ことができるものとする。この場合、区市町村は事後すみやかに都に報告するものとする。 

２ 都に対し要請依頼する場合の要請依頼先は、前記第２に準じることとし、要請依頼文は別記第２号様式により行

うこととする。 

（放送機関の対応） 

第９ 都から放送要請を受けた各放送機関は、放送の形式、内容、時刻等をそのつど自主的に決定し放送する。 

２ 各放送機関は、前記第８但し書による区市町村からの直接要請があった場合についても可能な限り放送するもの

とする。 

３ 各放送機関は、放送の日時等について、すみやかに報道局報道部へ報告する。 

（都庁記者クラブ等への発表） 

第10  知事本部長（災害対策本部の設置前においては、知事本部長）は放送要請を行うときは、各放送機関への伝達

と同時に都庁記者クラブ等にその旨を発表する。 

 

 （附  則） 

この実施細目は昭和60年９月１日（60情報庶第 96号）から施行する。 

一部改正   昭和63年４月１日（62情報庶第706号） 

一部改正   平成２年８月１日（２情報庶第240号） 

一部改正   平成４年６月１日（４情報総第 ５号） 

一部改正   平成13年８月20日（13知政報第 86号） 
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②新聞社及び通信社との協定 

 

「災害時等における報道要請に関する協定」 

（趣旨） 

第１条 この協定は、東京都知事（以下「甲」という。）が東京都地域防災計画に基づき災害対策本部を設置した場合又はこれに準ず

る事態が発生した場合（以下「災害時等」という。）において、東京都が行う災害応急対策又は地震防災応急対策についての報道に関

し、甲、東京都公安委員会（以下「乙」という。）及び株式会社朝日新聞社（以下「丙」という。）との間の必要な事項を定めることを

目的とする。 

（報道の要請） 

第２条 甲又は乙は、災害時等における災害の防止と被害の拡大の防止等を図るため、次の各号に掲げる事項に関す

る広報を行う場合において、必要なときは、丙に対し、報道要請を行うものとする。 

（１）警報の発令及び伝達、地震予知情報の伝達並びに避難の勧告又は指示に関する事項 

 （２）消防、水防その他の応急措置に関する事項 

 （３）被災者の救難、救助その他保護に関する事項 

 （４）災害を受けた児童及び生徒の応急の教育に関する事項 

 （５）施設又は設備の応急の復旧に関する事項 

 （６）保健衛生に関する事項 

 （７）交通の規制又は緊急輸送の確保に関する事項 

 （８）前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防ぎょ又は拡大の防止のための措置、生活の安全に関することそ

の他の災害応急対策に関する事項 

（要請の手続） 

第３条 甲又は乙は、前条に規定する報道要請を行う場合には、丙に対し、次に掲げる事項を明らかにするものとす

る。 

 （１）報道要請の理由 

 （２）必要な報道の内容 

 （３）その他の必要な事項 

（報道の実施） 

第４条 丙は、甲又は乙から第２条に規定する報道要請を受けた場合は、適切に対応する。 

（車両の通行） 

第５条 丙は、報道の実施に関し、他の緊急通行車両の通行を妨げることのないように配慮するものとする。 

（連絡責任者） 

第６条 この協定の実施に関する連絡を円滑、かつ、確実なものとするため、連絡責任者を置き、東京都政策報道室

広報部報道課長、警視庁総務部広報課長及び株式会社朝日新聞東京本社編集局社会部長をもってこれに充てる。 

（協議） 

第７条 この協定の解釈に疑義が生じた場合又はこの協定に定めのない事項が生じた場合、その都度、甲、乙、丙の

三者間において協議するものとする。 

（適用） 

第８条 この協定は、締結の日から適用する。 

 この協定の締結を証するため、本協定書を３通作成し、甲、乙、丙は記名押印の上、各１通を保有する。 

 

  平成９年９月１日   甲 東京都知事                 青 島 幸 男 

             乙 東京都公安委員会委員長           河 野 義 克 

             丙 株式会社朝日新聞社代表取締役社長      松 下 宗 之 

 同内容の協定 

  平成９年９月１日   丙 社団法人共同通信社社長           犬 養 康 彦 

             丙 株式会社読売新聞社代表取締役社長      渡 辺 恒 雄 

             丙 株式会社毎日新聞社代表取締役社長      小 池 唯 夫 

             丙 株式会社日本経済新聞社代表取締役社長    鶴 田 卓 彦 

             丙 株式会社中日新聞東京本社代表取締役社長   白 井 文 吾 

             丙 株式会社産業経済新聞東京本社代表取締役社長 清 原 武 彦 

             丙 株式会社日刊工業新聞社代表取締役社長    溝 口 勲 夫 

             丙 株式会社日本工業新聞社代表取締役社長    山 下 幸 秀 

             丙 株式会社時事通信社代表取締役社長      村 上 正 敏 

             丙 株式会社ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｲﾑｽﾞ代表取締役会長兼社長    小笠原 敏 晶 
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協定第２ 島しょ町村災害時相互応援に関する協定（都総務局） 
 
 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村及び小笠原村（以下「島しょ町村」と

いう。）は、島しょ町村の区域において災害が発生し、被災町村独自では十分な応急措置ができない場合に、被災町

村の要請にこたえ、他の町村が島しょ地域を構成する一員として、友愛精神に基づき相互に救援協力し、被災町村の

応急対策及び応急復旧を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。 

（応援の種類） 

第１条 応援の種類は、次のとおりとする。 

 （１）物資の提供及びあっせん並びに人員の派遣 

  ア 食料、飲料水、生活必需品等及びその供給に必要な資器材の提供及びあっせん 

  イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供及びあっせん 

  ウ 救援及び救助活動に必要な船艇等の提供及びあっせん 

  エ 救助及び応急復旧に必要な職員の派遣 

 （２）島外避難の支援及び避難者の受入れ 

 （３）その他特に要請があった事項 

（応援要請の手続） 

第２条 応援を要請する町村（以下「要請町村」という。）は、電話等により次の事項を明らかにして要請し、後

日、速やかに応援要請の文書を送付するものとする。 

（１）被害の状況 

（２）協定第１条第１号アからウまでに掲げる応援（以下「物的応援」という。）を要請する場合は、物資等の品

目、数量、受取場所及び輸送手段 

（３）協定第１条第１号エに掲げる応援（以下「人的応援」という。）を要請する場合は、活動内容、人員、活動

地域、派遣の期間及び交通手段 

（４）協定第１条第２号及び３号に掲げる応援（以下「その他の応援」という。）を要請する場合は、要請措置内

容、要請場所及び応援の期間等 

（５）前各号に掲げるもののほか必要な事項 

（応援実施の手続） 

第３条 応援の要請を受けた町村（以下「応援町村」という。）は、次の事項について電話等により要請町村と調整

の上、応援を実施するものとし、後日、速やかに応援通知の文書を送付するものとする。 

 （１）物的応援については、品目、数量、搬入場所、輸送手段及び物資の到着までの所要時間 

 （２）人的応援については、活動内容、人員、派遣地域、派遣の期間及び派遣地域までの所要時間 

 （３）その他の応援については、応援内容及び応援の期間 

 （４）前各号に掲げるもののほか必要な事項 

（応援物資の受領の通知） 

第４条 要請町村は、物的応援通知書に基づく応援物資を受領した場合、応援町村に対し、応援物資の受領書を送付

するものとする。 

（応援経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した町村の負担とする。 

（応援職員の派遣に要する経費負担等） 

第６条 前条に定める経費のうち、応援職員の派遣に要する経費の負担については、次のとおり定めるものとする。 

（１）要請町村が負担する経費の額は、応援町村が定める規定により算定した当該応援職員の旅費の額及び諸手当

ての額の範囲内とする。 

（２）応援職員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援町村の

負担とする。 

（３）応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについて

は要請町村が、要請町村への往復の途中において生じたものについては応援町村が賠償の責に任ずる。 

（４）前３号に定めるもののほか、応援職員の派遣に要する経費については要請町村及び応援町村が協議して定め

る。 

（その他） 

第７条 この協定に定めのない事項は、島しょ町村が協議して定めるものとする。 

（適用） 

第８条 この協定は、平成５年10月18日から適用する。 
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 この協定の締結を証するため、本協定書を９通作成し、各町村は記名押印の上、各１通を保有する。 

 

   平成５年10月18日 

 

      大 島 町                         御 蔵 島村           

         町 長  清 水 長 治                      村 長  栗 本 宥 吉               

      利 島 村                         八 丈 町           

         村 長  梅 田 敏 雄                      町 長  奥 山 日 出 男               

      新 島 村                         青 ケ 島村           

         村 長  市 川 文 二                      村 長  佐 々 木 宏               

      神 津 島村                         小 笠 原村           

         村 長  山 下 繁                      村 長  安 藤 光 一               

      三 宅 村             

         村 長  桑 原 秀 雄               
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協定第３ 東京消防庁相互応援協定の締結一覧（東京消防庁） 
 
１  消防相互応援協定 （注）○印は、消防応援協定を締結しているもの 

都府県 市町村等 締結者 都府県 市町村等 締結者 都府県 市町村等 締結者 

東京都 

稲城市 市長  

 

神奈川県 

 

 

横浜市 市長 

埼玉県 

川口市 市長 
○大島町 町長 大和市 市長 

○新島村 村長 相模原市 市長 戸田市 市長 

○八丈町 町長 川崎市 市長 
秩父広域市町村

圏組合 
管理者 

○利島村 村長 

千葉県 

市川市 市長 
埼玉西部 

消防組合 
管理者 

○神津島村 村長 松戸市 市長 
朝霞地区一部 

事務組合 
管理者 

○三宅村 村長 
浦安市 市長 

山梨県 

大月市 市長 

埼玉県 

三郷市 市長 上野原市 市長 
○御蔵島村 村長 

○青ヶ島村 村長 
草加八潮 

消防組合 
管理者 

東山梨 

行政事務組合 
管理者 

２  中央高速道路富士吉田線消防相互応援協定 

県 市町村等 締結者 県 市町村等 締結者 

神奈川 相模原市 市長 

山梨 

富士河口湖町 町長 

山梨 

富士吉田市 市長 西桂町 町長 

都留市 市長 上野原市 市長 

大月市 市長 
富士五湖広域行政事務組

合 
管理者 

３  東京湾消防相互応援協定 

県 市 締結者 県 市 締結者 

神奈川 
川崎市 市長 

千葉 
千葉市 市長 

横浜市 市長 市川市 市長 

４  航空消防相互応援協定 

  大阪市消防局 

５  航空機消防相互応援協定 

県 市 締結者 県 市 締結者 

神奈川 
川崎市 市長 宮城 仙台市 市長 

横浜市 市長 愛知 名古屋市 市長 

千葉 千葉市 市長 兵庫 神戸市 市長 

６  業務協定 

 （１）海上保安庁東京海上保安部 

 （２）国土交通省東京国際空港事務所 

７  その他の消防相互応援協定 

  米空軍第 374空輸団 
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協定第４ 震災時等の相互応援に関する協定・実施細目（都総務局） 
 
①「震災時等の相互応援に関する協定」 

  

（趣 旨） 

第１条 この協定は、関東地方知事会を組織する知事の協議により、東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千

葉県、神奈川県、山梨県、静岡県及び長野県（以下「都県」という。）において、地震等による災害又は武力攻撃

事態等若しくは緊急対処事態（以下「災害」という。）において、被災した都県（避難住民（都県以外からの避難

住民を含む。）を受入れている都県を含む。以下「被災都県」という。）独自では十分な災害応急対策が実施できな

い場合において、災害対策基本法第５条の２、同法第８条第２項第 12号及び同法第 74条第１項の規定又は武力攻

撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第３条第４項及び同法第 172条第４項の規定並びに同法第

32条第２項第６号及び同法第 182条第１項の規定による地方公共団体相互の広域的な連携協力に関する基本方針の

内容並びに友愛精神に基づき、都県が相互に救援協力し、被災都県の応急対策及び復旧対策を円滑に実施するた

め、必要な応援その他の事項について定める。 

（連絡窓口） 

第２条 都県は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部署を定め、都県において激甚な災害が発生したときは、速

やかに相互に連絡するものとする。 

２ 都県は、災害時の情報交換手段を確保するため、複数の通信連絡網整備に努めるものとする。 

（応援の種類） 

第３条 応援の種類は、次のとおりとする。 

 （１）物資等の提供及びあっせん 

  ア 食料、飲料水及びその他の生活必需物資 

  イ 避難、救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資 

  ウ 避難、救援及び救助活動に必要な車両・舟艇等 

 （２）応急対策に必要な職員の派遣等 

  ア 避難、救援、救助及び応急復旧等に必要な職員 

  イ ヘリコプターによる情報収集等 

  ウ 応急危険度判定士、ケースワーカー、ボランティアのあっせん 

 （３）施設又は業務の提供若しくはあっせん 

  ア 傷病者の受入れのための医療機関 

  イ 被災者を一時収容するための施設 

  ウ 火葬場、ゴミ・し尿処理業務 

  エ 仮設住宅用地 

  オ 輸送路の確保及び物資拠点施設 

 （４）前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

２ 都県は、前項の応援が円滑に実施できるよう、物資、資機材等の確保、備蓄に努めるものとする。 

（カバー都県・協力都県の設置） 

第４条 都県は、協議により、被災都県に対し直接応援をする都県（以下「カバー都県」という。）をあらかじめ定

めることができる。 

２ カバー都県は、被災都県を直接人的・物的に支援するほか、被災都県を応援する都県の選定及び連絡調整並びに

国や全国知事会等との連絡調整に関し、被災都県を補完することを主な役割とする。 

３ カバー都県以外で被災しなかった都県（以下「協力都県」という。）は、被災都県又はカバー都県からの要請に

基づき、被災都県の応援に協力するものとする。 

（幹事都県の役割） 

第５条 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定（以下「全国協定」という。）第３条第１項に規定

する関東地方知事会の幹事県（以下「幹事都県」という。）は、全国協定第３条第５項の規定に掲げる役割を担う

ものとする。 

（幹事代理都県の設置） 

第６条 幹事都県が被災等によりその事務を遂行できなくなった場合、幹事都県に代わって職務を代行する都県（以

下「幹事代理都県」という。）を置く。 

２ 幹事代理都県は、別に定める順序に従い幹事都県が指名する。 

（連絡員の派遣） 

第７条 災害が発生し、被災都県から連絡員の派遣の求めがあったとき、又はカバー都県が必要があると認めたとき

は、カバー都県は、被災都県に対して連絡員を派遣し、被災地の情報収集を行うものとする。 
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２ カバー都県は、連絡員を派遣する場合においては、派遣職員自らが消費又は使用する物資を携行するなど自律的

活動に努めるものとする。 

（応援要請の方法） 

第８条 応援を受けようとする都県は、次の事項について、カバー都県に対し口頭又は文書で要請を行い、応援する

都県が決定した後に、応援することとなった都県に対し、文書を提出するものとする。 

 （１）被害の状況 

 （２）第３条第１項各号に掲げる応援の要請内容 

 （３）応援の場所及び応援場所への経路 

 （４）車両、航空機、船舶の派遣場所 

 （５）応援の期間 

 （６）要請担当責任者氏名及び連絡先 

 （７）前各号に掲げるもののほか必要な事項 

（応援の自主出動） 

第９条 カバー都県及び協力都県は、前条の規定にかかわらず、緊急に応援出動をすることが必要と認められるとき

は、第７条の規定による連絡員が収集した情報等により自主的に応援活動に出動できるものとする。 

２ カバー都県及び協力都県は、前項による自主出動を実施した際には、被災都県及び他の都県に対して、出動の連

絡を行うものとする。 

３ カバー都県及び協力都県は、自主的な応援活動のために職員を派遣する場合においては、第７条第２項に準じ

て、自律的活動に努めるものとする。 

（応援受入れ体制） 

第 10条 都県は、災害時における他の都県からの連絡員、応援要員及び応援物資等を受け入れるための体制、施設

及び場所等をあらかじめ定めておくものとする。 

（応援経費の負担） 

第 11条 応援に要した費用は、法令その他別に定めがある場合を除き、応援を受けた都県が負担するものとする。 

２ 応援を受けた都県が、前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ、応援を受けた都県から要請があった

場合には、応援した都県は、当該費用を一時繰替（国民保護に関しては「立替え」と読み替える。）支弁するもの

とする。 

３ 第７条の規定による連絡員の派遣及び被災地における情報収集活動に要した経費は、カバー都県が負担するもの

とする。 

４ 前３項の規定によりがたいときは、その都度、応援を受けた都県と応援した都県の間で協議して定めるものとす

る。 

（他の協定との関係） 

第 12条 この協定は、全国協定及び都県が個別に締結する災害時の相互応援協定等を妨げるものではない。 

（訓練の実施） 

第 13条 都県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練を適時実施するものとする。 

（資料の交換） 

第 14条 都県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画、国民の保護に関する計画その他参

考資料を相互に交換するものとする。 

（連絡会議の設置） 

第 15条 都県は、災害発生時の迅速かつ効果的な応援体制の確立を図るため、連絡会議を設置するものとする。  

（その他） 

第 16条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、都県が協議して別に定め

るものとする。 

 

附則 この協定は、平成８年６月 13日から適用する。 

２ 昭和 52年６月 16日に締結された協定は、これを廃止する。 

附則 この協定は、平成 14年３月 31日から適用する。 

２ 平成８年６月 13日に締結された協定は、これを廃止する。 

附則 この協定は、平成 16年２月 24日から適用する。 

２ 平成 14年３月 31日に締結された協定は、これを廃止する。 

附則 この協定は、平成 20年２月６日から適用する。 

２ 平成 16年２月 24日に締結された協定は、これを廃止する。 

附則 この協定は、平成 25年７月 31日から適用する。 

２ 平成 20年２月６日に締結された協定は、これを廃止する。 
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附則 この協定は、平成 31年３月 31日から適用する。 

２ 平成 25年７月 31日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

  この協定の締結を証するため、本協定書 10通を作成し、各都県記名押印のうえ、各１通を保有する。 

  平成 31年３月 31日 

          東京都知事          小 池  百 合 子 

          茨城県知事          大 井 川  和 彦 

          栃木県知事          福 田  富 一 

          群馬県知事          大 澤  正 明 

          埼玉県知事          上 田  清 司  

千葉県知事          森 田  健 作 

神奈川県知事    黒 岩  祐 治 

山梨県知事          長 崎  幸 太 郎 

静岡県知事          川 勝  平 太 

長野県知事          阿 部  守 一 
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② 「震災時等の相互応援に関する協定実施細目」 

 

 （趣 旨） 

第１条 この実施細目は、「震災時等の相互応援に関する協定」（以下「協定」という。）の実施に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この実施細目において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 （１）被災都県   協定第１条に規定する、被災した都県をいう。 

 （２）カバー都県  協定第４条第１項に規定する、被災都県に対し直接応援をする都県をいう。 

 （３）協力都県   協定第４条第３項に規定する、必要に応じて応援を行う都県をいう。 

（カバー都県） 

第３条 都県を４都県で構成するグループに分割し、各グループの構成都県が被災した場合（３以上の構成都県が被

災した場合を除く。）、被災しなかった他の構成都県がカバー都県となる。 

２ 各グループの構成都県は別表のとおりとする。 

（幹事代理都県） 

第４条 協定第６条第２項に規定する幹事代理都県の順序は次のとおりとする。 

      第１順位 副幹事都県 

      第２順位 座長都県 

      第３順位 次年度幹事都県 

２ 前項の用語は、次の各号に定めるところによる。 

 （１）副幹事都県  幹事都県以外のブロック構成都県のうち、最も在任期間の長い知事の都県とする。 

 （２）座長都県  「震災時等の相互応援に関する協定」連絡会議規約第３条に規定する、連絡会議の座長をい

う。 

３ 幹事都県は、協定第６条第２項に規定する指名をしたときは、その旨を都県に連絡するものとする。 

 （連絡員の派遣） 

第５条 カバー都県は、協定第７条に規定する連絡員を派遣したときは、その旨を派遣先の被災都県に連絡するもの

とする。 

２ 協定第７条第１項の規定にかかわらず、カバー都県は自らの都県も被災するなどして連絡員の派遣が困難と判断

した場合は、他のカバー都県に対してその旨を連絡するものとする。 

３ 前項の連絡を受けたカバー都県は、カバー都県間又は協力都県と調整して、連絡員を派遣するものとする。 

 （連絡員の役割） 

第６条 連絡員の役割は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 （１）被災県の被害情報の収集 

 （２）他のカバー都県及び協力都県への情報提供 

 （３）被災県が必要とする応援の種類、数量等に係る連絡調整 

 （４）前三号に定めるもののほか必要な事項 

 （応援要請の手続） 

第７条 協定第８条前段に規定する要請を受けたカバー都県は、相互に連携し、また必要に応じて協力都県と協議

し、協定第４条第２項の規定による応援する都県の選定を行い、選定内容を、被災都県に連絡するものとする。 

２ 前項の連絡を受けた被災都県は、協定第８条後段に規定する文書による応援要請について、様式１（応援要請

書）により実際に応援をする都県に対し行うものとする。 

 （応援の実施） 

第８条 協定第８条及び第９条に規定する応援を行う際は、応援を実施するカバー都県が応援計画を作成するものと

する。カバー都県は、次の事項について電話等により、応援を要請した被災都県（以下、「要請都県」という。）

に連絡調整したうえ、応援を実施するものとし、後日速やかに、様式２（応援通知書）を送付するものとする。 

 （１）物的応援については、品目、数量、搬入場所、輸送手段、物資の出発予定日時及び到着予定日時 

 （２）人的応援については、活動内容、人数、派遣場所、派遣の期間、派遣人員出発予定日時及び派遣人員到着予

定日時 

 （３）施設及び業務の提供については、受入れ施設の種別、所在地、受入れ可能人数又は数量及び受入れ可能期間 

 （４）その他の応援については、応援内容及び応援の期間 

 （５）前各号に掲げるもののほか必要な事項 

２ 協力都県が応援を実施する場合には、前項を準用する。 

 （応援物資の受領通知） 

第９条 要請都県は、応援要請に基づく応援物資を受領した場合には、応援した都県に対し様式３（応援物資受領

書）を送付するとともに、物資受け渡し場所においては、物資搬送者に対し、様式４（応援物資受領書（現地））

を交付するものとする。 

 （応援終了要請） 

第 10条 要請都県は、応援を受ける必要がないと判断した場合には、応援した都県に対し様式５（応援終了要請

書）による応援終了の要請をすることができる。 
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 （応援終了報告） 

第 11条 応援した都県は、応援要請に基づく応援を終了した場合又は前条に規定する応援終了の要請を受け、応援

を終了した場合には、要請都県に対し様式６（応援終了報告書）により、その旨を報告するものとする。 

 （応援の自主出動） 

第 12条 協定第９条に規定する応援の自主出動をした場合には、第８条から第 11条の規定を準用する。 

（応援職員の派遣に要する経費負担等） 

第 13条 協定第 11条に規定する費用のうち、応援職員の派遣に係るものについては、次のとおり定めるものとす

る。 

 （１）要請都県が負担する費用の額は、応援した都県が定める規定により算出した当該応援職員の旅費の額及び諸

手当の額の範囲内とする。 

 （２）応援職員が応援業務により負傷、疾病、又は死亡した場合における公務災害補償に要する費用は、応援した

都県の負担とする。 

 （３）応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについて

は要請都県が、要請都県への往復の途中において生じたものについては応援した都県が賠償責任を負う。 

 （資料の交換） 

第 14条 協定第 14条に規定する資料は、次のとおりとする。 

 （１）地域防災計画 

 （２）協定第２条に規定する連絡担当部署 

 （３）協定第 10条に規定する施設、場所 

 （４）備蓄物資、資機材、車両、船舶、航空機等の保有状況及び調達体制 

 （５）陸上輸送基地、海上輸送基地、航空輸送基地、水上輸送基地及び緊急輸送路等の状況 

 （６）都県の支援できる項目 

 （７）その他必要な資料 

 （連絡会議の開催） 

第 15条 協定第 15条に規定する連絡会議は、各都県持ち回りにより、毎年度当初及び必要に応じて随時開催するも

のとする。 

２ 連絡会議においては、次のような事項について協議及び情報交換を行う。 

 （１）応援体制 

 （２）各都県の備蓄体制 

 （３）各都県の医療機関、社会福祉施設及びゴミ、し尿処理施設等の受入れ体制 

 （４）その他必要な資料 

 （活動マニュアルの見直し） 

第 16条 都県は、相互応援体制の運用を円滑に行うことを目的として作成した活動マニュアルに、毎年検討を加

え、必要があると認めるときはこれを修正するものとする。 

 

付 則 

  この実施細目は、平成８年９月１日から施行する。 

付 則 

  この実施細目の改正は、平成 10年５月１日から施行する。 

付 則 

  この実施細目の改正は、平成 12年２月３日から施行する。 

付 則 

  この実施細目の改正は、平成 14年３月 31日から施行する。 

付 則 

  この実施細目の改正は、平成 16年２月 24日から施行する。 

付 則 

  この実施細目の改正は、平成 25年７月 31日から施行する。 

付 則 

  この実施細目の改正は、平成 31年３月 31日から施行する。 
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別表 

 

カバー都県 

 

 グループ構成都県 

第１グループ 茨城県、栃木県、群馬県、長野県 

第２グループ 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 

第３グループ 神奈川県、山梨県、静岡県、長野県 

 ※ 神奈川県、長野県は２つのグループに属するため、それぞれが被災都県となった場合のカバーグループは別に

定める。 
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協定第５ 21大都市との災害時相互応援に関する協定・実施細目（都総務局） 
 
①「21大都市災害時相互応援に関する協定」 

 

札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京都、川崎市、横浜市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋

市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市（以下「大都市」という。）

は、大都市において災害が発生し、災害を受けた都市（以下「被災都市」という。）独自では十分な応急措置が実施

できない場合に、被災都市の要請にこたえ、災害を受けていない都市が友愛的精神に基づき、相互に救援協力し、被

災都市の応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、次のとおり協定する。 

（応援の種類） 

第１条 応援の種類は、次のとおりとする。 

（１）食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供 

（２）被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供 

（３）救援及び救助活動に必要な車両及び舟艇等の提供 

（４）救助及び応急復旧に必要な医療系職、技術系職、技能系職等職員の派遣 

（５）前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項 

（応援要請の手続） 

第２条 応援を要請する都市（以下「応援要請都市」という。）は、原則として、次の事項を明らかにし、第５条に

定める連絡担当部局を通じて、口頭、電話又は電信により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとす

る。 

（１）被害の状況 

（２）前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等 

（３）前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

（４）応援場所及び応援場所への経路 

（５）応援の期間 

（６）前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（実施） 

第３条 応援を要請された都市は、極力これに応じ救援に努めるものとする。 

２ 被災都市以外の都市は、通信の途絶等により被災都市との連絡が取れない場合で、緊急に応援を行う必要がある

と認められるときは、自主的な判断により応援を行うことができるものとする。 

３ 自主出動した都市は、応援内容等を被災都市に速やかに連絡する。 

４ 自主出動した都市は、応援に必要な情報の収集をし、その情報を被災都市に提供する。また、応援活動にあたっ

ては、自律的活動に努めるものとする。 

（応援経費の負担） 

第４条 応援に要した経費は、原則として応援を要請する都市の負担とする。 

２ 前条第２項に定める応援に要した経費の負担は、応援を受けた都市と応援した都市（以下「応援都市」とい

う。）が協議して定める。 

３ 応援要請都市が、第１項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援要請都市から要請があった場合

は、応援都市は、一時繰替支弁するものとする。 

（連絡担当部局） 

第５条 大都市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速やかに情報を相互

に連絡するものとする。 

（資料の交換） 

第６条 大都市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、毎年１回地域防災計画その他参考資料を相互に交

換するものとする。 

（その他） 

第７条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、大都市が協議して定めるものとする。 

第８条 この協定を証するため、本協定書 21通を作成し、各都市は記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

附 則 

１ この協定は、昭和 61年 10月 23日から効力を生ずる。 

２ 次に掲げる覚書は、廃止する。 
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（１）大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市及び広島市が締結した指定

都市災害救援に関する覚書  （昭和 35年５月 13日締結） 

（２）東京都、川崎市、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市及び神戸市が締結した七大都市震災相互応援に関する覚

書（昭和 50年６月６日締結） 

附 則 

１ この協定は、平成２年２月 22日から効力を生ずる。 

２ 「11大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。 

附 則 

１ この協定は、平成５年１月 26日から効力を生ずる。 

２ 「12大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。 

附 則 

１ この協定は、平成９年３月 31日から効力を生ずる。 

附 則 

１ この協定は、平成 15年４月１日から効力を生ずる。 

２ 「13大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。 

附 則 

１ この協定は、平成 17年４月１日から効力を生ずる。 

２ 「14大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。 

附 則 

１ この協定は、平成 18年４月１日から効力を生ずる。 

２ 「15大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。 

附 則 

１ この協定は、平成 19年４月１日から効力を生ずる。 

２ 「16大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。 

附 則 

１ この協定は、平成 21年４月１日から効力を生ずる。 

２ 「18大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。 

附 則 

１ この協定は、平成 22年４月１日から効力を生ずる。 

２ 「19大都市災害時相互応援に関する協定」は、廃止する。 

 附 則 

１ この協定は、平成 24年４月１日から効力を生じる。 

２ 「20大都市災害時相互応援に関する協定は」は、廃止する。 

 

平成 24年４月１日 

 

札幌市長 上田 文雄 

仙台市長 奥山 恵美子 

さいたま市長 清水 勇人 

千葉市長  熊谷 俊人 

東京都知事 石原 慎太郎 

川崎市長 阿部 孝夫 

横浜市長 林 文子 

相模原市長 加山 俊夫 

新潟市長 篠田 昭 

静岡市長 田辺 信宏 

浜松市長 鈴木 康友 

名古屋市長 河村 たかし 

京都市長 門川 大作 

大阪市長 橋下 徹 

堺市長 竹山 修身 

神戸市長 矢田 立郎 

岡山市長 髙谷 茂男 

広島市長 松井 一實 
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北九州市長 北橋 健治 

福岡市長 髙島 宗一郎 

熊本市長 幸山 政史 

 

②「21大都市災害時相互応援に関する協定実施細目」 

 

（趣旨） 

第１条 この実施細目は、21大都市災害時相互応援に関する協定（以下「協定」という。）第７条の規定に基づき、

協定の実施に必要な事項を定めるものとする。 

（連絡担当部局） 

第２条 協定第５条により大都市は、相互応援のための連絡担当局部課名、担当責任者及び同補助者の職氏名、電話

番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡する。 

（応援職員の派遣に要する経費負担等） 

第３条 協定第４条第１項に定める経費のうち、協定第１条第４号に定める応援職員の派遣に要する経費の負担につ

いては、次のとおりとする。 

（１）応援を要請した都市（以下「応援要請都市」という。）が負担する経費の額は、応援をした都市（以下「応

援都市」という。）が定める規定により算定した当該応援職員の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。 

（２）応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費

は、応援都市の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の治療費は、応援要請都市の負担とす

る。 

（３）応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについ

ては応援要請都市が、応援要請都市への往復の途中において生じたものについては応援都市が賠償の責めに任

ずる。 

（４）前３号に定めるもののほか、応援職員の派遣に要する経費については、応援要請都市及び応援都市が協議

して定める。 

２ 応援職員は、応援都市名を表示する腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。 

３ 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携行するものとする。 

４ 応援要請都市は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎のあっせんその他の便宜を供与する。 

（救援物資等の経費の支払方法） 

第４条 応援都市は、協定第４条第３項に定める応援に要する経費を繰替支弁した場合は、次に定めるところにより

算出した額について、応援要請都市に請求する。 

（１）備蓄物資及び調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費 

（２）車両、舟艇、機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費 

２ 前項に定める請求は、応援都市の知事名又は市長名による請求書（関係書類添付）により、担当部局を経由して

応援要請都市の長に請求する。 

３ 前２項の規定により難いときは、応援要請都市及び応援都市が協議して定める。 

（幹事都市） 

第５条 協定の運用に係る所掌事務は、幹事都市において処理し、幹事都市は、別表１に掲げる輪番により１会計年

度の間これに当たるものとする。 

２ 幹事都市の次順の都市を、副幹事都市とし、幹事都市がその所掌事務を処理することが困難であるときは、これ

を代行する。 

３ 前２項によりがたい場合は、大都市が協議して定める。 

（幹事都市の所掌事務） 

第６条 幹事都市は、協定の円滑な運用に資するため、次の事務を行う。 

（１）協定第５条に定める連絡担当部局の大都市への周知 

（２）協定第６条に定める大都市相互の資料の交換の促進 

（３）協定第７条の定めによる大都市が協議する必要が生じた場合における会議の開催又は文書による調整 

（４）防災に関する大都市間の会議の開催等 

（５）応援要請都市又は応援都市と他の大都市との情報連絡又は情報の周知 

（６）被災都市から要請のあった事項 

（応援都市） 

第７条 応援都市は、応援の内容を幹事都市へ連絡するものとする。 

２ 応援都市は、応援に必要な情報を得たときは、その旨を幹事都市に連絡するものとする。 

（会議及び訓練の実施） 
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第８条 大都市は、防災に関する会議及び情報伝達等の訓練を適時実施するものとする。 

 

附  則 

１ この実施細目は、協定の発効日から適用する。 

２ 「11大都市災害時相互応援に関する協定実施細目」は、廃止する。 

附  則 

１ この実施細目は、協定の発効日から適用する。 

２ 「12大都市災害時相互応援に関する協定実施細目」は、廃止する。 

附  則 

１ この実施細目は、協定の発効日から適用する。 

２ 「13大都市災害時相互応援に関する協定実施細目」は、廃止する。 

附  則 

１ この実施細目は、協定の発効日から適用する。 

２ 「14大都市災害時相互応援に関する協定実施細目」は、廃止する。 

附  則 

１ この実施細目は、協定の発効日から適用する。 

２ 「15大都市災害時相互応援に関する協定実施細目」は、廃止する。 

附  則 

１ この実施細目は、協定の発効日から適用する。 

２ 「16大都市災害時相互応援に関する協定実施細目」は、廃止する。 

附  則 

１ この実施細目は、協定の発効日から適用する。 

２ 「18大都市災害時相互応援に関する協定実施細目」は、廃止する。 

附  則 

１ この実施細目は、協定の発効日から適用する。 

２ 「19大都市災害時相互応援に関する協定実施細目」は、廃止する。 

 附 則 

１ この実施細目は、協定の発行日から適用する。 

２ 「20大都市災害時相互応援に関する協定実施細目」は、廃止する。 

 

別表１（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順は、平成 24年度を１とする。 

 
 
 
  

順 都市名 順 都市名 

１ 静岡市 12 浜松市 

２ 福岡市 13 岡山市 

３ 堺市 14 相模原市 

４ 東京都 15 熊本市 

５ 大阪市 16 仙台市 

６ 川崎市 17 神戸市 

７ 京都市 18 さいたま市 

８ 横浜市 19 広島市 

９ 名古屋市 20 千葉市 

10 新潟市 21 札幌市 

11 北九州市  
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協定第６ 九都県市との災害時相互応援に関する協定・実施細目（都総務局） 
 
①「九都県市災害時相互応援に関する協定」 

制  定 平成 22 年４月１日 

一部改正 平成 26 年２月 13 日 

一部改正 令和２年９月 30 日 

 首都圏を構成する埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市及び相模原市（以下

「九都県市」という。）は、九都県市域内において災害等が発生し被災都県市だけでは十分な応急措置ができない場

合及び九都県市域外において災害等が発生し応援の必要がある場合において、九都県市の相互連携と協力の下、被災

した自治体の応急対策及び復旧対策を応援するため、次のとおり協定を締結する。 

 （災害等の定義） 

第１条 この協定における「災害等」とは、次に掲げるものをいう。 

（１）災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第２条第１号に規定する災害 

（２）不法行為に起因する大規模被害その他九都県市が必要と認める事象 

（応援の種類） 

第２条 応援の種類は、次のとおりとする。 

（１）物資等の提供及びあっせん並びに人員の派遣 

ア 食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資器材の提供及びあっせん 

イ 被災者の救援・救助、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供及びあっせん 

ウ 情報収集及び救援・救助活動に必要な車両、ヘリコプター、舟艇等の提供及びあっせん 

エ 救助、応急復旧等に必要な人員の派遣 

（２）医療機関への被災傷病者等の受入れ及びあっせん 

（３）被災者を一時的に受け入れるための施設の提供及びあっせん 

（４）被災児童・生徒の教育機関への受入れ及びあっせん 

（５）救援物資等の荷さばき場、仮設住宅用地、火葬場及びごみ、し尿等の処理施設の提供及びあっせん 

（６）避難場所等の相互使用、緊急輸送路の共同啓開その他の都県市境付近における必要な措置 

（７）前各号に定めるもののほか、特に必要と認められる事項 

（連絡員の派遣） 

第３条 災害が発生し、被災都県市からの連絡員の派遣の求めがあったとき、又は他の都県市が必要があると認めた

ときは、他の都県市は被災都県市に対して連絡員を派遣し、被災地の情報収集を行うものとする。 
 （応援調整都県市の設置） 

第４条 九都県市は、被災都県市への効率的な応援を実施するため、その調整を行う応援調整都県市をあらかじめ定

める。この場合において、設置に関して必要な事項は、別に定める実施細目による。 

２ 被災都県市と応援都県市との連絡調整は、原則として、前項に規定する応援調整都県市を経由して行う。 

（現地連絡本部の設置） 

第５条 前条第１項に規定する応援調整都県市は、被災都県市の情報を収集するために、現地連絡本部を設置するこ

とができる。 

（応援の要請及び実施） 

第６条 被災都県市からの応援の要請に基づき、他の都県市が応援するに当たって必要な事項は、別に実施細目によ

り定める。 

（応援の自主出動） 

第７条 災害等の発生により、被災都県市との連絡に著しい支障が発生している場合で、第３条の規定による連絡員

が収集した情報等から緊急に応援出動をすることが必要であると認められるときは、他の都県市は、自主的な判断

に基づき必要な応援を行う。 

２ 前項に規定する自主的な判断に基づく出動（以下「自主出動」という。）をした都県市は、応援内容等を被災都

県市に速やかに連絡する。 

３ 自主出動した都県市は、相互に協力して災害に係る情報を収集し、その情報を被災都県市に提供する。 

（応援経費の負担） 

第８条 応援に要した経費は、原則として、第６条の規定による応援の要請をした都県市の負担とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第３条の規定による連絡員の派遣に要した経費は、派遣を行った都県市が負担するも

のとする。 

３ 第７条第１項の規定による応援に要した経費及び前２項によりがたい場合の経費の負担については、九都県市で

別途協議する。 

（平常時からの取組） 
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第９条 九都県市は、災害等の発生時における相互応援を円滑に行うため、平常時から連携して、次に掲げる取組を

推進する。 

（１）応援受入体制の整備 

他の都県市からの応援物資及び派遣人員を受け入れるための場所又は施設を定める。 

（２）通信体制の整備 

複数の通信体制を整備することにより、共通の連絡手段を確保するように努める。 

（３）情報の共有 

協定に基づく応援が円滑に行われるよう必要な情報を共有し、連携して対策を強化する。 

（４）訓練の実施 

この協定の実効性を確保するために、相互に協力して必要な訓練を実施する。 

（５）その他 

前各号に定めるもののほか、特に必要と認められる事項 

（九都県市域外への応援） 

第 10条 九都県市域外において大規模な災害等が発生し、甚大な被害が想定される場合は、九都県市の相互連携と

協力の下、被災した自治体への応援を行う。 

２ 前項に規定する応援の内容等については、第２条から第８条までの規定に準じて、被災した自治体の状況、要請

等を考慮し、九都県市が協議して定める。 

（協定に関する協議） 

第 11条 この協定に関し必要な事項は、九都県市防災・危機管理対策委員会において協議する。 

（その他） 

第 12条 この協定に定めのない事項は、九都県市が協議して定める。 
 

   附 則 

（実施期日） 

 この協定は、平成 22年４月１日から実施する。 

   附 則（平成 26年２月 13日一部改正） 

（実施期日） 

 この協定は、平成 26年２月 13日から実施する。 

   附 則（令和２年９月 30日一部改正） 

（実施期日） 

 この協定は、令和２年９月 30日から実施する。 

 この協定の締結を証するため、本協定書９通を作成し、各都県市は記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和２年９月 30日 

埼玉県知事     大 野 元 裕 

千葉県知事     森 田 健 作 

東京都知事     小 池  百 合 子 

神奈川県知事   黒 岩 祐 治 

横浜市長     林   文 子 

川崎市長     福 田 紀 彦  

千葉市長     熊 谷 俊 人 

さいたま市長   清 水 勇 人 

相模原市長    本 村 賢 太 郎 
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②「九都県市災害時相互応援に関する協定 実施細目」 

 

（趣旨） 

第１条 この実施細目は、九都県市災害時相互応援等に関する協定（以下「協定」という。）の実施に関し、必要な

事項を定める。 

（連絡員の派遣） 

第２条 協定第３条に規定する連絡員の役割は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）被災都県市の被害情報の収集 

（２）被災都県市が必要とする応援の種類、数量等に係る連絡調整 

（３）前２号に定めるもののほか必要な事項 

（応援調整都県市の設置） 

第３条 協定第４条に規定する応援調整都県市は、別表のとおりとする。 

２ 被災都県市は、前項に規定する応援調整都県市が設置されていないときは、速やかに設置するように他の都県市

に求めることができる。 

３ 災害の規模等により、応援調整都県市による調整が困難なときは、九都県市共同運営による応援調整本部を設置

することができる。この場合においては、当該応援調整本部が応援調整都県市の役割を担うものとする。 

（応援要請の手続） 

第４条 被災都県市は、次の事項を明らかにして、文書又は口頭で、応援調整都県市に応援を要請する。 

  ただし、その内容は応援要請の時点で判別しているもので差し支えない。 

（１）被害の概要 

（２）物資等の提供及びあっせんに関する応援（以下｢物的応援｣という。）を要請するときは、物資等の品目、数

量、受領場所等 

（３）人員の派遣に関する応援（以下「人的応援」という。）を要請するときは、活動内容、要請人数・場所・期

間等 

（４）その他の応援を要請するときは、要請の内容、場所・期間等 

（５）前各号に定めるもののほか必要な事項 

２ 応援調整都県市は、前項の要請を受けたときは、他の都県市と調整して、応援の可否並びに応援都県市及び応援

内容を決定し、その結果を被災都県市に連絡するものとする。 

３ 前項の連絡を受けた被災都県市は、できる限り速やかに応援要請書（様式１）を応援都県市に送付するととも

に、その写しを応援調整都県市に送付する。 

（応援実施の手続） 

第５条 応援都県市は、応援を行う次の事項について応援計画を作成する。 

（１）物的応援をするときは、物資等の品目、数量、搬入場所等 

（２）人的応援をするときは、活動内容、派遣人数・場所・期間等 

（３）その他の応援をするときは、応援の内容、場所・期間等 

（４）前各号に定めるもののほか必要な事項 

２ 応援都県市は、応援調整都県市と必要な調整を行った上で、応援を実施する。 

３ 応援都県市は、速やかに応援通知書（様式２）を被災都県市に送付するとともに、その写しを応援調整都県市に

送付する。 

（応援物資の受領通知） 

第６条 被災都県市は、前条に基づく物資等を受領したときは、応援都県市に応援物資受領書（様式３）を送付す

る。 

（応援終了の報告） 

第７条 応援都県市は、応援を終了したときは、応援終了報告書（様式４）を被災都県市に送付するとともに、その

写しを応援調整都県市に送付する。 

（連絡担当部局の設置） 

第８条 各都県市は、災害時に効率的な相互応援が実施できるよう、あらかじめ連絡担当部局を定め、部局名・連絡

先等必要な事項を他の都県市に周知する。 

（応援職員の派遣に要した経費負担等） 

第９条 協定第８条第１項の規定において、職員の派遣に要した経費の負担については、次のとおり定める。 

（１）被災都県市が負担する経費の額は、応援都県市が定める規定により算定した当該応援職員の旅費の額及び諸

手当の額の範囲内とする。 

（２）応援職員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要した経費は、応援都県市

の負担とする。 
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（３）応援職員が業務上第３者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについて

は被災都県市が、被災都県市への往復の途中において生じたものについては応援都県市が賠償責任を負う。 

（４）前３号に定めるもののほか、応援職員の派遣に要した経費については、被災都県市及び応援都県市が協議し

て定める。 

（九都県市域外への応援） 

第 10条 九都県市域外において大規模な災害や事故（以下「大規模災害」という。）が発生し、甚大な被害が想定さ

れる場合は、第３条の規定により設置される応援調整都県市が中心となり、その他の都県市と連携のうえ、災害に

関する情報収集及び情報共有を図る。 

２ 応援調整都県市は、前項により把握した被災状況に応じて、その他の都県市に対して被災した自治体への応援の

実施を通知する。 

３ 第１項に規定する大規模災害の判断基準は次の各号のとおりとする。 

（１）複数の道府県において観測された震度６弱以上の地震による災害 

（２）複数の道府県において特別警報が発表された大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪、津波、火山噴火、

地震による災害 

（３）前２号に定めるもののほか、複数の道府県にまたがる広域的な地域で発生した大規模事故その他の事象 

４ 第１項の規定により被災した自治体への応援に係る通知を受けた都県市は、協力して被災した自治体への応援を

行うものとする。ただし、自らの域内も同時に被災する等、他地域への応援を行うことが困難である場合は、この

限りではない。 

５ 前項の規定により応援を行う場合、応援調整都県市は、必要に応じて応援都県市と協力して先遣隊を組織し、被

災地域へ派遣することができる。 

６ 前項までの規定に基づく応援は、応援調整都県市を調整窓口としたカウンターパート方式によることを原則とす

る。 

７ 前項の規定による応援調整については、協定第４条第２項にかかわらず、応援都県市がカウンターパートとなる

被災自治体と直接に調整する。 

（九都県市域外からの受援） 

第 11条 九都県市全域において大規模な災害や事故（以下「大規模災害」という。）が発生し、甚大な被害が想定さ

れる場合は、第３条の規定により設置される応援調整都県市が中心となり、その他の都県市と連携のうえ、災害に

関する情報収集及び情報共有を図る。 

２ 応援調整都県市は、前項により把握した被災状況から九都県市による相互応援だけでは対応が困難であると判断

した場合において、九都県市域外の自治体に対して被災した都県市の被害状況を通知する。 

３ 第１項に規定する大規模災害の判断基準は次の各号のとおりとする。 

（１）複数の都県市において観測された震度５強以上の地震による災害 

（２）複数の都県市において特別警報が発表された大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪、津波、火山噴火、

地震による災害 

（３）前２号に定めるもののほか、複数の都県市にまたがる広域的な地域で発生した大規模事故その他の事象 

４ 前項までの規定に基づく受援は、応援調整都県市を調整窓口としたカウンターパート方式によることを原則とす

る。 

５ 前項の規定による受援調整については、協定第４条第２項にかかわらず、被災都県市がカウンターパートとなる

応援自治体と直接に調整する。 

 

  

 附 則 

この実施細目は、平成 22年４月１日から実施する。 

附 則（平成 26年２月 13日一部改正） 

（実施期日） 

この実施細目は、平成 26年２月 13日から実施する。 

附 則（平成 27年１月 29日一部改正） 

（実施期日） 

この実施細目は、平成 27年１月 29日から実施する。 

附 則（令和２年９月 30日一部改正） 

（実施期日） 

この実施細目は、令和２年９月 30日から実施する。 
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別表 

 第３条に規定する応援調整都県市は、次のとおりとする。 

 応 援 調 整 都 県 市 

被 災 都 県 市 第 １ 順 位 第 ２ 順 位 第 ３ 順 位 

埼  玉  県 

さ い た ま 市 

千  葉  県 

千  葉  市 

神 奈 川 県 

横  浜  市 

川  崎  市 

相 模 原 市 

東  京  都 

千  葉  県  

千  葉  市 

神 奈 川 県 

横  浜  市 

川  崎  市 

相 模 原 市 

東  京  都 
埼  玉  県 

さ い た ま 市 

東  京  都 
埼  玉  県 

さ い た ま 市 

千  葉  県 

千  葉  市 

神 奈 川 県 

横  浜  市 

川  崎  市 

相 模 原 市 

神 奈 川 県 

横  浜  市 

川  崎  市 

相 模 原 市 

東  京  都 
埼  玉  県 

さ い た ま 市 

千  葉  県 

千  葉  市 

九 都 県 市 域 内 

の 複 数 の 

都 県 市 

「地震防災・危機管理対策部会に関する申合せ事項」による同部会座長

（事務局）都県市又は同部会座長（事務局）都県市が指定する都県市 九 都 県 市 全 域 

九 都 県 市 

域 外 の 自 治 体 

   ※ 応援調整都県市の決定にあたっては、「地震防災・危機管理対策部会に関 する申合せ事項」による同部会

座長（事務局）都県市が、表で示された都県市と協議の上で決定する。 

※ 応援調整都県市で、「神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市」「千葉県・千葉市」「埼玉県・さいたま市」の

順位は、それぞれ上に記載してある県市を優先とする。 

※ 被災地域が、「千葉市以外の千葉県」の場合は、応援調整都県市として千葉市を優先し、同じく「横浜市、

川崎市及び相模原市以外の神奈川県」の場合は、横浜市、川崎市及び相模原市を優先し、「さいたま市以外 

の埼玉県」の場合は、さいたま市を優先する。 
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協定第７ 東京都及び区市町村相互間の災害時等協力協定 
 

東京都及び区市町村相互間の災害時等協力協定書 
 

災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）に基づく災害時等（災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあ

る場合をいう。以下同じ。）の地方公共団体相互間での協力に関し、東京都（以下「都」という。）及び都内の区市町

村（以下「区市町村」という。）は、次のとおりこの協定を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 この協定は、都と区市町村が、災害時等において、被災し、又は被災するおそれのある区市町村（以下「被

災区市町村等」という。）に対する災害対策基本法に基づく協力（以下「協力」という。）を迅速かつ円滑に実施す

るため、必要な事項を定めるものとする。 

（協力の内容） 

第２条 この協定に基づく協力の内容は、次の各号に掲げる事項とする。 

（１）災害応急対策及び災害復旧に必要な職員の応援 

（２）居住者等の避難のための施設の提供及びあっせん 

（３）食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供及びあっせん 

（４）前各号に定めるもののほか、被災区市町村等の長から特に要求のあった事項 

（協力の要求等） 

第３条 被災区市町村等の長は、東京都知事（以下「知事」という。）及び他の区市町村の長に対し、次の各号に掲

げる事項を明らかにし、協力の要求又は協議（以下「要求等」という。）をできるものとする。 

（１）災害時等の状況 

（２）協力の内容 

（３）協力の期間 

（４）協力の場所 

（５）その他必要な事項 

２ 被災区市町村等の長は、前項の規定により個別に要求等するいとまがないときは、知事に対して一括して協力の

要求等を行うことができるものとする。この場合において、知事は、特別区長会会長（特別区災害時相互協力及び

相互支援に関する協定第２条第１項に基づく特別区支援対策本部が設置されている場合にあっては、特別区支援対

策本部長である区長）、東京都市長会会長及び東京都町村会会長と協議の上、速やかに要求等の相手先の区市町村

の長に対し、要求等の内容を伝達するものとする。 

３ 前２項の規定による要求等は、電話等により行い、後日速やかに文書を提出するものとする。 

（協力の実施） 

第４条 前条第１項の規定により要求等を受けた知事及び区市町村の長は、被災区市町村等の長に対し、協力内容を

電話等により連絡し、可能な範囲で、直ちに協力を実施するものとする。 

２ 前条第２項の規定により要求等の内容の伝達を受けた区市町村の長は、知事に対し、協力内容を電話等により連

絡し、可能な範囲で、直ちに協力を実施するものとする。 

３ 知事は、前項の連絡を受けたときは、協力内容を取りまとめ、被災区市町村等の長に通知するものとする。 

（自主協力）  

第５条 知事及び区市町村の長は、災害時等の状況に鑑み、特に緊急を要し、かつ被災区市町村等の長が第３条に規

定する要求等を行うことができない状況にあると判断されるときは、同条の要求等を待たず、協力を実施すること

ができるものとする。この場合には、同条の要求等があったものとみなす。 

（協力費用の負担区分） 

第６条 第４条及び前条の規定により行われた協力に要した費用は、被災区市町村等が負担するものとする。ただ

し、法令並びに都又は区市町村が締結している他の協定に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。 

２ 協力を行う都又は区市町村が実施する被災区市町村等に関する情報収集に要する費用は、当該地方公共団体が負

担するものとする。 

３ 第１項の費用は、被災区市町村等の長の求めがあったときは、協力を実施した都及び区市町村が一時繰替え支弁

するものとする。 

４ 前３項の規定によりがたい場合は、被災区市町村等と協力を実施した都及び区市町村の間で協議して定めるもの

とする。 

（都の役割） 

第７条 都は、被災区市町村等が災害応急対策及び災害復旧を円滑に実施できるようにするため、都及び区市町村相

互間の災害時等の協力に係る総合調整を行うものとする。 
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２ 都は、災害時等において、都及び区市町村相互間の災害時等の協力のみによっては被災区市町村等の実施する災

害応急対策及び災害復旧が円滑に実施されないと認めるときは、法律並びに都が締結している道府県及び指定都市

等との協定に基づき、速やかに、必要な措置を講じなければならない。 

（他の協定との関係） 

第８条 この協定は、災害対策基本法、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）等に基づき締結している、その他

の災害時等における地方公共団体相互間での協力協定を排除するものではない。 

（その他） 

第９条 この協定の実施に関し必要な事項については、都及び区市町村が協議して別に定めるものとする。 

（適 用） 

第 10条 この協定は、令和３年 12月 27日から適用する。 

 

この協定の締結を証するため、協定書には東京都知事及び特別区長会会長、東京都市長会会長、東京都町村会会長が

記名して、本書４通を作成し、各１通を保有するものとする。 

 

令和３年 12月 27日 

 

 

東京都 

代表者 東京都知事 

 

 

都内 23特別区（別表のとおり） 

代表者 江東区長（特別区長会会長） 

 

 

      都内 26市（別表のとおり） 

代表者 町田市長（東京都市長会会長） 

 

 

都内 13町村（別表のとおり） 

代表者 瑞穂町長（東京都町村会会長） 
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（別表） 

都内 23特別区 

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、 

品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、 

豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区 

都内 26市 

八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、 

調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、  

国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、 

武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市 

都内 13町村 

瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、 

神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 
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協定第８ 東京建設業協会等との協定・細目協定 
（都総務局、都建設局、都水道局、都下水道局、都住宅政策本部） 

 
① 「災害時における応急対策業務に関する協定」（都総務局） 
 

（協定の趣旨） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画に基づき災害時における民間協力の一環として、東京都が社団法人東京建設

業協会に対し、災害応急業務に関する協力を行うことを求めるときの手続き等を定めるものとする。 

（協力要請） 

第２条 東京都知事（以下「甲」という。）は、災害が発生し東京都のみでは十分な応急措置を実施することができない

場合において、状況により社団法人東京建設業協会長（以下「乙」という。）に対し、災害応急対策業務の協力を要請

することができる。 

（業務の指示） 

第３条 甲は災害の実情に応じて、乙に対し地域防災計画に定める東京都各局の分掌事務に従い所管業務局長より業務

内容、日時場所を指定して建設資機材労力等（以下「建設資機材等」という。）の提供を求めるものとする。 

（建設資機材等の提供） 

第４条 乙は、甲の要請があったときは、特別の理由がない限り、甲に対し建設資機材等を提供する。 

（費用負担） 

第５条 甲の使用した建設資機材等に要する費用は甲が負担する。 

（請  求） 

第６条 乙は業務の終了後、甲の認定を受けて当該地域における通常の実費用を甲に請求するものとする。 

（協  議） 

第７条 この協定の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定の実施に関し必要な事項は、甲（又は所管業務局

長）と乙が協議して定めるものとする。 

（雑  則） 

第８条 この協定は、昭和 50年４月１日から適用する。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

昭和 50年４月１日 

 
甲  東 京 都 知 事                     美 濃 部 亮 吉                

乙  社 団 法 人              

                       東京建設業協会長      戸 田 順 之 助                

 （同趣旨の協定 昭和 51年４月１日） 甲  東 京 都 知 事                     美 濃 部 亮 吉                

                    乙  社 団 法 人              

                       日本道路建設業協会長    清 水 忠 雄                

 （同趣旨の協定 昭和 62年４月１日） 甲  東 京 都 知 事                     鈴 木 俊 一                

                    乙  社 団 法 人              

                       東京都中小建設業協会長   渡 邉  輝                

 （同趣旨の協定 平成８年７月 18日） 甲  東 京 都 知 事                     青 島 幸 男                

                    乙  社 団 法 人              

                       南多摩建設業協会理事長   横 瀬 喜 久 平                

 （同趣旨の協定 平成８年７月 18日） 甲  東 京 都 知 事                     青 島 幸 男                

                    乙  社 団 法 人              

                       北多摩建設業協会長     林  貞 夫                

 （同趣旨の協定 令和４年２月７日）  甲  東 京 都 知 事                     小 池 百 合 子                

                    乙  一般社団法人              

                      西多摩建設業協会              榎 森 厚 志                 
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② 「災害時における応急対策業務に関する細目協定」（都建設局） 

 
東京都知事（以下「甲」という。）と社団法人東京建設業協会長（以下「乙」という。）とは昭和50年４月１日をもっ

て甲と乙との間に締結した「災害時における応急対策業務に関する協定」第７条の規定に基づき甲の所管業務の実施に関

して、次のとおり協定を締結する。 

（業務の内容） 

第１条 甲が乙に実施を要請する業務は、道路における緊急点検及び損壊箇所の応急措置並びに障害物の除去（以下「本

業務」という。）とする。  

（業務実施区間） 

第２条 乙に属する会員のうち本業務に従事するもの（以下「会員」という。）の業務実施区間は、別に定める表のとお

りとする。 

２ 前項の業務実施区間又は会員を変更しようとするときは、あらかじめ相互に協議するものとする。 

（建設資機材等の報告） 

第３条 乙は、あらかじめ会員が保有する災害時に可動可能な建設資機材及び労力（以下「建設資機材等」という。）を

把握し、甲に報告するものとする。 

２ 前項の建設資機材等に、著しい変化があったとき、又は、甲の要求があった場合は、保有状況を速やかに甲に報告す

るものとする。 

（出動の要請）    

第４条 甲は乙に対し、前条の業務実施区間の具体的な災害の状況に応じて、日時を指定して建設資機材等の出動を、文

書又は電話等の方法により要請するものとする。 

２ 甲は、前項の出動要請が不可能な場合は、乙及び会員に対し、公共放送等により出動を要請するものとする。 

３ 乙及び会員は、東京地方に震度６以上（気象庁発表）の地震が発生した場合は、甲からの要請があったものとみなし

自主的に出動するものとする。 

（業務の実施）  

第５条 乙は、前条に基づく出動要請（前条第３項の場合を含む。）があったときは、会員をして建設資機材等を業務実

施区間へ出動させ、業務を実施させるものとする。 

２ 会員は、出動要請（前条第３項の場合を含む。）があったときは、業務実施区間へ出動し、業務を実施するものとす

る。 

３ 会員は、出動後直ちに、現場責任者、出動時間及び建設資機材等を当該業務実施区間を所管する東京都建設事務所長

及び東京港管理事務所長（以下「所長」という。）に報告しなければならない。 

（業務の指示） 

第６条 業務の指示は、所長が行うものとし、会員は、その指示に従うものとする。 

２ 第４条第３項により出動した会員は、別に定める「緊急道路啓開作業マニュアル」に基づき、業務実施区域の被害状

況の把握、応急対策業務を実施するものとする。 

（業務の完了）  

第７条 会員は、業務が完了したときは、直ちに所長に報告するものとする。 

（実費用の請求及び支払い） 

第８条 会員は、業務完了後、別紙様式により当該業務に要した実費を甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、内容を精査確認し、速やかにその費用を支払うものとする。 

（損害の負担）  

第９条 業務の実施に伴い、損害が生じた時は、その賠償の責について、甲乙協議して定める。 

（従事者の災害保障） 

第10条 甲は、会員の業務従事者が、本業務において負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、「災害時に

おいて応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」（昭和38年条例第38号）に基づき、これを補償するもの

とする。  

（協  議）  

第11条 この協定の解釈に疑義を生じたとき、又は、この協定に定めのない事項についてはその都度、甲乙協議して定め

るものとする。 

（雑  則） 

第12条 昭和53年６月１日付「災害時における応急対策業務に関する細目協定」は、この協定締結の日をもって廃止する。 
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 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

   平成８年７月18日 

                    甲  東 京 都 知 事                     青 島 幸 男              

                   乙  社 団 法 人              

東京建設業協会長      佐 藤 嘉 剛              

 

 （同趣旨の協定 平成８年７月18日）   甲  東 京 都 知 事                    青 島 幸 男              

                     乙  社 団 法 人              

                       日本道路建設業協会長     岡 上 忠 夫              

 （同趣旨の協定 平成８年７月18日）  甲  東 京 都 知 事                     青 島 幸 男              

                    乙  社 団 法 人              

                       東京都中小建設業協会長   渡 邉  輝              

 （同趣旨の協定 平成８年７月18日）  甲  東 京 都 知 事                    青 島 幸 男              

                    乙  社 団 法 人              

                       南多摩建設業協会理事長   横 瀬 喜 久 平              

 （同趣旨の協定 平成８年７月18日）  甲  東 京 都 知 事                    青 島 幸 男              

                    乙  社 団 法 人              

                       北多摩建設業協会長     林  貞 夫              

 （同趣旨の協定 令和４年３月11日）  甲  東 京 都 知 事                小 池 百 合 子                

                     乙  一般社団法人              

                        西多摩建設業協会         榎 森 厚 志                
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③ 「災害時における応急対策業務に関する細目協定」（都建設局） 

 
東京都知事（以下「甲」という。）と社団法人東京建設業協会長（以下「乙」という。）とは昭和50年４月１日をもっ

て甲と乙との間に締結した「災害時における応急対策業務に関する協定」第７条の規定に基づき、甲の所管業務の実施に

関して、次のとおり協定を締結をする。 

（業務の内容） 

第１条 甲が乙に実施を要請する業務は、河川における損壊箇所の応急復旧並びに河道内障害物の除去（以下「業務等」

という。）とする。 

（業務等実施区間） 

第２条 乙に属する会員のうち業務等に従事する者（以下「会員」という。）の業務等実施区間は、都内河川のうち、甲

乙協議により詳細を別途定めるものとする。 

２ 前項の業務等実施区間又は会員を変更しようとするときは、あらかじめ相互に協議するものとする。 

（建設資機材等の報告） 

第３条 乙はあらかじめ会員が保有する災害時に稼働可能な建設資機材及び労力（以下「建設資機材等」という。）を把握

し、甲に報告するものとする。 

２ 前項の建設資機材等に、著しい変化があったとき、又は甲の要求があった場合は、保有状況を速やかに甲に報告する

ものとする。 

（出動の要請） 

第４条 甲は乙に対し、第２条の業務等実施区間の具体的な災害の状況に応じて、日時を指定して建設資機材等の出動

を、文書又は電話等の方法により要請するものとする。 

２ 甲は、前項の出動要請が不可能な場合は、乙及び会員に対し、公共放送等により出動を要請するものとする。 

（業務等の実施） 

第５条 乙は、前条に基づく出動要請があったときは、会員をして建設資機材等を業務等実施区間へ出動させ、業務等を

実施させるものとする。 

２ 会員は、出動要請があったときは、業務等実施区間へ出動し、業務等を実施するものとする。 

３ 会員は、出動後直ちに、現場責任者、出動時間及び建設資機材等を当該業務等実施区間を所管する東京都建設事務所

長（以下「所長」という。）に報告しなければならない。 

（業務等の指示） 

第６条 業務等の指示は、所長が行うものとし、会員はその指示に従うものとする。 

（業務等の完了） 

第７条 会員は、業務等が完了したときは、直ちに所長に報告するものとする。 

（実費用の請求及び支払い） 

第８条 会員は、業務等完了後、当該業務等に要した実費を甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の要求があったときは、内容を精査確認し、速やかにその費用を支払うものとする。 

（損害の処置） 

第９条 業務等の実施に伴い、甲及び乙双方の責に期さない理由により第三者に損害を及ぼしたとき、又は建設資機材等

に損害が生じたときは、乙はその事実の発生後遅滞なくその状況を書面により甲に報告し、その処置について甲乙が協

議し、定めるものとする。 

（従事者の災害補償） 

第10条 甲は、会員の業務等従事者が、業務等において負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、「災害時

において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」（昭和38年条例第38号）に基づき、これを補償するも

のとする。 

（協 議） 

第11条 この協定の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲と乙が協議

して定めるものとする。 

（雑 則） 

第12条 この協定は、平成９年９月１日から適用する。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

    平成９年９月１日 

                    甲  東京都知事         青 島 幸 男 

                    乙  社団法人 

                       東京建設業協会長      佐 藤 嘉 剛 
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 （同趣旨の協定 平成９年９月１日）  甲  東京都知事         青 島 幸 男 

                    乙  社団法人 

                       東京都中小建設業協会長   渡 邉   輝 

 （同趣旨の協定 平成９年９月１日）  甲  東京都知事         青 島 幸 男 

                    乙  社団法人 

                       北多摩建設業協会長     林   貞 夫 

 （同趣旨の協定 平成９年10月１日）  甲  東京都知事         青 島 幸 男 

                    乙  社団法人 

                       南多摩建設業協会理事長   横 背 喜久平 

 （同趣旨の協定 令和４年３月11日）  甲  東 京 都 知 事                     小 池 百 合 子                

                     乙  一般社団法人              

                        西多摩建設業協会      榎 森 厚 志                
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④ 「災害時における応急対策業務に関する細目協定」（都水道局） 

 

東京都水道局（以下「甲」という。）と社団法人東京建設業協会（以下「乙」という。）とは、昭和50年４月１日付を

もつて東京都知事と乙との間に締結した「災害時における応急対策業務に関する協定」第７条の規定に基づき甲の所管業

務の実施に関し、次のとおり協定する。 

（業務の内容） 

第１条 甲が乙に要請する業務は、配水管等の水道施設の応急復旧及び障害物の除去（以下「業務」という。）とする。 

（建設資機材等の報告） 

第２条 乙は、あらかじめ会員が保有する災害時に可動可能な建設資材及び労力（以下「建設資機材等」という。）をは

握し、甲に報告するものとする。 

２ 前項の建設資機材等に著しい変化があつたとき、又は甲の請求があつた場合は、保有状況を速やかに甲に報告するも

のとする。 

（出動の要請） 

第３条 甲は乙に対し、日時及び場所を指定して、文書又は電話等の方法により建設資機材等の出動を要請するものとす

る。 

（業務の実施） 

第４条 乙は、前条に基づく甲の出動要請があつたときは、会員をして建設資機材等を業務実施場所へ出動させ、業務を

実施させるものとする。 

２ 会員は、出動要請があつたときは、当該場所へ出動し、業務を実施するものとする。 

３ 会員は、出動後直ちに、現場責任者、出動時間及び建設資機材等を甲に報告しなければならない。 

（業務の指示） 

第５条 業務の指示は甲が行うものとし、会員はその指示に従うものとする。 

（支給材料） 

第６条 本業務に必要とする水道管及び弁、栓等の材料は、甲が支給するものとする。 

（業務の完了） 

第７条 会員は、業務が完了したときは、直ちに甲に報告するものとする。 

（実費用の請求及び支払い） 

第８条 会員は、前条により甲に報告後、当該業務に要した実費用を甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の請求があつたときは、内容を精査確認し、請求書を受理した日から起算して30日以内に支払うものとす

る。 

（損害の負担） 

第９条 業務の実施に伴い損害が生じたときは、その賠償の責について、甲乙協議して定める。 

（従事者の災害補償） 

第10条 甲は、会員の業務従事者が、本業務においてその者の責に帰さない理由により負傷し、若しくは疾病にかかり、

又は死亡した場合は、「災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」（昭和38年条例第38号）

に定めるところに準じ、その損害を補償する。 

（協 議） 

第11条 この協定の各条項について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定める

ものとする。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

   昭和54年８月31日 

 

甲  東京都水道局長  船木 喜久郎 

 

乙  社団法人 東京建設業協会 

   会長  飛鳥 斉 
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⑤ 「災害時における応急対策業務に関する細目協定」（都下水道局） 

 

 東京都下水道局長（以下「甲」という。）と社団法人東京建設業協会長（以下「乙」という。）とは、昭和50年４月１日付け

をもって東京都知事と乙との間に締結した「災害時における応急対策業務に関する協定」第７条の規定に基づき甲の所管業務

の実施に関して、次のとおり協定を締結する。 

（業務の内容） 

第１条 甲が乙に実施を要請する業務は、東京都下水道局の土木・建築施設における被害箇所の応急措置及び復旧（以下「業

務等」という。）とする。 

（業務等実施場所） 

第２条 乙に所属する会員のうち業務等に従事するもの（以下「会員」という。）の業務等実施場所は、甲乙協議により別途

定めるものとする。 

（建設資機材等の報告） 

第３条 乙は、あらかじめ、会員が都内及びその周辺に保有する災害時に可動可能な建設資機材及び労力（以下「建設資機材

等」という。）を把握し、甲に報告するものとする。 

２ 乙は、建設資機材等に著しい変化があった場合又は甲の請求があった場合は、保有状況を速やかに甲に報告するものとす

る。 

（出動の要請） 

第４条 甲は乙に対して、具体的災害の状況に応じて、日時及び場所を指定して、文書又は電話、ファクシミリ等の方法によ

り建設資機材等の出動を要請するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、緊急時においては、会員に対し直接出動を要請することができるものとする。 

（業務等の指示） 

第５条 業務等の指示は、当該業務等実施場所を所管する管理事務所長、水処理センター所長又は流域下水道本部技術部長（以

下「指示者」という。）が行うものとし、会員はその指示に従うものとする。 

（業務等の実施） 

第６条 乙は、第４条の規定による甲の出動要請があったときは、会員をして建設資機材等を業務等実施場所へ出動させ、業

務等を実施させるものとする。 

２ 会員は、出動要請があったときは、指定された業務等実施場所へ出動し、業務等を実施するものとする。 

３ 会員は、出動後直ちに、現場責任者、出動時間及び建設資機材等を指示者に報告しなければならない。 

（業務等の完了） 

第７条 会員は、業務等が完了したときは、直ちに指示者に報告するものとする。 

（実費用の請求及び支払い） 

第８条 会員は、前条の規定による報告後、当該業務等に要した実費を甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、内容を精査確認し、速やかにその費用を支払うものとする。 

（損害の負担） 

第９条 業務等の実施に伴い第三者に損害が生じたときは、その賠償の責については、甲乙協議して定めるものとする。 

（従事者の災害補償） 

第10条 甲は、会員の業務従事者が、業務等においてその者の責に帰さない理由により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は

死亡した場合は、「災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」（昭和38年 東京都条例第38号）

に定めるところに準じ、これを補償するものとする。  

（協 議） 

第11条 この協定の各条項について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるもの

とする。 

 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

   平成13年９月４日 

 

         甲   東京都公営企業管理者 

                 下 水 道 局 長     鈴木  宏 

 

         乙   社団法人 東京建設業協会長        前田 靖治 
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⑥ 「災害時における応急対策業務に関する協定実施細目」（都住宅政策本部） 

 

（実施細目の趣旨） 

第１条 この実施細目は、災害時における応急対策業務に関する協定（昭和50年４月１日東京都、社団法人東京都建設業協会

間協定）第７条に基づき東京都住宅局（以下「甲」という。）と社団法人東京建設業協会（以下「乙」という。）との間に、

建設業者が行う応急仮設住宅の建設、被災住宅の応急修理その他甲が必要とする災害応急対策業務（以下「応急業務」とい

う。）の円滑かつ迅速な処理を期するため必要事項を定めるものとする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、前条の目的を達成するため必要な事項について乙に協力の要請をすることができる。 

（連絡員） 

第３条 乙は、甲から災害発生のおそれがある旨又は災害が発生した旨の通報を受けた場合は、必要に応じて連絡員を甲の指

定する場所に派遣し、応急業務に関する事項について、甲との連絡に当たらせるものとする。 

（建設資機材等の提供） 

第４条 乙は、甲が乙に対して災害発生により応急業務に従事することを要請した場合、又は甲が建設業者に対して公用令書

を交付する場合は、甲の求に応じて建設業者の選定並びに建設用資材、機械及び労力等のあつせんについて甲に協力するも

のとする。 

（緊急工事） 

第５条 建設業者は、乙の選定を受けて応急業務に従事し、又は甲の交付する公用令書により応急業務に従事する場合で、公

共の安全確保その他の理由により緊急に工事を施行する必要があるときは、甲の指示により通常の事務手続を経ないで工事

を施行することができる。ただし、事後直ちに所定の事務手続をとるものとする。 

（費用の請求） 

第６条 応急業務に従事した建設業者は、これに要した費用を当該業務の終了後、甲の認定を受けて甲に請求するものとする。 

（腕章） 

第７条 乙は、甲が第４条の規定に基づき選定された建設業者に対して交付する腕章（現場用）の着用について協力するもの

とする。 

（会員名簿の提出） 

第８条 乙は、乙に加盟する建設業者の会員名簿を毎年１回甲に提出するものとし、会員に異動があつた場合は、その都度報

告を行うものとする。 

（協議） 

第９条 この実施細目に定めるもののほか、必要な事項についてはその都度甲乙協議のうえ別に定めるものとする。 

（適用） 

第10条 この実施細目は昭和50年12月３日から適用する。 

 

 この実施細目を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自１通を保有する。 

 

昭和50年12月３日 

 

甲   東京都住宅局長    児 玉  工 

 

乙   社団法人 

東京建設業協会長   戸 田 順之助 
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協定第９ 災害時における救助・救急業務に関する協定（東京消防庁） 
 

 
 東京消防庁（以下「甲」という。）と社団法人東京建設業協会（以下「乙」という。）とは、昭和50年４月１日付を

もって東京都知事と乙との間に締結した災害時における応急対策業務に関する協定第７条の規定に基づき、甲の

所管業務の実施に関し、次のとおり協定する。 

（業務の内容） 

第１条 この協定により甲が乙に実施を要請する業務は、災害時における建築物その他の工作物等の崩壊、倒壊及び損

壊に伴う緊急人命救助活動のための障害物の除去作業（以下「業務」という。）とする。 

（出場の要請） 

第２条 甲は、消防署長（以下「署長」という。）をして、乙に属する会員（以下「会員」という。）に対し、日時及

び場所を指定して、文書・電話等の方法により建設資機材及び労力（以下「建設資機材等」という。）の出動を要

請するものとする。 

２ 甲は、前項の規定に基づき、会員に対し、建設資機材等の出動を要請したときは、速やかに乙にその旨を連絡す

るものとする。 

（業務等の実施） 

第３条 会員は、前項の規定に基づき、出動要請を受けたときは、指定された場所に出動し、署長の指示に基づき、

業務を実施するものとする。 

２ 会員は、前項の規定に基づき、出動したときは、直ちに出動責任者、出動時間、建設資機材等を出動要請をした

署長に通知するものとする。 

３ 業務を円滑に推進するため、甲乙協議して訓練を実施するものとする。 

（費用の請求及び支払） 

第４条 会員は、前条第１項に基づく業務の終了後、別紙様式により、署長の承認を受けて、当該業務に要した実費

用を甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、内容を精査確認し、速やかにその費用を支払うものとする。 

（損害の負担） 

第５条 第３条の規定に基づき生じた損害は、甲乙協議して定めるものとする。 

（従事者の災害補償） 

第６条 甲は、業務に従事した会員が、この協定に基づく業務の実施により死亡し、負傷し、又は疾病にかかったと

きは、特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例（昭和41年東京都条例第84号）に定めるところに準じ

て、これを補償するものとする。 

（建設資機材等の調査） 

第７条 乙は、甲が毎年１回実施する会員の災害時における可動可能な建設資機材等の調査に協力するものとする。 

（会員名簿の提出） 

第８条 乙は、会員名簿を毎年１回甲に提出するものとし、会員に異動があったときは、その都度、通知するものと

する。 

（協  議） 

第９条 この協定の実施について疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。 

（適  用） 

第10条 この協定は、昭和57年２月１日から適用する。 

 

甲と乙とは、本書を２通作成し、それぞれ記名押印のうえ、その１通を保有する。 

 

  昭和57年２月１日 

 

                   甲  東 京 消 防 庁 

                       消防総監   曽 根 晃 平 

 

                   乙  社団法人東京建設業協会 

                       会   長   飛 島   斎 
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協定第10 関東旅客船協会との協定・実施細目（都港湾局） 

 
① 「災害時における船舶による輸送等に関する協定」 
 
東京都を甲とし、関東旅客船協会を乙として、甲乙間において次のとおり協定を締結する。 

 

（総 則） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画に基づき、災害時における民間協力の一環として、甲が乙に対して船舶

による輸送等の業務に関し協力を求めるときの手続等を定めるものとする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害が発生し、東京都地域防災計画に基づき次条に掲げる業務を遂行するため、乙の協力を得る必

要があるときは、乙に対し日時、場所、用途等を指定し文書、電話等の方法により協力を要請することができる

ものとする。 

２ 乙は、前項に基づき甲から協力要請を受けた場合は、乙の会員をして甲が必要とする業務を可能な限り実施さ

せるものとする。 

（業務の内容） 

第３条 本協定により、甲が乙に対し協力を要請する業務は、次のとおりとする。 

 （１）被災者及び救援者等の人員輸送業務 

 （２）救援物資等の貨物輸送業務 

 （３）被災者及び救援者等の臨時宿泊施設としての船舶への受け入れ業務 

 （４）その他甲が必要とする船舶による応急対策業務 

 （５）前各号に関して必要となる平常時の訓練業務 

（費用負担） 

第４条 甲の要請により、乙の会員が実施した、前条の業務の遂行に要した費用は甲が負担する。 

（請 求） 

第５条 乙の会員は、甲の認定を受けたうえで、当該業務に要した費用を甲に請求するものとする。 

（情報提供） 

第６条 乙の会員は、災害発生時港湾施設等が被害を受けていることを知ったときは、直ちに甲にその情報を提供

するものとする。 

２ 乙は、第３条の業務に必要となる、乙の会員が所有する船舶に係る情報について、甲に提供するものとする。 

（協 議） 

第７条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるも

のとする。 

（雑 則） 

第８条 この協定は、令和２年 10月 20日から適用する。 

２ 本協定の締結により、平成８年７月１日付で甲及び乙が締結した「災害時における船舶による輸送等に関する

協定」は、効力を失するものとする。 

 

 甲と乙は、本書２通を作成し、記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

   令和２年 10月 20日 

 

 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

甲  東 京 都 

知 事  小 池 百合子 

 

 

東京都港区海岸一丁目 16番１号 

乙  関東旅客船協会 

会 長  山 﨑 潤 一   
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② 「災害時における船舶による輸送等に関する協定実施細目」 

 

（趣旨等） 

第１条  この細目は、令和２年 10月 20日付「災害時における船舶による輸送等に関する協定」（以下「協定」と

いう。）第７条の規定に基づき協定の実施に関する手続及びその他の必要な事項を定めるものとする。 

２ この実施細目における用語の定義は、協定の例による。 

（要請の手続） 

第２条 協定第２条に規定する甲の要請は、港湾局長が行う。 

２ 甲は、乙に対する前項の要請を文書以外の方法で行った場合は、後日、速やかに乙へ文書を送付するものとす

る。 

３ 甲は、乙に連絡が取れない場合は乙の会員に対し直接要請を行うことができるものとする。 

４ 前項の直接要請を行うことについて、乙は、次の各号に掲げる事項につき、あらかじめ当該会員の同意を得る

ものとする。 

 （１）甲が乙の会員に対し直接要請を行う場合があること。 

 （２）乙が、前項の直接要請に必要な乙の会員の情報を甲に送付すること。 

（業務の実施） 

第３条 甲は、協定第３条に規定する業務を円滑に進めるため、現場責任者を置くものとし、乙及び乙の会員に通

知するものとする。 

２ 現場における業務の指示は、前項の現場責任者が行うものとし、乙の会員はその指示に従うものとする。 

（連絡体制） 

第４条 甲と乙は、災害時に円滑な協力が図れるよう連絡体制を確立するものとする。 

２ 連絡責任者は、甲にあっては港湾局港湾経営部経営課長（経営課長に事故あるときは、別に指定する者）と

し、乙にあっては直接各船社責任者とする。 

３ 甲と乙は、連絡体制に必要な名簿を別に作成する。 

（費用負担の範囲） 

第５条 協定第４条に規定する甲の負担する費用は、乙の会員が協定第３条に規定する業務に従事するため、業務

開始以前に要した費用及び業務終了後の原状回復に要する費用を含むものとする。 

（船舶情報） 

第６条 協定第６条第２項に規定する船舶の情報は、所有者ごとに種別、諸元（長さ、幅、喫水等）及び係留場所

が分かるものとし、原則、毎年度甲の依頼により提供するものとする。 

（雑 則） 

第７条 この実施細目は令和５年４月１日から実施する。 

２ 本協定の締結に伴い、平成９年３月 31日付で締結した「災害時における船舶による輸送等に関する協定実施

細目」は廃止する。 

 

 この実施細目の成立を証するため、本書を２通作成し、甲と乙記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

   令和５年３月 31日 

 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

甲  東 京 都 

港湾局長  矢 岡 俊 樹 

 

 

 

東京都港区海岸一丁目 16番１号 

乙  関東旅客船協会 

会 長  山 﨑 潤 一 
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協定第11 日本外航客船協会との協定・実施細目（都港湾局） 

 

① 「災害時における船舶による輸送等に関する協定」 
 

 東京都を甲とし、社団法人日本外航客船協会を乙として、甲乙間において次のとおり協定する。 

（総 則） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画に基づき、災害時における民間協力の一環として、甲が乙に対して船舶に

よる輸送等の業務に関し協力を行うことを求めるときの手続等を定めるものとする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害が発生し、次条に掲げる業務を遂行するうえにおいて、乙に対し協力を要請することができるも

のとし、乙の会員の船会社（以下「会員」という。）は要請内容に応じ、可能な協力を行うものとする。 

（業務内容） 

第３条 本協定により、甲が乙に対し協力を要請する業務は、次のとおりとする。 

 （１）被災者及び救援者等人員の輸送業務 

 （２）被災者及び救援者等の臨時宿泊施設としての業務 

（連絡体制） 

第４条 甲及び乙は、本協定が円滑に行われるよう、相互連絡体制を確立するものとする。 

２ 甲が協力を要請するに当たって、乙に連絡がとれない場合は、会員に対し直接連絡を行うことができるものとす

る。 

（費用負担） 

第５条 甲の要請により、会員が実施した第３条に規定する業務遂行に要した費用は甲が負担する。 

（情報提供） 

第６条 会員は、災害発生時港湾施設等が被害を受けていることを知ったときは、直ちに甲にその情報を提供するも

のとする。 

（有効期間） 

第７条 本協定の有効期間は、締結の日から平成９年３月 31日までとする。 

  ただし、期間満了１か月前までに甲乙双方からなんら意思表示がないときは、期間満了の翌日から１か年間延長

するものとし、以後も同様とする。 

（協 議） 

第８条 この協定の解釈に疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるもの

とする。 

 

 甲と乙は、本書２通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各１通を保有する。 

    平成８年８月 26日 

 

         甲   東京都新宿区西新宿２丁目８番１号 

               東京都         東京都知事   青 島 幸 男 

                                          

         乙   東京都千代田区平河町２丁目６番４号 

               社団法人 日本外航客船協会 会 長   宮 岡 公 夫   
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「災害時における船舶による輸送等に関する協定実施細目」 

 

（趣旨等） 

第１条 この細目は、平成８年８月 26日付災害時における船舶による輸送等に関する協定（以下「協定」という。）

第８条の規定に基づき協定の実施に関する手続及びその他の必要な事項を定めるものとする。 

２ この実施細目における用語の意義は、協定の例による。 

（要請の手続） 

第２条 協定第２条に規定する甲の要請は、港湾局長が行う。 

２ 甲の乙に対する要請は、文書、口頭、電話又は電信のいずれの方法によっても行うことができるものとする。た

だし、文書以外の方法で行った場合は、後日速やかに文書を送付するものとする。 

（業務の実施） 

第３条 甲は、協定第３条に規定する業務を円滑に進めるため、現場責任者を置くものとし、乙及び会員に通知する

ものとする。 

２ 現場における業務の指示は、前項の現場責任者が行うものとし、乙及び会員はその指示に従うものとする。 

（連絡体制） 

第４条 前条第４条に規定する連絡責任者は、甲にあっては港湾局港営部港営課長とし、乙にあっては事務局長とす

る。 

（費用負担の範囲） 

第５条 協定第５条に規定する甲が負担する費用は、会員が協定第３条に規定する業務に従事するため、業務開始以

前に要した費用及び業務終了後の原状回復に要する費用を含むものとする。 

（雑 則） 

第６条 この実施細目は、平成９年４月１日から実施する。 

 

 この実施細目の成立を証するため、本書２通を作成し、甲と乙記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

    平成９年３月 31日 

 

          甲  東京都新宿区西新宿２丁目８番１号 

              東 京 都                   港湾局長    今 沢 時 雄 

 

          乙  東京都千代田区平河町２丁目６番４号 

              社団法人 日本外航客船協会 事務局長   東 谷 邦 夫 
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協定第12 日本船主協会との協定・実施細目（都港湾局） 

  

①「災害時における船舶による輸送等に関する協定」 
 

 東京都を甲とし、社団法人日本船主協会を乙として、甲乙間において次のとおり協定する。 

（総 則） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画に基づき、災害時における民間協力の一環として、甲が乙に対して船舶

による輸送等の業務に関し協力を求めるときの手続等を定めるものとする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害が発生し、東京都地域防災計画に基づき次条に掲げる業務を遂行するため、乙の協力を得る必

要があるときは、乙に対し日時、場所、用途等を指定し文書、電話等の方法により協力を要請することができる

ものとする。 

２ 乙は、前項に基づき甲から協力要請を受けた場合は、可能な限り甲が必要とする業務を乙又は乙の会員（以下

「会員」という。）において実施するものとする。 

（業務内容） 

第３条 本協定により、甲が乙に対し協力を要請する業務は、次のとおりとする。 

 （１）被災者及び救援者等人員の輸送業務 

 （２）救援物資等の貨物輸送業務  

 （３）被災者及び救援者等の臨時宿泊施設としての業務 

 （４）その他甲が必要とする船舶による応急対策業務 

（費用負担） 

第４条 甲の要請により、乙又は会員が実施した、前条の業務の遂行に要した費用は甲が負担する。 

（請 求） 

第５条 乙又は会員は、甲の認定を受けて、当該業務の実施に要した費用を甲に請求するものとする。 

（情報提供） 

第６条 乙又は会員は、災害発生時港湾施設等に被害を受けていることを知ったときは、直ちに甲にその情報を提

供するものとする。 

（協 議） 

第７条 この協定の解釈に疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については甲乙協議して定めるもの

とする。 

（雑 則） 

第８条 この協定は、平成８年 12月 27日から適用する。 

 

 甲と乙は、本書２通を作成し、記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

    平成８年 12月 27日 

 

           甲   東 京 都                   知 事   青 島 幸 男 

                            

           乙   社団法人 日本船主協会  会 長   新 谷   功     
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「災害時における船舶による輸送等に関する協定実施細目」 

 

（趣旨等） 

第１条 この細目は、平成８年 12月 27日付災害時における船舶による輸送等に関する協定（以下「協定」とい

う。）第７条の規定に基づき協定の実施に関する手続及びその他の必要な事項を定めるものとする。 

２ この実施細目における用語の意義は、協定の例による。 

（要請の手続） 

第２条 協定第２条に規定する甲の要請は、港湾局長が行う。 

２ 甲は、乙に対する前項の要請を口頭、電話及び電信で行った場合は、後日、速やかに文書を送付するものとす

る。 

３ 甲は、甲の要請に応じて協定第３条に規定する業務に従事する船舶の要請期間を変更する必要がある場合は、

あらかじめ乙又は会員と協議するものとする。 

（業務の実施） 

第３条 甲は、協定第３条に規定する業務を円滑に進めるため、現場責任者を置くものとし、乙及び会員に通知す

るものとする。 

２ 現場における業務の指示は、前項の現場責任者が行うものとする。 

（連絡体制） 

第４条 甲と乙は、災害時に円滑な協力が図れるよう連絡体制を確立するものとする。 

２ 連絡責任者は、甲にあっては港湾局港営部港営課長とし、乙にあっては総務部長とする。 

（費用負担の範囲） 

第５条 協定第４条に規定する甲が負担する費用は、乙又は会員が協定第３条に規定する業務に従事するため、業

務開始以前に要した費用及び業務終了後の原状回復に要する費用を含むものとする。 

（雑 則） 

第６条 この実施細目は、平成９年４月１日から実施する。 

 

この実施細目の成立を証するため、本書２通を作成し、甲と乙記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

    平成９年３月 31日 

 

 

           甲  東京都新宿区西新宿２丁目８番１号 

                  東 京 都                港湾局長  今 沢 時 雄 

                                       

           乙  東京都千代田区平河町２丁目６番４号 

                  社団法人 日本船主協会 理事長  増 田 信 雄 
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協定第13 日本内航海運組合総連合会との協定・実施細目（都港湾局） 

 

① 「災害時における船舶による輸送等に関する協定」  
 

 東京都を甲とし、日本内航海運組合総連合会を乙として、甲乙間において次のとおり協定する。 

（総 則） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画に基づき、災害時における民間協力の一環として、甲が乙に対して船舶

による輸送等の業務に関し協力を求めるときの手続等を定めるものとする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害が発生し、東京都地域防災計画に基づき次条に掲げる業務を遂行するため、乙の協力を得る必

要があるときは、乙に対し日時、場所、用途等を指定し文書、電話等の方法により協力を要請することができる

ものとする。 

２ 乙は、前項に基づき甲から協力要請を受けた場合は、乙の会員をして甲が必要とする業務を可能な限り実施さ

せるものとする。 

（業務内容） 

第３条 本協定により、甲が乙に対し協力を要請する業務は、次のとおりとする。 

 （１）救援物資等の貨物輸送業務 

 （２）その他甲が必要とする船舶による応急対策業務 

（費用負担） 

第４条 甲の要請により、乙の会員が実施した、前条の業務の遂行に要した費用は甲が負担する。 

（請 求） 

第５条 乙の会員は、甲の認定を受けて、当該業務の実施に要した費用を甲に請求するものとする。 

（情報提供） 

第６条 乙の会員は、災害発生時港湾施設等が被害を受けていることを知ったときは、直ちに甲にその情報を提供

するものとする。 

（協 議） 

第７条 この協定の解釈に疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるも

のとする。 

（雑 則） 

第８条 この協定は、平成８年７月１日から適用する。 

 

 甲と乙は、本書２通を作成し、記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

    平成８年７月１日 

 

            甲  東 京 都                   知 事   青 島 幸 男 

 

            乙  日本内航海運組合総連合会 会 長   佐 藤 國 吉 
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「災害時における船舶による輸送等に関する協定実施細目」 

 

（趣旨等） 

第１条 この細目は、平成８年７月１日付災害時における船舶による輸送等に関する協定（以下「協定」とい

う。）第７条の規定に基づき協定の実施に関する手続及びその他の必要な事項を定めるものとする。 

２ この実施細目における用語の意義は、協定の例による。 

（要請の手続） 

第２条 協定第２条に規定する甲の要請は、港湾局長が行う。 

２ 甲は、乙に対する前項要請を口頭、電話又は電信で行った場合は、後日、速やかに文書を送付するものとす

る。 

（業務の実施） 

第３条 甲は、協定第３条に規定する業務を円滑に進めるため、現場責任者を置くものとし、乙及び乙の会員に通

知するものとする。 

２ 現場における業務の指示は、前項の現場責任者が行うものとし、乙の会員はその指示に従うものとする。 

（連絡体制） 

第４条 甲と乙は、災害時に円滑な協力が図れるよう連絡体制を確立するものとする。 

２ 連絡責任者は、甲にあっては港湾局港営部港営課長とし、乙にあっては企画部長とする。 

（費用負担の範囲） 

第５条 協定第４条に規定する甲が負担する費用は、乙の会員が協定第３条に規定する業務に従事するため、業務

開始以前に要した費用及び業務終了後の原状回復に要する費用を含むものとする。 

（雑 則） 

第６条 この実施細目は、平成９年４月１日から実施する。 

 

この実施細目の成立を証するため、本書２通を作成し、甲と乙記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

    平成９年３月 31日 

 

         甲  東京都新宿区西新宿２丁目８番１号 

               東 京 都                    港湾局長  今 沢 時 雄 

 

         乙  東京都千代田区平河町２丁目６番４号 

               日本内航海運組合総連合会  会 長  佐 藤 国 吉 
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協定第14 日本埋立浚渫協会・伊豆七島建設業協同組合との協定（都港湾局） 

 

災害時における応急対策業務に関する協定 

 

 東京都（以下「甲」という。）と一般社団法人日本埋立浚渫協会（以下「乙」という。）及び伊豆七島建設業協同

組合（以下「丙」という。）とは、災害時の応急対策業務の実施に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（協定の目的） 

第１条 この協定は、災害時における民間協力の一環として、伊豆諸島及び小笠原諸島において甲が管理する港湾、

漁港、海岸及び空港における諸施設についての被災時の応急対策業務並びに港湾区域及び漁港区域において発生し

た船舶の航行安全に支障となる障害物（以下「障害物」という。）の除去等の応急対策業務（以下「業務」とい

う。）に関して、乙又は丙に加盟している事業者が有する建設機械、作業船、資材及び労力等（以下「建設資機材

等」という。）の確保と動員の方法等を定め、もって災害の拡大防止と業務の円滑な運営を期することを目的とす

る。 

（業務の対象施設及び区域） 

第２条 乙又は丙の業務の対象施設及び区域は、伊豆諸島及び小笠原諸島で甲が管理する別表でそれぞれ対象と示す

港湾、漁港、海岸及び空港における諸施設（以下「施設等」という。）及びその区域（水域を含む。）とする。 

（事業者及び建設資機材等の報告） 

第３条  乙及び丙は、この協定の業務に従事できる乙又は丙に加盟している事業者（以下「従事候補者」という。）

を別紙１により甲に報告するものとする。 

２ 乙又は丙は、甲から要請があった場合には、従事候補者の稼働可能な建設資機材等を把握し、直ちに甲に報告す

るものとする。 

（業務の実施体制） 

第４条 甲は、施設等に災害が発生しその応急対策が必要と認めるとき又は災害時に障害物が発生しその除去を必要

と認めるときは、乙及び丙に別紙２により従事候補者の中から業務に従事する事業者（以下「従事事業者」とい

う。）の選定を依頼するものとする。 

２ 乙及び丙は、前項の依頼に基づき、従事候補者の中から従事事業者を選定し、別紙３により直ちに甲に報告する

ものとする。 

３ 甲は、前項により報告を受けた従事事業者と業務の履行に関する契約を締結するものとする。 

４ 業務の指示は甲が行うものとし、従事事業者はその指示に従い、業務を実施するものとする。 

（業務の完了） 

第５条  従事事業者は、業務が完了したときは、作業開始時刻、作業終了時刻及び使用した建設資機材等の内訳を速

やかに甲に報告するものとする。 

（費用の請求及び支払い） 

第６条  従事事業者は、業務の完了後、業務に要した費用を甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の規定により請求を受けたときは、その内容を精査確認し、速やかにその費用を従事事業者に支払う

ものとする。 

（損害の負担） 

第７条  業務の実施に伴い、甲、乙、丙及び従事事業者の責に帰すことができない理由により第三者に損害を及ぼ

したとき又は建設資機材等に損害が生じたときは、従事事業者はその事実の発生後遅滞なくその状況を書面により

甲に報告し、その処置について甲、乙及び従事事業者が協議し、定めるものとする。 

（従事者の災害補償） 

第８条 甲は、本業務において業務に従事した者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は「災害時において応

急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」（昭和 38年条例第 38号）に準じて、これを補償するものと

する。 

（協議） 

第９条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項についてはその都度甲、乙及び丙が協

議して定めるものとする。 

（雑則） 

第 10条 この協定は平成 25年 10月 16日から適用することとし、平成 24年３月 30日付「災害時における応急対策

業務に関する協定」はこの協定適用日をもって廃止する。 
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 この協定を証するため、本書３通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

平成 25年 10月 16日 

 

 

甲  東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

東京都知事   猪 瀬 直 樹 

 

乙  東京都港区赤坂三丁目３番５号 

一般社団法人 日本埋立浚渫協会 

  会 長   村 重 芳 雄 

 

          丙  東京都港区芝大門二丁目４番４号 

伊豆七島建設業協同組合 

                  理事長  前 田 大 介  
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別 表 

 港湾 漁港 海岸 空港 
対象 

地方港湾 第１種 第２種 第４種 港湾 漁港 地方管理 

大島 

元町 

岡田 

波浮 

元町 

岡田 

野増 

差木地 

泉津 

  

元町 

岡田 

波浮 

元町 

岡田 

野増 

差木地 

泉津 

大島 
乙及 

び丙 

利島 利島    利島 

 

 
乙及 

び丙 

新島 新島 
若郷 

羽伏 
  新島 若郷 新島 

乙及 

び丙 

式根島 式根島 
野伏 

小浜 
  

  

 
乙及 

び丙 

神津島 神津島   三浦 神津島 

 

神津島 
乙及 

び丙 

三宅島 
三池 

大久保 

湯の浜 

伊ヶ谷 

大久保 

坪田 阿古 
三池 

大久保 
阿古 三宅島 

乙及 

び丙 

御蔵島 御蔵島    御蔵島 

 

 
乙及 

び丙 

八丈島 

神湊 

八重根 

（洞輪沢） 

洞輪沢 

中之郷 
 

神湊 

八重根 

神湊 

八重根 

洞輪沢 

神湊 

八重根 

八丈島 
乙及 

び丙 

青ヶ島 
青ヶ島 

大千代 
   青ヶ島 

 

 
乙及 

び丙 

父島 二見   二見 

  

 乙 

母島 沖   母島 

  

 乙 

計 都営 16港 都営 14港 都営１港 都営６港 12海岸 10海岸 都営５空港  

（ ）内は避難港をいう。 
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協定第15 都医師会等との協定（都福祉保健局） 
 
①  都医師会「災害時の医療救護活動についての協定書」 

 

 東京都（以下「甲」という。）と公益社団法人東京都医師会（以下「乙」という。）は、昭和51年８月17日に締結し

た「災害時の医療救護活動についての協定書」について、下記のとおり改める。 

（総則） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和36年11月15日法律第223号）、災害救助法（昭和22年10月18日法律第118

号）及び東京都地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。 

２ 甲は、災害対策基本法、災害救助法、東京都地域防災計画及び区市町村地域防災計画に基づき区市町村が行う医

療救護活動について、災害対策の広域性、連続性に鑑み、本協定に準じて地区医師会の協力を受けて実施できるよ

う、区市町村と必要な調整を行う。 

３ 乙は、前項の定めによる区市町村の医療救護活動が円滑に行われるよう、地区医師会と必要な調整を行う。 

（災害医療救護計画の提出） 

第２条 乙は、災害対策基本法第６条に基づく防災に関する計画について、東京都地域防災計画の修正があった場合

等、必要に応じて見直しを行い、甲に提出する。 

（医療救護班の派遣） 

第３条 甲は、下記の医療救護活動を実施するため、必要と認めた場合は、乙に対し、医療救護班の派遣を要請す

る。 

（１）災害対策基本法、災害救助法又は東京都地域防災計画等に基づき、甲及び区市町村が行う、東京都内におけ

る医療救護活動 

（２）災害対策基本法第８条第２項12号による相互応援協定若しくは同法第74条第１項に基づく要請又は災害救助

法第14条に基づく指示があった場合等の東京都外における医療救護活動 

２ 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合は、直ちに、乙の防災に関する計画等に基づき医療救護班を

編成し、派遣する。 

３ 第１項の定めによる医療救護班の構成人数は、次のとおりとする。 

（１）医師（必須） １名 

（２）看護師 １名 

（３）その他事務補助 １名 

なお、必要に応じ、甲乙協議の上、職種及び人数について変更することができる。 

４ 医療救護班の派遣期間は、甲乙協議の上、決定する。 

（医療救護班の活動場所） 

第４条 医療救護班は、医療救護所、避難所、医療機関、医療対策拠点又は医療救護活動拠点等において、医療救護

活動を実施する。 

（医療救護班の業務等） 

第５条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。 

（１）傷病者に対するトリアージ 

（２）傷病者に対する応急処置及び医療 

（３）傷病者の収容医療機関への搬送の要否及び搬送順位の決定 

（４）死亡の確認及び遺体の検案への協力 

（５）助産救護 

（６）その他、甲乙協議の上、必要と認められる業務 

２ 医療救護班は、派遣期間中、甲に対して活動内容を適宜報告するとともに、派遣期間が終了する際に、必要に応

じて、次の医療救護班等に活動内容等の引き継ぎを行う。 

３ 甲及び乙は、医療救護活動に必要な情報を収集し、相互に情報を共有するとともに、医療救護班への伝達に努め

る。 

（指揮命令） 

第６条 医療救護班の活動場所は、次の者が指示する。 

（１）東京都内における医療救護活動の場合、甲及び区市町村が指示する。 

（２）東京都外における医療救護活動の場合、道府県又は市町村等の行政機関が指示する。 
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２ 医療救護班は、その業務内容等について、前項に規定する者に加え、活動場所における指揮者等の指示に従う。 

３ 甲は、必要に応じて、医療救護班の活動場所、業務内容等について、前２項に規定する者と調整を行うなど、医

療救護班に対し、必要な支援を行う。 

（医療救護班の移動等） 

第７条 医療救護班の移動手段、宿泊先及び食糧の確保は、原則として次のとおりとする。 

（１）東京都内における医療救護活動の場合、医療救護班自らが確保する。 

（２）東京都外における医療救護活動の場合、移動手段及び宿泊先は甲が確保し、食糧は医療救護班自らが確保す 

 る。 

ただし、緊急の場合又はこれにより難い場合は、甲乙協議の上、決定する。 

（医薬品等の確保） 

第８条 医療救護班が使用する医薬品及び医療資器材（以下「医薬品等」という。）の確保は、次のとおりとする。 

（１）東京都内における医療救護活動の場合、活動場所に提供されるもの又は甲が備蓄するものを使用し、必要に

応じて、医療救護班が携行する医薬品等を使用する。 

なお、甲が備蓄する医薬品等の輸送は、原則として甲が行う。 

（２）東京都外における医療救護活動の場合、活動場所に提供されるものを使用し、必要に応じて、医療救護班が

携行する医薬品等を使用する。 

（医療費） 

第９条 次項に定める場合を除く、医療救護所、避難所等における医療費は、無料とする。 

２ 医療機関における医療費は、原則として患者負担とし、保険診療等によるものとする。 

（合同訓練） 

第10条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該訓練の一般参加者中、

傷病者が発生した場合の医療救護を併せて担当する。 

（費用弁償等） 

第11条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施し、また、甲が実施する合同訓練に参加した場合に要する次の

経費は、甲が負担する。 

（１）医療救護班の編成、派遣に要する経費 

（２）医療救護班の移動、宿泊及び食糧における実費弁償 

（３）医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 

（４）医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、障害の状態となったとき又は死亡した

場合の損害補償 

ただし、合同訓練に参加した場合に要する経費のうち、（２）の近接地（職員の旅費に関する条例第２条第３

項に規定する近接地を指す。）における移動並びに宿泊費及び食事に要する経費については、甲の負担の対象外と

する。 

２ 医療救護活動を実施する際の費用弁償等については、災害救助法の定めにより行い、前項の定めによる費用弁償

等の額については、甲乙協議の上、別に定める。 

なお、災害救助法の適用を受けない期間及び地域において医療救護活動を行った場合も、この条に準じて、甲

が費用弁償等を行う。 

（協議会への参画） 

第12条 この協定の円滑な実施等を図るため、乙は、甲が設置する災害医療に関する協議会等に参画する。 

（細目） 

第13条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 

（協議） 

第14条 この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定する。 

（有効期間） 

第15条 この協定の有効期間は、協定書締結日から平成30年３月31日までとする。ただし、期間満了の３か月前まで

に、甲乙から申出がないときは、更に１年延長され、以降この例による。 

なお、本協定書について、甲乙協議の上、適宜必要な見直しを行う。 
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甲と乙は、本協定書２通を作成し、双方記名押印の上、各１通を保有する。 

 

平成29年４月１日 

甲 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

東京都 

東京都知事 小 池 百 合 子 

 

乙 東京都千代田区神田駿河台二丁目５番地 

公益社団法人東京都医師会 

会 長 尾 﨑 治 夫 
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②  都歯科医師会との「災害時の歯科医療救護活動についての協定書」 

 

 東京都（以下「甲」という。）と社団法人東京都歯科医師会（以下「乙」という。）との間で締結した災害時の歯科

医療救護活動についての協定書（平成８年２月１日）の全部を次のように改正する。 

（総則） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

（歯科医療救護班の派遣） 

第２条 甲は、東京都地域防災計画に基づき歯科医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、歯科医療

救護班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合には、直ちに、乙の災害医療救護活動組織に基づき歯科医療

救護班を編成し、現地の救護所等に派遣するものとする。 

（災害医療救護計画の策定及び提出） 

第３条 乙は、前条の定めによる歯科医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、これを甲に提出す

るものとする。 

２ 前条に定める歯科医療救護班の構成人員は、次のとおりとする。 

（１）歯科医師 

（２）歯科衛生士又は歯科技工士等   若干名 

（３）その他の補助事務 

（歯科医療救護班の活動場所） 

第４条 乙所属の歯科医療救護班は、甲が避難所等に設置する救護所において、歯科医療救護活動を実施するものと

する。 

（歯科医療救護班の業務） 

第５条 歯科医療救護班の業務は、次のとおりとする。 

（１）歯科医療を要する傷病者に対する応急処置 

（２）後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

（３）避難所内における転送困難な患者及び軽易な患者に対する歯科治療・衛生指導 

（４）検視・検案に際しての法歯学上の協力 

（指揮命令） 

第６条 歯科医療救護班に係る指揮命令及び医療救護活動の連絡調整は、甲が指定するものが行うものとする。 

（医療救護班の輸送） 

第７条 乙所属の歯科医療救護班の輸送は、原則として甲が行う。 

（医薬品等の備蓄・輸送） 

第８条 乙所属の歯科医療救護班は、原則として、甲が別に定める場所に備蓄する医薬品等を使用するものとする。 

２ 救護所において必要とする給食及び給水は、甲が行う。 

３ 備蓄医薬品等の輸送は、原則として甲が行う。 

（医療費） 

第９条 救護所における医療費は、無料とする。 

（合同訓練） 

第10条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該訓練の一般参加者中、

傷病者が発生した場合の歯科医療救護を併せ担当するものとする。 

（費用弁償等） 

第11条 甲の要請に基づき、乙が歯科医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとす

る。 

（１）歯科医療救護班の編成、派遣に伴うもの 

    ア 歯科医療救護班の編成、派遣に要する経費 

    イ 歯科医療救護班が持参した医薬品等を使用した場合の実費弁償 

    ウ 歯科医療救護班の医師等が歯科医療救護活動において負傷し疾病にかかり、又は死亡した場合 

（２）合同訓練時における歯科医療救護活動の前（１）に係る経費 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議の上、別に定めるものとする。 
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（災害医療運営連絡会への参画） 

第12条 乙は、この協定の円滑な実施を図るため、甲が必要と認める関係機関をもって構成する東京都災害医療運営

連絡会へ参画するものとする。 

（細目） 

第13条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 

（協議） 

第14条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。 

 

 甲と乙とは、本協定書を２通作成し、双方記名押印のうえ、その１通を保有する。 

 

平成11年６月28日 

                 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

              甲  東京都 

                 代表者 東京都知事  石 原  慎太郎 

              

                 東京都千代田区九段北四丁目１番20号 

              乙  社団法人東京都歯科医師会 

                 代表者 会  長   西 村    誠 
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③ 都薬剤師会「災害時の救護活動に関する協定書」 

 

 東京都を「甲」とし、社団法人東京都薬剤師会を「乙」とし、甲乙間において次のとおり協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号。以下「法」という。）及び東京都地域防災計画（以

下「都防災計画」という。）に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるもの

とする。 

２ 甲は、法、都防災計画及び区市町村地域防災計画に基づき区市町村が行う医療救護について、本協定に準じて地

区薬剤師会の協力を受けて実施できるよう必要な調整を行うものとする。 

３ 乙は、地区薬剤師会に対し、前項の定めによる区市町村の医療救護体制の整備が円滑に行われるよう、必要な調

整を行うものとする。 

（薬剤師班の派遣） 

第２条 甲は、法第５条の２、第８条第２項第 12号、第 74条第１項又は都防災計画に基づき、都内区市町村又は道

府県市等において、調剤、服薬指導及び医薬品管理等の医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、

薬剤師班の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより、甲から要請を受けた場合には、直ちに、乙の災害医療救護活動組織に基づき薬剤師班

を編成し、救護所及び医薬品の集積場所等に派遣するものとする。 

（災害医療救護計画の策定及び提出） 

第３条 乙は、前条の定めによる医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、これを甲に提出するも

のとする。 

（薬剤師班の活動場所） 

第４条 薬剤師班は、救護所及び医薬品の集積場所等において、医療救護活動を実施するものとする。 

（薬剤師班の業務） 

第５条 薬剤師班の業務は、次のとおりとする。 

（１）救護所等における傷病者等に対する調剤、服薬指導 

（２）救護所及び医薬品の集積場所等における医薬品の仕分け、管理 

（業務の指示） 

第６条 薬剤師班が行う医療救護活動は、原則として被災自治体災害対策本部の指示による。 

（薬剤師班の輸送） 

第７条 甲は、医療救護活動が円滑に実施できるよう、薬剤師班の輸送について必要な措置をとるものとする。 

（医薬品等の供給・輸送） 

第８条 薬剤師班が使用する医薬品等は、甲がその供給について必要な措置をとるものとする。 

２ 救護所等において薬剤師班が必要とする給食及び給水は、甲がその供給について必要な措置をとるものとする。 

３ 医薬品等の輸送は、甲が必要な措置をとるものとする。 

（調剤費） 

第９条 救護所における調剤費は、無料とする。 

（合同訓練） 

第 10条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該訓練の一般参加者

中、傷病者が発生した場合の調剤、服薬指導を併せて担当するものとする。 

（費用弁償等） 

第 11条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。 

（１）薬剤師班の編成、派遣に伴うもの 

ア 薬剤師班の編成、派遣に要する経費 

イ 薬剤師班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 

ウ 薬剤師班の薬剤師が医療救護活動において負傷し疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費 

（２）合同訓練時における医療救護活動の前（１）に係る経費 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議のうえ別に定めるものとする。 

（災害医療運営連絡会への参画） 

第 12条 乙は、この協定の円滑な実施を図るため、甲が必要と認める関係機関をもって構成する東京都災害医療運

営連絡会に参画するものとする。 

（細目） 

第 13条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 

（協議） 

第 14条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。 
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（附則） 

１ この協定は、平成 20年７月 17日から施行する。 

２ 平成８年２月１日に締結された協定は、これを廃止する。 

甲と乙は、本協定書を２通作成し、それぞれ記名押印のうえ、その１通を保管する。 

 

平成 20年７月 17日 

 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

甲 東 京 都 

代表者  東 京 都 知 事  石 原 慎 太 郎 

 

東京都千代田区神田錦町一丁目 21番地 

乙 社団法人 東京都薬剤師会 

代表者  会 長       桑 原 辰 嘉 
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④ 都看護協会「災害時の救護活動等についての協定書」 

 

東京都を「甲」とし、公益社団法人東京都看護協会を「乙」とし、甲乙間において次のとおり協定を締結する。 

 

（総 則） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

２ 乙は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）に基づき区市町村が行う医療救護について、本協定に準じた

協力に努めるものとする。 

３ 甲は、前項に規定する乙と区市町村との協力関係の確保について、必要な調整に努めるものとする。 

 

（協力の内容） 

第２条 災害時において、乙は、甲が社団法人東京都医師会に対し要請する医療救護班の編成に協力するほか、甲か

らの要請に基づき、次に掲げる範囲の協力を行うものとする。 

 ア 傷病者等に対する応急救護（保健師助産師看護師法（昭和 23年法律第 203号）に規定された業務の範囲）の

実施 

 イ 傷病者等に対する応急救護に関する衛生材料等の提供 

 ウ 甲が行う医療救護活動に係る会議への参加及び活動報告 

２ 乙が医療救護所において行う応急救護は、医療救護所の医師の指示により実施するものとする。 

 

（費用弁償） 

第３条 甲は、乙の協力に係る次の費用について、その実費を弁償するものとする。 

 ア 協力に必要な看護師の派遣に要する経費 

イ 衛生材料等の経費 

 

（損害賠償） 

第４条 甲の要請に基づき、乙が行った救護活動にかかる従事者の損害賠償については、「災害時において応急措置

の業務に従事した者の損害補償に関する条例」（昭和 38年東京都条例第 38号）の例による。 

 

（防災訓練への参加） 

第５条 乙は、甲が行う防災訓練に対し、甲の要請に基づき必要な協力を行うものとする。 

 

（応急救護計画の策定） 

第６条 乙は、本協定で定める救護活動を実施するため、災害応急救護計画を策定し、これを甲に提出するものとす

る。 

２ 乙は、前項の災害応急救護計画を策定するに当たっては、社団法人東京都医師会に協力し、情報の共有を図りな

がら行うものとする。 

 

（協 議） 

第７条 この協定の条項の解釈について疑義を生じたとき、または、この協定に定めのない事項については、そのつ

ど甲・乙協議のうえ定めるものとする。 

 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は協定締結日から平成 25年３月 31日までとする。ただし、期間満了の日の３か月前ま

でに、甲乙何らの申し出がないときは、さらに１年間延長されたものとみなし、以降この例によるものとする。 

 

この協定を証するため、本書２通作成し、甲・乙記名押印のうえ、各１通保有する。 

 

 平成 24年 10月 30日 
 

       甲  東 京 都 

          代表者  東京都知事  石 原 慎太郎 
 

 乙  公益社団法人東京都看護協会 

                    代表者  会   長  嶋 森 好 子  
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協定第16 災害時における血液製剤の供給業務に関する協定書（都福祉保健局） 
 

 東京都を「甲」とし、日本赤十字社東京都支部を「乙」とし、財団法人献血供給事業団を「丙」として、甲乙丙間

において、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画に基づき、甲が行う災害時における血液製剤の確保業務に対する乙及び丙

の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 

第２条 甲は、災害時において血液製剤の供給の必要が生じたときは、乙及び丙に対し、血液製剤の供給を要請する

ものとする。 

（要請事項の措置等） 

第３条 乙及び丙は、前条の規定に基づき甲から要請を受けたときは、要請事項について速やかに措置するととも

に、その措置状況を甲に連絡するものとする。 

（血液製剤の範囲） 

第４条 甲が供給を要請する血液製剤の範囲は次のとおりとする。 

医療救護活動に必要となる輸血用血液及び血しょう分画製剤 

（搬送体制） 

第５条 血液製剤の搬送は、乙及び丙が密接な連携の下に行うものとする。ただし、甲は、乙及び丙の搬送経路の確

保及び交通規制区域内の通行等について、必要な措置を講じるものとする。 

（費用弁償） 

第６条 第２条の規定により供給された血液製剤について、甲は、その実費を負担するものとする。 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義の生じた場合については、甲、乙及び丙が協議の上、

決定するものとする。 

 

甲と乙と丙とは、本協定書を３通作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を保有する。 

 

 

平成15年７月１日 

 

                東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

             甲  東京都 

                 代表者 東京都知事 石原 慎太郎   

 

 

                     東京都新宿区大久保一丁目２番15号 

             乙   日本赤十字社東京都支部 

                 副支部長 田中 順一郎 

 

 

                 東京都渋谷区広尾四丁目１番31号 

             丙   財団法人 献血供給事業団 

                 理事長 青木 繁之 
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協定第17 災害時の救護活動等についての協定書（都福祉保健局） 
 

 東京都を「甲」とし、公益社団法人東京都柔道接骨師会を「乙」とし、甲乙間において次のとおり協定を締結す

る。 

（総 則） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

２ 乙は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）に基づき区市町村が行う医療救護について、本協定に準じた協

力に努めるものとする。 

３ 甲は、前項に規定する乙と区市町村との協力関係の確保について、必要な調整に努めるものとする。 

（協力の内容） 

第２条 災害時において、乙は、甲からの要請に基づき、次に掲げる範囲の協力を行うものとする。 

 ア 傷病者に対する応急救護（柔道整復師法（昭和45年法律第19号）に規定された業務の範囲）の実施 

 イ 傷病者に対する応急救護に関する衛生材料等の提供 

２ 乙が医療救護所において行う応急救護は、医療救護所の医師の指示により実施するものとする。 

（費用弁償） 

第３条 甲は、乙の協力に係る次の費用について、その実費を弁償するものとする。 

 ア 協力に必要な柔道整復師の派遣に要する経費 

イ 衛生材料等の経費 

（損害賠償） 

第４条 甲の要請に基づき、乙が行った救護活動にかかる従事者の損害賠償については、「災害時において応急措置

の業務に従事した者の損害補償に関する条例」（昭和38年東京都条例第38号）の例による。 

（防災訓練への参加） 

第５条 乙は、甲が行う防災訓練に対し、甲の要請に基づき必要な協力を行うものとする。 

（応急救護計画の策定） 

第６条 乙は、本協定で定める救護活動を実施するため、災害応急救護計画を策定し、これを甲に提出するものとす

る。 

２ 乙は、前項の災害応急救護計画を策定するに当たっては、公益社団法人東京都医師会との密接な連携の下に行う

ものとする。 

（協 議） 

第７条 この協定の条項の解釈について疑義を生じたとき、または、この協定に定めのない事項については、そのつ

ど甲・乙協議のうえ定めるものとする。 

（有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は協定締結日から平成27年３月31日までとする。ただし、期間満了の日の３か月前まで

に、甲・乙何らの申し出がないときは、さらに１年間延長されたものとみなし、以降この例によるものとする。 

 

この協定を証するため、本書２通作成し、甲・乙記名押印のうえ、各１通保有する。 

 

 平成26年３月27日 

 

甲  東 京 都 

 代表者 東京都知事   舛 添 要 一  

 

 

 

乙  公益社団法人東京都柔道接骨師会 

                    代表者 東京都柔道接骨師会長  工 藤 鉄 男  
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協定第18 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（都福祉保健局） 
 

東京都を「甲」とし、一般社団法人東京医薬品卸業協会を「乙」とし、甲乙間において、次のとおり協定を締結す

る。 

（総 則） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画に基づき、甲が行う災害時における医薬品等の調達業務に対する乙の協力

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要 請） 

第２条 甲は、災害時における医薬品等の確保を図るため、医薬品等を調達する必要が生じたときは、乙に対し、協

力を要請するものとする。 

（要請事項の措置等） 

第３条 乙は、前条の規定に基づき、甲から要請を受けたときは、要請事項について速やかに措置するとともに、そ

の措置状況を甲に連絡するものとする。 

（医薬品等の範囲） 

第４条 甲が供給を要請する医薬品等の範囲は次のとおりとし、乙において措置可能な品目及び数量とする。 

（１） 医療救護活動に必要となる医薬品等 

（２） その他、甲が指定するもの 

（緊急要請） 

第５条 第２条の規定による協力要請において、止むを得ない事情により、甲が乙と連絡をとれない場合は、甲は直

接、乙の加入組合員に対し、協力を要請することができるものとする。 

（医薬品等の引取り） 

第６条 医薬品等の引取りの場所については、甲が指定するものとし、当該場所において品目及び数量を確認の上、

甲はこれを引き取るものとする。 

（搬送体制の確保） 

第７条 医薬品等の搬送については、乙が行うものとする。ただし、乙の搬送経路の確保及び交通規制区域内の通行

等について、甲は必要な措置を講じるものとする。 

（費用弁償） 

第８条 甲は、乙の協力により調達された医薬品等について、その実費を負担するものとする。 

（細 目） 

第９条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。 

（協 議） 

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義の生じた場合については、甲乙協議のうえ決定するも

のとする。 

（雑 則） 

第11条 この協定の施行に伴い、平成14年10月１日付け「災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書」は、

廃止する。 

 

甲と乙とは、本協定書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を保有する。 

 

平成18年２月13日 

 

甲  東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

東京都 

代表者 東京都知事 石原 慎太郎 

 

乙   東京都中央区日本橋本町二丁目１番５号 

一般社団法人東京医薬品卸業協会 

代表者 理 事 長 内匠屋 理 
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協定第19 災害時における歯科用医薬品等の調達業務に関する協定書（都福祉保健局） 
 

 東京都を「甲」とし、大東京歯科用品商協同組合を「乙」とし、甲乙間において、次のとおり協定を締結する。 

（総 則） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画に基づき、甲が行う災害時における歯科用医薬品等の調達業務に対する乙

の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要 請） 

第２条 甲は、災害時における歯科用医薬品等の確保を図るため、歯科用医薬品等を調達する必要が生じたときは、

乙に対し、協力を要請するものとする。 

（要請事項の措置等） 

第３条 乙は、前条の規定に基づき、甲から要請を受けたときは、要請事項について速やかに措置するとともに、そ

の措置状況を甲に連絡するものとする。 

（歯科用医薬品等の範囲） 

第４条 甲が供給を要請する歯科用医薬品等の範囲は次のとおりとし、乙において措置可能な品目及び数量とする。 

（１） 医療救護活動に必要となる歯科用医薬品及び歯科材料 

（２） その他、甲が指定するもの 

（緊急要請） 

第５条 第２条の規定による協力要請において、止むを得ない事情により、甲が乙と連絡をとれない場合は、甲は直

接、乙の加入組合員に対し、協力を要請することができるものとする。 

（歯科用医薬品等の引取り） 

第６条 歯科用医薬品等の引取りの場所については、甲が指定するものとし、当該場所において品目及び数量を確認

の上、甲はこれを引き取るものとする。 

（搬送体制の確保） 

第７条 歯科用医薬品等の搬送については、乙が行うものとする。ただし、乙の搬送経路の確保及び交通規制区域内

の通行等について、甲は必要な措置を講じるものとする。 

（費用弁償） 

第８条 甲は、乙の協力により調達された歯科用医薬品等について、その実費を負担するものとする。 

（細 目） 

第９条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。 

（協 議） 

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義の生じた場合については、甲乙協議のうえ決定するも

のとする。 

（雑 則） 

第11条 この協定の施行に伴い、平成10年６月４日付け「災害時における歯科用医薬品等の調達業務に関する協定

書」は、廃止する。 

甲と乙とは、本協定書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を保有する。 

 

平成18年２月13日 

 

甲  東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

東 京 都 

代表者 東京都知事 石 原 慎 太 郎 

 

乙    東京都文京区本郷一丁目25番25号 

大東京歯科用品商協同組合 

代表者 理 事 長  井 上 恒 雄 
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協定第20 災害時における医療ガス等の調達業務に関する協定書（都福祉保健局） 
 

東京都を「甲」とし、一般社団法人日本産業・医療ガス協会を「乙」とし、甲乙間において、次のとおり協定を締

結する。 

（総 則） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画に基づき、甲が行う災害時における医療ガス等の調達業務に対する乙の協

力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要 請） 

第２条 甲は、災害時における医療ガス等の確保を図るため、医療ガス等を調達する必要が生じたときは、乙に対

し、協力を要請するものとする。 

（要請事項の措置等） 

第３条 乙は、前条の規定に基づき、甲から要請を受けたときは、要請事項について速やかに措置するとともに、そ

の措置状況を甲に連絡するものとする。 

（医療ガス等の範囲） 

第４条 甲が供給を要請する医療ガス等の範囲は次のとおりとし、乙において措置可能な品目及び数量とする。 

（１） 酸素ガス及び液体酸素 

（２） 酸素ガス及び液体酸素の使用にあたり必要となる資器材等 

（３） その他、甲が指定するもの 

（緊急要請） 

第５条 第２条の規定による協力要請において、止むを得ない事情により、甲が乙と連絡をとれない場合は、甲は直

接、乙の加入組合員に対し、協力を要請することができるものとする。 

（医療ガス等の引取り） 

第６条 医療ガス等の引取りの場所については、甲が指定するものとし、当該場所において品目及び数量を確認の

上、甲はこれを引き取るものとする。 

（医療ガス等を使用する施設の安全性等の確認） 

第７条 医療ガス等を使用する施設の安全性等を確認する必要がある場合は、甲は乙に対し、安全性の確認について

協力を要請するものとする。 

（搬送体制の確保） 

第８条 医療ガス等の搬送については、乙が行うものとする。ただし、乙の搬送経路の確保及び交通規制区域内の通

行等について、甲は必要な措置を講じるものとする。 

（費用弁償） 

第９条 甲は、乙の協力により調達された医療ガス等について、その実費を負担するものとする。 

（細 目） 

第 10条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。 

（協 議） 

第 11条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義の生じた場合については、甲乙協議のうえ決定する

ものとする。 

（雑 則） 

第 12条 この協定の施行に伴い、平成 18年２月 13日付け「災害時における医療ガス等の調達業務に関する協定

書」は、廃止する。 

 

甲と乙とは、本協定書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を保有する。 

 

平成 19年 10月１日 

 

甲  東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

東 京 都 

代表者 東京都知事  石 原 慎 太 郎 

 

乙    東京都港区芝五丁目 30番９号 

一般社団法人日本産業・医療ガス協会 

代表者 代表理事  田 口  博  
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協定第21 災害時における医療機器等の調達業務に関する協定書（都福祉保健局） 
 
 東京都を「甲」とし、商工組合日本医療機器協会を「乙」とし、甲乙間において、次のとおり協定を締結する。 

（総 則） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画に基づき、甲が行う災害時における医療機器等の調達業務に対する乙の協

力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要 請） 

第２条 甲は、災害時における医療機器等の確保を図るため、医療機器等を調達する必要が生じたときは、乙に対

し、協力を要請するものとする。 

（要請事項の措置等） 

第３条 乙は、前条の規定に基づき、甲から要請を受けたときは、要請事項について速やかに措置するとともに、そ

の措置状況を甲に連絡するものとする。 

（医療機器等の範囲） 

第４条 甲が供給を要請する医療機器等の範囲は次のとおりとし、乙において措置可能な品目及び数量とする。 

（１） 医療救護活動に必要となる医療機器等 

（２） その他、甲が指定するもの 

（緊急要請） 

第５条 第２条の規定による協力要請において、止むを得ない事情により、甲が乙と連絡をとれない場合は、甲は直

接、乙の加入組合員に対し、協力を要請することができるものとする。 

（医療機器等の引取り） 

第６条 医療機器等の引取りの場所については、甲が指定するものとし、当該場所において品目及び数量を確認の

上、甲はこれを引き取るものとする。 

（搬送体制の確保） 

第７条 医療機器等の搬送については、乙が行うものとする。ただし、乙の搬送経路の確保及び交通規制区域内の通

行等について、甲は必要な措置を講じるものとする。 

（費用弁償） 

第８条 甲は、乙の協力により調達された医療機器等について、その実費を負担するものとする。 

（細 目） 

第９条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。 

（協 議） 

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義の生じた場合については、甲乙協議のうえ決定するも

のとする。 

（雑 則） 

第11条 この協定の施行に伴い、平成10年６月４日付け「災害時における医療機器等の調達業務に関する協定書」

は、廃止する。 

 

甲と乙とは、本協定書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を保有する。 

 

平成18年２月13日 

 

甲    東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

東 京 都 

代表者 東京都知事 石 原 慎 太 郎 

 

乙  東京都文京区本郷三丁目39番15号 

商工組合日本医療機器協会 

代表者 理 事 長  松 原 一 雄 
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協定第22 災害時における衛生材料の調達業務に関する協定書（都福祉保健局） 
 
 東京都を「甲」とし、一般社団法人日本衛生材料工業連合会を「乙」とし、甲乙間において、次のとおり協定を締

結する。 

（総 則） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画に基づき、甲が行う災害時における衛生材料の調達業務に対する乙の協力

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要 請） 

第２条 甲は、災害時における衛生材料の確保を図るため、衛生材料を調達する必要が生じたときは、乙に対し、協

力を要請するものとする。 

（要請事項の措置等） 

第３条 乙は、前条の規定に基づき、甲から要請を受けたときは、要請事項について速やかに措置するとともに、そ

の措置状況を甲に連絡するものとする。 

（衛生材料の範囲） 

第４条 甲が供給を要請する衛生材料の範囲は次のとおりとし、乙において措置可能な品目及び数量とする。 

（１） 医療救護活動に必要となる衛生材料 

（２） 避難所等で使用される衛生材料 

（３） その他、甲が指定するもの 

（緊急要請） 

第５条 第２条の規定による協力要請において、止むを得ない事情により、甲が乙と連絡をとれない場合は、甲は直

接、乙傘下の組合又は乙の加入組合員に対し、協力を要請することができるものとする。 

（衛生材料の引取り） 

第６条 衛生材料の引取りの場所については、甲が指定するものとし、当該場所において品目及び数量を確認の上、

甲はこれを引き取るものとする。 

（搬送体制の確保） 

第７条 衛生材料の搬送については、乙が行うものとする。ただし、乙の搬送経路の確保及び交通規制区域内の通行

等について、甲は必要な措置を講じるものとする。 

（費用弁償） 

第８条 甲は、乙の協力により調達された衛生材料について、その実費を負担するものとする。 

（細 目） 

第９条 この協定を案施するために必要な事項については、別に定める。 

（協 議） 

第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じた場合については、甲乙協議のうえ決定するも

のとする。 

（雑 則） 

第11条 この協定の施行に伴い、平成10年６月４日付け「災害時における衛生材料の調達業務に関する協定書」は、

廃止する。 

甲と乙とは、本協定書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を保有する。 

 

平成18年２月13日 

 

甲    東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

東 京 都 

代表者 東京都知事   石 原 慎 太 郎 

 

乙    東京都港区浜松町１-２-３ 泉浜松町ビル１階 

一般社団法人 日本衛生材料工業連合会 

代表者 会   長   高 原 慶一朗 
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協定第23 災害時等の航空機による医療搬送等業務の協力に関する協定（都福祉保健局） 
 

東京都を甲とし、財団法人日本救急医療財団を乙として、甲乙間において、次の条項により、航空会社の保有する

航空機による災害時等の医療搬送等業務（以下「本業務」という。）の協力に関する協定を締結する。 

（協定の趣旨） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画等に基づいて行う本業務を甲と乙とが協力して実施し、被災者等の救援活

動を迅速かつ円滑に行うことを目的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、被害が発生し、甲のみでは十分な応急措置を実施できない場合において、乙が別途協定を締結した航

空会社（以下「指定航空会社」という。）に対し、乙に代わり、本業務等の協力を要請することができる。 

（指定航空会社の通知） 

第３条 乙は、あらかじめ甲に対し指定航空会社名等を通知するものとする。 

（業務の指示） 

第４条 甲は、災害の状況に応じて、東京都地域防災計画等に基づいて本業務を実施するため、乙に代わり、指定航

空会社に対し、日時、場所等を指定して航空機の運航を指示することができる。 

２ 乙は、指定航空会社に対し、甲から指示があったときは、特別の理由がない限り、甲に対し航空機等の提供を行

わせるものとする。 

３ 甲は、前２項に係る業務の実施について問題が生じたと判断するときは、乙に対してその改善を申し入れること

ができる。 

（業務内容） 

第５条 乙は、指定航空会社に対し、甲の要請又は指示により提供した航空機等によって、甲の指示する次の業務を

行わせるものとする。 

 （１） 傷病者、医療従事者、医薬品、医療資器材、食料品、飲料水等の搬送 

 （２） その他甲乙協議して合意した人員、物資等の搬送 

（航空保険） 

第６条 乙は、指定航空会社に対して、航空保険（機体、第三者・乗客包括賠償責任保険）に加入させるものとす

る。 

（費用負担） 

第７条 甲又は乙の要請又は指示により、指定航空会社が実施した本業務に要する次の経費は、甲が負担するものと

する。 

 （１） 航空機運航に係る経費 

 （２） その他本業務遂行に必要な経費 

２ 前項第１号の定めによる費用弁償等の額については、運輸大臣に届け出た航空運送事業に係る運賃料金における

当該提供機種の貸切運賃に、本業務に要した時間を乗じて得た額とする。本業務に要した時間については、航空機

が指定航空会社の定常基地を出発してから戻るまでの合計飛行時間を算定するものとする。 

３ 前項の本業務に要した時間については、１時間以下の場合は１時間とし、１時間を超えた場合は 30分を単位と

して超えた時間を算定するものとする。 

（損害賠償） 

第８条 本業務の実施に伴い、乙が甲に損害を与えた場合の損害賠償額は、指定航空会社が加入する航空保険の保険

金額を限度とする。 

（災害補償） 

第９条 甲は、指定航空会社等の職員がこの協定に基づく業務の実施により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかか

り、又は障害の状態となった場合は、乙の求めに応じ、災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に

関する条例（昭和 38年東京都条例第 38号）に定めるところに準じて、これを補償するものとする。 

（協定の有効期間及び解除） 

第 10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から２年間とする。ただし、甲又は乙から協定の終期１か月前まで

に特段の意思表示がない場合は、引き続き２年間、協定の有効期間が延長されたものとみなす。 

２ 甲又は乙は、必要があるときは、甲乙協議の上、この協定を解除することができる。 

（疑義の解釈等） 



- 495 - 
 

第 11条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、定める

ものとする。 

（施行期日） 

第 12条 この協定は、平成 13年３月１日から施行する。 

 この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

  平成 13年３月１日 

 

            東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

          甲 東京都 

             代表者 東京都知事 石 原 慎 太 郎 

 

            東京都文京区湯島三丁目 37番４号 

          乙 財団法人日本救急医療財団 

             理 事 長     大 塚  敏 文 
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協定第24 災害救助又はその応援の実施に関する業務委託契約書（都保健医療局） 
 
 東京都（以下「甲」という。）と日本赤十字社東京都支部（以下「乙」という。）との間に、災害救助又はその応援

の実施に関し、下記のとおり委託契約を締結する。 

記 

第１条 甲は乙に対し、災害救助法（以下「法」という。）第32条の規程に基づき、甲の行う災害救助業務のうち、

次の事項を委託する。 

（１） 医  療 

（２） 助  産 

（３） 死体の処理（一時保存を除く） 

第２条 乙が行う医療、助産及び死体の処理（以下「委託業務」という。）は、原則として、甲の指示によりこれを

行うものとする。 

第３条 委託業務の実施の範囲は、次のとおりとする。 

（１） 医  療 

 イ 診  察 

 ロ 薬剤又は治療材料の支給 

 ハ 処置、手術その他の治療 

 ニ 看  護 

（２） 助  産 

 イ 分娩の介助 

 ロ 分娩前後の処置 

 ハ 脱脂綿、ガーゼ等衛生材料の支給 

 ニ 看 護 

（３） 死体の処理（一時保存を除く） 

 イ 死体の縫合、洗浄、消毒等の処置 

 ロ 検案 

２ 医療の期間は、災害発生の日から14日以内、助産の期間は、災害発生の日以前又は以後７日以内に分娩したもの

であって、分娩の日から７日以内、死体の処理を実施する期間は、災害発生の日から10日以内とする。ただし、災

害の状況により甲は、乙と協議のうえ期間の延長を行うことができる。 

第４条 委託業務は、乙の編成する救護班によって、これを行うことを原則とする。 

第５条 委託業務を実施するために要した費用については、甲が支弁するものとする。 

２ 前項の定めによる支弁費用については、甲乙協議のうえ別に定めるものとする。 

第６条 第３条の範囲を越えて委託業務を行った場合の費用は、これを乙において負担するものとする。 

  ただし、災害の状況によっては、甲乙協議のうえ甲において負担することができる。 

第７条 甲は、この契約による委託業務について乙を指導監督するものとする。 

第８条 乙は救護活動実施に際しては、東京都衛生局及び区市町村との連絡を密にし、救助に遺憾なきを期するもの

とする。 

第９条 本契約の実施について必要な事項は、別に定める。 

第10条 前各条に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、必要の都度、甲乙協議のうえ、これを定める

ものとする。 

第11条 本契約の有効期間は、契約の日から、満１箇年とする。ただし、有効期間満了の日の１箇月前までに、契約

当事者のどちらからも何らかの意思表示がないときは、満了の日の翌日から向こう１箇年間、契約を更新したもの

とみなし、以下同様とする。 

 

この契約を証するため、本書２通を作成し、双方記名押印のうえ各１通を所持する。 

 

 

  平成４年４月１日 

 

  甲 東 京 都 

          代 表 者  東京都知事   鈴 木 俊 一 

 

  乙 日本赤十字社東京都支部 

          代 表 者  東京都支部長  鈴 木 俊 一 

          上記代理人  副支部長    金 平 輝 子 
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協定第25 災害時における物資の調達支援協力に関する協定（イオン） 
 

 東京都（以下「甲」という。）とイオン株式会社（以下「乙」という。）は、災害時における支援協力に関し、次の

とおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、地震や台風等による大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合において、甲から乙に対して行う支援協力の要請に関し、その範囲、手続等について定め、もって、災害応

急対策及び災害復旧対策を円滑に実施することを目的とする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害応急対策及び災害復旧対策の円滑な実施のため、乙による支援協力が必要であると認めるとき

は、乙に対して支援の協力を要請することができる。 

  また、本協定に定める支援協力の具体的な実施に当たり、乙は、乙のグループ会社を業務に当たらせることがで

きることについて甲はあらかじめ承諾する。 

（支援協力の範囲） 

第３条 甲が乙に協力を要請するものは、次のとおりとする。 

（１）物資の供給 

（２）大規模水害時における避難場所の提供等 

（物資の供給の実施） 

第４条 乙は、甲から前条第１号の要請を受けたときは、乙が保有し、又は調達可能な物資について、速やかに対応

するよう努めるものとする。 

２ 甲は、乙による物資の供給が円滑に行われるよう、輸送ルートの被災状況等に係る情報提供、支援物資の搬送車

両の円滑な通行に関する支援、輸送のための燃料の確保その他必要な支援に努めるものとする。 

（物資の範囲） 

第５条 甲が乙に要請することができる物資は、次に掲げるもののうち、乙が保有又は調達可能な物資とする。 

（１）別表に掲げる物資の提供 

（２）前号に掲げるもののほか、甲が指定する物資 

（物資供給の要請方法） 

第６条 甲は、物資の供給を要請するときは、あらかじめ甲が定める要請様式をもって乙に要請するものとする。た

だし、緊急を要するときは、第 12条の規定により指定した甲の連絡責任者が口頭で乙の連絡責任者に要請を行

い、事後に要請様式を提出するものとする。 

２ 乙は、甲から前項の要請を受け、受託したときは、速やかに対応するものとする。 

（物資の引渡し） 

第７条 物資の運搬は、甲の指定する場所に乙が搬送するものとし、甲は、甲の指定する物資の配達場所に原則とし

て甲の職員を派遣して、物資を確認の上、当該物資の引渡しを受けるものとする。 

（情報の共有） 

第８条 甲及び乙は、本協定に基づく業務の実施に当たり必要な情報を相互に提供し、共有するよう努める。 

（費用の負担） 

第９条 この協定に基づき、乙が甲に対する物資の供給に要する経費は、甲が負担する。 

２ 甲が負担する物資の価格及び配達に要する費用は、災害が発生する直前の適正な価格とする。 

（請求及び支払） 

第 10条 乙は、物資の供給後、前条に定める経費を甲に請求する。 

２ 甲は、請求を受けてから、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24年法律第 256号）等に基づき、遅

滞なく、乙に支払うものとする。 

（大規模水害時における避難場所の提供等） 

第 11条 乙は、甲と協議の上、大規模水害が発生し、又は発生するおそれがあるときに、乙が所有又は管理する施

設を都民の一時的な避難場所として提供することに関し、都内区市町村との協議、協定の締結など、支援協力の関

係構築に努めるものとする。 

２ 前項の支援協力の内容は、以下のとおりとする。 

（１）店舗の駐車場等での一時的な避難者の受入れ 

（２）店舗等のトイレの利用 

（３）都内区市町村の要請に基づく食料品や日用品の都内区市町村への販売 

（４）避難者受入れに係る環境整備 

（５）その他避難者に対する必要な支援 
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（連絡責任者） 

第 12条 甲及び乙は、本協定に基づく要請等に関する連絡責任者を指定して互いに通知する。なお、連絡責任者に

変更があった場合には相手方に対し直ちに通知する。 

改正） 

第 13条 本協定の改正は、甲乙協議の上、書面をもって行うものとする。 

（協議） 

第 14条 本協定の解釈に疑義を生じた場合及び本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議の上、決

定するものとする。 

（有効期間） 

第 15条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和３年３月 31日までとする。ただし、期間満了日の３か月前

までに、甲乙のいずれかが相手方に対し、更新しない旨の意思表示をしない限り、その効力は更に１年間継続する

ものとし、以降もこの例による。 

 

本協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各自１通を保管する。 

 

 

令和２年７月１日 

 

 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

甲 東京都 

東京都知事 小池 百合子 

 

 

 

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番１号 

乙 イオン株式会社 

代表執行役社長 吉田 昭夫 
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別表 
災害発生時における要請物資（例示） 

  

分類 品  目 

食 

糧 

おにぎり 

弁当 

カップみそ汁 

パン サンドウィッチ類 

 調理パン、菓子パン 

 食パン 

カップスープ 

レトルト食品 ごはん 

 おかず類 

カップラーメン 

飴・チョコレート等の嗜好品 

果物 
 
 
 

粉ミルク・乳幼児用液体ミルク 

飲
料
水 

ミネラルウォーター ２リットル、500ミリリットル 

お茶 ２リットル、500ミリリットル 

清涼飲料水 ２リットル、500ミリリットル 

缶コーヒー 無糖、加糖 

生
活
必
需
品 

割り箸／スプーン／フォーク／紙コップ／紙皿 

ラップ／ポリ袋 

トイレットペーパー／ティッシュペーパー／ウェットティッシュ 

生理用品 

石鹸／洗剤／歯ブラシ／歯磨き粉 

ロウソク／マッチ／ライター 

懐中電灯／乾電池 

ガムテープ 

使い捨てカイロ（冬季） 

カートリッジガスボンベ 

ブルーシート 

被
服
類 

シャツ 紳士用、婦人用 

パンツ 紳士用、婦人用 

軍手／靴下 

雨具（ビニールカッパ） 

衛
生
用
品 

マスク 

絆創膏、包帯 

消毒薬 

栄養剤 



- 500 - 
 

協定第26 災害時における物資の調達支援協力に関する協定（ローソン） 
 

 東京都（以下「甲」という。）と株式会社ローソン（以下「乙」という。）は、災害時における甲への支援協力に関

して以下のとおり合意し、災害時における物資の調達支援協力に関する協定（以下「本協定」という。）を締結す

る。 

 

 （目的） 

第１条 本協定は、地震等による大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、甲から乙に対して行う物資の調達支援協力の要請に関し、その手続等について定め、もって、災害応急

対策及び災害復旧対策を円滑に実施することを目的とする。 

 （協力の要請） 

第２条 甲は、前条に規定する災害応急対策及び災害復旧対策の円滑な実施のため、乙による支援協力が必要である

と認めるときは、乙に対して支援の協力を要請することができる。 

 （供給協力等の実施） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、製造・調達可能な物資の調達支援協力について速やかに対応する

よう努めるものとする。 

２ 前項の規定において、甲は、乙の取引先、委託先、加盟店等の関係者との契約上の制限又は業務上の制約等によ

り乙の協力が困難な場合があることを考慮するものとする。 

３ 甲は、乙による調達支援協力が円滑に行われるよう、輸送ルートの被災状況等に係る情報の提供、支援物資の搬

送車両の円滑な通行に関する支援、輸送のための燃料の確保その他の必要な支援に努めるものとする。 

 （物資の範囲） 

第４条 甲が乙に供給を要請することができる物資は、次に掲げるもののうち、乙が保有する供給可能な物資、又は

調達可能な物資とする。 

一 別表に掲げる物資 

二 前号に掲げるもののほか、甲が指定する物資 

 （要請及び発注の方法） 

第５条 甲は、物資の供給を要請するときは、あらかじめ甲が定める要請様式をもって乙に要請するものとする。た

だし、緊急を要するときは、第 10条の規定により指定した甲の連絡責任者が口頭で乙の連絡責任者に要請を行

い、事後に要請様式を提出するものとする。 

２ 乙は、甲から前項の要請を受け、受託したときは、速やかに対応するものとする。 

 （物資の引渡し） 

第６条 物資の運搬は、甲の指定する場所に乙又は乙が指定する者が搬送するものとし、甲は、甲の指定する物資の

配達場所に原則として甲の職員を派遣して、物資を確認の上、当該物資の引渡しを受けるものとする。 

 （情報の共有） 

第７条 甲及び乙は、本協定に基づく業務の実施に当たり必要な情報を相互に提供し、共有するよう努める。 

 （費用の負担） 

第８条 この協定に基づき、乙が甲に対して物資を供給するのに要する経費（物資の価格に加え、配達に要する費用

を含む。）は、甲が負担する。 

２ 甲が負担する物資の価格及び配達に要する費用は、災害が発生する直前の適正な価格（物資の価格については、

災害発生直前の乙の店舗での販売推奨価格）とする。 

（請求及び支払） 

第９条 乙は、甲に対して、供給した物資の価格及び物資の配達に要する費用等の請求を直接行うものとする。 

２ 甲は、請求を受けてから、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24年法律第 256号）等に基づき、遅

滞なく、乙に支払うものとする。 

（連絡責任者） 

第 10条 甲及び乙は、本協定に基づく要請等に関する連絡責任者を指定して互いに通知する。なお、連絡責任者に変

更があった場合には相手方に対し直ちに通知する。 

 （改正） 

第 11条 本協定の改正は、甲乙協議の上、書面をもって行うものとする。 

 （協議） 

第 12条 本協定の解釈に疑義を生じた場合及び本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議の上、決

定するものとする。 

（有効期間） 
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第 13条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和３年３月 31日までとする。ただし、期間満了日の３か月前

までに、甲乙のいずれかが相手方に対し、更新しない旨の意思表示をしない限り、その効力は更に１年間継続する

ものとし、以降もこの例による。 

 

本協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各自１通を保管する。 

 

 

令和２年７月１日 

 

 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

甲 東京都 

代表者 東京都知事 小 池 百 合 子 

 

 

 

東京都品川区大崎一丁目 11番２号 

乙 株式会社ローソン 

代表者 代表取締役 竹 増 貞 信 
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（別表）（第４条関係） 
 
■災害時の主な必要物資一覧表 
 

災害発生直後に必要な物資 
（概ね発災～３日間程度） 

その後に必要な物資 

 
食料品 
 おにぎり、パン類、カップ麺、飲料水、 
粉ミルク、缶詰（イージーオープン） 

 
生活必需品 
 毛布、紙おむつ、生理用品、哺乳瓶 
 ラジオ、乾電池、懐中電灯、箸、スプーン 
 使い捨て食器類、ラップ、固形燃料 
 ウェットティッシュ、ごみ袋 
 蚊取り線香（夏季） 
 使い捨てカイロ（冬季） 
 
 

 
食料品 
 精米、即席麺、食パン、レトルト食品 
 漬物、梅干、調味料、菓子類、果物、お茶 
 
生活必需品 
 タオル、肌着、履物、作業服、軍手 
 鍋、炊飯用具、簡易コンロ、 
 カセットボンベ、石鹸、歯ブラシ 
 ティッシュペーパー、トイレットペーパー 
 防水シート 
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協定第27 災害時における物資の調達支援協力に関する協定（セブン＆アイ・ホールディング
ス） 
 

 東京都（以下「甲」という。）と株式会社セブン＆アイ・ホールディングス（以下「乙」という。）は、東京都の災

害時における東京都への支援協力に関して以下のとおり合意し、災害時における物資の調達支援協力に関する協定

（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 本協定は、地震等による大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、甲から乙に対して行う物資の調達支援協力の要請に関し、その手続等について定め、もって、災害応急

対策及び災害復旧対策を円滑に実施することを目的とする。 

 （供給協力等の要請） 

第２条 甲は、前条に規定する災害応急対策及び災害復旧対策の円滑な実施のため、緊急に物資を調達する必要があ

ると認めるときは、乙に対し物資調達に関する専門的な知識を有する者（以下「連絡調整員」という。）の派遣、

及び乙のグループ企業が保有する又は調達可能な物資の供給を要請することができる。 

 （供給協力等の実施） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受け、これを受諾したときは、連絡調整員を甲の指定する場所に派遣するととも

に、乙のグループ企業が保有し、又は調達可能な物資の調達支援協力について速やかに対応するよう努めるものと

する。 

２ 前項の規定において、甲は、乙のグループの経営判断、乙のグループ企業と取引先、委託先、加盟店等の関係者

との契約上の制限又は業務上の制約等により乙のグループ企業の協力が困難な場合があることを考慮するものとす

る。 

３ 甲は、乙及び乙のグループ企業による調達支援協力が円滑に行われるよう、輸送ルートの被災状況等に係る情報

の提供、支援物資の搬送車両の円滑な通行に関する支援、輸送のための燃料の確保その他の必要な支援に努めるも

のとする。 

 （物資の範囲） 

第４条 甲が乙に供給を要請することができる物資は、次に掲げるもののうち、乙のグループ企業が保有し、又は調

達可能な物資とする。 

一 別表に掲げる物資 

二 前号に掲げるもののほか、甲が指定する物資 

（要請及び発注の方法） 

第５条 甲は、物資の供給を要請するときは、書面をもって乙に要請するものとする。ただし、緊急を要するとき

は、第 11条の規定により指定した甲の連絡責任者が口頭で乙の連絡責任者に要請を行い、事後に書面を提出する

ものとする。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、乙のグループ企業に対し、甲の要請の内容を速やかに伝達し、当該要請に対

する乙のグループ企業の回答をとりまとめた上で速やかに甲に伝達するものとする。 

３ 甲は、乙のグループ企業の回答を乙から受領した後、速やかに発注内容（発注物資、発注物資の数量、配達方

法、配達場所等）を決定して、乙に対し発注書を発行する。 

４ 乙は、甲から前項の発注書を受領したときは、速やかに対応するものとする。 

 （物資の引渡し） 

第６条 甲は、甲の指定する物資の配達場所に原則として甲の職員を派遣して、物資を確認の上、乙のグループ企業

から当該物資の引渡しを受けるものとする。 

 （情報の共有） 

第７条 甲および乙は、本協定に基づく業務の実施に当たり必要な情報を相互に提供し、共有するよう勉める。 

 （費用の負担） 

第８条 乙からの連絡調整員の派遣、乙のグループ企業が甲に供給した物資の代金及び甲の指定する物資の配達場所

までの配達に要する費用は、甲が負担する。 

 （物資の価格及び物資の配達に要する費用） 

第９条 物資の価格は、災害が発生する直前の乙のグループ企業における適正な価格とし、物資の配達に要する費用

は、乙のグループ企業が負担する実費相当額とする。 

（請求及び支払） 

第 10条 乙は、甲に対して、供給した物資の対価及び物資の配達に要する費用等の請求を直接行うものとする。 

２ 甲は、請求を受けてから、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24年法律第 256号）等に基づき、遅

滞なく、乙に支払うものとする。 
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（連絡責任者） 

第 11条 甲及び乙は、本協定に基づく要請等に関する連絡責任者を指定して互いに通知する。なお、連絡責任者に

変更があった場合には相手方に対し直ちに通知する。 

 （改正） 

第 12条 本協定の改正は、甲乙協議の上、書面をもって行うものとする。 

 （協議） 

第 13条 本協定の解釈に疑義を生じた場合及び本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議の上、決

定するものとする。 

（有効期間） 

第 14条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和２年３月 31日までとする。ただし、期間満了日の３か月前

までに、甲乙のいずれかの者が相手方に対し、更新しない旨の意思表示をしない限り、その効力は更に１年間継続

するものとし、以降もこの例による。 

 

附 則 

甲乙間で平成 27年３月 31日付締結された「災害時における物資の調達支援協力に関する協定」については、本協

定の締結日をもって失効するものとする。 

 

本協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各自１通を保管する。 

 

 

令和元年８月９日 

 

 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

甲 東京都 

代表者 東京都知事 小 池 百 合 子 

 

 

 

東京都千代田区二番町８番地８ 

乙 株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 

代表者 代表取締役社長 井 阪 隆 一 
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別表（第４条関係） 
 

■ 災害時の主な必要物資一覧表 
 

災害発生直後に必要な物資 
（概ね発災～３日間程度） 

その後に必要な物資 

 
食料品 
 おにぎり、パン類、カップ麺、飲料水 

乳児用液体ミルク、粉ミルク 
缶詰（イージーオープン） 

 
生活必需品 
 毛布、紙おむつ、生理用品、哺乳瓶 
 ラジオ、乾電池、懐中電灯、箸、スプーン 
 使い捨て食器類、ラップ、固形燃料、 
 ウェットティッシュ、ゴミ袋 
 蚊取り線香（夏季） 
 使い捨てカイロ（冬季） 
 

 
食料品 
 精米、即席麺、食パン、レトルト食品 
 漬物、梅干、調味料、菓子類、果物、お茶 
 
 
生活必需品 
 タオル、肌着、履物、作業服、軍手 
 鍋、炊飯用具、簡易コンロ、 
 カセットボンベ、石けん、歯ブラシ 
 ティッシュペーパー、トイレットペーパー 
防水シート 
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協定第28 災害時における物資の調達支援協力に関する協定（ファミリーマート） 
 

 東京都（以下「甲」という。）と株式会社ファミリーマート（以下「乙」という。）は、災害時における甲への支援

協力に関して以下のとおり合意し、災害時における物資の調達支援協力に関する協定（以下「本協定」という。）を

締結する。 

 

 （目的） 

第１条 本協定は、地震等による大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、甲から乙に対して行う物資の調達支援協力の要請に関し、その手続等について定め、もって、災害応急

対策及び災害復旧対策を円滑に実施することを目的とする。 

 （協力の要請） 

第２条 甲は、前条に規定する災害応急対策及び災害復旧対策の円滑な実施のため、乙による支援協力が必要である

と認めるときは、乙に対して支援の協力を要請することができる。 

 （供給協力等の実施） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、製造・調達可能な物資の調達支援協力について速やかに対応する

よう努めるものとする。 

２ 前項の規定において、甲は、乙の取引先、委託先、加盟店等の関係者との契約上の制限又は業務上の制約等によ

り乙の協力が困難な場合があることを考慮するものとする。 

３ 甲は、乙による調達支援協力が円滑に行われるよう、輸送ルートの被災状況等に係る情報の提供、支援物資の搬

送車両の円滑な通行に関する支援、輸送のための燃料の確保その他の必要な支援に努めるものとする。 

 （物資の範囲） 

第４条 甲が乙に供給を要請することができる物資は、次に掲げるもののうち、乙が保有する供給可能な物資、又は

調達可能な物資とする。 

一 別表に掲げる物資 

二 前号に掲げるもののほか、甲が指定する物資 

 （要請及び発注の方法） 

第５条 甲は、物資の供給を要請するときは、あらかじめ甲が定める要請様式をもって乙に要請するものとする。た

だし、緊急を要するときは、第 10条の規定により指定した甲の連絡責任者が口頭で乙の連絡責任者に要請を行

い、事後に要請様式を提出するものとする。 

２ 乙は、甲から前項の要請を受け、受託したときは、速やかに対応するものとする。 

 （物資の引渡し） 

第６条 物資の運搬は、甲の指定する場所に乙又は乙が指定する者が搬送するものとし、甲は、甲の指定する物資の

配達場所に原則として甲の職員を派遣して、物資を確認の上、当該物資の引渡しを受けるものとする。 

 （情報の共有） 

第７条 甲及び乙は、本協定に基づく業務の実施に当たり必要な情報を相互に提供し、共有するよう努める。 

 （費用の負担） 

第８条 この協定に基づき、乙が甲に対して物資を供給するのに要する経費（物資の価格に加え、配達に要する費用

を含む。）は、甲が負担する。 

２ 甲が負担する物資の価格及び配達に要する費用は、災害が発生する直前の適正な価格（物資の価格については、

災害発生直前の乙の店舗での販売推奨価格）とする。 

（請求及び支払） 

第９条 乙は、甲に対して、供給した物資の価格及び物資の配達に要する費用等の請求を直接行うものとする。 

２ 甲は、請求を受けてから、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24年法律第 256号）等に基づき、遅

滞なく、乙に支払うものとする。 

（連絡責任者） 

第 10条 甲及び乙は、本協定に基づく要請等に関する連絡責任者を指定して互いに通知する。なお、連絡責任者に

変更があった場合には相手方に対し直ちに通知する。 

 （改正） 

第 11条 本協定の改正は、甲乙協議の上、書面をもって行うものとする。 

 （協議） 

第 12条 本協定の解釈に疑義を生じた場合及び本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議の上、決

定するものとする。 

（有効期間） 
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第 13条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和４年３月 31日までとする。ただし、期間満了日の３か月前

までに、甲乙のいずれかが相手方に対し、更新しない旨の意思表示をしない限り、その効力は更に１年間継続する

ものとし、以降もこの例による。 

 

本協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各自１通を保管する。 

 

 

令和３年 10月８日 

 

 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

甲 東京都 

代表者 東京都知事 小 池 百 合 子 

 

 

 

東京都港区芝浦三丁目１番 21号 

乙 株式会社ファミリーマート 

代表者 代表取締役社長 細 見 研 介 
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（別表）（第４条関係） 
 
■災害時の主な必要物資一覧表 
 

災害発生直後に必要な物資 
（概ね発災～３日間程度） 

その後に必要な物資 

 
食料品 
 おにぎり、パン類、カップ麺、飲料水、 
粉ミルク、缶詰（イージーオープン） 

 
生活必需品 
 毛布、紙おむつ、生理用品、哺乳瓶 
 ラジオ、乾電池、懐中電灯、箸、スプーン 
 使い捨て食器類、ラップ、固形燃料 
 ウェットティッシュ、ごみ袋 
 蚊取り線香（夏季） 
 使い捨てカイロ（冬季） 
 
 

 
食料品 
 精米、即席麺、食パン、レトルト食品 
 漬物、梅干、調味料、菓子類、果物、お茶 
 
生活必需品 
 タオル、肌着、履物、作業服、軍手 
 鍋、炊飯用具、簡易コンロ、 
 カセットボンベ、石鹸、歯ブラシ 
 ティッシュペーパー、トイレットペーパー 
 防水シート 
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協定第29 災害時における物資の調達支援協力に関する協定（コメリ災害対策センター） 
 
 東京都（以下「甲」という。）と NPO法人コメリ災害対策センター（以下「乙」という。）は、東京都の災害時に

おける東京都への支援協力に関して以下のとおり合意し、災害時における物資の調達支援協力に関する協定（以下

「本協定」という。）を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 本協定は、地震等による大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、甲から乙に対して行う物資の調達支援協力の要請に関し、その手続等について定め、もって、災害応急

対策及び災害復旧対策を円滑に実施することを目的とする。 

 （供給協力等の要請） 

第２条 甲は、前条に規定する災害応急対策及び災害復旧対策の円滑な実施のため、緊急に物資を調達する必要があ

ると認めるときは、乙が保有する又は調達可能な物資の供給を要請することができる。 

 （供給協力等の実施） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、物資の調達支援協力について速やかに対応するよう努めるものと

する。 

２ 甲は、乙による調達支援協力が円滑に行われるよう、輸送ルートの被災状況等に係る情報の提供、支援物資の搬

送車両の円滑な通行に関する支援、輸送のための燃料の確保その他の必要な支援に努めるものとする。 

 （物資の範囲） 

第４条 甲が、乙に供給を要請することができる物資は、次に掲げるもののうち、乙が保有し、又は調達可能な物資

とする。 

一 別表に掲げる物資 

二 前号に掲げるもののほか、甲が指定する物資 

 （要請及び発注の方法） 

第５条 甲は、物資の供給を要請するときは、書面をもって乙に要請するものとする。ただし、緊急を要するとき

は、第 10条の規定により指定した甲の連絡責任者が口頭で乙の連絡責任者に要請を行い、事後に書面を提出する

ものとする。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、当該要請に対する回答を速やかに甲に伝達するものとする。 

３ 甲は、乙の回答を受領した後、速やかに発注内容（発注物資、発注物資の数量、配達方法、配達場所等）を決定

して、乙に対し発注書を発行する。 

４ 乙は、甲から前項の発注書を受領したときは、速やかに対応するものとする。 

 （物資の引渡し） 

第６条 甲は、甲の指定する物資の配達場所に原則として甲の職員を派遣して、物資の品目及び数量を確認の上、こ

れを受領するものとする。 

 （費用の負担） 

第７条 前条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等に要した経費は、甲が負担する。 

 （物資の価格及び運搬等に要した経費） 

第８条 物資の価格は、乙の調達した物資に災害発生直前に設定されていた小売価格等を基準とした適正な価格と

し、物資の運搬等に要した経費は、乙が負担する実費相当額とする。 

（請求及び支払） 

第９条 乙は、甲に対して、供給した物資の対価及び物資の運搬等に要した経費の請求を書面をもって直接行うもの

とする。 

２ 甲は、請求を受けてから、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24年法律第 256号）等に基づき、遅

滞なく、乙に支払うものとする。 

（連絡責任者） 

第 10条 甲及び乙は、本協定に基づく要請等に関する連絡責任者を指定して互いに通知する。なお、連絡責任者に

変更があった場合には、相手方に対し直ちに通知する。 

 （情報交換） 

第 11条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるもの

とする。 

（改正） 

第 12条 本協定の改正は、甲乙協議の上、書面をもって行うものとする。 

 （協議） 
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第 13条 本協定の解釈に疑義を生じた場合及び本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議の上、決

定するものとする。 

（有効期間） 

第 14条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から平成 30年３月 31日までとする。ただし、期間満了日の３か月

前までに、甲乙のいずれかの者が相手方に対し、更新しない旨の意思表示をしない限り、その効力は更に１年間継

続するものとし、以降もこの例による。 

 

本協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各自１通を保管する。 

 

平成 29年３月 31日 

 

 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

甲 東京都 

代表者 東京都知事 小池 百合子 

 

 

 

新潟県新潟市南区清水 4501番地１ 

乙 ＮＰО法人 コメリ災害対策センター 

代表者 理事長 捧 雄 一 郎 
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別表（第４条関係） 
 

■ 災害時における緊急対応可能な物資 
 

大分類 主な品目 
 
作業関係 
 
 
 
 
 
日用品等 
 
 
 
 
 
 
水関係 
 
冷暖房機器等 
 
電気用品等 
 
 
トイレ関係等 
 

 
作業シート、標識ロープ 
ヘルメット、防塵マスク、簡易マスク、 
長靴、軍手、ゴム手袋、皮手袋、 
雨具、土のう袋、ガラ袋、 
スコップ、ホースリール 
 
毛布、タオル 
割箸、使い捨て食器、 
ポリ袋、ホイル、ラップ、 
ウェットティッシュ、マスク、衛生用ポリ袋（使い捨て）、 
バケツ、水モップ、デッキブラシ、雑巾、 
簡易ライター、使い捨てカイロ 
 
飲料水（ペットボトル）、生活用水用ポリタンク 
 
大型石油ストーブ、木炭、木炭コンロ 
 
投光器、懐中電灯、乾電池、 
カセットコンロ、カセットボンベ 
 
救急ミニトイレ 
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協定第30 災害時における物資の調達・輸送等に関する協定（都総務局） 
 

 東京都（以下「甲」という。）とアスクル株式会社（以下「乙」という。）は、災害時における物資の調達・輸送等

に関し、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、地震等による大規模な災害（災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第２条第１号に規定す

る災害をいう。以下単に「災害」という。）が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲から乙に対し

て行う物資の調達や輸送等の要請に関し、その手続等の基本的事項について定め、もって、災害応急対策及び災害

復旧対策を円滑に実施することを目的（以下「本目的」という。）とする。 

（支援協力の要請） 

第２条 甲は、前条に規定する災害応急対策及び災害復旧対策の円滑な実施のため、物資の調達や輸送等が必要であ

ると認めるときは、第５条に定める方法により乙に対して支援の協力（以下「支援協力」という。）を要請するこ

とができる。 

（支援協力の実施） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受け、これを受諾したときは、物資の調達や輸送等について速やかに対応するよ

う努めるものとする。 

２ 甲は、乙と乙の取引先、委託先、加盟販売店等の関係者との間の契約上の制限又は乙の業務上の制約等により乙

の協力が困難な場合があることを考慮するものとする。 

３ 甲は、乙の物資の調達や輸送等が円滑に行われるよう、輸送ルートの被災状況等に係る情報の提供、支援物資の

搬送車両の円滑な通行に関する支援、輸送のための燃料の確保その他の必要な支援に努めるものとする。 

（支援協力の範囲） 

第４条 甲が乙に協力を要請する支援協力は、次のとおりとする。 

（１）物資の供給 

（２）物資等の輸送力の提供 

（３）物資の集積、荷捌き、搬出等の拠点として用いるための、乙の運営する物流センター内の場所（以下「拠点場

所」という。）の提供及び運営 

（４）前各号の支援協力を円滑に実施するための、物資の調達・輸送等に関する専門的な知識を有する者（以下「連

絡調整員」という。）の派遣 

２ 前項第一号において、甲が、乙に供給を要請することができる物資は、次に掲げるもののうち、乙が保有し、又

は調達可能なものとする。 

（１）別表に掲げる物資 

（２）前号に掲げるもののほか、甲が指定する物資 

（要請の方法） 

第５条 甲は、支援協力を要請するときは、乙と協議の上、要請の具体的内容（物資の品目、物資の数量、調達車両

台数、配車場所、輸送場所、拠点場所の提供及び運営に係る場所、連絡調整員の派遣場所等）を決定して、あらか

じめ甲が定める要請様式（以下単に「要請様式」という。）の書面を交付する方法により、乙に要請するものと

し、乙はこれを受託する場合これに対して受託する旨を記載した書面を甲に交付する方法でこれを受託するものと

する。ただし、緊急を要するときは、第 12条の規定により指定した甲の連絡責任者が口頭で乙の連絡責任者に要

請を行い、乙の連絡責任者が甲の連絡責任者に対してこれを受託する旨を口頭で回答する方法によることができる

ものとし、この場合、甲は事後速やかに要請様式の書面を乙に提出するものとし、乙は同書面受領後速やかに要請

を受託した旨を記載した書面を甲に交付するものとする。 

２ 乙は、甲から前項の要請を受け、これを受託したときは、速やかに対応するものとする。 

３ 乙は、乙施設が罹
り

災した場合、その他乙の都合により第１項の要請に応じることができない場合は、これを受託

しないことができる。 

（物資の引渡し） 

第６条 甲は、甲の指定する物資の配達場所に原則として甲の職員を派遣して、物資を確認の上、乙から当該物資の

引渡しを受けるものとする。ただし、緊急を要するなど、やむを得ない事情があるときは、引渡し先の自治体職員

が物資を受領する。 

（拠点場所の使用） 

第７条 甲は、乙から提供された拠点場所を、乙の事前の書面による承諾なく、本目的以外の目的で使用してはなら

ないものとする。 

（報告） 

第８条 乙は、支援協力の終了後、あらかじめ甲が定める様式により、速やかに甲に支援協力の内容を報告する。 
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（情報の共有） 

第９条 甲及び乙は、本協定に基づく支援協力の実施に当たり必要な情報を相互に提供し、共有するよう努める。 

（注文書の交付及び費用の負担） 

第 10条 甲は、やむを得ない場合を除き、要請の内容、納期、期間その他必要事項を記載した注文書を要請と同時

に又は事後速やかに乙に交付するものとし、乙はこれを承諾するときは甲に対して請書を交付するものとする。 

２ 本協定に基づき、乙が支援協力の遂行に要した経費については、甲が負担する。 

３ 甲が負担する経費は、災害直前における適正な価格を基準とする。 

（請求及び支払） 

第 11条 乙は、支援協力終了後、前条に定める経費を甲に請求する。 

２ 甲は、請求を受けてから、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24年法律第 256号）等に基づき、遅

滞なく、乙に支払うものとする。 

（連絡責任者） 

第 12条 甲及び乙は、本協定に基づく要請等に関する連絡責任者を書面により指定して互いに通知する。 

なお、連絡責任者に変更があった場合には、相手方に対し速やかに書面により通知する。 

（変更） 

第 13条 本協定の変更は、甲乙協議の上、書面をもって行うものとする。 

（協議） 

第 14条 本協定の解釈に疑義を生じた場合及び本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議の上、決

定するものとする。 

２ 甲及び乙は、相互に協力して、本協定に係る検討、協議、訓練を行うなど、本協定に基づく支援協力の円滑な運

用に努める。 

（有効期間） 

第 15条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和４年３月 31日までとする。ただし、期間満了日の３か月前

までに、甲乙のいずれかが相手方に対し、更新しない旨の書面による意思表示をしない限り、その効力は更に１年

間継続するものとし、以降もこの例による。 

 

本協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各自１通を保管する。 

 

 

令和３年３月 31日 

 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

甲 東京都 

代表者 東京都知事 小池 百合子 

 

東京都江東区豊洲三丁目２番３号 

乙 アスクル株式会社 

代表者 代表取締役社長 吉岡 晃 
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協定第31 災害時における容器入飲料の調達に関する協定（都総務局） 
 

 東京都を甲とし、社団法人全国清涼飲料工業会を乙とし、甲乙間において、次のとおり協定を締結する。 

 

（総 則） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画に基づき、甲が行う災害時における容器入飲料の調達業務に対する乙の協

力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要 請） 

第２条 甲は、災害時において容器入飲料を確保する必要が生じたときは、乙に対して、その調達について協力を要

請するものとする。 

２ 前項の規定による協力要請において、止むを得ない事情により、甲が乙と連絡をとれない場合は、甲は、直接乙

の会員に対し、協力を要請することができるものとする。 

  この場合、乙の会員に対する要請は、乙への要請とみなす。 

３ 甲は、乙に対し容器入飲料の数量及び運搬先を指定の上供給を要請し、乙は当該場所において、甲又は甲の指定

する者に引き渡すものとする。 

（協 力） 

第３条 乙は、甲から要請のあったときは、可能な限り容器入飲料の供給に協力するものとする。 

（容器入飲料の範囲） 

第４条 甲が乙に対して供給を要請する容器入飲料は、原則として、水又は無糖茶等、災害時の飲料として適当なも

のとする。 

（運 搬） 

第５条 容器入飲料の運搬は、乙の指定する者が行うものとする。また、乙は必要に応じて、甲に対して運搬の協力

を求めることができる。 

（費用弁償） 

第６条 この協定に基づき、乙が供給した容器入飲料の対価及び乙が行った運搬の費用については、甲が負担するも

のとする。 

２ 前項の規定による費用は、乙が容器入飲料の供給・運搬終了後、乙の提出する納品書に基づき、災害直前におけ

る適正な価格を基準として甲乙協議の上決定するものとする。 

（細 目） 

第７条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。 

（雑 則） 

第８条 この協定に定めのない事項及び協定の解釈に疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して決定するものとす

る。 

第９条 この協定は、平成 17年 10月 27日から適用する。  

 

甲と乙とは、上記協定の証として本協定書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、その１通を保有する。 

 

 

平成 17年 10月 27日 

 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

甲   東京都  

代表者 東京都知事 石 原 慎太郎 

 

東京都中央区日本橋室町三丁目３番３号 

乙   社団法人全国清涼飲料工業会  

代表者 会 長   平 本 忠 晴 

 

（注）社団法人全国清涼飲料工業会は、一般社団法人に移行し、現在は、一般社団法人全国清
涼飲料連合会が承継しています。 
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協定第32 災害時における物資の調達支援協力に関する協定（ボランタリー・アーキテクツ・
ネットワーク） 
 

 東京都（以下「甲」という。）と特定非営利活動法人ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク（以下「乙」と

いう。）は、災害時における甲への支援協力に関して以下のとおり合意し、災害時における物資の調達支援協力に関

する協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 本協定は、地震等による大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、甲から乙に対して行う物資の調達支援協力の要請に関し、その手続等について定め、もって、災害応急

対策及び災害復旧対策を円滑に実施することを目的とする。 

 （協力要請） 

第２条 甲は、前条に規定する災害応急対策及び災害復旧対策の円滑な実施のため、緊急に物資を調達する必要があ

ると認めるときは、乙が保有する又は調達可能な物資の供給を要請することができる。 

 （協力実施） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、物資の調達支援協力について速やかに対応するよう努めるものと

する。 

２ 前項の規定において、甲は、乙と取引先、委託先、協定先等の関係者との契約上の制限又は業務上の制約等によ

り乙の協力が困難な場合があることを考慮するものとする。 

３ 甲は、乙による調達支援協力が円滑に行われるよう、輸送ルートの被災状況等に係る情報の提供、支援物資の搬

送車両の円滑な通行に関する支援、輸送のための燃料の確保その他の必要な支援に努めるものとする。 

 （物資の範囲） 

第４条 甲が乙に協力を要請する物資は、次のとおりとする。 

（１）避難所用間仕切りシステム 

（２）ハニカム製簡易ベッド 

（３）その他、乙が提供可能な物資のうち甲が指定するもの 

 （要請及び発注） 

第５条 甲は、物資の供給を要請するときは、要請内容（要請物資、要請物資の数量、配達方法、配達場所等）を決

定して、あらかじめ甲が定める様式により、乙に要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、第 10条の

規定により指定した甲の連絡責任者が口頭で乙の連絡責任者に要請を行い、事後に様式を提出するものとする。 

２ 乙は、甲から前項の要請を受けたときは、速やかに対応するものとする。 

 （物資の引渡し） 

第６条 甲は、甲の指定する物資の配達場所に原則として甲の職員を派遣して、物資を確認の上、乙から当該物資の

引渡しを受けるものとする。 

２ 乙は、可能な限り物資の組立て等を指導できる者を派遣して、必要な説明等を行えるよう努めるものとする。 

 （情報の共有） 

第７条 甲及び乙は、本協定に基づく業務の実施に当たり必要な情報を相互に提供し、共有するよう努める。 

 （費用の負担） 

第８条 本協定に基づき、乙が業務の遂行に要した経費については、甲が負担する。 

２ 甲が負担する経費は、災害直前における適正な価格を基準とする。 

（請求及び支払） 

第９条 乙は、業務終了後、前条に定める経費を甲に請求する。 

２ 甲は、請求を受けてから、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24年法律第 256号）等に基づき、遅

滞なく、乙に支払うものとする。 

（連絡責任者） 

第 10条 甲及び乙は、本協定に基づく要請等に関する連絡責任者を指定して互いに通知する。なお、連絡責任者に

変更があった場合には、相手方に対し直ちに通知する。 

 （改正） 

第 11条 本協定の改正は、甲乙協議の上、書面をもって行うものとする。 

 （協議） 

第 12条 本協定の解釈に疑義を生じた場合及び本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議の上、決

定するものとする。 

（有効期間） 
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第 13条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和３年３月 31日までとする。ただし、期間満了日の３か月前

までに、甲乙のいずれかが相手方に対し、更新しない旨の意思表示をしない限り、その効力は更に１年間継続する

ものとし、以降もこの例による。 

 

本協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各自１通を保管する。 

 

 

令和２年８月 21日 

 

 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

甲 東京都 

代表者 東京都知事 小池 百合子 

 

 

 

東京都世田谷区松原五丁目２番４号 

乙 特定非営利活動法人 

  ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク 

代表者 代表理事  坂   茂 
  



- 517 - 
 

協定第33 災害時における物資の調達支援協力に関する協定（東日本段ボール工業組合） 
 
 東京都（以下「甲」という。）と東日本段ボール工業組合（以下「乙」という。）は、災害時における甲への支援協

力に関して以下のとおり合意し、災害時における物資の調達支援協力に関する協定（以下「本協定」という。）を締

結する。 

 

 （目的） 

第１条 本協定は、地震等による大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、甲から乙に対して行う物資の調達支援協力の要請に関し、その手続等について定め、もって、災害応急

対策及び災害復旧対策を円滑に実施することを目的とする。 

 （協力要請） 

第２条 甲は、前条に規定する災害応急対策及び災害復旧対策の円滑な実施のため、緊急に物資を調達する必要があ

ると認めるときは、乙に対し乙の組合員（以下「組合員」という。）が保有する又は調達可能な物資の供給を要請

することができる。 

 （協力実施） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、物資の調達支援協力について速やかに対応するよう努めるものと

する。 

２ 前項の規定において、甲は、組合員と取引先、委託先、協定先等の関係者との契約上の制限又は業務上の制約等

により組合員の協力が困難な場合があることを考慮するものとする。 

３ 甲は、乙及び組合員による調達支援協力が円滑に行われるよう、輸送ルートの被災状況等に係る情報の提供、支

援物資の搬送車両の円滑な通行に関する支援、輸送のための燃料の確保その他の必要な支援に努めるものとする。 

 （物資の範囲） 

第４条 甲が乙に協力を要請する物資は、次のとおりとする。 

一 段ボール製簡易ベッド 

二 段ボール製シート 

三 段ボール製間仕切り 

四 その他、甲が指定する段ボール製品 

 （要請及び発注） 

第５条 甲は、物資の供給を要請するときは、要請内容（要請物資、要請物資の数量、配達方法、配達場所等）を決

定して、あらかじめ甲が定める様式により、乙に要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、第 10条の

規定により指定した甲の連絡責任者が口頭で乙の連絡責任者に要請を行い、事後に様式を提出するものとする。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、組合員に甲の要請内容を速やかに連絡し、組合員の回答をとりまとめ、甲に

連絡するものとする。 

３ 甲は、乙から回答を受領した後、乙及び組合員に速やかに発注書を発行する。 

４ 組合員は、甲から前項の発注書を受領したときは、速やかに対応するものとする。 

 （物資の引渡し） 

第６条 甲は、甲の指定する物資の配達場所に原則として甲の職員を派遣して、物資を確認の上、組合員から当該物

資の引渡しを受けるものとする。 

 （情報の共有） 

第７条 甲及び乙は、本協定に基づく業務の実施に当たり必要な情報を相互に提供し、共有するよう努める。 

 （費用の負担） 

第８条 この協定に基づき、組合員が業務の遂行に要した経費については、甲が負担する。 

２ 甲が負担する経費は、災害直前における適正な価格を基準とする。 

（請求及び支払） 

第９条 組合員は、業務終了後、前条に定める経費を甲に請求する。 

２ 甲は、請求を受けてから、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24年法律第 256号）等に基づき、遅

滞なく、組合員に支払うものとする。 

（連絡責任者） 

第 10条 甲及び乙は、本協定に基づく要請等に関する連絡責任者を指定して互いに通知する。なお、連絡責任者に

変更があった場合には、相手方に対し直ちに通知する。 

 （改正） 

第 11条 本協定の改正は、甲乙協議の上、書面をもって行うものとする。 

 （協議） 
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第 12条 本協定の解釈に疑義を生じた場合及び本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議の上、決

定するものとする。 

（有効期間） 

第 13条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和３年３月 31日までとする。ただし、期間満了日の３か月前

までに、甲乙のいずれかの者が相手方に対し、更新しない旨の意思表示をしない限り、その効力は更に１年間継続

するものとし、以降もこの例による。 

 

本協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各自１通を保管する。 

 

 

令和２年６月 22日 

 

 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

甲 東京都 

代表者 東京都知事 小池 百合子 

 

 

 

東京都中央区八丁堀四丁目１番４号 

乙 東日本段ボール工業組合 

代表者 理事長  齋藤 英男 
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協定第34 災害時における可動式空調機器の調達等に関する協定（都総務局） 
 

 東京都（以下「甲」という。）と一般社団法人東京都冷凍空調設備協会（以下「乙」という。）は、災害時における

甲への支援協力に関して以下のとおり合意し、災害時における可動式空調機器の調達等に関する協定（以下「本協

定」という。）を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 本協定は、地震等による大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、甲から乙に対して行う可動式空調機器の調達等の要請に関し、その手続等について定め、もって、災害

応急対策及び災害復旧対策を円滑に実施することを目的とする。 

 （供給協力等の要請） 

第２条 甲は、前条に規定する災害応急対策及び災害復旧対策の円滑な実施のため、可動式空調機器の調達等が必要

であると認めるときは、乙の会員事業者が保有する又は調達可能な物資の供給を要請することができる。 

 （供給協力等の実施） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受け、これを受諾したときは、可動式空調機器の調達等について速やかに対応す

るよう努めるものとする。 

２ 前項の規定において、甲は、乙の会員事業者と取引先、委託先、協定先等の関係者との契約上の制限又は業務上

の制約等により乙の会員事業者の協力が困難な場合があることを考慮するものとする。 

３ 甲は、乙及び乙の会員事業者による可動式空調機器の調達等が円滑に行われるよう、輸送ルートの被災状況等に

係る情報の提供、支援物資の搬送車両の円滑な通行に関する支援、輸送のための燃料の確保その他の必要な支援に

努めるものとする。 

 （支援協力の範囲） 

第４条 甲が乙に供給を要請することができる物資は、次に掲げるもののうち、乙の会員事業者が保有し、又は調達

可能な物資とする。 

一 可動式空調機器（スポットエアコン、大型扇風機、温風機等、施設への設置工事を伴わないもの） 

二 前号に掲げるもののほか、甲が指定する物資 

２ 乙は甲の要請に基づき、調達した物資を納入後、稼働できる状態に設置する。 

 （要請及び発注の方法） 

第５条 甲は、物資の供給を要請するときは、要請内容（要請物資、要請物資の数量、配達方法、配達場所等）を決

定して、あらかじめ甲が定める要請様式により、乙に要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、第 11

条の規定により指定した甲の連絡責任者が口頭で乙の連絡責任者に要請を行い、事後に要請様式を提出するものと

する。 

２ 乙は、甲から前項の要請を受けたときは、速やかに対応するものとする。 

 （物資の引渡し） 

第６条 甲は、甲の指定する物資の配達場所に原則として甲の職員を派遣して、物資を確認の上、乙の会員事業者か

ら当該物資の引渡しを受け、稼働状態の確認を行う。 

 （情報の共有） 

第７条 甲及び乙は、本協定に基づく業務の実施に当たり必要な情報を相互に提供し、共有するよう努める。 

 （費用の負担） 

第８条 乙の会員事業者が甲に供給した物資の代金及び甲の指定する物資の配達場所までの配達に要する費用は、甲

が負担する。 

 （物資の価格及び物資の配達に要する費用） 

第９条 物資の価格は、災害が発生する直前の乙の会員事業者における適正な価格とし、物資の配達に要する費用

は、乙の会員事業者が負担する実費相当額とする。 

（請求及び支払） 

第 10条 乙は、甲に対して、供給した物資の対価及び物資の配達に要する費用等の請求を直接行うものとする。 

２ 甲は、請求を受けてから、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24年法律第 256号）等に基づき、遅

滞なく、乙に支払うものとする。 

（連絡責任者） 

第 11条 甲及び乙は、本協定に基づく要請等に関する連絡責任者を指定して互いに通知する。なお、連絡責任者に

変更があった場合には相手方に対し直ちに通知する。 

 （改正） 

第 12条 本協定の改正は、甲乙協議の上、書面をもって行うものとする。 

 （協議） 
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第 13条 本協定の解釈に疑義を生じた場合及び本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議の上、決

定するものとする。 

（有効期間） 

第 14条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和３年３月 31日までとする。ただし、期間満了日の３か月前

までに、甲乙のいずれかの者が相手方に対し、更新しない旨の意思表示をしない限り、その効力は更に１年間継続

するものとし、以降もこの例による。 

 

本協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各自１通を保管する。 

 

 

令和２年６月 22日 

 

 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

甲 東京都 

代表者 東京都知事 小 池 百 合 子 

 

 

東京都港区芝公園三丁目５番８号 

乙 一般社団法人東京都冷凍空調設備協会 

代表者 会長 渋 谷 俊 德 
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協定第35 災害時における物資の調達支援協力に関する協定（テント・シート工業組合） 
 

 東京都（以下「甲」という。）と東京都テント・シート工業組合（以下「乙」という。）は、災害時における甲への支

援協力に関して以下のとおり合意し、災害時における物資の調達支援協力に関する協定（以下「本協定」という。）を

締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、地震等による大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生するおそれがある場合に

おいて、甲から乙に対して行う物資の調達支援協力の要請に関し、その手続等について定め、もって、災害応急対策

及び災害復旧対策を円滑に実施することを目的とする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、前条に規定する災害応急対策及び災害復旧対策の円滑な実施のため、緊急に物資を調達する必要があ

ると認めるときは、乙に対し乙の組合員（以下「組合員」という。）が保有し、又は調達することができる物資の供

給を要請することができる。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、物資の調達支援協力について速やかに対応するよう努めるものと

する。 

２ 前項の規定において、甲は、組合員と取引先、委託先、協定先等の関係者との契約上の制限又は業務上の制約等に

より組合員の協力が困難な場合があることを考慮するものとする。 

３ 甲は、乙及び組合員による調達支援協力が円滑に行われるよう、輸送ルートの被災状況等に係る情報の提供、要

請物資の搬送車両の円滑な通行に関する支援、輸送のための燃料の確保その他の必要な支援に努めるものとする。 

（物資等の範囲等） 

第４条 甲が乙に協力を要請する物資は、次のとおりとする。 

一 別表に掲げる物資 

二 前号に掲げるもののほか、甲が指定するテントシート製品 

２ 甲は、要請物資の設置等に当たり、技術的な支援が必要と認める場合は、乙に対し、専門的な知識を有する者の派

遣を要請することができる。 

（物資供給の要請方法） 

第５条 甲は、物資の供給を要請するときは、要請内容（要請物資、要請物資の数量、配達方法、配達場所等）を決定

して、あらかじめ甲が定める様式により、乙に要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、第 11条の規定

により指定した甲の連絡責任者が口頭で乙の連絡責任者に要請を行い、事後に様式を提出するものとする。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、組合員に甲の要請内容を速やかに連絡し、組合員の回答をとりまとめ、甲に連

絡するものとする。 

３ 乙及び組合員は、甲から第１項の要請を受けたときは、速やかに対応するものとする。 

（物資の輸送） 

第６条 甲の指定する要請物資の配達場所への輸送は原則として組合員が行うものとするが、輸送手段の確保ができ

ない場合は、乙は甲に対して調整を要請することができる。 

（物資の引渡し） 

第７条 甲は、甲の指定する要請物資の配達場所に原則として甲の職員を派遣して、要請物資を確認の上、組合員か

ら当該要請物資の引渡しを受けるものとする。 

（情報の共有） 

第８条 甲及び乙は、本協定に基づく業務の実施に当たり必要な情報を相互に提供し、共有するよう努める。 

（費用の負担） 

第９条 この協定に基づき、組合員が業務の遂行に要した経費（甲に供給した要請物資の代金、輸送に要する費用及

び専門的な知識を有する者の派遣に要した費用等を含む。以下同じ。）については、甲が負担する。 

２ 甲が負担する経費は、災害直前における適正な価格を基準とする。 

（請求及び支払） 

第 10条 乙は、業務終了後、前条に定める経費を甲に請求する。 

２ 甲は、請求を受けてから、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24年法律第 256号）等に基づき、遅滞

なく、乙に支払うものとする。 

（連絡責任者） 

第 11条 甲及び乙は、本協定に基づく要請等に関する連絡責任者を指定して互いに通知する。なお、連絡責任者に変

更があった場合には、相手方に対し直ちに通知する。 

（改正） 
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第 12条 本協定の改正は、甲乙協議の上、書面をもって行うものとする。 

（協議） 

第 13条 本協定の解釈に疑義を生じた場合及び本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議の上、決定

するものとする。 

（訓練等） 

第 14条 甲は、災害が発生した場合等の甲乙間での対応が迅速に図られるよう、乙が実施する訓練等に対し、積極的

に協力するよう努めるものとする。 

（有効期間） 

第 15 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和５年３月 31 日までとする。ただし、期間満了日の３か月前

までに、甲乙のいずれかの者が相手方に対し、更新しない旨の意思表示をしない限り、その効力は更に１年間継続

するものとし、以降もこの例による。 

 

本協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各自１通を保管する。 

 

 

令和４年３月 16日 

 

 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

甲 東京都 

代表者 東京都知事 小池 百合子 

 

 

東京都中央区八丁堀四丁目 14番１号 

乙 東京都テント・シート工業組合 

代表理事  山越 茂夫 
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別表（第４条関係） 

 

大分類 主な品目 

 

作業関係 

 

避難所関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

土のう袋、ブルーシート 

 

屋内テント 

 ・感染症対策及びプライベート間仕切りテント 

 ・ワンタッチＰＢテント（骨組み幕体一体式） 

 ・組立式（フレーム接続型・幕体） 

簡易ベッド（アルミ簡易ベッド） 

屋外テント 

 ・多目的テント 

 ・トリアージテント 

トイレ用テント（屋内用・屋外用・障害者用） 

貯水槽 

床の冷たさを凌ぐ、アルミ蒸着シート 

 

折り畳み式ホワイトボード、クイックフェンス、 

携帯充電池・ソーラー充電器 
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協定第36 災害時における資機材のレンタルに関する協定（都総務局） 
 

 東京都（以下「甲」という。）と一般社団法人日本建設機械レンタル協会東京支部（以下「乙」という。）は、災害

時におけるレンタルに関する協力に関して以下のとおり合意し、災害時における資機材のレンタルに関する協定（以

下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、地震等による大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、甲から乙に対して行う資機材のレンタルに関する協力の要請に関し、その手続等について定め、もっ

て、災害応急対策及び災害復旧対策を円滑に実施することを目的とする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、前条に規定する災害応急対策及び災害復旧対策の円滑な実施のため、緊急に資機材を調達する必要が

あると認めるときは、乙に対し乙の会員（以下「会員」という。）が保有し、又は調達することができる資機材の

レンタルに関する協力を要請することができる。 

２ 甲は、乙が事故その他の理由により連絡できない場合には、直接、会員に要請の連絡をすることができる。 

３ 前項の要請の連絡を円滑に実施するため、乙は、同項に規定する会員の同意を得た上で、当該会員の連絡先等

を、あらかじめ甲に提供する。 

（協力の実施） 

第３条 乙は、甲から前条第１項の要請を受けたときは、資機材のレンタルについて速やかに対応するよう努めるも

のとする。 

２ 前項の規定において、甲は、会員と当該会員の取引先、委託先、協定先等の関係者との契約上の制限又は業務上

の制約等により会員の協力が困難な場合があることを考慮するものとする。 

３ 甲は、乙及び会員による資機材のレンタルが円滑に行われるよう、輸送ルートの被災状況等に係る情報の提供、

資機材の搬送車両の円滑な通行に関する支援、輸送のための燃料の確保その他の必要な支援に努めるものとする。 

（資機材の範囲等） 

第４条 甲が乙に協力を要請する資機材は、次のとおりとする。 

一 別表に掲げる資機材 

二 前号に掲げるもののほか、本協定に基づき、災害応急対策及び災害復旧対策を実施するために必要なものと

して甲が指定する資機材 

２ 甲は、前項に規定する資機材（以下「要請資機材」という。）の設置等に当たり、技術的な支援が必要と認める

場合は、乙に対し、専門的な知識を有する者の派遣を要請することができる。 

（協力の要請方法） 

第５条 甲は、要請資機材のレンタルを要請するときは、要請内容（要請資機材の種類、数量、配達方法、配達場

所、レンタル期間等）を決定して、あらかじめ甲が定める様式により、乙に要請するものとする。ただし、緊急を

要するときは、第 11条の規定により指定した甲の連絡責任者が口頭で乙の連絡責任者に要請を行い、事後に当該

様式を提出することができる。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、会員に甲の要請内容を速やかに連絡し、会員の回答をとりまとめ、甲に連絡

するものとする。 

３ 乙及び会員は、甲から第１項の要請を受けたときは、速やかに対応するものとする。 

（要請資機材の輸送） 

第６条 甲の指定する要請資機材の配達場所への輸送は原則として会員が行うものとするが、輸送手段の確保ができ

ない場合は、乙は甲に対して当該確保に係る調整を要請することができる。 

（要請資機材の引渡し及び引取り） 

第７条 甲は、甲の指定する要請資機材の配達場所に原則として甲が指定した職員を派遣して、当該要請資機材を確

認の上、会員から当該要請資機材の引渡しを受けるものとする。 

２ 会員は、甲から要請資機材の返却の連絡を受けたときは、甲が指定した場所において、甲が指定した職員の立会

いのもとで当該要請資機材を引き取るものとする。 

（情報の共有） 

第８条 甲及び乙は、本協定に基づく協力の実施に当たり必要な情報を相互に提供し、共有するよう努めるものとす

る。 

（費用の負担） 

第９条 この協定に基づき、会員が甲に供給した要請資機材のレンタルに要した費用、第４条第２項に規定する専門

的な知識を有する者の派遣に要した費用については、甲が負担する。 

２ 前項の経費は、第２条第１項の要請に係る災害の発生前における適正な価格を基準とする。 



- 525 - 
 

（請求及び支払） 

第 10条 乙は、第７条第２項に基づく要請資機材の引取り後、前条第１項に規定する経費を甲に請求する。 

２ 甲は、前項の請求を受けてから、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24年法律第 256号）等に基づ

き、遅滞なく、乙に支払うものとする。 

（連絡責任者） 

第 11条 甲及び乙は、本協定に基づく要請等に関する連絡責任者を指定して互いに通知する。なお、連絡責任者に

変更があった場合には、相手方に対し直ちにその旨を通知する。 

（改正） 

第 12条 本協定の改正は、甲乙協議の上、書面をもって行うものとする。 

（協議） 

第 13条 本協定の解釈に疑義を生じた場合及び本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議の上、決

定するものとする。 

（訓練等） 

第 14条 乙は、災害が発生した場合等の甲乙間での対応が迅速に図られるよう、甲が実施する訓練等に対し、積極

的に協力するよう努めるものとする。 

（有効期間） 

第 15条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和６年３月 31日までとする。ただし、期間満了日の３か月前

までに、甲乙のいずれかの者が相手方に対し、更新しない旨の意思表示をしない限り、その効力は更に１年間継続

するものとし、以降もこの例による。 

 

本協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各自１通を保管する。 

 

 

令和５年２月 27日 

 

 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

甲 東京都 

代表者 東京都知事 小池 百合子 

 

 

東京都千代田区神田美倉町 12番１号 

乙 一般社団法人 日本建設機械レンタル協会 東京支部 

代表者  支  部  長 小松崎 伸一郎 
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別表（第４条関係） 
 

大分類 主な品目 
 
荷役資機材等 
 
 
冷暖房機器等 
 
 
電気用品等 
 
トイレ関係等 
 
建設資機材等 
 

 
発電機、フォークリフト、ハンドパレット、台車、パレ
ット 
 
石油ストーブ、空調機器（ファンヒーター、スポットエ
アコン、扇風機など） 
 
照明機材、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、掃除機 
 
仮設トイレ 
 
掘削機械、運搬機械、解体機械、整地機械、運搬車両、
大型発電機 
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協定第37 災害時における広域輸送基地の運営等に関する協定書（日本通運） 
 

東京都（以下「甲」という。）と日本通運株式会社（以下「乙」という。）とは、地震その他

の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）において甲の開設

する広域輸送基地の運営等に関し、次のとおり協定を締結する。  

 

（趣旨）  

第１条  この協定は、災害時において、甲乙間の効果的な協力体制を迅速に構築することを目

的に、甲が乙に対して行う広域輸送基地の運営等の支援要請、その他甲乙間における協力事

項に関し定めるものとする。  

（広域輸送基地）  

第２条  甲は、災害時において、必要と認める場合に広域輸送基地を開設するものとする。  

２  広域輸送基地として開設する施設は、以下のとおりとする。  

（１）東京都多摩広域防災倉庫  

（２）災害時において、甲が広域輸送基地として設定する東京都内外の施設  

（３）災害時において、乙が提供し、甲が広域輸送基地として設定する東京都内外の施設  

（協力の内容）  

第３条  災害時において、甲が乙に対し、広域輸送基地の運営等に関する次の事項について、

協力を要請することができるものとし、乙は、甲の要請に基づき可能な限り要請に協力する

ものとする。  

（１）広域輸送基地への人員の派遣及び資機材の提供  

（２）物資の荷役及び保管  

（３）物資の入出庫及び在庫管理  

（４）車両の入出及び誘導管理  

（５）派遣人員の管理監督及び施設の保安管理  

（６）物資の受入・輸送等に関する関係機関等との調整  

（７）広域輸送基地として使用可能な施設の提供  

（８）物資の受入・輸送等に関する助言や調整等を行うことができる人員の東京都災害対策

本部への派遣  

（９）前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認めるもの  

２  甲が要請する事項、数量及び期間等の内容は、甲乙協議・調整の上、乙が協力可能な範囲

内で決定するものとする。  

（業務の実施体制）  

第４条  前条の規定による協力の要請は、あらかじめ甲が定める様式により、行うものとす

る。ただし、緊急を要する場合は、口頭で協力を要請し、その後速やかに様式を提出するも

のとする。  

２  乙は、前項の規定による協力の要請があった場合は、甲に対して速やかに協力するよう努

めるものとする。ただし、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りではな

い。  

３  甲は、第１項の規定による協力の要請を行った場合は、乙の行う業務が円滑に遂行される

よう、業務環境の整備に努めるものとする。  

（業務の完了）  

第５条  甲は、広域輸送基地の運営等を終了した場合、乙に対し速やかにその旨を報告するも

のとする。  

２  甲は、広域輸送基地として使用した乙の施設について、原状に復し速やかに乙に引き渡す

ものとする。  

３  乙は、この協定による業務が完了した場合は、実施した業務内容及び実績について、あら

かじめ甲が定める様式により、速やかに甲に報告するものとする。  

（費用の負担）  

第６条  この協定に基づき、乙が業務の遂行に要した費用については、甲が負担するものとす

る。  

２  甲が負担する費用は、災害が発生する直前における適正な価格を基準として、甲乙協議の

上、決定するものとする。  

（費用の請求及び支払い）  
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第７条  乙は、業務完了後、前条に定める費用を甲に請求するものとする。  

２  甲は、前項の請求があった場合は、内容を精査確認し、請求の日から起算して 30 日以内に

費用を支払うものとする。ただし、予算措置を必要とする場合は、この限りではない。  

（事故等）  

第８条  乙は、この協定による業務の遂行に際し、事故等が発生した場合は、甲に対し速やか

にその状況を報告するものとする。  

（損害の負担）  

第９条  乙は、この協定による業務の遂行に際し、乙の責に帰する事由により業務に従事した

者又は第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責を負うものとする。  

（従事者の災害補償）  

第 10 条  甲は、この協定により業務に従事した者が、本業務において本人の責に帰さない事由

により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、災害時において応急措置の業

務に従事した者の損害補償に関する条例（昭和 38 年条例第 38 号）に定めるところに準じて

その損害を補償するものとする。  

（連絡責任）  

第 11 条  甲及び乙は、この協定に関する事項の伝達を円滑に行うため、連絡責任者及び連絡担

当者を定め、相互に担当者連絡票により報告するものとする。  

２  甲及び乙は、前項の内容に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。  

（情報交換）  

第 12 条  甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じ、情報の交換を

行うものとする。  

（有効期間）  

第 13 条  この協定の有効期間は、協定締結の日から令和７年３月 31 日までの間とする。ただ

し、期間満了日の３か月前までに、甲乙のいずれかの者が更新しない旨の意思表示をしない

限り、その効力は更に１年間継続するものとし、以降もこの例によるものとする。  

（平時の相互協力）  

第 14 条  甲及び乙は、相互に協力して、この協定に係る検討、協議、訓練を行うなど、この協

定に基づく業務の円滑な運営に努めるものとする。  

（協議）  

第 15 条  この協定の解釈に疑義を生じた場合、又はこの協定に定めのない事項については、そ

の都度甲乙協議の上、定めるものとする。  

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保有する。  

 

令和２年３月 23 日  

 

                東京都新宿区西新宿二丁目８番１号  

甲   東京都  

代表者  東京都知事  小池  百合子  

 

東京都中央区日本橋人形町二丁目 26 番５号  

乙   日本通運株式会社  

執行役員  首都圏支店長  加藤  憲治  
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協定第38 災害時における広域輸送基地の運営等に関する協定書（ヤマト運輸） 
 

東京都（以下「甲」という。）とヤマト運輸株式会社（以下「乙」という。）とは、地震その

他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）において甲の開

設する広域輸送基地の運営等に関し、次のとおり協定を締結する。  

 

（趣旨）  

第１条  この協定は、災害時において、甲乙間の効果的な協力体制を迅速に構築することを目

的に、甲が乙に対して行う広域輸送基地の運営等の支援要請、その他甲乙間における協力事

項に関し定めるものとする。  

（広域輸送基地）  

第２条  甲は、災害時において、必要と認める場合に広域輸送基地を開設するものとする。  

２  広域輸送基地として開設する施設は、以下のとおりとする。  

（１）東京都多摩広域防災倉庫  

（２）災害時において、甲が広域輸送基地として設定する東京都内外の施設  

（３）災害時において、乙が提供し、甲が広域輸送基地として設定する東京都内外の施設  

（協力の内容）  

第３条  災害時において、甲が乙に対し、広域輸送基地の運営等に関する次の事項について、

協力を要請することができるものとし、乙は、甲の要請に基づき可能な限り要請に協力する

ものとする。  

（１）広域輸送基地への人員の派遣及び資機材の提供  

（２）物資の荷役及び保管  

（３）物資の入出庫及び在庫管理  

（４）車両の入出及び誘導管理  

（５）派遣人員の管理監督及び施設の保安管理  

（６）物資の受入・輸送等に関する関係機関等との調整  

（７）広域輸送基地として使用可能な施設の提供  

（８）物資の受入・輸送等に関する助言や調整等を行うことができる人員の東京都災害対策

本部への派遣  

（９）前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認めるもの  

２  甲が要請する事項、数量及び期間等の内容は、甲乙協議・調整の上、乙が協力可能な範囲

内で決定するものとする。  

（業務の実施体制）  

第４条  前条の規定による協力の要請は、あらかじめ甲が定める様式により、行うものとす

る。ただし、緊急を要する場合は、口頭で協力を要請し、その後速やかに様式を提出するも

のとする。  

２  乙は、前項の規定による協力の要請があった場合は、甲に対して速やかに協力するよう努

めるものとする。ただし、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りではな

い。  

３  甲は、第１項の規定による協力の要請を行った場合は、乙の行う業務が円滑に遂行される

よう、業務環境の整備に努めるものとする。  

（業務の完了）  

第５条  甲は、広域輸送基地の運営等を終了した場合、乙に対し速やかにその旨を報告するも

のとする。  

２  甲は、広域輸送基地として使用した乙の施設について、原状に復し速やかに乙に引き渡す

ものとする。  

３  乙は、この協定による業務が完了した場合は、実施した業務内容及び実績について、あら

かじめ甲が定める様式により、速やかに甲に報告するものとする。  

（費用の負担）  

第６条  この協定に基づき、乙が業務の遂行に要した費用については、甲が負担するものとす

る。  

２  甲が負担する費用は、災害が発生する直前における適正な価格を基準として、甲乙協議の

上、決定するものとする。  
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（費用の請求及び支払い）  

第７条  乙は、業務完了後、前条に定める費用を甲に請求するものとする。  

２  甲は、前項の請求があった場合は、内容を精査確認し、請求の日から起算して 30 日以内に

費用を支払うものとする。ただし、予算措置を必要とする場合は、この限りではない。  

（事故等）  

第８条  乙は、この協定による業務の遂行に際し、事故等が発生した場合は、甲に対し速やか

にその状況を報告するものとする。  

（損害の負担）  

第９条  乙は、この協定による業務の遂行に際し、乙の責に帰する事由により業務に従事した

者又は第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責を負うものとする。  

（従事者の災害補償）  

第 10 条  甲は、この協定により業務に従事した者が、本業務において本人の責に帰さない事由

により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、災害時において応急措置の業

務に従事した者の損害補償に関する条例（昭和 38 年条例第 38 号）に定めるところに準じて

その損害を補償するものとする。  

（連絡責任）  

第 11 条  甲及び乙は、この協定に関する事項の伝達を円滑に行うため、連絡責任者及び連絡担

当者を定め、相互に担当者連絡票により報告するものとする。  

２  甲及び乙は、前項の内容に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。  

（情報交換）  

第 12 条  甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じ、情報の交換を

行うものとする。  

（有効期間）  

第 13 条  この協定の有効期間は、協定締結の日から令和７年３月 31 日までの間とする。ただ

し、期間満了日の３か月前までに、甲乙のいずれかの者が更新しない旨の意思表示をしない

限り、その効力は更に１年間継続するものとし、以降もこの例によるものとする。  

（平時の相互協力）  

第 14 条  甲及び乙は、相互に協力して、この協定に係る検討、協議、訓練を行うなど、この協

定に基づく業務の円滑な運営に努めるものとする。  

（協議）  

第 15 条  この協定の解釈に疑義を生じた場合、又はこの協定に定めのない事項については、そ

の都度甲乙協議の上、定めるものとする。  

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保有する。  

 

令和２年３月 23 日  

 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号  

甲   東京都  

代表者  東京都知事  小池  百合子  

 

東京都大田区羽田旭町 11－１  ３階  

乙   ヤマト運輸株式会社  

常務執行役員  東京支社長  大串  隆司  
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協定第39 災害時における広域輸送基地の運営等に関する協定書（佐川急便） 
 

東京都（以下「甲」という。）と佐川急便株式会社（以下「乙」という。）とは、地震その他

の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）において甲の開設

する広域輸送基地の運営等に関し、次のとおり協定を締結する。  

 

（趣旨）  

第１条  この協定は、災害時において、甲乙間の効果的な協力体制を迅速に構築することを目

的に、甲が乙に対して行う広域輸送基地の運営等の支援要請、その他甲乙間における協力事

項に関し定めるものとする。  

（広域輸送基地）  

第２条  甲は、災害時において、必要と認める場合に広域輸送基地を開設するものとする。  

２  広域輸送基地として開設する施設は、以下のとおりとする。  

（１）東京都多摩広域防災倉庫  

（２）災害時において、甲が広域輸送基地として設定する東京都内外の施設  

（３）災害時において、乙が提供し、甲が広域輸送基地として設定する東京都内外の施設  

（協力の内容）  

第３条  災害時において、甲が乙に対し、広域輸送基地の運営等に関する次の事項について、

協力を要請することができるものとし、乙は、甲の要請に基づき可能な限り要請に協力する

ものとする。  

（１）広域輸送基地への人員の派遣及び資機材の提供  

（２）物資の荷役及び保管  

（３）物資の入出庫及び在庫管理  

（４）車両の入出及び誘導管理  

（５）派遣人員の管理監督及び施設の保安管理  

（６）物資の受入・輸送等に関する関係機関等との調整  

（７）広域輸送基地として使用可能な施設の提供  

（８）物資の受入・輸送等に関する助言や調整等を行うことができる人員の東京都災害対策

本部への派遣  

（９）前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認めるもの  

２  甲が要請する事項、数量及び期間等の内容は、甲乙協議・調整の上、乙が協力可能な範囲

内で決定するものとする。  

（業務の実施体制）  

第４条  前条の規定による協力の要請は、あらかじめ甲が定める様式により、行うものとす

る。ただし、緊急を要する場合は、口頭で協力を要請し、その後速やかに様式を提出するも

のとする。  

２  乙は、前項の規定による協力の要請があった場合は、甲に対して速やかに協力するよう努

めるものとする。ただし、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りではな

い。  

３  甲は、第１項の規定による協力の要請を行った場合は、乙の行う業務が円滑に遂行される

よう、業務環境の整備に努めるものとする。  

（業務の完了）  

第５条  甲は、広域輸送基地の運営等を終了した場合、乙に対し速やかにその旨を報告するも

のとする。  

２  甲は、広域輸送基地として使用した乙の施設について、原状に復し速やかに乙に引き渡す

ものとする。  

３  乙は、この協定による業務が完了した場合は、実施した業務内容及び実績について、あら

かじめ甲が定める様式により、速やかに甲に報告するものとする。  

（費用の負担）  

第６条  この協定に基づき、乙が業務の遂行に要した費用については、甲が負担するものとす

る。  

２  甲が負担する費用は、災害が発生する直前における適正な価格を基準として、甲乙協議の

上、決定するものとする。  

（費用の請求及び支払い）  
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第７条  乙は、業務完了後、前条に定める費用を甲に請求するものとする。  

２  甲は、前項の請求があった場合は、内容を精査確認し、請求の日から起算して 30 日以内に

費用を支払うものとする。ただし、予算措置を必要とする場合は、この限りではない。  

（事故等）  

第８条  乙は、この協定による業務の遂行に際し、事故等が発生した場合は、甲に対し速やか

にその状況を報告するものとする。  

（損害の負担）  

第９条  乙は、この協定による業務の遂行に際し、乙の責に帰する事由により業務に従事した

者又は第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責を負うものとする。  

（従事者の災害補償）  

第 10 条  甲は、この協定により業務に従事した者が、本業務において本人の責に帰さない事由

により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、災害時において応急措置の業

務に従事した者の損害補償に関する条例（昭和 38 年条例第 38 号）に定めるところに準じて

その損害を補償するものとする。  

（連絡責任）  

第 11 条  甲及び乙は、この協定に関する事項の伝達を円滑に行うため、連絡責任者及び連絡担

当者を定め、相互に担当者連絡票により報告するものとする。  

２  甲及び乙は、前項の内容に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。  

（情報交換）  

第 12 条  甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じ、情報の交換を

行うものとする。  

（有効期間）  

第 13 条  この協定の有効期間は、協定締結の日から令和７年３月 31 日までの間とする。ただ

し、期間満了日の３か月前までに、甲乙のいずれかの者が更新しない旨の意思表示をしない

限り、その効力は更に１年間継続するものとし、以降もこの例によるものとする。  

（平時の相互協力）  

第 14 条  甲及び乙は、相互に協力して、この協定に係る検討、協議、訓練を行うなど、この協

定に基づく業務の円滑な運営に努めるものとする。  

（協議）  

第 15 条  この協定の解釈に疑義を生じた場合、又はこの協定に定めのない事項については、そ

の都度甲乙協議の上、定めるものとする。  

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保有する。  

 

令和２年３月 23 日  

 

                   東京都新宿区西新宿二丁目８番１号  

甲   東京都  

代表者  東京都知事  小池  百合子  

 

                   東京都江東区東雲二丁目 13 番 32 号  

乙   佐川急便株式会社  関東支店  

                   支店長  本田  恵一  
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協定第40 災害時における広域輸送基地の運営等に関する協定書（西濃運輸） 
 

東京都（以下「甲」という。）と西濃運輸株式会社（以下「乙」という。）とは、地震その他

の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）において甲の開設

する広域輸送基地の運営等に関し、次のとおり協定を締結する。  

 

（趣旨）  

第１条  この協定は、災害時において、甲乙間の効果的な協力体制を迅速に構築することを目

的に、甲が乙に対して行う広域輸送基地の運営等の支援要請、その他甲乙間における協力事

項に関し定めるものとする。  

（広域輸送基地）  

第２条  甲は、災害時において、必要と認める場合に広域輸送基地を開設するものとする。  

２  広域輸送基地として開設する施設は、以下のとおりとする。  

（１）東京都多摩広域防災倉庫  

（２）災害時において、甲が広域輸送基地として設定する東京都内外の施設  

（３）災害時において、乙が提供し、甲が広域輸送基地として設定する東京都内外の施設  

（協力の内容）  

第３条  災害時において、甲が乙に対し、広域輸送基地の運営等に関する次の事項について、

協力を要請することができるものとし、乙は、甲の要請に基づき可能な限り要請に協力する

ものとする。  

（１）広域輸送基地への人員の派遣及び資機材の提供  

（２）物資の荷役及び保管  

（３）物資の入出庫及び在庫管理  

（４）車両の入出及び誘導管理  

（５）派遣人員の管理監督及び施設の保安管理  

（６）物資の受入・輸送等に関する関係機関等との調整  

（７）広域輸送基地として使用可能な施設の提供  

（８）物資の受入・輸送等に関する助言や調整等を行うことができる人員の東京都災害対策

本部への派遣  

（９）前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認めるもの  

２  甲が要請する事項、数量及び期間等の内容は、甲乙協議・調整の上、乙が協力可能な範囲

内で決定するものとする。  

（業務の実施体制）  

第４条  前条の規定による協力の要請は、あらかじめ甲が定める様式により、行うものとす

る。ただし、緊急を要する場合は、口頭で協力を要請し、その後速やかに様式を提出するも

のとする。  

２  乙は、前項の規定による協力の要請があった場合は、甲に対して速やかに協力するよう努

めるものとする。ただし、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りではな

い。  

３  甲は、第１項の規定による協力の要請を行った場合は、乙の行う業務が円滑に遂行される

よう、業務環境の整備に努めるものとする。  

（業務の完了）  

第５条  甲は、広域輸送基地の運営等を終了した場合、乙に対し速やかにその旨を報告するも

のとする。  

２  甲は、広域輸送基地として使用した乙の施設について、原状に復し速やかに乙に引き渡す

ものとする。  

３  乙は、この協定による業務が完了した場合は、実施した業務内容及び実績について、あら

かじめ甲が定める様式により、速やかに甲に報告するものとする。  

（費用の負担）  

第６条  この協定に基づき、乙が業務の遂行に要した費用については、甲が負担するものとす

る。  

２  甲が負担する費用は、災害が発生する直前における適正な価格を基準として、甲乙協議の

上、決定するものとする。  

（費用の請求及び支払い）  
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第７条  乙は、業務完了後、前条に定める費用を甲に請求するものとする。  

２  甲は、前項の請求があった場合は、内容を精査確認し、請求の日から起算して 30 日以内に

費用を支払うものとする。ただし、予算措置を必要とする場合は、この限りではない。  

（事故等）  

第８条  乙は、この協定による業務の遂行に際し、事故等が発生した場合は、甲に対し速やか

にその状況を報告するものとする。  

（損害の負担）  

第９条  乙は、この協定による業務の遂行に際し、乙の責に帰する事由により業務に従事した

者又は第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責を負うものとする。  

（従事者の災害補償）  

第 10 条  甲は、この協定により業務に従事した者が、本業務において本人の責に帰さない事由

により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、災害時において応急措置の業

務に従事した者の損害補償に関する条例（昭和 38 年条例第 38 号）に定めるところに準じて

その損害を補償するものとする。  

（連絡責任）  

第 11 条  甲及び乙は、この協定に関する事項の伝達を円滑に行うため、連絡責任者及び連絡担

当者を定め、相互に担当者連絡票により報告するものとする。  

２  甲及び乙は、前項の内容に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。  

（情報交換）  

第 12 条  甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じ、情報の交換を

行うものとする。  

（有効期間）  

第 13 条  この協定の有効期間は、協定締結の日から令和７年３月 31 日までの間とする。ただ

し、期間満了日の３か月前までに、甲乙のいずれかの者が更新しない旨の意思表示をしない

限り、その効力は更に１年間継続するものとし、以降もこの例によるものとする。  

（平時の相互協力）  

第 14 条  甲及び乙は、相互に協力して、この協定に係る検討、協議、訓練を行うなど、この協

定に基づく業務の円滑な運営に努めるものとする。  

（協議）  

第 15 条  この協定の解釈に疑義を生じた場合、又はこの協定に定めのない事項については、そ

の都度甲乙協議の上、定めるものとする。  

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保有する。  

 

令和２年３月 23 日  

 

                   東京都新宿区西新宿二丁目８番１号  

甲   東京都  

代表者  東京都知事  小池  百合子  

 

                   岐阜県大垣市田口町１番地  

乙   西濃運輸株式会社  

                   代表取締役社長  神谷  正博  
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協定第41 災害時における広域輸送基地の運営等に関する協定書（福山通運） 
 

東京都（以下「甲」という。）と福山通運株式会社東京支店（以下「乙」という。）とは、地

震その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）において

甲の開設する広域輸送基地の運営等に関し、次のとおり協定を締結する。  

 

（趣旨）  

第１条  この協定は、災害時において、甲乙間の効果的な協力体制を迅速に構築することを目

的に、甲が乙に対して行う広域輸送基地の運営等の支援要請、その他甲乙間における協力事

項に関し定めるものとする。  

（広域輸送基地）  

第２条  甲は、災害時において、必要と認める場合に広域輸送基地を開設するものとする。  

２  広域輸送基地として開設する施設は、以下のとおりとする。  

（１）東京都多摩広域防災倉庫  

（２）災害時において、甲が広域輸送基地として設定する東京都内外の施設  

（３）災害時において、乙が提供し、甲が広域輸送基地として設定する東京都内外の施設  

（協力の内容）  

第３条  災害時において、甲が乙に対し、広域輸送基地の運営等に関する次の事項について、

協力を要請することができるものとし、乙は、甲の要請に基づき可能な限り要請に協力する

ものとする。  

（１）広域輸送基地への人員の派遣及び資機材の提供  

（２）物資の荷役及び保管  

（３）物資の入出庫及び在庫管理  

（４）車両の入出及び誘導管理  

（５）派遣人員の管理監督及び施設の保安管理  

（６）物資の受入・輸送等に関する関係機関等との調整  

（７）広域輸送基地として使用可能な施設の提供  

（８）物資の受入・輸送等に関する助言や調整等を行うことができる人員の東京都災害対策

本部への派遣  

（９）前各号に掲げるもののほか、甲が必要と認めるもの  

２  甲が要請する事項、数量及び期間等の内容は、甲乙協議・調整の上、乙が協力可能な範囲

内で決定するものとする。  

（業務の実施体制）  

第４条  前条の規定による協力の要請は、あらかじめ甲が定める様式により、行うものとす

る。ただし、緊急を要する場合は、口頭で協力を要請し、その後速やかに様式を提出するも

のとする。  

２  乙は、前項の規定による協力の要請があった場合は、甲に対して速やかに協力するよう努

めるものとする。ただし、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りではな

い。  

３  甲は、第１項の規定による協力の要請を行った場合は、乙の行う業務が円滑に遂行される

よう、業務環境の整備に努めるものとする。  

（業務の完了）  

第５条  甲は、広域輸送基地の運営等を終了した場合、乙に対し速やかにその旨を報告するも

のとする。  

２  甲は、広域輸送基地として使用した乙の施設について、原状に復し速やかに乙に引き渡す

ものとする。  

３  乙は、この協定による業務が完了した場合は、実施した業務内容及び実績について、あら

かじめ甲が定める様式により、速やかに甲に報告するものとする。  

（費用の負担）  

第６条  この協定に基づき、乙が業務の遂行に要した費用については、甲が負担するものとす

る。  

２  甲が負担する費用は、災害が発生する直前における適正な価格を基準として、甲乙協議の

上、決定するものとする。  

（費用の請求及び支払い）  
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第７条  乙は、業務完了後、前条に定める費用を甲に請求するものとする。  

２  甲は、前項の請求があった場合は、内容を精査確認し、請求の日から起算して 30 日以内に

費用を支払うものとする。ただし、予算措置を必要とする場合は、この限りではない。  

（事故等）  

第８条  乙は、この協定による業務の遂行に際し、事故等が発生した場合は、甲に対し速やか

にその状況を報告するものとする。  

（損害の負担）  

第９条  乙は、この協定による業務の遂行に際し、乙の責に帰する事由により業務に従事した

者又は第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責を負うものとする。  

（従事者の災害補償）  

第 10 条  甲は、この協定により業務に従事した者が、本業務において本人の責に帰さない事由

により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、災害時において応急措置の業

務に従事した者の損害補償に関する条例（昭和 38 年条例第 38 号）に定めるところに準じて

その損害を補償するものとする。  

（連絡責任）  

第 11 条  甲及び乙は、この協定に関する事項の伝達を円滑に行うため、連絡責任者及び連絡担

当者を定め、相互に担当者連絡票により報告するものとする。  

２  甲及び乙は、前項の内容に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。  

（情報交換）  

第 12 条  甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じ、情報の交換を

行うものとする。  

（有効期間）  

第 13 条  この協定の有効期間は、協定締結の日から令和７年３月 31 日までの間とする。ただ

し、期間満了日の３か月前までに、甲乙のいずれかの者が更新しない旨の意思表示をしない

限り、その効力は更に１年間継続するものとし、以降もこの例によるものとする。  

（平時の相互協力）  

第 14 条  甲及び乙は、相互に協力して、この協定に係る検討、協議、訓練を行うなど、この協

定に基づく業務の円滑な運営に努めるものとする。  

（協議）  

第 15 条  この協定の解釈に疑義を生じた場合、又はこの協定に定めのない事項については、そ

の都度甲乙協議の上、定めるものとする。  

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保有する。  

 

令和２年３月 23 日  

 

                   東京都新宿区西新宿二丁目８番１号  

甲   東京都  

代表者  東京都知事  小池  百合子  

 

                   東京都江東区越中島三丁目６番 15 号  

乙   福山通運株式会社  東京支店  

                   支店長  野辺  康憲  
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協定第42 災害時における広域輸送基地からの物資輸送等に関する協定書（都総務局） 
 

東京都（以下「甲」という。）と一般社団法人東京都トラック協会（以下「乙」という。）と

は、地震その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）に

おいて甲の開設する広域輸送基地からの物資輸送等に関し、次のとおり協定を締結する。  

 

（趣旨）  

第１条  この協定は、災害時において、甲乙間の効果的な協力体制を迅速に構築することを目

的に、甲が乙に対して行う広域輸送基地からの物資輸送等の支援要請、その他甲乙間におけ

る協力事項に関し定めるものとする。  

（広域輸送基地）  

第２条  甲は、災害時において、必要と認める場合に広域輸送基地を開設するものとする。  

２  広域輸送基地として開設する施設は、以下のとおりとする。  

（１）東京都多摩広域防災倉庫  

（２）災害時において、甲が広域輸送基地として設定する東京都内外の施設  

（協力の内容）  

第３条  災害時において、甲が乙に対し、次の事項について、協力を要請することができるも

のとし、乙は、甲の要請に基づき可能な限り要請に協力するものとする。  

（１）甲が開設する広域輸送基地から、甲が指定する場所への物資輸送  

（２）その他甲が必要とする業務  

２  甲が要請する輸送品目、数量及び搬送期日等の内容は、甲乙協議・調整の上、乙が協力可

能な範囲内で決定するものとする。  

（業務の実施体制）  

第４条  前条の規定による協力の要請等は、災害対策用貨物自動車供給契約書に準じて定める

様式により、行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭で協力を要請し、その後

速やかに様式を提出するものとする。  

２  乙は、前項の規定による協力の要請があった場合は、甲に対して速やかに協力するよう努

めるものとする。ただし、乙が被災等により協力が困難と判断した場合は、この限りではな

い。  

（業務の完了）  

第５条  乙は、この協定による業務が完了した場合は、実施した業務内容及び実績について、

災害対策用貨物自動車供給契約書に準じて定める様式により、速やかに甲に報告するものと

する。  

（費用の負担）  

第６条  この協定に基づき、乙が業務の遂行に要した費用については、甲が負担するものとす

る。  

２  甲が負担する費用のうち、運賃等については、災害対策用貨物自動車供給契約書に準ずる

ものとする。その他業務については、災害が発生する直前における適正な価格を基準とし

て、甲乙協議の上、決定するものとする。  

（費用の請求及び支払い）  

第７条  乙は、業務完了後、災害対策用貨物自動車供給契約書に準ずる方法により、前条に定

める費用を甲に請求するものとする。  

２  甲は、前項の請求があった場合は、内容を精査確認し、請求の日から起算して 30 日以内に

費用を支払うものとする。ただし、予算措置を必要とする場合は、この限りではない。  

（事故等）  

第８条  乙は、この協定による業務の遂行に際し、事故等が発生した場合は、甲に対し速やか

にその状況を報告するものとする。  

（損害の負担）  

第９条  乙は、この協定による業務の遂行に際し、乙の責に帰する事由により業務に従事した

者又は第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責を負うものとする。  

（従事者の災害補償）  

第 10 条  甲は、この協定により業務に従事した者が、本業務において本人の責に帰さない事由

により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、災害時において応急措置の業
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務に従事した者の損害補償に関する条例（昭和 38 年条例第 38 号）に定めるところに準じて

その損害を補償するものとする。  

（連絡責任）  

第 11 条  甲及び乙は、この協定に関する事項の伝達を円滑に行うため、連絡責任者及び連絡担

当者を定め、相互に担当者連絡票により報告するものとする。  

２  甲及び乙は、前項の内容に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。  

（情報交換）  

第 12 条  甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じ、情報の交換を

行うものとする。  

（有効期間）  

第 13 条  この協定の有効期間は、協定締結の日から令和７年３月 31 日までの間とする。ただ

し、期間満了日の３か月前までに、甲乙のいずれかの者が更新しない旨の意思表示をしない

限り、その効力は更に１年間継続するものとし、以降もこの例によるものとする。  

（協議等）  

第 14 条  この協定の解釈に疑義を生じた場合、又はこの協定に定めのない事項については、そ

の都度甲乙協議の上、定めるものとする。  

２  甲及び乙は、相互に協力して、この協定に係る検討、協議、訓練を行うなど、この協定に

基づく業務の円滑な運営に努めるものとする。  

 

 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保有する。  

 

令和２年３月 23 日  

 

                   東京都新宿区西新宿二丁目８番１号  

甲   東京都  

代表者  東京都知事  小池  百合子  

 

                   東京都新宿区四谷三丁目１番８号  

乙   一般社団法人東京都トラック協会  

                   会長  浅井  隆 
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協定第43 災害時における物資の輸送・荷役等に関する協定（都総務局） 
 

 東京都（以下「甲」という。）と一般社団法人 AZ-COM丸和・支援ネットワーク（以下「乙」という。）は、災害時

における物資の輸送・荷役等に関し、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 本協定は、地震等による大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生するおそれがある場合

において、甲から乙に対して行う物資の輸送や荷役作業等の要請に関し、その手続等について定め、もって、災害

応急対策及び災害復旧対策を円滑に実施することを目的とする。 

 （支援協力の要請） 

第２条 甲は、前条に規定する災害応急対策及び災害復旧対策の円滑な実施のため、物資の輸送や荷役作業等が必要

であると認めるときは、乙に対して支援の協力を要請することができる。 

 （支援協力の実施） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受け、これを受諾したときは、物資の輸送や荷役作業等について速やかに対応す

るよう努めるものとする。 

２ 前項の規定において、甲は、乙の会員運送事業者と取引先、委託先、加盟店等の関係者との契約上の制限又は業

務上の制約等により乙の会員運送事業者の協力が困難な場合があることを考慮するものとする。 

３ 甲は、乙及び乙の会員運送事業者による物資の輸送や荷役作業等が円滑に行われるよう、輸送ルートの被災状況

等に係る情報の提供、支援物資の搬送車両の円滑な通行に関する支援、輸送のための燃料の確保その他の必要な支

援に努めるものとする。 

 （支援協力の範囲） 

第４条 甲が乙に協力を要請する業務は、次のとおりとする。 

（１）物資等の輸送力の提供 

（２）荷役作業 

（３）物資の供給 

（４）物資拠点の提供及び運営 

２ 乙は、第１項の業務を円滑に実施するため、物資の輸送・荷役等に関する専門的な知識を有する者（以下「連絡

調整員」という。）を派遣する。 

 （要請の方法） 

第５条 甲は、支援の協力を要請するときは、要請内容（物資の品目、物資の数量、調達車両台数、配車場所、輸送

場所、荷役作業場所、荷役作業量、物資拠点の提供及び運営、連絡調整員の派遣場所等）を決定して、あらかじめ

甲が定める要請様式により、乙に要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、第 11条の規定により指定

した甲の連絡責任者が口頭で乙の連絡責任者に要請を行い、事後に要請様式を提出するものとする。 

２ 乙は、甲から前項の要請を受け、受託したときは、速やかに対応するものとする。 

 （物資の引渡し） 

第６条 甲は、甲の指定する物資の配達場所に原則として甲の職員を派遣して、物資を確認の上、乙の会員運送事業

者から当該物資の引渡しを受けるものとする。 

 （業務報告） 

第７条 乙は、業務終了後、あらかじめ甲が定める様式により、速やかに甲に業務内容を報告する。 

 （情報の共有） 

第８条 甲及び乙は、本協定に基づく業務の実施に当たり必要な情報を相互に提供し、共有するよう努める。 

 （費用の負担） 

第９条 この協定に基づき、乙が業務の遂行に要した経費については、甲が負担する。 

２ 甲が負担する経費は、災害直前における適正な価格を基準とする。 

（請求及び支払） 

第 10条 乙は、業務終了後、前条に定める経費を甲に請求する。 

２ 甲は、請求を受けてから、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24年法律第 256号）等に基づき、遅

滞なく、乙に支払うものとする。 

（連絡責任者） 

第 11条 甲及び乙は、本協定に基づく要請等に関する連絡責任者を指定して互いに通知する。なお、連絡責任者に変

更があった場合には相手方に対し直ちに通知する。 

 （改正） 

第 12条 本協定の改正は、甲乙協議の上、書面をもって行うものとする。 

 （協議） 
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第 13条 本協定の解釈に疑義を生じた場合及び本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議の上、決

定するものとする。 

２ 甲及び乙は、相互に協力して、本協定に係る検討、協議、訓練を行うなど、本協定に基づく業務の円滑な運用に

努める。 

（有効期間） 

第 14条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和２年３月 31日までとする。ただし、期間満了日の３か月前

までに、甲乙のいずれかの者が相手方に対し、更新しない旨の意思表示をしない限り、その効力は更に１年間継続

するものとし、以降もこの例による。 

 

本協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各自１通を保管する。 

 

 

令和元年 10月 31日 

 

 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

甲 東京都 

代表者 東京都知事 小池 百合子 

 

 

 

東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 

乙 一般社団法人 AZ-COM丸和・支援ネットワーク 

代表者 理事長  和佐見 勝 
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協定第44 災害時等における無人航空機を活用した物資の輸送等に関する協定書（ＫＤＤＩ） 
 
東京都（以下「甲」という。）とＫＤＤＩ株式会社（以下「乙」という。）とは、地震その他の災害が発生し、又は発

生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）において無人航空機（航空法（昭和 27 年法律第 231 号）第２条

第 22項に規定する無人航空機をいう。以下同じ。）を活用した物資の輸送等に関し、次のとおり協定を締結する。  

（趣旨）  

第１条 この協定は、災害時において、甲乙間の効果的な協力体制を迅速に構築することを目的に、甲が乙に対して

行う無人航空機を活用した物資の輸送等の協力の要請、その他甲乙間における協力事項に関し定めるものとする。 

（協力の内容）  

第２条 災害時において、甲が乙に対し、無人航空機を活用した物資の輸送等に関する次の事項について、協力を要

請することができるものとし、乙は、甲の要請に基づき可能な限り要請に協力するものとする。 

（１） 甲が指定する場所への物資の輸送可否を判断するための被災状況の把握  

（２） 甲が指定する場所への物資の輸送 

（３） 前各号に掲げるもののほか、甲が無人航空機を活用した物資の輸送等に関し必要と認める業務  

２ 乙は、甲の承諾を得た上で、本協定に基づく協力業務の全部又は一部を乙以外の第三者に従事させることができ

るものとする。 

（協力の要請方法）  

第３条 前条の規定による協力の要請は、あらかじめ甲が定める様式により、行うものとする。ただし、緊急を要する

場合は、口頭で協力を要請し、その後速やかに様式を提出するものとする。 

２ 乙は、前項の規定による協力の要請があった場合は、甲に対して速やかに協力するよう努めるものとする。ただ

し、乙が被災等した場合は、甲乙協議・調整の上、可能な範囲で協力するものとする。 

３ 甲は、第１項の規定による協力の要請を行った場合は、乙の行う業務が円滑に遂行されるよう、業務環境の整備

に努めるものとする。 

４ 乙は、第１項の規定による協力の要請を受託したときは、甲に連絡体制、人員の確保の状況、機体の状況、天候等

を速やかに報告するものとする。 

（物資の引渡し） 

第４条 甲は、甲の指定する場所に原則として甲の職員を派遣して、物資を確認の上、乙から当該物資の引渡しを受

けるものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、引渡し先の自治体職員が物資を受領する。 

 （業務の完了） 

第５条 甲は、無人航空機を活用した物資の輸送等を終了した場合は、乙に対して速やかにその旨を報告するものと

する。 

２ 乙は、この協定による業務が完了した場合、実施した業務内容及び実績について、あらかじめ甲が定める様式に

より、速やかに甲に報告するものとする。 

（費用の負担）  

第６条 この協定に基づき、乙が業務の遂行に要した費用については、甲が負担するものとする。  

２ 甲が負担する費用は、災害が発生する直前における適正な価格を基準として、甲乙協議の上、定めるものとする。 

（費用の請求及び支払い）  

第７条 乙は、業務完了後、前条に定める費用を甲に請求するものとする。  

２ 甲は、前項の請求があった場合は、内容を精査確認し、請求の日から起算して 30日以内に費用を支払うものとす

る。ただし、予算措置を必要とする場合は、この限りではない。 

（事故の報告）  

第８条 乙は、この協定による業務の遂行に際し、事故等が発生した場合は、甲に対し速やかにその状況を報告する

ものとする。  

（損害の負担）  

第９条 乙は、この協定による業務の遂行に際し、乙の責に帰する事由により業務に従事した者又は第三者に損害を

与えた場合は、その賠償の責を負うものとする。  

（従事者の災害補償）  

第 10条 本協定に基づく業務に従事した者が、当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかか

り、又は障害の状態となったことにより損害が生じた場合は、その損害の補償について、甲及び乙は誠意をもって

協議の上、取り決める。 

（連絡責任）  

第 11条 甲及び乙は、この協定に関する事項の伝達を円滑に行なうため、連絡責任者及び連絡担当者を定め、相互に

担当者連絡票により報告するものとする。  

２ 甲及び乙は、前項の内容に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するのとする。 



- 542 - 
 

（情報交換）  

第 12条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じ、情報の交換を行うものとする。 

（有効期間）  

第 13 条 この協定書の有効期間は、締結の日から令和９年３月 31 日までとする。ただし、期間満了の３か月前まで

に、甲乙のいずれかの者が更新しない旨の意思表示をしない限り、その効力は更に１年間継続するものとし、以降

もこの例によるものとする。  

（平時の相互協力）  

第 14条 甲及び乙は、相互に協力して、この協定に係る検討、協議、訓練を行うなど、この協定に基づく業務が円滑

に遂行されるように努めるものとする。 

（協議）  

第 15 条 この協定書の解釈に疑義を生じた場合、又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議の

上、定めるものとする。  

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保有する。  

 

令和４年３月 31日  

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

甲   東京都  

代表者 東京都知事 小池 百合子 

 

東京都千代田区飯田橋三丁目 10番 10号 

ガーデンエアタワー 

乙   ＫＤＤＩ株式会社  

代表取締役社長  髙橋 誠 
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協定第45 災害時等における無人航空機を活用した物資の輸送等に関する協定書（ソフトバン
ク） 
 

東京都（以下「甲」という。）とソフトバンク株式会社（以下「乙」という。）とは、地震その他の災害が発生し、又

は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）において無人航空機（航空法（昭和 27 年法律第 231 号）第

２条第 22項に規定する無人航空機をいう。以下同じ。）を活用した物資の輸送等に関し、次のとおり協定を締結する。  

 

（趣旨）  

第１条 この協定は、災害時において、甲乙間の効果的な協力体制を迅速に構築することを目的に、甲が乙に対して

行う無人航空機を活用した物資の輸送等の協力の要請、その他甲乙間における協力事項に関し定めるものとする。 

（協力の内容）  

第２条 災害時において、甲が乙に対し、無人航空機を活用した物資の輸送等に関する次の事項について、協力を要

請することができるものとし、乙は、甲の要請に基づき可能な限り要請に協力するものとする。 

（１） 甲が指定する場所への物資の輸送可否を判断するための被災状況の把握  

（２） 甲が指定する場所への物資の輸送 

（３） 前各号に掲げるもののほか、甲が無人航空機を活用した物資の輸送等に関し必要と認める業務  

２ 乙は、甲の承諾を得た上で、本協定に基づく協力業務の全部又は一部を乙以外の第三者に従事させることができ

るものとする。 

（協力の要請方法）  

第３条 前条の規定による協力の要請は、あらかじめ甲が定める様式により、行うものとする。ただし、緊急を要する

場合は、口頭で協力を要請し、その後速やかに様式を提出するものとする。 

２ 乙は、前項の規定による協力の要請があった場合は、甲に対して速やかに協力するよう努めるものとする。ただ

し、乙が被災等した場合は、甲乙協議・調整の上、可能な範囲で協力するものとする。 

３ 甲は、第１項の規定による協力の要請を行った場合は、乙の行う業務が円滑に遂行されるよう、業務環境の整備

に努めるものとする。 

４ 乙は、第１項の規定による協力の要請を受託したときは、甲に連絡体制、人員の確保の状況、機体の状況、天候等

を速やかに報告するものとする。 

（物資の引渡し） 

第４条 甲は、甲の指定する場所に原則として甲の職員を派遣して、物資を確認の上、乙から当該物資の引渡しを受

けるものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、引渡し先の自治体職員が物資を受領する。 

（業務の完了） 

第５条 甲は、無人航空機を活用した物資の輸送等を終了した場合は、乙に対して速やかにその旨を報告するものと

する。 

２ 乙は、この協定による業務が完了した場合、実施した業務内容及び実績について、あらかじめ甲が定める様式に

より、速やかに甲に報告するものとする。 

（費用の負担）  

第６条 この協定に基づき、乙が業務の遂行に要した費用については、甲が負担するものとする。  

２ 甲が負担する費用は、災害が発生する直前における適正な価格を基準として、甲乙協議の上、定めるものとする。 

（費用の請求及び支払い）  

第７条 乙は、業務完了後、前条に定める費用を甲に請求するものとする。  

２ 甲は、前項の請求があった場合は、内容を精査確認し、請求の日から起算して 30日以内に費用を支払うものとす

る。ただし、予算措置を必要とする場合は、この限りではない。 

（事故の報告）  

第８条 乙は、この協定による業務の遂行に際し、事故等が発生した場合は、甲に対し速やかにその状況を報告する

ものとする。  

（損害の負担）  

第９条 乙は、この協定による業務の遂行に際し、乙の責に帰する事由により業務に従事した者又は第三者に損害を

与えた場合は、その賠償の責を負うものとする。  

（従事者の災害補償）  

第 10条 本協定に基づく業務に従事した者が、当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかか

り、又は障害の状態となったことにより損害が生じた場合は、その損害の補償について、甲及び乙は誠意をもって

協議の上、取り決める。 

（連絡責任）  

第 11条 甲及び乙は、この協定に関する事項の伝達を円滑に行なうため、連絡責任者及び連絡担当者を定め、相互に
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担当者連絡票により報告するものとする。  

２ 甲及び乙は、前項の内容に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するのとする。 

（情報交換）  

第 12条 甲及び乙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じ、情報の交換を行うものとする。 

（有効期間）  

第 13 条 この協定書の有効期間は、締結の日から令和９年３月 31 日までとする。ただし、期間満了の３か月前まで

に、甲乙のいずれかの者が更新しない旨の意思表示をしない限り、その効力は更に１年間継続するものとし、以降

もこの例によるものとする。  

（平時の相互協力）  

第 14条 甲及び乙は、相互に協力して、この協定に係る検討、協議、訓練を行うなど、この協定に基づく業務が円滑

に遂行されるように努めるものとする。 

（協議）  

第 15 条 この協定書の解釈に疑義を生じた場合、又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議の

上、定めるものとする。  

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保有する。  

 

令和４年３月 31日  

 

   東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

甲  東京都  

代表者 東京都知事 小池 百合子 

 

 

   東京都港区海岸一丁目７番１号 

乙  ソフトバンク株式会社  

代表取締役社長執行役員兼ＣＥＯ 宮川 潤一 
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協定第46 災害時等における緊急支援物資の保管及び荷役等に関する協定（都総務局） 
 

東京都（以下「甲」という。）と東京倉庫協会（以下「乙」という。）とは、東京都内に地震、風水害等の災害が発

生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時等」という。）における緊急支援物資の保管及び荷役等に関し

て、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 本協定は、災害時等において甲から乙に対して行う緊急支援物資の保管及び荷役等の要請に関して、必要な

事項を定める。 

（緊急支援物資の保管及び荷役に関する要請） 

第２条 甲は、緊急支援物資の保管及び荷役が必要な場合は、乙に対し、緊急支援物資の品目、数量その他の必要な

事項を明示の上、その旨を要請する。 

２ 甲は、乙が事故その他の理由により連絡できない場合には、直接、本協定に基づく業務に協力する乙の会員事業

者に要請の連絡をすることができる。 

３ 前項の要請の連絡を円滑に実施するため、乙は、同項に規定する乙の会員事業者の同意を得た上で、当該乙の会

員事業者の連絡先等を、あらかじめ甲に提供する。 

（物流専門家の派遣に関する要請） 

第３条 甲は、緊急支援物資の保管及び荷役に当たり、物流に関する専門的な支援が必要と認める場合は、乙に対

し、物流に関する専門的な知識を有する者（以下「物流専門家」という。）の派遣を要請することができる。 

（要請に対する回答等） 

第４条 乙は、第２条第１項の要請があった場合は、最大限協力するものとし、乙の会員事業者と協議の上、甲に対

し、受入れに関し必要な事項を回答する。 

２ 甲は、前項の回答に基づき、発注内容及び発注する乙の会員事業者（以下「発注先会員事業者」という。）を決

定し、発注先会員事業者に発注するとともに、乙に対し発注状況を情報提供する。 

３ 乙は、前項に規定する情報提供を受けた場合は、その内容を発注先会員事業者以外の乙の会員事業者に対し、伝

達する。 

４ 乙は、前条の要請があった場合は、乙の会員事業者と協議の上、甲に対して、物流専門家を派遣する。 

（要請及び回答の方法） 

第５条 第２条から前条までの要請及び回答は、書面により行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、書面によって要請又は回答を行う時間的余裕がない場合は、口頭によりこれを行うこ

とができる。ただし、口頭による要請又は回答を行った場合は、当該要請又は回答について書面を作成し提出す

る。 

（情報提供） 

第６条 甲と乙とは、本協定に基づく業務の実施に当たり必要な情報を相互に提供し、共有するよう努める。 

（費用負担） 

第７条 緊急支援物資の保管及び荷役並びに物流専門家の派遣に要する費用は、甲が負担する。 

２ 緊急支援物資の保管及び荷役に係る費用は、地震、風水害等の災害が発生する直前の発注先会員事業者における

価格を基準として算定する。 

３ 第１項の費用の具体的な内容、請求及び支払方法等詳細については、甲と発注先会員事業者とが協議の上、別途

定める。 

（事故等） 

第８条 本協定に基づく業務開始後において、事故等の発生に伴い緊急支援物資が破損する等により使用不可能とな

った場合は、乙は甲に対しその状況を報告する。 

２ 事故等の発生により、本協定に基づく業務の継続が困難な事由が発生した場合は、甲乙協議の上、対応を定め

る。 

（災害補償） 

第９条 本協定に基づく業務に従事した者が、当該業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかか

り、又は障害の状態となったことにより損害が生じた場合は、その損害の補償について、甲及び乙は誠意をもって

協議の上、取り決める。 

（関係機関との連絡） 

第 10条 本協定に基づく業務に係る関係機関との連絡調整は、原則として甲が行う。 

（担当部署及び連絡責任者） 

第 11条 甲と乙とは、本協定に基づく業務に関する担当部署を定め、連絡責任者を選任するとともに、相互に通知

する。連絡責任者に変更があった場合も同様とする。 
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（協定実施に関する手続等） 

第 12条 本協定の実施に関する手続その他の必要な事項は、甲乙協議の上、別途定める。 

（協議等） 

第 13条 本協定の解釈に疑義が生じた場合、又は本協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議の上、定

める。 

２ 甲及び乙は、相互に協力して、本協定に係る検討、協議、訓練を行うなど、本協定に基づく業務の円滑な運用に

努める。 

（有効期間） 

第 14条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成 26年３月 31日までの間とする。ただし、期間満了日の３か

月前までに、甲乙のいずれかの者が更新しない旨の意思表示をしない限り、その効力は更に１年間継続するものと

し、以降もこの例による。 

 

 

 平成 25年５月 24日 

 

 

 

甲 東京都 

東京都知事 猪 瀬 直 樹 

 

 

乙 東京倉庫協会 

 会 長   田 中  稔 
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協定第47 災害時における支援協力に関する協定（都総務局） 
 
 東京都（以下「甲」という。）と株式会社立飛リアルエステート（以下「乙」という。）は、災害時における支援協

力に関し、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、地震や台風等による大規模な災害（以下「災害」という。）が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合において、甲から乙に対して行う支援協力の要請に関し、その範囲、手続等について定め、もって、災害応

急対策及び災害復旧対策を円滑に実施することを目的とする。 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害応急対策及び災害復旧対策の円滑な実施のため、乙による支援協力が必要であると認めるとき

は、乙に対して第４条に定める支援協力を要請することができる。 

また、本協定に定める支援協力の具体的な実施を、乙は、乙のグループ会社に当たらせることができることにつ

いて甲はあらかじめ承諾する。 

（支援協力の実施） 

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、乙又は乙のグループ会社が所有し、提供可能な場所の選定につい

て、速やかに対応するよう努めるものとする。 

２ 前項の規定において、甲は、乙又は乙のグループ会社の取引先等の関係者との契約上の制限又は業務上の制約等

により乙の協力が困難な場合があることを考慮するものとする。 

３ 甲は、乙による支援協力が円滑に行われるよう、被災状況などの情報の提供等必要な支援に努めるものとする。 

（支援協力の範囲） 

第４条 甲が乙に協力を要請するものは次のとおりとする。 

（１）物資搬送車両の待機場所の提供 

（２）物資を扱う物流拠点として活用可能な場所又は倉庫等の提供 

（３）その他甲が必要とする協力 

（支援協力の要請方法） 

第５条 甲は、前条の協力を要請するときは、書面をもって乙に要請するものとする。ただし、緊急を要するとき

は、第 12条の規定により指定した甲の連絡責任者が口頭で乙の連絡責任者に要請を行い、事後に書面を提出する

ものとする。 

２ 乙は、甲から前項の要請を受け、支援協力を行うことを受託したときは、速やかに対応するものとする。 

３ 乙は、乙又は乙のグループ会社が所有する施設が罹災した場合、又は第３条第２項の事由により第１項の要請に

応じることができないと乙が判断したときは、これを受託しないことができる。 

（提供場所の引渡し） 

第６条 甲は、乙から提供された場所等の使用が終了した時は、その旨を乙に対して通知するとともに、原状に復し

速やかに乙に引き渡すものとする。 

（情報の共有） 

第７条 甲及び乙は、本協定に基づく協力の実施に当たり必要な情報を相互に提供し、共有するよう努める。 

（費用の負担） 

第８条 本協定に基づき、乙が支援協力に要した経費（提供場所の合理的な使用料、その他提供した物資、役務等の

合理的な対価等の乙又は乙のグループ会社に生じた負担等を含む。以下同じ。）は、甲が負担する。 

２ 前項に定める甲が負担する経費は、災害が発生する直前の適正な価格を基準として、甲及び乙が誠実に協議して

定めるものとする。 

（事故等） 

第９条 甲及び乙は、本協定による協力の遂行又は提供場所の使用等に際し、事故等が発生したことを知った場合

は、相手方に対し速やかにその状況を報告するものとする。 

２ 事故等により、本協定に基づく協力の継続が困難になった事由が発生した場合は、甲乙協議の上、対応を定め

る。 

なお、乙は、第５条第１項の要請に応じた場合であっても、第３条第２項の事由その後の事情の変更又は事故等に

より本協定に基づく協力が困難になったと判断したときは、本項の規定にかかわらず、協力の全部又は一部を終了す

ることができるものとする。 

（災害補償） 

第 10条 本協定に基づく協力に従事した者が、甲の責に帰する事由により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかか

り、又は障害の状態となったことにより損害が生じた場合は、甲は、その損害を補償するものとする。ただし、甲



- 548 - 
 

の責に帰すべき事由以外の事由によるものが生じた場合には、甲及び乙は誠意をもって協議の上、取り決めるもの

とする。 

２ 乙又は乙のグループ会社が本協定に基づく協力の実施によって提供した土地、建物その他の工作物等を原因とし

て、業務従事者（甲が他の協定に基づき協力要請をした場合の相手方に限る。）に損害が発生した場合は、当該業

務従事者と甲の間の協定に基づき甲が対応をするものとし、また、甲、業務従事者以外の第三者に損害が発生した

場合は、甲及び乙は誠意をもって協議の上、甲及び乙の負担を取り決めるものとする。 

（請求及び支払） 

第 11条 乙は、支援協力の終了後、第８条に定める経費を甲に請求する。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、請求の日から起算して 30日以内に支払う。 

（連絡責任者） 

第 12条 甲及び乙は、本協定に基づく要請等に関する連絡責任者を指定して互いに通知する。なお、連絡責任者に

変更があった場合には相手方に対し直ちに通知する。 

（改正） 

第 13条 本協定の改正は、甲乙協議の上、書面をもって行うものとする。 

（協議） 

第 14条 本協定の解釈に疑義を生じた場合及び本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議の上、決

定するものとする。 

（有効期間） 

第 15条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和５年３月 31日までとする。ただし、期間満了日の３か月前

までに、甲乙のいずれかが相手方に対し、更新しない旨の意思表示をしない限り、その効力は更に１年間継続する

ものとし、以降もこの例による。 

 

本協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各自１通を保管する。 

 

 

令和４年２月７日 

 

 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

甲 東京都 

代表者 東京都知事 小池 百合子 

 

 

 

 

東京都立川市栄町六丁目１番地 

乙 株式会社立飛リアルエステート 

代表取締役社長   村山 正道 
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協定第48 災害時における施設使用等に関する協定（都総務局） 
 
 東京都（以下「甲」という。）と日本自動車ターミナル株式会社（以下「乙」という。）は、東京都内に地震、風水

害その他の災害が発生した場合（以下「災害時」という。）における施設使用等について、次のとおり協定を締結す

る。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画に基づき、災害時において、緊急物資を受け入れ、区市町村の輸送拠点等

へ輸送するための積換えを行う場所（以下「広域輸送基地」という。）として、甲の協力要請に基づき、乙の協力

を得て、乙の施設を使用する場合において必要な事項を定めることを目的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲が乙に協力を要請する業務は、次のとおりとする。 

（１）広域輸送基地の運営に必要な場所の提供 

（２）乙の施設及び施設周辺の被災状況の把握と情報提供 

（３）広域輸送基地災害対策本部への人員の派遣 

（４）広域輸送基地の運営に必要な什器、消耗品等の提供 

（５）その他甲が必要とする業務 

２ 乙は、前項の要請を受けた場合は、最大限協力する。 

３ 甲は、乙が前項の協力を行うために必要がある場合は、広域輸送基地としての機能確保のために必要な支援に努

める。 

（広域輸送基地） 

第３条 甲が広域輸送基地として使用できる乙の施設は、次のとおりとする。 

（１）名称  京浜トラックターミナル 

   所在地 東京都大田区平和島二丁目１番１号 

（２）名称  板橋トラックターミナル 

   所在地 東京都板橋区高島平六丁目１番１号 

（３）名称  足立トラックターミナル 

   所在地 東京都足立区入谷六丁目１番１号 

（４）名称  西トラックターミナル 

   所在地 東京都江戸川区臨海町四丁目３番１号 

（広域輸送基地の開設） 

第４条 甲は、第２条第１項第２号により乙に情報提供を要請し、乙からの情報提供に基づき、前条の施設について

広域輸送基地として開設する。その際、甲は乙に対して、開設する旨の連絡を行う。 

（広域輸送基地の運営の終了） 

第５条 甲は、広域輸送基地の運営を終了した場合、その旨を乙に対して連絡するとともに、乙の施設を現状に復し

速やかに乙に引き渡す。 

（費用負担） 

第６条 この協定に基づき、乙が業務の遂行に要した経費については、甲が負担する。 

２ 甲が負担する経費は、災害直前における適正な価格を基準として甲乙協議の上決定する。  

（費用の請求及び支払） 

第７条 乙は、業務終了後、前条に定める経費を甲に請求する。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、内容を精査確認し、請求の日から起算して30日以内に費用を支払う。ただ

し、予算措置を必要とする場合は、その措置が講じられた後速やかに支払う。 

（細目） 

第８条  この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。 

（協議） 

第９条 前条に定めるもののほか、この協定の解釈に疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項について

は、甲乙協議して定める。 
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この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保有する。 

 

 

 

平成 24年 10月 31日 

 

  東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

甲 東京都 

  代表者 東京都知事 石原 慎太郎 

 

 

 

  東京都千代田区平河町二丁目７番９号 

乙 日本自動車ターミナル株式会社  

  代表者 代表取締役社長 村山 寛司 
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協定第49 東京都生活協同組合連合会との協定（都生活文化局） 
 
「災害時における応急生活物資供給等に関する基本協定」 

  東京都（以下「甲」という。）と東京都生活協同組合連合会（以下「乙」という。）は、東京都内に地震、風水害その他の

災害が発生し、又は発生のおそれがある場合（以下「災害時」という。）において、甲と乙が相互に協力して円滑な救援、

支援活動を行い、都民生活の早期安定を図るため、この協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時において、応急生活物資の調達と安定供給、医療・保健活動、ボランティア活動、生活情報の

収集・提供等の救援活動を円滑に行い、もって被災者等の生活の早期安定に寄与することを目的とする。 

（応急生活物資の調達と安定供給） 

第２条 災害時に必要な応急生活物資の調達と安定供給を行うため、甲は乙に対して情報の提供と必要な要請を行い、乙は

それを受けて、乙に加盟する各生活協同組合（以下「会員生協」という。）に対し、必要な指導・要請を行うものとす

る。 

２ 甲は、会員生協が、区市町村と災害時の応急生活物資の調達及び安定供給に関する協定を締結する場合に必要な協力を

行い、乙は会員生協に対して、同協定の締結を促進する指導・要請を行うものとする。 

３ 甲が乙に対し要請する応急生活物資についての細目は、別途定めるものとする。 

（医療・保健活動への支援） 

第３条 災害時の救急医療活動その他の医療・保健活動を円滑に行うため、乙は、甲が東京都医師会と締結した「災害時の

医療救護活動についての協定書」に沿って協力するものとする。 

（ボランティア活動の推進） 

第４条 乙は、災害時において、会員生協組合員のボランティア活動を積極的に推進し、甲の行う応急対策事業に協力する

ものとする。 

（情報の収集・提供） 

第５条 甲と乙は、災害時において物価の高騰等の防止を図るため、協力して都民に対し、迅速かつ的確な情報の提供に努

めるものとする。 

（防災意識の向上） 

第６条 乙は、会員生協の活動を通じて、日常的に会員生協組合員の防災意識の向上に務め、甲は乙に対して必要な協力を

行うものとする。 

（その他必要な支援） 

第７条 この協定に定める事項のほか、被災者に対する支援が必要な場合は、甲と乙が協議の上、決定するものとする。 

（広域的な支援体制の整備） 

第８条 乙は、東京都以外を事業区域とする他の生活協同組合や日本生活協同組合連合会との間の連携を強化し、生活協同

組合間相互支援協定の締結等、広域的な支援が受けられる体制の整備に努めるものとする。 

（協定事項の発効） 

第９条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときを

もって発効するものとする。 

（連絡協議会の設置） 

第10条 甲及び乙は、この協定を円滑に推進するために連絡協議会を設置する。 

２ 連絡協議会の開催及び運営については、甲と乙とが協議の上、別途定める。 

（協議） 

第11条 この協定に定める事項について疑義が生じたときは、その都度甲と乙が協議の上、決定する。 

 

 この協定を証するため本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれその１通を保有するものとする。 

 

   平成８年１月22日 

 

        甲  東 京 都 

                   代表者  東京都知事  青 島 幸 男 

 

        乙  東京都生活協同組合連合会 

                   代表者  会長理事   野 村 鋠 市 
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「災害時における応急生活物資供給等に関する基本協定 実施細目」 
 

東京都（以下「甲」という。）と東京都生活協同組合連合会（以下「乙」という。）は、「災害時における応急生活

物資供給等に関する基本協定」（以下「協定」という。）第２条第１項の規定に基づき、災害時における応急生活物資

供給等に関する協力事項について、次のとおり実施細目を定めるものとする。 

 

（協定事項の発効） 

第１条  この実施細目に定める災害時の事項は、原則として甲が東京都災害対策本部を設置し、要請を行ったときを

もって発効する。 

（協力要請） 

第２条  甲は、災害時において甲が応急生活物資を調達する必要があるときは、乙に対し応急生活物資の供給業務に

ついて協力を要請することができる。 

２  甲は、必要に応じて乙に対して、輸送業務について協力を要請することができる。 

（業務の協力実施） 

第３条  乙は、前条の規定により甲から協力要請を受けたときは、乙に加盟する生活協同組合及び生活協同組合連合

会並びに乙が加盟する生活協同組合連合会（以下「会員生協等」という。）が保有する応急生活物資の供給業務及

び輸送業務（以下「業務」という。）に対する協力等に積極的に努めるものとする。 

（応急生活物資） 

第４条  甲が乙に要請する応急生活物資の品目は、被害の状況に応じて決定するものとし、主なものは別に定める。 

２  乙は、会員生協等が保有する災害時に供給可能な応急生活物資の品目及びその数量について適切な把握に努め、

必要に応じて甲に報告するものとする。 

（要請の手続き） 

第５条  甲の乙に対する要請手続きは、「応急生活物資の供給･輸送業務等要請書（第１号様式）」をもって行うもの

とする。ただし、緊急を要するときは電話等の方法により行い、後日速やかに文書を送付するものとする。 

２  甲は、乙に連絡がとれない場合は、乙があらかじめ定めた会員生協等に対し、文書若しくは電話等により直接要

請を行うことができる。 

３  乙は、連絡する順位を定めた名簿を毎年度当初、甲に提出するものとし、会員生協等の担当理事に異動があった

ときは、その都度、通知するものとする。 

４  連絡責任者は、甲にあっては業務所管局の担当課長とし、乙にあっては東京都生活協同組合連合会専務理事と

し、乙に連絡がとれない場合は、前項の規定により、乙が提出した名簿に定められた順位に従い連絡をとるものと

する。乙及び連絡する順位を定めた名簿のとおりに連絡がとれない場合は、あらかじめ乙が定めた会員生協等の担

当理事を連絡責任者とする。 

５  甲と乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段等について、支障をきたさないよう常に点検、改善に努めるものとす

る。 

（情報の提供） 

第６条  甲は、乙に対し速やかに業務実施区域の被災状況及び交通規制の情報等を提供するとともに、都民に対して

生活物資の供給状況等の情報伝達に努めるものとする。 

２  乙は、会員生協等をして業務実施区域の被災状況及び生活物資の供給状況等を把握し、甲に対してその情報を提

供するものとする。 

（輸送） 

第７条  業務は、「標章」及び「緊急通行車両確認証明書」を有している乙及び会員生協等が使用する車両を用いて

乙及び会員生協等が行うものとする。ただし、車両が使用不可能な場合は、他の手段を用いて行うものとする。 

２  甲は、乙が実施する業務が円滑なものとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。 

（応急生活物資の受領） 

第８条  甲は、甲が指定した場所において乙及び会員生協等が輸送した応急生活物資を、品目及び個数を確認のうえ

受け取るものとする。 

（業務報告） 

第９条  乙は、業務終了後速やかに業務内容を、「応急生活物資の供給･輸送業務等報告書（第２号様式）」により、

甲に報告するものとする。 

（費用負担） 

第 10条  第３条及び第７条の規定により乙が供給した物資の対価及び乙が行った輸送等の費用については、甲が負

担するものとする。 

２  前項に規定する費用は、物資の対価については災害が発生する直前に会員生協の組合員に供給していた物資の価

格を参考に甲と乙が協議して定め、輸送等に要した費用については甲と乙が協議して定めるものとする。 
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（費用の請求及び支払い） 

第 11条  乙は、業務終了後、前条に定める費用を甲に通知し、甲の確認を受けた後、費用を請求するものとする。 

２  甲は、前項の請求があったときは、その日から起算して 30日以内に費用を支払うものとする。ただし、予算措

置を必要とする場合は、この限りではない。 

（損害の負担） 

第 12条  第３条及び第７条の規定に基づく業務により生じた損害は、甲と乙が協議して定めるものとする。 

（従事者の損害補償） 

第 13条  甲は、乙及び会員生協等の業務に従事した者が、その業務に従事したことにより死亡その他の事故が生じ

たときは、「災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例（昭和 38年条例第 38号）」に定

めるところによりその損害を補償する。ただし、損害補償を受けるべき者が他の法令（条例を含む。）による療養

その他の給付若しくは補償を受けたとき又は事故の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、同一の事故

については、これらの補償額等の限度において損害補償を行わない。 

（協  議） 

第 14条  この実施細目の解釈について疑義を生じたとき、又はこの実施細目の実施に関し必要な事項は、その都

度、甲と乙が協議して定めるものとする。 
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（第１号様式） 

 

応急生活物資の供給・輸送業務等要請書 

 

    年    月    日 

 

 

                        様 

 

 

東京都知事                         （印） 

 

 

「災害時における応急生活物資供給等に関する基本協定」実施細目第５条の規定に基づき、下記のとおり協力を要

請します。 

 

記 

 

１  協力要請業務 

事      項 内                      容 

要請業務  

実施日時  

実施場所  

連絡先  

備考  

 

２  供給要請物資等 

品       目 仕        様 数  量 備考 

    

    

    

    

※  災害時における要請状況に応じて適宜様式を変更して使用する。 
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（第２号様式） 

 

応急生活物資の供給・輸送業務等報告書 

 

    年    月    日 

 

東京都知事                     様 

 

東京都生活協同組合連合会 

会長理事                   （印） 

 

「災害時における応急生活物資供給等に関する基本協定」実施細目第９条の規定に基づき、下記のとおり報告しま

す。 

 

記 

 

１  協力業務 

事           項 内                      容 

要 請 業 務  

実 施 日 時  

実 施 場 所  

業 務 従 事 者  

使 用 車 両  

備     考  

 

２  供給物資等 

品       目 仕        様 数  量 備考 

    

    

    

    

※  災害時における要請状況に応じて適宜様式を変更して使用する。 
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協定第50 災害時における食料品調達業務に関する協定（都福祉保健局） 
 

 東京都（以下「甲」という。）と一般社団法人日本即席食品工業協会（以下「乙」という。）とは、東京都内に

地震、風水害その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時」という。）におい

て、甲と乙とが相互に協力して、都民生活の早期安定を図るため、都民生活に必要となる食料品を甲が乙から

受ける供給に関して、この協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画に基づき、甲が行う災害時における食料品の調達業務に対する乙の協

力に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（要請） 

第２条 甲は災害時における食料品の確保を図るため、食料品を調達する必要が生じたときは、乙に対し、協力

を要請するものとする。 

２ 甲は乙に対し食料品の数量及び保管場所等を定めて要請し、当該場所等において数量を確認の上これを引き

取るものとする。 

（協力） 

第３条 乙は、甲から要請を受けた時は、食料品の供給に可能な限り協力するものとする。 

（食料品の種類） 

第４条 甲がこの協定に基づき、乙から供給を受ける食料品は、即席めん（カップめん）とする。 

（要請方法） 

第５条 甲の乙に対する要請方法は文書によるものとする。ただし、緊急を要する時又は文書によることが困難

な場合は電話等の方法により要請し、文書は事後行うものとする。 

（運搬） 

第６条 食料品の運搬は、甲の指定する者が行うものとする。ただし、甲は必要に応じて、乙に対して運搬の協

力を求めることができる。 

（費用弁償） 

第７条 この協定に基づき、乙が供給した商品の対価及び乙が行った運搬等の費用については、甲が負担するも

のとする。 

２ 前項に規定する費用は、乙が食料品の供給・運搬終了後、乙の提出する出荷を確認できる文書等に基づき、

甲乙協議の上決定するものとする。 

（協定の有効期限） 

第８条 協定期間は令和６年 11 月 20 日から令和７年３月 31 日までとする。ただし、双方から申出のない場合

には、更に１年間延長され、以降、この例によるものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項及び協定の解釈に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるもの

とする。 

 

 

この協定を証するため本協定書を２通作成し、双方記名押印の上、各１通を保有するものとする。 

 

 

令和６年 11月 20 日 

 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

甲   東京都 

代表者 東京都知事 

                   小池 百合子 

 

 

東京都港区新橋六丁目９番５号 

乙   一般社団法人日本即席食品工業協会 

代表者 理事長 

                     井田 純一郎 
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協定第51 災害時における愛護動物の救護活動に関する協定書（都保健医療局） 
 

 東京都（以下「甲」という。）と社団法人東京都獣医師会（以下「乙」という。）とは、東京都域において大規

模な災害が発生した場合に、被災した愛護動物の救護を図り、もって都民生活の安定に寄与するため、次のとお

り協定を締結する。 

（総則） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画等に基づき、災害時において甲及び乙が協力して実施する愛護動物の

救護活動（以下「活動」という。）に関し、必要な事項を定める。 

（対象動物） 

第２条 活動の対象となる動物は、被災地域内の犬、ねこ等の愛護動物（以下「被災動物」という。）とする。 

（活動内容） 

第３条 活動の内容は、次に掲げる事項とする。 

一 動物救援本部の設置及び運営管理に関すること。 

二 被災動物の救護及び応急処置に関すること。 

三 その他必要な災害応急業務に関すること。 

（活動要請等の手続） 

第４条 甲は、活動の要請が必要であると認めるとき、又は被災区市町村からの活動の要請を受け、必要と認め

るときは、乙に対し活動を要請するものとする。 

２ 前項に定める甲の活動要請は、次に掲げる事項を記載した別記様式１によるものとする。ただし、事態が緊

迫して、文書によることができない場合には、口頭その他の方法による要請を行い、事後、速やかに文書を送

付するものとする。 

  一 要請理由 

  二 要請内容 

  三 活動の場所 

  四 活動の期日又は期間 

  五 その他必要な事項 

３ 甲は、第１項の規定による活動の要請について、重要な変更が生じたときは、その都度、乙に別記様式２に

より通知するものとし、また、その活動が必要でなくなったときは、速やかに別記様式３により乙に通知する

ものとする。 

（活動の履行） 

第５条 乙は、要請を受けた事項に関して、可能な限り、誠意を持って必要な活動を実施するものとする。 

２ 甲と乙は、活動を円滑かつ効果的に遂行するために、適宜、情報交換を行うものとする。 

（平常時の対応等） 

第６条 甲は、災害時に区市町村で行われる活動について、区市町村と乙の会員とが相互協力のもと円滑に活動

を実施できるよう平常時から必要な調整を行うものとする。 

２ 乙は、平常時から乙の会員に対し本協定の普及及び啓発に努め、災害時において乙の会員が区市町村と円滑

に活動を実施できるよう必要な調整を行うものとする。 

３ 甲及び乙は、活動の円滑な実施を図るため、平常時から定期的な連絡会を開催する。 

（負担） 

第７条 乙は、原則として甲に活動に要する経費負担を求めないものとする。 

（資材等の調達・搬送） 

第８条 甲は、乙の実施する活動に必要な資材等の調達及び搬送について、必要な措置を講じるものとする。 

（損害補償） 

第９条 第４条の規定に基づき、甲が要請した活動に従事した乙の会員がそのために死亡し、負傷し、若しくは

疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、甲は、次に掲げる場合を除き、災害対策基本法（昭和 36 年

法律第 223 号）又は災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例（昭和 38 年東京都

条例第 38 号）の規定に準じて、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対する損害補償を行うものとす

る。 

 一 当該損害が当該乙の会員の故意又は重大な過失により生じた場合 

二 当該損害が第三者の行為によるものであって、当該第三者から損害賠償を受けることができる場  合 

 三 当該乙の会員等が他の制度等により補償を受ける場合 

２ 第４条に基づき、甲が要請した活動に従事した乙の会員が第三者に損害を与えた場合、当該第三者の責めに

帰すべき事由によるものを除き、甲乙協議してその賠償にあたる。 
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（活動の終了） 

第 10 条 乙は、活動の必要がなくなったと判断したときは、甲と協議して活動を終了するものとする。 

２ 乙は、活動を終了したときは、速やかに次の事項を記載した別記様式４により、甲に報告するものとする。 

 一 活動の具体的内容 

 二 活動の実施期間 

 三 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

（合同訓練） 

第 11 条 乙は、甲から要請があつた場合は、甲が実施する合同訓練に参加するものとする。 

（連絡体制） 

第 12 条 この協定の運用等に関しての連絡窓口は、甲にあっては東京都福祉保健局健康安全部環境衛生課、乙

にあっては社団法人東京都獣医師会事務局とする。 

２ 甲は、災害発生時に関係団体等との連絡調整を実施するものとする。 

（細目） 

第 13 条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 

（協議） 

第 14 条 この協定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度甲乙協議して決定するものとす

る。 

（協定の期間及び更新） 

第 15 条 この協定の期間は、協定書締結日から平成 24 年３月 31 日までとする。ただし、協定期限の満了の日

までに、甲若しくは乙のいずれかが本協定を更新しない旨の書面による通知をした場合又は甲乙の合意により

協定内容の変更をした場合を除き、本協定は１年間更新されるものとし、以降同様とする。 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、それぞれ記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 

平成 23 年３月 15 日 

                  甲 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

                     東京都知事  石 原  慎 太 郎 

                  乙 東京都港区南青山一丁目１番１号 

                     社団法人東京都獣医師会会長 

                            村 中  志 朗 
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協定第52 火山噴火時における降灰等の障害物除去に関する協定（都建設局） 
 
  東京都（以下「甲」という。）と一般社団法人東京道路清掃協会（以下「乙」という。）とは、火山噴火時にお

ける降灰等の障害物除去の実施に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（業務の内容） 

第１条  甲が乙に実施を要請する業務は、道路における降灰等の障害物除去（以下「本業務」という。）とす

る。 

（路面清掃資機材等の報告） 

第２条   乙は、あらかじめ乙に属する会員（以下「会員」という。）が保有する災害時に稼動可能な路面清掃資

機材及び労力（以下「路面清掃資機材等」という。）を把握し、甲に報告するものとする。 

２ 前項の路面清掃資機材等に著しい変化があったとき、又は甲の要求があった場合は、保有状況を速やかに甲

に報告するものとする。 

（出動の要請） 

第３条  甲は乙に対し、具体的な災害の状況に応じて、日時及び箇所を指定して路面清掃資機材等の出動を要請

するものとする。 

２ 甲は、災害時の実情に応じて、甲が実施する道路障害物除去の現場等から直接、本協定に基づく業務に協力

する会員に前項の要請をすることが出来る。 

３ 甲から乙又は会員への要請は、文書によることとする。ただし、これにより難い場合は、口頭その他適切な

手段で要請することができるものとし、この場合において、甲は、要請後速やかに文書を乙又は会員に提出す

るものとする。 

（業務の実施） 

第４条  乙は、前条に基づく出動要請があったときは、会員を前条の指定の箇所へ出動させ、業務を実施させる

ものとする。 

２ 会員は、前条に基づく出動要請があったときは、前条の指定の箇所へ出動し、業務を実施するものとする。 

３ 会員は、出動後直ちに、現場責任者、出動時間及び路面清掃資機材等を、別表に掲げる当該指定箇所を所管

する東京都建設事務所長（以下「所長」という。）に報告しなければならない。 

（業務の指示） 

第５条  業務の指示は、所長が行うものとし、会員は、その指示に従うものとする。 

（業務の完了） 

第６条  会員は、業務が完了したときは、直ちに所長に報告するものとする。 

（実費用の請求及び支払い） 

第７条  会員は、業務完了後、当該業務に要した費用を甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、内容を精査確認し、速やかにその費用を支払うものとする。 

（損害の負担） 

第８条  本業務の実施に伴い、甲及び会員双方の責に期さない理由により第三者に損害を及ぼしたとき、又は路

面清掃資機材等に損害が生じた時は、乙又は会員はその事実の発生後遅滞なくその状況を書面により甲に報告

し、その処置について甲、乙及び会員で協議して定めるものとする。 

（従事者の災害補償） 

第９条  甲は、会員の業務従事者が、本業務において負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、

「災害時において応急措置の業務に従事した者の損害賠償に関する条例」（昭和38年条例第38号）に基づき、

これを補償するものとする。 

（協    議） 

第10条  この協定の解釈に疑義が生じたとき、又は、この協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協

議して定めるものとする。 

 

 

（有効期間） 

第11条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和８年３月31日までの間とする。ただし、期間満了日の３か

月前までに、甲乙のいずれかの者が更新しない旨の意思表示をしない限り、その効力は更に１年間継続するも

のとし、以降もこの例による。 

 

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 
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令和７年３月28日 

 

 

 

甲 東京都建設局長       花井 徹夫 

   

 

 

 

 

乙 一般社団法人 

            東京道路清掃協会会長    橋本 圭史 
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別 表 

東京都第一建設事務所長 

東京都第二建設事務所長 

東京都第三建設事務所長 

東京都第四建設事務所長 

東京都第五建設事務所長 

東京都第六建設事務所長 

東京都西多摩建設事務所長 

東京都南多摩東部建設事務所長 

東京都南多摩西部建設事務所長 

東京都北多摩南部建設事務所長 

東京都北多摩北部建設事務所長 

 

  



562 

協定第53 災害時における道路啓開等の支援に関する協定（都総務局） 
 
東京都（以下「甲」という。）、一般社団法人日本自動車連盟（以下「乙」という。）、全日本高速道路レッカー

事業協同組合（以下「丙」という。）及び一般社団法人全国ロードサービス協会（以下「丁」という。）は、東京

都内に地震、風水害等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時等」という。）における

道路啓開等の支援に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、災害時等において、甲から乙、丙及び丁に対して行う道路啓開等の支援の要請に関して必要

な事項を定める。 

（道路啓開等の要請） 

第２条 甲は、道路啓開等の支援が必要な場合は、乙、丙及び丁に対し、次に掲げる事項を要請することができ

る。 

（１）緊急通行車両の通行の妨げになる車両その他の物件（以下「車両等」という。）の移動・運搬 

（２）車両等の保管場所の確保 

（３）車両等の移動・運搬に関する専門的な知識を有する者の派遣 

（要請に対する回答） 

第３条 乙、丙及び丁は、前条の規定による要請があった場合は、最大限協力するものとし、甲に対し、支援に

関し必要な事項を回答する。 

（要請及び回答の方法） 

第４条 第２条及び前条の規定による要請又は回答は、書面により行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、書面によって要請又は回答を行う時間的余裕がない場合は、口頭によりこれを行

うことができる。ただし、口頭による要請又は回答を行った場合は、速やかに当該要請又は回答について書面

を作成し提出する。 

（情報提供） 

第５条 甲、乙、丙及び丁とは、本協定に基づく業務の実施に当たり必要な情報を相互に提供し、共有するよう

努める。 

（費用負担） 

第６条 第２条の規定による要請に基づき乙、丙及び丁が実施した業務に要する費用は、甲が負担する。 

２ 前項の費用は、災害時等の直前の乙、丙及び丁における価格を基準として算定する。 

３ 第１項の費用の具体的な内容、請求及び支払方法等詳細については、甲、乙、丙及び丁協議の上、別途定め

る。 

（損害の負担） 

第７条 本協定に基づく業務の実施に伴い、甲、乙、丙及び丁の責に帰さない事由により第三者に損害を及ぼし

た場合又は業務に従事した者に損害が生じた場合には、その処置について、甲、乙、丙及び丁は誠意をもって

協議の上、取り決める。 

（担当部署及び連絡責任者） 

第８条 甲、乙、丙及び丁は、本協定に基づく業務に関する担当部署を定め、連絡責任者を選任するとともに、

相互に通知する。連絡責任者に変更があった場合も同様とする。 

（協議等） 

第９条 本協定の解釈に疑義が生じた場合、又は本協定に定めのない事項については、その都度甲乙丙丁協議の

上、定める。 

２ 甲、乙、丙及び丁は、相互に協力して、本協定に係る検討、協議、訓練を行うなど、本協定に基づく業務の

円滑な運用に努める。 

（有効期間） 

第 10 条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成 27 年３月 31 日までの間とする。ただし、期間満了日の

３か月前までに、甲乙丙丁のいずれかの者が更新しない旨の意思表示をしない限り、その効力は更に１年間継

続するものとし、以降もこの例による。 

 

 

 平成 26 年７月 31 日 
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甲 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 

  東京都 

  代表者 東京都知事 舛 添 要 一 

  

乙 東京都港区芝大門一丁目１番３号 

  一般社団法人日本自動車連盟 

  代表者 会 長  小 栗 七 生 

 

丙 東京都港区南青山一丁目 10 番３号 

  全日本高速道路レッカー事業協同組合 

  代表者 理事長  佐 藤 正 良 

 

丁 東京都大田区東糀谷五丁目 15番 13 号 

  一般社団法人全国ロードサービス協会 

  代表者 会 長  藤 來 有 二 
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協定第54 災害時等における道路啓開等の支援に関する細目協定（都建設局） 
 

東京都（以下「甲」という。）、一般社団法人日本自動車連盟（以下「乙」という。）、全日本高速道路レッカ

ー事業協同組合（以下「丙」という。）及び一般社団法人全国ロードサービス協会（以下「丁」という。）は、

平成 26 年７月 31 日付けで締結した「災害時等における道路啓開等の支援に関する協定」第９条の規定に基づ

き、甲の所管業務の実施に関して、次のとおり協定を締結する。 

（業務の内容） 

第１条 甲が乙、丙及び丁に実施を要請する業務は、東京都が行う道路啓開の支援（以下「本業務」という。）と

する。 

（レッカー車等の報告） 

第２条 乙、丙及び丁は、会員事業者の同意を得た上で、当該会員事業者が保有する災害時に稼働可能なレッカー

車、重機及び労力（以下「レッカー車等」という。）を把握し、年１回、甲に報告するものとする。 

（出動の要請） 

第３条 甲は乙、丙及び丁に対し、具体的な災害の状況に応じて、日時及び箇所を指定してレッカー車等の出動を

要請する。 

（業務の実施） 

第４条 乙、丙及び丁は前条に基づく出動要請があったときは、乙、丙及び丁の会員事業者（以下「会員事業者」

という。）を前条の指定の箇所へ出動させ、業務を実施するものとする。 

２ 会員事業者は、出動直後直ちに、現場責任者、出動時間及びレッカー車等を、別表に掲げる当該指定箇所を所

管する東京都建設事務所長（以下「所長」という。）に報告しなければならない。 

３ 会員事業者は、緊急車両の通行の妨げになる車両やその他の物件を移動・運搬する場合、原則として、別に定

める「災害対策基本法に基づく車両移動に関する運用の手引き」に基づき実施する。 

（業務の指示） 

第５条 業務の指示は、所長が行うものとし、会員事業者はその指示に従うものとする。 

（業務の完了） 

第６条 会員事業者は、業務が完了したときは、直ちに所長に報告するものとする。 

（費用の請求及び支払い） 

第７条 会員事業者は、業務完了後、当該業務に要した費用を甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、内容を精査確認し、速やかにその費用を支払うものとする。 

（損害の負担） 

第８条 甲は、業務の実施に伴い、甲及び会員事業者の責に帰さない事由により第三者に損害を及ぼした場合に

は、「災害対策基本法第 82 条」（昭和 36 年法律第 223 号）に基づき、これを補償するものとする。 

（従事者の損害補償） 

第９条 甲は、会員事業者の業務従事者が、業務等において負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合

は、「災害時において応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」（昭和 38 年条例第 38 号）に基づ

き、これを補償するものとする。 

（担当部署及び連絡責任者） 

第 10 条 甲、乙、丙及び丁は、この協定に基づく業務に関する担当部署を定め、連絡責任者を選任するとともに、

相互に通知する。担当部署及び連絡責任者に変更があった場合も同様とする。 

（協議） 

第 11 条 この協定の解釈に疑義が生じたとき、又は、この協定に定めのない事項についてはその都度、甲、乙、

丙及び丁が協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第 12 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和８年３月 31 日までの間とする。ただし、契約完了日の

３か月前までに、いずれかの者が更新しない旨の意思表示をしない限り、その効力は更に１年間継続するもの

とし、以降もこの例による。 

 この協定を証するため本書４通を作成し、記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和７年３月 27 日 

                甲  東京都建設局長   花井 徹夫 

                 

                乙  一般社団法人日本自動車連盟 

会長     坂口 正芳 

 

                丙  全日本高速道路レッカー事業協同組合 

                       理事長    加藤 紀明 

                 

                丁  一般社団法人全国ロードサービス協会 

                       会長     藤來 有二 
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別 表 

東京都第一建設事務所長 

東京都第二建設事務所長 

東京都第三建設事務所長 

東京都第四建設事務所長 

東京都第五建設事務所長 

東京都第六建設事務所長 

東京都西多摩建設事務所長 

東京都南多摩東部建設事務所長 

東京都南多摩西部建設事務所長 

東京都北多摩南部建設事務所長 

東京都北多摩北部建設事務所長 



566 

協定第55 災害時の支援等に関する協定（都総務局） 
 
財務省関東財務局及び財務省関東財務局東京財務事務所（以下「甲」という。）並びに東京都（以

下「乙」という。）は、東京都内で地震、風水害等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

（以下、「災害が発生した場合等」という。）における甲から乙に対する災害支援の円滑な遂行を図

るため、次のとおり協定を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 本協定は、災害が発生した場合等において、甲・乙間の連携により初動時の情報収集及び伝

達を迅速に実施するとともに、甲が乙に対して利用可能な国家公務員宿舎及び未利用国有地を提供

し、及び災害対応業務に係る職員派遣を実施することにより、乙における円滑かつ迅速な災害復旧

事務の遂行及び都民生活の安定を図ることを目的とする。 

（情報の収集・伝達） 

第２条 甲及び乙は、災害が発生した場合等には、相互に連絡し、情報の収集及び伝達を迅速に行う

ものとする。 

２ 前項の目的を達するため、 甲及び乙は、災害時に速やかに連絡をとることができる体制をあら

かじめ整備しておくものとする。 

（利用可能な国家公務員宿舎の提供） 

第３条 甲は、災害が発生した場合等における応急措置の用に供する目的で、国有財産法（昭和 23

年法律第 73 号）第 18 条及び第 19 条において準用する同法第 22 条第１項第３号の規定に基づき、

甲が管理する利用可能な国家公務員宿舎を乙に無償で貸し付け、又は使用させるものとし、そのた

めに必要な措置を講じるものとする。 

２ 甲は、前項に定める無償利用が可能な国家公務員宿舎に関する情報を四半期毎に乙に提供するも

のとする。 

３ 甲が第１項に基づき国家公務員宿舎を乙に無償で貸し付け、又は使用させる期間は、その用途や

被災の状況に応じて、原則として１年以内とする。ただし、当該期間満了後、被災の状況等からや

むを得ない事情が認められる場合には、甲・乙協議の上、当該期間を更新できるものとする。 

（利用可能な未利用国有地の提供） 

第４条 甲は、災害が発生した場合等における応急措置の用に供する目的で、国有財産法第 22 条第

１項第３号の規定に基づき、甲所有の利用可能な未利用国有地を乙に無償で貸し付けるものとし、

そのために必要な措置を講じるものとする。 

２ 甲は、前項に定める無償利用が可能な未利用国有地に関する情報を四半期毎に乙に提供するもの

とする。 

３ 甲が第１項に基づき未利用国有地を乙に無償で貸し付ける期間は、その用途や被災の状況に応じ

て、原則として２年以内とする。ただし、当該期間満了後、被災の状況等からやむを得ない事情が

認められる場合には、甲・乙協議の上、当該期間を更新できるものとする。 

（その他利用可能な国有財産の提供への協力） 

第５条 甲は、災害が発生した場合等における応急措置の用に供する目的で、国有財産法第 18 条及

び第 19 条において準用する同法第 22 条第１項第３号の規定に基づき、甲が所有し、又は管理する

もの以外の国有財産について、乙が無償で貸付けを受けられるよう、調整を行うものとする。 

（災害対応業務に係る職員派遣） 

第６条 甲は、災害が発生した場合等には、職員を派遣して、以下の事務又は作業に従事させ、乙に

おける災害復旧を支援するものとする。 

（１） 情報の収集・提供（リエゾン（情報連絡員）を含む。） 

 （２） 被害情報のとりまとめ等に関する事務 

 （３） 関係機関への支援要請、受入れ等に関する事務 

 （４） 支援物資の受入れ等に関する事務 

 （５） 災害派遣等従事車両証明書の発行に関する事務 

 （６） その他乙並びに乙管内の特別区及び市町村に対する支援を円滑に行うための事務及び作業 

２ 甲は、災害が発生した場合等には、職員を派遣して、以下の事務又は作業に従事させ、乙管内の

特別区及び市町村における災害復旧を支援するものとする。 

（１） 情報の収集・提供（リエゾン（情報連絡員）を含む。） 

 （２） り災証明書申請受付及び発行に関する事務 
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 （３） り災建物判定に係る現地調査補助 

 （４） 有価物（現金、保険証、貴金属等の遺失物）の分別等作業 

 （５） 災害ボランティア及び支援物資等の受付事務 

 （６） 避難施設運営補助（支援物資運搬、避難施設巡回等） 

 （７） その他特別区及び市町村に対する支援を円滑に行うための事務及び作業 

（支援の要請） 

第７条 乙は、災害が発生した場合等において、甲に対して第３条から前条までに掲げる支援を要請

する必要があるものと判断した場合、財務省関東財務局東京財務事務所総務課に対する電話連絡等

による要請を行うものとし、その後、速やかに要請内容を記載した支援要請書を甲に提出するもの

とする。 

（支援の実施） 

第８条 甲は、乙から前条に基づく要請を受けた場合、甲における業務継続可能な体制を考慮した上

で、可能な範囲での支援を行うものとする。 

（費用負担） 

第９条 支援に係る費用は、原則として甲が負担するものとする。ただし、災害救助法の適用により

乙が負担すべき費用は乙が負担するものとする。 

（訓練等） 

第 10 条 甲は、災害が発生した場合等の甲・乙間での第２条から第６条までに掲げる対応が迅速に

図られるよう、乙が実施する訓練等に対し、積極的に協力するよう努めるものとする。 

（その他） 

第 11 条 甲及び乙は、本協定に定めのない事項に関しては、その都度、協議の上、決定するものと

する。 

（協定の発効） 

第 12 条 本協定は、令和３年 10 月 29 日から効力を発するものとする。 

 

 

本協定の締結を証するため、本書を３通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和３年 10 月 29 日 

 

甲   

埼玉県さいたま市中央区新都心１番地１ 

財務省関東財務局 

代表者 関東財務局長  白川 俊介 

 

 

東京都文京区湯島４丁目６番 15 号 

財務省関東財務局東京財務事務所 

代表者 東京財務事務所長  笹本 純雄 

 

 

乙   

東京都新宿区西新宿２丁目８番１号 

東京都 

代表者 東京都知事  小池 百合子 
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